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『逆修説法』における法然の阿弥陀仏観

一ノ瀬 和 夫

1．二身説と三身説

　法然の仏身論は、『逆修説法』の初七日と四七日の説法に現れる。初七日においては、その

冒頭に、「經論之中、説佛功徳有無量身。或惣説一身、或別説二身、或説三身、或説四身、乃

至華嚴經説十身功徳。今且以眞身化身之二身、奉讃嘆彌陀之功徳 」〈経論の中に仏の功徳を

説くに、無量の身有り。或いは惣じて一身を説き、或いは別して二身を説き、或いは三身を説

き、或いは四身を説く。ないし華厳経には十身の功徳を説けり。今且く真身化身の二身を以

て、弥陀の功徳を讃嘆し奉る〉と説き、四七日では、「佛有惣別二功徳。先惣者、四智三身等

功徳也。一切諸佛内證等具一佛無異故、諸經中説佛功徳、惣不説内證功徳、唯別説外用功徳

也。雖爾爲善根成就、三身功徳如形可奉説 」〈仏に惣別の二功徳有り。先ず惣とは、四智三

身等の功徳なり。一切の諸仏は内証等しく具して一仏も異無き故に、諸経の中に仏の功徳を説

論　文

　法然の阿弥陀仏観を対象とする先行研究においては、仏の法・報・応三身を巡っ

て、法身の位置付けを弱めた阿弥陀仏解釈が主流となってきた傾向が見られる。しか

しこのような解釈は、法然の特殊性のみを強調することになり、必ずしもその浄土思

想の構造を明確に捉えることにはつながっていないように思われる。そこで改めて、

『逆修説法』の文言から法然の仏身観、阿弥陀仏観を抽出し、それを通仏教的な仏身

論や、法然が参照したことが確実な源信の仏身観を通して再検討し、法然の阿弥陀仏

観が、源信などの浄土思想に見られる三身一体論に基づくものであることを明らかに

する。その上で、この三身一体論は、叡山を中心とする浄土教の基盤にある仏性認識

に懐疑的であった法然が、その立場を推し進めつつ、なおかつ全ての衆生の救済を可

能とするための教理構築を支えるものであった可能性を提示する。

キーワード：法然、阿弥陀仏観、『逆修説法』、三身一体論、浄土思想

〔抄　録〕
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くに、惣じて内証の功徳をば説かず。唯別して外用の功徳を説くなり。爾りと雖も善根成就の

為に三身の功徳、形の如く説き奉るべし〉と始めている。ひと続きの説法の中で法然が言及す

る仏身論ではあるが、前者は二身論、後者は三身論とみなすこともできるので、この点を中心

に、これまで先学によってさまざまな検討が積み重ねられてきている。その中で体系的論考と

して注目すべきものには、高橋弘次氏と曽根宣雄氏による一連の研究がある 。

2．高橋説と曽根説

　高橋氏は、「法然が三身論を使用して阿弥陀仏を論証していく場合、⑴阿弥陀仏は法・報・

応の三身のなかの報身であるとする……報身論の立場と、いまひとつは⑵阿弥陀仏は三身即

一、いわゆる阿弥陀仏自身が法・報・応の三身を具有しているという立場との、異なった二つ

の立場が指摘される 」とした上で、かつて石井教道氏によって論究された三身同体論、三身

別体論にふれて 、「阿弥陀仏の内証功徳を示す場合を三身同体論というべきであり、いま一

つの阿弥陀仏の修因感果身であることの性格を示す場合を三身別体論というべき 」であっ

て、「阿弥陀仏の三つのはたらきを示す三身同体論の立場は、阿弥陀仏それ自身のたつ立場で

あり、いま一つ阿弥陀仏の修因感果身であることの性格を示す三身別体論の立場は、阿弥陀仏

の性格を外から論証し表示しようとする立場である。前者は仏自身のたつ絶対次元のものであ

り、後者は人間の側に立つ相対次元のものである 」とする。従って、人間の立場としては、

「阿弥陀仏を修因感果身なるが故に報身とみなすことは、その報身の根源に理智冥合の法身、

あるいはたんなる理としての法身を予想することをまぬがれない。しかしわれわれ救いを求め

るものの宗教的立場からいうならば、救済仏としての阿弥陀仏により根源的な法身を認める必

要は毛頭ない 」と述べ、真化二身論こそが法然の仏身観である と結論づけている。

　一方、曽根氏は管見の限りでも、「法然上人における内証・外用①─特に内証の四智・三身

について─」（『佛教文化学会紀要』第二号、一九九四年）から、最近の「『逆修説法』四七日

の三身論と『阿弥陀経略記』の三身論について」（『佛教論叢』第六一号、二〇一七年）まで、

数多くの論考を通してこの問題に取り組んできている。その特色は、法然が四七日の説教で用

いた内証・外用という概念に注目し、それを軸として三身、特に法身と報身の関係を明らかに

しようとするところにある。具体的にその研究の初期から中期にかけては、「四智・三身が一

体的に捉えられた場合、仏の理知不二の境を意味することもある……これを法然の説にあては

めるならば、法然の説く『内証の四智・三身』は仏身上に顕現具足された真如をいうと考えら

れ、内容は矛盾しないといえるだろう。つまり、法然は『内証の四智・三身』を有相や作用等

を意味するものと捉えていなかったと考えられるのである 」として、三身という概念自体を

無相であると捉える。そして「内証に説かれる四智・三身等は理知不二の境を示しているので

あり、直接的に救済作用等を意味しているのではないのである。したがって内証の三身に基づ
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く有相や作用は、外用において現れるものなのである 」と論を進め、それを根拠として「当

然のことであるが、法然は報身である阿弥陀仏の根源や出発点に法身を想定していない 」と

する結論を導き出している。ただし三身の在り方については、「法蔵比丘が無相である仏智の

境界に入り（内証）、その上で衆生救済のために有相荘厳・救済作用（外用）を顕すのであ

る。浄土や阿弥陀仏の有する有相性は、あくまでも理知不二である内証を踏まえたものなので

ある。したがって外用の有相性や救済作用は、迷いの執着の段階とみなされるようなものでは

なく、無分別後智・出出世間として解されるものなのである 」としている。つまり、報身と

しての阿弥陀仏は「さとり」の境界を内的に通過したものと見なされていると解釈することが

できる。こうして、上記の二〇一七年の論文では、改めて次のような見解が示されることにな

る。

法然は三身論については、源信によりながらも、その内容に独自の解釈を施している。一

つ目は、三身即一を内証の功徳と限定し、それを諸仏平等と解している点である。内証の

三身とは、三身をあくまでも証果として捉えるというものであり……単に三身具足をもっ

て諸仏平等とするのではなく、内証の功徳という仏の「所証の理」が諸仏平等であると捉

えていくのが法然の立場である。二つ目は法身と報身を能所の関係で説明するということ

を依用しつつも……法身を報身の根源と捉えるのではなく、報身については法身を解り知

る主体と捉えていることを示している 。

　この解釈はこれまでの論究を統合したものであるが、三身の関係性については「『逆修説法』

において法然は、報身とは法身を根源とするのではなく、法身を悟った仏身であることを示し

ているのである 」とする。報身である阿弥陀仏はその出発点に法身を想定しない、ないし

は、最終的には三身同体という枠組みの中で阿弥陀を捉えることはしない、という見解に着地

しているのである。

3．高橋説と曽根説への疑問

　高橋説、曽根説から明らかになるのは、前者は、三身同体論と三身別体論を整理すること

で、『逆修説法』初七日の説法で説かれる真身・化身の二身説に法然の阿弥陀仏観の本質を見

て、それを受けて信仰的な立場からは「阿弥陀仏により根源的な法身を認める必要は毛頭な

い」としていることであり、後者は、内証・外用と三身の関係を分析することで、法然は「阿

弥陀仏の根源や出発点に法身を想定していない」としている点である。つまり両者とも、法然

の三身論における法身の位置づけは報身に先行しない、あるいは法身と報身の連携性は重視し

ないとする主張を共有している、とみなすことができる 。これは一つには、阿弥陀仏とは、
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法蔵比丘が四十八願を建て、兆載永劫の修行の後に仏となった修因感果の報身であるという、

道綽、善導説以来の前提に倣っているためであろうし、同時に、真化二身説と三身説を会通さ

せようとした結果とも言える。

　しかしそもそも、初七日に説かれる二身説と四七日に説かれる三身説は仏身論として分裂し

たものなのだろうか。また、三身同体論、三身別体論を絶対・相対、あるいは仏辺・機辺とい

った概念で理解することが、法然の阿弥陀仏観の実体とその浄土思想の背景をどれだけ正確に

明確化することになるのか、疑問は残る。加えて、曽根論文が開拓した内証・外用という視点

からの法然の阿弥陀仏観へのアプローチは有効なものと思われるが、そこに散見される「法然

においては阿弥陀仏の仏格は報身であり、三身はあくまでも阿弥陀仏の内証の功徳を示すもの

なのである 」、あるいは「（法然は：筆者注）三身即一を内証の功徳と限定し、それを諸仏平

等と解している……内証の三身とは、三身をあくまでも証果として捉えるというものであり

……単に三身具足をもって諸仏平等とするのではなく、内証の功徳という仏の『所証の理』が

諸仏平等であると捉えていくのが法然の立場である 」といった指摘は、三身の実体と位置づ

けをより複雑化かつ曖昧化し、法然の浄土思想を通仏教的な枠組みから捉えることをかえって

困難にしているようにも思われる。

　そもそも、ここで問題の前提となる「内証の功徳」は、前出の「仏に惣別の二功徳有り。先

ず惣とは、四智三身等の功徳なり。一切の諸仏は内証等しく具して一仏も異無き故に、諸経の

中に仏の功徳を説くに、惣じて内証の功徳をば説かず。唯別して外用の功徳を説くなり 」と

いう文脈に登場する。その解釈について、現代語として考えてみれば、例えば真柄和人訳は、

次のようになっている。

仏には、惣と別の二功徳がおありになる。まず、惣とは四つの智慧と三種の身体との功徳

である。すべての仏は内面のさとりを同等に具えていて、一仏として異なることがない。

だから、数ある経の中に仏の功徳を説く場合、総体的に、内面の功徳は説かず、ただ、個

別に外に向かってはたらく功徳だけを説くのである 。

　また、大橋俊雄訳は以下の通りである。

仏の功徳には、諸仏に共通したものと、その仏にのみ具わっているものとがある。諸仏に

共通したものとしては四種の智慧、三種の仏身などの功徳がある。一切のもろもろの仏に

も異なることなく具わっているから、いずれの経典の中にも仏の功徳を説いているが、一

般的に内なる悟りの功徳は説くことなく、その仏にのみ具わっている外へのはたらきを説

いている 。
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　両者には、原文に忠実、意訳的とそれぞれ違いはあるものの、「内証」の理解に関しては、

「内面のさとり」、「内なる悟り」と捉えている点では共通している。つまり、「内証」とはそも

そも、「内なる悟り＝自己の心の内で真理をさとること 」であり、その功徳とは、真理をさ

とったその結果として具わる「徳性」、「特質」、あるいは「はたらき」ということになる。こ

こではそれが「四智」や「三身」ということなのである。従って、内証の功徳の意味するとこ

ろを仏の「所証の理」としてのみ理解することは、かえって法然の説く趣旨から逸脱してしま

うことになるのではないか。むしろ、上記二通りの現代語訳に共通にみられるような理解を前

提とした上で、法然の仏身をめぐる説法をたどっていけば、一見もつれているように感じられ

る内証と三身をめぐる論理も、思いのほか統一の取れたものであることが自ずから明らかにな

ってくるように思われる。

4．四七日における三身論

 『逆修説法』に現れる、いわゆる二身説と三身説において、問題となるのは四七日に説かれる

三身論になるだろう。この部分は、既に前節で検討した「仏に惣別の二功徳有り」という文言

で始まるが、その惣に分類される内証の功徳である三身を説明する部分で、まず法身は「是無

相甚深之理也。一切諸法畢竟空寂卽名法身 」〈是れ無相甚深の理なり。一切の諸法、畢竟空

寂なるを即ち法身と名づく〉と定義される。続けて「次報身者非別物、解知彼無相之妙理知惠

名報身也。所知名法身、能知名報身也。此法報之功徳周遍法界、無不周遍菩薩二乘之上、乃至

六趣四生之上矣 」〈次に報身とは、別物に非ず。彼の無相の妙理を解り知る知恵を報身とは

名づくるなり。所知をば法身と名づけ、能知をば報身と名づくるなり。此の法報の功徳、法界

に周遍せり。菩薩二乗の上、乃至六趣四生の上にも周遍せずと云うことなし〉と報身を説明す

る。つまり、法身が知られる対象としての真理であり、報身が知るところの主体である知であ

って、その法身と報身は決して別のものではないとする。さらにその徳は法界に遍満する、と

なれば、無相である法身と同様に、報身もまた無相という解釈が成立することになる。曽根氏

が「法然は『内証の四智・三身』を有相や作用等を意味するものと捉えていなかったと考えら

れるのである 」とするのも、法然のこの文言に対応した結果とも言えるかもしれない。しか

し一方で、通仏教的な文脈の中で、瑜伽行唯識学派の自性身、受用身、変化身の三身説から発

展した、法・報・応の三身論の枠組みにおける基本的理解に基づけば、報身は本来的に「願と

行とが完成して、願と行とに報いた結果としての仏身の謂で」あり、「動くもの、変わるも

の、可視的なもの」であるはずでもある 。「法相三論天台華嚴眞言佛心の諸大乘の宗、遍學

し悉明る…… 」〈法相、三論、天台、華厳、真言、禅といった大乗の各宗について、すべて

学び理解した〉と伝えられる法然が、仏身の「在り方」に昏かったとは考えられず、また自ら

『無量寿経釈』においては、「報身者、報前（萬行）因所感得（之萬徳）身也 」〈報身とは、
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前（万行）因に報いて感得する所の（万徳）身なり〉という理解を既に示してもいるのであ

る。そうするとここでは、報身を無相であるばかりではなく、有相でもあるものとして理解し

なくてはならないということになる。

　では、どのように考えればそのようなものとして報身を捉えることが可能になるのだろう

か。そこで改めて振りかえるべきは、報身（受用身）のそもそもの「在り方」とその「はたら

き」ということになる。長尾雅人氏は法身（自性身）と報身（受用身）について、「自性身が

さとりを開いたり法を享受したりすることがないということは、それがもともと悟りそのもの

であり、いわゆる本覚だからであろう。自性身が本覚であるのに対すれば、受用身はいわば始

覚である。人間にとっての救いは、このような受用身において成立つのであって、自性身にお

いてではない 」とした上で、受用身には二重性があり、「超越的であると共に現象的、歴史

的であると共に超歴史的」であって、また自利的であると同時に利他的でもあるとしてい

る 。この見地に立てば、法然がここで「報身とは、（法身と：筆者注）別物に非ず」として

いるのは、報身（受用身）の二重性のうち、「超越的」、「自利的」な側面に限っての説明であ

ると理解することが可能となる。それはすなわち、もう一面である「現象的」、「利他的」な部

分は、ここで直接言及されないまでも、当然のこととして前提されているということでもあ

る。そもそも『逆修説法』におけるこの個所は、すべての仏に共通する「惣」の説明であっ

て、利他の在り方、つまり、報身の「現象的」、「利他的」な部分は外用の功徳として説かれる

べきものなのである。

　以上の理解に立てば、報身とはすなわち、「無相の妙理を解り知る知恵」という「超越的」

かつ「自利的」な側面では無相である法身と共通する普遍的属性を具えるが、一方で、獲得し

た真理の認識を個別的な衆生救済に振り向けるという、具体的なはたらきを持った有相の主体

でもあるということである。つまり、法身としての真理は世界に遍満するが、その「真理を解

り知る」主体である報身が備える智慧も、その点においては法身と異なるところはないという

ことができる。と、同時に、利他行を担う主体としての報身は、法然の説明に沿えば、外用と

して説かれる功徳というかたちで、衆生救済という個別的かつ具体的なはたらきをも示すので

ある。

　このように理解すれば、「報身とは、（法身と：筆者注）別物に非ず」という文言や「法報の

功徳法界に周遍せり」といった認識も、通常の三身論のなかに収まるものとして理解できるで

あろう。さらに、前出の長尾氏はその仏身を論ずる中で、「自性身は、法を本質とする法身で

はあるが、そこに法の享受ということは説かれていない。不動なる自性身には、享受という動

はありえない。法の享受があるためには、自性身はその絶対の座を一歩下って具象的相対的と

ならなければならない。空性であり法界であるような座から下りて、浄土がそこに現成し、願

と行とを伴い、それらを原因として仏陀が結果するという、報身の姿をとらねばならない 」

と述べているが、これがまさに阿弥陀仏の在り方なのである。法然の阿弥陀仏理解は正確にこ
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れに重なるものであると考えてよいであろう。真理という「静」の理ではなく、その真理に基

づく衆生救済という「動」を求めた法然にとって、阿弥陀仏は、実体として修因感果の報身で

あるが、同時に、所知・能知の関係で法身と連関し、利他行としての具体的はたらきにおいて

は、「爲濟度衆生、於無際限中示際限、於無功用中現功用給也 」〈衆生を済度せんが為、無際

限の中に於いて際限を示し、無功用の中に於いて功用を現じ給へるなり〉と説明される応身を

通して、すべての衆生に向けての救済のはたらきかけが可能な仏となるのである。

5．法然の阿弥陀仏観

　以上を前提として、次に法然が分類した惣別の別にあたる外用の功徳の内実をみてみよう。

法然はここで、源信の『阿弥陀仏白毫観』を参照して 、阿弥陀仏の外用を、八万四千相のな

かで最勝である白毫に例をとって、業因、相貌、作用、体性、利益という五項目に分けて説明

している。

　先ず白毫の業因について、『大集経』、『観仏三昧経』等を引用してから、「然彼阿彌陀佛、法

藏比丘昔兆載永劫間、修六度四攝之無量無邊之妙行、集所具足若干功徳顯眉間白毫也 」〈然

れば彼の阿弥陀仏、法蔵比丘の昔、兆載永劫の間、六度四摂の無量無辺の妙行を修め、具足し

たまへる所の若干の功徳を集めて眉間の白毫を顕したまへるなり〉としているが、これは、

「兆載永劫の間、六度四摂の無量無辺の妙行を修め」という部分からも明らかなように、修因

感果身である報身の条件に対応している。白毫は報身としての阿弥陀仏の身体の一部であるの

で当然のことではあるが、白毫が報身の功徳、すなわちその代表的特質であることが先ず確認

されるのである。

　相貌については「眉間白毫、右旋婉轉、如五須彌山 」〈眉間の白毫、右旋婉転して、五須

弥山の如し〉ということで、報身、応身につながる有相であることを示し、続いて白毫の作用

については、「謂白毫所放光明中現衆事也 」〈謂く、白毫より放つ所の光明の中に衆事を現ず

るなり〉と言ってから、「謂應以佛身得度者、卽現彼白毫光作佛身 」〈謂く、仏身を以て得度

すべきには、即ち彼の白毫の光を現じて仏身となる〉と説く。そしてこれには釈迦にみられる

ような始終応同の身と、「只忽然而現之佛身 」〈只だ忽然として現ずる仏身〉である無而 有

の身があるとして、阿弥陀仏は後者であるとする。無而 有の身とは、「惣」の部分で三身を

説くなかで応身についての説明にあった、前出の「爲濟度衆生、於無際限中示際限、於無功用

中現功用給也 」〈衆生を済度せんが為、無際限の中に於いて際限を示し、無功用の中に於い

て功用を現じ給へるなり〉の具体化であることは言うまでもない。

　残り二項目のうち、利益に関しては「滅如此多劫之罪也 」〈此の如き多劫の罪を滅するな

り〉の文言そのままに、利他であることを示している。ただ問題は、体性の説明において、

「白毫卽因緣所生法故、其性卽空卽假卽中也 」〈白毫は即ち因縁所証の法なるが故に、其の性
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即ち空、即ち仮、即ち中なり〉と言い、「乃至六趣四生之上、一々皆無不備三諦妙理 」〈乃至

六趣四生の上にも、一々皆、三諦の妙理を備へずと云ふこと無し〉としている点である。もし

このように考えられていたとするならば、それは天台的思想に非常に接近したものと言えるこ

とになる。しかしながら、文言自体『阿弥陀仏白毫観』からの引用が目立ち 、法然自身この

説明を「是天台宗意也 」〈是れは天台宗の意なり〉と補足をつけて結んでいるところから

も、この部分に関しては法然の阿弥陀仏観の忠実な反映と理解する必要はないと判断してもよ

いだろう。

　以上から明らかになるのは、外用の功徳は、報身の利他的側面とその実践を担う応身に正確

に対応して説かれているということである。そこで、四七日で説かれる三身論をめぐるこれま

での検討結果を、惣別に分け、さらにそれぞれの内実を、説教で言及されている事項を基本

に、そこから必然的に導き出されると思われる項目も加えて、属性、関係性、はたらき、因位

の有無、相、功徳の範囲という六つの項目に分けて図式化すると、下に示す表のＡ欄になる。

Ａ
【
四
七
日
】

三身説

惣（内証） 別（外用）

功徳 三身 八万四千相

内実 法身 報身 応身 白毫

属性 無相甚深の理
無相の妙理を解り
知る智慧

衆生を済度せんがため、無際限の
なかにおいて際限を示し、無功用
の中において功用を現ず

無而 有の身

関係性 所知 能知 報身の利他のはたらきに対応
報身としての阿弥
陀仏の一部

はたらき 自利 自利・利他 利他 利他

因位の有無 無
有

（報身の普遍的性
格は修因感果仏）

有
（応身の存在前提は報身）

有
（修因感果）

相 無相 有相 有相 有相

功徳の範囲 法界周遍 法界周遍 法界周遍 法界周遍

Ｂ
【
初
七
日
】

二身説

内実 真身 化身

属性 八万四千相 無而 有

関係性

はたらき 利他 利他

因位の有無 有（修囚感果之身） 有

相 有 有

功徳の範囲 法界周遍（光明遍照十方世界） 法界周遍（光明遍照十方世界）

42（

（

43（

（

44（

（

『逆修説法』における法然の阿弥陀仏観（一ノ瀬和夫）

8 ──



これに加えて、初七日に説かれる真化二身論の内実を、Ａ欄と同様の項目を設けたＢ欄として

書き出してみると、それは四七日での三身論の説明と重なってくることが見えてくる。具体的

には、まず真身を説いて「先眞身者、眞實之身也。彌陀因位之時、於世自在王佛所、發四十八

願之後、兆載永劫之間、修布施持戒忍辱精進等之六度萬行、而所顯之修因感果之身也 」〈先

ず真身とは、真実の身なり。弥陀因位の時、世自在王仏の所に於いて、四十八願を発したまふ

て後、兆載永劫の間、布施持戒忍辱精進等の六度万行を修して、顕したまへる所の修因感果の

身なり〉とするが、これは前述の白毫の業因の説明に対応し、つまりは三身を説く際の報身と

重なっていることになる。また、化身については、「化身者、無而 有云化者、隨機應時現身

量大小不同 」〈化身とは、無にして忽ち有なるを化と云ふ。機に随ひ時に応じ身量を現じ大

小不同なり〉とあるが、これも前出の外用としての白毫の作用を説明した部分と文言そのもの

も共通で、ということは、「衆生を済度せんが為、無際限の中に於いて際限を示し、無功用の

中に於いて功用を現じ給へるなり 」と説明される応身に重なっているのである。

　こうしてみると、初七日の真化二身のはたらきは、四七日の三身論の中の、利他の側面とし

ての報身と応身のそれにほぼ寸分違わず重なり、つまりは三身論の、法身に関わる部分を省略

して説明したものであることが明らかになる。そもそも真化二身論の説示は、逆修法会の初日

の、それも説法の語り始めに置かれているものである。その文言は先に引用したように、「今

且く真身化身の二身を以て、弥陀の功徳を讃嘆し奉る」と始まるが、ここでの「且く」という

表現に着目すると、これは「仮に」、「かりそめに」、「一応」といった意味であり、「とりあえ

ず 」というニュアンスを持った言い回しであることが知られる。したがって、説法の初日

の、そもそもの説き始めの時点において、法事に集う会衆に向けて、まずは阿弥陀仏をわかり

やすく説明するための方法として説かれた二身論、と捉えるのが最も自然な解釈ということに

なろう。

　この点は、別の視点からも確認できる。『逆修説法』における法然の阿弥陀仏観は、源信の

『阿弥陀経略記』と共通するものがあることが最近の研究で明らかにされているが 、源信は

そこで、次のような説を展開している。まず、広く仏身を定義して、「一切諸佛總有二身。一

者眞身。住報佛土。二者應身。住同居土 」〈一切の諸仏に総じて二身有り。一つには真身、

報仏の土に住す。二つには応身、同居土に住す〉とする。この説明の枠組み自体、法然の真仮

二身論と重なることは明らかで、文字通り受け取れば、二身論と理解すべきことになる。しか

し見逃すことができないのは、別の個所では次のようにも説かれることである。まず、『佛説

阿弥陀経』という経名にある「佛」を説明する部分では、「佛者娑婆化主。三身萬徳之釋尊 」

〈仏とは娑婆の化主、三身万徳の釈尊なり〉とし、別の個所でも「無縁慈悲。是即諸佛三身萬

徳 」〈無縁の慈悲、これ即ち、諸仏の三身万徳なり〉とする。これらはいずれも、仏は三身

を具えるものとの認識を前提とするものであることは言うまでもなく、そうなるとここで言う

「眞身」とは、法身と報身を合わせた仏身を意味し 、「住報佛土」とは、有相としての報身の
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住処を説明するもの、と理解すべきことになる。すなわち、源信の仏身観は三身論が基盤とな

っているのである。

　さらにその三身の関係については、「無者法空。即所緣理。理性即是。法身菩提故也。……

緣者能緣即是般若。般若即是報身菩提。慈悲利生。即是解脱。解脱即是應身菩提。由此當知。

無緣慈悲。是即諸佛三身萬徳 」〈無とは法の空、即ち所縁の理なり。理性は即ち是れ、法身

の菩提なるが故なり。……縁とは能縁、即ち是れ般若なり。般若は即ち是れ、報身の菩提な

り。慈悲利生は即ち是れ、解脱なり。解脱は即ち是れ、応身の菩提なり。此に由りて当に知る

べし。無縁の慈悲は、これ即ち、諸仏の三身万徳なり〉と説明する。つまり、法身とは普遍の

真理そのものであり、報身はその真理をさとり知る智慧であり、応身が具体的に慈悲のこころ

で衆生を救済する存在となるということである。そうなると、すでに確認した法然の三身認識

と重なっていることは明白で、『逆修説法』に見られる法然の阿弥陀仏観の原型は源信にあっ

たことになる。すなわち、法然の二身論も源信同様、基本的に法身、報身、応身という三身論

を前提としたものであると結論づけることが出来るのである。

　こう考えると、法然が六七日の説法で永観を批判して、「申南無阿彌陀佛功徳殊勝者、通號

之佛云一字之故也。云阿彌陀之名號目出貴、彼佛之名號故也 」〈南無阿弥陀仏と申す功徳殊

勝なることは、通号の仏といふ一字の故なり。阿弥陀といふ名号の目出たく貴きも、彼の仏の

名号なるが故なり〉と述べる理由も、おのずから明らかになるであろう。つまり、ここでいう

「通号」は「惣」、「別」の惣に当たり、全ての仏に共通する功徳（特質）を備えて、初めて仏

としてのはたらきが十全なものとなると捉えていたのである。

6．功徳の範囲

　法然にとって阿弥陀仏は、前述の『無量寿経釈』に見られた認識にあるように、まずは報身

として捉えられていたことは間違いない。その上で、前節に明らかなように三身即一という枠

組みもまたその前提となっていたとすると、その阿弥陀仏観は法然のどのような思想、あるい

は認識から形成されたものなのだろうか。そのことを考える上で役立つと思われるのが、前に

示した表のＡ、Ｂ両欄のそれぞれの最終行、「功徳の範囲」と名付けた事項である。ここで

は、例えば法身なら法身の功徳、具体的には「無相甚深の理」ということになるが、その理が

どの程度の範囲まで及んでいるのかを示している。結果として、表でも明らかなように、Ａ、

Ｂ両欄とも、どの仏身においても「法界周遍」ということで共通するのである。では、なぜど

の仏身においても「法界周遍」となるのかを法然の説示から振りかえると、次のように理解で

きよう。

　法然が「法界周遍」という表現を使うのは、「此の法報の功徳法界に周遍せり」という部分

だが、ここではその前提としてまず、法身と報身を所知と能知という関係性で定義し、法界に
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周遍する法身の「無相の妙理」を報身がその本質である智慧で「解り知る」とすることによっ

て、法身と報身を具体的に結びつける。角度を変えて言えば、法身としての「無相甚深の理」

は、他へのはたらきをもたない不動、無相の状態にあるが、その理を「解り知る」智慧を本質

とする報身とつながることによって、それは始めて衆生救済という目的をもった具体的な動き

とはたらきへと変換されるのである。こうして、理に基づく具体的動きとはたらきを体現する

報身としての阿弥陀仏は、因位の誓願を実現すべく、その功徳を衆生に振り向けていくのであ

るが、本来的に法界に遍満する法身の「理」を「解り知る」報身のはたらきであるので、その

救済も必然的に法界すべてに及ぶことが通仏教的な教理の点からも保証されることになるので

ある。

　この、救済は法界に遍満する、という保証が、法然にとっては非常に重要な点であったので

ある。というのも、法然の浄土思想はその根幹において、大乗仏教に共通する仏性、あるいは

如来蔵的な思想については、それを断念するところから始まっていると考えられるからであ

る 。例えば、「法相三論天台華嚴眞言佛心の諸大乘の宗、遍學し悉明るに入門は異なりとい

へども、皆佛性の一理を悟顯ことを明す、所詮は一致なり。法は深妙なりといへども我が機す

べて及難し 」〈法相、三論、天台、華厳、真言、禅といった大乗の各宗について、すべて学

び理解したが、（教えの）入口は違っていても、すべて仏性という同一のことわりを悟り現す

ことを説いていて、究極の目的は同じである。この教えは深く優れたものであるが、私の能

力・資質ではどれも達成することは難しい〉といったことばにも、その断念の思いは色濃く表

れている。さらに、『逆修説法』六七日では『観無量寿経』の教えをまとめて、「不明卽身頓悟

之旨、不説歷劫迂廻之行、説娑婆之外有極樂、我身之外有阿彌陀、而明可願（厭の誤字との注

記あり）厭此界生彼國得無生忍之旨也 」〈即身頓悟の旨をも明かさず、歴劫迂廻の行をも説

かず、娑婆の外に極楽あり、我が身の外に阿弥陀ましますと説きて、厭ふべきこの界を厭ひ、

彼の国に生じて無生忍を得んとの旨を明かすなり〉と説いているが、「我が身の外に阿弥陀仏

まします」と言い切り、如来蔵＝仏性からは明らかに距離をとっているのである。このような

認識に立つ法然にとって、救済可能性の法界周遍を保証する仏身観は是非とも必要なものであ

ったに違いなく、この阿弥陀仏観によって、衆生は、如来蔵（仏性）に頼ることが出来なくて

も、阿弥陀仏との関係性さえ確立することが出来たならば、どんな人間であっても救済の対象

となりうる、という論理が成立することになったと考えられるのである。

　ただその際に、一点注意すべきは、外用の白毫の作用を説くなかで、無而 有の説明として

「惣六道四生一切凡聖、併被疑彌陀如來之毫光所現歟者也 」〈惣じて六道四生一切の凡聖は、

しかしながら弥陀如来の毫光の所現かと疑はるるものなり〉といい、「然法界中、但彌陀一佛

之遍給也 」〈然れば法界の中には、但だ弥陀一仏の遍じ給へるなり〉と述べている部分であ

る。これらは阿弥陀仏が、まるで法身のように世界に遍満することを示すものと理解されかね

ない表現となっている。そうなると、弥陀と衆生は一体であることを担保する、仏性ないしは
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如来蔵の実在といった概念が法然にあったことを意味することになる。しかしこの部分は、文

言に忠実に理解すれば、あくまで阿弥陀仏が、利他行として衆生救済のため白毫からの光でさ

まざまな姿を現出させるという文脈上での言及であり、如来蔵を想定した、法そのものである

静態としての阿弥陀仏の遍在が含意されたものではないのは、敢えて言うまでもなく自明なこ

とであろう 。その点を確認すれば、むしろここでは、阿弥陀仏の救済は遍く全法界の衆生す

べてに行き渡るという、法然の浄土思想にとって肝要な点が、比喩的に表現されたものと理解

できる。

　つまり、『逆修説法』で展開された法然の阿弥陀仏観は、「書かれた」論疏ではなく法話とい

う「語り」に特有の、場に応じた省略や言い換えはあるものの、説法の前後で矛盾があった

り、混乱していたりするものではない。そうではなく、法身、報身、応身という三身一体の仏

身観を基盤として阿弥陀仏を捉え、その上で報身のはたらきを核に据えることで、衆生すべて

に向けての救済の可能性を通仏教的にも矛盾なく緻密に論理づけた、一貫性のある仏身論が展

開されているのである。

〔注〕
『昭和新修法然上人全集』（以下『昭法全』）二三二頁。
『昭法全』二五五頁。
「近年における浄土学研究の状況──法然浄土教の研究状況──」（『教化研究』第二十二号、浄土
宗総合研究所、二〇一一年）二八二─二八七頁（執筆者　杉山裕俊）。
高橋弘次『改版増補　法然浄土教の諸問題』（山喜房佛書林、一九九四年）九四頁。
石井教道『浄土の教義と其教團』（富山房書店、一九七二年）一六五頁。
高橋弘次『改版増補　法然浄土教の諸問題』九五頁。
『同上』七三頁。
『同上』一一四頁。
『同上』一一五頁。「阿弥陀仏自身のうちから論理を引き出し、それによって阿弥陀仏を論証せんと
する立場が、法然の特異とする二身論であり、これこそ阿弥陀仏を信仰の対象としその救済にあず
かる人間の絶対信頼の心情をこわさない阿弥陀仏論なのである。私は、こうしたまったく他と異に
する真化二身論こそ、法然の仏身観であると結論づけるものである」、と総括されている。
曽根宣雄「法然上人における内証・外用①──特に内証の四智三身について──」（『仏教文化学会
紀要』第二号）五二頁。
曽根宣雄「法然上人にける内証・外用②──特に内証・外用の思想的背景について──」（『仏教文
化学会紀要』第三号）一七二頁。
曽根宣雄「法然上人における内証・外用③──内証・外用論の論理展開について──」『浄土教の
思想と歴史：丸山博正教授古稀記念論集』（山喜房佛書林、二〇〇五年）一四九頁。
『同上』一五二頁。
曽根宣雄「『逆修説法』四七日の三身論と『阿弥陀経略記』の三身論について」（『仏教論叢』第六
一号、二〇一七年）一六七頁。
『同上』一六八頁。
曽和義宏「法然上人の阿弥陀仏論──その説示に注目して──」（『浄土宗学研究』第三七号、二〇
一〇年）には、次のような指摘がある。「『逆修説法』では、……報身を中心として、法身をその中
に取り込んでいこうとする意図が伺える。……法身の扱いについて、並列的な説示から、報身への
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取り込み、さらには三身論のような通仏教的な仏身論を不用とする説示へと変遷していった」（五
六頁）。
曽根宣雄「法然上人の三身同体論と三身別体論」（『高橋弘次先生古稀記念論集　浄土学佛教学論
叢』第一巻、山喜房佛書林、二〇〇四年）一二六頁。
曽根「『逆修説法』四七日の三身論と『阿弥陀経略記』の三身論について」一六七頁。
『昭法全』二五五頁。
真柄和人『傍訳　逆修説法（下）』（四季社、二〇〇七年）一七─一八頁。
大橋俊雄『法然全集』第二巻（春秋社、二〇一〇年）八九頁。
中村元『佛教語大辞典　縮刷版』（東京書籍、一九八五年）一〇三三頁。ちなみに石田瑞麿『例文
仏教語大辞典』（小学館、一九九七年）では「内心のさとり。自己の内心における真理の体得。み
ずからの心のうちに仏教の真理を悟ること。また、その悟った真理」（八一八頁）、望月信亨『望月
佛教大辞典』第四巻（世界聖典刊行協会、一九七三年）では「自内に證得するの意。外用に對す。
また自内證とも名づく。卽ち親しく内に證悟證得するを云ふ」（三九八〇頁）となっている。
『昭法全』二五五頁。
『同上』。
曽根「法然上人における内証・外用①──特に内証の四智三身について──」五二頁。
長尾雅人『中観と唯識』（岩波書店、一九七九年）二七〇─二七一頁。
『昭法全』七三三頁。
『昭法全』七八─七九頁。
長尾『中観と唯識』二七四頁。
『同上』二七四─二七五頁。
『同上』二七三─二七四頁。
『昭法全』二五五頁。
『往生要集』大門第四観察門で説かれる別相観、総相観、雑相観それぞれの中に白毫への言及があ
り、法然はそれらを当然認識していたものと考えられるが、五項目に分けて説明されるのは『阿弥
陀仏白毫観』においてのみである。『往生要集』の記述で「別巻」（『浄土宗全書』第十五巻、八五
頁）と注記されているのが、これに当たる。『大乗仏典〈中国・日本篇〉一九　安然・源信』（中央
公論社、一九九一年）に末木文美士訳『阿弥陀仏白毫観』とその解説がある。
『昭法全』二五六頁。
『同上』。『観無量寿経』第九真身観文の引用。
『昭法全』二五七頁。
『同上』。
『同上』。
『昭法全』二五五頁。
『昭法全』二五八頁。
『昭法全』二五七頁。
『同上』。
例えば、「白毫卽因緣所生法故、其性卽空卽假卽中也。卽空故非因非果、畢竟空寂而無有體用。卽
假故因果體用萬徳無邊也」（『昭法全』二五七頁）の部分は、『阿弥陀仏白毫観』においては「此因
緣生。眉間一毛。其性即空即假即中。以即空故。非因非果。亦無體用。畢竟空寂猶同虚空。以即假
故。因果體用。萬徳無邊」（『恵心僧都全集』第三巻［思文閣出版、一九八一年］五八一頁）となっ
ている。
『昭法全』二五八頁。
『昭法全』二三二頁。
『昭法全』二三三頁。
注（32）参照。
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この表現は佛教大学本庄良文教授からの以下のご教示による。尾崎雄二郎他編『大字源』（角川書
店、一九九二年初版）三一頁第四段④に、「しばらく。いささか。かりに。とりあえず。」の訳語が
ある。また、知恩院浄土宗学研究所編集委員会編『法然上人のお言葉──元祖大師御法語──』
（総本山知恩院布教師会）三九頁注（ 1）に、「且く＝他の可能性を含みもたせる表現。とりあえ
ず。ともあれ。まずは。」とある。
曽根宣雄「『逆修説法』四七日の三身論と『阿弥陀経略記』の三身論について」（『仏教論叢』第六
一号、二〇一七年）、及び齋藤蒙光「法然の阿弥陀仏解釈──『逆修説法』と『阿弥陀経略記』と
の関連性──」（『共生文化研究』第四号、二〇一九年）。とりわけ齋藤氏は詳細にその影響関係を
分析している。
『恵心僧都全集』第一巻（思文閣出版、一九八四年）三九九頁。
『同上』三八三頁。
『同上』四一二頁。
このような解釈は、『阿弥陀経略記』にも多く引用される『大智度論』にみられることが、以下の
論文で提示されている。安藤俊雄「天台仏身観の主体的性格」（『大谷學報』四八巻第四号、一九六
九年）「法性身と化身、真身と生身などの二身説をとる智度論では静止的な理法としての法身のな
かに、それとは別の報身的性格をも与えることが多い」（七頁）。また、『例文仏教語大辞典』には
「常住不変の真実身。三身でいえば、法身・報身をあわせた仏身。二身でいえば、化身（応身）に
対する仏身」との解説がある。
『恵心僧都全集』第一巻、四一二頁。
『昭法全』二七〇頁。
詳しくは拙稿「法然浄土思想における仏性の位相」（『佛教大学大学院紀要文学研究科篇』第四十八
号、佛教大学大学院、二〇二〇年三月）でその根拠を論じている。
『昭法全』七三三頁。
『昭法全』二七一─二七二頁。
『昭法全』二五七頁。
『同上』。
中村玲太「法然門流における弥陀法身／報身説の検討──弥陀は三世を貫く如来か──」（『現代と
親鸞』第三〇号、親鸞仏教センター、二〇一五年）もこの問題に触れており、そのなかで「法然が
『然法界中但弥陀一仏之遍給也』とするのは、弥陀が『一切身』を現ずる存在であるから、六道等
の全世界の存在は弥陀が私を化導するために現れた存在たり得る、と受け止めたのだと考えられ
る」（七頁）と述べている。

（いちのせ　かずお　文学研究科仏教学専攻博士課程）
（指導教員：本庄　良文　教授）

2020 年 9 月 23 日受理
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さまよえる経量部再考

中 島 正 淳

1．はじめに

　筆者は現在、資料的な限界もあって、充分に解明されているとは言いがたい、経部の形態を

明らかにすべく研究を行っている。この経部を研究する上で、「集大成」とも呼べる研究とし

てよく知られているのが、加藤純章著『経量部の研究』（1989, 春秋社）である 。この著作

は『俱舎論』と『順正理論』を中心として、経部師シュリーラータの思想を体系的に解明した

労作である 。そのため、経部を研究するということは、この加藤 1989 の研究を越えていく

ものでなければならない。そこで今回は、加藤 1989 自らが問題を提起するも、未解決のまま

に残された世親とシュリーラータの思想的差異について論じてみたい。

　加藤（1989, 86-93）によれば、世親とシュリーラータはともに、有部の「三世実有説」に

反対して 、「現在有体・過未無体説」を唱え、自らを「経部」と主張したにも拘わらず、次

論　文

　シュリーラータと世親の二人は、有部の「三世実有説」に反対して、「現在有体・

過未無体説」を唱え、自らを「経量部」と主張した。しかし一方で、この二人の間に

は、しばしば大きな思想的差異も散見し、世親がシュリーラータの主張を否定する箇

所すら存在する。同じ「経量部」に属するのに、なぜこのような不可解な現象が起き

たのか。加藤純章 1989 は、このような経量部にまつわる問題を「さまよえる経量部」

と評し、学界に問題を提起した。これを受けて、筆者は『俱舎論』と『順正理論』、

及び『縁起経釈』を中心に、「三世実有説」の教証に対する世親と、シュリーラータ

の解釈を取り上げて検討した。そして、その検討の結果、世親とシュリーラータの間

に起きた思想的差異は、両者の「現在有体・過未無体説」の証明の差異に基づくので

あって、彼らの間で「経量部」の内容がさまよっているわけではない、という仮説を

提示した。

キーワード：シュリーラータ、世親、経量部、三世実有説、『俱舎論』

〔抄　録〕
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の二つの点に関しては大きな思想的差異があるとされる。

　なかでも加藤 1989 は、シュリーラータの根本思想である「次第生起説」に対して、世親が

賛意を表していない点を加味して、世親とシュリーラータの間では経部の内容が変化し、さま

よっている 、と結論付けた。

　これを受けて、本庄 1992b は経部の共通項を考察し、世親とシュリーラータはともに有部

の経蔵（と律蔵）のみを仏説と認め、論蔵を仏説と認めないという共通項を解明した。本庄

1992b によって、経部の共通項が新たに解明されたことは非常に有益である。しかし、同じ

「経部」に属するはずの二人の間で、なぜこのような思想的差異が生じたのか、という点につ

いては未解決のままである 。

　そこで今回は、『俱舎論』と『順正理論』、及び『縁起経釈』を中心として、「三世実有説」

の教証に対する世親とシュリーラータの解釈を取り上げて検討し、この二人の間に起きた思想

的差異の原因を探ってみたい。これによって、充分に解明されているとは言いがたい、経部の

形態の一端を明らかにすることが本稿の目的である。

2．「三世実有説」の教証に対する世親とシュリーラータの解釈

2．1．三世実有説批判

　まずは、世親とシュリーラータがともに有部の「三世実有説」に反対した、という共通項を

確認しておきたい。『順正理論』弁随眠品の、「三世実有説」論争のはじめに、次のような記述

がある。

『順正理論』T. 29, 625b2-4:

經主於中、朋附上座所立宗趣、作是詰言．過去未來若俱是有、如何可説是去來性．

経主（世親）はここ（AKBh 297, 13-14）で、上座（シュリーラータ）によって立てられ

た宗義を支持して、次のように難詰する。「過去と未来がもしともに〈有る〉とすれば、

いかにして、過去と未来の性質をもつと説くことができようか（*yady atītam api 

dravyato ’sty anāgatam iti kasmāt tad atītam ity ucyate ’nāgatam iti vā.）」と 。

　この『順正理論』の記述から、世親はシュリーラータの主張を支持して、有部の「三世実有

説」に対して難詰した、ということを確認できるかと思う。そのため、加藤 1989 の指摘する

通り、世親とシュリーラータがともに有部の「三世実有説」に反対して、経部の立場から「現

在有体・過未無体説」を唱えた 、という点は共通していると判断できる。

シュリーラータ 世親

（ 1）　心・心所の関係 次第生起説 心心所相応説

（ 2）　業とその果をつなぐもの 随界説 種子説、相続転変差別説
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2．2．「三世実有説」の教証に対する解釈（ 1）

　しかし、有部の「三世実有説」の教証に対する世親とシュリーラータの解釈を、一つずつ検

討すると、この二人の解釈は必ずしも一致していない、ということに気づく。すなわち、同じ

「経部」として、ともに有部の「三世実有説」に反対したにも拘わらず、「三世実有説」の教証

に対する二人の解釈は、全く異なっているのである。そこで以下、この点について、検討して

みよう。

AKBh 295, 9-12:

atītam.  ced bhiks. avo rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’tīte rūpe ’napeks. o 

’bhavis. yat. yasmāt tarhy asty atītam.  rūpam. , tasmāc chrutavān ārya rāvako ’tīte rūpe 

’napeks. o bhavati. anāgatam.  ced rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’nāgatam.  

rūpam.  nābhyanandis. yat. yasmāt tarhy asty anāgatam.  rūpam iti vistarah. .

比丘たちよ、もし過去の色がなかったなら、多聞の聖弟子が過去の色に対して無関心とな

ることはなかったであろう。過去の色が有るからこそ、多聞の聖弟子が過去の色に対して

無関心となるのである。もし未来の色がなかったなら、多聞の聖弟子が未来の色に対して

喜ばぬようになることはなかったであろう。未来の色が有るからこそ、〔多聞の聖弟子が

未来の色に対して喜ばぬようになるのである〕」云々と。

　これは『俱舎論』随眠品の「三世実有説」をめぐる論争において、毘婆沙師が最初に提出す

る有部の教証である 。毘婆沙師はこの教証をもとに、人が煩悩を起こすのは必ずしも現在の

対象のみではなく、過去を思い出して悲嘆に暮れたり、未来に目を向けて将来を憂いたりす

る 、と主張するのである。

世親の解釈（ 1）

　そこでまずは、この教証に対する世親の解釈から検討してみよう。

AKBh 299, 4-6:

tasmāt bhūtapūrvasya ca hetor bhāvina  ca phalasya bhūtapūratām.  bhāvitām.  ca 

jñāpayitum.  hetuphalāpavādadrst. . . ipratis. edhārtham uktam.  bhagavatā asty atītam asty 

anāgatam iti. asti abdasya nipātatvāt.

ゆえに、かつて有った原因がかつて有ったこと、及びこれから有るであろう結果がこれか

ら有るであろうことを知らしめんがために、因果〔関係〕を否定する見解を斥けるため

に、世尊は「過去は有る。未来は有る」と説かれたのである。「有る」（asti）という語が

不変化詞（nipāta）であるから。

　周知の通り、世親はここで、この教証の「過去の色が有る」という「有る」（asti）の語を

「不変化詞」（nipāta）と解釈する 。これにより、過去や未来の対象が実体として「有る」と

いうのではなくて、「かつては有った」、もしくは「これから有るであろう」という意味で、
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「有る」と表現された、というのである。

シュリーラータの解釈（ 1）

　一方で、シュリーラータの解釈はこの世親の解釈とは全く異なっている 。

『順正理論』T. 29, 627b11-19:　

上座於此釋前經言．若過去色非有、不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨、乃至廣説、此説

意言、（ 1）若過去色非過去者、不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨、應如現在勤厭離

滅．（ 2）或若過去色自他相續中非曾領納、不應多聞聖弟子衆勤修厭捨．要曾領納方可厭

捨．未曾領納何所厭捨．以彼色是過去及過去曾領受故、應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭

捨．

上座（シュリーラータ）は、ここで先の経を解釈して言う。「もし過去の色がなかったな

ら、多聞の聖弟子が過去の色に対して無関心となることはなかったであろう（*atītam 

ced bhiks. avo rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’tīte rūpe ’napeks. o 

’bhavis. yat） 云々という、この〔教〕説の意趣は、（ 1）もし過去の色が過去でなかった

なら、多聞の聖弟子が過去の色に対して無関心となることはなかったであろうし、現在の

如くに、厭離し、離欲し、滅するために、実践にはげむものとなったであろう（*nirvide 

virāgāya nirodhāya pratipanno ’bhavis. yat） と言うのである。（ 2）或いは、もし過去の

色が自・他の相続中に、かつて感受されたものでなかったなら、多聞の聖弟子が無関心と

なることはなかったであろう。必ず、かつて感受されたものが、無関心にすることができ

るのである。未だかつて感受されてもいないものが、どうして無関心にされるか。そ〔の

自他の相続中〕の色は、過去および、過去にかつて感受されたものであるから、多聞の聖

弟子は過去の色に対して無関心となるに違いない」と。

　シュリーラータは先の教証に対して、二つの点から解釈する。第一は、過去の色が「現在」

であったならば、厭離し、離欲し、滅するために、実践にはげむものとなったであろう 、と

いう趣旨の反論である。これは「現在有体・過未無体説」を主張する経部の立場からの反論と

しても、納得のいく答えである 、と思われる。

　第二は、過去の色が自他の相続中に、かつて感受されたものでなかったなら、その過去の色

に対して無関心となることはあるまい、という反論である。そのため、過去に一度でも、感受

されたものであったなら、たとえ過去であっても、その色は再び認識対象となり得る という

のである。

　さて、このように有部の「三世実有説」の教証に対する世親とシュリーラータの解釈は、全

く異なっている。そして、この二人の解釈の背景には、過去の対象に対する認識の違いがあ

る、ということは一目瞭然である。特に、このシュリーラータの第二説からは、「随界説」と

の関係もうかがえる。しかし、この点については、「二つに縁って、識は生ずる」という「三
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世実有説」の教証に対する二人の解釈を踏まえて、改めて考察することにしたい 。

2．3．「三世実有説」の教証に対する解釈（ 2）

　さらに続けて、毘婆沙師が提出する、次の「三世実有説」の教証を見てみよう。

AKBh 299, 8-10:

yat tarhi lagud. a ikhīyakān parivrājakān adhikrt. .yoktam.  bhagavatā yat karmābhyatītam.  

ks. īn. am.  niruddham.  vigatam.  viparin. atam. , tad astīti. kim.  te tasya tasya karman. o 

bhūtapūrvatvam.  necchanti sma.

では、ラグダシキーヤカ派のパリヴラージャカたちについて、世尊は「過去し、滅し、消

滅し、消え去り、壊れた業、それは有る」と説かれたが、かれらは、それぞれの業がかつ

ては有った、ということを〔も〕認めないのか。

　これは経部との論争のなかで、毘婆沙師が提出する教証の一つである 。毘婆沙師はここ

で、世尊によって「過去の業が有る」と説かれたことを根拠に、「過去」に落謝してしまった

法の実在を主張するのである。

世親の解釈（ 2）

　そこでまずは、この教証に対する世親の解釈から検討してみよう。

AKBh 299, 10-11: 

tatra punas tadāhitam.  tasyām.  sam. tatau phaladānasāmarthyam.  sam. dhāyoktam. anyathā 

hi svena bhāvena vidyamānam atītam.  na sidhyet.

しかし、そこでは、〔世尊は〕そ〔のかつては有った業〕によって、そ〔の心〕の相続中

にもたらされた、結果を与える功能を密意して、〔「有る」と〕説かれたのである。もし、

そうではなくて、〔過去の業が〕自己の本質に従って、存在し続けるならば、〔それは〕過

去として成り立つはずがないからである。

　世親はここで、世尊によって「過去の業が有る」と説かれたのではなくて、結果を与える功

能を指して「有る」と説かれた、と解釈する。つまり、人が将来に業の果報を享けるのは、決

して過去の業が現在にまで影響を及ぼしているからではない、というのである。

　ここには、業とその果をつなぐ、世親独自の思想である「相続転変差別説」が背景にある、

と考えられる。『俱舎論』の後の著作である『縁起経釈』 においては、この点について、より

詳細に説明される。

PSVy D. 20a3-6, P. 22a8-22b3:

gal te ’das pa’i las las ’bras bur mi ’dod pa’am / de med pa yin na ci’i phyir bcom ldan 

’das kyis ’di skad du gang ’das pa’i las zhig pa ’gag pa bral ba yongs su gyur ba de yod 

pa yin no // de dang ldan pa med du zin na / ’di na kha cig mtshams med pa byas na 
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rgyu de dang rkyen des lus zhig nas de ma thag tu dmyal bar skye bar ’gyur ro zhes 

gsungs / de yang da ltar ’byung ba bzhin du rang gi mtshan nyid gnas pa la dgongs nas 

yod do zhes gsungs pa ma yin gyi / ’o na ji ltar zhe na / de las skyes pa bsgos pa gnas 

pa’i phyir ro // des gzhag pa’i sems kyi rgyun la bsgos pa yod de / yongs su ’gyur ba’i 

bye brag tu gyur pa gang las ’bras bu ’byung ba’o // de yod pa yang las kyi ’bras bu ma 

byin pa yin pa’i phyir yod pa yin no zhes bstan te / de las byung ba’i ’bras bu smin par 

nus pa ma spya pa nyid yin pa’i phyir ro // 

もし過去の業から結果が〔生じると〕認めない、あるいはそれ（過去の業）がないという

ならば、どうして、世尊は次のように説かれたのか。〔すなわち〕「過去し、滅し、消滅

し、消え去り、壊れた業、それは有る。そ〔の業〕が存在しなかったならば、この世で、

人が無間〔業〕を犯すと、それを因とし、それを縁として、身体が滅び、〔死して後、〕無

間に地獄に生れ変ることとなるのである」と 。しかし、その〔過去の業〕は、現在の如

くに自己の本質（*svena bhāvena）に従って存在し続ける、ということを密意して、「有

る」と説かれたのではない。ではどうか。そ〔の業〕から生じた熏習が存在し続けるから

である。そ〔の業〕によって、心相続中にもたらされた（*tadāhitam）熏習が〔未だ〕存

在しており、それが特殊な変化を得て、後に結果が生じるのである。そ〔の熏習〕の存在

も、業の結果を未だ与えてないから、「有る」と説かれたのであって、それ（業）から生

じた結果を与える功能（*phaladānasāmarthya）は、未だ尽きていないからである。

　ここでは、「過去の行を縁として、結生識が生じる」と主張する有部が、『俱舎論』と同様に

教証を引き、過去の業の実在を主張する。それに対して世親は、業から生じた「熏習」が未だ

存在し 、それが「特殊な変化」（*parin. āmavi es. a）を得ることで、後に結果が生じる、と反

論している様子が確認できる。したがって、世親は「相続転変差別説」を用いて、この教証を

解釈したと言えるであろう。

シュリーラータの解釈（ 2）

　一方で、シュリーラータの解釈はこの世親の解釈とも全く異なっている。

『順正理論』T. 29, 627b19-22:

又釋第二 髻經言．彼過去業亦可説有．（ 1）有因縁故、（ 2）有隨界故、（ 3）未有能遮

彼相續故、（ 4）彼異熟果未成熟故、（ 5）最後方能牽異熟故．然去來世非實有體．

また、〔シュリーラータは〕第二の『 髻経』を解釈して言う。「その過去の業もまた〈有

る〉と説くことができる。（ 1）因縁（*hetupratyaya）が有るからであり、（ 2）随界

（*anudhātu）が有るからであり、（ 3）未だその相続を遮れるものが有りはしないからで

あり、（ 4）その異熟果は未だ成熟していないからであり、（ 5）最後に、よく異熟〔果〕

を牽くからである。しかし、過去〔世〕と未来世とに実体として〈有る〉〔と言う〕ので
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はない」と。

　ここでシュリーラータは、過去の業も「有る」と説くことができる と主張する。ただし、

それは過去の業が実体として「有る」というのではなくて、五通りのあり方で、「有る」と説

くことができる 、というのである。そして、この五通りは、すべて「随界説」のもつ特徴に

他ならない。そのため、シュリーラータは「随界説」を用いて、この教証を解釈したと言える

であろう。

　したがって、この教証に対する世親とシュリーラータの解釈には、この二人の思想的差異が

はっきり表れている。すなわち、世親は「相続転変差別説」を根拠に、この教証を解釈したの

に対し、シュリーラータは「随界説」を根拠に解釈したのである。そして、ここで注目したい

のは、世親とシュリーラータの間で、業とその果をつなぐものが異なる、ということではなく

て、同じ「経部」であっても、教証に対する解釈の仕方は、それぞれ異なっている、というこ

とに他ならない。つまり、両者の「現在有体・過未無体説」の証明はそれぞれ異なるのであっ

て、同じ「経部」といえども、解釈は必ずしも一致していないのである。

2．4．有部の「三世実有説」の教証に対する解釈（ 3）

　そこでこれを踏まえて、毘婆沙師が提出する、次の「三世実有説」の教証を見てみよう。

AKBh 295, 14-16:

dvayam.  pratītya vijñānasyotpāda ity uktam / dvayam.  katamat / caks. ū rūpān. i yāvat 

mano dharmā iti / asati cā ’tītānāgate tadālambanam.  vijñānam.  dvayam.  pratītya na syāt 

/ evam.  tāvad āgamato ’sty atītānāgatam /

〔世尊は〕「二つに縁って識は生ずる。二つとは何か。眼と色、乃至、意と法である 」と

説かれた。そして、過去と未来がなかったなら、二つに縁って、そ〔の過去と未来〕を縁

とする識は存在しないことになろう。まず以上のように、教〔証〕によって過去と未来は

有る。

　毘婆沙師はここで、世尊が「二つに縁って識は生ずる」と説かれたことを根拠に、人が過去

と未来を対象として認識する時に、過去と未来の対象がなかったなら、対象がなくても認識が

生じることになるから、過去と未来は有る、と主張するのである。

世親の解釈（ 3）

　まずは、この教証に対する世親の解釈から検討していこう。世親は、この教証のうちの、

「意と法とに縁って、意識は生ずる」という箇所を問題視し、次のように言う。

AKBh 299, 16-18:

yad apy uktam.  dvayam.  pratītya vijñānasyotpādād iti idam.  tāvad iha sam. pradhāryam. 

yan manah.  pratītya dharmām.  cotpadyate manovijñānam. , kim.  tasya yathā mano 

22（

（

23（

（

24（

（

佛教大学大学院紀要　文学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

21 ──



janakah.  pratyaya evam.  dharmā āhosvid ālambanamātram.  dharmā iti …（中 略） …

athālambanamātram.  dharmā bhavanty, atītānāgatam apy ālambanam.  bhavatīti brūmah. .

また、〔君たちは〕「二つに縁って識は生ずる〔と、世尊が説かれた〕から」と言ったが、

まずここで、次のことを吟味しなければならない。意と法とに縁って、意識は生ずるが、

意がそ〔の意識〕を生み出す条件であるのと同様に、法も〔意識を生み出す条件である

の〕か、あるいは、法は単なる所縁に過ぎないのか、と…（中略）…もし法が単なる所縁

に過ぎないのであれば、我々〔もまた〕「過去・未来も所縁である」と主張する。

　このように世親は、意識を生み出す条件としての「法」を問題視し、意識を生じるのは、あ

くまでも「意」のみであって、「法」は単なる所縁に過ぎない、と主張する。その上で、過去

は過去として「有った」、未来は未来として「有るであろう」というあり方で、所縁になり得

る という。このことから、これは最初に検討した教証（ 1）の解釈と同じである。そのた

め、この世親の解釈について、深く検討していこう。

　さて、『俱舎論』では、世親が「意」をどのように捉えていたのか、関連する記述を見出し

得ないのであるが、これに対応する記述を『縁起経釈』の中に見出したので、以下『縁起経

釈』をたよりにこの問題を確認していきたい。世親は『縁起経釈』において、次のように述べ

ている。

PSVy D. 33b1-2, P. 38a1-3: 

re zhig yid ni yid kyi rnam par shes pa’i rgyu’i dngos po yin par rigs te / sa bon dang 

myu gu bzhin yin no // gang ’das nas yun ring du lon pa’am / ma ’ongs pa’i chos rnams 

la yid gzhan dag ji ltar rgyu’i dngos por ’gyur zhe na / de’i dbang gis de skye ba’i phyir 

ro //

ともあれ、意（manas）は意識（manovijñāna）の因性（*hetubhāva）として理に適う。

種子と芽のごとくである。およそ過ぎ去って長らく経過した〔諸法〕、或いは未だやって

こない諸法に対して、〔意識とは〕異なる諸々の意が、どうして「因性」となるかと言え

ば、それ（意）の力によって、それ（意識）が生じるからである。

　『縁起経釈』において、世親は意を意識の「因性」（rgyu’i dngos po, *hetubhāva）である、

と規定する。すでに拙稿 2020 でも述べたが、この「因性」（rgyu’i dngos po, *hetubhāva）と

は、「結果を生ぜしめる能力」のことであって、『縁起経釈』では、その「因性」が「種子説」

（bīja）に対応するものとして説明される 。

PSVy D. 14a6-7, P 15b4-5:

sa bon zhes bya ba ’di ci zhe na nus pa’i bye brag yin no // nus pa zhes bya ba de chos 

gang zhe na / rgyu’i dngos po yin no / dper na ’bu’i ’bras bu ni rkyen gyi bye brag sa 

gzhi dang thal ba dang chu la sogs pa la ltos nas myu gu’i rnam par skye bar ’gyur ba’i 

rgyu’i dngos po ni sa bon zhes bya’o //

25（

（

26（

（

さまよえる経量部再考（中島正淳）

22 ──



「種子」というこれは何か（*kim.  idam.  bījam.  nāma）。「特殊な能力」（* aktivi es. a）であ

る。「能力」（* akti）というそれは、いかなる性質（dharma）であるか。「因性」

（*hetubhāva）である。たとえば、穀物という結果は、土壌・肥料・水などの特定の縁

（*pratyayavi es. a）を考慮するが、〔穀物の〕芽を生じることになる因性（*hetubhāva）が

「種子」と呼ばれるごとくである。

　世親はこの「種子説」と同様に、意を意識の「因性」と捉えることで、意識を生み出す

「意」を説明するのである。これは、現在のもの（意）が、他のもの（意識）に対して、因的

効力をなし終わってから滅する、という点で、現在のものだけが因的効力を有する 、という

「現在有体・過未無体説」とも密接に関連している。ゆえに、この教証に対する世親の解釈の

背景には「種子説」がある、と言えるのである。

シュリーラータの解釈（ 3）

　一方で、シュリーラータの解釈は、この世親の解釈とは全く異なる。シュリーラータは、

（ 1）過去に認識した対象であるか、（ 2）或いは過去に一度も認識していない対象であるか、

という二つの場合に分けて説明する 。ここでは、（ 1）の認識を確認しよう 。

『順正理論』T. 29. 628c13-18,（cf. 拙稿 2019a, 135-136）:

彼謂．如是因智生時、自相續中因縁有故．謂昔曾有如是智生．傳因生今如是相智．今智既

以昔智爲因．故今智生如昔而解．即以昔境爲今所縁．然彼所縁今時非有．今雖非有而成所

縁．故不可言無二決定．如是展轉觀於未來果、傳傳生准前應説。

彼（シュリーラータ）は言う。「ある特定の因なる智が生起する時には、自らの相続中

に、因・縁が有るからである。すなわち、過去にかつてある特定の智の生起があった。

〔そして〕伝わった因が、現在のその特定の相の智を生じさせた。現在の智はすでに〔生

じた〕過去の智を因とする。その故に、現在の智が生じて、過去〔の智〕と同様に理解す

る。すなわち、過去の対象を現在〔の智〕の所縁とする。しかし、その所縁は現在の時に

は非実在である。現在〔の時〕には非実在であるけれども、〔現在の智の〕所縁となる。

ゆえに、二つ（過去・未来）の決定がない、と言うべきでない。このように連続して、未

来に結果を観察しても、〔智が〕次々と伝わって生ずることは、前に応じて 、説かれる

べきである」と。

　すでに拙稿 2019a でも述べたように、ここでシュリーラータは、「随界」として、自らの相

続中に保持された、過去の智（因）と、過去の所縁（縁）とに縁って、現在の智（識）が生ず

る、と解釈する。また、未来の対象に対する認識も、現在の智を因とし、それが次々と伝わる

ことで生ずることができる、と解釈する。すなわち、自らの相続中に、途切れることなく「随

界」が保持されているかぎり、過去と未来の対象を認識できる、というのである。ゆえに、こ

の教証に対するシュリーラータの解釈の背景には「随界説」がある、と言えるのである 。
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　この教証に対する世親とシュリーラータの解釈にも、この二人の思想的差異がはっきり表れ

ている。すなわち、世親は「種子説」を根拠に、現在のものだけが因的効力を有する、と捉え

たのに対し、シュリーラータは「随界説」を根拠に、たとえ過去のものであっても、随界とし

て保持されているかぎり、因的効力を有する、と解釈したのである。

　したがって、世親とシュリーラータはともに、有部の「三世実有説」に反対して、経部の立

場から、「現在有体・過未無体説」を唱えたが、その「現在有体・過未無体説」の証明の仕方

は、それぞれ異なっているのである。

3．おわりに

　以上、本稿では、世親とシュリーラータの間に起きた思想的差異の「原因」を探るべく、

『俱舎論』と『順正理論』、及び『縁起経釈』を中心として、「三世実有説」の教証に対する世

親とシュリーラータの解釈を検討した。検討の結果を整理すると、次のようになる。

1． 加藤 1989 が指摘する通り、世親とシュリーラータはともに、有部の「三世実有説」に

反対して、「現在有体・過未無体説」を主張する。しかし、その「三世実有説」の教証

に対する世親とシュリーラータの解釈は、それぞれ全く異なっている。

2． 世親は一貫して「相続転変差別説」と「種子説」を根拠に、教証を解釈するのに対

し、シュリーラータは一貫して「随界説」を根拠に、教証を解釈する。

3． 世親が主張する「相続転変差別説」や「種子説」は、現在のものだけが因的効力を有

するという思想であるのに対し、シュリーラータが主張する「随界説」とは、自らの

相続中に随界があるかぎり、たとえ過去のものであっても因的効力を有するという思

想である。そのため、この二人の思想は同じ経部のものであっても、その性格的には

大きくかけ離れている。

　このことから、世親とシュリーラータの間に起きた思想的差異の原因とは、「現在有体・過

未無体説」の証明の仕方が異なっていた点にある、と考えられる。すなわち、世親は「相続転

変差別説」や「種子説」を根拠に「現在有体・過未無体説」を主張する以上、同じ「経部」で

あっても、シュリーラータの主張に賛同するわけにはいかなかった。なぜなら、現在のものだ

けが因的効力を有するという思想を主張する世親が、シュリーラータの「随界説」を認めるな

らば、自らの立てる説と矛盾してしまうからである。そのため、たとえ同じ「経部」であって

も、世親はシュリーラータとは異なる証明の仕方を取らざるを得なかったのであろう。

　しかし結局は、世親とシュリーラータの思想的差異とは、何を根拠にして、「現在有体・過

未無体説」を唱えるのか、に起因するのであるから、彼らの間で「経部」の内容が変化し、さ

まよっているということを意味するわけではない。なぜなら、すでに我々は、法救、妙音、世

友、覚天の四大論師を、ただ「三世実有説」の証明の仕方のみが異なると考え、決して彼らの
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間で「有部」の内容が変化し、さまよっているとまでは考えないからである。このことから、

有部の四大論師と同様に、「経部」の論師たちもまた、「現在有体・過未無体説」をどう証明す

るかは各個人に委ねられていた。そして、たとえ論師たちの間に思想的差異があろうとも、有

部の「三世実有説」に反対して、「現在有体・過未無体説」を主張していれば、「経部 」

（Sautrāntika）と呼ばれたのだとは考えられないだろうか 。

〔注〕
加藤純章著『経量部の研究』（1989, 春秋社）に対する書評として、福田 1989 がある。また、経部
の形態に最初に言及した研究として、櫻部 1956 がある。
加藤 1989 に先立つシュリーラータ研究として、高井 1928 がある。
加藤（1989, 89）は、Sautrāntika の呼称が両者にとって「三世実有説に反対する者」、「道理に合っ
ているもの」、「勝れた主張をなすもの」、「かっこいいもの」、というような譬喩的意味があるとす
るが、本庄 1992b によって、「三世実有説に反対する者」という規定以外は同語反復に終わってい
る、と反論される。
世親がなぜ心心所相応説の立場をとったのかについては、新たに別の論稿を期する予定である。
本庄 1992b は、経部を規定した上で、『婆沙論』以前からのオーソドックスな「小乗」経部と、
「大乗」経部としての世親個人とに分けて考察する方がよいのではないか、と提案する。また、加
藤 1989 以後、加藤 2011 においてもこの問題提起がなされるが、世親とシュリーラータの間でなぜ
このような思想的差異が起きたのか、という点については具体的に検討されていないと思われる。
Cf. 那須（2018, 22-23）
これ以外の用例については、加藤（1989, 286-289）を参照。
Cf. 本庄（2014b, 671-672），AKUp［5016］，『順正理論』T. 29, 625c1-10.
毘婆沙師が提出する「三世実有説」の教証に対する一々の分析については、本庄 1982c に詳しい。
また、この「有る」（asti）の語に対する世親の解釈は、遡れば馬鳴に帰するものである。Cf. 本庄
1987b
シュリーラータはここで、「未来」の対象については述べず、「過去」の対象にのみ言及する。
『俱舎論』の玄奘訳（T. 29, 104b7-9）と、『順正理論』の玄奘訳（T. 29, 625c5-8）はともに、同一
の訳語を用いているため、梵文を想定して翻訳した（AKBh 295, 9-12）。
脚注（12）と同様に、「應如現在勤厭離滅」も梵文（nirvide virāgāya nirodhāya pratipanno 
’bhavis. yat）を想定して翻訳した（AKVy 469, 9-10）。
衆賢は、シュリーラータが「もし過去の色が過去でなかったなら」（若過去色非過去者）と言及す
る時点で、すでに「現在」と「未来」の二つの可能性があるから、「現在」のみに限定されないと
いう。そのため、シュリーラータ自身は、この第一説を「現在」と捉えていたことがわかる。（Cf. 
『順正理論』T. 29, 627b24-29.）
称友によれば、『俱舎論』の本論中に「現在」に関する経文が引用されないのは、現在の対象に対
して、多聞の聖弟子が、実践にはげむものとなる、というのは、有部と経部ともに、承認されてい
ることだから、とされる（AKVy 469, 8-10）。
これが「随界説」のもつ特徴であることは、加藤（1989, 277-280）や拙稿 2019a 等を参照。
筆者はすでに拙稿 2019a においてシュリーラータの認識の構造を検討し、拙稿 2020 において、世
親の認識の構造を検討した。言うまでもなく「三世実有説」の教証と認識の問題は密接に関係して
いる。
Cf. 本庄（2014b, 673-676），AKUp［5018］，『順正理論』T. 29, 625c10-14.
世親の著作順序に関しては、松田 1984a を参照。
『縁起経釈』に引用されるこの有部の教証はADVのものと近しいと思われる（Cf. 本庄 2014b, 
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676）。
加藤（1989, 250-251）によって指摘されるように、衆賢によれば、「種子」、「随界」、「熏習」、「功
能」、「不失」、「増長」はすべて同義語であるとされる。（Cf. 『順正理論』T. 29, 398b27-29.）
三友（1980, 27）は、この記述をもとに、シュリーラータが「過去の業も有る」と主張した、と言
うが、これはミスリードを及ぼす可能性がある。正確には、シュリーラータは彼の根本思想である
「随界説」を根拠に、「過去の業も有る」と主張したのであり、有部のように過去の業を実体として
認めたわけではない。また、このシュリーラータの主張に対する衆賢の反論は次の通りである。
『順正理論』［T. 29, 627c13-16］:　
釋 髻經亦不應理．（ 1）無法不成因縁性故、（ 2）彼隨界言無所詮故、（ 3）一刹那宗無相續
故、（ 4）無法不能招異熟故、（ 5）不爾生死應無窮故．由此我説實有去來．

ここで挙げられる、（ 1）～（ 5）の説は、いずれも「随界説」のもつはたらきに他ならない。Cf. 三
友 1980, 加藤（1989, 250-258）. 最後の（ 4）、（ 5）は、世親の異熟因・異熟果と同じ考えに思える
かもしれないが、世親の考えでは異熟因・異熟果は一度きりなのに対して、シュリーラータの場合
は随界があるかぎり、何度でも因となり得るところに違いがある。
Cf. 本庄（2014b, 673），AKUp［5017］，『順正理論』T. 29, 627c16-18.
AKBh 299, 16ff.
また、AKVyにも次のような記述がある。AKVy 230, 21-22: tasya bījabhāvopagamanād iti tasya 
phalasya hetubhāvopagamanād ity upamā sautrāntika-prakriyais. ā / kvacit pustake nāsty 
evam. pāt.hah.  / Cf. 兵藤（1980, 71）
また、この経部の因果論は、称友との間にも関連性があると言える。Cf. 兵藤（2002, 326）
加藤 1989 は、シュリーラータが（ 1）客体の方から説明する認識と、（ 2）主体の方から説明する
認識とに分けると言及するが、福田 1989 は上述の通りに分ける。そのため、筆者も福田 1989 の見
解にしたがう。シュリーラータが、このように認識の対象を二つに分ける理由は、一度でも所縁を
認識しなければ、その所縁を随界として保持することができないからであると推測される。
過去に一度も認識していない対象に対する認識とは、次の通りである。
『順正理論』T. 29, 628c3-13:
此中上座作如是言．智縁非有亦二決定．推尋因果展轉理故．其義云何．要取現已於前後際能速
推尋．（ 1）謂能推尋現如是果、從如是類過去因生、此因復從如是因起、乃至久遠隨其所應．
皆由推尋如現證得．（ 2）或推尋現如是類因、能生未來如是類果、此果復引如是果生、隨其所
應乃至久遠．皆推尋故如現證得．如是展轉觀過去因、隨其所應乃至久遠、如現證得皆無顚倒．
雖於此位境體非有、而智非無二種決定．

　また、このシュリーラータの説が、遡れば馬鳴にまで帰するものであることは、田中（2019c）
を参照。
この「前に応じて」（准前）という箇所は、脚注（29）の下線部を参照。
Cf. 三友 1980, 加藤 1989．
「有部の論蔵を仏説と認めない」ということも当然「経部」の前提条件としてあるが、シュリー
ラータや世親が立てる「随界説」や「種子説」が有部の経蔵のなかに直接説かれないこともまた、
事実である。たとえば、衆賢はシュリーラータの「随界説」を「唯汝所執舊隨界因諸聖教中、都無
説處」（T. 29, 452c20-21）と述べており、称友も世親の主張する「種子性」（bījabhāva）を kvacit 
pustake nāsty evam. pāt.hah.  /（AKVy 230, 21-22）と述べている。そのため、やはりこれらの説は
始めから有部の経蔵にあった、というわけではないであろう。
世親が否定したシュリーラータ説についても、その背景には「随界説」の思想があったと考えてい
る。これについては、新たな論稿を期する予定である。

〔略号表〕
AKBh Abhidharmako abhās. ya of Vasubandhu, Ed. by P. Pradhan. Patna: Kashi Prasad 
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Jayaswal Research Institute, 1967.
AKVy Sphut. ārthā Abhidharmako avyākhyā. Ed. by Unrai Wogihara, Tokyo: Association of 

Abhidharmako avyākhyā 1932-1936.
PSVy  Pratītyasamutpādavyākhyā. (Tib. rten cing ’brel bar ’byung ba dang po’i rnam par dbye 

ba bzhad pa): D 3995, P 5496.
LA Abhidharmako at. īkā Laks. an. ānusārin. ī. (Tib. Chos mngon pa’i mdzod kyi ’grel bshad 

mtshan nyid kyi rjes su ’brangba zhes bya ba): D4093, P5594.
T. 大正新脩大蔵経．
『縁起経釈』 PSVy
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般舟三昧経「行品」
──和訳と訳注──

吹 田 隆 徳

はじめに

　本稿は吹田 2020 の続編であり、「行品」（第二章）後半部（T 13, 905a03-906a11）の和訳とな

る 。この範囲では般舟三昧の実践に必要な詳細が七つの譬えと共に解説される。また思想的

特徴として般若空思想と阿弥陀信仰の共存が見られる。この点に関して、先行研究では般若空

思想が本経の基調であり 、後者に肝心の阿弥陀仏は諸仏の一例に過ぎないとみてきた 。近

年に末木 1989 が原初形態を「行品」までと想定して以降は、そこにしか現れない阿弥陀仏こ

そが本来の見仏対象であった可能性が高く、一例とする見解は見直されつつあるが 、般若空

思想を基調とする根本的な見解は定説となって残されている。

　この定説に問題がないわけではない。例えば〈八千頌〉は「善男子であれ、善女人であれ、

信ある者は如来にして阿羅漢なる正等覚者を特徴に従って作意するのだが、実にスブーティ

よ、特徴がある限り執着がある」 rāddhah.  kulaputro vā kuladuhitā vā tathāgatam arhantam.  

samyaksam. buddham.  nimittato manasikaroti, yāvanti khalu punah.  subhūte nimittāni tāvantah.  

san.gāh. .（ASP 417, 16f.）と言い、仏を作意するにあたり有相的な態度を否定的にみる。この仏

論　文

　前回（第 48 号）に引き続き支婁迦讖訳『般舟三昧経』（T. 418）の和訳を行う。こ

の経典ならびに「行品」（第二章）を取り上げることについて、まず第一にその訳出

年代（179 年）の早さから、この経典は大乗仏教を知る上で最初期の資料となる。さ

らに和訳を試みる「行品」はこの経典の原初形態を示すとされている。このような最

初期の経典の原形部分を研究することにより、この経典の思想的中心たる般舟三昧の

みならず、大乗初期の様相までを垣間見ることができると考えている。本稿では「行

品」を研究する前段階として和訳と訳注を作成する。

キーワード：支婁迦讖、初期大乗、浄土教、阿弥陀仏、念仏

〔抄　録〕
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を作意する（manasi-Kr.）という行為は、本経においては般舟三昧の実践に等しい 。そして

諸仏を対象とする際には無相的な態度をとるが、しかし阿弥陀仏が対象の場合には有相的な態

度をとる 。つまり般舟三昧の実践態度としては有相と無相が並立し、思想的一貫性を欠いた

状態になっている。般若空思想を基調とみるのであれば、このような一貫性の欠如をどのよう

に説明するかは一つの問題となってくる。

　そこで再び注目すべき見解を挙げておく。それは本経の成立に般若空思想が必ずしも必要で

はないとみる色井 1963 の見解である。現存する資料から眺めると、本経は「行品」ですら空

思想と不可分に見えるが、この見解が示唆に富んでいるのは、空思想との必然的な関わりを認

めず、大乗仏教の中で空思想が発展するにつれて次第に結びつきを強めたとみる点である。こ

の見解はかつて櫻部 1991 が取り上げたように考慮に値する。いずれにせよ、本経の原形論が

更新されたことで特に今回の和訳範囲に見る内容を虚心に検討し直す必要が生じていると言え

るだろう。

　和訳に際しては、前回（吹田 2020）と同様、他の資料（Tib., T. 416, T. 417, T. 419）と比較

し、異同などの問題が見られる場合は必要に応じて詳細を注記しておいた。さらに同じ支婁迦

讖訳とされる『道行般若経』に同一の訳語が認められる場合、『道行般若經詞典』（Karashima 

2010）からの引用を注記した。また底本に関しては、本経の場合、高麗版が原形を留めている

というHarrison（1990, 221-249）の指摘を踏まえ、基本的に『高麗大蔵経』の読みに従って翻

訳し 、他に『宋版磧砂大蔵経』第七巻（No. 69）などを参照した。尚、各ロケーションの先

頭に付した英数字は PSS による区分と一致する。

和訳と訳注

　（3A: T 13, 905a03-a10）仏陀はこのように言った。「次のような行法によって三昧はもたら

される。すなわち現在諸仏が悉く目の前に立つという三昧（i.e. 般舟三昧 ）を会得するという

ことである。〔では〕、どのようにして現在諸仏が悉く目の前に立つという三昧がもたらされる

か〔というと〕、 陀和よ、次のようである。戒を完全に保っている比丘、比丘尼、優婆夷、

優婆塞は、独りである場所にとどまって、今現に在す西方の阿弥陀仏（*Amitāyus ）を想う

（*cittam ut-Pad ）。〔そして〕聞いた内容に従って作意しなければならない（*yathā rutam.  

manasi-Kr. ）。〔つまり〕『ここから千億万の仏国土を過ぎた 〔所にある〕その国は須摩提

（*Sukhāvatī ）と呼ばれる。〔そこで阿弥陀仏が〕多くの菩薩たちの中央におられて、教えを

説いておられる』〔と、このようにして〕いかなる時も常に阿弥陀仏を作意しなければならな

い」と。

　（3B: T 13, 905a10-a17）仏陀は 陀和に言った。「例えば、人が眠りに落ちて 、夢の中で

あらゆる金や銀や珍しい宝、父母、兄弟、妻子、親族、友人と一緒に楽しみ、喜び、意に逆ら
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うことのないの を見るようなものである。その者は夢から覚めると、その〔夢での〕ことを

人に話す。後に涙を流しながら夢で見たことを思い返す（*anu-Smr. ）。同じように、 陀和

菩薩よ、もし出家者〔あるいは〕在家者が西方の阿弥陀仏国土を聞いたならば、その方角の仏

を作意しなければならない。戒を欠くことなく、ひたすらに作意する（*manasi-Kr. ）こと一

昼夜、もしくは七日七夜すれば、七日が過ぎて以降に阿弥陀仏を見る。目覚めている時に見ら

れなくとも夢の中でかの〔阿弥陀仏〕を見る」

　（3C: T 13, 905a17-a27）「例えば、人が夢で見るものは昼かもわからず、夜かもわからず、

また内にいるのかもわからず、外にいるのかさえわからないようなものである。〔夢の中では〕

暗闇の中にいるからといって見えないということもなく、障害物があるからといって見えない

ということもない。同じように 陀和よ、菩薩が〔阿弥陀仏を〕想う（*cittam ud-Pad ）時に

は、諸仏国との間に須弥山と呼ばれる大きな山があり、真っ暗な場所（*lokāntarika ）がある

としても完全に見通すようになる。目も障られず心が礙げられることもない。その菩薩摩訶薩

は天眼をもつことによって見徹すわけでもない。天耳をもつことによって聞き徹すわけでもな

い。神足をもつことによってその仏国土に到達するのでもない。この〔世界〕で〔の生涯を〕

終えて、彼方の仏国土に生まれてやっと見ることができるのでもない。この〔世界〕にいなが

らにして阿弥陀仏を見て、説かれた教えを聞き、〔その教えを〕すべて把握し理解する。三昧

の中で〔教えを〕すべて具足して、人々のためにそれを説くのである」

　（3D: T 13, 905a27-b08）「例えば、ある男が墮舍利國 （*Vai ālī）に須門（*Sumanā）とい

う遊女がいることを聞き、〔別な〕ある男が阿凡和梨（*Āmrapālī）という遊女のことを聞き、

〔さらに別な〕ある男は優陂 （*Utpalavarn. ā）という女が遊女となったと聞いたとしよう。そ

の時、〔三人の男〕それぞれは〔それぞれの遊女たちの〕ことを考える。その男たちはいまだ

かつてその三人の遊女たちを見たことがなかったけれども、その〔遊女たちの〕ことを聞いて

婬欲がすぐにはたらいた。そして夢の中でそれぞれがその遊女のところへと出掛けていっ

た 。この時、三人すべては羅閲祇國 （*Rājagr. ha）におり、時を同じくして〔それぞれの遊

女を〕作意した（*manasi-Kr. ）。それぞれが夢のなかでその遊女のところに行き、共に夜を

過ごした。かれらが夢から覚めると、それぞれがその〔夢を〕思い返す（*anu-Smr. ）」と。

　仏陀は 陀和に告げた。「私は三人〔の遊女の譬喩〕を〔汝に〕托そう 。汝（ 陀和）は

この〔譬喩での〕事例とともに人の為に教えを説いて、その意味するところを理解させ 、不

退転に至らせて、無上なる正等覚を得させなさい。後に〔その者たちが〕覚りを得たならば、

善覚という〔仏〕となるだろう」

　（3E: T 13, 905b8-b10）「このように 陀和よ、菩薩はこの世界の国土で阿弥陀仏を聞き、

何度も作意する（*manasi-Kr. ）。この作意によって阿弥陀仏を見るのである。〔そして、阿弥

陀〕仏を見てから問いかけた。『どのような徳目（*dharma）を具えれば、阿弥陀仏国に生まれ

ることができるのでしょうか』」と。
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　（3F: T 13, 905b10-b19）その時、阿弥陀仏はその菩薩に次のように語った。「私の国に生ま

れたいと思う者は常に私を何度も随念（*anu-Smr.）しなさい。常に随念を修して 、中断する

ことがあってはならない。このようにすれば私の国に生まれることができる」と 。

　仏陀は言った。「その菩薩は念仏（*buddhānusmr. ti）によって阿弥陀仏国に生まれることを得

る。常に次のように念じなければならない。〔すなわち〕仏の身体は三十二相を具足し、光明

は遮られることなく照らし、端正で他に比べるものがなく、比丘の僧団の中にあって教えを説

いて、「壊れないもの」を説く。壊れないものとは何かというと、色受想行識、霊魂、地水火

風、世界では天から上の梵天から大梵天に至るまでが壊れないものである。仏を念じることに

よって空三昧を得る。このようなものが仏随念（*buddhānusmr. ti ）である」と。

　（3G: T 13, 905b19-b23）仏陀は 陀和菩薩に告げた。「誰が〔般舟〕三昧を直証

（*sāks. āt-Kr. ）する者なのかというと、我が弟子、摩訶迦葉（*Mahākā yapa）、因 達菩薩

（*Indradatta）、須眞天子（*Susīma）、そして適時にこの三昧を知る者、この三昧を体得しよう

と実践する者が直証する者である。何をもって証したとするのかというと、この三昧が空三昧

であると知ることを証とする」と 。

　（3H: T 13, 905b23-c03）仏陀は 陀和に告げた。「遥か昔に須波日 と呼ばれる仏がおられ

た時、ある者が出掛けていくと、広大な湿地に入ってしまい 、食べ物を得ることができずに

飢えと渇きで眠ってしまった。すると夢のなかで、いい香りのする甘美な食べ物を得て食べ終

えたが、〔夢から〕覚めるとお腹は満たされていなかった。〔そして〕自ら『存在するものは皆

すべて夢のようなものだ』と考えたのである」。仏陀は言った。「この者は〔すべてのものが〕

空であると考えることによって、無生法忍を得て 、不退転に至ったのである。このように

陀和よ、菩薩はある方角に現在仏〔がおられると〕聞いたなら、常にその方角を作意する

（*manasi-Kr. ）。仏を見たいと願うなら仏を作意しなさい。〔見る対象が〕存在するとも存在

しないとも考えてはならない。私が立っているのを〔見て〕、空を思うようにしなさい 。〔す

なわち〕、仏が立っている〔その姿が〕まるで珍しい宝石を琉璃の上で寄せ合わせたようだと

作意しなさい 。菩薩はこのようにして十方に無数の仏の清浄な〔姿〕を見る」

　（3I: T 13, 905c03-c09）「例えば、人が遠くへ出掛けて他の国に到着し、郷里、妻子、親

族、財産を思い返す（*anu-Smr. ）と、その人が夢のなかで故郷に帰り着いて、妻子、親族に

会って喜び、一緒に話すようなものである。夢のなかで見て、そして〔夢から〕覚めて、友人

にそのことを話す。「私は故郷に帰り着いて、我が妻子と親族を見た」と。

　仏陀は言った。「菩薩も同じ様にある方角に仏の名前を聞いたならば、常にその方角を作意

（*manasi-Kr. ）して仏を見たいと望みなさい。〔すると〕菩薩は仏〔の姿〕がまるで珍しい宝

石を琉璃の上に寄せて置いたようであるのをすべて見る」

　（3J: T 13, 905c09-c18）「例えば、比丘が死人の骨を観じて〔その面〕前に置くようなもの

である。ある時は青を観じ、ある時は白を観じ、ある時は赤を観じ、ある時は黒を観じる。そ
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の骨を持って来た誰かがいるのでもなく、骨が存在しているのでもなく、〔骨が〕どこからか

やって来たのでもない。それは心が作った表象に他ならないのである。菩薩はこのように仏の

威神力によって三昧の中にとどまって、見ようとするいかなる方角の仏であっても、見ようと

望めばすぐに見ることができる。それはなぜかというと、 陀和よ、次のようである。つま

り、この三昧は仏力によって成り立っているからである。仏の威力をもって三昧の中にとどま

る者には三事がある。〔すなわち〕、仏陀の威神力（*anubhāva ）をもつ事、仏の三昧力をも

つ事、〔自らが積んだ〕過去の功徳力をもつ事である。この三事があることによって〔菩薩は〕

仏を見ることができる」

　（3K: T 13, 905c18-c25）「例えば、 陀和よ、端正な青年が美しく身を飾り終えてから 、

きれいな器に満たされたよい麻油 、あるいはよい器に満たされたきれいな水、あるいは磨い

たばかりの鏡、あるいは傷のない水晶に映った姿を自分で見ようと思い、そこに自分を映し

て、隅々まで自分の像を見る。 陀和よ、どう思うか。この麻油や水や鏡や水晶という場所に

その〔青年〕自らが映し出した像は、〔麻油などの〕外から入ってきた、〔あるいはそれらの〕

中〔から出てきた〕のだろうか」と。

　 陀和は答えた。「世尊よ、そうではありません 。麻油や水晶や水や鏡の浄らかさによっ

て 、自分で自分の像を見ているに過ぎません。その像は〔麻油などの〕中から出てくること

もなく、外から入ってくることもありません」と。

　（3L: T 13, 905c25-906a01）仏陀は言った。「すばらしい、すばらしい。 陀和よ、その通

りである。 陀和よ、〔麻油などの〕物質（色）が清浄だから、それに映ったものも清浄なの

である。仏を見たいと思えば見る。見れば質問する。質問すれば〔仏が〕答えてくれる。教え

を聞けば大いに喜んで、次のように考える。『仏はどこかからやって来たのか。私がどこかへ

行ったのか』と。〔そして〕『仏がどこかからやって来たのでもなく、私がどこかへ行ったので

もない』と自らで考える。〔さらに〕『欲界、色界、無色界の三界は心が作ったものでしかな

い。私は思考した（*vi-Kl. p ）ものを見ているのである』と自らで考えるのである」

　（3N : T 13, 906a01-a07）「心が仏となり、心自らが〔仏を〕見る。心が仏である。心が如

来である 。心は我が身である。心が仏を見る。心自らは心を知らない。心自らは心を見な

い。心に表象があれば〔それが〕無明である。心に表象がなければそれが涅槃である。この

〔三界に属する〕ものに楽しむべきものはなく、すべて思考が作りだしたものである。たとえ

思考があるとしても空に他ならない。たとえ思考があるとしても、〔その思考に〕もまったく

実在性はない 。このように 陀和よ、菩薩が三昧の中にとどまっている時に見ている対象と

は以上のようである」と。

　（3O: T 13, 906a07-a11）その時、仏陀は偈頌を説いて言った。

心は心を知らない。心は心を見ない。

心が表象を起こせば無明であり、表象がなければ涅槃である。
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この〔三界に属する〕ものに堅固さはなく、常に思考の中にとどまっている。

理解でもって空と見れば、すべてにおいて表象はない〔と知る〕。

（「行品」完）

〔注〕
和訳と訳注の作成にあたっては五島清隆先生から多くのご指摘を賜りました。ここに感謝申し上げ
ます。
cf. Harrison 1978, 末木 1989.
cf. 望月 1930, 310, 静谷 1974, 302-303, 藤田 1970, 223-224, Harrison 1978, 43, 大田 1983, 138, 玉城
1981, 94-103.
cf. 梶山 1992, 293-297.
cf. 吹田 2016.
例えば本経には以下のような一節（PSS 15M-15N）が見られるが、そのような文脈で阿弥陀仏を
作意するよう説くことはない（cf. PSS 3A-3B）。
　 無相の入り口（*animitta-prave a）に入らなければならない。バドラパーラよ、それはなぜかと
いうと、実体の想（*sam. jñā）を具えた者は仏を見ることがないからである。

　 mtshan ma med pa’i ’jug pa la ’jug par bya’o// bzang skyong/ de ci’i phyir zhe na/ ’di ltar 
dngos po’i ’du shes can gyis ni sangs rgyas mthong bar mi ’gyur ro//

高麗版に関しては『高麗大蔵経』第七巻と『高麗大蔵経初刻本輯刊』巻五巻に所収の『般舟三昧
経』を参照した。
この三昧の原語は *pratyutpanna-buddha-sam. mukhāvasthio nāma samādhih. であり、蔵訳 da ltar 
gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa zhes bya ba’i ting nge ’dzin からの還梵である。これまで
pratyutpanna-buddha-sam. mukhāvasthia-samādhi という複合語に関して二通りの解釈が提示されて
いる（cf. Harrison 1990. see also 梶山 1992, 239-242, 林 1994）。一つには pratyutpanna-buddhānām.  
sam. mukham.  avasthitasya samādhih. と解釈し、「現在諸仏の面前に立つ人の三昧」と理解する。二
つには pratyutpanna-buddhānām.  [bodhisattvasya] sam. mukham.  avasthitānām.  samādhih. と解釈し、
「現在諸仏が〔菩薩の〕面前に立つ三昧」と理解する。Harrison（1990, 3. fn. 1）は以上の二つを提
示した上で前者を取っている。まず buddha を複数形で理解しているが、支婁迦讖も「現在諸佛悉
在前立」と訳しており、般舟三昧の対象が古くから諸仏であると考えられていたのは疑いない。し
かし近年では本経の原初形態が想定され（末木 1989）、その部分（i.e. 行品）にのみ現れる阿弥陀
仏のみが本来の対象であった可能性が提示されている（梶山 1992, 293-297）。複合語の中で語幹へ
と還元された buddha が、必ずしも複数形であると決定することはできないだろう。続いて
avasthita に関して、avasthitasya といった格を想定して「〔面前に〕立つ人の」と理解している
が、これには疑問が残る。第一に pratyutpanna-buddha-sam. mukhāvasthito nāma samādhih. という
の が 本 来 の 形 で あ る。 こ れ は〈十 地 経〉 に 見 る 般 舟 三 昧 が
pratyutpannasarvabuddhasam. mukhāvasthita  ca nāma bodhisattvasamādhih.（DBh 179, 4）と記さ
れていることからも確認できる。さらに〈三昧王経〉における所説の三昧が sarvadharmasvabhāva-
samatāvipañcito nāma samādhih.（SRS I 15, 9）と記され、この他に〈八千頌〉（ASP 940, 21-942, 
5）に列挙される六十二種の三昧や、Mvy（No. 506-623）に挙げられる三昧も皆同様の形で記され
ている。これらの用例に鑑みると、°avasthita-samādhih. という複合語は °avasthito nāma samādhih.
の省略形とみなければならない。そしてA nāma B という場合、Aの格は Bに依存する（e.g. 
samādhirājam.  nāma samādhim: AAA 12, 14, padmā nāma lokadhātur: KarP 7, 18）。したがって
省略形を解釈する際にも、avasthitasya のような格限定複合語ではなく、同格限定語として解釈し
なければ齟齬をきたすことになるだろう。いずれにせよ事物の名前を複合語の解釈から正確に捉え
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ることは難しい。「現在仏が面前に立つという三昧」と意訳しておくのが最も穏当である。
漢訳はすべて「阿弥陀」と音写する。蔵訳は tshe dpag med とする。
原文は「心念」。蔵訳対応箇所には sems bskyed par bya’o// とある。「心念」の語は『道行経』に
も出る。
cf. Karashima 2010, 543: 心念 (xīn niàn) “thought”
　HD. 7.377b(水經注 etc.)
　 Lk. 457a9. 菩薩求般若波羅蜜、……　求之、若守者、發心念、持是功徳施與作阿耨多羅三耶三
菩。(p)

　　 AS. 174.22 = R. 350.18 = AAA. 714.16. manasikāra~ ... cittotpāda~ (“the mental activities, 
the productions of thought” [AsP.tr.II 212 = AsP.tr. 133]); ZQ. 496b13. 念發心 ; Zfn. 529c19. 發
心 ; Kj. 567a14. (是) 念、(是) 心 ; Xz(I). 830c17. 作意…起心 ; Xz(II). 904b21 = Xz(I); not found at 
Sh. 646a9.; Tib. Pk. 208a3 = D. 193a5. yid la byed pa ... sems bskyed pa.

原文は「隨所聞當念」。蔵訳相当箇所には ji skad du thos pa’i rnam pas...yid la byed de/ とある。
原文は「去是間千億萬佛刹」。「是間」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 441-442: 是間 (shì jiān)“here” Cf. 彼間 (bǐ jiān), 此間 (cǐ jiān), 彼所 (bǐ suŏ), 是中
(shì zhōng)
　　 not found at HD. 5.661.; Chen Wenjie 1999: 17f. ≒ 2002a: 110f.(道行般若經 etc.), Hu 2002: 

114(阿闍世經), Long 2004 : 33(摩訶般若抄經), YY 24.2(2004): 95(十誦律), YL 35(2007): 313(支婁
迦讖譯)

　 Lk. 428a18. 菩薩亦不念彼間、亦不於是間念、亦不無中央念。(p)
　　 AS. 12.30 = R. 25.6f. = AAA. 109.13f. pūrvāntato ... aparāntato (“from where it begins, ... 

where it ends” [AsP.tr.II 92 = AsP.tr. 10]); ps-ZQ. 481b1. 於始…於終 ; Zfn. 511a4. 本…當來 ; 
Kj. 539b6. 過去世…未來 ; Xz(I). 767c2. 前際…後際 ; Xz(II). 869a10. 前際、後際 ; Sh. 590c27.
前、後、(中) 際 ; Tib.Pk. 14b8 = D. 14b1. sngon gyi mthar ... phyi ma’i mthar.

　 Lk. 429c5. 阿羅漢道不動成就、不當於中住。阿羅漢道成已、不當於中住。何以故？阿羅漢道成
已、便盡是間、無處所、於泥 中般泥 。是故阿羅漢道不當於中住。(p)
　　 AS. 18.29 = R. 36.16 = AAA. 143.4. iha (“here”); not found at ZQ. 482c6.; Zfn. 512a30. 是間 ; 

Kj. 540b17. 今世 ; Xz(I). 770b4. 今世 ; Xz(II). 870c7. 今世 ; Sh. 592c9. 現世 ; Tib. Pk. 22a4 = D. 
21a5. ’di (nyid) du.

　 Lk. 435a2. 十方無央數佛國諸天人、諸龍、阿須倫、諸閲 鬼神、…………諸摩 勒鬼神、諸人、
諸非人都盧賜來到是間、問訊法師、聽受般若波羅蜜。(p)

　　 not found at AS. 44.10 = R. 88.3 = AAA. 257.16.; not found at ZQ. 485a8.; Zfn. 516c29. 是間 ; 
not found at Kj. 544c22.; Xz(I). 780b15. 此 ; Xz(II). 876c15. 此 ; not found at Sh. 600c27.; not 
found at Tib. Pk. 52b8 = D. 50a3.（他五例あり）

原文は「其國名須摩提」。蔵訳対応箇所には ’jig rten gyi khams bde ba can とある。この「須摩提」
から原語が Suhamadi のようなガンダーラ語の音韻で記されていたことが想定されている（cf. 藤
田 1970, 432-433）。これと同じ音写語はT. 419 にも見られる。
原文は「譬如人臥出」。「臥出」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 506: 臥出 (wò chū)“sleeps, falls into a (deep) sleep”
　　 not found at HD. 8.722.; ZY 282(2001, No.3): 260f.(安世高譯、道行般若經 etc.), Cao Xiaoyun 

2001 : 80 = 2005a: 590 = 2005b: 155f.(六度集經), Chen Wenjie 2002a: 86f.(道行般若經，内藏百寶
經 etc.), Li Weiqi 2004: 319f.(道行般若經 etc.), Wang Yunlu 2006: 95f.(道行般若經 etc.); cf. HYJ 
10(2007): 31f. 寢 / 臥．

　 Lk. 470c28. 時菩薩臥出。天人於夢中語言：“汝當求索大法！” 覺起、即行求索、了不得。其意惆
悵不樂。(p)

　　 not found at AS. 238.6 = R. 481.9 = AAA. 927.11.; ZQ. 503c-2. 臥出 ; not found at Zfn.; not 
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found at Kj. 580a-4.; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; not found at Sh. 668a27.; not 
found at Tib. Pk. 283b7 = D. 261a6.

原文は「無輩 (←背)」。蔵訳対応箇所にはmi mthun pa med pa とある。
原文は「念夢中所見」。蔵訳対応箇所には de rmi lam gyi mtshan ma rjes su dran pas... とある。
原文は「一心念。若一晝夜。若七日七夜」。蔵訳対応箇所には nyin zhag gcig gam/... nyin gzhag 
bdun du yid la bya’o// とある。
原文は「心當作是念時」。蔵訳相当箇所には de ltar de ltar sems bskyed de/ とある。
原文は「幽冥之處」。蔵訳対応箇所には ’jig rten gyi bar（*lokāntarika）とある。中間の世界
（lokāntarika）とは世界と世界との間にある真っ暗な場所のことであるが、神通力に頼らなければ
これを超えることはできないとされている。例えば〈十地経〉（DBh 118, 11-13）は中間の世界に
関して以下のように説いている。
　 ああ、実に勝者の息子たちよ、例えば、雑染と清浄の世界と、完全に清浄な世界、二つの世界に
ある中間の世界（lokāntarika）は、偉大な神通力の力を除いて、越え難い。

　 tadyathāpi nāma bho jinaputrā dvayor lokadhātvoh.  sam. klis. t. avi uddhāyā  ca lokadhātor 
ekāntapari uddhāyā  ca lokadhātor lokāntarikā duratikramānyatra mahato ’bhijñābalādhānāt.

尚、この他に〈法華経〉（SP 163, 8）、〈悲華経〉（KarP 5, 8-13）にも言及がある。
「墮舍利」の語は『道行経』にも出る。
cf, Karashima 2010, 142-143: 墮 舍 利 (duò shè lì; EH. hjiwei ja- ljiəi- > QYS. xjwie ja- li-) a 
transliteration of Skt. Vai ālī (name of a city)
　 Lk. 434a11. 釋提桓因作是念：“弊魔乘四馬之車來欲到佛所。是弊魔車馬、無異。非國王 沙四馬
車、不類；亦非國王波斯匿四馬車、不類；亦非釋種四馬車、不類；亦非墮舍利 * 四馬車、不類。
是弊魔所作。晝夜弊魔常索佛便、常亂世間人。”(p)

　　 * 墮 : only Kr reads 墮 (= Zfn. 516a19), while other editions, incl. J, read 隨 instead。For 墮，
corresponding to Skt. vai, ve in the Eastern Han Chinese translations, see Coblin 1983: 69. For 
the confusion of 墮 / 隨，cf. HX 2(2002): 40.

　　 ≠ AS. 39.19 = R. 78.15 = AAA. 243.20. Licchavi; ZQ. 484c6. 維耶利 ; Zfn. 516a19. 墮舍利 ; Kj. 
544a10. 黎車 ; not found at Xz(I). 778b26.; not found at Xz(II). 875b27.; not found at Sh. 599b7.; 
Tib. Pk. 47a6. Li tsabyi, D. 44b6. Li tstsha bī.

原文は「往到其所」。「往到」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 490-491: 往到 (w ng dào)　“visits, goes over”　Cf. 來到 (lái dào)
　　 not found at HD. 3.937; Hu 2002: 294(道行般若經), HX 5(2005): 283(支婁迦讖譯), Cui 2005: 94(道

行般若經), HYJ 9(2006) 13(義淨譯), ZY 315(2006, No.6), p. 523(道行般若經)
　 Lk. 434c23. 天上四天王天上諸天人索佛道者、往到彼所、問訊、聽受般若波羅蜜、作禮遶竟已 ( ←
以)、去。忉利天上諸天人索佛道者、往到彼所。問訊、聽受般若波羅蜜、作禮遶竟已、去。鹽天
上諸天人索佛道者、往到彼所、問訊、聽受般若波羅蜜、作禮遶竟已、去。(p)

　　 AS. 42.26 = R. 85.7 = AAA. 254.12. (tatra) āgantavyam.  (“[they] will come [there]”); ZQ. 
485a14. 往 ; Zfn. 516c20. 到 (彼所); Kj. 544c6. 來至 (般若波羅蜜所); Xz(I). 780b6. 來 (此處); Xz(II). 
876c7 = Xz(I); Sh. 600c4. 往詣 (其所); Tib. Pk. 51a4 = D. 48a7. (der) ’ong ba.（他三例あり）

「羅閲祇」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 316: 羅閲祇 (luó yuè qí; EH. la jwat gjiei[t jei] > QYS. lâ jiwät gjie[t je]) a 
transliteration of Skt. Rājagr. ha (name of the ancient capital city of Magadha) 
Krsh(2001).418(STF).
　 Lk. 425c4. 佛在羅閲祇耆闍崛山中。摩訶比丘僧不可計──諸弟子舍利弗、須菩提等；摩訶 {薩} 菩
薩無央數──彌勒菩薩、文殊師利菩薩等。月十五日説戒時。(p)

　　 AS. 1.4 = R. 3.12 = AAA. 2.1. Rājagr. ha~; ps-ZQ. 478b-7. 王舍 (國); Zfn. 508b.-9 = Lk ; Kj. 
537a-5. 王舍 (城); Xz(I). 763b5 = Kj; Xz(II). 865c5 = Kj; Sh. 587a7 = Kj; Tib. Pk. 1b4 = D. 1b2. 
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rGyal po’i khab.
　 Lk. 478b9. 佛説是《般若波羅蜜》時、在羅閲祇耆闍崛山中、在衆弟子 < 中 > 央坐。佛年三十得

佛。十二月十五日過食後、説經。(p)
　　 not found at AS. 261.5 = R. 529.9 = AAA. 991.4.; ZQ. 508b9. 王舍 ; not found at Zfn.; not 

found at Kj. 586c3.; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; not found at Sh. 676c10.; not found 
at Tib. Pk. 311b6 = D. 285b6.

原文は「同時念」。蔵訳相当箇所には de dag phyi phyir zhing de yid la byed bzhin du... とある。
原文は「其覺已各自念之」。蔵訳相当箇所には de dag sad nas ji ltar mthong ba dang/ thos pa 
dang/ shes pa dang/ rtogs pa’i rmi lam na myong ba rjes su dran nas/ とある。
原文は「我持三人以付」。T. 417 は「我持是三女人以爲喩。汝持是事爲人説經」としており、今は
この読みにしたがって訳した。T. 419 は「爲汝説如是。從是因縁如是法説」とするのみであるが、
T. 416 ならびに蔵訳では 陀和が譬えに現れた三人の男の為に無上正等覚から退転しないような教
えを説き、そして仏陀がその三人が「善覚」という仏になると預言している。また『大智度論』第
七卷に見る対応箇所（T 25, 110b17-19）においても「 陀婆羅答言。諸法實爾。皆從念生。如是
種種。爲此三人方便巧説諸法空。是時三人即得阿 跋致」となっており、ここでも 陀婆羅（i.e. 

陀和）が三人の男を不退転に導いたことになっている。したがって原文中の「三人」を三人の男
と理解して読むことも可能である。
原文は「使解此慧」。「慧」の語は『道行経』で artha を意味する場合があると報告されている。
cf．Karashima 2010, 230-231: 慧 (huì) “wisdom” or “meaning” (?; a translation of Skt. artha~ 
[“matter, thing; wealth, property; advantage, use; sense, meaning, notion”]) Cf. 事 (shì)
　 Lk. 451b22. 若復有菩薩從兜術天上來生是間、或從彌勒菩薩聞是深經中慧、今來生是間、持是功

徳今逮得深般若波羅蜜。(p)
　　 AS. 142.20 = R. 285.9 = AAA. 582.23. prajñāpāramitā~; ZQ. 492c16. 慧 ; not found at Zfn.; 

Kj. 560a13. 般若波羅蜜 ; Xz(I). 819c3. 深般若波羅蜜多 ; Xz(II). 896c9 = Xz(I); Sh. 634a18. 甚深般
若波羅蜜多正法 ; Tib. Pk. 171a1 = D. 158a7. shes rab kyi pha rol tu phyin pa.

　 Lk. 451b25. 若復有菩薩前世佛時、聞深般若波羅蜜、不問中慧、來生是間、聞深般若波羅蜜、心
便有疑、不信樂、不問中慧。(p)

　　 not found at AS. 142.22f. = R. 285.11f. = AAA. 583.2f.; ZQ. 492c18f. 中慧…中事 ; not found at 
Zfn.; Kj. 560a15. 其義 ; Xz(I). 819c7. 甚深義趣 ; Xz(II). 896c12 = Xz(I); Sh. 634a23. 其義 ; not 
found at Tib. Pk. 171a2f. = D. 158b1f..

　 Lk. 451b27. 若復有菩薩、前世聞深般若波羅蜜、問中慧一日、二日、三日若至七日、持是功徳今
復逮得深般若波羅蜜、…… (p)

　　 AS. 142.29 = R. 285.19 = AAA. 583.17.; ZQ. 492c20 = Lk; not found at Zfn.; Kj. 560a20. 其中
事 ; Xz(I). 819c12. 甚深義趣 ; Xz(II). 896c16. 其中義趣 ; Sh. 634a29. 其義 ; not found at Tib. Pk. 
171a6 = D. 158b4.（他七例あり）

原文は「數數念」。蔵訳対応箇所には des phi phir zhing yid la byed pas... とある。
原文は「常當守念」。この場合の「守」は修するという意味で理解する。
cf. Karashima 2010, 448-453: 守 (shŏu)“cultivates, develops; practises” Cf. 守入 (shŏu rù), 入 (rù)(2), 
自守 (zì shŏu)
　 HD. 3.1296a(11)(尚書 etc.); DK. 3.902d(2)(イ)(左傳 etc.)
　 Lk. 426a7. 當聞般若波羅蜜、當學、當持、當守。欲學辟支佛法、當聞般若波羅蜜、當學、當持、

當守。欲學菩薩法、當聞般若波羅蜜、當學、當持、當守 (p)
　　 AS. 4.2 = R. 6.15 = AAA. 41.22. yogam āpattavyam.  (“one should ... exert oneself” [AsP.tr.II 

84 = AsP.tr. 2]); ps-ZQ.479a7.-; Zfn. 508c27 = Lk; Kj. 537b23. 如説修行 ; Xz(I). 764a4. 修 (學); 
Xz(II). 866a26 = Kj; Sh. 587b28 = Kj; Tib. Pk. 3b8 = D. 3b3. rnal ’byor du bya’o.

　 Lk. 426c8. 作是守行者、爲不守般若波羅蜜、爲不行般若波羅蜜、若想行者。菩薩護行、當莫隨其
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中。(p)
　　 ≠ AS. 6.26f. = R. 12.8f. = AAA. 57.27f. evam.  carati sa prajñāpāramitāyām.  carati sa 

prajñāpāramitām.  bhāvayati (“he who courses thus, courses in perfect wisdom and develops 
it.” [AsP.tr.II 86 = AsP.tr. 4]); ps-ZQ. 479c15. 如是行、如是惟、爲惟行此道 ; Zfn. 509b24. 行是
守行般若波羅蜜、爲不行般若波羅蜜 ; Kj. 538a19. 能如是行者、是行般若波羅蜜 ; Xz(I). 765a22f. 
若能如是行、是修行般若波羅蜜多 ; Xz(II). 867a24f. 能如是行者、是修行般若波羅蜜多 ; Sh. 
588c8. 如是行、乃名行般若波羅蜜多 ; Tib. Pk. 7b1f. = D. 7a2. gang de ltar spyod pa de ni shes 
rab kyi pha rol tu phyin pa la spyod pa ste de ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa sgom par 
byed pa yin no.

　 Lk. 437b22. 其人當從是學、深入般若波羅蜜中、學智慧 (= v.l. ←惠) 般若波羅蜜、轉増多守、無有
極智悉成就、得其福轉倍多。(p)

　　 AS. 65.19f. = R. 129.2 = AAA. 315.27f. (pajñāpāramitām. ) bhāvayan vr. ddhim.  virūd. him.  
vipulatām.  gatah.  (“While developing [the perfection of wisdom], he obtained the growth, 
increase, and abundance [of it]” [cf. AsP.tr.II 122 = AsP.tr. 41]); not found at ZQ. 486a12.; Zfn. 
519b3. 轉増益多守 ; Kj. 547a20f. 當能修習 (般若波羅蜜)……増廣流布 ; Xz(I). 786c5f. 修 (般若波
羅蜜多)、疾得圓滿 ; Xz(II). 879c17. 修行 (般若波羅蜜多)、疾得圓滿…廣行流布 ; Sh. 607b2f. 修
學相應、堅固、増長、廣大、圓滿 ; Tib. Pk. 77b5 = D. 72b7. sgom pa dang ’phel ba dang rgyas 
pa dang yangs par gyur pas.（他二十六例あり）

原文は「常念我數數。常當守念。莫有休息。如是得來生我國」。蔵訳相当箇所には sangs rgyas rjes 
su dran pa kun tu bsten/ nges par bsten cing bsgoms la mang du byas na/ ’jig rten gyi khams ’dir 
skye bar byed do// sangs rgyas rjes su dran pa kun tu bsten/ nges par bsten cing bsgoms la mang 
du byas na/ sangs rgyas kyi zhing ’dir skye bar ’gyur ro// とある。
原文は「如是爲念佛」。蔵訳対応箇所には de ni sangs rgyas rjes su dran pa zhes bya ste/ とある。
原文は「於三昧中誰當證者」。「證」の語は pra-Āp と sāks. āt-Kr. の訳語である可能性がある。ここ
では後者の意味で理解する。
cf. Karashima 2010, 634-635: 證 (zhèng)(1) “realisation, actualisation, attainment of the fruit”Cf. 證
得 (zhèng dé)
　 HD. 11.429b(6)(唐代); DK. 10.583b(8)(唐代); Krsh(2001). 362(“realises, attains, reaches”)
　 Lk. 429c25. 已得須陀 道證、若於中住不樂、因出去。已得斯陀含道證、若於中住不樂、因去。

(p)
　　 AS. 20.1 = R. 38.21 = AAA. 156.22. srotaāpatti-phalam.  (R. rotaāpatti-phalam. ) prāptu-

(kāma~) (“[wants] to attain the fruit of a Streamwinner”); ZQ. 482c24. 溝港 ; Zfn. 512b19. 得須
陀 道證 ; Kj. 540c2. 證須陀 果 ; Xz(I). 770c21. 證…預流 ; Xz(II). 870c28 = Xz(I); Sh. 593a13. 
得須陀 果 ; Tib. Pk. 23b1f. = D. 22b2. rgyun tu zhugs pa’i ’bras bu thob par (’dod pa)

　 Lk. 429c29. 已 ([v.l.] ←以) 得佛道證、若於中住不樂、因去。(p)
　　 AS. 20.5 = R. 39.4 = AAA. 156.28. anuttarām.  samyaksam. bodhim.  prāptu-(kāma~) (“[wants] to 

attain unsurpassed, perfect enlightenment”); ZQ. 482c25. 無上正眞道 ; Zfn. 512b25. 得佛道證 ; 
Kj. 540c5. 證佛法 ; Xz(I). 770c21f. 證……諸佛無上正等菩提 ; Xz(II). 870c28f. = Xz(I); Sh. 593a17. 
得阿耨多羅三藐三菩提果 ; Tib. Pk. 23b4 = D. 22b4. bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i 
byang chub thob par (’dod).（他一例あり）

　 證 (zhèng)(2) “realisation, assurance”
　HD. 11.429.*
　Lk. 457c11f. 舍利弗言：“彌勒菩薩！所説爲得證？ ” 彌勒言：“不也。我所説法不得證。” (p)
　　 AS. 178.8 = R. 360.7 = AAA. 736.8. sāks. āt-kr. ta~ ... sāks. āt-kr. ta~ (“[Maitreya, have you then 

perhaps really] witnessed [those dharmas in the way in which you teach?]” [AsP.tr.II 216 = 
AsP.tr. 138]); ZQ. 496c25. 有證…得證 ; Zfn. 530c8. 已得證…得證 ; Kj. 567c23. 證…證得 ; Xz(I). 
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832b26. 所證…所證 ; Xz(II). 906a3 = Xz(I); Sh. 647b11. 證…證 ; Tib. Pk. 212b2 = D. 197b1. 
mngon sum du byas ... mngon sum du (ma) byas te.

　 Lk. 458b-7. 須菩提言：“佛所説：’不於空中作證 ’。云何菩薩於三昧中住、於空中不得證？ ” (p)
　　 AS. 183.9 = R. 370.13 = AAA. 750.4. ūnyatā na sāks. ātkaroti (“[How does a Bodhisattva ....] 

not realise emptiness?” [AsP.tr.II 222 = AsP.tr. 143]); ZQ. 497b18. 不得證 ; Zfn. 531b9f. 不以空
作證耶 ; Kj. 568c18. 不證空 ; Xz(I). 834a23. 不作證 ; Xz(II). 907a16 = Xz(I) ; Sh. 649a20. 不證空
耶 ; Tib. Pk. 217b7 = D. 202b3. stong pa nyid mngon sum du mi bgyid.（他二例あり）

T. 418 に見られない内容が他の資料には説かれている。その内容を蔵訳にしたがって示すと、「そ
の菩薩は、この三昧を修習し、そしてこの三昧に入った後、その三昧から出て、バドラパーラよ、
汝のいるところへ向かい、やって来たところで、この三昧を説いた。バドラパーラよ、そこで汝
は、その菩薩が決して無上なる正等覚から退転しなくなるような、そのような教えを説いたのであ
る。そこで私も、その男（菩薩）が、将来に如来、阿羅漢、正等覚者なる「弁才を獲得した者」

（*Prāptapratibhāna?, cf. Harrison 1990, 38. fn. 13）という仏陀となるだろう、と授記（*vyākaran. a）
した。バドラパーラよ、汝自身と、長老マハーカーシャパ、インドラダッタ菩薩、スシーマ菩薩
と、その他にもこの三昧を獲得した菩薩たちは、この三昧に対する自在者（*va ībhūta）である」
とあり、他の資料では授記が説かれている。

「須波日」と呼ばれる仏に関して、これは T. 416 にも同じ音写語で出ている。しかし T. 419 なら
びに蔵訳には言及されていない。
原文は「入大空澤中」。「空澤」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 294: 空澤 (kòng zé) “a vast vacant marsh” Cf. 空閑處 (kòng xián chù)
　　 not found at HD. 8.425.; not found at DK. 8.649.
　 Lk. 445a27. 譬如男子行萬里。天中天！若數萬里者、到大空澤中。(p)
　　 AS. 107.17 = R. 215.19 = AAA. 471.8. at. avī-kāntāra~ (“a huge wild forest” [AsP.tr.II 156 = 

AsP.tr. 76]); ZQ. 489c17. 大深澤 ; not found at Zfn.; Kj. 554b7. 險道 ; Xz(I). 806c18. 曠野……嶮
道 ; Xz(II). 888c1. 曠野……險道 ; Sh. 621b12. 曠野險路 ; Tib. Pk. 129a5 = D. 120a3. ’brog dgon 
pa.

　 Lk. 448b9. 其處無穀、有虎狼、多賊、大 (? ←五) 空澤。我樂往至彼間。(p)
　　 AS. 122.13 = R. 247.19 = AAA. 522.2. pānīya-kāntāra~ durbhiks. a-kāntāra~ (“a wild place 

where there is neither food nor water” [cf. AsP.tr.II 169 = AsP.tr. 90]); ZQ. 491a18. 五空澤間 ; 
not found at Zfn.; Kj. 557a26. 無 水 之 處 ; not found at Xz(I). 813b-12.; not found at Xz(II). 
892b8.; Sh. 627b21. 飢饉、枯涸、險難等處 ; Tib.Pk. 146b5 = D. 136b2.  chu’i dgon pa dang mu 
ge’i dgon gang na yod pa.

　 Lk. 461b10. 是無有漚惒拘舍羅菩薩正使於百千踰 (←由) 旬空澤中、在其中行、………　不知是遠
離法、會無所益。(p)

　　 AS. 195.5 = R. 393.5 = AAA. 781.15. at. avī-kāntāra~ (“deserted forests” [AsP.tr.II 234 = AsP.
tr. 156]); ZQ. 499a15 = Lk ; Zfn. 534b15 = Lk ;Kj. 571a16. 空曠之處 ; Xz(I). 838c19. 曠野 ; Xz(II). 
909c19. 深山野 ; Sh. 653b10. 曠野 ; Tib. Pk. 231a5 = D. 214b7. ’brog dgon pa.

原文は「逮得無所從生法樂」。蔵訳対応箇所には mi skye ba’i chos la bzod pa thob par gyur to// と
ある。「無所從生法樂」の語は『道行経』にも出る。
Cf. Karashima 2010, 513: 無所從生法樂 (wú suŏ cóng shēng f  lè)“the delight of (the principle of) 
non-arising dharmas” (樂 is a translation of BHS. ks. ānti [“intellectual receptivity; predilection, 
preference; delight”]) Cf. 樂 (lè).
　　 not found at HD. 7.119.; not found at DK. 7.441.; cf. Krsh(1998). 472. 無所從生法忍．
　 Lk. 451a14. 佛説是經時、……二 ( ←三) 十菩薩皆逮得無所從生法樂、皆當於是婆羅劫中受決。(p)
　　 AS. 139.29 = R. 280.17 = AAA. 575.8. anutpattikes. u dharmes. u ks. āntih.  (“the acceptance of 

[the principle of] non-arising dharmas” [cf. AsP.tr.II 181 = AsP.tr. 102]); ZQ. 492b.-8 = Lk; not 
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found at Zfn.; Kj. 559b26. 無生法忍 ; Xz(I). 818c5 = Kj; Xz(II). 896a16 = Kj; Sh. 633a23 = Kj; 
Tib. Pk. 168a7 = D. 156a3. mi skye ba’i chos la bzod pa.

　 Lk. 453c1. 五百諸天人皆逮無所從生法樂、於中立。(p)
　　 AS. 155.3 = R. 310.2 = AAA. 644.2. .do.; ZQ. 494a12 = Lk; Zfn. 525c3. 無所從生法樂忍 ; Kj. 

562c29. 無生法忍 ; Xz(I). 823c28 = Kj; Xz(II). 899b19 = Kj; Sh. 639a8 = Kj; Tib. Pk. 185b4 = D. 
172b2. do.

　 Lk. 456a21. 如是菩薩逮無所從生法樂、於中立。(p)
　　 AS. 169.13 = R. 339.18 = AAA. 692.8. do.; ZQ. 495c22 = Lk; Zfn. 528c16. 無所從生法樂忍 ; Kj. 

565c25. 無生忍 ; Xz(I). 828c24 = Kj; Xz(II). 903a11 = Kj; Sh. 643c27. 無生法忍 ; Tib. Pk. 202a1 = 
D. 187b5. do..（他三例あり）

原文は「菩薩其所向方聞現在佛。常念所向方」。蔵訳相当箇所には phyogs gang dang gang na de 
bzhin gshegs pa bzhugs par thos pa’i phyogs de dang de logs su de bzhin gshegs pa de yid la byas 
na/ とある。
原文は「我所立如想空」。蔵訳相当箇所を参照すると「その〔菩薩は〕虚空の想（*sam. jñā）を確立
しつつ、仏の想をよく作意することによって」de nam mkha’i ’du shes la shin tu gnas shing sangs 
rgyas kyi ’du shes shin tu yid la byas pas/ とある。
原文は「當念佛立如以珍寶倚琉璃上」。この譬えは難解である。琉璃の台の上に珍しい宝石を置い
た様子を言っているのか。T. 419 は「淨如琉璃寶中尊」、T. 416 には「得見彼佛光明清徹如淨琉
璃」とある。また蔵訳相当箇所には「バイドゥールヤの像（*pratimā, see Harrison 1990, 39. fn. 
17）のように美しい如来を、その菩薩は目の当たりに見ることができるだろう」de bzhin gshegs 
pa bai d. ū rya’i sku gzugs lta bu bzang po byang chub sems dpa’ des mngon sum du mthong bar 
’gyur te/ とある。少なくとも、仏の立ち姿が光り輝いて美しい様子（金色相 /丈光相）を猫目石
のような宝石で表現した、あるいは宝石の光の反射のように実体のないことを表現したものである
ことは理解できるが、具体的な内容は不明である。同じような譬えは「行品」にもう一箇所（T 
13, 905c09）と「請佛品」（T 13, 916a13-14）にも見られる。
原文は「念本郷里家室親屬財産」。蔵訳相当箇所には rang skyes pa’i yul de rjes su dran nas/ とあ
る。
原文は「菩薩其所向方聞現在佛。常念所向方」。蔵訳相当箇所には byang chub sems dpa’ sems 
dpa’ chen po khim pa ’am rab tu byung ba yang rung/ phyogs gang dang gang na de bzhin gshegs 
pa bzhugs par thos pa’i phyogs de dang de logs su dran pa dang ldan zhing sems g-yeng ba med 
pas sangs rgyas mthong ba thob par bya ba’i phyir de bzhin gshegs pa de yid la bya’o// とある。
原文は「持佛威神力」。蔵訳対応箇所には sangs rgyas kyi mthu とある。「威神」の語は『道行経』
にも出る。
cf. Karashima 2010, 491: 威神 (wēi shén) “imposing, supernatural dignity” Cf. 威神力 (wēi shén lì)
　 HD. 5.221b(漢書); DK. 3.703c(漢書); Krsh(2001). 276.
　 Lk. 425c10. 舍利弗心念言：“今使須菩提爲諸菩薩説般若波羅蜜。自用力説耶？持佛威神説乎？ ”
(p)

　　 AS. 2.6 = R. 4.3 = AAA. 28.3. (buddha-)anubhāva~ (“[through the Buddha’s] might” [AsP.
tr.II 83 = AsP.tr. 1]); ps-ZQ. 478b-1. (佛) 聖恩 ; Zfn. 508b.-1 = Lk ; Kj. 537b2. (佛) 神力 ; Xz(I). 
763b16. (如來) 威神之力 ; Xz(II). 865c14. (如來) 威神之力 ; Sh. 587a-11. (佛) 威神及加持力 ; Tib. 
Pk. 2a6 = D. 2a3. (sangs rgyas kyi) mthus.

　 Lk. 426c21. 持佛威神須菩提説是語：“菩薩皆得阿惟越致字、前過去佛時：’得作佛’。……”(p)
　　 AS. 7.14 = R. 13.12 = AAA. 60.21. do.; ps-ZQ. 480a7. (佛) 聖旨 ; Zfn. 509c8 = Lk; Kj. 538b1 = 

Lk; Xz(I). 765b11. (佛) 神力 ; Xz(II). 867b11 = Xz(I); Sh. 588c29 = Lk; Tib. Pk. 8a5 = D. 7b5. do.
　 Lk. 430b17. 釋提桓因問尊者須菩提：“持何威神恩、當學知？”(p)
　　 AS. 22.18 = R. 44.6 = AAA. 172.10. anubhāva~ ...adhis. t.hāna~ (“might ... authority” [AsP.tr.II 
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100 = AsP.tr. 19]); ZQ. 483b3 = Lk; Zfn. 513a13 = Lk; Kj. 541a20. 神力 ; Xz(I). 771c11. 神力爲依
持 ; Xz(II). 871c2 = Xz(I); Sh. 593c28. 神力所加持 ; Tib. Pk. 26b1 = D. 25a5. mthu ... byin gyi 
rlabs.

原文は「端正姝好莊嚴」。「姝好」の語は『道行経』にも出る。
cf, Karashima 2010, 457: 姝好 (shū h o)“beautiful”
　 HD. 4.342b(法華經); Krsh(1998). 417, Krsh(2001). 249, 422(STF)
　 Lk. 470b6. 譬如月盛滿姝好。菩薩隨般若波羅蜜教、當如是。(p)
　　 not found at AS. 235.31~237.7 = R. 477.11~479.20 = AAA. 901.13~913.5.; ZQ. 503b22. 好

([= v.l.] ← 如); not found at Zfn.; not found at Kj. 579c14~580a15.; not found at Xz(I). 
860c21~865a14.; not found at Xz(II).; not found at Sh. 667b27~668a8.; not found at Tib. Pk. 
281a2~283a4 = D. 258b7~260b4.

　 Lk. 473a20. 是何等臺？交露七寶服飾姝好乃爾。(p)
　　 not found at AS. 250.10 = R. 507.3 = AAA. 955.21.; ZQ. 505a29. 姝好 ; not found at Zfn.; not 

found at Kj. 583b26.; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; not found at Sh. 673a4.; not found 
at Tib. Pk. 299a5 = D. 274a7.

　 Lk. 473b9. 是時薩陀波倫菩薩及五百女人……遙見曇無竭菩薩在高座上坐、爲人幼少、顏貌姝好、
光耀明照、爲數千巨億人中説般若波羅蜜。(p)

　　 not found at AS. 250.27 = R. 508.6 = AAA. 956.24.; cf. AS. 249.23 = R. 505.18 = not found 
at AAA. 954.18.; ZQ. 505b11. 端正 ; not found at Zfn.; not found at Kj. 583c10.; not found at 
Xz(I).; not found at Xz(II).; not found at Sh. 673a29.; not found at Tib. Pk. 300a1 = D. 275a2.

（他一例あり）
原文は「持淨器盛好麻油」。「麻油」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 316: 麻油 (má yóu)“sesame oil” or “hemp-seed oil”Cf. 油麻 (yóu má)
　 HD. 12.1273b(三國志); Krsh(1998). 280, Wang Weihui 2007b: 257(齊民要術)
　 Lk. 460b20. (Māra) 或見自守 ( ←字)、或見乞食、……、或時在樹間止、或時有受請者、或時不受

請、或時少多取足、或時麻油不塗身、…… (p)
　　 AS. 192.7 = R. 387.9 = AAA. 774.4. (apagata-pāda-)mraks. an. a~ (“[one who does not use] oil 

[for rubbing the feet]); not found at ZQ. 498c5.; Zfn. 533c5 = Lk ; Kj. 570b23. (不受塗脚) 油 ; not 
found at Xz(I). 837b27.; not found at Xz(II). 909b4.; Sh. 652b4. (不受塗足) 油 ; Tib. Pk. 227b7 = 
D. 211b6. (rkang pa) skud pa (dang bral ba).

原文は「不也。天中天」。「天中天」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010: 天中天 (tiān zhōng tiān)“the god of gods, the god surpassing all other gods, i.e. 
a buddha”
　 HD. 2.1408a(梁代); DK. 3.502d(法華經); Krsh(1998). 444, Nattier 2003 : 234.
　 Lk. 427a4. 舍利弗白佛言：“天中天！菩薩學如是、爲學般若波羅蜜？ ”(p)
　　 AS. 7.30 = R. 14.16 = AAA. 64.11. bhagavan; ps-ZQ. 480a18. 佛 ; Zfn. 509c21. 天中天 ; Kj. 

538b12. 世尊 ; not found at Xz(I). 765c2.; not found at Xz(II). 867b29.; Sh. 589a18. 世尊 ; Tib. Pk. 
8b6f. = D. 8a7. bcom ldan ’das.

　 Lk. 427a16. 須菩提言：“天中天！若有問者：’是幻爲學佛、得作佛 ?’或作是問、當何以教之？ ”(p)
　　 AS. 8.23 = R. 16.2 = AAA. 69.20. .do.; ps-ZQ. 480b8. 世尊 ; Zfn. 510a6 = Lk; Kj. 538b23 = ZQ; 

not found at Xz(I). 766a2.; Xz(II). 867c24 = ZQ; Sh. 589b13 = ZQ; Tib. Pk. 9b3 = D. 9a4. bcom 
ldan ’das.

　 Lk. 428a4; (not found at AS. 12.11 = R. 23.21 = AAA. 105.3.; not found at ps-ZQ. 481a17.; not 
found at Zfn. 510c21.; not found at Kj. 539a22.; not found at Xz[I]. 767b10.; Xz[II]. 868c25.; not 
found at Sh. 590b28.; not found at Tib. Pk. 14a4 = D. 13b5.)（他八例あり）

原文は「用麻油水精水鏡淨潔故」。「淨潔」の語は『道行経』にも出る。
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cf. Karashima 2010, 276-277: 淨潔 (jìng jié)(1) “clean”
　 not found at HD. 5.1180.; DK. 7.26b(墨子)
　 Lk. 454c8. 阿惟越致 (an irreversible bodhisattva) …… 時徐擧足蹈地、安隱顧視。所裴 ( ←斐) 服

衣被淨潔、無垢坋 (v.l. )、無塩貭。(p)
　　 not found at AS. 162.24 = R. 326.12 = AAA. 671.11.; ZQ. 494c21. 清淨 ; Zfn. 527a5. 淨潔 ; not 

found at Kj. 564b1.; Xz(I). 826b9. 香潔 ; Xz(II). 901a14 = Xz(I) ; Sh. 641c2. 清淨香潔 ; not found 
at Tib. Pk. 194a3 = D. 180b1.

　 Lk. 455b21. 與婦人交接、念之：“惡露臭處、不淨潔、非我法也。盡我壽命、不復與相近。” 當脱
是惡露中去。(p)

　　 not found at AS. 166.4 = R. 332.20 = AAA. 682.4.; ZQ. 495b19. 淨 ; not found at Zfn. 527c28.; 
not found at Kj. 565a17.; not found at Xz(I). 827c5.; not found at Xz(II). 902a11.; not found at 
Sh. 642c19.; not found at Tib. Pk. 198a1 = D. 184a3.;

　 Lk. 459c30. 或我受決已 ( ←如 ?)、過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛授我阿耨多羅三耶三菩阿惟三
佛。是阿耨多羅三耶三菩所念悉淨潔故。(p)

　　 AS. 190.3 = R. 384.1 = AAA. 768.4. pari uddha~ (“perfectly pure”); not found at ZQ. 498b20.; 
not found at Zfn. 533a17.; not found at Kj. 570a18.; Xz(I). 836c22. 清淨 ; Xz(II). 909a1. 清淨 ; Sh. 
651c4. 清淨 ; Tib.Pk. 225b7 = D. 210a2. yongs su dag.

原文は「我所念即見」。蔵訳対応箇所には bdag ji lta ji ltar rnam par rtog pa de lta de ltar snang 
ngo// とある。
すべての漢訳に 3M 対応箇所は存在しない。また蔵訳に 3N 対応箇所は存在していない。
原文は「心是怛薩阿竭」。「怛薩阿竭」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 98: 怛薩阿竭 (dá sà ā jié;) EH. tat sat a gjiat > QYS. tât sât â gj t[gjät3]) a 
transliteration of Gāndhārī *tasa-agada (< Skt. *tathā-āgata); cf. Gāndhārī tasagada (< Skt. tathāgata); 
cf. also Karashima 2006 : 356 = 2007: 294.
　　not found at HD. 7.475.
　 Lk. 429a27. 過去時、怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛皆使諸弟子爲諸菩薩説般若波羅蜜。(p)
　　 AS. 17.22 = R. 34.10 = AAA. 135.12. tathāgata~; ZQ. 482b-9. 如 來 ; Zfn. 512a1 = Lk; Kj. 

540a23. 佛 ; Xz(I). 769c27. 佛 ; Xz(II). 870b16. 佛 ; Sh. 592b7. 如來 ; Tib. Pk. 20b2 = D. 19b4. de 
bzhin gshegs pa.

　 Lk. 429c14; (AS. 19.12 = R. 37.14 = AAA. 151.13. do.; ZQ. 482c13. 如來 ; Zfn. 512b9 = Lk; Kj. 
540b23. 如來 ; Xz(I). 770b21. 如來 ; Xz(II). 870c15. 如來 ; Sh. 592c25. 如來 ; Tib. Pk. 22b6 = D. 
21b5. do..

　 Lk. 464c12. 佛語須菩提：“……於須菩提意云何？是怛薩阿竭本無隨因縁得怛薩阿竭。本無字寧有
盡時不？ ”(p)

　　 AS. 210.11 = R. 424.16 = AAA. 817.21. do.; ZQ. 500c11. 如來 ; not found at Zfn.; Kj. 574a8. 如
來 ; Xz(I). 846b9. 如來 ; Xz(II). 913c3. 如來 ; Sh. 658b-6. 如來 ; Tib.Pk. 248a6 = D. 230a3. do..

（他二例あり）
原文は「設有念者亦了無所有」。「無所有」の語は『道行経』にも出る。
cf. Karashima 2010, 516: 無所有 (“does not exist”)
　Lk. 475a22. 譬如佛現飛、< 無所有 >。般若波羅蜜現、無所有如是。(p)
　　 not found at AS. 259.4f. = R. 525.4f. = AAA. 985.26f.; not found at ZQ. 506b15. (如佛現飛、

本無所有、明度亦然); not found at Zfn.; Kj. 586a6f.-; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; 
not found at Sh. 675c21f.; not found at Tib. Pk. 309a3f. = D. 283a7f..

　 Lk. 475a23. 前於愛欲中相娯樂、計之、無所有。般若波羅蜜計之、亦無所有如是。(p)
　　 not found at AS. 259.4f. = R. 525.4f. = AAA. 985.26f.; ZQ. 506b16 = Lk; not found at Zfn.; not 

found at Kj. 586a6f.; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; not found at Sh. 675c21f.; not 
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found at Tib.Pk. 309a3f. = D. 283a7f..
　 Lk. 475a24. 人名及聲無所有。怛薩阿竭亦無所有。於前見者、念所作、因見。般若波羅蜜念所
作、本無所有如是。(p)

　　 not found at AS. 259.4f. = R. 525.4f. = AAA. 985.26f.; ZQ. 506b16 = Lk; not found at Zfn.; not 
found at Kj. 586a6f.; not found at Xz(I).; not found at Xz(II).; Sh. 675c21f.-; not found at Tib.Pk. 
309a3f. = D. 283a7f..（他一例あり）

〔略号〕
AAA Abhisamayālam. kār’ālokā Prajñāpāramitāvyākhyā The work of Haribhadra, ed. Unrai 

Wogihara. Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store, 1973. [The first edition, Tokyo: Toyo 
Bunko, 1932-1935].

ASP → AAA
DBh 『梵文大方広仏華厳経十地品』， ed. Ryūkō Kondō. Tokyo: The Daijyō Nukkyō Kenyō-Kai, 

1936.
KarP Karun. āpun. d. arīka the white lotus of compassion: Edited with Introduction & Notes, Vol. 

II, ed. Isshi Yamada. New Delhi: Heritage Publishers, 1989.
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Library, 1978.

T 『大正新脩大蔵経』
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道綽『安楽集』における難易二行道に関する再考

王 振 賢

はじめに

　本論文では隋唐の時代に活躍した浄土教の禅師道綽の難易二行道について論じる。法然

（1133～1212）は『選択本願念仏集』の第一章において道綽が聖道浄土二門を創立したと主張

する 。それ以来、聖浄二門判は道綽の教判論として広く知られるところとなる。聖浄二門判

に関して、先学たちは様々な論文を発表しているが、道綽の難易二行道に焦点を当てた研究は

少ない。しかし興味深いことは最近杉山祐俊が発表した「道綽『安楽集』所説の難易二行道に

ついて」という論文では、「これまでの研究はあくまでも法然から見た道綽像、あるいは法然

の『安楽集』理解を通して日本浄土教の立場から論じられたものが多く、そこには「道綽＝聖

浄二門判」という共通の認識が見られるものの、道綽の教判を直ちに「聖浄二門判」と断定で

きるかどうかについては疑問が残る」という論旨を提示し、そこで曇鸞が提示する難易二行道

と比較することを通して道綽の難易二行道を検討し、そして先学たちと異なる意見を提出し、

論　文

　本稿では、龍樹、曇鸞の教判思想と比較し、難易二行道における自他二力の内容も

含めて検討することによって、道綽の難易二行道判の特徴を明らかにすることを目的

とする。従来聖浄二門判は道綽の教判論として広く知られるが、聖浄二門判という言

葉は『安楽集』にははっきり見えないのである。では、聖浄二門判を道綽の教判論と

するのは妥当であるのか。この点に関する検討も加えた。その結果、道綽は「諸行」

を易行道に入れることによって、難易二行道を比較する焦点を完全に行法から自他二

力に移した。さらに、自力によって浄土に往生しようとするのも難行道になるという

ことである。また、難易二行道は完全な教判とは言えない、そして、その目的は不退

転に入るためのであるから、道綽の浄土に往生する主旨を打ち出すことができない。

従って、聖浄二門判という新しい教判を提示する必要があった。

キーワード：『安楽集』、道綽、難易二行道、自他二力、聖浄二門判

〔抄　録〕

1（

（

佛教大学大学院紀要　文学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

45 ──



難易二行道こそが道綽の教判論であると指摘したことである 。

　『安楽集』において、「聖浄二門」という用語は出てこないが、聖道教と浄土教との対立関係

ははっきり見えると言える。では、聖浄二門と難易二行道とはいかなる関わりがあるのだろう

か。そして従来の中国仏教は戒定慧の三学の実践を重視し、空理偏重の傾向になっているの

で、浄土教の彼土往生の思想を軽視する思潮となっていた 。道綽はこのような環境で、難易

二行道という教判を扱うことによって、浄土教の独立を達成できたのだろうか。また聖浄二門

判は果たしてただ法然から見たものであろうか。これらの問題を念頭において、とりあえず難

易二行道について再考する必要があると思われる。

　難易二行道は『安楽集』において明白に用いられるが、その先学である龍樹と曇鸞の難易二

道判を継承したうえで、独自の思想を加えて、新しい特徴が成立したと考えられる。本論で

は、龍樹、曇鸞の教判思想と比較し、また、難易二行道における自他二力の内容も含めて検討

することによって、道綽の難易二行道判を解き明かしたい。

一、衆生の機根に応じる難易二行道の提出

　周知のとおり、道綽『安楽集』第一門において「明教興所由、約時被機、勧帰浄土。若教赴

時機、易修易悟；若機教時乖、難修難入 」と説いているように、教法が時代と人間の素質、

能力に応答するのは悟りを開く になっている。即ち道綽は「教赴時機」が仏法における修行

の重要な原則としていることがわかる。また「計今時衆生、即当仏去世後第四五百年、正是懴

悔修福、応称仏名号時者。若一念称阿弥陀仏、即能除却八十億劫生死之罪。一念既爾、況修常

念、即是恒懴悔人也 」と述べているように、今時の衆生は仏滅後の第四の五百年に当たり、

懴悔・修福・称名をするべきであると強調している。さらに、第三大門の第三において衆生の

機根に関して詳しく説明している。「如是輪廻六道、受苦楽二報、生死無窮 。」、「故知悪道身

多。何故如此。但悪法易起、善心難生故也 。」というように、衆生は悪法をよく造って、善

い心を起こしにくいため、いつも輪廻流転の状態になっていて、特によく悪道に堕落すると示

す。そこで、輪廻を出離する方法として、「聖道」と「往生浄土」と二つの道を提出した。ま

た「其聖道一種、今時難証。一由去大聖遙遠、二由理深解微。…当今末法、現是五濁悪世、唯

有浄土一門可通入路 。」といって、聖道一門を否定し、浄土一門をすすめる。このように、

道綽は「教赴時機」の原則に準じて、教法と機根の相応性を重要視していると考えられる。

　道綽は『安楽集』第三大門第一に難易二行道のことを引き出す前に、以下のように述べてい

る。

第一、 弁難行道、易行道者。於中有二、一出二種道、二問答解釈。

余既自居火界、実想懐怖。仰惟大聖三車招慰、且羊鹿之運、権息未達、佛呵邪執、障上求

菩提、縦後廻向、仍名迂廻。若径攀大車、亦是一途。只恐現居退位、険径遥長、自徳未
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立、難可昇進。是故龍樹菩薩云、求阿 跋致有二種道、一者難行道、二者易行道 。

　これは道綽が自らのことを省察し告白する文章である。今火宅のような娑婆世界に滞在する

ことが本当に恐ろしいと表明し、また『法華経 』にある三車の比喩を引用し、自分の修行様

相を呈している。三車は声聞、辟支佛、佛という三乗にたとえ、「羊鹿之運」というのは声

聞、辟支佛のことである。仏はこの二乗を求めるのを邪執として、菩提を求めるのが邪魔にな

り、たとえ最後に大乗に振り向けるとしても、修行の道が遠回りになると注意を促している。

その一方、直接に大乗を修行しようとしても、自分自身は功徳がなく退転する状態になってお

り、さらに修行の道が長くて危ないので、結局昇進し難いと説いている。つまり、道綽は自分

のことを功徳なく愚痴な凡夫であると認知している。このような状況に対して龍樹菩薩は難易

二行道を示すと指摘されている。しかし、その後の引用文は龍樹の原文ではなく、すべて曇鸞

の文章である。それなのに、なぜ直接に曇鸞の名を表明しないのか、ここにはどのような意味

があるのか。この問題を解決するために、龍樹の『易行品』において、難易二道を提出する由

縁について確認したい。

　龍樹は『易行品』において、難易二道を提出する由縁について、このように説いている。

問曰、是阿惟越致菩薩、初事如先説。至阿惟越致地者、行諸難行、久乃可得、或堕声聞、

辟支佛地、若爾者、是大衰患。…（中略）菩薩亦如是、若於声聞地、及辟支佛地、応生大

怖畏。是故若諸仏所説有易行道、疾得至阿惟越致地方便者、願為説之。答曰、如汝所説、

是 弱怯劣、無有大心、非是丈夫志幹之言也。何以故。若人発願、欲求阿耨多羅三藐三菩

提、未得阿惟越致、於其中間、応不惜身命、昼夜精進、如救頭燃。…（中略）行大乗者、

仏如是説、発願求仏道、重於挙三千大千世界。汝言阿惟越致地、是法甚難、久乃可得。若

有易行道、疾得至阿惟越致地者、是乃怯弱下劣之言、非是大人志幹之説。汝若必欲聞此方

便、今当説之 。

　ここには阿惟越致地を証得することをめぐって設問している。阿惟越致地を証得するため

に、長い時間にわたって諸多の難行を行い、そして修行の途中、声聞、辟支佛地に堕ちる危険

性があると指摘している。従って、もし易行道があれば、その修行方法を求める。龍樹は易行

道を求める者に対して、まず「 弱怯劣、無有大心、非是丈夫志幹之言」と厳しく叱責し、ま

た精進者の様相を取り上げるが、身命を惜しまずに仏道に精進するように勧めるのではなく、

それに反して、要求に応じて易行道を説かれた。すなわち、龍樹の本意は人々に易行道を説か

れようとすると考えられる。では、「 弱怯劣」、「非是丈夫志幹」という言葉から易行道を求

める者の素質を見ると、これらの人々は自分の力が弱くて難行に堪えらない凡夫であることが

わかる。

　こうして、易行道は能力や素質が弱い凡夫に相応する修行道であると考えられる。曇鸞は難

易二行道を詳しく説明しているが、衆生の機根と二行道の関係に対してあまり言及していな

い。従って、道綽は龍樹の名を提出する目的は主にその難易二行道の内容を引用するのではな
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く、重要なのは難易二行道と行者の機根との関係を強調しているのではないか。このように、

道綽は「教赴時機」の原則に基づいて、龍樹の名を借りて易行道こそ今時の衆生に相応する教

法であることを表明すると考えられる。

二、龍樹と曇鸞における難易二行道について

　周知のとおり、道綽の難易二行道は龍樹と曇鸞の難易二道判を継承したうえで発展してきた

ものである。従って、その特徴を解明するために、龍樹と曇鸞の難易二道判を分析する必要が

ある。

　まず、龍樹は『易行品』において、難易二行道について以下のように説かれている。

至阿惟越致地者、行諸難行、久乃可得、或堕声聞、辟支佛地、若爾者、是大衰患。（中略）

仏法有無量門、如世間道、有難有易、陸道歩行則苦、水道乗船則楽。菩薩道亦如是、或有

勤行精進、或有以信方便、易行疾至阿惟越致者。（中略）若人欲疾至、不退転地者、応以

恭敬心、執持称名号。若菩薩欲於此身得至阿惟越致地、成就阿耨多羅三藐三菩提者、応当

念是十方諸仏、称其名号 。

　この文から龍樹の難易二行を概観すると、この二つの修行方法は同じく不退転地に入るため

の行であるが、難行道は長い時間にわたって諸々の難行を行う道であり、しかも、修行の途

中、声聞、辟支佛地という小乗の境地に堕ちる危険性が伴う。その一方、易行道は恭敬心を込

めて、仏の名号を称えることによって早く不退転地に入ることができる道である。即ち、龍樹

は時間（久─疾至）、行法（諸行─称名号）、安全性（堕落─成就）の三方面から難易二行道を

対比している。その結果としては、難行道は陸道で歩行するような困難な方法であり、易行道

は水道で船に乗るような安楽な方法であるということになる。

　次に、曇鸞は『往生論註』の冒頭には難易二行道について、以下のように述べている。

謹案龍樹菩薩『十住毘婆沙』云、菩薩求阿 跋致、有二種道。一者難行道、二者易行道。

難行道者、謂於五濁之世、於無仏時、求阿 跋致為難。此難乃有多途、粗言五三、以示義

意。一者外道相善、乱菩薩法。二者声聞自利、障大慈悲。三者無頼悪人、破他勝徳。四者

顚倒善果、能壊梵行。五者唯是自力、無他力持。如斯等事、触目皆是。譬如陸路、歩行則

苦。

易行道者、謂但以信仏因縁、願生浄土、乗仏願力、便得往生彼清浄土、仏力住持、即入大

乗正定之聚。正定即是阿 跋致。譬如水路、乗船則楽 。

　曇鸞は龍樹の難易二行道を継承したうえで、難易の原因をより詳しく指摘している。「五濁

之世」という社会環境と仏が存在しない時代において、阿 跋致を求めるためにはたくさんの

困難がある、そのうち、五つの困難の因素を取り上げている。

　　第一には外道の説く善法が菩薩の修する善と乱し、混乱を招くという難。
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　　第二には声聞は自己のみの悟りを求めるため大慈悲を妨げるという難。

　　第三には自らの悪を反省しない者は他人の勝れている徳を破壊するという難。

　　第四にはあらゆる人天は悪を善とし、善を悪とするような、顚倒なことをし、本当の清浄

な修行を破壊する難。

　　第五には仏道を求めても自力のみを頼み、他力を頼むことがないという難。

　このような困難があるから、難行道になる。その一方、易行道とは仏を信じる因縁によっ

て、浄土に願生すれば、仏の願力に乗じて、即ち浄土に往生し、また仏力の住持があるため阿

跋致を得ることができるということである。このように、難行道の困難の理由がたくさんあ

るが、易行道の易行さの原因にはただ一つある、それは仏願力である。つまり、難易二行道の

区別は仏の願力を頼むことがあるかどうかということである。

　また、「信仏因縁」に関して、藤堂恭俊は「信仏の因縁とは具体的には、阿弥陀仏の本願成

就の聖意とそのはたらきを信じ（往生の信因）、その聖意のままに阿弥陀仏のみ名を称念し

（往生の行因）、その大願業力のはたらきを増上縁（往生の縁）とすることによって往生できる

から、阿弥陀仏の在す清浄の土において、速やかに大乗正定聚（不退転）を体得できる、とい

う他力易行道を選び取るに至った」と指摘されている ように、「信仏因縁」には易行道の行

法が阿弥陀仏の名を称えるということが含まれている。龍樹が明白に易行の行法（称名号）を

提出したことに対し、曇鸞はその易行の原因（仏願力）に注目していたことは重要である。

三、道綽の難易二行道について

　道綽は二人の先学の思想を継承したうえで、新たな特徴を提示していると考えられる。難易

二行道について、主に『安楽集』の第三大門と第五大門において述べられているので、この二

大門を中心として論述を展開しようと思う。

　『安楽集』第三大門において、道綽は曇鸞の難易二行道説を引用し、以下のように説いてい

る。

是故龍樹菩薩云、求阿 跋致、有二種道。一者難行道、二者易行道。言難行道者、謂在五

濁之世、於無仏時、求阿 跋致為難。此難乃有多途、略述有五。何者。一者外道相善、乱

菩薩法。二者声聞自利、障大慈悲。三者無顧悪人、破他勝徳。四者所有人天顚倒善果、壊

人梵行。五者唯有自力、無他力持。如斯等事、触目皆是。譬如陸路、歩行則苦、故曰難行

道。

言易行道者、謂以信仏因縁、願生浄土、起心立徳、修諸行業。仏願力故、即便往生。以佛

力住持、即入大乗正定聚。正定聚者、即是阿 跋致不退位也。譬如水路、乗船則楽、故名

易行道也 。

　この文から見ると、道綽は難行道の内容をそのまま引いているが、易行道には「起心立徳、

14（

（

15（

（

佛教大学大学院紀要　文学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

49 ──



修諸行業」という八文字を加え、あらゆる行法を修行して願力によって往生できると説くので

ある。つまり、易行道の行法は阿弥陀仏の名号を称えるだけではなく、いかなる行法でも往生

できると拡大解釈している。従って、道綽は第六大門において「故知一切行業但能廻向、無不

往也 」といい、すべての行法を浄土に廻向すれば、往生できると認めている。このように、

「諸行」を易行道に入れることによって、道綽は難易二行道の区別する焦点は完全に行法から

自他二力に移ると言えるだろう。

　また、三師の難易二行道を論じたところから見ると、難易二行道の目的は同じく不退転地に

入るためのである。しかし、杉山祐俊は「道綽にとって易行道の主たる目的は仏の教えに従っ

て浄土に往生することであり、難行道と易行道を区別する基準は往生の難易性にあると考えら

れる 」と指摘している。もしそうであれば、易行道の目的は浄土に往生すると限定するだけ

であり、また難易二行道は一代仏教に対する教判論ではなく、浄土教内部の細判であることに

なる。この結論に対して、筆者は賛同することができない。

　道綽は第五大門第一において『菩薩瓔珞本業経』を引用し、難易二行道の修道延促を説明さ

れている。

明延促者、但一切衆生、莫不厭苦求楽、畏縛求解、皆欲早証無上菩提者、先須発菩提心為

首。此心難識難起、縦令発得此心、依経終須修十種行、謂信、進、念、戒、定、慧、捨、

護法、発願、廻向、進詣菩提。然修道之身、相続不絶、逕一万劫、始証不退位。当今凡

夫、現名信想軽毛、亦名不定聚、亦名外凡夫、未出火宅。拠『菩薩瓔珞経』、具辨入道行

位法爾、故名難行道。又、但以一劫之中受身生死、不可数知、況一万劫中徒受痛焼。若能

明信仏経、願生浄土、随寿長短、一形即至、位階不退、与此修道一万劫斉功。諸仏子等、

何不思量、不捨難求易也 。

　ここには同じ目標を達成する前提として、難行道と易行道の修行時間を比較している。この

文から見ると、『菩薩瓔珞本業経』における入道の階位の判断標準によって、難行道では此土

で諸行を修行し不退転地に入る必要な時間が一万劫であり、その一方、易行道では浄土に往生

し、不退転地に入る時間はただ一期の寿命である。すなわち、難易二行道の目標は同じく不退

転地に入るためであるが、時間には一万劫と一生の寿命との違いがある。そして、難行道は此

土で修行するのによって不退転地に入るのに対して、易行道は浄土へ往生することを通して不

退転地に入るということである。従って早く不退転地に入るために、まずは浄土へ往生すべき

だと強調されているのではないか。

　このように、浄土に往生するのは易行道の目的に達成するそのルートである、つまり、往生

浄土は易行道そのものであり、目的ではないと考えられる。また、道綽は第二大門において

「但至彼国、即一切事畢、何用争此深浅理也 」といい、ただ浄土に往生したら、すべてが成

就できると主張され、即ち、浄土に往生するのは衆生の第一要務であると考えられる。したが

って、不退転地に入るという目標はとりあえず、第二位に下がって、浄土に往生すると勧める
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のは道綽の本当の意図であると読み解かれるだろう。そもそも道綽は第一大門の冒頭に「此

『安楽集』一部之内、総有十二大門、皆引経論証明、勧信求往 」と述べ、この『安楽集』の

主旨は信心を起こし、浄土に往生しようと勧進すると表明している。

　また、道綽は第五大門に『俱舎論』を引用し、難易二行道を説明している。

如『俱舎論』中、亦明難行、易行二種之道。難行者、如『論』説云「於三大阿僧祇劫、一

一劫中、皆具福智資糧、六波羅蜜一切諸行。一一行業、皆有百万難行之道、始充一位、是

難行道也。易行道者、即彼『論』云若由別有方便有解脱者、名易行道也 。

　道綽は『俱舎論』を引用し難行、易行二道を示している。解脱するために、三大阿僧祇劫に

おいて一一劫の間に福徳と智慧の功徳や六波羅蜜などのもろもろの諸行を行うことを備えなけ

ればならない。しかし、一一の行業において百万の難しい行法があり、この百万の難しい行法

を完成してこそ、菩薩階位の一位に達成できる。従って、三大阿僧祇劫にわたって五十二位の

菩薩階位を完成することは難行道である。その一方、別の手段によって解脱するのは易行道で

ある。しかし、『俱舎論』の原文を比較すると、「易行道」という言葉がない。

如此大劫、次第数至第六十処、説名一阿僧祇。度一更如此数名第二、第三亦爾、故説三阿

僧祇。非一切方便所不能数、故名阿僧祇。衆生先已発願、云何復須此最長時修行、方得無

上菩提。如此事云何不応有。何以故。由大福德智慧資糧行、由六波羅蜜百万難行道、於大

劫三阿僧祇中、無上正覚果諸菩薩方得。若由別方便有解脱理、何用久修此大難行道。為他

故須如此大功用。云何我等従大苦流、有能為抜済他。由此意故久劫修行 。

　ここには「難行道」という名目があるが、相対的な名称である「易行道」がない。原文には

「若し別の方便によって解脱の道理があれば、なぜ長くこの大難行道を修するや、いや、いら

ない」と述べられ、別の方便による解脱する道と難行道との対立の関係を明らかにする。即

ち、道綽は原文における別の方便による解脱する道を易行道としていることがわかる。

　しかし浄影慧遠は難易二行道に関して別の意見を示している。『大乗義章』巻十一におい

て、以下のように論述されている。

四種道義出阿含経、毘曇成実具広分別。名字是何。一苦難行道、二苦易行道、三楽難行

道、四楽易行道。此之四種論釈不同。依如毘曇人有利鈍、定有根本方便之別。以人依定故

分四種、是義云何。如彼中釈、利根之人所行名易、易成就故。鈍根之人所行名難、難成就

故。定中四禅是其根本、根本具支、作用自在名為楽道。未來中間是其方便、方便定中支因

不具、用不自在名為苦道。鈍人依於方便之定名苦難行、利人依於方便之定名苦易行。鈍人

依於四根本禅名楽難行、利人依於四根本禅名楽易行。成実法中難易如上 。

　浄影は衆生の修行方法には四種類があると指摘し、それは苦難行道、苦易行道、楽難行道、

楽易行道である。人の能力の強弱によって行法の難易性を区別し、また、根本と方便という禅

定の修行方法によって苦楽を決める。即ち、能力の低い人が方便の禅定によって修行するのは

苦難行といい、能力の高い人が方便の禅定によって修行するのは苦易行という。また、能力の
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低い人が四根本の禅定によって修行するのは楽難行といい、能力の高い人が四根本の禅定によ

って修行するのは楽易行という。このように、能力の低い人が禅定によって修行するのは難行

であり、その一方、高い能力を持つ人は禅定によって修行するのは易行であると考えられる。

　つまり、難易行を区別する標準について、浄影は衆生側によって判断されているが、その一

方、道綽は阿弥陀仏側によって判別されている。また「方便」に対する理解も大きな違いを認

められる。浄影は方便の禅定には解脱する因素を揃えていないから、苦道であると主張され、

逆に道綽は「別の方便」、即ち他力によって解脱できると提唱している。このように、道綽と

諸師との不同は自他二力の立場が違うという原因によるものであると言えるだろう。

　こうして、諸師には難易二行道という思想もあるから、道綽の時代において、この教判は浄

土教に対して特有性と鮮明性がなくなってしまったと考えられる。そして、単に難易二行道と

いう名目から見ると、此土得証か彼土得証かを区別されないから、道綽はこの教判を用いて

も、浄土教を独立させ、衆生に浄土へ往生させようと勧進するのは説得力が足りないと考えた

のであろう。

　また、上述したように、難易二行道の目標は不退転地に入り、菩提を得るということであ

る。しかし、『安楽集』を著す道綽の本当の意図は直接に不退転に入る目的を設定しているの

ではなく、衆生に浄土へ往生しようと勧めることである。このようなわけで、道綽は難易二行

道判を引用しているが、聖浄二門判という新しい教判を下さなければならなかったと考えられ

る。つまり、聖浄二門判はただ法然から見たものではなく、道綽の本意であると考えられる。

聖浄二門判について、今後詳しく論述したいと思う。

　ここでは、龍樹と曇鸞の難易二行道を詳細に比較したところ、道綽の難易二行道の特徴を以

下の四点にまとめることができただろう。

一、 難易二行道は衆生の機根に応じて提示される教判であることを強調すること。

二、 難易二行道の区別する焦点は完全に行法から自他二力に移る、即ち難易二行道を区別

する標準は行法ではなく、他力の有無であること。

三、 難行道は一万劫にわたって不退転に入り、その一方、易行道はただ一期の寿命の中で

不退転に入ることができるという時間的に比較することによって、難易二行道の違い

はより具体的、直観的に見えること。

四、 浄土に往生することによって不退転に入るのは易行道であるが、道綽の当時緊迫した

要務は往生浄土であるから、浄土教を鮮明に表す新たな教判を下さなければならな

い。こうなると、浄土門は易行道であるが、易行道は完全に浄土門とは言えないと示

唆されること。

　次に自他二力は道綽の難易二行道において重要な役割を果たしているので、これから自他二

力を詳述してみたい。
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四、曇鸞『往生論註』における自他二力について

　自他二力は曇鸞が初めに提唱したものであり、『安楽集』において道綽はそのまま引用して

いるのではない。まず、道綽の自他二力を理解するために、曇鸞の自他二力を解明しなければ

ならない。曇鸞は『往生論註』の末尾において、十八願、十一願、二十二願という三願を取り

上げて、他力を説明している。

問曰、有何因縁、言速得成就阿耨多羅三藐三菩提。答曰、『論』言修五門行、以自利利他

成就故。然覈求其本、阿弥陀如来為増上縁。他利之与利他、談有左右。若自仏而言、宜言

利他。自衆生而言、宜言他利。今将談仏力、是故以利他言之、当知此意也。凡是生彼浄

土、及彼菩薩、人天所起諸行、皆縁阿弥陀如来本願力故。何以言之。若非仏力、四十八願

便是徒設。今的取三願、用証義意 。

　何の因縁があって、速やかに菩提が成就できるのかという問いに対して、一往、五念門を修

行し、自利利他を成就するからと回答しているが、本当の原因をたどると、阿弥陀仏の願力に

よるからであると主張している。おおよそ浄土に往生すること、及び往生した菩薩や人天が行

われる諸行はすべて阿弥陀如来の本願力によって成就できるのであるとして、阿弥陀仏の本願

の働きを強調している。また、本願力によって速やかに菩提を成就するのを証明するために、

わざわざ三願を取り上げている。

願言、設我得仏、十方衆生、至心信楽、欲生我国、乃至十念、若不得生者、不取正覚。唯

除五逆、誹謗正法。縁仏願力故、十念念仏、便得往生。得往生故、即免三界輪廻之事、無

輪廻故、所以得速。一証也。

願言、設我得仏、国中人天、不住正定聚、必至滅度者、不取正覚。縁仏願力故、住正定

聚、住正定聚故、必至滅度、無諸廻復之難、所以得速。二証也。

願言、設我得仏、他力仏土諸菩薩衆来生我国、究竟必至一生補処、除其本願自在所化、為

衆生故被弘誓鎧、積累徳本度脱一切、遊諸仏国修菩薩行、供養十方諸仏如来、開化恒沙無

量衆生、使立無上正真之道。超出常倫諸地之行、現前修習普賢之徳。若不爾者、不取正

覚。縁仏願力故、超出常倫諸地之行、現前修習普賢之徳、以超出常倫諸地行故、所以得

速。三証也 。

　第十八願によって、十念念仏して往生できる。そして浄土に生まれたことを通して三界輪廻

を避けられるので、速やかに菩提を得る。第十一願によって浄土に往生した衆生は不退転地に

入ることができる。またこのことによって、退転する危険がないため、速やかに菩提を得る。

さらに第二十二願によって浄土に往生した衆生は一般的な諸地の増進のルールを守る必要がな

く、早く菩提を取ることができる。つまり、第十八願において往生できる原因を示し、また第

十一願と第二十二願には往生した証果を述べていることが分かる。このように、往生前後のす
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べてのことはいずれも弥陀仏の他力によって完成されたことであると考えられる。しかし、注

意すべきはここに曇鸞が証明したのは仏願力によって早く菩提を得ることができるということ

である。

　また、曇鸞は自他二力の様相を説明するために、以下のような譬えを引用している。

当復引例、示自力他力相。如人畏三途故、受持禁戒。受持禁戒故、能修禅定。以禅定故、

修習神通。以神通故、能游四天下。如是等名為自力。又如劣夫、跨驢不上、従転輪王行、

便乗虚空遊四天下、無所障碍、如是等名為他力。愚哉、後之学者、聞他力可乗、当生信

心、勿自局分也 。

　ここから見ると、自力とは自分の力であり、即ち衆生自らの修行能力を指すのである。ま

た、劣夫とは修行能力がない人であり、転輪王とは他力の持つ主である。劣夫は転輪王に完全

に頼ることによって、自力で修行できる人のように四天下を遊ぶことができる。即ち、他力と

は修行能力がない人に対して、証果を獲得する全部の助力であり、そして、この助力は人類の

力を超越する存在である。ここでは阿弥陀仏の本願力を指している。つまり、自力と他力とは

対立の関係であるが、平等の関係ではないと考えられる。従って、曇鸞は未来の衆生に信心を

起こして、他力によって浄土に往生しようと勧める。

　このように、そもそも五念門を修行することによって速やかに菩提を得ると結論付けている

が、その根源をたどると、人類の自力を超越する仏力を頼むからである。

　次に、道綽の自他二力を検討してみたい。

五、道綽『安楽集』における自他二力について

　道綽は『安楽集』の第三大門において、以下のように述べている。

問曰、菩提是一、修因亦応不二。何故在此修因向佛果、名為難行。往生浄土期大菩提乃名

易行道也 。

　ここに道綽は問題を提起している。なぜ此土で因行を修し仏果を求めるのは難行道であり、

浄土に往生し菩提を得るのは易行道であるのかと。この問題から見ると、難易二行道の異なる

ところが二つある。一つは修因の違いであり、もう一つは菩提を得る場所、つまり此土と浄土

との違いである。

　さらに、道綽はその回答として、以下のように説いている。

答曰、諸大乗経所弁、一切行法皆有自力他力、自摂他摂。何者自力、譬如有人怖畏生死、

発心出家、修定発通、游四天下、名為自力。何者他力、如有劣夫以己身力、擲驢不上。若

従輪王、即便乗空、遊四天下、即輪王威力、故名他力。衆生亦爾、在此起心立行、願生浄

土、此是自力。臨命終時、阿弥陀如来光台迎接、遂得往生、即為他力。故『大経』云、

「十方人天、欲生我国者、莫不皆以阿弥陀如来大願業力為増上縁也。」若不如是、四十八願
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便是徒設。語後学者、既有他力可乗、不得自局己分、徒在火宅也 。

　上述した問いに対して、道綽は一切の行法には自力他力、自摂他摂があると答えている。こ

の回答には二土の違いにかかわらず、ただ自力他力、自摂他摂というのを示している。つま

り、道綽は難易二行道を区別する標準が彼此二土で証果を得るのを中心とせず、自他二力こそ

重要な判断方法であると考えている。

　次に『往生論註』の比喩を引用し、自力他力の様相を説明している。また、引き続き「衆生

亦爾、在此起心立行、願生浄土、此是自力。臨命終時、阿弥陀如来光台迎接、遂得往生、即為

他力」と述べている。ここに注意すべきことは「衆生亦爾」という言葉が何を意味しているの

かということである。「衆生はまたこのようである」といっているが、一体どのようであるの

か。難行道の「何者自力」と易行道の「何者他力」との二つの比喩を指しているのか、或は

「何者他力」の一つの譬えのみを指しているのか。

　杉山裕俊は「この一文は易行道における往生の過程を自力・他力によって説明した箇所であ

る」と指摘され、そこで、「道綽は易行道を単に他力他摂の法門と規定しているわけではな

く、そこには自力と他力の両面があることを明らかしている。すなわち、『安楽集』における

易行道とは、現生で菩提心を発し、往生浄土を願いながら仏道修行を実践すること（自力）

と、臨終時に阿弥陀仏の来迎（他力）によって浄土へ往生するという二つの過程を経て成立す

る者であり、道綽は自力、他力を対概念としてではなく、一つの連続した関係にあるものと捉

えている 。」と結論付けたが、筆者はこれに賛成することができない。

　「何者自力」という譬喩では、此土で自力によって諸行を修行し成仏することを譬えている

ので、浄土を求めるのではない。そうすれば、「在此起心立行、願生浄土、此是自力」と述べ

ることと矛盾がある。従って、「衆生はまたこのようである」といっていることは「何者他力」

という譬喩において譬えていることのみを指していると考えられる。実は「何者他力、如有劣

夫以己身力、擲驢不上。若従輪王、即便乗空、游四天下、即輪王威力、故名他力」という譬喩

は『安楽集』においてもう一か所に出てくる。それは第二大門の第三「広施問答」において、

一切万法の自力他力、自摂他摂のあることを説明する七つの比喩の中の一つである 。

　この比喩を詳細に分析すると、「如有劣夫以己身力、擲驢不上」とは衆生は自力によって、

驢にすらのぼることができない。ここには道綽は曇鸞がない「以己身力」の四文字を加えて、

自他二力の対比を強調されているのではないか。衆生は自力によって驢にすらのぼることがで

きないのに、此土で自力によって修行し浄土に往生しようとするのは、できるわけがないだろ

う。従って、道綽は「衆生亦爾、在此起心立行、願生浄土、此是自力」と述べ、衆生が此土で

心を起こし修行して、浄土に願生するのが自力、自摂のことであり、往生浄土を成就できない

と示唆している。

　また譬喩の後半では「若従輪王、即便乗空、遊四天下、即輪王威力、故名他力」といい、も

し輪王によれば、即ち空に昇って、四天下を遊ぶことができる、この輪王の威力は他力である
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と示している。即ち、この比喩を以って、「臨命終時、阿弥陀如来光台迎接、遂得往生、即為

他力」と譬えて、命が終わる時、阿弥陀仏が迎えに来ることによって遂に往生できる、この阿

弥陀仏の願力は他力であると示されている。即ち他力、他摂こそ往生できる要因であると主張

されている。

　このように、此土で自力によって修行し浄土に往生するのも難行道になり、易行道とは言え

ない。しかし、一期の生命が終わる時、阿弥陀仏の本願力に乗って浄土に往生できれば、他力

易行道になる。また、劣夫の比喩と合わせて考えると、平生で自力によって修行できるかでき

ないかにはかかわらず、臨終の時に弥陀の教えを信じて本願力（他力）に乗って往生するの

は、易行道であるというのが道綽の考え方なのではないか。

　また、周知のとおり、自力によって此土で仏果を得るのは難行道である。しかし、従来自力

で浄土に往生しようとするのは易行道であるか、難行道であるかのについて先学たちは全く言

及されてなかった。道綽はこのことを気づき、わざわざ「在此起心立行、願生浄土、此是自

力」という表現を用いられ、自力で浄土に往生しようとするのも難行道であると表明したので

あろう。

　後に「故『大経』云、十方人天、欲生我国者、莫不皆以阿弥陀如来大願業力為増上縁也。」

と述べて、浄土に往生しようとするのは阿弥陀仏の大願業力によらなければならないと強調し

ている。ここには、曇鸞のように三願を取り上げて本願力を強調するのではなく、ただ浄土へ

往生するということに集中し、本願力を提唱するのは、やはり他力によって浄土に往生するの

は衆生の第一要務であることを強調しているのではないか。

　曇鸞の自他二力と比較したところ、道綽の自他二力は同じく対立の関係を持つのであるが、

自力によって修行し此土で菩提を得るのは難行道とするのだけではなく、此土で自力によって

修行し浄土に往生するのも難行道であると主張されている。つまり、難行道では彼此二土での

証果と関係なく、ただ自力によって修行するのは自力難行道であると考えられる。

おわりに

　本論では、龍樹、曇鸞の難易二行道の思想を比較することによって道綽の難易二行道を解明

してきた。道綽の易行道では龍樹のように単一の称名念仏を指すのではなく、「諸行」も含め

て易行道の修行方法として広げていく。また、道綽は「諸行」を易行道に入れることによっ

て、難易二行道を比較する焦点を完全に行法から自他二力に移した。さらに、道綽の自他二力

を検討したところ、難行道に対する新しい見解を見つけた。それは、自力によって浄土に往生

しようとするのも難行道になるということである。また、難易二行道は自他二力によって対立

の関係が成立した。そして、浄土に往生しようと勧進するのは道綽が『安楽集』を著作した最

重要目的であることがわかるようになった。しかし、道綽の難易二行道において、難行道と易
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行道との行法は同じく、諸行であるので、完全な教判とは言えない。そして、難易二行道の目

的は不退転に入るためのであるから、道綽の浄土に往生する主旨を打ち出すことができない。

従って、聖浄二門判という新しい教判を提示する必要があった。
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through の空間的メタファーに内在するエネルギー

池 上 彰

はじめに

　一般的に、through のイメージは「～を通り抜けて」である。そして、意味拡張された先に

は空間的メタファーが存在する。中心義においては、トラジェクター（以下TR）がランド

マーク（以下 LM）である空間を一直線に、空間的メタファーでは強い信念とエネルギーを伴

って通り抜ける 。その裏には「時間」、「距離」、「苦労」、「努力」が重なりあう。ここでの空

間とは、高さ（縦）・幅（横）・距離（奥行き）を持つ 3次元空間のことを指す。本稿では、空

間的メタファーのTRが持つエネルギーの存在について論じていく。

1．through の辞書的な意味

　ここでは、言葉の意味を深く理解するために必要なことについて考えたい。 

論　文

　一般的に、英語教育で行われている単語の学習方法は単語帳等を用いた暗記型であ

る。前置詞の学習も例外ではなく、学習参考書などでは簡単な意味の説明や例文のみ

が掲載されている。本稿の目的は、through の明らかにされていなかった解釈の仕方

を取りあげ、より理解を深めていくことである。方法として、2 点の先行研究 

Hilferty（1999）と Tyler and Evans（2003）を批判した後、the British National 

Corpus（以下 BNC）などのコーパスから go through を中心にデータを収集し、空間

的メタファーに該当するものを分析した。その結果、移動主体が空間を「通り抜け

る」際には「力」が働き、メタファーとしても苦労や努力といった要素を含むエネル

ギーを伴うことが明らかになった。そのため学習や理解の際、単に「通り抜ける」と

意味を捉えることを回避できるものと思われる。

キーワード：英語学習、メタファー、空間的メタファー、通り抜ける、エネルギー

〔抄　録〕

1（

（
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　英和辞典で through をひいてみると、「（空間を）通り抜けて」が 1番目に記されている。

これは中心義に該当するもので、前置詞に限らず辞書の中で意味の表記は多義的である。句動

詞の go through の意味は「（～まで）通り抜ける」、「経験する」などとあるが、その時にTR

が持つエネルギーに関する記述がされていないのが一般的である。エネルギーといえば、ある

何かによって行動時における身体的・精神的に発生される力のことであり、through のような

ある一定の時間的・空間的な長さを持つ 3次元空間を通り抜ける際にも発揮される。言葉を活

用するためには、辞書的な意味の羅列にとどまって納得するだけでは不十分であり、本当の意

味の理解にはほど遠い。through に限ったことではないが、最終的に重要になってくるのはた

だ単に表面的な意味をとらえるだけでなく、内在する深い意味を認知し、理解へとつなげてい

くことである。それができないと、ただ単に暗記を繰り返すという学習方法に終始してしま

う。次の例文は、辞書に記されているものである。

（ 1）　We all go through some sad times.　（我々はみな悲しい時を経験する）

 （南出 2014: 915）

これは空間的メタファーを表すものである。辞書は意味そのものを調べることは可能である

が、中心義から意味拡張されているという事実に触れず、言葉を深く理解することはできな

い。言葉を知る上でそれは大きな問題点といえる。（ 2）は学習参考書にあがっているもので

ある。

（ 2）He got through the difficult exam successfully.　（彼はその難しい試験をうまくやり

遂げた）

▶「通り抜けた」から「（活動が）終わった」「うまく終えた」

 （大西・マクベイ 2017: 464）

これも空間的メタファーを表すものである。▶表記の部分で簡素に解説がされているものの、

中心義から空間的メタファーに至るまでの部分で意味拡張についての記述がない。また、「う

まく終えた」の中に、「彼」の努力などといった要素が全く解説されていない。このような辞

書あるいは学習参考書における意味の認識では深い理解への到達は程遠い。

　以上、一般的に認識されるプロトタイプ的な意味の理解とその解説のみでは、言葉の深層的

理解はほぼ不可能である。

2．先行研究とその問題点

　ここで、through の空間的メタファーに関連する、2点の先行研究を選んで、批判的に検討

してみたい。
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2．1．Hilferty (1999)

　Hilferty (1999) は、メタファーとしての through については、MEDIATORS ARE PATH 

として例をあげている。

（ 3）　Unfortunately, to order the dissertation, Al would have to go through Professor 

Craddock.　（あいにく、学位論文を注文して手に入れるために、アルはクラドック教授に

頼んでみる必要があるだろう） （Hilferty 1999: 352）

この例文は、アルが論文を注文して手に入れるという最終目標に到達するには、MEDIATOR

としてクラドック教授に頼まなければならないといった内容のものである。しかし、移動主体

にあたるアルがMEDIATOR（仲介者）である教授の許可を得る際に必要とされるエネルギー

についての記述がされていない。ここでも、空間的メタファーの深い意味の理解には程遠い。

2．2．Tyler and Evans (2003)

　Tyler and Evans (2003) は、空間関係の through について proto-scene for “through” をベー

スに extended action sense まで意味の拡張を論じている。

（4a）　The sunlight shone through the glass door.　（太陽の光はそのガラスドアから差し

込んできた） （Tyler and Evans 2003: 219）

（4b）　Mary worked through the pages of math exercises.　（メアリーは数学の問題を何

ページも休まずに解いていった） （ibid.）

Dissertation
Dr. Craddock

Al

（Hilferty 1999: 353）

図 1　MEANS for Al to get a dissertation

（Tyler and Evans 2003: 219）

図 2　proto-scene for through
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これら 2つの例文は proto-scene としてあげられているものの、空間的メタファーのエネル

ギーに関する記述が全くされていない。（4a）は中心義にあたるものであり、ガラスのドアは

太陽の光が通り抜けるものとして表現している。（4b）は、メアリーが数学の問題を休むこと

なく頑張って解いていったという空間的メタファーであることにも触れていない。

　以上、2点の先行研究においても、空間的メタファーに内在する移動主体としての （ 3 ）の

アル、（4b）のメアリーそれぞれのエネルギーについての言及がなく、語の意義を深く理解す

るには程遠いと判断する。

3．through の中心義と空間的メタファー

　この節では、through の中心義との関連から具体的に through の空間的メタファーに内在す

る移動主体の信念とエネルギーの存在を明らかにしていきたい。

3．1．through の中心的な意味 

　ここでは through の中心義において、TRが通り抜ける LMにはどのようなものが該当する

のかを検討する。

（5a）　 The bus (TR) went through the tunnel (LM).　（そのバスはトンネルを通っていっ

た） （Hilferty 1999: 349）

（5b）　 （=（4a））The sunlight (TR) shone through the glass door (LM).　（太陽の光はその

ガラスドアから差し込んできた） （Tyler and Evans 2003: 219）

トンネルのような長く広い空間もあれば、山などの形状が一律でないもの、ドアのように奥行

きが極端に狭いものや、ガラスドアのような平面的なものも 3次元空間に含まれる。（5a）と

（5b）は、TRが対象となる空間の一方から入って一直線に通り抜ける。いずれの場合も、3次

元空間は移動の経路（PATH）にあるとみなされ、入口と出口が存在する境界である。

through の中心義「～を通り抜けて」は意味拡張の出発点となることは前述しており、また

TRの経路における LMの通過を表している。次表は BNCで NN.*（普通名詞）とのコロケー

ション検索をし、+2語（形容詞あるいは冠詞）から引用したデータである。

through の空間的メタファーに内在するエネルギー（池上彰）
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文例数が最も多いのは door であった。すべて普通名詞であり door, window, trees に加えて 

air, use, night, eyes といった名詞も 3次元空間として扱うことが可能であるということだ。し

かし、中心義と共起する名詞で圧倒的に多いのは door や window のような形のはっきりした

空間である。

3．2．空間的メタファー

　ここで本稿のタイトルにもなっている空間的メタファーについて空間、言葉、そして時間の

視点からその中身について考察したい。 

3．2．1．空間と言葉

　我々は空間の中で生活している。自分の部屋に代表される一人で作る空間もあれば、駅や職

場、学校などのように大勢の人が作るのも空間である。「空間を作る」とは、人為的に多くの

ものが並べられた場所をイメージしがちであるが、人間の心理が働いてできるのも空間であ

る。（ 6）の例文でそのことを検討する。

（ 6）　 I don’t know how people (TR) are going to get through the winter (LM).　（私は

人々が、どのようにして冬を乗り切るのかが分からない） （BNC）

この例文は、LMの the winter が人の目によって 3次元空間として見立てられている。ここ

では、get through を「乗り切る」としているが、元々はトンネルに代表されるような 3次元

空間が視覚認知という経験基盤によりメタファーとなり、言葉として表現されている。また、

寒くつらい冬は苦労して耐えながら乗り切っていくという心理的な要素が働いている。

3．2．2．時間の空間化

　TRが 3次元空間を通り抜ける際には時間とも関係が深い。

表 1　through が共起するNN.*

共起する名詞 文例数

door 547

window 472

air 287

use 245

trees 229

（BNC）
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（ 7）　 （=（5a））The bus (TR) went through the tunnel (LM).　（そのバスはトンネルを

通っていった。 （Hilferty 1999: 349）

人が事象を認知する際、多くの場合は視覚的にとらえる。この例文では、トンネルとバスの存

在が認知され、TRのバスが LMのトンネルという 3次元空間を一直線に駆け抜けるのである

が、その経路には時間の存在も絡む。ここでは、バスの経路において時間が空間化されて文章

表現となっている。空間的メタファーにも同様に時間の空間化が伺える。（ 8）でそれを検討

したい。

（ 8）　 （=（ 6））I don’t know how people (TR) are going to get through the winter (LM).　

（私は人々が、どのようにして冬を乗り切るのかが分からない） （BNC）

この例文の中に存在するのは、私、人々、そして冬である。それらが視覚認知によって時間的

併存状態にあったのを、空間的な継起状態に移行されている。しかも、TRが LMに該当する

3次元空間を「乗り切る」と表現されている。このように、時間が伴う事象に関しては人間の

目で空間化されていき、それが文章化され事の次第ではメタファーとなる。

3．2．3．話し言葉と空間的メタファー

　言葉を伝達する際には、大きく分けて書き言葉と話し言葉が使われる。through に限らず、

一般的に書き言葉は、物事を文字で伝える役目を果たす。しかしこれは、一方的な情報提供に

とどまることが多い。読み手の層を選ぶことなく、誤解を招きにくいという利点がある反面、

表現の豊かさに欠け、比較的難しくて理解に時間がかかるという欠点がある。次の文を見てみ

よう。これは書き言葉の例である。

（ 9）　 We finally managed to convince her that she had to discontinue her practice of 

depending upon men for her sustenance.　（私たちは一生懸命に彼女を説得して男

性に頼った暮らしを止めるべきだということをわかってもらった）

 （ピーターセン 2011: 95）

それに対して、口語的とされる話し言葉を表す次の文はどうだろうか。その利点は直感的に理

解しやすく、文章に躍動感、つまりエネルギーを感じさせる文が生まれる。また、人の目にも

とまりやすい。半面、欠点は文法的な間違いが生じやすく、省略語があるため誤解を招きやす

い。

（10）　 We finally got through to her that she had to stop living off men.（私たちは、彼
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女が男性に頼った生活を止めるべきだということをなんとか伝えた） （ibid.）

　（ 9）と（10）は意味こそほぼ同じであるが、文の持つフィーリングが違っている。（ 9）は

仕事上の報告書などで使う堅い印象の文といった感じを受ける。それに対して、（10）は友人

へのメールや手紙、あるいは日常の会話で使われ、柔らかさが感じられる。当然ながら、書き

言葉には人の心情や情緒を転写することができない。したがって throughの空間的メタファー

で代替することで、口語的な柔らかい表現になり、文章に人間味が生まれるのだ。また、文章

を短くできるという利点もある。through には「何とかして（時間をかけ苦労をしながら）そ

の空間を切り抜ける」といった比喩的な意味合いも存在する。ここでは、（10）がそれに該当

し、空間的メタファーとなっている。

　それでは、なぜ動詞に副詞や前置詞を加えた句動詞を使うと柔らかく人間味のある表現にな

るのだろうか。人は言葉を発する際に、視覚的に捉えたことを頭脳が命令し、表現に変える。

言葉に心を込めるというのは、感情がその中に織りなされるということを意味する。すなわ

ち、心情が込められるからである。

3．2．4．空間的メタファーに生じる TRのエネルギー

　ここで、基本動詞のいくつかを through が共起する頻度数をもとに、空間的メタファーを

含む例文を挙げてその意味の解釈をする。次表は、BNCを使って through が共起する動詞の

文例数をあげたものである。共起語の品詞は一般動詞の定形の基形（VVB）で、中心語

（through）の前後はそれぞれ 3語の範囲となっている。

　go through の文例が 665 で圧倒的に多いことがこの表から判断できる。それは、go が他の

run, walk, pass, come, get を代用している可能性が高いことを意味する。go, come, get, run と

いった動詞はある一点から別の一点へと進む動詞である。ということは、空間を通り抜ける際

表 2　through が共起する動詞

共起する動詞 文例数

go 665

pass 145

come 140

get 113

walk 59

look 56

move 43

（BNC）
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には何らかの力が加わるため、エネルギーの存在が明らかになる。これらは through と共起

し、時間と空間を伴いながらある一定の経路を通る。中心義における「通り抜ける」は、一般

的に視覚的に認知される。一方、空間的メタファーのそれは心で捉えられる。目で見た事象

は、脳で捉え心に映し出されるのだ。

　ここで、through の空間的メタファーの例文をあげてTRに内在するエネルギーの要素（手

間・試練・努力・集中力・苦労・真面目さ・到達）について検討したい。次の文では、LMを

通り抜けるTRの行動には「手間」が存在している。 

（11）　 〔手間〕 So, I asked if I (TR) might go through it (LM) again and try some of the 

ideas he talked about.（そこで私はもう一度その手順を踏み、彼が話してくれたア

イデアのいくつかを試行しても良いかを尋ねた） （BNC）

手順を踏むというのは、中心義から意味拡張されたメタファーであり、手間と時間をかけて目

的に到達すると考えられる。これもその 3次元空間を通り抜けるものであり、時間やある種の

苦労の存在が感じられる。手順を踏む際には、それなりに知恵が必要になるし、一つ一つを丁

寧に集中してやりとげる力が要求される。同時に時間も必要になっていく。また、次の例文で

はTRの「試練」が表現されている。

（12）　 〔試練〕A successful team (TR) may have to go through a number of fights (LM) 

during the course of a day’s competition.　（成功するチームは、一日の試合の間

中、多くの戦いを経験しなければならないのかもしれない） （BNC）

戦いを経験するというのもメタファーとして捉えられ、空間を通り抜けるものであると理解で

きる。大方の場合、トンネルに代表される 3次元空間を通り抜けようと思えば、身をかがめて

「くぐり抜ける」といった行動をとらねばならない。これは、辛く長い窮屈な経験に基づい

て、心の感覚に訴える空間的メタファーとなっていく。through にはTRがある空間をひたす

ら突き進み、振り返ると目的地に達成していたという意味合いが強い。そのTRの信念とひた

むきな「努力」が空間的メタファーの中に織りなされている。次の例文でそのことを明らかに

したい。

（13）　 〔努力〕Through hard work and sheer determination (LM), Dennis carved out a 

career in the building industry (TR). （勤勉さと鋭い決断力で、デニスは建築産業

において成功を築き上げた） （BNC）
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この文の LMである hard work and sheer determination は時間的に長い 3 次元空間であ

る 。そこを通り抜けるには、苦労と努力が重なり合う。デニスという成功者の心理状態には

煩悩がなく且つ、ぶれが生じておらず、強い意志でひたむきに努力を重ねた結果、成功を手に

したと判断できる。空間を一心に通り抜ける為にはざわついた心の存在はあり得ない。別の言

い方をすると、勝負事における大記録や様々な分野で偉大な功績を残してきた達人の身体の中

には、煩悩と対峙する「静かな一点」が存在する。これは揺るがない信念があるからこそ与え

られるものである。苦しみながらも何かを達成するためには必要とされる能力であると判断し

てよい。（14）の例文はその勝負の世界で、3次元空間におけるTRの「集中力」が表現され

ている。

（14）　 〔集 中 力〕Wimbledon champ Roger Federer (TR) breezed through his opener 

(LM) against Albert Costa in straight sets.　（ウィンブルドンチャンピオンである

ロジャー・フェデラーは初戦の相手アルベルト・コスタをストレートセットで一蹴

した） （Word banks Online）

この場合の breeze through は「楽勝する」という意味の空間的メタファーにあたる。テニス

の試合自体はとてもハードなものだ。TRが試合開始から終了まで、楽勝でありながらも、集

中して試合に臨んでいる。ある一定の空間、ここではテニスの試合を表すが、集中して取り組

まないと勝利には到達できない。次にあげるのは「苦労」を表すものである。

（15）　 〔苦労〕Up to 1000 artists (TR) pass through each year.　（1000 人ものアーティス

トが毎年合格する） （BNC）

TRが苦労を重ねて過ごしている時間が 3次元空間として捉えられる。アーティストは、オー

ディションなどに合格するまでに何年もの長い時間を費やすことが多い。競争の意味合いが強

いオーディションという 3次元空間を戦い抜くためには、やはり苦労はついて回る。それと重

なる部分もあるが、TRの「真面目さ」を感じさせる次の例文を確認してみたい。

（16）　 〔真面目さ〕So I (TR) can run through it (LM) before the presentation.　（そうすれ

ば、私はプレゼンテーションの前にそれを通し読みできるのです） （BNC）

run through の中心義は、「走り抜ける」である。これが川の場合には、「貫流する」となり、

さらにそれは「通し読みする」までに意味拡張されていく。これらの意義の背景にあるのは、

TRの動作がある一定方向に向かって直線的に進んでいくことである。run という動詞が使わ

2（
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れるのは、「速く」物事を進めていくというニュアンスが感じられる。次の「到達」について

もTRがエネルギーを持って空間を進んでいると感じられる。

（17）　 〔到達〕He beat fellow American and world No 5 Michael Chang 7-5, 6-2, but had 

to wait for the result of the final round robin match in his group between big-

hitters Goran Ivanisevic and Richard Krajicek to see if he (TR) would get through 

to the semi-finals of this last ranking competition of the year .　（彼は対戦相手の

アメリカ人で世界ランキング 5位のマイケル・チャンを 7-5, 6-2 で下したのである

が、その年のランキング最終決定戦の準決勝にまで到達できるかどうかを確かめる

ために、自分のグループの総当たり戦のビッグヒッター同士の最終試合ゴラン・イ

ヴァニセビッチとリチャード・クライチェクの一戦の結果を待たねばならなかっ

た） （BNC）

テニスに限らずスポーツの大会で準決勝までたどり着くためには、相当な精神力と忍耐力が必

要とされる。例文の書き手は through を使うことによって、TRが直面した精神面の辛さと信

念の内在を表現している。ここでの 3次元空間は、ランキング最終決定戦の準決勝にまで到達

できるかどうかまでの道のりであり、平たんではない。

3．2．5．3 次元空間の名詞

　中心義の go through の LMは形が明確な木、森、ドアなどであった。一方、through の空

間的メタファーを考察する際には、LMに経験、戦い、オーディションといった形の不明確な

名詞が使われていることが多い。ここでも、go through の例を取り上げてみる。

（18a）　 （=（ 1））We (TR) all go through some sad times (LM).　（我々はみな悲しい時を

経験する） （南出 2014: 915）

（18b）　 （=（12））A successful team (TR) may have to go through a number of fights 

(LM) during the course of a day’s competition.　（成功するチームは一日の試合の

中で、多くの戦いを経験しなければならないのかもしれない） （BNC）

（18c）　 Love is like the measles; we (TR) all have to go through it (LM).　（恋ははしかの

ようなものだ。誰でも一度はかかる） （英辞郎 On the WEB 2020: ver.162）

（18d）　 He (TR) went through a terrible time (LM) after he lost his job. （職を失ってか

through の空間的メタファーに内在するエネルギー（池上彰）
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ら、彼はひどくつらい日々を送りました） （ibid.）

（18a）と（18d）の「時」と（18b）の「戦い」、（18c）の「はしか」の形は不明確であり、抽

象名詞でもある。この場合、TRが LMを通り抜けて、中心義の「通り抜ける」が「経験す

る」、「かかる」あるいは「送る」といった意味へと拡張されている。BNCで go through を検

索してみたところ、その LMには他にも次表のような類例が見られた。

この表では「人生」が最も多く、32 文例があがった。そのほかにも「時代」、「過程」、「痛

み」、「一続き」といった、ここでも曖昧な形をしたものが多い。

　以上、この節では空間的メタファーにおいては、時間・苦労などといった意味合いを持つ

LM、すなわち 3次元空間を通り抜けるために、TRはエネルギーを持つことを論じてきた。

その LMに当たる名詞はいずれも抽象名詞であり、TRはその LMを通り抜けてメタファーと

なる。

4．英語学習と句動詞

　ここでは句動詞の効率的な学習方法について考えたい。

　go の根幹の意味は「行く」である。つまり、動作を表す。それは、時間的・空間的双方に

作用する。テイラー（2017: 112-113）によれば、「句動詞は結局 1つ 1 つ覚えていくしかない

のである」とある 。句動詞は英語基本動詞の根幹の意味をつかむための格好の練習相手とな

る。一般的に句動詞（phrasal verb）といえば、動詞に副詞や前置詞が共起し、「1つのまとま

り」で動詞の働きをするもので、学習者にとっては過酷な暗記対象となっている。確かに暗記

学習も時間的制約の中では有効な方法かもしれない。しかし、シンプルな動詞と前置詞の根本

的な意味を探り活用すれば、句動詞も習得しやすくなる。ここで例をいくつか挙げてみよう。

基本動詞と through の意味を摑んで、中心義と空間的メタファーまでたどり着ければ意味拡

張の過程も把握しやすい。次の表でその一部について考えてみよう。中心義と空間的メタフ

表 3　空間的メタファーの through に共起する名詞

共起する名詞 文例数

life 32

a period 12

the process 10

the pain 7

a series 7

（BNC）
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ァーの間には、移動主体が空間を（頑張って）「通り抜ける」という要素を絡めていく。

この表は、基本動詞の go, pass, come のそれぞれの意味に through の意味を加えただけのもの

であるが、意味の解釈はしやすくなる。ただひたすらに暗記学習を繰り返すのは、非効率であ

り、生産的な学習方法とは言えない。効率的・生産的な学習方法とは、語の根幹の意味を理解

し、比喩的なイメージをしながら進めて行くことではないだろうか。人間が身体で直接経験し

たことは、想像しやすいはずである。

　この節では、句動詞の学習方法を意味拡張の視点から、工夫して学習を重ねることがより一

層の効果が期待できると述べてきた。

結　論

　全体を通して、through の中心義と空間的メタファーを含んだ例文をコーパスなどで検証

し、TRが 3次元空間を通り抜ける際にはエネルギーが伴うことについて明らかにしてきた。

その結果、辞書的な意味をただ調べるだけではなく、その言葉の中心義から意味拡張されてい

ることを把握し、根元に存在するものを明らかにすれば、理解もより一層深まると考えられ

る。空間的メタファーの through の場合、3次元空間を通り抜けるためにはTRに時間的・労

苦的な要素が絡んでいる。また、3次元空間にあたる LMは、輪郭のはっきりしていないもの

が多く、視覚的には捉えにくい。TRはその LMを通り抜けて、意味は比喩的に展開する。

through には今後も様々な変化が予想されるため、継続的な研究は必至である。

〔注〕
Langacker (2008) では、焦点をあてていく部分についてはトラジェクター（TR）、またそのTRの
位置の基準点として捉えるものをランドマーク（LM）とされる。本稿では、主に文の移動主体に
当たるものをTR、通り抜ける 3次元空間を LMとした。
宮崎（2009）において、「原因を表す LMを媒介にして、文の中で through が使われる前に生起す
るイベント（事象）全体が結果を表すTRとして生じている」とある。（13）の文例では勤勉さと
鋭い決断力（LM）によって、デニスが建築産業において成功を築き上げた結果（TR）が表されて
いる。
一つ一つ覚えていくのは間違いではないが、英語基本動詞や前置詞・副詞の言葉の根幹に触れなが

表 4　through を伴う句動詞の意味拡張

英語基本動詞 副詞 中心義 空間的メタファー

go（行く） through（通り抜けて） （空間を）通り抜けていく （苦しさなどを）経験する

pass（過ぎる） through（通り抜けて） （空間を）通り過ぎる （辛いことに耐えて）経験する

come（来る） through（通り抜けて） （空間を）通り抜けて来る （困難・苦境を）切り抜ける

1（ ）

2（ ）

3（ ）
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ら学ぶ方が、最終的には理解が深まっていくと考える。
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「田結村文書」にみる北但馬震災（1925）の被害と救護活動

浅 子 里 絵

Ⅰ　はじめに

　大正 14 年（1925）北但馬震災が発生し、豊岡町（現兵庫県豊岡市）をはじめ、周辺地域に

被害をもたらした。この震災の先行研究としては越山・室崎らは豊岡町と城崎町の被害程度と

復興の進め方について比較を行い、それぞれの町が全く異なった方針で地震後の対応に当たっ

たことを明らかにした 。植村は地震の被害と震災対応、また豊岡町の復興計画について、区

画整理の実施を交えながら記述をしている 。浅子は震災後の罹災民と行政の動向を時系列的

に追い、震災対応が段階を経て変化することを明らかにした 。これらの研究は『北但震災

誌 』や『乙丑震災誌 』といった編纂史料をもとに豊岡町・城崎町を中心として行われてき

た。震災誌などの編纂史料には豊岡町・城崎町以外の詳細な被害報告は記載が少なく、したが

って先行研究でも震央に近い集落については、ほとんど触れられていない。しかし兵庫県城崎

郡港村田結（現兵庫県豊岡市田結）に保管されている「田結村文書 」には北但馬震災につい

て一括の文書が存在する。これには震災被害の状況と救護活動の詳細が記載されており、震央

研究ノート

　本研究は大正 14（1925）年に発生した北但馬震災について、「田結村文書」から兵

庫県港村田結の震災被害の状況と救護活動を読み解いたものである。震災は震源地に

近い田結の住家を倒潰させ、甚大な被害をもたらした。田結では震災直後に全戸にお

よぶ被害調査を実施し、詳細な記録を残している。その調査をもとにして罹災民への

支援品や御救恤金・義捐金の分配といった救護活動が行われたとみられる。「田結村

文書」の記録からは田結の集落の規模に合わせた震災対応の手法がみえてくる。また

この文書の存在により、こうしたミクロ単位での調査が同時代の災害において他の町

村でも行われていた可能性が示唆される。ミクロ単位の調査を基として地域全体の被

害状況を把握したと考えられよう。

キーワード：北但馬震災、田結村文書、震災被害、救護活動

〔抄　録〕

1（

（

2（

（

3（

（

4（

（

5（

（

6（

（

佛教大学大学院紀要　文学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

73 ──



に近い地域は震災後どのような状況であったのか把握することが可能である。本稿では「田結

村文書」について、そこに記載された情報の特性を読み取り、それに基づいて資料的価値を検

討したい。

Ⅱ　北但馬震災の発生と震央付近の状況

（ 1）　地域概観

　兵庫県城崎郡港村は兵庫県の北東部、円山川の河口付近、津居山湾に位置する。港村は 7つ

の地域から構成されており、津居山湾の東に田結、その南側は気比、三原、畑上、湾を挟んだ

対岸西側は津居山、瀬戸、小島（いずれも現豊岡市）となる。（図 1）このうち津居山湾に面

する津居山、瀬戸、小島、気比、田結は漁業を営み、なかでも津居山はこれを専業とし、その

水産高は大きく経済的に最も抜き出ていた。瀬戸は回船業で繁栄し、物産には清酒、醬油、か

まぼこなどがあった。小島は農業を主流とした半農半漁村であり、気比、田結は米やさつまい

も、綿、麻、生糸などの物産があり、漁業も行うが農業の比重が大きい半農半漁村であった。

田結は明治維新前には漁業とはいえ海藻取りをする程度で、明治初期より手繰網漁を始め漁獲

高が上がったが、明治 19 年頃には減少してしまっている。明治 25 年（1892）には津居山、瀬

戸、小島、気比、田結という 5つの地域の漁民によって港村役場内に兵庫県城崎郡港村漁業組

合が設立された 。

　港村は津居山湾に面しているため漁

村としての性格を持ちつつも、半分は

農業に頼るところが大きい。そして養

蚕業も盛んに行われる地域であった。

但馬は丹波、丹後の三国と並び、古来

から養蚕業が行われており、中でも但

馬の養父、気多両郡が最も盛んで、城

崎郡はこれに次ぐ養蚕地帯であっ

た 。江戸時代には円山川の沿岸をは

じめ、但馬の山岳丘陵に桑園が開かれ

て養蚕業は盛んとなり、近代までこれ

は続いたという 。

　明治 6年に豊岡県では生糸改元会社

を設立しており、この会社は豊岡に本

社を置き、但馬には浜坂、湯村、村

岡、大屋、広谷、八鹿、三谷、竹田、
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和田山、土田、矢名瀬、江原、伊福、森本、出石、中山の 17 か所に支社が設置された。明治

25 年の城崎郡（豊岡町、八条村、新田村、三江村、田鶴野村、五荘村、奈佐村、内川村、湯

島村、港村）の養蚕農家は専業 1戸、兼業 1373 戸（総戸数 3544 戸中）で繭産額 2874 石、生

糸産額 614 貫であった 。

　また大正 3年には郡是製糸株式会社八鹿工場、大正 7年には養父工場が誕生している。江原

工場は大正元年から 7年にかけて八鹿の鎌田製糸や梁瀬の日下製糸と郡是が合併してできたも

ので、その当時は郡是城崎分工場と呼ばれており、大正 8年に江原工場と改称されている 。

田結に保管されている文書からは、江原工場とのやり取りがみられ、港村の養蚕農家と郡是製

糸株式会社で取引きがあったことがうかがえる。

　本稿で取り上げる田結は図 2「田結地区」に示すように津居山湾の東側に集落が面し、漁

業、農業を行い、養蚕農家も多数所在する地域であった。大正 14 年の震災発生時には、村の

戸数 83 戸、人口 431 人ほどである 。

（ 2）　震央周辺地域の被害

　大正 14 年 5 月 23 日午前 11 時 10 分、兵庫県円山川河口付近を震源地とするマグニチュード

6.8 の北但馬震災が発生した。震源地に近い港村をはじめ、豊岡町、城崎町（現兵庫県豊岡市

城崎町）に甚大な被害をもたらした。この時の豊岡町、城崎町及び港村 7区域全体での被害は

表 1「被害戸数」と表 2「罹災人口」となる。表 1をみると豊岡町と港村の家屋被害の合計数

が被害前戸数を超えてしまっているが、これは倒潰後発生した火災により、焼失したという二

重の被害が含まれるからであろう。表 1の数字からは家屋への被害の凄まじさがうかがえる。

また表 2によると、港村での負傷者はかなり出ているものの、城崎町と比較して死者数は比較
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図 2　田結地区（国土地理院「地理院地図」［URL https://www.gsi.go.jp］に加筆
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的抑えられている。

　震災発生が昼食時であったため、その準備に用いられる火の気が大きな火災となり、豊岡

町・城崎町の市街地を焼き尽くしたことは震災記録に記載されている。他の地域についての言

及は豊岡町・城崎町と比較して少ないが、『北但馬震災誌』に港村の火災について「津居山・

気比は震源地に近く当時蠶兒掃立の時期なりしがために火気の使用中とて倒壊と同時に火災に

より別表の如き被害を見るに至れり」とあり 、津居山や気比で発生した火災は養蚕に関る火

気も要因となったようだ。ともあれ、各地域での被害を拡大させたのは火災であることは間違

いなかろう。

　港村田結について地震学者今村明恒は「その位置が震源の直上であった為、振動は他の町村

に比較して最も激烈を極め、最初から五秒と経たない中、全部落八十三戸の中八十二戸は全潰

し、中六十七戸は丸潰れに潰れ、村人の中六十五人は其の下敷きとなつた 」と記している。

この記述をみるに被害の状況は小さくはないが、続く記録には田結では火災が大きくなる前に

火元の消火に成功し、焼失による被害拡大を免れたことが述べられている。港村田結の家屋の

倒潰被害は他の地域と同程度であるが、大きな火災が発生しなかったため、他と比較して人的

被害が最小限であったともいえよう。写真 は田結から湾を挟んで津居山方面を望むもので左

上部分が海となり、奥に対岸が写っている。家屋が並ぶのが田結の集落であり、右側に写る建

物は倒潰が甚だしく、屋根が崩れ、電柱の建つ道路側に屋根瓦や木材が散乱している。しかし海

側の建物や右奥に見える屋根は無事で、場所により被害程度が異なっている。そして集落に火

災の痕跡はなく、まさしく田結の被害は家屋倒潰であったことがわかる。田結での早期の消火

については新谷 によって震災記念碑が建立され、碑文に刻まれていることが報告されている。
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表 1　罹災戸数

地　域 被害前戸数
家　屋 其他建物

焼失 全潰 半潰 破損 計 焼失 全潰 半潰 破損 計

豊岡町 2178 1000 257 503 489 2249 1817  87 372 387 2663

城崎町  702  548 ― 　6  88  642  341  14  24  32  411

港村  742  148 369 170  96  783 　45 236 136 220  637

（『北但震災誌』1926 年より作成）

（戸）

表 2　罹災人口

地　域 罹災前人口
罹災人口

死者 傷者 行方不明 計

豊岡町 11097  87 293 ― 380

城崎町  3410 261 198 11 470

港村  4434  33 242 ― 276

（『北但震災誌』1926 年 より作成）

（人）
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Ⅲ　田結の震災調査記録

（ 1）　田結における戸別調査

　「田結村文書」は豊岡市田結で管理されている区有文書である。この文書には田結について

の古文書や公文書、契約書などが綴られており、北但馬震災による被害についても一括しての

記録がある。この写しが豊岡市地域コミュニティ振興部文化振興課文化財室に保管されてお

り、本稿ではこちらを参照した。この文書の中から震災関係のものを大まかに分類すると、①

被害に関する調書 11 点、②救助・救護に関する調書 27 点、③義捐金に関する調書 10 点、④

その他（慰問状など）6 点から構成される。記載された時期はほとんどが大正 14 年である

が、③、④について一部に昭和 2年（1927）付の文書がみられる。これは、昭和 2年に発生し

た北丹後震災の記録を共に管理しているためである。『北但震災誌』などが編集される際、各

地域にて調査された被害状況や救護活動を集約したと考えられ、「田結村文書」の震災関連資

料もそうした震災誌編纂に用いられたであろう。地域で行われた調査が後に発刊される編纂史

料の基となっていることは間違いない。

　①、②について特に注目すべき点は、戸別での被害調査報告が何点にも及ぶことである。家

屋被害や人的被害だけにとどまらず、一戸に対してかなり踏み込んだ調査を行った記録があ

る。本節では「田結村文書」の中でも①の分類にあたる資料を扱う。「大震災火災被害調」は

作成者が「兵庫県城崎郡港村」となっており、港村 7つの集落の被害状況が、震災発生当日で

ある大正 14 年 5 月 23 日付で記載されている。（表 3）これによると表 1・2の港村の被害状況

報告と少々数字は異なるが、津居山や気比では火災による焼失家屋が発生しており、一方田結

で焼失による被害が存在しないのは先述の報告と一致している。全潰家屋については総戸数

76 戸に対して 75 戸、残り 1戸も半潰とされ、被害を免れた家屋は皆無である。同様に気比、

津居山、瀬戸も全戸数とも何がしかの被害を被っており、特に津居山は焼失、全潰、半潰戸数

写真　「田結村から対岸一里の津居山を望む」（『但馬丹後大震災冩真画報』大阪朝日新聞社より転載）
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の合計が集落の総戸数を上回るため、ここでも倒潰した上で火災による被害を受けた家屋が存

在したことが見て取れる。火災が起きていない集落は 4つあるが、その中でも田結は突出して

家屋の被害が大きい。それだけ震災の揺れによる影響が大きかったのだと推測できる。

　田結の家屋被害については「震災被害見積調査　外調査報告等一切含」の「五月三十一日朝

届出」に記録されている。「住家以外ノ建物　全潰八三　半潰三五　破損五」また「山崩及岸

崩ノヶ所延長　山崩二十七ヶ所　田、畑、宅地の被害反別　甚大ノ被害アレドモ未ダ調査ノ暇

ナシ　堤防、道路ノ被害延長及ヶ所　道路一ヶ所十五間　右ノ標目ニ依リ役場ヘ調査報告ス」

と記載され、震災によって山崩れが起きていること、田畑や宅地の被害について調査に手が回

っていないことが述べられている。同様の調査報告が 6月 3日付でも報告されており、そこに

は「住家以外の建物の報告書」として「全潰八拾三棟　半潰三拾五棟　破損五棟　山崩弐拾七

ヶ所　田地被害四十五段　畑被害七町歩　宅地八段五畝　道路一ヶ所十五間」とあり、先に

「調査ノ暇ナシ」と記載されていた田畑や宅地について被害調査が報告されている。5月 31 日

付、6月 3日付の報告とも「住家以外の建物」であり、ここには田結の住民の住む家屋は含ま

れていない。表 3に報告された被害戸数とは別に 83 棟の建物が全潰、35 棟が半潰、5棟が破

損の被害を受けたということである。

　さらに詳細な報告が表 4「戸別被害調査」となり、田結の全戸について居住者数と死傷者、

被災した場所が村内か村外か、住宅と附属建造物の被害、そして県税額を記載している 。表

4は総戸数を 83 戸、人口を 431 人とし、表 3とは数字が異なるが、死亡者数の 7人は一致し

ている。また表 4は致命傷者 3人、重傷者 23 人としており、表 3と比較するとこれも数字が

大きく異なっているが、軽傷者 37 人は一致している。死傷者の被災場所について村外での被

災の場合はその場所を記載していないが、死亡者については 7人全員が村内で被害を受け、ま

た負傷者 5件 7人以外は村内で被災している。

　次に住宅への被害をみると、全潰が 50 戸、準全潰が 30 戸、半潰が 3戸とあり、全 83 戸の

17（
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表 3　大震火災被害調

部落名 総戸数 焼失家屋 全潰家屋 半潰家屋 人　口 死亡者 重傷者 軽傷者

小島  85 　0  18  30  390  1  1  4

瀬戸 112 　1  37  74  574  4  3 30

津居山 250 165  75  15 1377 19  7 75

気比 191 　2 154  35 1129  6  5 10

田結  76 　0  75 　1  494  7  9 37

畑上  57 　0 　9  20  317  0  0  0

三原  31 　0 　1 　0  153  0  0  0

計 802 168 369 175 4434 37 25 157（ママ）
（戸） （人）

兵庫県城崎郡港村 1925 年 5 月 23 日（「田結村文書」より作成）
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表 4　戸別被害調査
戸数 居住者数

死亡者（人）
場所 負傷者（人） 場所 住宅被害程度（戸） 附属建物

県税
（戸） （人） （死者）致命傷 重傷 軽傷 （負傷者） 全潰 準全潰 半潰 被害程度
1 　9 1 4.35
2 　1  1 全 免
3 　7  1 5.70
4 　3  1 村内  1 土蔵半 5.14
5 　4 1 村内  1  3 村内  1 ナヤ全 4.94
6 　6 2 村内  1 村内  1 ナヤ準 8.12
7 　2  1 ナヤ全 3.52
8 　5 2 村内  1  3 村内  1 全 6.43
9 　5  1 村内  1 全 4.94
10 　6  1 村内  1 全 2.45
11 　4  1 村内  1 全 2.02
12 　3  1
13 　6  1 全 1.04
14 　2  1 0.23
15 　7  1 全 0.98
16 　3  1 全 5.35
17 　7  1  1 村内  1 全 3.84
18 　6  1  1 村内  1 全 3.80
19 　4  1 村内  1 準 2.87
20 　4  1 村内  1 全 3.03
21 　4  1 全 5.89
22 　9  1 村内  1 土蔵全 ナヤ準 8.90
23 　4  1  1 村内  1 全 2.55
24 　3  1 村内  1 1.29
25 　8  1 村内  1 3.41
26 　5  1 7.97
27 　7  1 土蔵準全 ナヤ準全 8.92
28 　7  1 ナヤ準全 2.58
29 　4  1 ナヤ準全 3.36
30 　9  1 2.25
31 　4  1 ▲  1 1.84
32 　5  1 準全 2.40
33 　6  1 土蔵ナヤ全 3.10
34 　2  1  1 ▲  1 全 1.03
35 　5  1 土蔵準 ナヤ全 8.30
36 　5  1  1 ▲  1 ナヤ全 0.92
37 　7  1  1 村内  1 土蔵全 ナヤ準 6.04
38 　7  1 ▲  1 土蔵全 ナヤ全 2.45
39 　1  1 免
40 　9  1 村内  1 全 3.30
41 　6  1 準 6.04
42 　9  1 村内  1 土蔵準全 6.31
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43 　4  1  1 村内  1 全 0.84
44 　4  1 0.52
45 　4  1 土蔵全 ナヤ全 8.17
46 　5  1 土蔵準 ナヤ全 6.21
47 　5  1 ナヤ全 4.93
48 　4 1  1  1 村内  1 全 4.37
49 　2  1 全 0.84
50 　4  1 全 5.02
51 　2  1 全 0.23
52 　8 1 村内  1 全 5.25
53 　6  1 土蔵準 ナヤ全 4.87
54 　4  1 村内  1 ナヤ全 3.54
55 　7  1 村内  1 土蔵全 ナヤ準 8.54
56 　7  1 ナヤ準 3.88
57 　7  1 村内  1 ナヤ準 免
58  10  1 4.52
59 　7  1 ナヤ全 1.66
60 　3  1 土蔵準 ナヤ全 8.00
61 　3  1 ナヤ全 課税セズ
62 　6  1 ナヤ全 課税セズ
63 　4  1 村内  1 ナヤ全 課税セズ
64 　3  1 ナヤ全 0.30
65 　7 1 村内  1 村内  1 土蔵準 ナヤ全 4.20
66 　4  1 ヘヤ準 ナヤ全 6.45
67 　7  1 村内  1 全 9.28
68 　9  1 村内  1 準 4.59
69 　6  1 村内  1 土蔵準 ナヤ全 6.17
70 　9  1 村内  1 全 2.58
71 　7  1 準 3.34
72 　8 1  1  1 村内  1 6.15
73 　1  1 土蔵全 ナヤ準 免
74 　5  1 村内 1 土蔵準 ナヤ準
75 　3 1
76  10 1  2 村内 1 土蔵全 ナヤ準
77 　5  1 村内 1
78 　8  1  1 村内  1 全
79 　5  1  1 村内  1 一準 一全
80 　3  1 未
81 　3  1 村内  1 準 課税セズ
82 　1  1 村内  1 全 免
83 　1  1 ▲ 1
合計 431 7 3 23 37 50 30 3

田町村人負傷者鉱山坑夫三十九才浜坂町人一軽村内
※負傷者がある上で、場所が無記載のものを▲とした。
　「郡役所ヨリ写シタル ( 役場ノ ) 調書ノ写」より作成
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うち無傷であった住宅は皆無である。80 戸がほぼ全潰であ

り、表 3とは家屋の戸数は異なるが、報告されている被害の

程度は同一といえよう。また表 4では附属建物として土蔵と

納屋の被害について報告されている。田結において火災は発

生せず、焼失による被害は免れたが全戸とも家屋倒潰の被害

に遭い、また死傷者はほぼ村内から出ている。決して他の地

域に比べて被害の程度が軽かったわけではない。

　表 5は 5 月 30 日付の警察官による報告書から作成した被

害者数である。これによると 5月 24 日に死亡者は 7人と記

載され、表 3・表 4と比較して死亡者数は人数が一致してい

る。重傷者、軽傷者の人数については異なるが、これは報告

を上げる立場の者によって、重軽傷と断定する際の尺度が異

なるためではないかとも考えられる。どの程度を重傷者、軽

傷者とするのか、調査主体が異なる等の原因で統一した基準

がないためばらつきが出るのではなかろうか。そうすると表

3・表 4・表 5 を合わせて考え、重傷者は最低でも 8人、軽

傷者は 37 人いたということになる。死亡者を含めると、人

口の約 1割からそれ以上が何らかの負傷をしたことになろ

う。表から田結では総戸数・総人口に対して被災戸数・被災

人口の割合が大きいといえる。震源地付近の物的・人的被害の甚大さは表 3～5 の数字にあら

われている。

　さて、上記で扱った「田結村文書」について、表 3に用いた「大震災火災被害調」は港村を

作成者としていたが、他の調書は作成者が「城崎郡港村田結」であるか、作成者を明記しては

いなくとも内容は田結についての報告のみであるため、作成された経緯が異なることが考えら

れる。前者の「大震災火災被害調」は津居山湾一帯である城崎郡港村の被害を把握するため、

各村の被害状況を調査または報告させたものであろう。他の田結村内の調査、特に戸別に行わ

れている詳細な調査は田結として把握が必要だと考えられたものではなかろうか。前者と後者

で作成された意図が異なると思われる。

（ 2）　救護に関する調査

　大正 14 年 6 月 6 日役場届出控「罹災救助願人名」は港村長から田結区長に向けて、「今回震

火災ニ因ル罹災者中今後尚当分ノ間救助ヲ必要トスル者ハ更メテ願出シムル事ニ相成候由ニ付

キ別紙ニヨリ其ノ旨願出シメ」一括にて提出するようにとの記載から始まる。その用紙には世

帯主名と職業、家族構成のほかに被害程度や生計困難な理由を記す欄がある。

表 5　被害者数

日　付 分　類 人　数

24 日

死亡  7

重  9

軽 48

25 日
重  9

軽 48

26 日
重  9

軽 50

27 日
重  8

軽 53

28 日
重  8

軽 53

29 日
重  8

軽 55

30 日晩警察官之報告書
又重、軽傷者左記
重 10、
軽 47
各人名詳シク記載ス
外ニ当日●患者石田房吉モ記入
　5月 30 日提出調

（人）
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　これとは別の文書に復興調査委員調による「一、現在家族数　

一、耕作段別　一、現在所持米　一、患者　一、主なる調書従

来及将来ノ収入方法　一、差当必要ナル家具日用品調書」があ

る。これは戸別に記録されている調書であり、一戸につき用紙

が一枚割り当てられ、戸主の名前、家族の男女および大人・子

供の内訳、小学生の有無、自作・小作の段別、所持米の量、患

者と震災で下敷きになった者の有無、職業等の収入方法、被災

後必要とする家具・日用品の項目が設けられている。調書の冒

頭では全戸の家族数を合計して人口を割り出し、他の項目につ

いても合計値を算出している。この調書では田結の人口は先述

の表 2、表 4とは異なり 440 人とされており、震災で建物の下

敷きになった人数が大人の男性は 12 人、女性 23 人、子供の男

性は 11 人、女性 12 人の合計 58 人だと記載されている。人口

等を合計した次ページには仕事種別の一覧が設けられている。

これも各戸ごとの調書から田結住人の従事している職種を抜き

出したもので、表 6はその一覧となる。職業従事者の合計人数

は 216 人だが、兼業をしている者が想定されるため、のべ人数

となる。

　先述したように港村の中でも津居山湾周辺に位置した 5地域

は漁業を行い、田結も明治期には手繰網漁をしていたが，その

一方でこの表は、田結には農業従事者が最も多く、また養蚕業

に就いている者が一定数居たことを示している。表 6によると

大正 14 年時点で漁業に関係に従事している項目は、海草採取

しかみられない。田結は大正時代後期には半農半漁というよ

り、農業に頼るところが大きかったとみられる。そして前節で

取り上げた 6月 3日付被害調査報告によると、農業従事者にとって「田地被害四十五段　畑被

害七町歩」と田畑の被害は大きく、震災後当面の生計を立てる仕事は失われた。なおかつ家屋

も無事なものがないため、多くの住民は当面の避難生活を余儀なくされたであろう。この調書

からは被災した家族の年齢までは判明しないが、死傷者が一家の働き手である場合、その家族

への痛手は相当なものである。震災後に人的被害、家屋被害だけではなく職業や生活に必要な

物品までの戸別記録が行われたことは、そこに対しての救護活動を実施する調査主体の意図が

示される。「田結村文書」の調書内容からは村内の被害状況だけを把握するのではなく、全家

屋倒潰の上、収入源を断たれた罹災民の生活を支えるための救護を見据えていたことがうかが

える。

表 6　職業調べ

仕事種別 人数（人）

農業者  61

養蚕  27

酒造出稼  36

行商  25

海草採取  19

日傭  15

工業  10

製炭業 　6

鉱業 　4

藁細工 　2

役場員 　1

豆腐業 　1

バスケット製 　1

傘業 　1

綿打 　1

集運 　1

組合事務員 　1

常使 　1

縫物仕 　1

小学校職員 　1

僧侶 　1

計 216

（「一、現在家族数　一、耕作
段別 一、現在所持米 一、患
者 一、主なる調書従来及将
来ノ収入方法 一、差当必要
ナル家具日用品」より作成）
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　この各戸ごとの調書は 82 戸分あり、項目の中で特に注目すべき点は収入方法と必要な家

具・日用品についての欄が設けられている。前者について例を上げると「大人　男 3　女 3　

小人　男 2　女 1　小学校生徒　男 0　女 2」の家庭では「農、養蚕、大工、酒造出稼」に従事

しており、記載された仕事がその戸の収入源となっていることが明記されている。この場合、

小人の女性は 1人だが、小学校生徒は 2人になっているため、大人の女性 3人のうちに小学校

生徒に入る者が 1人いると考えられる。何歳を区切りとして、大人・小人としているのかは不

明であるが、他の戸別調査にも同様に、大人として数えられている中に小学校生徒が含まれて

いるケースがみられる。またこの家庭で必要とされた家具や日用品は「大鍋、小鍋」であっ

た。この各戸の人口、所持米、職業、必要な物品の調査と把握は行政などの救護を行う側が、

指針とするものを必要として行ったのではなかろうか。

　例えば、支援物資については大正 14 年 5 月 23 日付で記録が開始された「震災救護事務所手

簿」という記録があり、これは冒頭で行った「田結村文書」の分類で行くと②にあたる。内容

は日誌形式で、震災発生翌日の 5月 24 日から田結には救護班や警察官等が派遣されてきたこ

とが記録されている。それら派遣者、来訪者の記録と共に届けられた慰問袋や救護物資が内訳

に至るまでまで書かれている。6月末頃まで物資の援助は続いたようで、新聞社や青年団のほ

か個人による物資、金銭の支援は末尾に名をあげて記載がある。

　この届けられた物資は分配され、テント等の品は罹災民に貸付けられた。同手簿には例えば

5月 28 日付で慰問品、タオル、鍋（75 個）を「以上ヲ持テ全村ニ分配ス　尚左ノモノニ、右

ノ受取品中ヨリ衣類タオルヲ分配ス」として「第一区　三名　第二区　七名　第三区　八名　

第四区　八名　第五区　二名　第六区　八名　合計三十六名」とある。ここには個人名は記載

されていないが、他の日付でバケツの分配を記した際は何区の誰に渡したのか所属区と氏名が

記されている。

　「田結村文書」の北但馬震災関連の記録は①被害に関する調書、②救助・救護に関する調書

ともに内容が詳細である。これは戸数が限られているため、被災直後の混乱している中でも調

査が可能であったことが大きい。では、これだけ詳細な調査を行った意図だが、①にみられる

各戸の被害及び職業、生活に必要な物資の調書と、②の救護品に関する記録を合せることによ

って罹災民が必要としている物資を把握し、その情報に基いて救護品の供給が試みられた可能

性が考えられまいか。つまり田結では罹災民の需要に合せての救護活動が計画されたというこ

とである。震災直後、田結の家屋がほぼ全戸被害に遭い、田畑への被害も甚大な中で、詳細な

調査を行って記録を残したことには大きな意味があると考える。田結では罹災した住民が必要

とするものを把握し、救護をいきわたらせようとしたのではなかろうか。

（ 3）　産業への影響

　先述した表 6「職業調べ」には養蚕業の従事者が 27 人いたことが記載され、城崎郡が但馬
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の養蚕地帯であったことから田結とって主要な産業であったと考えられる。「田結村文書」

中、④の分類に当たる「震災当時　殊功者報告原稿」には田結で発生した火災がすぐに消火さ

れたことが述べられているが、そこに「当日ハ共シテ飼育セシ稚蚕ヲ分配シタルコトトテ三拾

六戸ハ悉ク多大ノ炭火ヲ用ヒ竹柵・紙類・ 等暖炉ノ付近ニ積ミ重ネタルモノ多カリシナリ　

サレバ僅カ八拾壱戸ノ小村ニ在リナガラ約十一個所ヨリ煤煙ヲ生ジ火難愈、肉薄ス」とあり、

田結の火災が養蚕業に由来するものであったことを伝える。先述のとおり津居山、気比の火災

は養蚕農家から発生したものがあり、震災発生時、港村の養蚕農家では蚕掃き立ての時期に当

たっていた。この蚕掃き立ては種紙についた蚕卵から孵化した毛蚕を掃き集め、蚕座という飼

育場所に移動させることである。

　「田結村文書」の中には、この養蚕農家の被害について何点か記録がみられる。まず江原

（現兵庫県豊岡市日高町）の郡是製糸株式会社の製糸工場に被害提出した調査報告がある。わ

ずか数行の報告書だが、これによると 36 戸あった養蚕家のうち、33 戸が全潰、3戸が半潰で

あり被害を免れた建物はなく、死亡者、重軽傷者という人的被害も発生している。表 7は「養

蚕道具損失見積高」で被害を受けた養蚕に用いる道具を一覧にし、損害額を計上したものであ

る。この表は 1戸あたりの損害額を示し、続きの文にて「現養蚕家三拾五戸　見積代価総計　

七仟八百八円五拾銭」と全戸数での被害を記載している。そのあとに「共有養蚕関係器具」と

して「蒸気消毒 　一建　見積額壱百七拾円　噴霧器一台　蟻量天秤器　二個　煉炭器一台

（三点カ）此見積金計参拾円　共有物見積合計二百円也　養蚕器具総合計八千〇〇八円五拾銭」

表 7　養蚕道具損失見積高

品　物 単　価 数　量 見積代価 備　考

蚕籠    250 250  62,500

   100 300  30,000

棚  2,500   4  10,000

網 大小共    100 300  30,000

桑扱  5,000   1   5,000

暖炉  3,000   2   6,000

貯桑室  1,000   3   3,000

竹細工藁細工共  1,500   3  10,000 叺類含ム

噴霧器 15,000   1  15,000

製蔟器    150 300  45,000

マブシ折器  3,000   1   3,000

寒暖計 ―   3   3,600 寒湿計含ム

計 223,100

合計 223 円 10 銭
（「養蚕具損失見積高 6 月 4 日午後調」より作成）
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とある。被災した養蚕家 35 戸における養蚕器具の被害見積額は 7,808 円 50 銭であり、その他

に共同で用いていた器具の被災見積額が 8,008 円 50 銭で、建造物と仕事に必要な器具の両方

が被災し、養蚕家は多大な被害を受けている。蚕の育成に必要な建造物、器具そして蚕そのも

のを震災で失ったこと、人的被害が発生したことは、田結の養蚕農家にとって大きな痛手であ

ったと思われる。

　震災発生後、被災地には御救恤金や義捐金が分配され、田結でも「御救恤金頒賜要項」によ

って被害の程度によって支払われる額が定められた。その中で恩賜御救恤金、宮家からの下渡

金の使途については浪費をせず、住宅、産業の復興資金に充当するよう注意書きがされてい

る。これらの金銭的な援助が最終的にはどのように分配されたかは判明しないのだが、田結に

おける産業の中で大きな位置を占める養蚕業の復興にも使用された可能性は高い。この養蚕農

家への被害は「北但震災誌」にも報告があり 、港村全体での被害戸数は「147 戸」となって

いる。養蚕業被害に関しては郡単位で把握を行っていることから、田結での調査は港村、また

城崎郡に報告されたのであろう。しかし田結において養蚕業についてのみ詳細な調査記録が残

ることは特筆すべきと考える。養蚕業への打撃は田結の罹災民にとって生活に関る問題であっ

たろう。戸別調査とともに養蚕業の調査は罹災民を主体に考えた調査であったといえるのでは

なかろうか。

Ⅳ　「田結村文書」の資料的価値

　前章で田結では複数回に渡り戸別調査を行い、その情報をいかして救護活動を行ったという

仮説を立てた。複数の文書を突き合わせることで、資料に記載された内容の信用性も高まると

いえよう。こうした戸別での詳細な調査については北但馬震災の被災地である豊岡町、城崎町

には記録が残されていない。豊岡町においては、字ごとの戸数被害などは記録されているた

め 、職業や所持米までは把握しなくとも、建物被害と人的被害は字ごとにわけ、戸別調査が

行われた可能性はある。「田結村文書」により被災直後のひとつの地域でミクロ単位の調査が

行われたことが明らかになり、またその調査結果は被害の把握だけでなく、罹災者への救護を

行うために用いられた可能性が出てきた。「田結村文書」には被害調査の手法とその結果を用

いた救護活動という段取りがみられるのである。またこれにより北但馬震災、ひいては同時代

に発生した震災について、全体での被害数しか記録されていなくとも、郡や町、村として報

告・発表される以前にミクロ単位での調査が行われてきたのではないかという推測が成り立

つ。字や村単位での報告を集約して被害の全体数を出していると考えることが現実的であるた

め、これまで検討されなかっただけで、田結のような方法で調査を進めた地域は他にも存在す

るのではなかろうか。

　しかし、「田結村文書」からは震災後の調査方法はみえてくるが、田結の住居などの建造物
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や罹災民の生活に関する復興の記述はない。そのため北但馬震災が田結地域に与えた影響を震

災発生の前後を通して判明させることができない。震災前後の国勢調査をみると、震災前は大

正 9年 10 月、震災後は震災発生と同年の大正 14 年 10 月に実施されている。田結だけの記録

はないため港村の項目を確認すると大正 9年は「世帯数 805、人口 3920人 」であり、大正

14 年は「世帯数 814、人口 4042人 」と震災で人口に劇的に変化が起こったわけではない。

国勢調査のため戸数はわからないが、震災被害の大きい港村から他の地域へ避難するなどの人

の移動は起こっていない。ここから復興の状況がみえるわけではないが、5月に震災が発生

し、その後バラックの建設などを経て罹災民は生活を始めている。10 月段階の被災地はまだ

震災前の生活には戻ることができておらず、国勢調査実施の段階は避難生活をしつつ復興計画

を進めていた時期と考えられる。

　またこれまでの震災研究では罹災民に対し、義捐金の配布や物資の援助が行われ、分配の基

準が示されても、実際にどれほど効果があったのかは判然としなかった。「田結村文書」につ

いても義捐金による生活再建や復興過程まではみえてはこないが、救護する側が罹災民の被災

状況に寄り添い、必要とされる援助を行おうとする姿勢が垣間見える。この点が「田結村文

書」の特徴であり、これまでと異なった性質をもつ震災関係資料といえよう。

Ⅴ　おわりに

　本稿では北但馬震災について「田結村文書」に記載された情報を整理し、その特性をみてき

た。その結果、以下のことが明らかとなった。

① 　震災後に戸別での被害調査を行い、救護を行う側は罹災民が必要とした物資類を把握して

いた。また支援物資についても詳細な記録があり、両方の資料を突き合わせて考えること

で、罹災民の需要に合わせて、救護活動が行われた可能性が考えられる。

② 　田結、また港村や城崎郡にとって主要な産業であった養蚕業について、詳細な調査を行っ

ている。養蚕業への打撃は罹災民にとって、生活に密接にかかわる大きな問題であったため

と考えられる。

③ 　これまで震災誌などには被害調査の結果は明記されていても、その方法には言及されてこ

なかった。「田結村文書」からはミクロ単位での調査を記録の内容ごとに複数回行っていた

ことが判明した。数種類の文書を突き合わせることで、資料に記載された内容の信用性も高

まると考える。またこうしたミクロ単位の調査を、同時代には他の町村でも行っていた可能

性が出てきた。むしろミクロ単位で行った調査をもとに、全体被害を把握したと考えられよ

う。

　以上のことから、大正 14 年北但馬震災の発生時にいかなる方法で被害の調査を行っていた

のか、「田結村文書」をみることでその一端が判明した。問題は、先述したように「田結村文
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書」からは震災後の調査方法は読み取れるが、村内や罹災民の復興については記録がなく、そ

のため震災前、震災直後と復興後の状況を比較ができないことである。となれば田結を含めた

港村全域、あるいは豊岡町、城崎町の資料を突き合わせるなど、視点を変える必要があろう。

「田結村文書」は但馬地方の一地域における震災後の調査方法を判明させたが、今後は田結で

行われた詳細な調査がどのように復興にむけて活用されたのか、検討を行うことが課題であ

る。
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写真「田結村から対岸一里の津居山を望む」は『但馬丹後　大震災寫眞画報』大阪朝日新聞社　
1925 年より転載
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は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
一
一
三
三
│
一
二
一
二
、
以
下
、
全
て
の
尊
称
略
）
は
、
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
勧
め
た
源
信
（
九
四
二
│
一
○
一
七
）
の
著
作
で
あ
る
『
往
生
要

集
』
を
契
機
と
し
て
浄
土
門
に
帰
入
し
た
と
い
う
。『
往
生
要
集
』
は
浄
土
宗
に

と
っ
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
思
想
や
『
往
生
要
集
』
に
基

づ
く
教
義
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
に
お
け
る
研
究
状
況
は
必
ず
し
も
優
先
度
の
高

い
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
往
生
要
集
』
の
説
示
は
法

然
の
思
想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。

　

浄
土
宗
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
註
釈
書
と
し
て
、
ま
ず
、
法
然
の
四
つ
の

著
作
が
現
存
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
四
つ
相
互
の
比
較
や
他
の
法
然

(

1 (

(

2 (

法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化

│
│
菩
提
心
を
め
ぐ
っ
て
│
│

下

端

啓

介

論　

文
　

良
忠
の
作
と
さ
れ
る
『
往
生
要
集
義
記
』
で
は
随
所
に
法
然
の
言
葉
が
引

用
さ
れ
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
そ
の
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
の
言
葉
や
釈
書
を
引
用
し
た
箇
所
に
関
し
て
は

様
々
な
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
文
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
検
討
で
は
『
往
生
要
集

義
記
』
に
お
い
て
、
法
然
の
言
葉
が
直
接
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の

意
味
内
容
か
ら
法
然
の
解
釈
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
取
り

挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
『
往
生
要
集
』
の
「
作
願
門
」
及
び
「
惣
結
要
行
」
に

お
け
る
菩
提
心
を
解
説
す
る
際
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
を
踏
ま
え
て

そ
の
立
場
を
補
足
す
る
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
然

の
『
往
生
要
集
』
解
釈
を
継
承
し
、
深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。『
往
生
要
集
義
記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法
然
法
語

の
引
用
が
な
い
箇
所
を
も
考
慮
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

良
忠
、
法
然
、『
往
生
要
集
義
記
』、『
往
生
要
集
』、
菩
提
心

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一



遺
文
と
の
対
比
か
ら
、
こ
れ
ら
四
釈
書
が
法
然
の
思
想
変
遷
の
中
、
ど
の
段
階
に

位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
或
は
四
釈
書
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
成
立
し
た
か
と
い
っ

た
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
他
の
注
釈
書
と
し
て
は
、
浄
土
宗
三
祖
の
良
忠

（
一
一
九
九
│
一
二
八
七
）
の
作
と
さ
れ
る
『
往
生
要
集
義
記
』（
以
下
、『
義
記
』

と
略
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
義
記
』
は
『
往
生
要
集
』
の
文
言
に
対
し
て
項
目
毎

に
順
次
解
説
を
施
す
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
著
者
の
博
覧
強
記
を
以
て
浄

土
教
の
み
な
ら
ず
通
仏
教
的
な
用
語
に
つ
い
て
も
細
か
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
教

義
に
関
す
る
解
説
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
法
然
の
『
往
生
要
集
釈
』
か
ら
長
文
を

引
用
し
て
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
と
も
い
え
る
説
示
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
随

所
に
法
然
の
言
葉
の
引
用
が
見
ら
れ
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
『
義
記
』

の
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
義
記
』
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
、
法
然
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
が
主

と
し
て
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
大
谷
旭
雄
氏
の
研
究
で
は
、
少
な
く
と
も
十

九
回
、
法
然
の
釈
書
か
ら
の
引
用
文
が
見
ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
ら
が
法
然
の
四
釈

書
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
と
い
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
南
宏
信
氏

は
、
引
用
文
に
加
え
て
『
往
生
要
集
鈔
』
や
『
義
記
』
諸
本
の
跋
文
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
古
本
『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
四
釈
書
以
外
に
『
往
生
要
集
』
の
註

釈
書
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
那
須
一
雄
氏
は
、
四
釈
書
だ
け
で
な
く
四

釈
書
以
外
の
引
用
で
法
然
に
触
れ
て
い
る
箇
所
を
も
検
討
し
、
良
忠
の
『
往
生
要

集
』
理
解
を
論
じ
て
い
る
。
法
然
の
言
葉
や
釈
書
を
引
用
し
た
箇
所
に
関
し
て
は

様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
文
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
検
討
で
は
『
義
記
』
か
ら
良
忠
に
よ
る
『
往
生
要
集
』
の
理
解
を
見

て
い
き
、
直
接
の
法
然
の
引
用
文
は
な
く
法
然
の
言
葉
が
文
言
上
で
は
見
ら
れ
ず

と
も
、
そ
の
意
味
内
容
か
ら
法
然
の
解
釈
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所

を
取
り
挙
げ
る
。『
義
記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
そ
の
よ
う
な
箇
所
も
含
め
て

十
分
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
は
、
二
例
で
あ

る
が
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
『
義
記
』
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
を

目
指
す
。

　

以
下
で
は
、
用
例
毎
に
、
ま
ず
『
往
生
要
集
』
の
箇
所
を
挙
げ
、
次
に
そ
れ
に

対
す
る
法
然
の
解
釈
を
示
し
、
そ
の
後
に
『
義
記
』
の
説
示
を
述
べ
て
い
く
。

第
一
章
、「
作
願
門
」
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

第
一
節
、『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
説
示

　
『
往
生
要
集
』
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
の
冒
頭
で
は
曇
鸞
（
四
七

六
│
五
四
二
）
の
『
往
生
論
註
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

發
菩
提
心
ト

者
正
是
願
作
佛
ノ

心
ナ
リ

。

　

す
な
わ
ち
発
菩
提
心
は
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
で
あ
る
と
し
、
以
降
、
菩
提
心

に
つ
い
て
説
き
明
か
し
て
い
く
。

一
ニ
ハ

明
シ

菩
提
心
ノ

行
相
ヲ

、
二
ニ
ハ

明
シ

利
益
ヲ

、
三
ニ
ハ

料
簡
ナ
リ

。
初
ニ

行
相
ト

者
、
總
シ
テ

謂
ハ
ハ

之
ヲ

願
作
佛
ノ

心
ナ
リ

。
亦
名
ク

上
求
菩
提
下
化
衆
生
ノ

心
ト

。
別
シ

テ

謂
ハ
ハ

之
ヲ

四
弘
誓
願
ナ
リ

。
此
レ
ニ

有
リ

二
種
。
一
ニ
ハ

縁
ス
ル

事
ヲ

四
弘
願
ハ

、
是
即

衆
生
縁
ノ

慈
ナ
リ

。
或
ハ

復
法
縁
ノ

慈
也
。
二
ニ
ハ

縁
ス
ル

理
ヲ

四
弘
、
是
レ

無
縁
ノ

慈
悲

也
。

　

つ
ま
り
、
菩
提
心
に
つ
い
て
そ
の
「
行
相
（
有
り
様
）」、「
利
益
」、
そ
し
て

「
問
答
」
を
説
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
菩
提
心
の
「
行
相
」
に
は
縁

(

3 (

(

4 (

(

5 (

(

6 (

(

7 (

(

8 (

(

9 (

(

10(

(

11(

(
12(

法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化
（
下
端
啓
介
）

二



事
の
四
弘
誓
願
と
縁
理
の
四
弘
誓
願
の
二
つ
が
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
縁
事
の
四
弘

誓
願
と
は
、
衆
生
に
対
し
て
起
こ
す
慈
で
あ
り
、
或
は
真
実
の
こ
と
わ
り
を
縁
と

し
て
起
こ
す
慈
で
あ
る
。
ま
た
、
一
に
は
衆
生
無
辺
誓
願
度
、
二
に
は
煩
悩
無
辺

誓
願
断
、
三
に
は
法
門
無
尽
誓
願
知
、
四
に
は
無
上
菩
提
誓
願
証
と
も
説
か
れ

る
。
次
に
縁
理
の
四
弘
誓
願
と
は
、
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
慈
悲
で
あ
り
、
ま

た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
真
如
・
法
性
を
本
質
と
し
て
お
り
有
・
無
や
垢
・
浄
と
い

っ
た
二
辺
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
発
す
菩
提
心
と
も
説
か
れ
る
。

　
「
作
願
門
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
縁
事
の
四
弘
誓
願
、
縁
理
の
四
弘
誓
願
の

中
、
後
者
の
優
位
性
を
認
め
る
文
言
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
縁
理
の
四

弘
誓
願
を
説
く
中
で
は
、

是
ヲ

名
ク

順
理
ノ

發
心
ト

。
是
レ

最
上
ノ

菩
提
心
ナ
リ

。

と
、
縁
理
の
四
弘
誓
願
を
順
理
の
発
心
と
名
付
け
、
最
上
の
菩
提
心
と
す
る
の
で

あ
る
。
他
の
例
と
し
て
、
縁
事
・
縁
理
の
四
弘
誓
願
を
説
き
明
か
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
説
か
れ
る
。

問
。
於
何
ン
ノ

法
中
ニ

、
求
ル
ヤ

無
上
道
ヲ

。
答
。
此
ニ

有
リ

利
鈍
二
ノ

差
別
。

　

す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
教
え
に
お
い
て
さ
と
り
を
求
め
る
の
が
よ
い
か
問

い
、
そ
の
答
で
は
機
根
の
勝
れ
た
者
と
劣
っ
た
者
に
対
す
る
二
種
類
の
教
え
が
あ

る
と
す
る
。
こ
の
問
答
の
後
、『
大
智
度
論
』
等
の
経
論
を
引
用
し
て
菩
提
心
を

説
く
例
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
ま
と
め
と
し
て
割
注
に

已
上
六
文
、
是
利
根
人
菩
提
心
耳

と
、
こ
れ
以
前
に
説
い
た
の
は
機
根
の
勝
れ
た
者
の
菩
提
心
で
あ
る
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菩
提
心
に
二
種
類
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
事
の
菩
提
心
を
説

か
ず
に
理
の
菩
提
心
を
説
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
利
益
」
の
項
目
に
お
い
て
十

以
上
も
の
例
を
挙
げ
て
発
菩
提
心
の
利
益
を
説
い
た
後
、
問
答
を
設
け
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

問
。
縁
事
ノ

誓
願
モ

亦
有
リ
ヤ

勝
利
耶
。
答
。
雖
ト
モ

不
如
ナ
ラ

縁
理
ノ

、
此
レ

亦

有
リ

勝
利
。

　

こ
れ
は
、
縁
事
の
四
弘
誓
願
に
も
勝
れ
た
利
益
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
よ
り
前
に
説
か
れ
た
数
々
の
菩
提
心
の
利
益
は
縁
理
の
四
弘

誓
願
に
つ
い
て
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
答
え
に
お
い
て
は
、
縁

理
の
四
弘
誓
願
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
縁
事
の
四
弘
誓
願
に
も
利
益
は
あ
る
と

説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
往
生
要
集
』
で
は
明
ら
か
に
縁
理
の
四
弘
誓

願
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
節
、
法
然
の
菩
提
心
解
釈

　

法
然
は
四
釈
書
の
中
、『
往
生
要
集
釈
』
や
『
往
生
要
集
詮
要
』、『
往
生
要
集

料
簡
』
に
共
通
し
て
説
か
れ
る
説
示
の
中
で
菩
提
心
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

そ
の
説
示
と
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」
に
つ
い

て
の
解
釈
で
あ
り
、
林
田
康
順
氏
の
論
で
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
惣
結
要
行
」
と
は
、
次
章
で
詳
説
す
る
が
、「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に

対
し
て
、
①
大
菩
提
心
と
②
三
業
を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤

常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
⑦
願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い

う
七
法
を
答
え
る
も
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
釈
』
の
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
で
は

次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

就
菩
提
心
、
有
事
、
有
理
。
文
ノ

中
ニ

雖
未
タ

簡
ハ

之
ヲ

、
若
シ

例
セ
ハ

念

佛
ニ

、
且
以
テ

事
ヲ

爲
往
生
ノ

要
ト

也
。
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つ
ま
り
、
菩
提
心
に
は
事
と
理
の
菩
提
心
が
あ
り
、『
往
生
要
集
』
の
中
で
は

事
と
理
の
菩
提
心
の
ど
ち
ら
を
往
生
の
要
と
す
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、

念
仏
に
準
ず
る
と
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
念
仏
に
つ
い
て
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

於
テ

念
佛
ノ

行
ニ

、
又
有
觀
想
、
有
稱
名
。
於
テ
ハ

二
行
ノ

中
ニ

、
稱
名
ヲ

爲
要

ト

。
故
ニ

次
ノ

答
ノ

中
ニ

「
稱
念
佛
ハ

是
レ

行-

善
ナ
リ
ト

也
。」〈
云
云
〉
以
之
ヲ

往
生

要
集
ノ

意
ロ

、
以
稱
念
佛
ヲ

爲
ス
ル

往
生
ノ

至
要
ト

也
。

　

す
な
わ
ち
、
念
仏
行
に
は
観
想
念
仏
と
称
名
念
仏
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
称
名

念
仏
を
往
生
の
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
往
生
要

集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」
に
説
か
れ
る
文
言
を
引
用
す
る
。
そ

の
文
言
と
は
、
仏
を
称
念
す
る
こ
と
は
行
善
す
な
わ
ち
積
極
的
な
作
善
だ
と
す
る

文
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
称
念
仏
」
は
観
想
念
仏
で
は
な
く
称
名
念
仏
だ
と
法
然

は
捉
え
る
。
凡
夫
の
往
生
を
目
指
す
法
然
が
観
想
念
仏
で
は
な
く
称
名
念
仏
を
往

生
の
要
だ
と
解
釈
す
る
の
は
、
単
に
道
理
と
し
て
凡
夫
に
と
っ
て
観
想
念
仏
が
修

し
難
く
称
名
念
仏
が
修
し
易
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、『
往
生
要
集
』

の
文
言
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
称
名
念
仏
を
勧

め
る
説
示
は
こ
の
他
に
も
見
ら
れ
、
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
観
察
門
」
で
は
、

観
想
念
仏
と
称
名
念
仏
を
説
い
た
上
で

若
有
ラ
ハ

不
堪
觀
念
ス
ル
ニ

相
好
ヲ

、
或
依
リ

歸
命
ノ

想
ニ

或
依
リ

引
攝
ノ

想
ニ

或
依
テ

往
生
ノ

想
ニ

、
應
ニ

一
心
ニ

稱
念
ス

。

と
観
想
念
仏
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
の
た
め
に
称
名
念
仏
を
説
く
。
さ
ら
に
大
文
第

八
念
仏
証
拠
で
は

男
女
貴
賤
、
不
簡
ハ

行
住
坐
臥
ヲ

、
不
シ
テ

論
セ

時
處
諸
縁
ヲ

、
修
ル
ニ

之
不
難
カ

ラ

、
乃
至
臨
終
ニ

願
求
ス
ル
ニ

往
生
ヲ

得
ル
コ
ト

其
ノ

便
宜
ヲ

不
如
カ

念
佛
ニ

。

と
称
名
念
仏
は
ど
の
よ
う
な
機
根
・
状
況
・
条
件
で
も
修
す
る
こ
と
が
で
き
、
臨

終
に
お
い
て
も
往
生
を
求
め
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
し
て
称
名
念
仏
を
勧
め
る
。

こ
の
よ
う
に
称
名
念
仏
に
つ
い
て
『
往
生
要
集
』
で
は
、
往
生
の
要
だ
と
言
え
る

根
拠
が
種
々
に
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
菩
提
心
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
事
の
菩
提
心
と
理
の
菩

提
心
の
中
、
ど
ち
ら
が
往
生
の
要
で
あ
る
か
と
い
う
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、『
往
生
要
集
』
の
文
脈
上
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
凡
夫
の
往
生
を
基
本
的
立
場
と
す
る
法
然
に
と
っ
て
、
機
根
の
劣
っ
た
者

の
往
生
の
た
め
に
は
、
理
の
菩
提
心
と
い
っ
た
高
度
な
行
よ
り
も
易
行
で
あ
る
事

の
菩
提
心
の
方
を
往
生
の
要
と
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
然
は

「
念
仏
に
例
せ
ば
」
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
文
言
に
依
ら
ず
、
易
行
で
あ
る
称

名
念
仏
を
往
生
の
要
と
す
る
の
に
準
じ
て
、
事
の
菩
提
心
（
縁
事
の
四
弘
誓
願
）

を
往
生
の
要
だ
と
解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
は
、
凡
夫
に
適
し
た
易
行
で

あ
る
称
名
念
仏
を
勧
め
る
と
い
う
自
身
の
立
場
で
『
往
生
要
集
』
を
解
釈
し
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
末
木
文
美
士
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
強
引
」
な
側

面
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
、『
往
生
要
集
義
記
』
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
然
は
事
の
菩
提
心
を
選
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
十
全
の

論
理
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
義
記
』
に
お
け
る
「
作
願
門
」
の
解

説
で
は
、
次
の
よ
う
に
問
答
を
設
け
る
。

問
。
上
ニ
ハ

標
ス

縁
理
・
縁
事
ト

。
今
何
ソ

委
ク
シ
テ

縁
理
之
相
ヲ

、
不
ル

委
セ

縁
事
ヲ

(
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法
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介
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耶
。
答
。
從
テ

勝
ニ

委
釋
ス
ル

也
。
難
シ
テ

云
、
序
ニ
ハ

云
ヒ

如
予
頑
魯
者
豈
敢
ト

、
觀

察
門
ノ

初
ニ
ハ

云
フ

初
心
行
者
不
堪
深
奧
ト

。
尤
モ

釋
シ
テ

縁
事
ヲ

可
被
ル

初
心
ニ

。
何

ソ

念
佛
ハ

勸
メ

事
ヲ

菩
提
心
ハ

先
ニ
ス
ル
ヤ

理
ヲ

。
答
。
縁
事
ハ

易
シ

解
シ

。
故
ニ

不
設
ケ

廣

釋
ヲ

、
縁
理
ハ

難
キ

解
シ

故
ニ

、
設
ル

委
釋
ヲ

也
。
或
ハ

若
シ

論
レ
ハ

法
ヲ

、
理
ハ

勝
レ

事
ハ

劣
ル

。
故
ニ

理
ヲ

可
シ

爲
本
意
ト

。
若
シ

約
セ
ハ

下
機
ニ

、
縁
事
ヲ

可
爲
本
意
ト

。

順
カ

機
ニ

故
ニ

。
兩
所
ノ

釋
約
シ
テ

二
機
ニ

影
略
互
顯
ス
ル

也
。

　

こ
こ
で
は
『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
理
の
菩
提
心
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
問
い
、
理
の
菩
提
心
の
方
が
事
の
菩
提
心
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
答
え
る
が
、
そ
れ
で
は
、
源
信
の
菩
提
心
に
対
す
る
態
度
は
、
念
仏
に
対

す
る
態
度
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
非
難
す
る
。
つ
ま
り
、『
往
生
要

集
』
の
序
文
で
は
「
如
キ

予
カ

頑
魯
之
者
豈
敢
セ
ン
ヤ

」
と
述
べ
、
ま
た
大
文
第
四
正

修
念
仏
の
「
観
察
門
」
の
初
め
に
は
「
初
心
ノ

觀
行
ハ

不
堪
深
奥
ニ

」
と
説
い
て

お
り
、
源
信
は
勝
劣
で
は
な
く
難
易
と
い
う
観
点
か
ら
、
易
行
を
勧
め
る
立
場
で

あ
り
、
念
仏
に
つ
い
て
は
理
観
で
は
な
く
事
観
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
る
と
、
当
然
、
易
行
で
あ
る
事
の
菩
提
心
を
解
釈
し
て
初
心
の
行
者
の
た
め
に

説
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
往
生
要
集
』
で
は
、
菩
提
心
に
つ
い
て
は

事
で
な
く
理
の
菩
提
心
を
優
先
さ
せ
て
詳
し
く
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の

か
と
問
う
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
と
し
て
、
縁
事
の
菩
提
心
は
理
解
し
易
く
縁
理

の
菩
提
心
は
理
解
し
難
い
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
ま
た
或
は
、
教
え
の
勝
劣
と
い
う

観
点
で
解
釈
す
る
と
、
理
の
菩
提
心
は
勝
れ
て
い
る
故
に
本
意
と
し
て
説
き
、
往

生
す
る
機
根
と
い
う
観
点
で
解
釈
す
る
と
、
事
の
菩
提
心
は
機
根
の
劣
っ
た
者
に

適
う
故
に
本
意
と
し
て
説
く
の
だ
と
す
る
。
上
根
下
機
各
々
に
対
す
る
教
え
の
適

否
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
解
釈
が
互
い
に
補
完
し
合
う
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、
念
仏
に
関
し
て
易
行
で
あ
る
事
観
を
勧
め
る
の
に
合
わ
せ
て
、
菩
提

心
に
関
し
て
も
理
で
は
な
く
事
の
菩
提
心
を
勧
め
る
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
を
述
べ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
事
の
菩
提
心
は
機
根
の
劣
っ
た
者
の
往
生
の
た
め
の
行
だ

と
論
じ
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
易
行
で
あ
る
称
名
念
仏
を
選
ぶ
の
に
準
じ
て

理
の
菩
提
心
で
は
な
く
事
の
菩
提
心
を
選
ぶ
と
い
う
の
は
法
然
の
「
惣
結
要
行
Ｂ

釈
」
の
説
で
あ
り
、『
義
記
』
の
こ
の
解
説
は
法
然
の
菩
提
心
に
対
す
る
解
釈
と

同
じ
論
理
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
法
然
の
解
釈
で
は
『
往
生
要
集
』

の
文
脈
に
依
ら
ず
に
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
だ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
で
は
何

故
、『
往
生
要
集
』
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
が
明
確
で

は
な
か
っ
た
。『
義
記
』
に
お
け
る
こ
の
説
示
は
、『
往
生
要
集
』
で
説
か
れ
る
菩

提
心
に
つ
い
て
、
事
の
菩
提
心
が
凡
夫
の
往
生
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、
理
の
菩
提
心
が
優
先
し
て
説
か
れ
る
理
由
を
補
足
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
法
然
の
解
釈
を
念
頭
に
お
い
て
法
然
の
説
示
に
合
わ
せ
た
解
説
を
行
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
義
記
』
に
お
け
る
本
説
示
は
、
法
然
の
言
葉
を
直
接
引

用
し
て
い
な
い
が
法
然
の
解
釈
と
合
致
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
法
然
の
『
往
生

要
集
』
解
釈
が
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

第
二
章
、「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

第
一
節
、『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
説
示

　
「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
の
大
文
第
五
助
念
方
法
に
お
い
て
説
か
れ
る

説
示
で
、
以
下
の
よ
う
に
「
往
生
の
要
」
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
説
く
も
の
で
あ

(
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る
。

問
。
上
ノ

諸
門
ノ

中
ニ

所
陳
ル

既
多
ケ
レ
ト
モ

、
未
知
ラ

何
ン
ノ

業
カ

爲
ル
コ
ト
ヲ

往
生
ノ

要
ト

。
答
。
大
菩
提
心
ト

、
護
ル
ト

三
業
ヲ

、
深
ク

信
シ

、
至
シ
テ

誠
、
常
ニ

念
セ
ハ

佛
、

隨
ヒ

願
、
決
定
シ
テ

生
セ
ン

極
樂
ニ

。

　

す
な
わ
ち
、「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
①
大
菩
提
心
と
②

三
業
を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば

⑦
願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
七
法
を
答
え
る
の
で
あ

る
。

第
二
節
、
法
然
の
「
惣
結
要
行
」
解
釈

　

法
然
は
「
惣
結
要
行
」
に
関
し
て
、
四
釈
書
に
お
い
て
二
通
り
の
解
釈
を
述
べ

て
い
る
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、『
往
生
要
集
釈
』
に
説
か
れ
る
「
略
」
の
解
釈
で
あ
り
、
先

に
挙
げ
た
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
区
別
し
て
林
田
氏
は
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
七
法
は

『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、『
往
生
要
集
釈
』
で
以
下

の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

云
フ

大
菩
提
心
、
護
三
業
、
深
信
、
至
誠
、
常
、
念
佛
、
隨
願
、
決
定
往
生

極
樂
ト

。
此
レ

尚
ヲ

准
シ
テ

問
ニ

雖
尋
ト

要
否
ヲ

、
是
レ

且
ク

助
念
門
ノ

意
ナ
リ

也
。
非

此
ノ

集
ノ

正
意
ニ
ハ

也
。
問
。
何
ヲ

以
テ
カ

得
タ
ル

知
コ
ト

、
非
ト
ハ

正
意
ニ

乎
。
答
。
止
惡

修
善
ノ

中
ニ

云
ク

、「
問
。
念
佛
ス
レ
ハ

且
ク 

ミ

自
滅
罪
、
何
ソ

必
シ
モ

堅
ク

持
セ
ン

戒
ヲ

。

答
。
一
心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
セ
ム
ル

。
然
ニ

盡-

日
ニ

念
佛
シ
テ

閑
ニ

檢
ル
ニ

其
ノ

實
ヲ

、
淨
心
ハ

是
レ

一
兩
、
其
ノ

餘
ハ

皆
ナ

濁-

亂
ナ
リ

。
乃
至
是
ノ

故
ニ

要
ス

當
ニヘ

シ

精

進
ニ

持
テ

淨
戒
ヲ

猶
如
ク
ス

護
ル
カ

明
珠
。」
故-

ニ

知
ヌ

、
如-

説
ニ

念
佛
セ
ハ

必
シ
モ

不

可
具
持
戒
等
ヲ

。
以
此
ヲ

言
フ
ナ
リ

略
ト

也
。

　
『
往
生
要
集
』
で
は
「
往
生
の
要
」
に
つ
い
て
①
大
菩
提
心
と
、
②
三
業
を
護

る
こ
と
と
、
③
深
く
信
じ
、
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
、
⑦

願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に
応
じ
て
と
り
あ
え
ず
こ
の
七
法
を
選
ん
で
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
助
念
門
の
意
図
で
あ
っ
て
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で

は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
理
由
に
つ
い
て
一
心

に
念
仏
す
れ
ば
罪
を
滅
す
る
と
い
う
『
往
生
要
集
』
の
「
止
悪
修
善
」
の
文
言
を

引
用
し
、
持
戒
等
は
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
法
然
の
「
惣
結
要
行
」
に
関
す
る
二
つ
目
の
解
釈
は
、
前
章
に
お
い
て

既
に
述
べ
た
が
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、

『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
七
法
は
『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
あ

る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、『
往
生
要
集
釈
』
で
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

先
ツ

發
シ

縁
事
ノ

大
菩
提
心
ヲ

、
次
ニ

持
テ

十
重
ノ

木

、
以
テ

深
信
ト

至
誠
ト
ヲ

、
常
ニ

稱
シ

彌
陀
ノ

名
號
ヲ

、
隨
テ

願
ニ

、
決
定
シ
テ

得
ヘ
シ

往
生
ヲ

。
是-

レ

則
此
ノ

集
ノ

正
意
ナ
リ

也
。

　

つ
ま
り
、
先
の
「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
と
正
反
対
の
説
示
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
往
生
要
集
釈
』
に
は
相
反
す
る
二
つ
の
「
惣
結
要
行
」

に
関
す
る
解
釈
が
説
か
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
、『
往
生
要
集
義
記
』
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈

　

以
上
を
踏
ま
え
て
『
義
記
』
で
は
「
惣
結
要
行
」
を
ど
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い

(
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る
か
検
討
し
よ
う
。『
義
記
』
で
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣

結
要
行
」
を
解
説
す
る
項
目
に
お
い
て
、
上
記
の
二
通
り
の
解
釈
に
対
す
る
良
忠

自
身
の
主
張
は
な
く
以
下
の
よ
う
に
法
然
の
解
釈
の
通
り
だ
と
説
く
の
み
で
あ

る
。

此
段
ノ

料
簡
ハ

如
シ

上
人
ノ

釋
ノ

。

　
『
義
記
』
に
お
い
て
法
然
の
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
を
直
接
引
用
し
た
箇
所
は
な

く
、「
上
人
の
釈
」
と
は
次
に
挙
げ
る
引
用
箇
所
の
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」（「
略
」

の
解
釈
）
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
義
記
』
の
冒
頭
で
は
『
往
生
要
集
』

の
題
目
を
「
往
生
」、「
要
」、「
集
」
に
分
け
て
解
説
し
て
お
り
、
そ
の
「
要
」
の

説
示
に
お
い
て
、
法
然
の
解
釈
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

祖
師
ノ

釋
ニ

云
、
付
テ

此
ノ

要
集
ニ

有
リ

廣
略
要
ニ

。
一
ニ

廣
ト

者
、
此
ノ

一
部
三
卷
ニ

有
リ

序
正
流
通
、
厭
離
等
ノ

十
門
、
束
テ

以
テ

名
ク

廣
ト

。
二
ニ

略
ト

者
、
總
結
要
行

ノ

七
法
是
レ

也
。〈
乃
至
〉
此
レ

尚
ホ

準
シ
テ

問
ニ

雖
ト
モ

簡
ト

要
否
ヲ

、
是
レ

且
ク

助
念
門

ノ

意
也
。
非
此
ノ

集
ノ

正
意
ニ
ハ

。
所
以
知
ル

者
、
上
ノ

止
惡
修
善
ノ

中
ニ

云
、

「
問
。
念
佛
セ
ハ

自
ラ

滅
ス

罪
ヲ

、
何
ソ

必
シ
モ

堅
ク

持
戒
セ
ン
ヤ

。
答
。
若
シ

一
心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
ル

。」〈
已
上
〉
故
ニ

知
ヌ

、
如
説
ニ

念
佛
セ
ハ

不
必
ス
シ
モ

可
淫具
ス

持

戒
等
ヲ

矣
。
三
ニ

要
ト

者
、
約
シ
テ

念
佛
ノ

一
行
ニ

勸
進
ス
ル

文
是
レ

也
。
第
四
ニ

正
修

念
佛
門
ノ

中
ノ

觀
察
門
ニ

云
、「
初
心
ノ

觀
行
ハ

不
堪
深
奧
ニ

。〈
乃
至
〉
是
ノ

故
ニ

可
修
ス

色
相
觀
ヲ

。
此
ヲ

分
テ

爲
三
ト

。
一
ニ
ハ

別
相
觀
、
二
ニ
ハ

總
相
觀
、
三
ニ
ハ

雜
略
觀
也
。
隨
テ

意
樂
ニ

應
ニ

用
フ

之
ヲ

。
若
シ

有
ハ

不
ル
コ
ト

堪
觀
念
ス
ル
ニ

相
好
ヲ

、

或
ハ

依
リ

歸
命
想
ニ

、
或
ハ

依
リ

引
接
想
ニ

、
或
ハ

依
テ

往
生
想
ニ

、
應
ニ

一
心
ニ

稱

念
ス

。〈
已
上
意
樂
不
同
故
明
種
種
觀
〉
行
住
坐
臥
、
語
默
作
作
、
常
ニ

以
テ

此
ノ

念
ヲ

在
ヲ
ク
コ
ト

於
胸
中
ニ

、
如
ク
シ

飢
ヘ
テ

念
淫フカ
食
ヲ

、
如
ク
ス
ヘ
シ

渴
シ
テ

追
淫フカ
水
ヲ

。

或
ハ

低
レ

頭
ヲ

擧
ケ

手
ヲ

、
或
ハ

擧
テ

聲
ヲ

稱
名
セ
ヨ

。
外
儀
雖
ト
モ

異
ナ
リ
ト

心
念
ハ

常
ニ

存
シ

テ

念
念
相
續
シ
テ

、
寤
寐
ニ

莫
レ

忘
ル
コ
ト

。」〈
已
上
〉
又
念
佛
證
據
門
ニ

問
テ

云
、

「
一
切
ノ

善
業
ニ

各
有
テ

利
益
各
得
往
生
ヲ

、
何
カ

故
ソ

唯
勸
ル
ヤ

念
佛
ノ

一
門
ヲ

。

答
。
今
勸
ル
コ
ト
ハ

念
佛
ヲ

、
非
是
レ

遮
ル
ニ
ハ

餘
ノ

種
種
ノ

妙
行
ヲ

。
只
是
レ

男
女
貴

賤
、
不
簡
ハ

行
住
坐
臥
ヲ

、
不
論
セ

時
處
諸
縁
ヲ

、
修
ス
ル
ニ

之
ヲ

不
難
カ
ラ

、
乃

至
臨
終
ニ

願
求
ス
ル
ニ

往
生
ヲ

、
得
ル
コ
ト

其
ノ

便
宜
ヲ

不
如
カ

念
佛
ニ

。
故
ニ

木

經
ニ

云
、
難
陀
國
ノ

波
瑠
璃
王
〈
乃
至
〉
其
ノ

餘
ノ

行
法
ハ

因
テ

明
ス
ニ

彼
ノ

法
ノ

種
種
ノ

功

能
ヲ

自
ラ

説
ク

往
生
之
事
ヲ

。
不
如
直
ニ

辨
ス
ル
ニ

往
生
之
要
ヲ

多
ク

云
ニ
ハ

念
佛
ト

。

〈
乃
至
〉
明
ニ

知
ヌ

、
契
經
ニ
ハ

多
ク

以
テ

念
佛
ヲ

爲
ル
コ
ト
ヲ

往
生
ノ

要
ト

。」〈
云
云
〉
私

ニ

云
、
初
問
ノ

意
者
可
シ

唯
勸
ノ

語
ハ

正
ク

指
ス
ナ
ル

上
ノ

觀
察
門
ノ

中
ノ

行
住
坐
臥
等
ノ

文
ヲ

也
。
其
ノ

故
ハ

尋
ル
ニ

一
部
ノ

始
末
ヲ

慇
懃
ノ

勸
進
、
唯
在
リ

觀
察
ノ

一
門
ニ

。
餘

處
ニ
ハ

全
ク

所
不
ル

見
也
。
答
ノ

中
ニ

有
二
義
。
一
ニ

者
難
行
易
行
。〈
云
云
〉
二

ニ

者
少
分
多
分
。〈
云
云
〉
次
ノ

問
答
ノ

中
ニ

有
リ

三
義
。
一
ニ

者
因
明
直
辨
。〈
云

云
〉
二
ニ

者
自
説
不
自
説
。〈
云
云
〉
三
ニ

者
攝
取
不
攝
取
。〈
云
云
〉
後
ノ

問

答
ノ

中
ニ

有
一
義
。
如
來
ノ

隨
機
ト

四
依
ノ

理
盡
ト
ナ
リ

。〈
云
云
〉
是
レ

即
此
集
ノ

本

意
也
ト

可
思
。」〈
已
上
祖
師
釋
〉

　

こ
こ
で
は
、『
往
生
要
集
釈
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
「
広
」・「
略
」・「
要
」
の

解
釈
を
引
用
し
て
、「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な
く
、

念
仏
の
一
行
を
勧
進
す
る
こ
と
が
『
往
生
要
集
』
の
本
意
だ
と
す
る
。
そ
の
根
拠

と
し
て
大
文
第
四
正
修
念
仏
や
大
文
第
八
念
仏
証
拠
の
文
言
を
用
い
て
い
る
。

　
『
義
記
』
で
は
こ
の
後
、「
有
云
」
と
言
い
、
あ
る
者
の
主
張
と
し
て
の
解
釈
を

述
べ
て
そ
れ
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
あ
る
者
の
主
張
と
は
次
の
よ
う
な
解
釈
で
あ

る
。

(

38(

(

39(
(

40(

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七



有
云
、
於
テ

七
法
ノ

中
ニ

猶
除
テ

護
三
業
ヲ

、
以
テ

餘
ノ

六
法
ヲ

爲
要
中
ノ

要
ト

。
即
チ

集
ノ

文
ニ

云
、「
問
。
念
佛
ハ

自
ラ

滅
ス

罪
ヲ

、
何
ソ

必
ス

堅
ク

持
タ
ン

戒
ヲ

。
答
。
若
シ

一

心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
ル

。」〈
云
云
〉
今
云
、
此
レ

亦
不
然
ラ

、
猶
可
シ

除
ク

菩

提
心
ヲ

也
。

　

つ
ま
り
、「
惣
結
要
行
」
に
お
い
て
選
ば
れ
る
七
法
（
①
大
菩
提
心
と
②
三
業

を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
⑦
願

に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
七
法
）
に
関
し
て
、『
往
生
要

集
』
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
「
護
三
業
」
す
な
わ
ち
持
戒
を
除
き
、
持
戒
を
除
い

た
六
法
が
「
要
の
中
の
要
」
だ
と
す
る
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ

の
主
張
は
妥
当
で
は
な
く
、
菩
提
心
も
除
く
べ
き
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

　

こ
こ
で
「
有
云
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
主
張
は
、
上
記
の
法
然
の
引
用
と
同
じ

く
持
戒
の
要
否
を
示
す
『
往
生
要
集
』
の
文
言
を
根
拠
と
す
る
点
か
ら
、
法
然
の

『
往
生
要
集
釈
』
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
主
張
は
法
然
の

「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
に
関
連
し
て
生
じ
得
る
内
容
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、『
義
記
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
法
然
は
、
ま
ず
「
略
」

の
解
釈
に
お
い
て
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な

い
と
し
、
続
く
「
要
」
の
解
釈
に
お
い
て
念
仏
を
勧
進
す
る
こ
と
が
『
往
生
要

集
』
の
本
意
だ
と
す
る
。
こ
の
時
、「
略
」
の
解
釈
で
七
法
が
正
意
で
は
な
い
と

解
釈
す
る
根
拠
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
必
ず
し
も
持
戒
を
修
せ
ず
と
も
一
心
に

念
仏
す
れ
ば
罪
を
滅
す
る
」
と
い
う
説
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
法

然
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
持
戒
に
関
す
る
文
言
の
み
で
あ
り
、「
惣
結

要
行
」
で
選
ば
れ
る
七
法
の
中
に
は
他
に
例
え
ば
菩
提
心
と
い
っ
た
行
も
含
ま
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
『
往
生
要
集
』
の
文
言
が
指
す
の
は
持
戒
の
要
否
の

み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
六
法
に
つ
い
て
法
然
は
根
拠
を
示
し
て
言
及
し
て
い
る
訳

で
な
い
の
で
あ
る
。
法
然
の
解
釈
の
通
り
持
戒
が
往
生
の
必
須
条
件
で
な
い
こ
と

を
示
す
こ
と
に
よ
り
「
七
法
」
は
成
立
し
な
く
な
る
の
だ
が
、
持
戒
以
外
の
六
法

が
往
生
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
そ
れ
故
、『
往
生
要
集
』

の
文
言
に
基
づ
い
て
、
七
法
の
中
の
持
戒
の
み
を
除
く
六
法
が
「
要
中
の
要
」
だ

と
い
う
主
張
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
は
「
略
」
の
解
釈
で
法
然
が
自
身
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
用
い
る

『
往
生
要
集
』
の
文
言
と
同
じ
箇
所
を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
、「
略
」
の
解
釈

は
、「
七
法
が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
と

も
に
、「
持
戒
を
除
く
六
法
が
〈
要
中
の
要
〉
だ
」
と
い
う
主
張
を
も
生
じ
さ
せ

得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
然
は
「
要
」
の
解
釈
に
お
い
て
念
仏
の
一
行

を
勧
め
る
こ
と
が
『
往
生
要
集
』
の
本
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
略
」
の
解
釈
と
「
要
」
の
解
釈
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が

生
じ
る
。『
義
記
』
に
お
け
る
上
記
（「
有
云
」）
の
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論

は
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
消
す
る
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
義
記
』
で
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

故
ニ

祖
師
料
簡
ニ

引
テ

上
ノ

文
ヲ

、
云
ヘ
リ

故
ニ

知
ヌ

、
如
説
ニ

念
佛
セ
ハ

不
必
ス
シ
モ

可
院

具
ス

持
戒
等
ヲ

矣
。〈
已
上
〉
所
ノ

言
「
等
ト

」
者
、
等
取
ス
ル

菩
提
心
ヲ

也
。
何
ヲ

以
テ

得
ル

知
ル
コ
ト
ヲ

。
作
願
門
ニ

云
、「
問
。
若
シ

不
ル

發
願
者
ハ

、
終
ニ

不
ル
ヤ

往
生
セ

耶
。
答
。
諸
師
不
同
ナ
リ

。
有
云
、
九
品
生
ノ

人
皆
發
ス

菩
提
心
ヲ

。〈
云
云
慈
恩

同
之
〉
有
云
、
中
下
品
ハ

但
由
テ

福
分
ニ

生
ス

。
上
品
ハ

具
シ
テ

福
分
ト

道
分
ト
ヲ

生

ス

。〈
云
云
〉
道
分
ト

者
是
レ

菩
提
心
ノ

行
也
。
問
。
如
ク

菩
提
心
ニ

諸
師
ノ

異
解
ア
ル

カ

、
欣
ノ

淨
土
ヲ

心
モ

亦
不
同
ナ
ル

耶
。
答
。
大
菩
提
心
ニ
ハ

雖
ト
モ

有
ト

異
説
、
欣
淨

(
41(

法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化
（
下
端
啓
介
）

八



土
之
願
ハ

九
品
皆
ナ

應
ニ

具
ス

。」〈
已
上
〉
是
レ

除
ク

菩
提
心
ヲ

之
證
也
。

　

つ
ま
り
、
法
然
の
解
釈
で
は
「
持
戒
等
」
が
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
述

べ
て
お
り
、「
等
」
の
語
に
は
菩
提
心
が
含
ま
れ
、
持
戒
と
同
様
に
菩
提
心
も
ま

た
「
往
生
の
要
」
か
ら
除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
往
生
要

集
』
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
に
説
か
れ
る
次
の
よ
う
な
説
示
を
挙
げ

る
。
す
な
わ
ち
、
発
願
し
な
い
者
は
往
生
し
な
い
の
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
諸

師
の
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
と
答
え
る
。
そ
の
例
と
し
て
、『
観
無
量
寿
経
』
の

中
品
・
下
品
の
者
は
福
分
（
世
間
的
な
功
徳
）
に
よ
っ
て
往
生
し
、
上
品
の
者
は

福
分
と
道
分
（
出
世
間
的
な
功
徳
）
を
具
え
て
往
生
す
る
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ

る
。
道
分
と
は
菩
提
心
の
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
品
・
下
品
の
者
の
よ
う
に
、

必
ず
し
も
菩
提
心
の
行
が
な
く
と
も
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
が
、
菩
提
心
を
往
生
の
必
須
条
件
か
ら
除
く
証
拠
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
持
戒
は
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
す
る
『
往
生
要
集
』
の

文
言
を
根
拠
と
し
て
、
法
然
が
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
は
『
往
生
要
集
』
全
体
の

正
意
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
義
記
』
で
は
そ
の
解
釈
に
対

す
る
疑
義
を
解
消
す
る
よ
う
に
、
菩
提
心
も
ま
た
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と

い
う
解
説
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
法
然
の
解
釈
に
対
し
て
、

そ
の
解
釈
を
受
容
し
た
上
で
、
法
然
が
文
言
上
説
い
て
い
な
い
菩
提
心
の
要
否
に

つ
い
て
、
問
答
を
設
け
る
こ
と
で
補
足
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

更
に
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
説
示
か
ら
次
の
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、『
義
記
』
に
お
い
て
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
関
す
る
法

然
の
二
通
り
の
解
釈
の
中
、
そ
の
両
方
を
受
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
法
然
の
二
通
り
の
解
釈
は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
に
お
け
る
菩
提
心
に

つ
い
て
の
『
義
記
』
で
の
解
説
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
の
内
容
を
踏
ま
え
た
説
示

で
あ
っ
た
。
一
方
、
本
節
で
示
し
た
よ
う
に
『
義
記
』
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
る
の

は
「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
な
の
で
あ
る
。

　

法
然
の
二
通
り
の
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈
は
互
い
に
正
反
対
の
主
張
で
あ
っ

て
、
本
来
、
同
一
の
書
物
に
説
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
義

記
』
は
、
そ
の
二
通
り
の
中
、
片
方
の
み
を
受
容
し
て
も
う
片
方
は
完
全
に
排
除

す
る
と
い
っ
た
態
度
を
取
ら
な
い
と
言
え
る
。
冒
頭
で
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
の
立

場
を
説
き
、
そ
れ
に
対
し
て
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
の
解
説
に
お
い

て
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
説
か
れ
る
菩
提
心
の
解
釈
を
説
き
、
大
文
第
五
助
念

方
法
の
「
惣
結
要
行
」
を
解
説
す
る
段
落
で
は
法
然
の
解
釈
の
通
り
だ
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
惣
結
要
行
」
は
往
生
の
た

め
に
は
念
仏
の
他
に
持
戒
や
菩
提
心
等
を
加
え
た
七
法
を
修
す
べ
き
だ
と
説
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、
専
修
念
仏
を
説
く
法
然
に
と
っ
て
、「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
は
ま

さ
に
、『
往
生
要
集
』
と
法
然
が
説
く
念
仏
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
『
往
生
要
集
』
と
法
然
が
説
く

念
仏
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
検
討
で
示
し
た
説
示
を
見
る
限
り

で
は
、「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
菩
提
心
の
解
釈
を
含
む

「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
を
完
全
に
排
除
は
し
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
法

然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
複
雑
さ
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
坂
田
良
弘
氏
が
「
要

集
に
明
か
す
念
佛
は
頗
る
複
雜
で
あ
つ
て
、
そ
の
眞
意
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易

で
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
往
生
要
集
』
の
理
解
も
ま
た
単
純
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
。

　

①
『
往
生
要
集
』
の
「
作
願
門
」
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

が
、『
義
記
』
で
は
そ
の
理
由
を
教
え
の
勝
劣
に
依
る
か
ら
だ
と
し
、
一
方
で
機

根
が
劣
っ
た
者
の
往
生
と
い
う
観
点
で
は
事
の
菩
提
心
を
本
意
と
す
る
の
だ
と
解

説
す
る
。
こ
れ
は
理
と
事
の
菩
提
心
の
中
で
は
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
だ
と
す

る
法
然
の
解
釈
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

②
『
義
記
』
で
は
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
の
中
、
持
戒
だ
け
で
な
く
菩
提
心
も

往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
解
説
す
る
。
こ
の
よ
う
な
解
説
の
背
景
に
は
七
法

が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な
い
と
す
る
法
然
の
解
釈
が
窺
え
る
。

　

上
記
の
箇
所
で
は
法
然
の
直
接
の
引
用
が
な
く
と
も
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解

釈
を
踏
ま
え
て
法
然
の
立
場
を
補
足
し
て
お
り
、
良
忠
が
法
然
の
『
往
生
要
集
』

解
釈
を
継
承
し
そ
の
理
解
を
よ
り
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。『
義

記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
、
こ
の
よ
う
な
直
接
の
引
用
が
な
い
箇
所
に
つ
い
て

も
法
然
の
解
釈
を
考
慮
し
て
い
く
べ
き
だ
と
言
え
る
。

〔
注
〕

坂
田
良
弘
「
往
生
要
集
の
念
仏
」（『
浄
土
学
』
第
二
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
一

九
四
六
年
）
一
三
頁
で
は
「
我
が
宗
學
者
は
、
古
今
を
通
じ
て
此
の
考
察
を
缺
い

て
居
る
、
從
つ
て
惠
心
の
淨
土
學
に
精
通
す
る
學
者
も
乏
し
く
、
そ
れ
に
對
す
る

著
作
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
眞
宗
に
於
て
は
惠
心
を
第
六
祖
に
列
す

る
ほ
ど
で
重
視
し
て
居
る
宗
學
の
建
前
か
ら
、
其
の
研
究
も
深
位
に
進
め
ら
れ
て

居
る
や
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
福
𠩤
隆

「
法
然
に
お
け
る
源
信
教
学
の
受
容
と
展
開
」（『
佛
教
大
学

総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
、
二
○
○
二
年
）
や
南
宏
信
「
法
然
「
八
種
選
択
義
」
の
淵
源
│
│
『
往
生

要
集
』
か
ら
『
選
択
集
』
へ
│
│
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
四
一
号
、
知
恩
院
浄

土
宗
学
研
究
所
、
二
○
一
五
年
）
等
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
石
井
教
道
氏
は
法
然
の
思
想
変
遷
を
三
段
（
浅
劣
念
仏
期
、
本
願
念
仏

期
、
選
択
念
仏
期
）
に
分
け
、『
往
生
要
集
』
の
四
釈
書
の
成
立
時
期
を
浅
劣
念

仏
期
に
当
て
て
い
る
（
石
井
教
道
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
第
三
刷
）（
平

楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
）
序
五
頁
）。

た
だ
し
、
良
忠
の
註
釈
書
に
は
『
往
生
要
集
鈔
』
と
題
さ
れ
る
書
物
も
存
在
し
、

『
往
生
要
集
鈔
』
か
ら
『
義
記
』
へ
と
増
補
・
再
編
集
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
（
南
宏
信
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
』
注
釈
書
の
成
立
過
程
」（
佛
教
大
学
総

合
研
究
所
編
『
法
然
上
人
八
○
○
年
大
遠
忌
記
念　

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』

佛
教
大
学
、
二
○
一
二
年
）
七
五
二
頁
）。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
箇
所
に

お
け
る
『
往
生
要
集
鈔
』
と
の
異
同
も
考
慮
す
る
。

浄
土
宗
鎮
西
派
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
注
釈
書
と
し
て
、
こ
の
他
に
廓
瑩

（
│
一
六
九
五
）
の
『
往
生
要
集
指
麾
鈔
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

大
谷
旭
雄
「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
第
三
六
輯
、
大
正
大

学
浄
土
学
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
七
八
頁
。

大
谷
旭
雄
「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
第
三
六
輯
、
大
正
大

学
浄
土
学
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
七
七
頁
。

南
宏
信
「『
往
生
要
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三

五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
頁
。

那
須
一
雄
「
弁
長
・
良
忠
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
理
解
に
つ
い
て
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
第
五
五
巻
第
二
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
二
○
○
七
年
）
一

八
三
頁
。

『
浄
全
』
一
・
二
五
一
頁
・
下
十
五
行
を
指
す
。
た
だ
し
、『
往
生
要
集
』
で
は

『
浄
土
論
』
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
六
九
頁
・
下
十
一
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
六
九
頁
・
下
十
五
行
。
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法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化
（
下
端
啓
介
）
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衆
生
の
数
に
限
り
は
な
い
が
誓
っ
て
全
て
救
い
と
ろ
う
と
い
う
願
。

煩
悩
の
数
に
限
り
は
な
い
が
誓
っ
て
全
て
断
ち
切
ろ
う
と
い
う
願
。

教
え
は
無
数
に
あ
る
が
誓
っ
て
全
て
知
り
尽
く
そ
う
と
い
う
願
。

こ
の
上
な
い
さ
と
り
を
誓
っ
て
証
得
し
よ
う
と
い
う
願
。

『
往
生
要
集
』
で
は
「
言
ハ

縁
ス
ル

事
四
弘
ト

者
、
一
ニ
ハ

衆
生
無
邊
誓
願
度
。
應
ニ

念

ス

。
一
切
衆
生
ニ

悉
有
リ

佛
性
。
我
、
皆
、
令
ン
ト
ス

入
ラ

無
餘
涅
槃
ニ

。
此
心
、
即
是
、

饒
益
有
情
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
、
恩
徳
ノ

心
ナ
リ

。
亦
、
是
、
縁
因
佛
性
ニ
シ
テ

、
應
身
ノ

菩

提
ノ

因
ナ
リ

。
二
ニ
ハ

煩
惱
無
邊
誓
願
斷
。
此
是
レ

、
攝
律
儀
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
レ

斷
徳
ノ

心

ナ
リ

。
亦
、
是
、
正
因
仏
性
ニ
シ
テ

、
法
身
ノ

菩
提
ノ

因
ナ
リ

。
三
ニ
ハ

法
門
無
盡
誓
願
知
。

此
是
レ

、
攝
善
法
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
、
智
徳
ノ

心
ナ
リ

。
亦
、
是
、
了
因
佛
性
ニ
シ
テ

、
報

身
ノ

菩
提
ノ

因
ナ
リ

。
四
ニ
ハ

無
上
菩
提
誓
願
證
。
此
ハ

是
レ

、
願
求
ス

佛
果
菩
提
ヲ

。

謂
、
由
テ

具
足
ス
ル
ニ

前
三
ノ

行
願
ヲ

、
證
得
シ

三
身
圓
満
ノ

菩
提
ヲ

、
還
亦
、
廣
ク

度
セ

ン
ト
ス

一
切
ノ

衆
生
ヲ

」（『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
上
一
行
）
と
説
か
れ
る
。

『
往
生
要
集
』
で
は
「
二
ニ

縁
ル
ノ

理
願
ト

者
、
一
切
ノ

諸
法
ハ

本
來
寂
靜
ニ
シ
テ

、
非
有

ニ

、
非
無
ニ

、
非
常
ニ

、
非
斷
ニ

、
不
ス

生
ニ

、
不
ス

滅
ニ

、
不
ス

垢
ニ

、
不
ス

淨
ニ

。
一

色
一
香
モ

無
シ

非
ル
コ
ト

中
道
ニ

。
生
死
即
涅
槃
、
煩
惱
即
菩
提
ナ
リ

。
翻
セ
ハ

一
一
ノ

塵
勞

門
ヲ

、
即
是
、
八
萬
四
千
ノ

諸
波
羅
蜜
ナ
リ

。
無
明
ヲ

變
シ
テ

爲
ル
ハ

明
ト

、
如
ク

融
シ
テ

氷
ヲ

成
淫スカ
水
ト

、
更
ニ

非
ス

遠
キ

物
ニ

。
不
ス

餘
處
ヨ
リ

來
ル
ニ

。
但
タ

一
念
ノ

心
ニ

普
ク

皆
具
足
ス

。

如
シ

如
意
珠
ノ

、
非
有
ル
ニ

寶
、
非
院ルカ
無
キ
ニ

寶
。
若
シ

謂
ハ

無
ト

者
、
即
チ

妄
語
ナ
リ

。
若

シ

謂
ハ
ハ

有
ト

者
、
即
チ

邪
見
ナ
リ

。
不
可
以
心
ヲ

知
ル

。
不
可
以
言
辨
ス

。
衆

生
、
於
此
ノ

不
思
議
、
不
縛
ノ

法
ノ

中
ニ

而
思
想
シ
テ

作
シ

縛
ヲ

、
於
無
脱
ノ

法
ノ

中
ニ

而

求
ム

於
脱
ヲ

。
是
故
ニ

普
ク

於
法
界
ノ

一
切
衆
生
ニ

、
起
シ

大
慈
悲
ヲ

、
興
ス

四
弘
誓
ヲ

。

是
ヲ

名
ク

順
理
ノ

發
心
ト

。
是
レ

最
上
ノ

菩
提
心
ナ
リ

」（『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
上
九

行
）
と
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
下
一
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
上
六
行
。

内
容
と
し
て
は
、『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
①
「
利
根
ナ
ル

者
ハ

即
知
ル

是
ノ

諸
法
ハ

皆
是
法
性
ナ
リ
ト

」、
②
「
觀
シ
テ

諸
法
ノ

相
ハ

無
縛
無
解
ナ
リ
ト

心
得
ル
ハ

淸
淨
ナ
ル
コ
ト
ヲ

菩
薩
ノ

敎
也
（
中
略
）
婬
欲
即
是
レ

道
ナ
リ

。
恚
癡
モ

亦
如
是
。
如
キ

此
三
事
ノ

中
ニ

無
量
諸

佛
ノ

道
ア
リ

」
ま
た
③
「
一
切
法
ノ

不
可
得
ナ
ル

、
是
名
ク

佛
道
ト

。
即
是
レ

諸
法
實
相
ナ

リ

。
此
不
可
得
モ

亦
不
可
得
ナ
リ
ト

」
と
説
き
、『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
て
④
「
一
切
諸

法
ノ

中
ニ

悉
有
安
樂
ノ

性
。
唯
願
ハ

大
世
尊
爲
ニ

我
カ

分
別
シ
テ

説
ケ
ト

」
と
説
き
、『
般

若
経
』
を
引
用
し
て
⑤
「
一
切
ノ

有
性
ハ

皆
如
來
藏
ナ
リ

。
普
賢
菩
薩
自
體
徧
ス
ル
カ

故
ナ

リ
ト

」
と
説
き
、『
法
句
経
』
を
引
用
し
て
⑥
「
諸
法
ハ

從
リ

本
來
タ

無
ク

是
亦
無
シ

非
。

是
非
ノ

性
ハ

寂
滅
ナ
レ
ハ

本
來
無
シ
ト

所
動
ス
ル

」
と
説
い
た
後
、「
已
上
六
文
是
利
根
人

菩
提
心
耳
」
と
割
注
で
締
め
括
っ
て
い
る
（『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
上
七

行
）。

『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
下
七
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
六
頁
・
上
十
六
行
。

『
往
生
要
集
』
で
は
こ
れ
に
続
い
て
縁
事
の
菩
提
心
に
利
益
が
あ
る
こ
と
を
複
数

の
用
例
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
五
例
で
あ
り
、
縁
理
の
菩
提
心

の
場
合
と
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。

林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
九
五
年
）
一
二
五
頁
。

本
検
討
に
お
い
て
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
及
び
「
惣
結
要
行
Ｂ

釈
」
と
呼
ぶ
。

『
昭
法
全
』
二
二
頁
。
た
だ
し
、
底
本
と
し
て
は
、
大
谷
大
学
所
蔵
で
あ
る
古
本

『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
『
往
生
要
集
釈
』
を
扱
う
。

『
昭
法
全
』
二
三
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
八
五
頁
・
下
七
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
二
八
頁
・
下
十
行
。

『
昭
法
全
』
二
二
頁
。

末
木
文
美
士
「
初
期
源
空
の
文
献
と
思
想
│
『
往
生
要
集
』
釈
書
を
中
心
に
│
」

（『
南
都
仏
教
』
第
三
七
号
、
南
都
仏
教
研
究
会
、
一
九
七
六
年
）
五
五
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
二
五
五
頁
・
上
八
行
。
な
お
、
よ
り
古
い
形
態
を
保
っ
て
い
る

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集
鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
三
七
頁
・
上
五
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
九
頁
・
上
三
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
○
八
頁
・
上
一
行
。
た
だ
し
「
要
ヲ

」
と
な
っ
て
い
る
送
り
仮

名
を
諸
本
に
依
っ
て
「
要
ト

」
と
し
た
。
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佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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『
昭
法
全
』
二
一
頁
。

『
昭
法
全
』
二
三
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
三
○
二
頁
・
下
八
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集
鈔
』

に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

た
だ
し
、
先
の
引
用
に
続
い
て
「
但
シ

有
ル

諍
論
事
ナ
リ

」
と
説
か
れ
、
良
忠
在
世

の
頃
か
ら
「
惣
結
要
行
」
に
対
す
る
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
は
南
氏
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
（
南
宏
信
「『
往
生
要
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院

紀
要
』
第
三
五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
頁
）。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
八
頁
・
下
十
二
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
九
頁
・
下
十
三
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
九
頁
・
下
十
六
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

た
だ
し
、
法
然
の
解
釈
が
不
十
分
で
あ
る
か
ら
『
義
記
』
に
お
い
て
解
説
を
必
要

と
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」

に
お
け
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
法
然
の
釈
の
通
り
だ

と
述
べ
て
お
り
、
疑
義
や
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
こ
の
説
示
で
『
義

記
』
に
引
用
さ
れ
る
法
然
の
「
広
」・「
略
」・「
要
」
の
解
釈
は
、
全
文
で
は
な
く

一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
法
然
の
『
往
生
要
集
釈
』
で
は
こ
の
他

に
「
開
」・「
合
」
の
解
釈
等
も
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
全
て
を
含
め
て
法
然
の

解
釈
だ
と
言
え
る
。
筆
者
は
「
合
」・「
広
」・「
略
」・「
要
」
の
解
釈
は
密
接
な
関

連
性
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
「
法
然
『
往
生
要
集

釈
』
に
お
け
る
合
・
広
・
略
・
要
の
関
連
性
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四

八
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
二
○
年
）
十
一
頁
）。
良
忠
が
法
然
の
解
釈
の

一
部
だ
け
を
取
り
上
げ
て
不
十
分
だ
と
し
て
解
説
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
こ

で
は
、
法
然
の
解
釈
の
一
部
分
に
対
し
て
生
じ
る
疑
義
を
解
説
す
る
た
め
、
必
要

な
箇
所
の
み
を
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
一
の
書
物
に
正
反
対
の
主
張
が
説
か
れ
る
と
、
当
然
、
論
理
に
矛
盾
が
生
じ

る
。
そ
の
た
め
林
田
氏
は
、
二
通
り
の
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈
の
中
、
そ
の
両
方

が
説
か
れ
て
い
る
『
往
生
要
集
釈
』
に
関
し
て
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
後
世
の

加
筆
だ
と
論
じ
て
い
る
（
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研

究
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一

九
九
五
年
）
一
二
四
頁
。
ま
た
こ
の
論
に
先
立
っ
て
平
雅
行
氏
が
『
日
本
中
世
の

社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
二
○
八
頁
の
註
に
お
い
て
、
論
証
は

さ
れ
て
い
な
い
が
、
加
筆
増
補
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）。

坂
田
良
弘
「
往
生
要
集
の
念
仏
」（『
浄
土
学
』
第
二
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
一

九
四
六
年
）
三
四
頁
。

（
し
も
ば
た　

け
い
す
け　

文
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
本
庄　

良
文　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
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八
日
受
理
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法
然
の
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往
生
要
集
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解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
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承
と
深
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啓
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は
じ
め
に

　

身
代
わ
り
説
話
最
大
の
要
素
は
、
日
々
の
功
徳
の
結
果
得
ら
れ
た
功
験
と
し
て

実
際
に
仏
菩
薩
に
表
出
さ
れ
る
損
傷
な
ど
可
視
的
な
〈
痕
跡
〉
で
あ
る
。
仏
教
説

話
と
し
て
信
仰
者
に
語
ら
れ
る
時
、
多
く
は
「
生
命
の
危
機
＝
死
」
と
い
う
最
重

大
事
項
か
ら
脱
却
で
き
る
点
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
〈
痕
跡
〉
が
身
代
わ
り
説
話

が
語
ら
れ
る
本
質
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
身
代
わ
り
説
話
の

根
底
に
は
、
浄
土
教
の
隆
盛
や
末
法
の
世
の
到
来
と
当
代
の
人
々
の
深
い
信
仰
心

が
あ
る
。
こ
れ
ら
死
に
直
面
す
る
者
と
、
そ
れ
を
救
済
す
る
仏
菩
薩
の
利
益
を
描

く
説
話
は
、
当
時
の
倫
理
観
や
思
想
面
と
い
う
角
度
か
ら
見
て
も
非
常
に
興
味
深

い
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
泣
不
動
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
説
話
（
以
降
、
泣
不
動
説

話
と
書
く
）
も
そ
の
例
外
に
な
い
。

　

多
く
の
作
品
に
摂
取
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
著
名
な
作
品
だ
っ
た
と
さ
れ
る
泣
不

動
説
話
は
、
伝
播
さ
れ
て
い
く
場
や
情
況
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
と
い
う
、
か

(

1 (

三
井
寺
周
辺
に
お
け
る
在
地
信
仰
と
霊
験
譚
の
伝
播

高

倉

瑞

穂

論　

文
　

現
在
に
伝
わ
る
身
代
わ
り
説
話
は
そ
の
対
象
と
な
る
仏
菩
薩
を
信
仰
す
る

多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
中
で
病
に
伏
し
た
高
僧
を
憐
れ

み
不
動
が
身
代
わ
り
と
な
る
「
泣
不
動
説
話
」
も
諸
作
品
に
摂
取
さ
れ
、
多

く
の
人
々
が
知
る
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
諸
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
目
を
向
け

る
と
、
三
井
寺
周
辺
で
成
立
し
た
も
の
と
巷
間
で
広
ま
っ
た
も
の
と
で
は
僧

や
不
動
霊
験
の
描
か
れ
方
や
記
述
の
方
法
に
差
異
が
あ
る
。
本
論
は
三
井
寺

の
〈
内
〉
な
る
作
品
と
〈
外
〉
な
る
作
品
を
精
査
し
、
高
僧
の
描
か
れ
方
に

着
目
す
る
こ
と
で
、
三
井
寺
を
中
心
と
し
た
在
地
信
仰
の
発
展
の
可
能
性
を

探
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
と
し
て
の
不
動
縁
起
が
如
何
に
し
て
発
展

し
、
後
代
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
一
考
察
を
加
え
る
も
の
で

あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

身
代
わ
り
説
話
、
不
動
霊
験
、
三
井
寺

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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な
り
広
が
り
の
あ
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
格
か
ら
、
現
在
ま
で
原

典
を
探
る
も
の
や
展
開
や
再
文
脈
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の
研
究
者

た
ち
の
研
究
も
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
一
方
で
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
性

格
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
散
出
す
る
研
究
成
果
を
把
握
し
づ
ら
い
の
も
現
実
で
あ

る
。
泣
不
動
説
話
は
今
一
度
大
き
く
俯
瞰
し
つ
つ
整
理
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
背
景
に
あ
る
信
仰
の
諸
相
は
説
話
テ
キ
ス
ト
の
伝
播
問
題
に
非
常
に
密

接
に
関
わ
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
現
在
に
残
る
三
井
寺
周
辺
の
書
物
の
内
容
記
載
は
非
常
に
特
異
で
あ

る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
中
心
人
物
と
し
て
据
え
ら
れ
る
安
倍
晴
明
と
と
も
に
泰

山
府
君
や
地
蔵
と
の
関
連
し
、
展
開
し
て
い
く
泣
不
動
説
話
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

が
語
ら
れ
る
「
場
」
で
あ
る
三
井
寺
周
辺
に
根
付
い
た
信
仰
を
明
解
に
す
る
こ
と

は
、
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
精
査
・
検
討
の
上
で
も
不
可
欠
で
あ
る
。
既
に
三
井

寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
を
二
系
統
に
分
類
し
、
そ
れ
に
よ
る
本
文
の
方
向
性
を
示
し

た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
内
容
を
精
査
し
て
い
く
と
不
動
霊
験
を
表
す
態
度

や
方
法
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
大
き
な
差
異
が
生
じ
て
お
り
、
目
的
に
よ
る
説
話
伝

播
の
意
識
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
本
論
は
三
々
五
々
に
存
在

す
る
現
段
階
で
の
泣
不
動
説
話
研
究
の
位
置
付
け
を
図
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け

泣
不
動
説
話
や
周
辺
文
書
類
を
用
い
な
が
ら
信
仰
に
裏
付
け
ら
れ
る
三
井
寺
周
辺

で
の
説
話
伝
播
の
過
程
や
記
述
意
識
へ
の
一
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一　

泣
不
動
説
話
の
研
究
動
向
と
そ
の
課
題

　

表
面
的
な
印
象
と
、
そ
れ
に
相
反
す
る
行
為
が
生
む
説
話
は
と
り
わ
け
そ
れ
を

受
容
す
る
信
仰
者
た
ち
に
強
力
な
霊
験
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
不
動
が

「
涙
を
流
す
」
と
い
う
行
為
を
も
っ
て
功
徳
を
与
え
る
様
子
は
、
信
仰
者
に
と
っ

て
絶
大
な
る
効
果
が
あ
っ
た
と
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
泣
不
動
説
話
は
、
平
安

末
期
か
ら
中
世
を
経
て
、
非
常
に
大
き
な
発
展
を
も
っ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。

こ
こ
で
は
ま
ず
そ
れ
ら
泣
不
動
説
話
類
と
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。

　

生
成
の
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』（
以
降
『
今
昔
』
と
記
す
）

を
始
め
、
泣
不
動
説
話
を
収
集
す
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
る
『
打
聞
集
』、

そ
の
後
『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』、『
元
亨
釈
書
』、『
三
国
伝
記
』
へ
と
繫
が
る
説

話
や
史
書
、
ま
た
『
曽
我
物
語
』
と
い
っ
た
軍
記
物
語
、『
と
は
ず
が
た
り
』
と

い
っ
た
日
記
文
学
、
そ
し
て
『
園
城
寺
伝
記
』『
寺
門
伝
記
補
録
』
な
ど
三
井
寺

関
係
文
書
に
も
そ
れ
ら
は
散
見
す
る
。
中
世
期
に
は
謡
曲
に
も
取
ら
れ
る
な
ど
、

本
説
話
は
人
々
の
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容

を
一
に
せ
ず
、『
今
昔
』
に
は
師
で
あ
る
智
興
、
そ
し
て
そ
の
弟
子
証
空
の
名
が

欠
字
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
不
動
明
王
自
体
が
出
て
こ
な
い
。
さ
ら

に
、『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』
等
諸
本
に
よ
る
記
述
の
差
違
を
逐
一
検
討
せ
ね
ば

な
ら
な
い
な
ど
、
構
成
と
し
て
相
当
に
大
き
な
揺
れ
が
確
認
さ
れ
る
。
特
に
『
宝

物
集
』
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
透
明
さ
が
残
る
諸
本
の
位
置
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
作
品
的
問
題
と
と
も
に
、
本
説
話
な
ど
個
々
の
説
話
と
し
て
の
細デ

ィ
テ
ー
ル部に

つ
い
て
も
再
検
討
が
俟
た
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
泣
不
動
説
話
に
つ
い
て
は
諸
本
間
の
差
異
を
も
と
に
し
た
成
立
や
展

開
、
背
景
を
探
る
先
行
研
究
が
存
在
し
、
歴
史
的
な
展
開
の
位
相
に
つ
い
て
は
お

お
よ
そ
明
る
く
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
簗
瀬
一
雄
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
の
説
話
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
で
源
流
と
み
な
さ
れ
る
『
今
昔
』

を
は
じ
め
、
泣
不
動
の
原
形
と
な
る
も
の
が
後
世
に
伝
播
し
た
事
情
、
そ
の
変
容

(

2 (

(

3 (

(

4 (

三
井
寺
周
辺
に
お
け
る
在
地
信
仰
と
霊
験
譚
の
伝
播
（
高
倉
瑞
穂
）

一
四



と
書
承
関
係
が
個
別
に
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
泣
不
動
説
話
を
在
地
信
仰
と
い
う
視

点
か
ら
見
た
総
合
的
な
位
置
付
け
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
資
料
の
精
査
を
し
て
い
く
と
、
三
井
寺
内
部
で
の
不
動
信
仰
に
は
そ
の
内

容
に
時
代
や
情
況
に
よ
る
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
う
し
た
寺

内
で
の
信
仰
と
と
も
に
、
説
話
類
に
見
ら
れ
る
外
部
へ
の
伝
播
、
流
布
さ
れ
て
い

っ
た
背
景
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
論
は
先
行
研
究
を
根
底
に
今
一

度
資
料
の
精
査
を
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
民
衆
へ
の
信
仰
と
は
一
線
を
画
し
た
三

井
寺
に
お
け
る
信
仰
の
一
形
態
を
考
え
う
る
余
地
を
指
摘
し
、
泣
不
動
説
話
の
い

か
な
る
発
生
・
発
展
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
を
も
と
に
論
を
進
め
て
い
く
。

　

ま
ず
、
泣
不
動
説
話
の

概
を
示
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
泣
不
動
説
話

に
は
諸
本
に
よ
り
細
部
に
つ
い
て
は
内
容
を
異
に
す
る
が
、
全
体
の
骨
格
と
し
て

は
、〈
重
病
で
あ
っ
た
師
の
身
代
わ
り
を
申
し
出
〉、
そ
の
〈
移
さ
れ
た
病
〉
の
た

め
苦
し
ん
で
い
た
弟
子
が
念
じ
て
い
た
〈
不
動
明
王
に
祈
る
と
不
動
が
涙
を
流

し
〉、
不
動
に
再
び
病
が
移
さ
れ
弟
子
の
僧
は
助
か
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

常
に
不
動
を
念
じ
て
い
た
証
空
と
い
う
若
い
僧
が
、
不
動
の
身
代
わ
り
と
い
う
奇

跡
を
も
っ
て
命
を
救
わ
れ
た
と
い
う
霊
験
譚
と
な
っ
て
い
る
。〈　

〉
に
示
し
た

も
の
が
、
諸
本
に
見
ら
れ
る
差
異
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
骨
格
」
部
分
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
諸
本
間
に
お
け
る
記
述
の
有
無
が
あ
る
が
、
こ
の
師
で
あ
る
僧
が

「
三
井
寺
常
住
院
僧
智
興
」、
弟
子
僧
が
「
証
空
」、
そ
し
て
病
を
移
し
た
者
が

「
安
倍
晴
明
」
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

こ
の
泣
不
動
説
話
は
、
後
代
様
々
な
書
物
に
受
容
さ
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
に
よ
る
成
立
や
展
開
に
つ
い
て
は
、
南
里
み
ち
子
氏
が
、
三
井
寺
関
係

の
書
と
し
て
泣
不
動
説
話
が
採
録
さ
れ
た
最
も
古
い
例
と
し
て
、『
雑
談
鈔
』
を

中
心
に
そ
の
展
開
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
泣
不
動
説
話
を
考
え
る
上
で
「
汝
は
師

に
か
は
る
、
我
は
汝
に
か
は
ら
ん
」
と
い
う
不
動
の
言
葉
が
伝
承
者
た
ち
の
興
味

の
中
心
と
な
り
つ
つ
、
そ
れ
を
骨
格
と
し
た
不
動
の
霊
験
譚
が
そ
の
後
改
編
さ
れ

て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
説
話
変
容
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
論
だ
と
い

え
る
。
ま
た
、『
今
昔
』
所
収
話
に
つ
い
て
、
当
該
説
話
で
語
ら
れ
る
陰
陽
道
的

要
素
が
、
泣
不
動
説
話
が
語
り
継
が
れ
る
根
底
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
さ
れ
る
。『
今
昔
』
が
安
倍
晴
明
を
登
場
さ
せ
、
息
災
延
命
を
祈
願
す
る
泰
山

府
君
祭
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
点
と
死
か
ら
の
救
済
を
中
心
に
据
え
る
泣
不
動
説

話
と
の
関
係
性
を
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
中
前
正
志
氏
は
近
年
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
と
合
わ
せ
、「
涙
」

を
中
心
と
し
た
本
説
話
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
が
あ
る
。
中
前
氏
は
不

動
の
「
涙
」
の
存
在
お
よ
び
時
機
に
注
目
し
、
そ
れ
が
不
動
の
発
す
る
言
葉
の
前

後
い
ず
れ
か
で
、﹇
Ａ
﹈・﹇
Ｂ
﹈
二
つ
の
系
統
に
分
け
、
不
動
の
涙
の
意
味
に
迫

る
。

一
つ
は
、
三
井
寺
の
内
部
あ
る
い
は
近
辺
で
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
﹇
Ａ
﹈
系

統
の
病
悩
苦
痛
の
涙
と
の
理
解
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
今
一
つ

は
、﹇
Ｂ
﹈
系
統
、
感
動
哀
憐
の
涙
の
方
は
、
三
井
寺
の
外
側
で
行
わ
れ
て

い
た
。（
中
略
）
泣
不
動
説
話
と
い
う
も
の
が
、
三
井
寺
の
内
部
・
近
辺
で

そ
も
そ
も
成
立
し
、
特
に
初
期
の
時
点
で
は
そ
こ
を
中
心
に
し
て
伝
承
さ
れ

て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
こ
よ
う
。
開
基
智
証
大
師
円

珍
が
感
得
し
た
と
い
う
有
名
な
黄
不
動
な
ど
に
よ
っ
て
「
不
動
の
寺
」
と
も

称
さ
れ
る
、
不
動
信
仰
の
一
大
メ
ッ
カ
・
三
井
寺
は
、
泣
不
動
の
発
祥
・
伝

承
の
場
と
し
て
誠
に
相
応
し
い
と
も
言
え
よ
う
。（
傍
線
筆
者
）
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傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
説
話
毎
に
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」、「
感
動
哀
憐
の
涙
」
と
し

て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
両
系
統
の
話
を
位
置
付
け
る
。
つ
ま
り
、『
発
心
集
』、

『
宝
物
集
』、『
三
国
伝
記
』
は
と
も
に
「
三
井
の
外
な
る
説
話
」
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
民
衆
に
と
っ
て
直
接
的
に
心
に
訴
え
や
す
い
構
成
で
あ
る
と
い
え
る
。
一

方
『
園
城
寺
伝
記
』、『
寺
門
伝
記
補
録
』
な
ど
三
井
の
〈
内
〉
な
る
説
話
に
は
、

身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
の
「
涙
」
の
存
在
に
重
点
が
置
か
れ
、
粛
々
と
し
た
不

動
利
益
の
説
話
の
展
開
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
三
井
寺
と
し

て
、
自
社
の
不
動
利
益
を
前
面
に
推
す
不
動
縁
起
と
い
う
性
格
を
見
せ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
当
初
泣
不
動
説
話
が
、「
三
井
寺
の
内
部
・
近
辺
で
そ
も
そ

も
成
立
し
、
特
に
初
期
の
時
点
で
は
そ
こ
を
中
心
に
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
」
と

し
、
特
に
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」
の
説
話
と
さ
れ
る
も
の
に
は
三
井
寺
関
係
の
文
書

が
多
く
、
さ
ら
に
、
説
話
が
三
井
寺
の
〈
内
〉、
も
し
く
は
〈
外
〉
と
い
う
「
場
」

の
違
い
に
よ
っ
て
、
変
容
、
伝
播
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
併
せ
て
指
摘
さ

れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
身
代
わ
り
説
話
は
、
例
え
ば
仏
師
に
代
わ
っ
て
弓

で
射
ら
れ
た
観
音
の
胸
に
傷
が
残
る
と
い
っ
た
穴
太
寺
観
音
霊
験
譚
や
、
瀕
死
の

僧
に
施
し
を
与
え
、
腿
が
切
り
取
ら
れ
て
い
た
成
相
寺
観
音
霊
験
に
例
を
挙
げ
ら

れ
る
よ
う
に
、
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
本
尊
に
何
か
し
ら
の
痕
跡
が
残
る
こ
と

が
利
益
の
可
視
的
な
証
拠
と
な
り
、
そ
れ
が
霊
験
譚
と
な
っ
て
一
般
的
に
流
布
さ

れ
て
い
く
。
三
井
寺
に
お
い
て
は
不
動
霊
験
を
語
る
上
で
、
不
動
が
「
泣
く
」
と

い
う
特
異
な
状
態
を
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
表
出
し
、
霊
験
譚
と
な
っ
て
い
っ

た
は
ず
だ
。
た
だ
一
方
で
、
涙
を
流
す
時
機
を
ど
の
場
面
に
表
現
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
中
世
説
話
に
お
い
て
変
容
さ
れ
る
過
程
と
し
て
、
そ
の
伝
播
者
た
ち

の
意
識
の
中
に
そ
も
そ
も
介
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
在
地
信
仰
と

霊
験
譚
の
伝
播
の
関
係
性
の
証
明
は
、
泣
不
動
説
話
の
変
容
の
過
程
を
位
置
付
け

る
上
で
大
き
な
命
題
と
な
る
。
泣
不
動
説
話
で
は
受
容
者
に
お
け
る
解
釈
の
違
い

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
不
動
霊
験
自
体
に
重
き
を
置
く
の
か
、
そ
れ
と
も
高
僧
の

存
在
に
重
き
を
置
く
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
語
る
側
の
説
話
の
構
成
要
素
も
大
き

な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

二　

三
井
寺
周
辺
の
泣
不
動
説
話
の
拡
大
と
証
空
の
描
写

　

三
井
寺
関
係
の
文
書
を
収
め
た
『
園
城
寺
伝
記
』
五
之
六
に
は
、
泣
不
動
説
話

で
あ
る
「
泣
不
動
事
」
と
題
さ
れ
た
説
話
の
直
後
に
「
一
依
不
動
霊
湧
出
甘
泉

事
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
井
寺
南
院
で
あ
る
花
王
院
に
い
た
覚
助
と

い
う
僧
が
証
空
の
泣
不
動
像
を
持
っ
て
お
り
、
花
王
院
の
水
の
出
が
悪
い
こ
と
を

憂
え
た
覚
助
が
不
動
に
祈
る
と
清
水
が
湧
き
だ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
『
園
城
寺
伝
記
』
は
先
述
し
た
よ
う
に
三
井
寺
内
部
の
文
書
類
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
中
前
氏
の
分
類
方
法
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
「
汝
既
代
師
範
我
当
代
行

者
一
持
秘
密
呪
生
生
二
加
護
即
画
像
明
王
悲
涙
余
眼
病
気
遍
体
也
」
は
中
前
氏
の

言
う
と
こ
ろ
の
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」
で
あ
り
、
陰
陽
道
の
効
果
と
不
動
の
効
験
に

師
弟
と
も
に
讃
え
る
と
い
う
結
び
を
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
敢
え
て
相
違
点
と
指

摘
す
る
以
外
は
、
通
常
の
三
井
寺
内
部
で
お
け
る
展
開
の
一
形
態
と
し
て
ほ
ぼ
相

違
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
覚
助
の
話
は
三
井
寺
の
外
部
で
語
ら
れ
た
作
品
で
あ

る
『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』、『
元
亨
釈
書
』、
そ
し
て
『
三
国
伝
記
』
ら
に
は
全

く
記
述
が
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
『
園
城
寺
伝
記
』
に
は
「
後
白
河
院
院
宣
曰
漢
朝
揚
詩
者
蒙
日
月
之
哀
得

庭
泉
吾
朝
覚
助
者
依
明
王
之
効
験
湛
法
水
焉
哉
」
と
記
述
さ
れ
る
。
こ
の

(
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「
揚
詩
」
と
は
、
水
を
欲
す
母
親
に
江
水
の
水
を
遠
方
か
ら
汲
み
に
行
っ
て
い
た

が
、
天
の
恩
恵
に
よ
り
庭
に
水
を
得
た
と
い
う
『
孝
子
伝
』
に
記
載
の
あ
る
「
姜

詩
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
後
白
河
院
の
院
宣
と
し
て

「
吾
朝
覚
助
者
依
明
王
之
効
験
湛
法
水
焉
哉
」
と
記
述
さ
れ
る
も
の
の
、
史
実
と

し
て
後
白
河
院
は
覚
助
の
没
後
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
証
空
の
泣
不
動
霊
験
譚
が

既
に
後
白
河
院
の
時
代
、
つ
ま
り
一
二
世
紀
頃
に
は
覚
助
と
い
う
追
加
要
素
を
含

ん
で
伝
わ
っ
て
い
た
証
左
と
な
る
。
ま
た
『
寺
門
伝
記
補
録
』
巻
一
五
に
は
「
覚

助
伝
」
と
し
て
、「
康
平
五
年
一
二
月
二
十
八
日
補
四
天
王
寺
別
当
職
僧
都
嘗
帰

証
空
阿
闍
梨
位
不
動
尊
花
王
院
地
高
無
水
常
以
為
憂
一
日
祈
請
明
王
」
と
日
付
を

添
え
な
が
ら
、
証
空
の
不
動
霊
験
に
よ
り
渇
水
が
治
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

証
空
の
命
の
身
代
わ
り
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
不
動
明
王
は
、
証
空
の
死
後
、

時
代
を
追
う
に
つ
れ
、
覚
助
伝
や
証
空
伝
承
と
い
っ
た
も
の
に
変
容
し
伝
播
・
展

開
さ
れ
、
独
特
な
唱
導
性
を
発
揮
す
る
。『
発
心
集
』
に
は
後
日
談
と
し
て
、
証

空
の
泣
不
動
像
が
そ
の
後
、
白
河
御
所
に
伝
わ
り
、
そ
の
像
に
涙
の
痕
跡
が
残
る

と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
所
在
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
涙
の
痕
跡
は
先
述
し
た
身
代
わ
り
観
音
霊
験
等
で
表
出
さ
れ
る
傷
跡
と

は
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
同
列
に
並
べ
る
の
に
は
若
干
の
無
理
が
生
じ
よ
う
。
こ

こ
に
は
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
仏
の
利
益
の
痕
跡
を
霊
験
譚
に
残
そ
う
と
す
る

伝
播
者
達
の
苦
心
も
伺
え
る
。

　

さ
ら
に
付
加
伝
承
と
し
て
は
覚
助
伝
承
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
発
心
集
』
や
『
三

国
伝
記
』
に
記
さ
れ
た
証
空
に
つ
い
て
は
、
証
空
が
空
也
上
人
の
臂
が
折
れ
た
の

を
余
慶
僧
正
が
祈
り
治
し
た
と
き
、「
法
器
の
も
の
な
り
」
と
言
っ
て
証
空
を
皆

が
奉
っ
た
と
い
う
話
も
存
在
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
簗
瀬
一
雄
氏
や
南
里
み
ち
子

氏
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
空
也
上
人
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
や
『
撰
集
抄
』
に
も
記
載
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
説
話
間
に
大
き
な
異

同
も
あ
り
、
三
井
寺
の
外
部
で
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
証
空
自
身
を
描
く
話
に
つ

い
て
も
付
加
要
素
、
お
よ
び
改
変
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
井

寺
の
内
な
る
説
話
は
、
身
代
わ
り
の
証
明
と
な
っ
た
涙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
追
加
要

素
を
含
ん
で
展
開
し
て
お
り
、〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
説
話
伝
播

の
諸
相
も
往
々
に
し
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

三　

泰
山
府
君
か
ら
不
動
明
王
へ
の
変
形

　

さ
て
、
泣
不
動
説
話
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
作
品
に
つ
い
て
明
ら
か
に
特
異
な
の

は
『
今
昔
物
語
集
』
所
収
話
で
あ
ろ
う
。『
今
昔
』
巻
一
九
│
二
四
に
は
、「
代
師

入
太
山
府
君
祭
都
状
僧
語
」
と
題
さ
れ
た
話
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
梁

瀬
氏
は
『
今
昔
』
の
位
置
に
つ
い
て
、
安
倍
晴
明
の
呪
術
説
話
を
主
と
し
て
例
に

出
さ
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
身
代
り
説
話
を
接
合
し
た
よ
う
な
『
今
昔
』
所
収
話

の
よ
う
な
も
の
が
原
流
を
な
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
南
里
氏
は
成
立
の
問
題

と
『
日
本
霊
異
記
』
第
二
四
、
二
五
を
関
連
さ
せ
、「
陰
陽
師
に
か
か
わ
る
身
代

り
の
説
話
は
、
陰
陽
師
の
活
動
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
早
い
例
に
楢
磐
嶋
の
身
代
わ
り
と
し
て
「
率
川
の
社
の

も
と
の
相
八
卦
読
」
が
冥
界
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
は
、
民
間
陰
陽
師
的
存
在
で

あ
る
相
八
卦
読
が
、
冥
界
と
の
交
渉
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
話
が
陰
陽
師
の
活
動
を
基
盤
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
肯
け
る
。
し
か
し
一
方
で
大
三
輪
社
の
末
社
と
し

て
存
在
す
る
率
川
社
の
説
話
と
同
列
に
並
べ
う
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
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二
重
の
身
代
わ
り
説
話
と
し
て
構
成
さ
れ
る
泣
不
動
と
同
じ
よ
う
に
「
陰
陽
師
活

動
を
基
盤
」
と
し
て
三
井
寺
が
取
り
込
ん
だ
と
言
え
る
の
か
に
も
疑
問
が
生
じ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
『
今
昔
』
の
師
に
代
わ
っ
て
泰
山
府
君
祭
の
都
状
に
名
前
を
入

れ
ら
れ
る
僧
の
話
は
、
い
か
に
し
て
不
動
の
霊
験
譚
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
か
。
仮
に
直
接
的
な
伝
承
関
係
に
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
原
流
の
存
在
を

認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
三
井
寺
周
辺
の
在
地
信
仰
と
の
関
わ
り
や
周
辺
信
仰
の

実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
展
開

の
過
程
は
把
握
で
き
な
い
。

　
『
今
昔
』
一
九
│
二
四
に
は
智
興
、
証
空
、
三
井
寺
の
い
ず
れ
の
語
も
欠
字
に

な
り
、
さ
ら
に
身
代
わ
り
と
な
る
は
ず
の
不
動
明
王
は
登
場
の
気
配
す
ら
見
せ

ず
、
代
わ
り
に
「
泰
山
府
君
」
の
名
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
後
の
説
話

で
は
「
泰
山
府
君
」
か
ら
「
不
動
明
王
」
へ
変
わ
り
泣
不
動
説
話
へ
と
骨
格
を
変

え
て
い
く
。

概
と
と
も
に
重
要
な
点
と
し
て
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・ 

病
で
倒
れ
た
僧
が
弟
子
の
加
持
祈
禱
も
効
果
な
く
、
安
倍
晴
明
が
「
泰
山
府

君
の
祭
り
」
を
行
い
、
命
の
身
代
わ
り
と
な
る
者
を
差
し
出
す
こ
と
で
助
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

・ 

高
位
の
僧
は
誰
も
名
乗
り
を
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
低
位
僧
で
あ
っ

た
者
が
身
代
わ
り
を
申
し
出
、
弟
子
の
名
を
都
状
に
書
き
記
し
祭
祀
を
行

う
。

・ 

師
の
僧
の
病
気
は
徐
々
に
癒
え
、
弟
子
僧
に
病
が
移
り
死
を
覚
悟
す
る
も
そ

の
時
は
来
な
い
。

・ 

結
局
病
は
移
ら
ず
、
の
ち
に
晴
明
が
両
名
が
助
か
る
こ
と
を
告
げ
に
来
る
。

こ
れ
は
泰
山
府
君
が
哀
憐
に
よ
る
救
済
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　

当
該
説
話
は
晴
明
の
言
葉
に
よ
っ
て
僧
の
運
命
が
決
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ

に
「
晴
明
不
在
の
説
話
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
晴
明
と
存

在
感
を
発
揮
す
る
の
が
泰
山
府
君
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
道
教
神
で
あ
る
泰
山
府

君
が
文
中
に
現
れ
る
の
は
一
連
の
泣
不
動
説
話
中
『
今
昔
』
た
だ
ひ
と
つ
で
あ

り
、「
三
井
の
〈
外
〉
な
る
説
話
」
に
は
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

　

泰
山
府
君
を
は
じ
め
と
す
る
、
道
教
に
端
を
発
す
る
信
仰
が
日
本
文
化
に
触

れ
、
さ
ら
に
独
自
の
発
展
を
す
る
様
子
は
、
坂
出
祥
伸
氏
が
、
泰
山
が
中
国
の
五

山
の
中
で
も
筆
頭
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
泰
山
府
君
と
は
そ
う
し
た
泰
山
の
神
と
し
て
そ
れ
を
神
格
化
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
人
の
命
、
魂
魄
を
つ
か
さ
ど
る
と
と
も
に
死
者
の
魂
は
泰
山
へ
と
帰
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
。
最
終
的
に
日
本
に
泰
山
府
君
の
信
仰
が
伝
わ
り
、
人
間
の
生

死
、
延
命
長
寿
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
泰

山
府
君
を
祀
る
も
の
が
泰
山
府
君
祭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
陰
陽
道
の
最
高
奥
義
と

し
て
死
者
を
蘇
ら
せ
る
た
め
の
秘
術
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
小
右
記
』
永
祚
元
年

二
月
十
一
日
に
は
、
皇
太
后
で
あ
る
藤
原
詮
子
が
病
悩
し
た
際
、「
令
勘
申
尊
勝

法
・
太
山
府
君
祭
日
、
御
修
法
事
□
遣
天
台
座
主
許
、
御
祭
□
晴
明
奉
仕
（
□
部

欠
字
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
密
教
に
よ
る
尊
勝
法
の
修
法
と
陰
陽
道
の
泰
山
府
君

祭
が
一
緒
に
行
わ
れ
た
例
が
確
認
で
き
、
こ
の
文
に
お
い
て
は
、
泰
山
府
君
祭
が

密
教
修
法
よ
り
も
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
思
え
ば
『
今
昔
』
に
お

い
て
も
「
弟
子
共
有
テ
、
歎
キ
悲
テ
旁
ニ
析
禱
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
、
更
ニ
其
験
无
シ

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）」
と
あ
り
、
仏
教
の
祈
り
で
効
果
が
な
か
っ
た
も

の
が
、「
公
私
」
と
も
に
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
晴
明
を
登
場
さ
せ
、
結
果
と

し
て
師
の
病
を
受
け
た
弟
子
が
泰
山
府
君
の
憐
れ
み
に
よ
っ
て
命
が
助
か
っ
て
い
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る
。
こ
の
こ
と
は
陰
陽
道
の
優
位
性
を
意
味
し
て
お
り
、
武
田
比
呂
男
氏
が
、
当

該
説
話
を
指
し
て
「
呪
術
の
競
合
、
術
く
ら
べ
の
説
話
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は

こ
の
裏
付
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
泰
山
府
君
は
、
晴
明
か
ら
始
ま
る
安
倍
家

の
陰
陽
道
に
と
っ
て
、
最
重
要
な
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
き
た
神
格
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、『
今
昔
』
で
描
か
れ
た
こ
の
説
話
は
晴
明
自
身
、
も
し
く
は
そ
の
法
に

重
点
を
置
く
説
話
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
注
意
し
な
れ
ば
い
け
な
い
の
が
、
泰
山
府
君
祭
と
い
う
も
の
が
本
来

身
代
わ
り
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に

お
い
て
、
桓
武
天
皇
が
冬
至
の
日
に
行
っ
た
祭
祀
の
例
と
し
て
「
十
一
月
甲
寅
、

祀
天
神
於
交
野
。
其
祭
文
曰
、
維
延
暦
六
年
歳
次
丁
卯
十
一
月
庚
戌
朔
甲

寅
、
嗣
天
子
臣
、
謹
遣
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原
朝

臣
継
縄
。
敢
昭
告
于
昊
天
上
帝
。（
中
略
）
敬
采
燔
祀
之
義
、
祇
脩
報
徳
之
典

潔
誠
。
謹
以
玉
帛
・
犠
斉
・
粢
盛
庶
品
、
備
茲
禋
燎
、
祇
薦
潔
誠
」（『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
』）
と
あ
り
、
こ
れ
が
泰
山
府
君
祭
修
祀
の
最
初
の
例
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
燔
祀
之
義
」「
犠
斉
」
と
は
生
贄
を
さ
さ
げ
て
天
を
祀
る

儀
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
身
代
わ
り
に
あ
た
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
元
年
十
二
月
二
十
日
に
も
「
於
御
所
南

庭
被
行
七
座
泰
山
府
君
祭
」
と
泰
山
府
君
祭
の
記
述
が
残
っ
て
い
る
が
、
鎌

倉
時
代
以
降
、
祭
祀
を
行
う
原
因
と
し
て
病
か
ら
の
快
癒
祈
禱
、
天
変
地
異
の
た

め
の
鎮
霊
等
の
例
は
見
当
た
る
も
の
の
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
の
身
代
わ
り
や
祭

具
と
し
て
生
け
る
人
間
が
使
わ
れ
た
と
い
う
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、
泰
山
府
君
と
い
う
神
が
、
古
く
不
動
明
王
に
近
い
役
割
を
持
っ
て
い
た

こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
陰
陽
道
信
仰
を
中
心
と
す
る
泰
山

府
君
か
ら
不
動
明
王
へ
と
主
題
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
三
井
寺
内
部
に
残
る
史
料
を
精
査
を
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

以
下
は
園
城
寺
関
係
の
雑
録
で
あ
る
『
雑
談
鈔
』
一
一
「
泣
不
動
ノ
縁
起
ノ

事
」
と
題
さ
れ
る
部
分
の
一
部
で
あ
る
。

　

日
王
菀
寺
倫
与
内
供
智
興
内
供
事
也
。
曰
王
菀
寺
之
儀
荒
説
也
。
或
説
云

智
興
忽
受
重
病
云
云
。
忽
受
重
病
。
時
行
病
也
。
欲
入-

講
飲
用
頭
晴
明

令
院占
存
否
。
晴
明
占
云
。
必
死
。
定
業
也
。
仏
神
之
加
力
モ

於
今
者
難

叶
歟
。
但
奉
命
ヲ

有
申
奉
替
之
輩
者
、
祈
試
候
ハ
ン
ト

申
。
…
（
中
略
）

…
…
仍
晴
明
証
空
ヲ
シ
テ

令
臥
彼
内
供
ノ

傍
ニ

、
府
印
シ

、
読
条
文
ヲ

。
其
時
内

供
ハ

忽
病
患
除
散
テ

、
証
空
忽
面
赤
テ

況
病
ノ

莚
ニ

。
爰
晴
明
申
云
。
今
ハ

不

及
沙
汰
。
早
証
空
可
出
門
外
。
云
云
于
時
証
空
病
中
ニ

微
声
ニ

申
云
。

今
一
度
最
後
ニ

奉
拝
見
本
尊
ヲ

。
云
云
仍
彼
本
尊
ノ

前
ニ

舁
将
行
。
即
証
空
忽

向
本
尊
、
亦
合
掌
祈
念
。
此
時
ニ

空
ノ

中
ニ

唱
云
。
汝
者
替
師
。
我
ハ

替
汝
ト

云
聲
聞
ユ

。
傍
人
々
聞
之
。
則
本
尊
絵
像
也
。
証
空
之
頭
ニ

落
懸
ル

。
此
時
証

空
忽
病
患
消
除
シ
テ

気
力
如
本
也
。
爰
証
空
住
本
心
ニ

、
静
奉
拝-

見
本
尊
ヲ

之
処
、
血
涙
自
左
右
御
眼
流
下
レ
リ

。
霊
験
殊
勝
事
也
。

　

此
儀
不
分
明
、
至
後
醍
醐
院
御
代
、
其
像
在
之
。
元
弘
以
後
不
知
伝
来
之

故
。
云
云

件
霊
像
於
慶
勝
阿
闍
梨
者

（
マ
マ
）鳥

羽
之
宿
房
焼
失
了
。
既
及
卅
年
。
実
為
門

跡
大
憂
悲
也
。 

（
傍
線
筆
者
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
）

　

こ
の
『
雑
談
鈔
』
を
翻
刻
さ
れ
た
梁
瀬
一
雄
氏
に
よ
る
と
、「
後
の
『
寺
門
高

僧
記
』『
園
城
寺
伝
記
』『
寺
門
伝
記
補
録
』
と
相
補
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ

(
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り
、
成
立
年
代
の
詳
細
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
二
世
紀
、
一
一
六
五
年
よ

り
五
十
年
は
下
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
に
よ
り
中

世
期
に
伝
わ
る
泣
不
動
説
話
の
展
開
の
一
形
態
や
、
三
井
寺
の
内
部
に
お
け
る
伝

播
の
実
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
三
井
寺
の
〈
内
〉
の
テ
キ
ス
ト
と
〈
外
〉
の
テ
キ
ス
ト
と
を
二
系
統

に
分
類
し
、
対
比
的
に
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
三
井
寺
の

〈
外
〉
の
テ
キ
ス
ト
で
描
か
れ
る
証
空
の
「
す
が
る
姿
」
の
描
写
で
あ
る
。『
宝
物

集
』
七
巻
本
に
は
「
今
生
の
命
は
師
に
か
は
る
。
ね
が
は
く
は
、
明
王
、
臨
終
正

念
に
し
て
こ
ろ
し
給
へ
」
と
自
ら
の
修
行
の
不
足
を
師
に
代
わ
っ
て
命
を
差
し
出

す
こ
と
で
救
い
を
求
め
、
不
動
に
対
し
死
を
願
お
う
と
す
る
姿
が
特
徴
的
に
描
き

出
さ
れ
て
い
る
。
絵
巻
と
し
て
の
『
不
動
利
益
縁
起
』
も
こ
れ
に
倣
う
。
さ
ら
に

『
発
心
集
』
の
「
勤
め
少
な
け
れ
ば
、
後
世
き
は
め
て
恐
し
。
願
は
く
は
、
明
王

あ
は
れ
み
を
垂
れ
て
、
悪
道
に
お
と
し
給
ふ
な
」
と
い
う
も
の
や
、
そ
の
『
発
心

集
』
に
倣
う
『
三
国
伝
記
』
の
「
兼
ね
て
行
業
な
け
れ
ば
後
世
き
わ
め
て
お
そ
ろ

し
。
願
わ
く
は
大
聖
明
王
あ
わ
れ
を
な
し
て
悪
道
に
落
と
し
給
う
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
態
度
に
は
、
不
動
に
助
け
を
請
う
姿
が
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
す
が
る
姿
」
は
、
記
述
さ
れ
た
物
語
の
主
体
が
誰
な
の
か
と
い
う

点
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。〈
内
〉
な
る
テ
キ
ス
ト
に
高
僧
と
し
て

描
か
れ
る
証
空
に
は
こ
う
し
た
「
す
が
る
姿
」
は
描
か
れ
ず
、
本
尊
を
必
死
に
念

じ
た
こ
と
の
み
が
描
か
れ
る
。
三
井
寺
周
辺
で
残
さ
れ
る
史
料
、『
雑
談
鈔
』『
園

城
寺
伝
記
』
お
よ
び
『
寺
門
伝
記
補
録
』、
ま
た
〈
外
〉
の
も
の
で
は
あ
る
が
高

僧
伝
と
し
て
の
『
元
亨
釈
書
』
に
は
見
え
ず
、
あ
く
ま
で
高
僧
と
し
て
の
証
空
像

が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
先
述
し
た
『
発
心
集
』
な
ど
の

描
写
に
対
し
て
、
三
井
寺
関
係
の
書
に
つ
い
て
は
証
空
の
言
葉
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
三
井
寺
の
高
僧
で
あ
る
証
空
が
、
不
動
霊
験
の
た
め
に
命
を
救
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
外
〉
な
る
テ
キ
ス
ト
で
語
ら
れ
た
も
の
は
、

証
空
を
巧
妙
に
目
立
た
な
く
さ
せ
、
一
方
で
不
動
の
利
益
を
前
面
に
押
し
出
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
上
で
実
に
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
す
が
る
姿
」
と
い
う
も
の
は
、
端
を
発
す
る
『
今
昔
』
な
ど
晴

明
に
よ
る
陰
陽
説
話
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
三
井
寺
で
発
生
し
た
泣
不
動
霊
験
譚

へ
と
展
開
し
、
い
つ
し
か
不
動
の
姿
を
大
き
く
描
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
と

同
時
に
証
空
の
存
在
を
矮
小
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
不
動
利
益
を
中
心
と
し
た

霊
験
譚
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
生
ま
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
三
井
寺
と
は
一
線
を
画
し
た
「
場
」
で
起
こ
っ
た

と
予
想
さ
れ
、〈
内
〉
で
展
開
さ
れ
た
説
話
に
お
い
て
は
、
幾
度
も
焼
失
を
重
ね

て
は
復
興
す
る
三
井
寺
の
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
根
本
的
に
証
空
を

名
高
い
高
僧
と
し
て
中
心
に
描
き
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
と
し

て
不
動
霊
験
に
よ
る
効
験
を
語
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ

は
た
だ
三
井
寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
「
場
」
の
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

用
途
や
目
的
に
応
じ
て
作
り
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

た
と
き
、
三
井
寺
は
何
ら
か
の
形
で
、
す
で
に
円
珍
の
不
動
霊
験
な
ど
に
よ
り
浸

透
し
て
い
た
自
社
の
不
動
信
仰
の
た
め
、
泣
不
動
説
話
と
い
う
も
の
を
利
用
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
中
世
期
以
降

他
寺
院
と
の
関
連
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
信
仰
の
構
造
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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四　

三
井
寺
在
地
信
仰
の
展
開
│
│
不
動
信
仰
か
ら
地
蔵
へ
の
信
仰

　

三
井
寺
は
『
今
昔
』
の
所
収
話
か
ら
、
不
動
信
仰
の
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
泣

不
動
説
話
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
が
直
接
的
関
与
を
も
と
に
一
つ
の

不
動
霊
験
へ
と
収
ま
っ
て
い
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
歴
史
的
見
地
で
か
つ
て
の

三
井
寺
内
部
の
事
情
を
踏
ま
え
た
と
き
、
天
台
本
山
と
し
て
の
信
仰
の
場
で
あ
る

の
と
は
別
に
、
不
動
を
本
に
据
え
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が
あ

っ
た
と
想
像
し
う
る
。
鎌
倉
期
に
は
多
く
の
不
動
明
王
が
三
井
寺
に
寄
進
さ
れ
、

平
安
時
代
後
期
、
智
証
大
師
円
珍
が
感
得
し
た
黄
不
動
像
を
も
と
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
曼
殊
院
蔵
の
「
不
動
明
王
像
」
な
ど
、
多
く
の
模
写
の
存
在
や
そ
れ
ら
の

広
が
り
は
、
こ
う
し
た
複
数
系
統
の
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ま
た
、
三
井
寺
は
不
動
信
仰
に
加
え
、
修
験
道
の
場
と
し
て
、
ま
た
西
国
三
十

三
所
札
所
と
し
て
観
音
の
霊
場
と
し
て
も
著
名
に
な
り
、
独
自
の
発
展
を
す
る
に

至
る
。
加
え
て
中
世
に
入
る
こ
ろ
か
ら
は
地
蔵
へ
の
信
仰
も
活
発
化
す
る
。
三
井

寺
周
辺
の
在
地
信
仰
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
根
本
と
な
る
信
仰
の
上
に
、
地
蔵
と

結
び
つ
き
が
強
い
地
獄
の
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
泰
山
府
君

信
仰
が
既
に
あ
る
程
度
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
十
分
想
定
さ
れ
る
。
在
地
に
お
い

て
は
様
々
な
本
尊
へ
の
信
仰
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
不

動
と
地
蔵
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
蘇
生
に
関
連
す
る
興
味
深
い
例
と
し
て
『
撰
集

抄
』
に
、

恵
心
僧
都
の
稲
生
と
に
、
安
容
の
尼
と
い
ふ
人
侍
り
け
り
。
年
比
あ
さ
か
ら

ず
思
ひ
け
る
あ
る
じ
に
お
く
れ
給
ひ
て
、
さ
が
て
さ
ま
か
へ
、
小
野
と
い
ふ

山
里
に
籠
り
ゐ
て
、
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
、
明
暮
行
ひ
給
へ
り
。
或

時
、
夜
ふ
く
る
ま
で
心
を
澄
ま
し
て
勤
う
ち
し
、「
か
な
ら
ず
後
生
助
け
さ

せ
給
へ
」
と
祈
り
申
さ
れ
て
、
い
ち
い
ね
給
ひ
侍
り
け
る
に
、
夢
に
此
地
蔵

菩
薩
お
は
し
ま
し
て
、「
い
か
に
も
た
す
け
ん
ず
る
ぞ
。
そ
れ
に
つ
い
て

も
、
つ
と
む
る
こ
と
を
物
憂
く
す
な
」
と
被
仰
と
思
ひ
て
、
夢
さ
め
侍
り
け

り
。
…
…
…
つ
ひ
に
は
か
な
く
成
り
ぬ
。
僧
都
待
ち
え
て
い
そ
ぎ
見
給
ふ

に
、
は
や
こ
と
き
れ
に
け
り
。
あ
さ
ま
し
と
も
、
心
う
し
と
も
い
ふ
斗
な

し
。
な
ほ
も
し
や
と
覚
え
て
、
修
学
院
の
勝
算
僧
正
の
庵
室
に
、
死
せ
る
人

を
か
き
い
れ
さ
せ
、
僧
正
に
、「
加
持
し
て
与
へ
給
へ
」
と
あ
れ
ば
、「
大
き

に
か
た
き
事
に
侍
り
。」
さ
り
な
が
ら
、
不
動
の
呪
を
み
て
給
ふ
。
僧
都
又

地
蔵
を
念
じ
給
へ
り
け
る
に
、
数
十
反
に
み
た
ざ
る
に
、
尼
い
き
返
り
侍
り

て
、
か
た
り
け
る
は
、「
不
動
地
蔵
の
我
が
二
つ
の
手
を
引
き
て
、
冥
途
よ

り
返
し
給
ひ
し
に
侍
り
。」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。 

（
傍
線
筆
者
）

と
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
普
段
地
蔵
を
念
じ
て
い
た
安
養
尼
が
亡
く
な
っ
た
際
、

「
不
動
の
呪
を
み
て
給
ふ
」
な
ど
と
不
動
の
呪
を
唱
え
、
地
蔵
を
念
じ
る
こ
と

で
、
結
果
と
し
て
地
蔵
と
不
動
に
手
を
ひ
か
れ
て
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
。
後
代

『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
に
も
採
ら
れ
る
本
話
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
動
と
地

蔵
の
関
係
に
つ
い
て
、
修
験
の
人
々
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
地
蔵
に
対
し
、
三

井
寺
の
修
験
の
組
織
化
が
進
む
中
、
地
蔵
と
融
合
さ
せ
つ
つ
も
不
動
尊
を
前
面
に

押
し
出
し
て
き
た
者
の
存
在
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
熊
野
支
配
も
あ
り
、

修
験
道
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
三
井
寺
が
、
次
第
に
そ
れ
と
関
係
の
深
か
っ
た

地
蔵
と
対
抗
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
延
命
蘇
生
の
利
益
を
持
つ
不
動
を
表
舞
台
へ

と
出
し
て
い
く
こ
と
は
、
信
仰
の
伝
播
と
い
う
問
題
か
ら
も
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
不
動
と
地
蔵
の
関
係
に
つ
い
て
、『
撰
集
抄
』
の
内
容
も
含

め
、
中
世
期
以
降
作
品
内
で
一
組
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
六
道
輪
廻
と

地
蔵
は
関
わ
り
が
深
く
、
ま
た
中
世
半
ば
以
降
に
発
展
し
て
く
る
民
俗
信
仰
の
ひ

と
つ
で
あ
る
十
三
仏
信
仰
で
は
、
五
七
日
の
閻
魔
王
の
本
地
仏
が
地
蔵
で
あ
り
、

救
い
を
施
す
功
徳
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
慈
悲
深
い
様
相
と
は
異
に
し
て
、
殊
に
六

道
お
よ
び
地
獄
と
の
関
係
性
が
深
い
。
そ
も
そ
も
地
蔵
や
現
世
救
済
を
期
待
す
る

観
音
な
ど
に
対
し
て
、
涙
を
流
す
不
動
や
手
を
繫
ぐ
不
動
と
い
う
も
の
は
、
憤
怒

相
で
表
現
さ
れ
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
隔
た
り
が
強
く
、
民
衆
に
と
っ
て
の

信
仰
に
繫
が
る
強
力
な
一
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
う
る
。
同
時
に
、

閻
魔
の
本
地
な
ど
と
表
さ
れ
る
地
蔵
の
存
在
も
垣
間
見
え
て
く
る
。

　

三
井
寺
に
存
す
る
仏
像
の
状
況
を
見
る
と
、
室
町
時
代
に
は
延
文
元
年
、
足
利

尊
氏
が
没
し
た
際
に
、
幕
府
が
地
蔵
尊
を
三
井
寺
に
奉
納
し
て
お
り
、
さ
ら
に
続

い
て
二
代
義
詮
が
没
し
た
貞
治
六
年
に
も
三
代
将
軍
義
満
が
同
じ
く
地
蔵
を
三
井

寺
に
奉
納
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
四
〜
一
五
世
紀
に
か
け
て
は
現
在
金
堂
に
安
置

さ
れ
る
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
二
体
や
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
（
大
津
市
観
音
寺
町
自

治
会
保
存
）
な
ど
が
三
井
寺
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
相
次
い
で
不
動
明
王
を
中
心

と
す
る
像
が
作
ら
れ
寄
進
さ
れ
た
鎌
倉
期
ま
で
に
比
べ
、
室
町
期
に
お
い
て
三
井

寺
で
は
、
本
格
的
な
地
蔵
信
仰
の
流
行
が
到
来
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

説
話
の
地
蔵
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
』
と
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
と
の
関
係
に

つ
い
て
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
高
橋

貢
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
今
昔
』
巻
一
七
の
地
蔵
菩
薩
霊
験
譚
に
つ
い
て
、
大

部
分
が
三
井
寺
上
座
実
睿
の
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
を
典
拠
に
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
く
か
ら
三
井
寺
と
地
蔵
と
の
関
係
性
は
深
淵
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
『
園
城
寺
伝
記
』
で
も
、「
地
蔵
者
清
浄
観
之
出
家
名

也
。
地
蔵
者
天
下
萬
種
覆
無
端
。
地
蔵
萬
像
載
無
棄
。
故
號
地
蔵
。」
と
い
う
地

蔵
の
記
述
も
散
見
す
る
。
こ
う
し
た
天
台
密
教
、
ま
た
浄
土
教
寺
院
と
地
蔵
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
源
信
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
地
蔵
信
仰
は
泰
山
府
君
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
く
。

　

ま
た
地
蔵
と
地
獄
の
関
係
を
裏
付
け
る
よ
う
に
平
安
末
期
頃
に
は
十
王
信
仰
と

の
関
係
性
が
築
か
れ
て
く
る
。
十
王
信
仰
と
は
人
が
死
ん
だ
あ
と
、
冥
界
に
あ
る

十
王
の
宮
殿
を
順
々
に
巡
り
、
生
前
の
善
悪
に
よ
る
審
判
を
受
け
、
次
の
転
生
先

が
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
泰
山
府
君
は
古
代
中
国
の
後
漢
か
ら
魏
晋
時
代

に
か
け
て
泰
山
が
人
の
魂
魄
を
招
き
、
生
命
の
長
短
を
司
る
と
い
う
思
想
が
取
り

込
ま
れ
、
仏
教
の
閻
魔
王
の
役
割
に
近
い
神
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
古
く
イ

ン
ド
か
ら
在
地
宗
教
が
仏
教
と
相
ま
っ
て
中
国
に
伝
来
す
る
と
と
も
に
十
王
信
仰

の
中
で
閻
魔
と
結
び
つ
き
、
本
来
は
道
教
世
界
の
冥
界
王
と
し
て
代
表
さ
れ
る
泰

山
府
君
が
、
い
つ
し
か
仏
教
と
混
交
し
な
が
ら
新
し
い
概
念
を
作
り
上
げ
た
の
だ

と
い
う
。
死
後
の
人
へ
の
没
後
七
日
ご
と
の
追
善
供
養
は
元
来
儒
教
の
教
え
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
が
道
教
の
地
獄
の
十
王
と
い
う
観
念
を
受
容
す
る
こ
と
で
十
王

信
仰
の
基
盤
が
造
ら
れ
て
い
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
信
仰
と
し
て
、
坂
出
祥
伸
氏

が
「
地
蔵
と
い
う
も
の
が
十
王
信
仰
の
基
盤
と
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
十

王
の
本
地
が
付
加
さ
れ
た
十
仏
信
仰
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

苦
難
に
陥
る
衆
生
の
救
済
を
願
う
十
仏
信
仰
は
中
国
に
お
い
て
は
現
れ
ず
、
専
ら

日
本
で
の
信
仰
の
発
展
形
と
言
え
る
。
源
信
が
臨
終
の
行
儀
に
お
い
て
衆
生
に
念

想
を
勧
め
る
と
き
、
観
音
・
勢
至
・
普
賢
・
文
殊
に
並
ぶ
仏
と
し
て
地
蔵
を
取
り
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入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
末
法
近
づ
く
世
に
お
け
る
救
済
を
求
め
た
結

果
で
あ
ろ
う
。

　

最
終
的
に
密
教
思
想
を
取
り
込
ん
で
十
三
仏
信
仰
へ
と
発
展
を
み
る
十
王
信
仰

だ
が
、
泰
山
府
君
の
思
想
が
こ
の
十
王
信
仰
か
ら
地
獄
や
閻
魔
王
と
も
結
び
つ
く

流
れ
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
信
仰
変
容
の
波
が
三
井
寺
に
も
押
し
寄
せ

て
い
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
信
仰
の
様
子
に
つ
い
て
泣
不
動
説
話
の
展
開

の
一
形
態
と
し
て
知
ら
れ
る
『
真
言
伝
』
証
空
段
に
は
「
此
事
世
ノ
人
委
ク
知
ル

ニ
依
テ
コ
マ
カ
ニ
シ
ル
サ
ス
」
と
記
載
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
泰
山
府
君
を

中
心
と
し
た
『
今
昔
』
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
広
く
三
井
寺
周
辺
で
も
在
地
の
信

仰
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
天
台
寺
門
の

大
寺
院
と
し
て
名
を
馳
せ
る
三
井
寺
は
、
智
証
大
師
の
不
動
信
仰
を
も
基
盤
と
し

て
、
異
な
る
二
系
列
の
信
仰
が
内
部
で
発
生
し
、
そ
こ
に
泰
山
府
君
と
諸
相
の
似

通
っ
た
不
動
明
王
を
仏
教
的
に
取
り
入
れ
た
。
そ
し
て
泣
不
動
説
話
を
『
雑
談

鈔
』
の
ご
と
く
三
井
寺
が
独
自
に
自
社
の
霊
験
譚
と
し
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と

い
う
過
程
が
見
え
て
く
る
。
当
代
の
思
想
に
背
負
わ
れ
る
よ
う
に
、
泰
山
府
君
や

不
動
霊
験
は
容
易
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、『
真
言
伝
』
の
記
述
等

か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
い
か
に
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
を
も
確
認
で
き
る
。
三
井
寺
周
辺
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
複
数
の
信

仰
形
態
が
複
雑
に
入
り
組
み
、
高
僧
た
ち
の
表
現
方
法
に
よ
っ
て
も
内
容
が
大
き

く
様
変
わ
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
付
随
す
る
霊
験
譚
も
恣
意
的
か
つ
合
理
的
に
変

容
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
泣
不
動
説
話
の
研
究
動
向
を
捉
え
つ
つ
三
井
寺
〈
内
〉〈
外
〉

の
テ
キ
ス
ト
に
目
を
向
け
る
と
と
も
に
、
三
井
寺
周
辺
に
お
け
る
在
地
信
仰
の
発

展
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
泣
不
動
説
話

類
の
中
で
も
特
異
な
発
展
を
し
て
い
る
の
が
絵
巻
で
あ
る
。

　

中
世
期
に
は
泣
不
動
説
話
が
絵
巻
と
な
っ
て
、
視
覚
的
に
人
々
の
知
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
現
在
泣
不
動
関
連
の
絵
巻
と
し
て
は
、
泣
不
動
を
伝
え
る
最
古
の
も
の

と
さ
れ
る
鎌
倉
期
の
『
不
動
利
益
縁
起
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
や
、
こ
れ
に

倣
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
室
町
期
の
『
泣
不
動
縁
起
』（
清
浄
華
院
蔵
）
が
伝
わ

る
。
清
浄
華
院
本
に
は
詞
書
き
が
存
在
し
な
い
が
、
絵
に
つ
い
て
は
『
不
動
利
益

縁
起
』
と
ほ
ぼ
差
違
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
一
見
『
発
心
集
』
さ
な
が
ら
の
展
開
に

思
わ
れ
る
が
、
絵
巻
に
は
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
描
写
で
あ
る
「
証
空
の
身
代
わ

り
と
な
っ
た
不
動
は
命
を
落
と
し
縄
を
打
た
れ
て
地
獄
に
赴
く
。」「
捕
ら
え
ら
れ

た
不
動
が
閻
魔
の
御
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
る
が
、
閻
魔
は
そ
の
様
子
に
驚
き
呆
れ

て
平
身
低
頭
す
る
。」「
解
放
さ
れ
た
不
動
が
最
後
に
は
悠
々
と
元
の
世
界
へ
戻
っ

て
い
く
。」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
不
動
の
地
獄
連
行
譚
」
と
も
い
う
べ
き
話
が
付

加
部
分
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
縁
起
絵
巻
に
な
っ
て

か
ら
の
追
加
要
素
は
、
不
動
明
王
と
し
て
の
威
厳
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
一
方
、
証

空
を
よ
り
脇
役
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
不
動
が
涙
を
流
し
、
そ
し
て
身
代
わ
り
と

な
っ
た
と
い
う
利
益
自
体
の
印
象
を
薄
く
さ
せ
て
し
ま
う
作
用
が
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
絵
巻
の
作
成
、
ま
た
そ
の
根
源
と
な
る
物
語
は
本
来
霊
験
譚
を
語
る
三
井

寺
内
部
で
は
な
い
「
場
」
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
、
あ
く
ま
で

(
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庶
民
レ
ベ
ル
に
お
い
て
こ
う
し
た
霊
験
譚
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
先
述
し
た
地
獄
へ
の
意
識
や
諸
信
仰
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

浄
土
宗
寺
院
と
し
て
名
を
成
す
清
浄
華
院
の
寺
宝
を
記
述
し
た
文
書
で
あ
る

『
参
議
藤
原
頼
業
筆
浄
華
院
由
来
書
』
に
は
、
永
享
年
間
に
、
既
に
円
珍
が
書
い

た
泣
不
動
縁
起
が
存
在
し
て
い
る
と
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
霊
宝
を
見
る
限
り
、

天
台
関
係
の
霊
宝
が
多
い
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
が
、
泣
不
動
縁
起
が
主
に
三

井
寺
内
部
で
語
ら
れ
た
内
容
に
大
き
く
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ

の
変
容
に
寺
院
が
全
く
反
応
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
奇
妙
な
印
象
を
持

つ
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
関
連
性
を
読
み
解
く
と
き
、
今
後
こ
う
し
た
絵
巻

の
流
布
と
両
寺
院
間
の
問
題
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

仏
菩
薩
の
身
代
わ
り
霊
験
譚
の
中
で
も
不
動
の
霊
験
譚
は
特
異
で
あ
る
。
忿
怒

に
満
ち
た
そ
の
顔
か
ら
涙
を
出
す
と
い
う
様
相
は
、
不
動
自
体
が
元
来
持
つ
印
象

と
の
違
い
ゆ
え
に
、
受
容
者
た
ち
の
心
に
、
よ
り
鮮
明
に
刻
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

大
き
く
二
系
統
に
分
類
さ
れ
る
泣
不
動
説
話
は
、
証
空
の
「
す
が
る
姿
」
な
ど
の

描
写
に
よ
り
、
霊
験
譚
の
主
題
を
適
宜
変
化
さ
せ
て
巷
間
へ
と
広
が
っ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
不
動
の
霊
験
が
語
ら
れ
る
と
き
、
本
来
泰
山
府
君
で
あ
っ
た

も
の
が
不
動
の
霊
験
へ
と
変
容
さ
れ
、
三
井
寺
内
部
に
お
い
て
は
証
空
と
い
う
高

僧
や
不
動
明
王
を
配
置
し
、
霊
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
泰
山
府
君
を
頂
点

に
据
え
、
陰
陽
道
の
効
果
絶
大
な
る
説
話
か
ら
流
れ
始
め
た
泣
不
動
説
話
は
、
時

代
を
追
う
に
つ
れ
、
三
井
寺
の
確
固
た
る
不
動
縁
起
と
し
て
地
位
を
獲
得
し
て
い

っ
た
と
い
え
る
。

　

元
来
不
動
信
仰
の
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
三
井
寺
に
は
、
既
に
様
々
な

信
仰
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
泣
不
動
説
話
は
三
井
寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
問

題
か
ら
さ
ら
に
、
霊
験
譚
が
用
い
ら
れ
る
書
物
の
用
途
に
よ
り
記
述
の
方
法
が
異

な
る
な
ど
、
話
題
の
重
心
を
適
宜
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
泣
不
動
説
話
か
ら
さ
ら
に
、
作
品
そ
の
も
の
や
そ
の
縁
起
を
保
有
す
る
寺

院
の
立
ち
位
置
す
ら
変
え
て
し
ま
う
重
要
な
問
題
に
繫
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

こ
う
し
た
「
身
代
わ
り
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え

ば
『
源
平
盛
衰
記
』
に
登
場
す
る
袈
裟
御
前
が
盛
遠
に
代
わ
り
、
夫
で
あ
る
左
衛

門
尉
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
著
名
な
逸
話
に
は
、
身
代
わ
り
と
な
っ
て
死
ん
だ
袈
裟

御
前
に
つ
い
て
「
こ
の
女
房
は
観
音
、
優
婆
夷
の
身
を
現
じ
て
我
等
が
道
心
を
催

し
給
ふ
と
観
ず
べ
し
」
と
記
述
さ
れ
る
。
現
世
利
益
を
司
る
観
音
が
身
代
わ
り
と

な
る
と
い
う
中
世
期
の
人
々
の
意
識
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
期
の
泣
不
動
説
話
の
展
開
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
氏
が
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
お
け
る
再
文
脈
化
と
い
う
問
題
点
と
と
も
に
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ

で
は
後
述
の
『
不
動
利
益
縁
起
』
の
拠
り
所
と
し
て
正
和
三
（
一
三
一
四
）
年
に

成
立
し
た
ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
『
融
通
念
仏
縁
起
』
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
（「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
泣
不
動
説
話
の
再
文
脈
化
」（『
国
語

と
国
文
学
』
九
二
│
五
・
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
五
年
五
月
）。

『
発
心
集
』
の
泣
不
動
説
話
に
つ
い
て
は
木
下
華
子
氏
が
先
行
研
究
や
伝
本
間
の

異
同
を
中
心
に
し
た
位
相
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
木
下
華
子
氏
「『
発
心
集
』
の

泣
不
動
説
話
」（『
清
心
国
文
』
一
六
号
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語

日
本
文
学
会
・
二
〇
一
四
年
九
月
））。
な
お
、『
発
心
集
』
八
巻
本
に
は
巻
六
の

巻
頭
話
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
泣
不
動
説
話
が
、
神
宮
文
庫
本
に
も
巻
三
│
一

話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
内
容
、
文
字
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
る
。

梁
瀬
一
雄
氏
「『
泣
不
動
』
の
説
話
」（
梁
瀬
一
雄
『
説
話
文
学
研
究
』
所
収
・
一

九
八
四
年
）
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南
里
み
ち
子
氏
「
泣
不
動
の
説
話
の
成
立
と
展
開
」（『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念

文
学
論
叢
』・
九
州
大
学
文
学
部
・
一
九
八
二
年
）。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、「
泣

不
動
の
説
話
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、

説
話
の
興
味
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
、
不
動
の
発
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
証
空
の
心
情
、
証
空
の
母
親
と
の
会
話
の
部
分

を
中
心
に
、
伝
承
者
に
よ
る
潤
色
の
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
泣
不
動
の
説
話
は
、

陰
陽
師
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
身
代
り
の
説
話
を
相
承
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
寺
門
系
僧
侶
の
陰
陽
道
的
活
動
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
泣
不
動
の
絵
像
と
そ
の
霊
験
説
話

を
管
理
し
つ
つ
、
呪
術
的
な
宗
教
活
動
に
携
わ
る
集
団
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
三
井
寺
内
部
の
陰
陽
師
さ
な
が
ら
の
呪
術
活
動
を
し
て

い
た
僧
集
団
の
存
在
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

中
前
正
志
氏
「
不
動
の
涙
│
│
泣
不
動
説
話
微
考
」（『
国
語
国
文
』
七
四
〇
号
・

京
都
大
学
文
学
部
・
一
九
九
五
年
一
一
月
）
お
よ
び
「
不
動
の
涙
│
│
崩
れ
た
霊

験
の
証
し
」（『
神
仏
霊
験
譚
の
息
吹
き
│
│
身
代
わ
り
説
話
を
中
心
に
│
│
』・

臨
川
書
店
・
二
〇
一
一
年
）。
現
在
の
泣
不
動
説
話
の
成
立
お
よ
び
展
開
論
は
南

里
氏
、
中
前
氏
両
論
に
お
い
て
見
通
し
が
明
る
く
な
っ
た
。

後
白
河
天
皇
は
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
に
生
ま
れ
、
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年

に
没
す
る
。
一
方
覚
助
は
『
日
本
人
名
辞
典
』
に
よ
れ
ば
長
和
二
（
一
〇
一
三
）

年
に
生
ま
れ
、
近
江
園
城
寺
で
行
円
・
心
誉
に
密
教
を
学
び
、
同
寺
花
王
院
主
と

な
り
、
康
平
六
（
一
〇
六
三
）
年
一
一
月
一
一
日
死
去
し
た
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て

両
者
の
時
代
に
は
約
百
年
の
差
が
あ
る
。

空
也
上
人
の
臂
の
折
れ
た
話
に
つ
い
て
は
、
簗
瀬
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
詳
し

く
論
ぜ
ら
れ
る
。『
撰
集
抄
』
で
は
余
慶
が
、
西
国
巡
礼
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
行

尊
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
僧
自
身
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
、
お
の
お
の
の

僧
の
年
齢
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。
存
命
す
る
証
空
の
母
な
ど
を
考
慮
し
、
泣
不
動

関
連
の
事
件
が
「
智
興
の
老
年
期
に
於
け
る
事
件
と
す
る
方
が
、
や
ゝ
有
力
に
見

え
る
」
と
い
う
推
論
を
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
各
説
話
の
矛
盾
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
南
里
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、『
発
心
集
』
に
記
さ
れ
る
白
河
院
に
伝

え
ら
れ
た
と
い
う
話
か
ら
、「
お
そ
ら
く
不
動
の
持
者
証
空
の
霊
験
が
宣
伝
さ
れ

る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
を
智
証
大
師
の
主
流
を
伝
え
る
余
慶
と
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

前
掲
梁
瀬
氏
論
文
「『
泣
不
動
』
の
説
話
」

前
掲
南
里
氏
論
文
「
泣
不
動
の
説
話
の
成
立
と
展
開
」

坂
出
祥
伸
氏
は
「
日
本
文
化
の
中
の
道
教
│
│
泰
山
府
君
信
仰
を
中
心
に
│
│
」

（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念　

東
洋
学
論
集
』
所
収
・
汲
古
書
院
・
一
九
九
六

年
）
の
中
で
中
国
泰
山
の
信
仰
に
つ
い
て
精
緻
な
論
を
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
中
国
に
お
い
て
こ
の
泰
山
に
対
す
る
信
仰
と
結
び
つ
い
て
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
道
教
で
は
東
獄
大
帝
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。『
捜
神
記
』
や
『
荘
子
』

な
ど
に
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
泰
山
は
死
者
の
霊
魂
が
集
ま
る
霊
地
と
い
う
印
象

が
強
い
の
だ
と
い
う
。
中
国
に
は
こ
う
し
た
霊
山
と
し
て
の
存
在
を
表
す
説
話
は

多
く
残
っ
て
お
り
、
例
え
ば
陝
西
省
華
山
に
残
る
説
話
に
も
華
山
が
魂
の
集
ま
る

霊
地
と
し
て
の
姿
を
記
載
し
て
い
る
。

武
田
比
呂
男
氏
「〈
安
倍
晴
明
〉
説
話
の
生
成
」（『「
安
倍
晴
明
」
の
文
化
学　

陰

陽
道
を
め
ぐ
る
冒
険
』・
新
紀
元
社
・
二
〇
〇
二
年
）

泰
山
府
君
や
陰
陽
道
の
関
連
の
詳
細
に
つ
い
て
は
斎
藤
英
喜
氏
「
冥
府
と
現
世
を

支
配
す
る
神
」（『
陰
陽
道
の
神
々
』
所
収
・
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
七
年
）
に
詳

し
い
。

本
文
は
『
寛
永
版
印
影
吾
妻
鏡
』（
汲
古
書
院
・
一
九
七
六
）
に
よ
る
。『
吾
妻

鏡
』
に
お
け
る
泰
山
府
君
祭
の
例
と
し
て
は
、
鈴
木
許
恵
氏
「
絵
馬
の
信
仰
研
究

〜
泰
山
府
君
祭
を
め
ぐ
っ
て
〜
」（『
千
里
山
文
学
論
集
』
第
六
三
号
・
関
西
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
・
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
に
お
け
る
表
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。

簗
瀬
一
雄
『
碧
冲
洞
叢
書
』
第
七
冊
よ
り
『
雑
談
鈔
』
解
題
（
臨
川
書
店
・
一
九

九
五
年
）

『
宝
物
集
』
の
諸
本
間
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
間
の
詳
細
な
泣
不
動
縁
起
の
異
同

や
対
比
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
前
氏
「
不
動
の
涙
│
│
泣
不
動
説
話
微
考
」
に
論

ぜ
ら
れ
る
。

三
井
寺
の
修
験
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
初
頭
増
誉
が
熊
野
三
山
検
校
に
任
ぜ
ら

れ
た
こ
と
で
、
本
格
的
な
寺
門
の
熊
野
修
験
支
配
が
始
ま
っ
て
く
る
。
大
験
者
と

(
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(
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(
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(
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(
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し
て
一
乗
寺
僧
で
あ
っ
た
増
誉
と
、
三
室
戸
寺
の
隆
明
は
当
代
を
絶
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
思
え
ば
、
三
室
戸
寺
も
西
国
三
十
三
所
寺
院
で
あ

り
、
観
音
信
仰
な
ど
が
根
付
い
て
い
た
大
寺
院
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
寺
門
修
験

の
活
躍
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
修
験
道
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
観

音
の
名
声
も
知
れ
渡
り
、
徐
々
に
観
音
霊
場
と
し
て
の
姿
が
顕
れ
て
い
く
。

『
撰
集
抄
』
巻
九
安
養
尼
事
。
本
文
に
つ
い
て
は
小
島
孝
之
氏
・
浅
見
和
彦
氏

『
撰
集
抄
』（
桜
楓
社
・
一
九
八
五
年
）
に
よ
る
。

こ
れ
ら
不
動
と
地
蔵
に
ま
つ
わ
る
三
井
寺
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
田
中
久
夫
氏

「
不
動
尊
信
仰
の
伝
播
者
の
問
題
」（
田
中
久
夫
氏
『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

不
動
信

仰
』・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
三
年
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

近
世
期
元
禄
四
年
、
北
条
団
水
の
手
に
よ
る
『
団
袋
』
中
「
両
吟
」
に
は
、
半
歌

仙
中
の
七
、
八
句
目
に
、「
す
ゝ
ど
き
は
不
動
地
蔵
の
う
つ
く
し
き
（
団
水
）」

「
蘇
生
し
て
何
は
な
す
ら
ん
（
西
鵬
）」
と
い
う
句
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
評
と
し
て
『
類
船
集
』
に
お
い
て
「
地
蔵
│
六
道
」、
さ
ら
に
発
想

と
し
て
「
六
道
│
蘇
生
」
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
水
谷
隆
之
氏

「『
団
袋
』
の
西
鶴
│
│
団
水
と
の
両
吟
半
歌
仙
に
つ
い
て
│
│
」（『
国
語
と
国
文

学
』
第
八
十
六
巻
七
号
・
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
〇
九
年
七
月
）
に
詳

し
い
。
水
谷
氏
は
「「
蘇
生
」
し
た
人
が
「
は
な
す
」
内
容
を
き
っ
か
け
に
動
き

出
す
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
模
様
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
お
い
て
多
々
描
か
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
近
世
期
に
お
い
て
も
一
度
死
亡
し
た
人

間
が
再
び
何
ら
か
の
仏
の
功
徳
に
よ
り
蘇
る
諸
相
は
数
多
い
と
さ
れ
る
。
本
論
で

も
や
や
触
れ
た
が
、
忿
怒
の
形
相
で
悪
魔
や
煩
悩
を
降
伏
さ
せ
る
役
割
を
基
本
と

す
る
「
不
動
」
と
救
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
「
地
蔵
」
と
い
う
二
つ
の

仏
に
は
念
じ
る
者
に
お
い
て
も
意
識
が
変
わ
っ
て
く
る
。『
撰
集
抄
』
に
お
け
る

手
を
つ
な
ぐ
不
動
と
、
泣
不
動
説
話
に
お
け
る
不
動
は
、
団
水
の
詠
む
「
す
ゝ
ど

き
」
不
動
と
は
ま
た
一
線
を
画
す
非
常
に
奇
怪
な
も
の
で
あ
る
。

未
確
認
で
あ
る
が
、
中
世
期
に
は
忿
怒
相
以
外
の
不
動
明
王
像
な
ど
が
存
在
す
る

と
い
う
。
団
水
の
言
う
「
う
つ
く
し
き
不
動
」
な
る
も
の
の
存
在
と
と
も
に
興
味

深
い
。

高
橋
貢
氏
「『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
成
立
の
一
背
景
」（『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

地

蔵
信
仰
』
所
収
・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
八
三
年
）

前
掲　

坂
出
祥
伸
氏
「
日
本
文
化
の
中
の
道
教
│
│
泰
山
府
君
信
仰
を
中
心
に

│
│
」、
ま
た
『
日
本
と
道
教
文
化
』（
角
川
書
店
・
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
し

た
。

『
対
校
真
言
伝
』（
勉
誠
社
・
一
九
八
八
年
）

〔
参
考
文
献
〕

　

 

本
文
に
際
し
て
は
特
に
記
載
の
な
い
限
り
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』
を
使
用
し
た
。

（
た
か
く
ら　

み
ず
ほ　

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
／
満
期
退
学
）

（
指
導
教
員
：
黒
田　

彰　

教
授
）
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〇
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は
じ
め
に

　

著
者
は
以
前
『
古
語
拾
遺
』
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
草
薙
剣
の

言
説
が
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
記
』・『
紀
』
と
す
る
）
と
は
異
な

り
、
神
璽
の
剣
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
編
纂
者
で
あ
る
斎

部
氏
の
即
位
儀
礼
に
つ
な
が
る
祭
祀
実
践
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
つ
ま
り
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
草
薙
剣
を
神
璽
と
し
て
重
視
す
る

言
説
は
、
即
位
儀
礼
に
関
与
し
た
斎
部
氏
だ
か
ら
こ
そ
生
み
出
し
得
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
即
位
儀
礼
か
ら
神
祇
官
が
排
除
さ
れ
る
と
い

う
時
代
に
と
も
な
う
即
位
儀
礼
の
変
化
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
『
古
語
拾
遺
』
は
「
遣
れ
た
る
」
十
一
条
の
最
初
に
、
熱
田
社
へ

の
祭
祀
を
進
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
草
薙
剣
が
即
位
儀
礼
に
使
わ
れ
る
神
璽
の
起

(

1 (

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む

│
│
『
古
語
拾
遺
』
と
の
比
較
か
ら
│
│

谷

口
　

潤

論　

文
　
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』（
以
下
『
縁
起
』
と
す
る
）
は
熱
田
社
に
お

け
る
根
本
縁
起
だ
が
、
長
ら
く
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
論
争
も
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
近
年
、
中
世
神
話
研
究
の
影
響
を
受
け
、
本
書
を
日
本
紀
享
受

の
歴
史
に
位
置
付
け
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
議
論

か
ら
、『
縁
起
』
の
奥
書
の
部
分
を
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
し
て
読
む

こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
成
立
に
迫
っ
て
い
く
。

『
縁
起
』
の
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
草
薙
剣
を
「
神
璽
の
剣
」
と
し
て
扱
わ

ず
、
か
つ
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
だ
け
で
な
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て
も
詳

細
に
記
載
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、

本
稿
は
熱
田
社
の
大
宮
司
家
で
あ
る
尾
張
氏
と
藤
原
氏
に
注
目
し
『
縁
起
』

を
読
み
進
め
る
。
そ
れ
に
よ
り
『
縁
起
』
が
律
令
制
、
お
よ
び
地
方
神
祇
祭

祀
の
変
化
の
中
で
成
立
し
て
き
た
事
、
そ
う
し
た
成
立
の
契
機
が
奥
書
に
よ

っ
て
神
話
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

 『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』、『
古
語
拾
遺
』、
草
薙
剣
、
尾

張
氏
、
藤
原
氏

〔
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源
、「
天
璽
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
熱
田
社
に
お
け
る
祭
祀
を
重
要
視
す
る
と
い

う
『
古
語
拾
遺
』
独
自
の
神
話
言
説
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
当
の
熱
田
社
の
縁

起
で
あ
る
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
で
は
こ
の
よ
う
な
神
璽
に
関
す
る
記
述

は
一
切
見
ら
れ
な
い
。『
縁
起
』
自
体
は
『
記
』・『
紀
』
及
び
『
尾
張
国
風
土
記
』

か
ら
草
薙
剣
に
か
か
わ
る
記
述
を
抜
粋
し
、
編
集
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
天

孫
降
臨
の
物
語
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
天
孫
降
臨
の
物
語
を
も

っ
て
草
薙
剣
を
律
令
に
規
定
さ
れ
た
「
神
璽
之
鏡
剣
」
の
起
源
と
す
る
『
古
語
拾

遺
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
態
度
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
差

が
『
縁
起
』
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
『
縁
起
』
は
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
正
六
位
上
尾
張
連
清
稲
が
熱
田
神
宮

の
由
緒
を
記
し
、
そ
れ
を
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
に
藤
原
村
椙
が
改
め
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
由
来
か
ら
『
寛
平
縁
起
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成

立
に
つ
い
て
は
論
争
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
研
究
史
の
部
分
で
触
れ
る
よ
う

に
、
本
書
を
『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
紀
』）
の
解
釈
史
に
お
い
て
中
世
へ
と
至
る

前
段
階
に
位
置
付
け
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
う
し
た
研
究
史
を
踏

ま
え
つ
つ
、
具
体
的
な
成
立
年
代
を
検
討
す
る
こ
と
を
超
え
て
、
叙
述
者
で
あ
る

尾
張
氏
と
藤
原
氏
に
注
目
し
、
テ
キ
ス
ト
を
内
在
的
に
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、『
縁
起
』
を
歴
史
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
時
先
に
挙
げ
た

『
古
語
拾
遺
』
と
の
差
は
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

1
．
研
究
史

　
『
縁
起
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
じ
め
に
検
討
を
加
え
た
の
は
西
田
長
男
で
あ

る
。
西
田
は
『
群
書
解
題
』
の
神
祇
部
（
中
）
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
の
項
に

お
い
て
「
村
椙
が
本
書
を
述
作
し
た
と
い
う
の
は
、
年
代
か
ら
す
れ
ば
何
ら
さ
し

さ
わ
り
を
見
な
い
。
し
か
し
、
清
稲
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
伝
説
上
の

人
物
の
よ
う
で
、
そ
の
実
在
を
証
明
す
べ
き
根
本
の
資
料
に
接
し
な
い
の
で
あ

る
。」
と
述
べ
、
神
社
の
縁
起
と
し
て
は
古
す
ぎ
、
清
稲
の
実
在
を
証
明
で
き
な

い
点
を
根
拠
に
寛
平
二
年
の
成
立
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
実
際
の
成
立
は
熱
田
社

大
宮
司
家
が
源
頼
朝
の
外
戚
と
な
っ
た
鎌
倉
初
期
で
あ
り
、
そ
の
編
纂
の
動
機
と

し
て
源
氏
の
外
戚
と
な
っ
た
大
宮
司
家
の
由
来
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
尾
崎
知
光
は
、
内
容
は
お
お
む
ね
『
日
本
書
紀
』
に
一
致
し

て
お
り
、
寛
平
二
年
に
で
き
た
こ
と
を
否
定
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
、
両
者
の
意
見
は
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
両
者
と
も

『
縁
起
』
が
独
自
の
伝
承
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
そ
こ
に
価
値
を
置
い
て
い
る
点

で
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
井
後
政
晏
は
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』
に
お
い
て
諸
本
の

系
統
に
つ
い
て
考
察
し
、
群
書
類
従
本
と
千
秋
家
本
の
二
つ
に
分
類
し
、
西
宮
秀

紀
が
さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
本
の
詳
細
な
分
類
を
進
め
、
奥
書
や
文
字
表
記
を
検
討

し
、
千
秋
家
本
が
よ
り
古
い
形
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
、
諸
本
の
系
統
図
を
作

成
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
西
宮
の
研
究
を
受
け
、
千
秋
家
本
の
系
統
で
あ
る
岡
山

高
蔭
書
写
本
を
底
本
と
す
る
神
道
体
系
本
を
使
用
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
縁
起
』
か
ら
、
熱
田
に
ま
つ
わ
る
中
世
神
道
の
広
が
り
に
注
目

し
た
研
究
に
伊
藤
正
義
の
「
熱
田
の
深
秘
│
│
中
世
日
本
紀
私
注
│
│
」
が
あ

る
。
伊
藤
は
こ
の
論
文
で
「
あ
つ
た
の
し
む
ひ
」
や
『
神
璽
灌
頂
』
を
扱
い
、
中

世
文
学
と
中
世
の
神
道
世
界
の
か
か
わ
り
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

そ
の
は
じ
め
に
『
縁
起
』
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
縁
起
』
そ
の
も
の
に (

2 (
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つ
い
て
は
「
そ
の
内
容
は
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に
、
一
部
に
『
古
事
記
』
を
取

り
合
わ
せ
て
骨
子
を
作
り
、
さ
ら
に
『
尾
張
国
風
土
記
』
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
『
風
土
記
』
の
影
響
下
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
、
直

接
熱
田
社
の
伝
承
に
基
づ
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
熱
田
社
独
自
の
伝
承

を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
中
世
日
本
紀
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。

　

さ
ら
に
青
木
周
平
は
『
記
』
の
受
容
の
側
面
か
ら
『
縁
起
』
を
考
察
す
る
。
青

木
は
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
性
格
と
古
事
記
の
引
用
」
で
、『
縁
起
』

内
の
歌
に
つ
い
て
考
察
し
、『
古
事
記
』
と
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
な
が
ら
微
妙

な
言
葉
遣
い
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、『
記
』・『
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
独

自
の
伝
承
（『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
に
類
似
）
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
か

ら
『
縁
起
』
が
『
紀
』
を
中
心
に
「
諸
伝
承
を
援
用
し
つ
つ
、
記
事
を
再
構
築
す

る
『
縁
起
』
の
あ
り
よ
う
」
を
示
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
熱
田
社
の
祭
神
で
あ
る

草
薙
剣
を
、
記
述
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
独
自
の
文
脈
を
創
り
出
す
『
縁
起
』

の
意
識
的
な
手
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
を

受
容
し
つ
つ
そ
れ
を
再
構
築
し
た
も
の
と
し
て
『
縁
起
』
を
評
価
し
た
こ
と
は
、

従
来
の
独
自
の
伝
承
に
の
み
価
値
を
置
く
研
究
と
は
一
線
を
画
す
と
言
え
る
。
ま

た
荊
木
美
行
は
『
縁
起
』
の
『
尾
張
国
風
土
記
』
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。

　

両
者
と
も
に
『
縁
起
』
の
具
体
的
な
成
立
年
代
に
は
触
れ
ず
、『
記
』・『
紀
』

あ
る
い
は
『
風
土
記
』
を
受
容
し
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
が
、
こ
れ
は
『
縁

起
』
を
中
世
日
本
紀
の
流
れ
に
位
置
付
け
た
伊
藤
の
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

本
書
を
『
記
』・『
紀
』
の
解
釈
史
の
中
に
位
置
付
け
た
と
評
価
で
き
る
。
特
に
青

木
の
論
で
重
要
な
の
は
、『
縁
起
』
が
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
を
中
心
に
『
記
』・

『
紀
』
の
記
述
を
再
構
築
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
を
再
構
築
し
た
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
指
摘
し
た
の
が
阿
部
泰
郎
で
あ
る
。

　

阿
部
は
「〝
日
本
紀
〞
と
い
う
運
動
」
で
『
縁
起
』
や
『
住
吉
大
社
神
代
記
』

を
取
り
上
げ
、
両
者
が
「
神
代
を
含
む
そ
の
縁
起
記
述
を
、
基
本
的
に
『
紀
』
に

拠
り
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
の
引
用
と
は
全
く
示
さ
ず
、
そ
の
抽
出
と
再
構
成
に
よ

っ
て
書
か
れ
、
そ
の
中
に
自
社
の
祭
祀
者
│
│
制
作
の
主
体
│
│
の
祖
先
の
関
与

を
挿
入
し
て
位
置
付
け
る
と
い
う
、
共
通
し
た
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
」

と
し
、『
縁
起
』
を
『
紀
』
解
釈
の
運
動
の
中
に
位
置
付
け
た
。
こ
れ
は
受
容
史

と
い
う
形
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
つ
つ
い
か
に
『
紀
』
が
読
ま
れ
、
解
釈

さ
れ
、
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
視
点
は
『
縁
起
』
を
『
記
』・『
紀
』
解
釈
の
自
己
運

動
に
還
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
中
に
置
き
な
お
す
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
の
成

立
を
内
在
的
に
読
み
解
く
方
向
性
を
示
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
受
け
『
縁
起
』
を
『
紀
』
の
解
釈
史
に
置
き
、
研
究
を
進
め

た
の
が
稲
生
知
子
で
あ
る
。
稲
生
は
「
貞
観
」「
寛
平
」
と
い
う
年
代
を
あ
え
て

疑
わ
ず
、
貞
観
、
寛
平
年
間
に
宮
廷
内
で
日
本
紀
講
書
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
編
者
の
村
椙
を
日
本
紀
講
の
担
い
手
、
そ
し
て
そ
の
知
に
よ
っ
て
地
方
を
収

め
た
国
守
と
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
『
縁
起
』
を
貞
観
、
寛
平
年
間
に
お
く
こ
と

で
『
記
』・『
紀
』
を
読
み
替
え
た
伝
承
の
広
が
り
「
伝
承
世
界
」
の
中
に
『
縁

起
』
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
『
縁
起
』
独
自
の
記
事
で
あ
る
「
覚
賀

鳥
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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亦
曰
く
公
の
海
に
入
り
給
ふ
の
由
を
問
ひ
給
へ
は
、
八
腹
啓
し
て
曰
さ

く
、
駿
河
の
海
を
度
り
給
ふ
に
、
海
中
に
鳥
有
り
。
鳴
く
声
加
怜
、
毛
羽
奇

麗
、
こ
れ
を
土
俗
に
問
ひ
給
ふ
と
、
覚
賀
鳥
と
答
ふ
。

　
（
亦
問
曰
公
入
海
之
由
、
八
腹
啓
曰
、
度
駿
河
之
海
、
ゝ
中
有
鳥
。
鳴
声

加
怜
、
毛
羽
奇
麗
、
問
之
土
俗
、
答
覚
賀
鳥
。）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

建
稲
種
公
の
死
に
対
し
て
日
本
武
尊
が
久
米
八
腹
に
問
う
た
際
、
八
腹
が
建
稲

種
公
が
覚
賀
鳥
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
た
め
海
に
落
ち
て
死
ん
だ
と
答
え
た
場
面

で
、「
俗
」
が
覚
賀
鳥
に
つ
い
て
答
え
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
俗
」
の
言
葉

を
村
椙
が
記
し
た
の
は
、
彼
が
『
風
土
記
』
を
念
頭
に
入
れ
「
俗
」
の
言
葉
に
価

値
を
置
い
て
い
た
た
め
と
し
た
。
そ
し
て
村
椙
が
、
当
時
領
民
と
国
衙
が
不
安
定

な
状
況
に
あ
っ
た
尾
張
国
を
支
配
す
る
た
め
に
熱
田
社
を
取
り
込
む
べ
く
そ
の
縁

起
を
記
し
た
と
し
て
、『
縁
起
』
を
新
た
に
生
成
さ
れ
た
「
中
央
政
府
と
地
方
を

つ
な
ぐ
物
語
」
と
位
置
付
け
た
。

　

さ
ら
に
「「
建
稲
種
公
之
妹
」
│
│
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
〈
神
話
〉

生
成
│
│
」
に
お
い
て
、
宮
酢
姫
が
建
稲
種
公
の
妹
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
、
こ
こ
に
尾
張
氏
の
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
起
源
を
見
出
し
た
倉
塚
曄
子
の
説
を
引

き
、
な
ぜ
『
縁
起
』
が
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
『
縁
起
』
が
宮
酢
姫
を
妹
と
す
る
こ
と
で
、
兄
（
建
稲
種
公
）
と
夫

（
日
本
武
尊
）
の
君
臣
関
係
を
強
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に

見
え
る
平
安
時
代
に
は
宮
中
に
上
が
る
「
妹
」
を
身
分
の
高
い
「
兄
」
が
後
見
す

る
と
い
う
平
安
時
代
の
兄
弟
の
在
り
方
に
合
致
す
る
と
指
摘
し
た
。

　

稲
生
の
議
論
は
、
受
容
史
に
と
ど
ま
ら
ず
平
安
時
代
と
い
う
時
代
の
中
に
『
縁

起
』
を
置
き
、
な
ぜ
『
縁
起
』
が
生
ま
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
点
は

評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
日
本
紀
講
の
現
場
と
『
縁
起
』
を
結
び

付
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
青
木
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
縁
起
』
は
あ
く
ま

で
も
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
を
そ
の
記
述
の
中
心
に
据
え
、『
記
』・『
紀
』
の
記
述

を
再
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
縁
起
』
で
は
『
古
語
拾
遺
』
と
は
異
な

り
、
神
璽
の
剣
と
し
て
の
草
薙
剣
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
く
、
草
薙
剣
が
熱

田
社
の
神
と
し
て
、
い
か
に
し
て
熱
田
に
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
そ
の

記
述
の
中
心
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
熱
田
社
の
側
に
立
っ
て
本
書
を
読
む
べ
き

で
あ
る
。

　

以
上
『
縁
起
』
の
研
究
史
は
『
縁
起
』
の
実
際
の
成
立
年
代
を
求
め
る
も
の
か

ら
、『
記
』・『
紀
』
の
解
釈
史
に
位
置
付
け
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い

え
る
。
そ
こ
に
は
、『
縁
起
』
独
自
の
記
述
を
古
伝
承
と
し
て
捉
え
そ
こ
に
置
く

視
点
か
ら
、『
記
』・『
紀
』
を
解
釈
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
言
説
と
し
て
積

極
的
に
評
価
す
る
視
点
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
踏
ま
え
た
と

き
、
次
に
問
わ
れ
る
の
は
『
縁
起
』
が
な
ぜ
生
み
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
事
で
あ

る
。
重
要
な
の
は
『
縁
起
』
の
成
立
を
テ
キ
ス
ト
の
外
側
に
求
め
る
の
で
は
な

く
、
ま
た
寛
平
二
年
と
い
う
年
号
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
で
も
な
く
、『
縁
起
』

の
テ
キ
ス
ト
に
依
り
つ
つ
『
縁
起
』
を
歴
史
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。

2
．『
縁
起
』
の
由
来

　

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
『
縁
起
』
の
奥
書
の
部
分
で
あ
る
。

　

但
し
件
の
御
社
に
舊
よ
り
縁
起
無
き
に
依
て
、
去
る
貞
観
十
六
年
の
春
、

神
宮
別
当
正
六
位
上
尾
張
連
清
稲
、
古
記
文
を
捜
り
、
又
遺
老
の
語
を
問

(
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い
、
粗
く
繕
い
写
す
縁
起
を
修
す
る
こ
と
有
り
。
守
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
村

椙
、
理
劇
の

に
斯
文
を
披
き
閲
る
に
、
諦
句
の
質
を
嫌
て
、
通
儒
の
筆
削

を
略
す
。
庶
ひ
ね
が
わ
く
ば
神
明
の
霊
跡
を
し
て
万
代
ま
で
長
く
傳
は
せ
し

む
。
即
ち
三
通
を
写
し
、
一
通
を
は
公
家
に
進
め
、
一
通
を
社
家
へ
贈
り
、

一
通
を
国
衙
に
留
め
給
う
の
み
。

　
　

寛
平
二
年
十
月
十
五
日

　
（
但
件
御
社
舊
依
無
縁
起
、
去
貞
観
十
六
年
春
、
神
宮
別
当
正
六
位
上
尾

張
連
清
稲
、
捜
古
記
文
、
又
問
遺
老
之
語
、
粗
加
繕
写
、
有
修
縁
起
、
守
従

五
位
下
藤
原
朝
臣
村
椙
、
理
劇
之

、
披
閲
斯
文
、
嫌
諦
句
之
質
、
略
通
儒

之
筆
削
。
庶
令
神
明
霊
跡
万
代
長
傳
也
。
即
写
三
通
、
一
通
進
公
家
、
一
通

贈
社
家
、
一
通
留
国
衙
。

　
　

寛
平
二
年
十
月
十
五
日
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

こ
の
部
分
で
は
『
縁
起
』
の
編
纂
の
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

貞
観
十
六
年
に
尾
張
連
清
稲
が
熱
田
社
に
縁
起
が
な
か
っ
た
た
め
、
古
記
を
編
纂

し
「
原
縁
起
」
と
も
い
え
る
も
の
を
作
り
、
そ
れ
に
藤
原
村
椙
が
「
通
儒
の
筆

削
」
を
加
え
て
『
縁
起
』
と
し
た
と
す
る
。
藤
原
村
椙
は
冬
嗣
の
曽
孫
で
従
五
位

上
駿
河
守
で
あ
る
が
、
尾
張
清
稲
は
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
資
料
が
見
つ
か
ら

ず
、『
縁
起
』
の
成
立
に
疑
問
符
を
つ
け
た
こ
と
は
研
究
史
で
確
認
し
た
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
問
題
は
な
ぜ
村
椙
と
い
う
実
在
の
人
物
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い

な
が
ら
、
清
稲
の
方
は
実
在
し
な
い
人
物
を
選
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
形
を
持
っ
て
い
る
の
が
『
記
』
の
序
文
で
あ
る
。
そ
こ
に

は

　

こ
こ
に
、
旧
辞
の
誤
り
忤
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
誤
り
錯
れ
る
を
正
し

た
ま
は
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
も
ち
て
、
臣
安
万
侶
に
詔
し

て
、「
稗
田
阿
礼
が
誦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
録
し
て
献
上
ら
し
む
」
と
の

ら
し
し
か
ば
、
謹
み
て
、
詔
旨
の
ま
に
ま
に
子
細
に
採
り
摭
ひ
つ
。

　
（
於
焉
、
惜
旧
辞
誤
忤
、
正
先
紀
之
誤
錯
、
以
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
、

詔
臣
安
万
侶
、
撰
録
稗
田
阿
禮
所
誦
之
勅
語
旧
辞
以
献
上
者
、
謹
随
詔
旨
、

子
細
採
摭
。）

 

（『
古
事
記
』
序
文
）

と
あ
り
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
旧
事
を
読
み
習
っ
た
稗
田
阿
礼
の
記
述
を
和
銅
四

年
に
太
安
万
侶
が
撰
録
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
在
が
定
か
で
は
な
い
人

物
が
持
っ
て
い
る
フ
ル
コ
ト
を
、
宮
廷
の
役
人
が
記
録
す
る
と
い
う
構
造
に
お
い

て
、『
縁
起
』
と
一
致
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
序
文
に
つ
い
て
稗
田
阿
礼

は
そ
の
実
在
が
疑
問
視
さ
れ
、『
縁
起
』
と
同
様
に
序
文
、
ひ
い
て
は
『
記
』
本

文
も
偽
作
で
あ
る
と
い
う
論
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
様
々
な
反
論
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
例
え
ば
西
宮
一
民
は
こ
う
し
た
「
古
事
記
偽
書
説
」
に
つ
い
て
、『
記
』

の
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
成
立
が
「
疑
わ
し
い
」
と
す
る
説
と
、
偽
書
と
し
て
の

『
記
』
の
目
的
を
挙
げ
た
説
に
分
け
て
批
判
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
後
者
に
対
し

て
、『
記
』
の
表
現
か
ら
こ
れ
が
天
武
天
皇
の
時
代
に
誦
習
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
示
し
た
。

　

こ
こ
で
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
宮
が

「「
書
か
れ
た
通
り
理
解
す
る
」
こ
と
す
ら
未
だ
し
の
状
態
で
、
理
解
を
超
え
る
こ

と
に
つ
い
て
は
「
偽
書
だ
。」
と
い
ふ
の
は
基
本
的
に
を
か
し
い
と
私
は
思
ふ
。」

と
い
う
態
度
は
『
縁
起
』
を
寛
平
二
年
に
成
立
し
た
と
し
て
読
む
と
い
う
稲
生
の

(

13(

(

14(

(

15(

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

三
一



議
論
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
『
記
』
の
議
論
に
対
し
て
、
斎
藤
英
喜
は
中
世
神
話
研
究
の
立
場
か

ら
「
偽
造
」
や
「
偽
作
」
と
い
っ
た
評
価
に
疑
問
を
呈
し
、
序
文
を
神
話
的
に
読

む
こ
と
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
表
現
行
為
や
主

体
を
神
話
的
な
行
為
や
主
体
と
し
て
読
み
替
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

斎
藤
は
阿
礼
の
「
誦
習
」
と
い
う
行
為
を
天
武
天
皇
の
勅
語
を
神
の
言
葉
を
呼
び

寄
せ
る
行
為
と
し
、
そ
れ
を
「
撰
録
」
し
た
安
万
侶
の
行
為
も
ま
た
「〈
神
の
言

葉
〉
を
、
い
わ
ば
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
言
葉
に
す
る
行
為
、
つ
ま
り
審
神
者
の
行

為
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
記
』
の
な
か
で
神
八
井
耳

と
い
う
「
敗
れ
た
皇
子
」
を
祖
先
と
す
る
大
安
万
侶
が
『
記
』
を
編
纂
す
る
と
い

う
構
造
こ
そ
が
、『
記
』
に
お
け
る
天
皇
の
正
統
性
を
保
証
す
る
機
制
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
『
記
』
の
序
文
の
表
現
の
構
造
は

『
記
』
本
文
の
そ
れ
と
リ
ン
ク
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

こ
の
斎
藤
の
研
究
は
『
記
』
の
序
文
に
対
し
て
、
真
書
か
偽
書
か
と
い
う
論
点

を
超
え
、
序
文
を
テ
キ
ス
ト
成
立
の
神
話
と
し
て
読
む
こ
と
で
、『
記
』
の
成
立

を
テ
キ
ス
ト
に
内
在
し
な
が
ら
迫
っ
た
と
い
う
点
で
評
価
で
き
る
。
こ
う
し
た
研

究
成
果
を
ふ
ま
え
、『
縁
起
』
に
つ
い
て
も
偽
書
か
否
か
、
と
い
う
議
論
を
超
え

テ
キ
ス
ト
に
内
在
的
に
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
『
縁
起
』
の
奥
書
部
分
を
見
て
み
る
と
、
熱
田
社
に
は
縁
起
が

な
か
っ
た
た
め
に
、
尾
張
清
稲
が
古
記
文
や
遺
老
の
語
を
集
め
原
縁
起
と
呼
べ
る

も
の
を
作
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
藤
原
村
椙
が
「
通
儒
の
筆
削
」
を
入
れ

る
こ
と
で
『
縁
起
』
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば

熱
田
社
の
由
来
を
語
る
『
縁
起
』
は
尾
張
氏
だ
け
で
は
作
れ
ず
、
村
椙
の
よ
う
な

中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
存
在
が
い
な
け
れ
ば
『
縁
起
』
は
完
成
し
な
か
っ
た
、
と

い
う
事
で
も
あ
る
。
そ
の
時
神
社
の
由
来
を
残
そ
う
と
し
た
の
が
神
宮
別
当
と
い

う
「
古
来
当
宮
に
お
い
て
は
地
位
が
は
な
は
だ
低
」
い
尾
張
清
稲
と
中
央
か
ら
派

遣
さ
れ
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
で
あ
る
と
い
う
点
は
、『
縁
起
』
の
成
立
に
重

要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
縁
起
』
の
こ
の
部
分
を
『
記
』
と
同
じ
く
『
縁
起
」
自
ら
の
由
来
を
語
る
神

話
と
し
て
よ
む
こ
と
で
、
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
神
社
の
由
来
に
こ
だ
わ
る
と
い

う
奥
書
の
表
現
構
造
が
、『
縁
起
』
本
文
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
事

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
時
尾
張
氏
と
藤
原
氏
の
関
係
は
『
縁
起
』
本
文
の
中
で
ど
の

よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
次
は
本
文
を
検
討
し
て
い
く
。

3
．
草
薙
剣
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
│
│
『
古
語
拾
遺
』
と
の
比
較
か
ら

ⅰ
．
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
藤
原
村
椙

　
『
縁
起
』
は
前
述
し
た
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
や
『
尾
張
国
風
土
記
』
の
記
述

を
再
構
築
し
、
新
た
な
神
話
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
記
』・『
紀
』

の
読
み
替
え
を
し
て
い
る
書
物
と
し
て
あ
る
の
が
『
古
語
拾
遺
』
で
あ
る
。
ま
た

両
者
と
も
草
薙
剣
に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
の
様
相
は
全
く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
縁
起
』
で
は

　

正
一
位
熱
田
大
神
は
、
神
剣
を
以
て
主
と
す
。
□
□
（
本
名
）
叢
雲
の
剣

と
、
後
に
は
改
て
草
薙
剣
と
名
づ
く
。
御
社
を
□
（
尾
）
張
の
□
（
国
）
愛

智
郡
に
斎
い
奉
る
所
以
は
何
也
、
昔
し
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
、
播
磨
稲
日
大

郎
姫
を
立
て
皇
后
と
し
、
二
皇
子
を
生
た
ま
へ
り
、
第
一
を
は
大
碓
命
曰

し
、
第
二
を
は
小
碓
命
と
曰
す
。
…

(
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(
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（
正
一
位
熱
田
大
神
者
、
以
神
剣
為
主
、
□
□
（
本
名
）
叢
雲
剣
、
後
改

名
草
薙
剣
、
奉
斎
御
社
於
□
（
尾
）
張
□
（
国
）
愛
智
郡
、
所
以
者
何
也
、

昔
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
、
立
播
磨
稲
日
大
郎
姫
為
皇
后
、
生
二
皇
子
、
第
一

曰
大
碓
命
、
第
二
曰
小
碓
命
、
…
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
あ
り
、
景
行
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

あ
と
東
征
の
物
語
に
つ
な
が
る
。
こ
の
部
分
は
縁
起
の
中
で
も
か
な
り
の
部
分
を

占
め
る
が
、『
古
語
拾
遺
』
で
は

　

纏
向
の
日
代
の
朝
に
至
り
て
、
日
本
武
命
を
し
て
東
の
夷
を
征
討
た
し

む
。
仍
り
て
、
道
を
枉
り
て
伊
勢
神
宮
に
詣
で
て
、
倭
姫
命
に
辞
見
し
た
ま

ふ
と
き
に
、
草
薙
剣
を
以
て
日
本
武
命
に
授
け
て
教
へ
て
曰
く
、「
慎
み
て

な
怠
り
そ
」
と
い
ふ
。
日
本
武
命
、
既
に
東
の
虜
を
平
げ
て
還
る
。
尾
張
国

に
至
り
て
、
宮
簀
姫
を
納
れ
た
ま
ひ
て
、
掩
留
り
て
月
を
踰
ぬ
。
剣
と
解
き

て
宅
に
置
き
、
徒
に
行
で
ま
し
て
伊
吹
山
に
登
り
、
毒
に
中
り
て
薨
り
ま
し

き
。
其
の
草
薙
剣
は
今
尾
張
の
熱
田
社
に
在
り
。
未
だ
礼
典
を
叙
て
ら
れ

ず
。

　
（
至
於
纏
向
日
代
朝
、
令
日
本
武
命
征
討
東
夷
。
仍
、
枉
道
詣
伊
勢
神

宮
、
辞
見
倭
姫
命
、
以
草
薙
剣
授
日
本
武
命
而
教
曰
、
慎
莫
怠
也
。
日
本
武

命
、
既
平
東
虜
還
。
至
尾
張
國
、
納
宮
簀
媛
、
淹
留
踰
月
。
解
剣
置
宅
、
徒

行
登
胆
吹
山
、
中
毒
而
薨
。
其
草
薙
剣
、
今
在
尾
張
国
熱
田
社
。
未
叙
礼
典

也
）

 

　
（『
古
語
拾
遺
』）

と
簡
素
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
内
容
は
草
薙
剣
を
中
心
に
語
ら
れ
て

お
り
、
最
後
に
は
熱
田
社
に
対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
『
古
語
拾
遺
』
に
お
い
て
は
草
薙
剣
へ
の
祭
祀
の
み
が
問
題
と

さ
れ
て
い
る
が
、『
縁
起
』
で
は
草
薙
剣
だ
け
で
な
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か

ら
死
ま
で
も
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
覚
賀
鳥
」
の
物

語
な
ど
草
薙
剣
に
関
係
が
な
い
物
語
も
あ
り
、
草
薙
剣
に
の
み
関
心
が
向
け
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
そ
の
も
の
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
『
縁
起
』
が
自
ら
の
祭
神
の
起
源
を
語
る
た
め
に
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。
で
は
な
ぜ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は

『
縁
起
』
に
欠
か
せ
な
い
の
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
次
の
部
分
で
あ
る
。

　

日
本
武
尊
淹
留
の
間
、
夜
中
に
厠
に
入
り
た
ま
う
の
邊
に
、
一
の
桑
の
樹

有
り
、
帯
く
所
の
剣
を
解
い
て
桑
の
枝
に
掛
け
、
厠
を
出
た
ま
う
と
き
剣
を

忘
れ
て
寝
殿
に
還
り
入
り
、
暁
に
到
て
驚
き
寤
め
て
、
桑
に
掛
け
た
ま
ふ
の

剣
を
取
ら
ん
と
欲
し
た
ま
う
に
、
満
樹
照
り
耀
く
、
光
采
人
を
射
る
に
、
神

光
を
憚
り
た
ま
わ
ず
、
剣
を
取
て
持
ち
帰
り
姫
に
告
げ
た
ま
う
に
桑
の
樹
光

を
放
つ
の
状
を
以
て
す
か
。
答
え
て
曰
く
此
の
樹
は
舊
よ
り
恠
異
無
し
。
自

か
ら
剣
の
光
と
知
る
。（
中
略
）
即
ち
剣
を
解
き
て
授
け
て
曰
く
、
此
の
剣

を
宝
と
し
持
つ
を
我
が
床
の
守
り
と
し
た
ま
へ
。
時
に
近
習
の
人
大
伴
建
日

臣
苦
に
諫
め
て
云
く
、
此
の
剣
を
は
留
め
給
う
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
前

程
に
承
り
聞
く
、
気
吹
の
山
に
暴
悪
の
神
あ
り
、
若
し
剣
あ
ら
ず
ん
ば
何
と

か
毒
害
を
除
き
た
ま
は
ん

　
（
日
本
武
尊
淹
留
之
間
、
夜
中
入
厠
ゝ
邊
、
有
一
桑
樹
、
解
所
帯
剣
掛
桑

枝
、
出
厠
忘
剣
還
入
寝
殿
、
到
暁
驚
寤
、
欲
取
掛
桑
之
剣
、
満
樹
照
耀
、
光

采
射
人
、
而
不
憚
神
光
、
取
剣
持
帰
、
告
姫
以
桑
樹
放
光
之
状
、
答
曰
、
此
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樹
舊
無
恠
異
、
自
知
剣
光
、（
中
略
）
即
解
剣
授
曰
、
宝
持
此
剣
、
為
我
床

守
、
時
近
習
之
人
大
伴
建
日
臣
苦
諫
云
、
此
剣
不
可
留
、
何
者
前
程
承
聞
、

気
吹
山
有
暴
悪
神
、
若
非
剣
何
除
毒
害
、）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
夜
中
に
厠
へ
入
っ
た
と
き
に
剣
を
桑
の
樹
に
掛
け
忘
れ
、
朝

に
な
っ
て
見
る
と
剣
が
光
っ
て
い
た
の
で
剣
を
持
っ
て
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
に
問
う
と
、

神
気
は
桑
の
木
で
は
な
く
草
薙
剣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
れ
を
聞

い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
に
剣
を
「
我
が
床
の
守
り
」
と
す
る
よ
う
に

言
う
。
こ
の
部
分
は
『
尾
張
国
風
土
記
』
に
類
似
す
る
が
、『
縁
起
』
で
は
ミ
ヤ

ズ
ヒ
メ
が
光
を
放
っ
て
い
る
の
が
剣
で
あ
る
と
見
抜
く
。『
尾
張
国
風
土
記
』
逸

文
で
は

　

熱
田
の
社
は
、
昔
、
日
本
武
の
命
、
東
の
国
を
巡
歴
り
て
還
り
た
ま
ひ
し

時
、
尾
張
の
連
ら
が
遠
つ
祖
な
る
宮
酢
姫
の
命
を
娶
き
け
り
。
そ
の
家
に
宿

り
夜
頭
厠
に
向
き
ま
し
し
と
き
、
随
身
か
せ
る
剣
を
桑
の
木
に
掛
け
、
遺
し

て
殿
に
入
り
た
ま
ひ
け
り
。
乃
ち
驚
き
、
ま
た
往
き
て
取
り
た
ま
ふ
に
剣
に

光
あ
り
て
神
の
如
し
。
え
把
へ
ず
。
即
ち
宮
酢
姫
に
謂
り
て
曰
り
た
ま
は

く
、
こ
の
剣
に
神
し
き
気
あ
り
。
奉
斎
り
て
吾
が
形
影
と
す
べ
し
と
の
り
た

ま
ひ
け
り
と
い
ふ
。
因
り
て
以
ち
て
社
を
立
つ
。

　
（
熱
田
社
者
、
昔
、
日
本
武
命
、
巡
歴
東
国
還
時
、
娶
尾
張
連
等
遠
祖
宮

酢
姫
命
。
宿
於
其
家
、
夜
頭
向
厠
、
以
随
身
剣
、
掛
於
桑
木
、
遣
之
入
殿
。

乃
驚
、
更
往
取
之
、
剣
有
光
如
神
。
不
把
得
之
。
即
謂
宮
酢
姫
曰
。
此
剣
神

気
。
宜
奉
斎
之
、
為
吾
形
影
因
以
立
社
。）

 

　
（『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
）

と
あ
り
、『
風
土
記
』
で
は
草
薙
剣
に
神
気
が
あ
る
と
述
べ
る
の
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
だ
が
、『
縁
起
』
で
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
活
躍
に
よ
っ
て
草
薙
剣
に
神
性
が
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
縁
起
』
に
は

　

日
本
武
尊
奄
忽
と
し
て
仙
化
の
後
、
宮
酢
姫
平
生
の
約
を
違
え
た
ま
わ

ず
、
獨
り
御
床
を
守
り
神
剣
を
安
置
し
給
う
に
、
光
彩
日
に
亜
げ
り
、
霊
験

著
に
聞
こ
ゆ
、
若
し
禱
請
の
人
有
れ
ば
、
感
応
は
影
と
響
き
に
同
じ
か
。
是

に
お
い
て
宮
酢
姫
親
舊
を
会
ひ
集
め
て
、
相
議
し
て
曰
く
、
我
が
身
衰
耗
し

て
、
昏
暁
な
れ
は
事
を
期
し
難
し
。
未
だ
瞑
さ
か
ら
ざ
る
の
前
に
社
を
占
め

剣
神
を
遷
し
奉
ら
ん
。
衆
議
し
て
こ
れ
を
感
し
て
そ
の
社
の
所
を
定
む
。
楓

の
樹
一
林
（
株
）
有
り
。
自
然
に
火
焼
け
、
水
田
の
中
に
倒
れ
る
と
も
光
焰

銷
ず
、
水
田
尚
熱
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
熱
田
社
と
号
す
。

　
（
日
本
武
尊
奄
忽
仙
化
之
後
、
宮
酢
姫
不
違
平
生
之
約
、
獨
守
御
床
安
置

神
剣
、
光
彩
亜
日
、
霊
験
著
聞
、
若
有
禱
請
之
人
、
感
応
同
影
響
、
於
是
宮

酢
姫
会
集
親
舊
、
相
議
曰
、
我
身
衰
耗
、
昏
暁
難
期
事
、
須
未
瞑
之
前
占
社

奉
遷
剣
神
。
衆
議
感
之
、
其
定
社
之
所
、
有
楓
樹
一
林
（
株
）、
自
然
火

焼
、
倒
水
田
中
、
光
焰
不
銷
、
水
田
尚
熱
、
仍
号
熱
田
社
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
あ
り
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
薨
去
の
後
も
「
平
生
の
約
」
を
違
わ
ず
草
薙
剣
を
安

置
し
て
い
た
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
が
、
自
ら
の
衰
弱
を
理
由
に
新
た
に
社
を
作
り
、
そ
こ

に
剣
を
遷
す
こ
と
を
親
類
と
相
談
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
草
薙
剣
は
「
剣
神
を
遷

し
奉
ら
ん
。」
と
「
神
剣
」
か
ら
「
剣
神
」
へ
と
変
貌
し
て
お
り
、
そ
の
剣
神
は

ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
親
類
に
よ
っ
て
楓
の
樹
が
水
田
に
倒
れ
て
も
炎
が
消
え
な
か
っ
た

と
い
う
特
異
な
場
所
に
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
述
は
「
す
な
わ
ち
熱
田

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む
（
谷
口　

潤
）
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社
と
号
す
」
と
あ
る
よ
う
に
単
な
る
地
名
の
由
来
で
は
な
く
熱
田
社
と
い
う
社
が

ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
か
と
い
う
由
来
を
語
っ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
、
そ
こ

に
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
祭
祀
者
と
し
て
の
活
躍
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

草
薙
剣
は
剣
神
と
し
て
熱
田
社
に
祭
ら
れ
る
神
に
な
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
『
縁

起
』
で
は
「
凡
そ
剣
神
を
此
国
に
斎
ひ
奉
る
こ
と
は
、
惣
て
宮
酢
姫
と
建
稲
種
公

の
縁
な
り
」
と
述
べ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
と
そ
の
兄
タ
ケ
イ

ナ
ダ
ネ
を
祖
と
す
る
尾
張
氏
の
祭
祀
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
問
題
は
そ
う
し
た
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が

草
薙
剣
を
「
我
が
床
の
守
り
」
と
し
た
こ
と
で
始
ま
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
床
の
守
り
」
と
は
な
ん
な
の
か
。『
古
語
拾
遺
』
に
も
こ
れ
に
似
た
表
現
が
登
場

す
る
。

　

日
臣
命
、
来
目
部
を
帥
て
、
宮
門
を
衛
護
り
、
其
の
開
闔
を
掌
る
。
饒
速

日
命
、
内
物
部
を
帥
て
、
矛
楯
を
造
り
備
ふ
。
其
の
物
既
に
備
は
り
て
、
天

富
命
、
諸
々
の
斎
部
を
率
て
、
天
璽
の
鏡
・
剣
を
捧
げ
持
ち
て
、
正
殿
に
安

き
奉
り
、

瓊
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳
ね
て
、
殿
祭
の
祝
詞
す
。〔
其

の
祝
詞
の
文
は
別
巻
に
在
り
。〕
次
に
、
宮
門
を
祭
る
。〔
其
の
祝
詞
も
、
亦

別
巻
に
在
り
〕
然
る
後
に
、
物
部
乃
ち
矛
・
盾
を
立
つ
。
大
伴
・
来
目
仗
を

建
て
、
門
を
開
き
て
、
四
方
の
国
を
朝
ら
し
め
て
、
天
位
の
貴
き
こ
と
を
観

し
む
。
此
の
時
に
当
り
て
、
帝
と
神
と
、
其
の
際
未
だ
遠
か
ら
ず
。
殿
を
同

く
し
床
を
共
に
す
。
此
を
以
て
常
と
為
す
。

　
（
日
臣
命
、
帥
来
目
部
、
衛
護
宮
門
、
掌
其
開
闔
。
饒
速
日
命
、
帥
内
物

部
、
造
備
矛
楯
。
其
物
既
備
、
天
富
命
、
率
諸
斎
部
、
捧
持
天
璽
鏡
・
剣
、

奉
安
正
殿
、

懸
瓊
玉
、
陳
其
幣
物
、
殿
祭
祝
詞
。〔
其
祝
詞
文
在
別
巻
。〕

次
、
祭
宮
門
。〔
其
祝
詞
、
亦
在
別
巻
〕
然
後
、
物
部
乃
立
矛
・
盾
。
大

伴
・
来
目
建
仗
、
開
門
令
朝
四
方
之
国
、
以
観
天
位
之
貴
。
当
此
之
時
、
帝

之
与
神
、
其
際
未
遠
。
同
殿
共
床
。
以
此
為
常
。）

 

（『
古
語
拾
遺
』）

　

こ
の
場
面
で
は
、
神
武
天
皇
が
即
位
の
際
に
与
え
ら
れ
た
天
璽
の
鏡
と
剣
（
八

咫
鏡
と
草
薙
剣
）
を
正
殿
に
祭
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

天
璽
と
神
武
天
皇
は
「
同
殿
共
床
」
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
神
武

天
皇
が
草
薙
剣
と
床
を
共
に
で
き
る
の
は
、
彼
自
身
が
神
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
神
武
か
ら
時
代
が
下
る
と
崇
神
天
皇
は

　

磯
城
の
瑞
垣
の
朝
に
至
り
て
、
漸
に
神
の
威
を
畏
り
て
、
殿
を
同
く
し
た

ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
故
更
に
斎
部
を
し
て
石
凝
姥
神
が
裔
・
天
目
一
個
神
が

裔
の
二
氏
を
率
て
、
更
に
鏡
を
鋳
、
剣
を
造
ら
し
め
て
、
護
り
の
御
璽
と
為

す
。
是
今
践
祚
す
日
に
、
献
る
神
璽
の
鏡
・
剣
な
り
。
依
り
て
、
倭
の
笠
縫

邑
に
就
き
て
、
殊
に
磯
城
の
神
籬
を
立
て
て
、
天
照
大
神
及
び
草
薙
剣
を
遷

し
奉
り
て
、
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
を
し
て
斎
ひ
奉
ら
し
む
。

　
（
至
于
磯
城
瑞
垣
朝
、
漸
畏
神
威
、
同
殿
不
安
。
故
、
更
令
斎
部
氏
率
石

凝
姥
神
裔
・
天
目
一
筒
神
裔
二
氏
、
更
鋳
鏡
造
剣
、
以
為
護
御
璽
。
是
、
今

践
祚
之
日
、
所
献
神
璽
鏡
剣
也
。
仍
、
就
於
倭
笠
縫
邑
、
殊
立
磯
城
神
籬
、

奉
遷
天
照
大
神
及
草
薙
剣
、
令
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
奉
斎
焉
。）

 

　
（『
古
語
拾
遺
』）

神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
（
鏡
）
と
草
薙
剣
の
威
を
恐
れ
、
鏡
剣
の
模
造
を
作
り
本

物
を
磯
城
の
神
籬
に
移
し
ト
ヨ
ス
キ
イ
リ
ビ
メ
に
祀
ら
せ
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
天

上
の
神
々
の
時
代
、
神
と
人
が
近
く
、
神
々
の
孫
達
が
活
躍
す
る
時
代
、
神
と
人
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が
遠
く
離
れ
て
、
神
々
の
末
裔
達
が
活
躍
す
る
時
代
の
三
つ
の
時
代
が
『
古
語
拾

遺
』
固
有
の
構
造
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、『
縁
起
』
に
お
い
て
も

ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
が
「
平
生
の
約
」
の
た
め
に
守
っ
て
い
た
草
薙
剣
は
「
光
彩
日
に
亜

げ
り
、
霊
験
著
に
聞
こ
ゆ
、
若
し
禱
請
の
人
有
れ
ば
、
感
応
は
影
と
響
き
に
同
じ

か
」
と
描
か
れ
る
ほ
ど
の
神
威
を
発
揮
し
、
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
も
年
老
い
た
後
、
親
族

た
ち
と
相
談
し
て
熱
田
社
を
建
て
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
力
を
持
つ
草
薙
剣
を

「
床
の
守
り
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
草
薙
剣
の
写
し
身
と
も

い
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
と
き
「
床
の
守
り
」
と
し
て
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
が
熱
田
に
草
薙
剣
を
奉
斎
す
る
よ
う
言
っ
た
こ
と
は
、
草
薙
剣
そ
の
も
の
の

要
望
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
天
皇
に
東
国
平
定
の

た
め
に
派
遣
さ
れ
そ
の
際
天
皇
に
対
し

　

天
皇
の
明
威
を
仮
り
、
往
て
其
の
境
に
臨
ん
で
、
示
す
に
徳
教
を
以
て
、

猶
服
は
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
兵
を
挙
げ
て
討
撃
せ
ん
と
。

　
（
仮
天
皇
之
明
威
、
往
臨
其
境
、
示
以
徳
教
、
猶
有
不
服
、
挙
兵
討
撃
、）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
「
徳
教
」
を
も
っ
て
平
定
す
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。「
徳
教
」
す
な
わ
ち
儒

教
を
も
っ
て
東
国
を
平
定
す
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
ま
さ
に
、『
縁
起
』
の
奥
書
で

「
理
劇
の

に
斯
文
を
披
き
閲
る
に
、
諦
句
の
質
を
嫌
て
、
通
儒
の
筆
削
を
略

す
。」
と
「
通
儒
」
の
知
恵
を
も
っ
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
藤
原
村
椙
の

姿
と
リ
ン
ク
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
尾
張
氏
に
よ
る
祭
祀
の
根
拠
を
東
国
征
伐

の
た
め
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
保
証
す
る
と
い
う
構
造
と
、
尾

張
清
稲
が
作
り
上
げ
た
原
縁
起
が
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
『
縁
起
』
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
構
造
は
、
尾
張
氏
に
よ
る

祭
祀
が
常
に
外
部
の
者
に
よ
っ
て
正
統
性
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
点
で
相
似
形
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
『
縁
起
』
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か
ら
死
ま
で
を
描
い
て
い
る
理

由
は
、『
縁
起
』
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
熱
田
社
の
起
源
を
背
負
わ
せ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
縁
起
』
の
奥
書
の
構
造
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、

次
は
な
ぜ
『
縁
起
』
が
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
に
見
て
い
く
。

　

ⅱ
．
律
令
地
方
神
祇
祭
祀
か
ら
の
自
立

　

一
方
で
『
縁
起
』
は
徹
頭
徹
尾
熱
田
社
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
、
そ

の
由
来
を
解
い
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
皇
位
の
剣
と
し
て
の
草

薙
剣
と
い
う
側
面
を
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
後
、
彼
が
死

ん
だ
の
は
「
気
吹
山
に
お
い
て
病
を
受
け
た
ま
う
を
は
、
神
剣
を
身
を
放
ち
た
ま

う
所
以
な
り
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
草
薙
剣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
物
語
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の

後
草
薙
剣
が
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
皇
孫
に
渡
さ
れ
る
と
い
う
『
記
』
や
『
紀
』
一
書

第
一
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

　

朱
鳥
元
年
夏
六
月
己
巳
朔
戊
寅
、
天
皇
御
病
を
占
い
た
て
ま
つ
る
に
、
草

薙
剣
の
祟
り
と
為
し
、
即
ち
有
司
に
勅
し
て
尾
張
国
熱
田
社
に
還
し
奉
る
。

そ
れ
よ
り
以
来
、
始
御
社
守
七
人
一
人
を
は
長
と
し
、

六
人
を
は
烈
と
す

を
置
か
せ
た
ま
ふ

　
（
朱
鳥
元
年
夏
六
月
己
巳
朔
戊
寅
、
占
天
皇
御
病
、
草
薙
剣
為
祟
、
即
勅

有
司
、
奉
還
尾
張
国
熱
田
社
、
自
爾
以
来
、
始
置
御
社
守
七
人
一
人
為
長
、

六
人
為
烈

。） 　

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）
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と
い
う
記
述
か
ら
も
『
縁
起
』
の
関
心
が
神
社
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天

智
天
皇
の
時
代
に
盗
ま
れ
た
草
薙
剣
が
そ
の
ま
ま
ど
こ
か
に
留
め
置
か
れ
た
た
め

天
武
天
皇
に
祟
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
こ
れ
は
『
紀
』
天
武
天
皇
条
に

　

戊
寅
に
、
天
皇
の
病
を
卜
ふ
に
、
草
薙
剣
に
祟
れ
り
。
即
日
に
、
尾
張
国

熱
田
社
に
送
り
置
く
。

　
（
戊
寅
、
卜
天
皇
病
、
祟
草
薙
剣
。
即
日
、
送
置
于
尾
張
国
熱
田
社
）

 
（『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
朱
鳥
元
年
六
月
戊
寅
条
）

と
あ
る
も
の
と
類
似
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
御
社
守
七
人
を
置
い
た
と
い
う
記

事
は
『
縁
起
』
独
自
も
の
で
あ
る
。
こ
の
御
社
守
と
は
ど
の
よ
う
な
職
な
の
か
は

不
明
だ
が
、
後
世
の
書
物
で
あ
る
『
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
』
や
『
尾
治
宿
祢
田

島
氏
系
譜
』
に
は
天
武
天
皇
の
時
代
に
大
宮
司
が
お
か
れ
た
と
す
る
記
述
が
あ

る
。
こ
こ
か
ら
中
世
熱
田
社
の
政
治
史
的
研
究
を
進
め
た
藤
本
元
啓
は
、
後
世
で

は
熱
田
社
の
理
解
と
し
て
大
宮
司
の
起
源
が
天
武
朝
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

と
指
摘
し
た
。
御
社
守
の
長
が
実
際
に
大
宮
司
の
起
源
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明

だ
が
、
少
な
く
と
も
熱
田
社
に
お
け
る
役
職
の
起
源
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
『
縁
起
』
は
ま
ず
①
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
が
な
ぜ
尾
張
国
に
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
を
描
き
、
②
そ
の
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
の
由
来
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヤ
マ
タ

ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
に
よ
っ
て
示
す
。
そ
し
て
③
熱
田
社
が
ど
の
よ
う
に
で
き
た
の

か
を
説
明
し
、
④
最
後
に
熱
田
社
に
仕
え
る
神
職
の
起
源
を
示
す
、
と
い
う
構
造

を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
『
古
語
拾
遺
』
の
よ
う
な
「
神
璽
の
剣
」
に
対
す
る

関
心
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
言
説
は
神
祇
官
に
よ
る
祈
年
祭
を
通
し
て
全
国

の
神
社
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
律
令
下
に
お
け
る
神
社
の
中
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
個
の
神
社
と
し
て
自
立
し
て
い
く
中
で
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然

で
あ
る
。

　
『
古
語
拾
遺
』
が
草
薙
剣
を
皇
位
の
剣
と
し
て
描
く
の
は
、
草
薙
剣
を
神
璽
の

剣
の
起
源
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
九
世
紀
当
時
即
位
儀
礼
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ

た
神
祇
官
を
再
び
即
位
儀
礼
に
呼
び
戻
す
こ
と
を
目
指
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い

え
る
が
、
で
は
『
縁
起
』
が
草
薙
剣
と
熱
田
社
の
起
源
を
示
そ
う
と
し
た
の
は
ど

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
次
に
そ
の
歴
史
的
契
機
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
で
、『
縁
起
』
の
成
立
に
迫
っ
て
い
く
。

4
．
尾
張
氏
と
藤
原
氏

　

先
に
『
縁
起
』
の
奥
書
が
『
縁
起
』
自
身
が
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
し
て

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
尾
張
氏
が
作
っ
た
も
の

を
、
藤
原
氏
が
受
け
継
ぎ
『
縁
起
』
に
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
ま

で
描
か
れ
た
尾
張
氏
の
活
躍
は
、
藤
原
氏
が
受
け
継
ぎ
記
録
し
た
た
め
に
『
縁

起
』
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
縁
起
』
が
語
る
神
話
は
藤
原
氏
の

大
宮
司
家
と
し
て
の
正
統
性
を
語
る
神
話
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の

が
尾
張
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
二
つ
の
氏
族
の
関
係
で
あ
る
。

　

尾
張
氏
と
藤
原
氏
（
の
ち
の
千
秋
家
）
は
と
も
に
大
宮
司
家
で
あ
る
。
熱
田
社

で
は
は
じ
め
尾
張
氏
が
大
宮
司
家
と
し
て
代
々
社
務
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
が
、

寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
か
ら
応
徳
年
間
（
一
〇
八
四
〜
八
七
）
ま
で
大
宮
司
職

に
あ
っ
た
尾
張
員
職
が
娘
を
藤
原
南
家
の
文
章
博
士
、
大
学
頭
の
藤
原
実
範
の

子
、
季
兼
（
一
〇
四
四
〜
一
一
〇
一
）
に
嫁
が
せ
る
。
季
兼
は
三
河
国
に
移
住

し
、
尾
張
国
の
目
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
子
季
範
（
一
〇
九
〇
〜
一
一
五
五
）
が

外
祖
父
で
あ
る
員
職
に
よ
り
大
宮
司
職
を
譲
与
さ
れ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
熱
田

(
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社
の
長
官
で
あ
る
大
宮
司
職
は
季
範
の
子
孫
が
受
け
継
い
で
い
く
。『
縁
起
』
が

そ
の
奥
書
で
尾
張
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
二
つ
の
氏
族
の
名
前
を
出
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
う
し
た
大
宮
司
職
を
め
ぐ
る
動
き
と
『
縁
起
』
に
な
ん
ら
か
の
関
係

が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
当
時
の
熱
田
社

と
そ
れ
を
め
ぐ
る
地
方
神
社
行
政
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
熱
田
社
に
関
す
る
古
代
の
資
料
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
九
世
紀

半
ば
ご
ろ
か
ら
熱
田
社
に
対
す
る
官
符
や
国
符
が
多
く
な
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

を
見
て
み
る
と
。

太
政
官
符　

尾
張
国
司

一
従
三
位
熱
田
神
戸
の
百
姓
は
永
く
公
役
を
停
め
、
一
向
に
神
社

に

神
宮
寺
を
修
理
す
べ
き
事
。

右
神
主
正
七
位
下
祝
部
宮
麿
等
解
に

う
。
件
の
社

に
神
宮
寺
等
、
内
縁

の
神
願
、
営
作
の
雑
事
、
類
に
触
る
こ
と
繁
多
に
し
て
、
神
戸
の
百
姓
、
一

向
に
神
事
に
仕
え
る
べ
し
。
而
し
て
当
郡
司
等
、
或
い
は
往
還
逓
送
の
役
に

差
わ
せ
、
昼
夜
使
を
追
い
、
或
い
は
交
易
雑
物

に
正
税
を
班
給
す
。
斉
限

を
論
ぜ
ず
、
強
く
刑
罰
を
行
い
、
自
余
の
濫
行
勝
計
す
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
に

よ
り
て
年
中
修
理
、
已
に
闕
怠
致
し
、
社
破
れ
祟
屢
郷
邑
に
発
す
。
託
宣
の

咎
頻
り
に
示
し
、
神
主
等
こ
の
由
を
陳
べ
る
と
雖
も
、
国
郡
曽
ね
て
行
を
改

め
ず
、
神
戸
の
民
の
弊
無
斯
く
過
ぎ
て
甚
だ
無
し
。
望
み
て
請
う
。
太
政
官

去
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日
。
五
月
三
日
両
度
符
の
旨
に
依
り
て
、
永
く
公
役

を
停
止
し
、
専
ら
神
事
に
勤
め
よ
と
い
へ
り
。

（
一
応
従
三
位
熱
田
神
戸
百
姓
永
停
公
役
。
一
向
修
理
神
社

神
宮
寺

事

右
得
神
主
正
七
位
下
祝
部
宮
麿
等
解

。
件
社

神
宮
寺
等
。
内
縁
神
願
。

営
作
雑
事
。
触
類
繁
多
。
神
戸
百
姓
。
須
仕
一
向
神
事
。
而
当
郡
司
等
。
或

差
往
還
逓
送
之
役
。
昼
夜
追
使
。
或
班
給
交
易
雑
物

正
税
。
不
論
斉
限
。

強
行
刑
罰
。
自
余
濫
行
不
可
勝
計
。
因
茲
年
中
修
理
。
已
致
闕
怠
。
社
破
之

祟
屢
発
郷
邑
。
託
宣
之
咎
頻
示
。
神
主
等
雖
陳
此
由
。
国
郡
曽
不
改
行
。
神

戸
民
弊
無
過
斯
甚
。
望
請
。
依
太
政
官
去
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日
。
五
月
三

日
両
度
符
旨
。
永
停
止
公
役
。
専
勤
神
事
者
。）

 

（『
平
安
遺
文
』
八
三　

承
和
十
四
年
三
月
七
日
）

と
あ
り
国
司
が
神
戸
の
百
姓
に
公
役
を
課
し
百
姓
を
疲
弊
さ
せ
て
い
た
た
め
、
神

社
の
修
理
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
社
が
破
損
し
て
お
り
、
そ
れ
が
元
で
祟

り
が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
公
役
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

問
題
な
の
は
「
祟
屢
郷
邑
に
発
す
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
祟
り
が
起
き
、
託
宣

に
よ
っ
て
国
司
が
行
い
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
神
主
た
ち
が
述
べ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
司
が
こ
れ
を
改
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た
と
い

え
る
。

　

九
世
紀
半
ば
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
神
社
の
管
理
を
疎
か
に
し
た
た
め
に
祟
り
が

起
こ
っ
た
と
す
る
官
符
が
た
び
た
び
発
布
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
岡
田

荘
司
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
増
加
し
た
こ
う
し
た
祟
り
の
記
事
に
注
目

し
、
祟
り
を
為
す
神
を
卜
占
に
よ
っ
て
特
定
し
奉
る
こ
と
で
、
祟
り
を
防
ぐ
た
め

地
方
神
社
を
監
視
す
る
体
制
が
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
熱

田
社
の
古
文
書
に
お
い
て
も
九
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
祟
り
の
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る

の
は
、
熱
田
社
も
こ
の
監
視
体
制
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
国
司
の
責
任
が
増
し
、
地
方

(
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神
祇
祭
祀
の
国
司
委
任
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
更
に
強
く
な
っ
て
い
く
。

　
『
朝
野
群
裁
』
に
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
熱
田
社
に
参
拝
し
た
尾
張
守

大
江
匡
衡
の
熱
田
宮
祭
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

右
、
匡
衡
鶴
板
を
顔
巷
に
賜
い
、
熊
軾
を
尾
州
に
促
す
。
昔
雪
窓
の
幽
明

に
泥
ん
で
、
今
熱
田
の
冥
助
を
仰
ぐ
。
去
年
神
拝
の
次
、
代
々
の
例
に
依
り

て
、
す
で
に
臨
時
の
祭
を
奉
る
。

　
（
右
匡
衡
賜
鶴
板
於
顔
巷
。
促
熊
軾
於
尾
州
。
昔
泥
雪
窓
之
幽
明
。
今
仰

熱
田
冥
助
。
去
年
神
拝
之
次
。
依
代
々
之
例
。
已
奉
臨
時
祭
。）

 

（『
朝
野
群
載
』
熱
田
宮
祈
請
男
挙
周
明
春
侍
中
所
望
状
）

こ
こ
で
国
司
で
あ
る
大
江
匡
衝
が
熱
田
社
に
参
拝
し
、「
代
々
の
例
」
に
よ
っ
て

臨
時
祭
を
挙
行
し
た
、
と
あ
り
、
国
司
に
よ
る
初
任
神
拝
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
一
宮
制
の
成
立
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
。
一
宮
制
は
平

安
中
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
成
立
し
た
神
階
制
度
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
国
衙
に
結

集
し
た
在
庁
官
人
や
領
主
等
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
岡
田

地
方
国
衙
と
一
宮
）。
そ
の
た
め
国
ご
と
の
体
制
に
左
右
さ
れ
、
統
一
的
な
国
家

制
度
と
は
言
え
な
い
が
、
尾
張
に
お
け
る
そ
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

は
先
述
し
た
尾
張
氏
と
目
代
藤
原
氏
の
婚
姻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
尾
張
に
お
け
る
一
宮
の
成
立
に
関
し
て
荘
園
の
支
配
か
ら
検
討
し
た
の

が
上
村
喜
久
子
で
あ
る
。
上
村
は
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
の
尾
張
国
安
食
庄
検

中
帳
案
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
見
え
る
熱
田
社
領
の
記
載
を
検
討
し
て
い
る
。
安
食

庄
は
延
喜
十
四
年
に
醍
醐
寺
修
理
料
に
加
え
ら
れ
た
が
、
上
村
は
そ
の
う
ち
熱
田

社
領
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
東
如
意
、
西
如
意
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
七
割
が
荒
野

で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
う
し
た
荒
野
に
対
し
て
醍
醐
寺
が
持
っ
て
い
た
権

益
は
桑
畑
へ
の
賦
課
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
領
主
権
な
ど
の
権
益
を
熱
田
社

が
行
使
し
え
た
。
こ
の
よ
う
な
社
領
の
集
積
が
大
宮
司
家
と
国
司
の
結
託
に
よ
る

国
領
の
寄
進
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
上
村
は
指
摘
し
た
。
そ
し
て
大
宮
司
家

と
目
代
藤
原
氏
の
婚
姻
は
こ
の
よ
う
な
所
領
集
積
に
極
め
て
有
利
な
条
件
を
作
り

だ
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
社
領
の
集
積
を
可
能
に
し
た
両
者
の
婚
姻
は
尾
張
に
お
け
る
一
宮
制

の
進
展
に
寄
与
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
大
宮
司
職
が
ま
す
ま
す

尾
張
氏
か
ら
離
れ
る
原
因
に
も
な
っ
た
。
ま
た
大
宮
司
職
が
尾
張
氏
か
ら
藤
原
氏

に
移
っ
た
こ
と
は
、
社
領
や
大
宮
司
家
領
が
藤
原
氏
に
移
っ
た
と
い
う
事
で
あ

り
、『
台
記
』
に
は
尾
張
氏
が
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記

述
も
あ
る
。

　

廿
三
日
丁
酉
、
尾
張
成
重
を
召
し
て
仰
せ
て
曰
く
、
汝
年
老
い
て
家
貧
し

く
と
も
、
勤
労
懈
無
く
、
吾
深
く
之
を
憐
む
、
尾
張
国
日
置
荘
を
検
注
せ
し

め
ん
と
欲
す
る
も
如
何
。

　

臣
昔
熱
田
の
神
主
に
し
て
、
こ
こ
を
も
っ
て
彼
の
国
に
勢
有
る
者
の
敬
礼

も
っ
と
も
深
し
、
今
貧
く
し
て
彼
の
国
に
向
か
え
ば
、
昔
の
従
者
蔑
む
こ
と

有
る
も
如
何
、
況
や
神
主
の
職
を
去
る
の
日
、
誓
い
て
言
う
、
還
た
此
の
職

に
補
さ
れ
ず
ん
ば
、
ま
た
此
国
に
向
か
わ
ず
、
何
ぞ
小
利
に
貧
し
、
先
の
誓

を
變
え
ん
や
、
敢
え
て
之
を
辞
す
と
。

　
（
廿
三
日
丁
酉
、
召
尾
張
成
重
仰
曰
、
汝
年
老
家
貧
、
勤
労
無
懈
、
吾
深

憐
之
、
欲
令
検
注
尾
張
国
日
置
荘
如
何

　

臣
昔
熱
田
神
主
、
是
以
彼
国
有
勢
者
敬
礼
尤
深
、
今
貧
向
彼
国
、
昔
従
者

有
蔑
如
何
、
況
去
神
主
職
之
日
、
誓
言
、
不
還
補
此
職
、
不
復
向
此
国
矣
、

(
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何
貧
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變
先
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、
敢
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之
。）

 

（『
台
記
』
久
安
六
年
七
月
二
十
三
日
条
）

　

こ
こ
で
は
左
大
臣
藤
原
頼
長
が
家
人
の
尾
張
成
重
の
困
窮
を
憐
れ
ん
で
尾
張
国

日
置
荘
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
成
重
は
こ
れ
に
対
し
、
再
び
熱
田

の
神
主
と
な
る
ま
で
は
尾
張
国
に
は
帰
ら
な
い
と
誓
っ
た
と
し
て
こ
の
提
案
を
辞

退
す
る
。
再
び
熱
田
社
の
神
主
と
な
る
ま
で
は
尾
張
国
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
成

重
の
覚
悟
が
表
れ
て
い
る
と
読
め
る
が
、
頼
長
の
提
案
を
「
小
利
」
と
し
て
退
け

る
ほ
ど
に
は
困
窮
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
熱
田
社
に
お
け
る
尾
張
氏
の
勢
力
も
大
宮
司
職
を
離

れ
た
か
ら
と
言
っ
て
完
全
に
排
除
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
権
宮
司
職
と
な
っ
た

尾
張
氏
の
内
、
惣
検
校
馬
場
家
は
神
事
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
祝
詞
師
田
島
家

は
祭
主
と
し
て
祝
詞
を
奏
上
す
る
役
職
に
就
い
て
い
た
。
さ
ら
に
『
熱
田
大
宮
司

家
千
秋
家
譜
』
に
は

　

治
承
二
年
二
位
殿
の
命
に
依
り
、
範
忠
忠
兼
に
譲
與
す
。
初
め
て
任
職
の

間
三
年
な
り
。
亦
正
治
二
年
十
二
月
十
九
日
庁
宣
を
賜
い
、
同
三
年
正
月
四

日
、
始
め
て
海
蔵
門
に
お
い
て
之
を
披
か
ん
と
欲
す
。
然
ら
ば
新
規
と
称
し

て
紀
大
夫
殿
の
神
前
に
之
を
開
く
、
但
し
社
家
等
を
し
て
御
請
せ
し
め
、
施

行
は
同
月
十
四
日
之
を
献
す

　
（
治
承
二
年
依
二
位
殿
命
範
忠
譲
與
忠
兼
初
任
職
間
三
年　

亦
正
治
二
年

十
二
月
十
九
日
賜
庁
宣　

同
三
年
正
月
四
日
始
於
海
蔵
門
欲
披
之　

然
称
新

規
而
於
紀
大
夫
殿
神
前
開
之　

但
社
家
等
令
御
請
施
行
者　

同
月
十
四
日
献

之
）

 

（『
熱
田
大
宮
司
家
千
秋
家
譜
』）

と
あ
り
、
二
位
殿
（
平
宗
盛
）
の
命
に
よ
っ
て
大
宮
司
藤
原
範
忠
が
孫
の
忠
兼
に

大
宮
司
職
を
譲
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
忠
兼
が
正
月
四
日
に
海
蔵
門
で
庁
宣
を

披
露
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
が
新
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
紀
大
夫
社

で
披
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
社
家
の
「
御
請
」
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
大
宮
司
に
対
す
る
社
家
の
独
立
的
な
立
場
が
読
み
取

れ
る
。
そ
れ
は
社
家
が
熱
田
社
の
経
済
的
基
盤
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由

来
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
時
期
、
平
氏
政
権
の
台
頭
と
そ
れ
に
対
立
す
る
勢
力
と
の
争
い
の

中
で
大
宮
司
家
も
不
安
定
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
範
忠
は
平
治
の
乱
で
義
朝

方
に
つ
き
、
直
接
的
な
処
罰
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
一
時
期
周
防
国
に
配
流
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
情
勢
の
中
で
藤
原
氏
は
大
宮
司
家
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
大
宮
司
職
に
就
い
た
か
ら
と
言
っ
て
直
ち
に
熱
田
社
内
部
に
お
け
る
支
配

的
な
地
位
を
築
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
か
ら
一
一
世
紀
中
ご
ろ
に
お
け
る
国
司
の
藤
原
氏
と
大
宮
司
家
尾
張
氏
の

婚
姻
を
き
っ
か
け
に
熱
田
社
は
律
令
制
下
の
地
方
神
祇
か
ら
中
世
的
な
一
宮
制
の

神
社
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
社
会
の
変
化
の

な
か
で
藤
原
氏
は
大
宮
司
家
と
し
て
の
盤
石
な
地
位
を
得
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
季
範
の
代
に
藤
原
氏
は
大
宮
司
職
を
譲
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
藤

原
氏
が
大
宮
司
職
と
し
て
熱
田
社
を
掌
握
し
て
い
く
た
め
に
『
縁
起
』
は
編
纂
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

折
し
も
律
令
制
が
変
貌
し
て
い
く
中
で
、『
縁
起
』
の
関
心
が
あ
く
ま
で
神
社

と
し
て
の
熱
田
社
の
由
来
に
収
斂
す
る
の
も
、
律
令
制
に
よ
る
地
方
神
祇
支
配
を

受
け
る
神
社
で
は
な
く
、
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
自
社
の
由
来
を
語
る
『
縁
起
』

(
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が
こ
の
時
期
に
必
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と

『
縁
起
』
の
成
立
は
十
二
世
紀
を
遡
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
『
縁
起
』
の
奥
書
に
戻
る
と
、
神
宮
別
当
で
あ
る
尾
張
清
稲
が
作

っ
た
縁
起
を
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
が
筆
削
を
加
え
『
縁
起
』
を
完
成
さ
せ
た
こ

と
は
、『
縁
起
』
が
求
め
ら
れ
た
十
二
世
紀
初
期
の
熱
田
社
の
状
況
を
反
映
さ
せ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
尾
張
清
稲
が
神
宮
別
当
と
い
う

低
い
地
位
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
藤
原
氏
に
大
宮
司
家
を
譲
っ
た
尾
張
氏
を
反
映

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
が
筆
削
を
加
え

た
の
は
目
代
か
ら
大
宮
司
家
に
な
っ
た
藤
原
氏
の
神
話
的
始
祖
と
し
て
村
椙
が
あ

る
た
め
と
い
え
る
。
さ
ら
に
村
椙
が
加
え
た
の
が
「
通
儒
」
の
筆
削
で
あ
る
の
も

藤
原
氏
が
文
章
博
士
で
あ
る
南
家
実
範
流
の
流
れ
を
く
む
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
と

無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
縁
起
』
の
奥
書
は
ま
さ
に
藤
原
氏
に
よ
る
熱
田
社

祭
祀
の
起
源
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
尾
張
氏
が
草
薙
剣
を
祀
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
、
尾

張
清
稲
の
作
っ
た
原
縁
起
を
『
縁
起
』
と
し
て
成
立
さ
せ
た
藤
原
村
椙
は
尾
張
氏

に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
の
正
統
性
を
保
証
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
が
、
藤
原
村

椙
を
自
ら
の
神
話
的
始
祖
と
す
る
大
宮
司
家
は
、
村
椙
、
ひ
い
て
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
と
同
じ
く
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
を
保
証
す
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　

以
上
『
縁
起
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
考
察
し
て
き

た
。『
縁
起
』
の
成
立
に
関
し
て
一
番
の
論
点
で
あ
っ
た
奥
書
の
部
分
を
、『
縁

起
』
が
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
読
む
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
の
外
側
か
ら
成
立

を
求
め
る
成
立
論
的
な
見
方
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
に
迫

る
方
向
性
を
示
し
た
。
そ
し
て
『
縁
起
』
に
お
け
る
記
述
は
『
古
語
拾
遺
』
の
そ

れ
と
比
較
し
た
と
き
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
記
述
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
は
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
の
正
統
性
を
保
証
す
る
と
い
う
点
で

奥
書
の
構
造
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
『
縁
起
』
が
あ
く
ま
で
熱

田
社
の
成
立
に
関
心
を
置
い
て
お
り
そ
こ
に
は
王
権
へ
の
関
心
は
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
が
律
令
制
下
の
神
社
の
在
り
方
の
変
化
と
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

熱
田
社
で
は
国
衙
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
り
、
最
終
的
に
藤
原
氏
が
尾
張
氏

か
ら
大
宮
司
職
を
受
け
、
尾
張
氏
が
権
宮
司
と
祝
師
と
し
て
そ
の
下
に
つ
い
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
律
令
制
か
ら
一
宮
制
へ
と
変
化
し
て
い
く
地
方
神
祇
祭
祀
の

在
り
方
と
リ
ン
ク
し
て
お
り
、『
縁
起
』
が
熱
田
社
の
由
来
に
関
心
を
置
く
の
も

こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
の
自
ら
の
由
来
を
求
め
た
た

め
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
で
『
縁
起
』
は
草
薙
剣
の
霊
験
譚
と
し
て
中
世
日

本
紀
の
世
界
へ
と
至
る
流
れ
の
始
点
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
次
に
注
目
す
べ
き
は
『
縁
起
』
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
た
の
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
道
行
譚
で
あ
る
。『
縁

起
』
の
後
半
に
は
『
紀
』
の
天
智
天
皇
七
年
是
歳
条
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
草
薙
剣
の
霊
験
譚
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
吾
は
是
れ
熱
田
の
剣
神
な

り
、
而
し
て
野
僧
に
欺
か
れ
、
殆
ん
ど
新
羅
に
着
け
ん
と
て
、
初
に
は
七
條
の
袈

裟
に
裏
み
し
を
、
脱
か
れ
出
で
社
に
還
へ
る
に
、
後
に
は
九
條
の
袈
裟
に
裏
め

は
、
其
れ
解
脱
れ
難
し
、（『
縁
起
』）」
と
い
っ
た
よ
う
に
草
薙
剣
が
託
宣
を
下
す

な
ど
『
紀
』
よ
り
も
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
が
中
世
に

(
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広
ま
っ
た
道
行
譚
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
中
世
に
お
け
る
草
薙
剣
を
考
察
す
る
一
助
と
し
た
い
。

〔
注
〕

谷
口
潤
「
草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
」『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科

篇
』
第
四
十
八
号
（
二
〇
二
〇
）

西
田
長
男
『
群
書
解
題
』
神
祇
部
中
八
二
頁
（
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
〇
）

尾
崎
知
行
「
尾
張
国
熱
田
大
神
宮
縁
起
に
つ
い
て
」『
説
林
』
第
一
五
号
（
一
九

六
七
）

小
島
鉦
作
、
井
後
政
晏
校
注
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』（
神
道
体
系

編
纂
会
一
九
九
〇
）

西
宮
秀
紀
「「
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
」
写
本
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
愛
知

県
史
研
究
第
四
号
（
二
〇
〇
〇
）

伊
藤
正
義
「
熱
田
の
深
秘
│
│
中
世
日
本
紀
私
注
│
│
」『
人
文
研
究
』
第
三
一

巻
五
八
頁
（
一
九
八
〇
）

青
木
周
平
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
縁
記
』
の
性
格
と
古
事
記
の
引
用
」
青
木
周
平

編
上
代
文
学
研
究
会
叢
書
『
古
事
記
受
容
史
』
一
三
七
頁
（
笠
間
書
院
二
〇
〇

三
）

茨
木
美
行
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
』
と
『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
」
皇
学

館
大
学
紀
要
第
四
七
輯
（
二
〇
〇
九
）

阿
部
泰
郎
「
日
本
紀
と
い
う
運
動
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
四
巻
四
号

八
頁
（
一
九
九
九
）

稲
生
知
子
「
九
世
紀
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』」『
日
本
文
学
』
第
五
号
二
四

頁
（
二
〇
一
七
）

稲
生
前
掲
（
11
）
三
〇
頁

稲
生
知
子
「
稲
種
公
之
妹
│
│
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
〈
神
話
〉
生
成

│
│
」『
古
代
文
学
研
究
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
七
）

大
和
岩
雄
『
古
事
記
成
立
考
』（
大
和
書
房
一
九
八
八
）

西
宮
一
民
「「
古
事
記
偽
書
説
」
不
成
立
の
論
」『
上
代
文
学
』
第
四
六
号
（
一
九

八
一
）

西
宮
前
掲
（
14
）
三
一
頁

斎
藤
英
喜
「
勅
語
・
誦
習
・
撰
録
と
『
古
事
記
』
│
│
「
序
」
の
神
話
的
読
み
か

ら
│
│
」『
日
本
の
文
学
』
第
一
集
一
六
七
│
一
六
八
頁
（
有
精
堂
一
九
八
七
）

斎
藤
前
掲
（
16
）
一
七
四
頁

西
田
前
掲
（
2
）
八
三
頁

谷
口
前
掲
（
1
）
一
一
八
頁

藤
本
元
啓
「
熱
田
大
宮
司
職
の
補
任
」『
中
世
熱
田
社
の
構
造
と
展
開
』
一
四
三

頁
（
続
群
書
類
従
刊
行
会
二
〇
〇
三
）
初
出
「
中
世
熱
田
大
宮
司
職
の
補
任
に
つ

い
て
」『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
七
号
（
二
〇
〇
〇
）

谷
口
前
掲
（
1
）
一
二
一
頁

国
史
大
系
編
修
会
編
『
国
史
大
系　

第
五
九
巻　

尊
卑
分
脈　

第
二
編
』（
吉
川

弘
文
館
一
九
六
六
）

岡
田
荘
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型
祭
祀
体
系
│
│
古
代
の
祟
神
」『
神
道
宗
教
』

第
一
九
九
号
八
六
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
れ
ば
、「
卜
占
は
、
国
家
神
的
性
格
の

神
々
を
は
じ
め
、
地
方
・
地
域
の
神
々
に
至
る
ま
で
、
祟
り
の
原
因
を
特
定
で
き

る
機
能
を
持
っ
た
、
こ
の
も
と
で
、
神
々
と
天
皇
と
神
職
と
の
間
は
、
直
結
・
循

環
し
た
緊
張
関
係
が
維
持
さ
れ
た
。
諸
国
の
神
祇
が
直
接
天
皇
を
祟
る
と
い
う
事

態
は
国
ご
と
に
国
司
委
任
の
国
内
祭
祀
体
制
が
形
成
さ
れ
る
契
機
と
な
り
、
地
方

の
国
司
へ
対
し
て
神
祇
の
管
理
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
神
社
の
修

造
、
神
職
の
管
理
が
進
め
ら
れ
た
。」
と
す
る
。

岡
田
荘
司
「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制

の
歴
史
的
展
開　

下
：
総
合
研
究
編
』
九
頁
（
岩
田
書
院
二
〇
〇
四
）

上
村
喜
久
子
「
尾
張
三
宮
熱
田
社
領
の
形
成
と
構
造
」『
尾
張
の
荘
園
・
国
衙
領

と
熱
田
社
』
三
一
六
、
三
一
七
頁
（
中
世
史
研
究
叢
書
二
〇
一
二
）
初
出
同
題

『
日
本
歴
史
』
二
九
四
号
二
三
、
二
四
頁
（
一
九
七
二
）

藤
本
元
啓
「
藤
原
性
熱
田
大
宮
司
家
の
成
立
と
平
治
の
乱
」
藤
本
前
掲
（
20
）
十

二
頁
、
初
出
「
十
一
〜
十
三
世
紀
に
お
け
る
熱
田
大
宮
司
家
と
そ
の
一
門
」『
神

道
史
学
会
』
三
九
号
三
〇
、
三
一
頁
（
一
九
九
一
）

藤
本
元
啓
「
熱
田
社
権
宮
司
家
の
所
領
と
諸
職
」
藤
本
前
掲
（
26
）
初
出
「
中
世
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熱
田
社
の
権
宮
司
家
│
│
馬
場
・
田
島
家
の
所
領
・
所
職
文
書
を
中
心
に
│
│
」

『
奈
良
史
学
』
十
三
号
（
一
九
九
五
）

た
だ
し
、
熱
田
社
が
三
宮
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
は
、
一
宮
の
真
清
田
社
や
二
宮

の
大
県
社
に
比
べ
て
遅
れ
る
と
さ
れ
る
。
上
村
は
前
掲
（
25
）
に
お
い
て
熱
田
社

が
三
宮
と
な
っ
た
の
は
「
永
万
元
年
神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
」（『
平
安
遺
文
』
三

三
五
八
）
に
見
え
る
「
一
宮
、
二
宮
、
熱
田
社
」
と
見
え
る
も
の
を
初
見
資
料
と

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
『
真
清
田
神
社
史
』（
真
清
田
神
社
史
編
纂
委
員
会
編

一
九
九
四
）
は
こ
れ
を
初
見
資
料
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
し
、「
元
久
元

年
十
二
月
付
尾
張
国
海
東
中
庄
検
注
取
帳
」（
久
我
家
文
書
『
愛
知
県
史
』
九
巻

一
一
三
）
を
初
出
と
し
、
上
村
も
こ
の
指
摘
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
熱
田

社
が
三
宮
と
な
る
の
が
ほ
か
の
神
社
に
遅
れ
る
理
由
を
、
既
に
十
一
世
紀
初
め
ま

で
に
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
た
故
に
、

一
、
二
宮
制
に
求
め
る
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。

青
木
前
掲
（
7
）
一
三
七
頁

〔
原
典
資
料
〕

・
小
島
鉦
作
、
井
後
政
晏
校
注
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』（
神
道
体
系
編
纂

会
一
九
九
〇
）

・
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
桜
楓
社
一
九
七
六
）
な
お
訓
読
は
西
宮
一
民
『
新
潮
古

典
文
学
集
成　

古
事
記
』（
新
潮
社
一
九
七
九
）
を
用
い
た
。

・
植
垣
節
也
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

五　

風
土
記
』（
小
学
館
一
九
九
七
）

・
竹
内
理
三
『
平
安
遺
文
』（
東
京
堂
出
版
一
九
七
六
）

・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
国
史
大
系　

第
二
九
巻
上　

朝
野
群
載
』（
吉
川
弘
文
館
一
九

六
四
）

・
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成　

台
記　

二
』（
臨
川
書
店
一
九
七

五
）

・
愛
知
県
編
「
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
」『
愛
知
県
史
』
資
料
編
6　

古
代
Ⅰ
（
愛
知
県

一
九
九
九
）

（
た
に
ぐ
ち　

じ
ゅ
ん　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
斎
藤
英
喜　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
三
十
日
受
理

(
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問
題
の
所
在
と
方
法

　

こ
れ
ま
で
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
京
都
の
都
市
祭
礼
の
神
輿
舁
き
集
団
の
動

向
に
注
目
し
、
政
治
、
経
済
、
社
会
な
ど
の
「
近
代
化
」
が
、
祭
礼
の
姿
を
ど
の

よ
う
に
変
え
て
き
た
か
考
察
し
て
き
た
。

　

近
代
の
京
都
で
神
輿
舁
き
を
担
っ
た
人
々
は
、
多
く
が
中
下
層
の
農
民
か
都
市

下
層
の
肉
体
労
働
者
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
、
神
輿
舁
達
は
文
字
に
よ
る
記
録
を

ほ
と
ん
ど
残
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
神
輿
舁
き
集
団
及
び
神
輿
舁
達
に
つ
い

て
の
歴
史
研
究
の
困
難
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
輿
舁
き
集
団
及
び
神
輿
舁
達
の
歴

史
研
究
で
は
、
文
字
に
よ
る
記
録
に
頼
ら
な
い
研
究
方
法
が
要
求
さ
れ
る
。
本
稿

が
着
目
す
る
の
は
神
輿
の
舁
き
方
、
所
作
で
あ
る
。
神
輿
の
舁
き
方
に
つ
い
て
の

先
行
研
究
は
少
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
祭
礼
に
お
け
る
人
々
の
神

輿
の
舁
き
方
、
所
作
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
祭
礼
の
歴
史
や
、
祭
礼

に
関
わ
る
集
団
の
来
歴
や
祭
礼
参
入
の
状
況
、
祭
礼
に
関
わ
る
集
団
・
地
域
と
し

(

1 (

末
廣
神
輿
考

│
│
祝
祭
型
神
輿
舁
き
の
成
立
│
│

中

西
　

仁

論　

文
　

筆
者
は
、
京
都
の
御
霊
祭
に
出
る
末
廣
神
輿
の
独
特
の
神
輿
の
舁
き
方
に

興
味
を
持
ち
、
神
輿
舁
き
集
団
の
成
立
や
来
歴
に
つ
い
て
の
文
献
調
査
お
よ

び
聞
き
取
り
調
査
、
参
与
観
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
末
廣
神
輿
が

独
特
の
舁
き
方
の
背
景
に
は
、
地
域
や
祭
礼
の
歴
史
や
、
祭
礼
参
入
の
事

情
、
神
輿
舁
き
集
団
の
来
歴
、
地
域
住
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

確
立
等
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
末
廣
神
輿
の
祭
礼
参
入
と
そ
の
特
異

な
実
践
が
、
多
く
の
京
都
の
祭
礼
に
見
ら
れ
る
変
化
と
同
じ
く
、
明
治
以
降

の
社
会
、
文
化
の
変
転
の
中
で
現
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
神
輿
舁
た
ち
が
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
神
輿
を
舁
く
の
か
」

と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
祭
礼

研
究
に
お
け
る
本
質
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

都
市
祭
礼
、
神
輿
舁
き
、
御
霊
祭
（
京
都
）、
末
廣
神
輿
、

祝
祭

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
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科
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て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
な
ど
が
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を

論
じ
て
き
た
。
も
し
く
は
、
集
団
の
来
歴
や
祭
礼
参
入
時
な
ど
の
過
去
の
あ
る
時

点
の
社
会
状
況
、
集
団
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
文
化
財
な
ど
に
残
る
痕
跡
を
仔
細
に

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
神
輿
の
舁
き
方
、
所
作
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
理
由
を
解
明
し
て
き
た
。

　

具
体
的
に
研
究
を
ど
う
進
め
る
の
か
。
宮
家
準
に
よ
る
と
、
文
字
で
記
録
さ
れ

な
い
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
①
「
宗
教
的
象
徴
の
意
味
に
関
す
る
既

存
の
客
観
的
解
釈
に
よ
る
発
見
」、
②
「
現
地
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
説

明
」、
③
「
分
析
者
（
調
査
者
）
に
よ
る
発
見
」
の
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
宮
家

に
よ
れ
ば
、
①
は
既
存
の
研
究
を
ベ
ー
ス
と
し
、
②
は
聞
き
取
り
調
査
で
得
ら
れ

た
情
報
及
び
過
去
の
記
録
類
の
解
釈
で
あ
り
、
③
は
研
究
者
に
よ
る
意
味
の
確
定

で
あ
る
。〔
宮
家　

一
九
八
九　

五
三
〜
五
四
〕。
本
研
究
の
対
象
と
な
る
事
例
に

は
一
次
資
料
と
な
る
当
事
者
に
よ
る
文
献
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
参

照
す
べ
き
先
行
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
新
聞
記

事
の
精
査
、
聞
き
取
り
調
査
、
参
与
観
察
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
情
報
収
集
の

主
な
手
段
と
し
て
、
②
③
の
方
法
で
、「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
神
輿
を
舁
く
の
か
」

に
つ
い
て
の
考
察
を
重
ね
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

一
．
京
都
に
お
け
る
神
輿
の
舁
き
方

　

京
都
の
祇
園
祭
、
松
尾
祭
、
稲
荷
祭
等
の
神
輿
渡
御
の
場
に
於
い
て
は
、「
ほ

い
っ
と
」
と
い
う
掛
け
声
と
と
も
に
、
神
輿
を
舁
く
た
め
の
角
材
で
あ
る
轅な

が
え（
だ

い
ぼ
う
）
の
前
後
に
付
け
ら
れ
た
鳴な

り

鐶か
ん

（
写
真
1
）
を
鳴
ら
す
舁
き
方
が
一
般
的

に
見
ら
れ
る
。

　
「
御
神
輿
の
基
本
的
な
か
つ
ぎ
方
と

ル
ー
ル
」（
京
都
市
北
区
の
Ｔ
神
輿
会
配

布
資
料　

二
〇
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、「
は

な
（
端
）
を
か
つ
ぐ
場
合
」
と
し
て
、

「
足
を
跳
ね
る
者
は
、
両
手
を
な
が
え
に

ま
わ
し
耳
の
後
方
を
な
が
え
に
密
着
さ
せ

る
こ
と
。（
鳴
鐶
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
鳴
ら

す
た
め
に
：
筆
者
）
跳
ね
る
足
を
前
の
者

と
違
え
な
い
（
合
わ
す
）
様
に
努
力
す
る

こ
と
」、「
交
代
す
る
時
は
肩
を
叩
い
て
交

替
す
る
」「
交
代
す
る
時
は
前
か
ら
入
る
」

「
肩
を
た
た
か
れ
た
ら
絶
対
に
拒
否
し
て

は
な
ら
な
い
」「
御
神
輿
を
か
つ
が
な
い

と
き
は
、
手
拍
子
を
し
て
掛
け
声
（
ホ
イ
ッ
ト
、
ホ
イ
ッ
ト
）
を
出
す
こ
と
」
と

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
輿
の
舁
き
方
を
、
仮
に
「
京
都
標
準
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
な
「
京
都
標
準
」
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
神
輿
の
舁
き
方
を
す
る
の

が
御
霊
祭
の
末
廣
神
輿
で
あ
る
。
末
廣
会
古
参
会
員
Ａ
氏
は
末
廣
神
輿
の
伝
統
的

な
舁
き
方
に
つ
い
て
誇
ら
し
げ
に
語
る
。

ハ
ナ
の
一
枚
目
か
ら
三
枚
目
の
人
は
、
後
ろ
蹴
り
で
足
を
ク
ロ
ス
す
る
様
に

高
く
交
差
さ
せ
て
、
そ
こ
で
お
尻
も
大
き
く
左
右
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
振
り
、

力
の
余
裕
の
あ
る
者
は
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
と
踊
る
よ
う
に
手
を
上
げ

る
。
そ
れ
は
楽
し
く
見
せ
る
担
ぎ
方
で
周
り
の
も
の
は
「
も
っ
と
振
れ
」
と

掛
け
声
を
か
け
手
を
叩
い
て
囃
子
立
て
る
。
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和
崎
春
日
に
よ
れ
ば
祭
り
に
は
「
祈
り
・
儀
礼
性
・
信
仰
性
・
宗
教
性
の
部
分

と
、
共
同
的
な
祝
い
・
戯
れ
・
遊
び
・
騒
ぎ
・
祝
祭
性
の
両
方
向
性
」
が
あ
り
、

「
共
同
的
な
祝
い
・
戯
れ
・
遊
び
・
騒
ぎ
に
力
点
」
が
あ
る
の
が
祝
祭
で
あ
る
。

〔
和
崎　

二
〇
〇
〇　

六
〕。
末
廣
神
輿
の
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
と
と

も
に
踊
る
よ
う
な
舁
き
方
は
、
京
都
で
は
珍
し
い
芸
能
的
、
祝
祭
的
な
神
輿
の
舁

き
方
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
神
輿
の
舁
き
方
を
す
る
の
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
神
輿
の
舁

き
方
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
神
社
、
祭
り
、
地
域
、
神

輿
本
体
、
神
輿
舁
き
集
団
の
展
開
、
と
い
っ
た
末
廣
神
輿
に
関
わ
る

基
礎
的
事
項
を
整
理
し
た
う
え
で
、
考
察
を
行
い
た
い
。

二
．
上
御
霊
神
社
及
び
御
霊
祭

（
一
）　

上
御
霊
神
社
に
つ
い
て

　

上
御
霊
神
社
は
「
八
所
御
霊
」（
崇
道
天
皇
、
井
上
内
親
王
、
他

戸
親
王
、
藤
原
大
夫
人
、
橘
大
夫
、
文
大
夫
、
火
雷
神
と
吉
備
聖

霊
）
を
祭
神
と
し
、
京
都
市
上
京
区
の
東
北
端
に
位
置
す
る
。
本
多

健
一
は
、
上
御
霊
神
社
お
よ
び
下
御
霊
神
社
の
起
源
は
出
雲
郷
の

「
上
里
」・「
下
里
」
の
出
雲
氏
の
氏
寺
で
あ
る
上
出
雲
寺
・
下
出
雲

寺
で
あ
り
、
平
安
期
の
御
霊
信
仰
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、
神
社
と

し
て
成
立
し
た
と
推
測
す
る
。
本
多
に
よ
れ
ば
、
上
御
霊
神
社
お
よ

び
下
御
霊
神
社
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
登
場
す
る
の
は
、『
吉
田
家
日

並
記
』（『
大
日
本
史
料
』
所
収
）
の
応
永
九
（
一
四
〇
二
）
年
正
月

二
日
条
で
あ
る
〔
本
多　

二
〇
一
三
ａ　

二
九
〕。

(
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明
治
前
期
に
祭
神
と
し
て
新
た
に
三
社
明
神
、
和
光
明
神
が
加
わ
り
、
相
殿
に

祀
ら
れ
た
。
三
社
明
神
と
は
、
霊
元
天
皇
の
第
一
皇
子
一
宮
（
後
の
済
深
法
親

王
）
の
母
中
納
言
典
待
局
、
外
戚
の
小
倉
実
起
、
小
倉
公
連
、
小
倉
（
竹
淵
）
季

判
で
あ
り
、
延
宝
九
（
天
和
元
）（
一
六
八
一
）
年
に
起
こ
っ
た
皇
位
継
承
を
巡

る
内
紛
で
あ
る
小
倉
事
件
に
関
連
す
る
人
々
で
あ
る
。
和
光
明
神
と
は
、
光
格
天

皇
の
掌
侍
で
あ
っ
た
東
坊
城
（
菅
原
）
和
子
で
あ
る
。
東
坊
城
和
子
は
、
文
化
八

（
一
八
一
一
）
年
四
月
に
第
三
皇
女
を
出
産
す
る
と
同
時
に
母
子
と
も
ど
も
死
亡

し
た
が
、
そ
の
死
に
つ
い
て
は
謀
殺
説
が
あ
る
〔
猪
熊　

一
九
六
八　

九
六
〕。

　
『
上
・
下
京
區
神
社
明
細
帳
』
所
収
の
上
御
霊
神
社
の
由
緒
（
同
社
宮
司
小
栗

栖
元
辰
が
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
記
述
）
に
よ
れ
ば
、
三
社
明
神
は
小
倉

事
件
と
関
連
が
深
い
公
家
の
松
木
家
が
邸
内
に
祀
っ
て
い
た
が
、
明
治
十
（
一
八

七
七
）
年
か
ら
始
ま
る
京
都
御
苑
整
備
事
業
に
際
し
て
松
木
家
が
屋
敷
を
返
上
し

た
際
、
同
神
体
を
上
御
霊
神
社
に
預
け
た
と
い
う
。
和
光
明
神
は
光
格
天
皇
の
典

侍
で
、
仁
孝
天
皇
の
母
勸
修
寺

子
の
実
家
勸
修
寺
家
で
祀
っ
て
い
た
が
、
同
様

の
理
由
で
上
御
霊
神
社
に
預
け
ら
れ
た
。『
神
道
大
辭
典
』
第
二
巻
の
「
ゴ
リ

ョ
ー
ジ
ン
ジ
ャ
」
の
項
目
に
は
、
和
光
明
神
に
つ
い
て
は
同
社
の
「
若
宮
」
と
も

表
現
さ
れ
て
い
る
〔
下
中
編　

一
九
三
七　

六
五
〕。
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）

年
に
は
、
明
治
天
皇
の
意
思
と
し
て
宮
内
省
よ
り
正
式
に
祭
祀
を
依
頼
さ
れ
た
。

猪
熊
兼
繁
に
よ
れ
ば
、「
明
治
天
皇
の
後
宮
で
は
皇
子
の
御
誕
生
は
あ
っ
て
も
成

長
さ
れ
な
か
っ
た
。
京
都
在
住
の
冷
泉
為
紀
は
じ
め
旧
公
家
た
ち
は
、
こ
れ
は
や

は
り
あ
の
霊
社
（
和
光
明
神
：
筆
者
）
の
た
た
り
か
も
知
れ
な
い
と
い
い
は
じ

め
、
こ
の
霊
社
の
お
祭
を
再
興
し
て
そ
の
神
霊
を
御
所
の
産
土
神
で
あ
る
上
御
霊

神
社
に
移
し
た
。
そ
し
て
東
京
の
お
内
儀
か
ら
も
お
使
い
が
き
て
祭
ら
れ
た
」

〔
猪
熊　

一
九
六
八　

九
七
〕。
上
御
霊
神
社
は
天
皇
家
や
公
家
に
と
っ
て
過
去
の

御
霊
神
を
祀
る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
御
霊
に
対
す
る
御
霊
社
の
機
能
を
、
明
治

前
期
に
至
る
ま
で
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

御
霊
祭
神
輿
渡
御
に
つ
い
て

　

上
御
霊
神
社
の
氏
子
区
域
は
京
都
市
上
京
区
東
部
と
北
区
南
東
部
に
及
ぶ
範
囲

で
あ
る
が
、
現
京
都
御
苑
の
北
寄
り
三
分
の
二
程
度
を
含
ん
で
い
る
。
明
治
以
前

の
禁
裏
や
周
囲
の
公
家
屋
敷
は
同
社
の
氏
子
区
域
で
あ
り
、
天
皇
家
や
多
く
の
公

家
た
ち
の
産
土
神
で
あ
っ
た
。
御
霊
祭
は
剣
鉾
の
先
導
に
よ
っ
て
、
三
基
の
神
輿

が
こ
の
氏
子
区
域
へ
渡
御
す
る
祭
り
で
あ
る
。

　

神
輿
渡
御
及
び
神
輿
舁
き
集
団
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
明
治
前
期
に
御
霊
祭
は

大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
京
都
府
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
（
一

八
七
一
）
年
に
旅
所
で
あ
っ
た
中
御
霊
社
が
廃
絶
し
た
。
ま
た
、
前
宮
司
小
栗
栖

憲
昌
に
よ
れ
ば
祭
礼
の
日
程
が
五
月
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

で
あ
る
〔
小
栗
栖　

一
九
八
三　

二
〇
〕。
そ
し
て
、
神
輿
が
現
在
の
よ
う
に
三

基
と
な
っ
た
の
も
明
治
前
期
で
あ
る
。
御
霊
祭
の
際
に
上
御
霊
神
社
で
配
布
さ
れ

て
い
る
「
氏
子
有
志
」
作
成
の
栞
に
従
っ
て
、
三
基
の
神
輿
を
紹
介
す
る
。

北
之
御ご

座ざ

江
戸
初
期
の
元
和
5
年
（
1
6
1
9
）
に
、
後
水
尾
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
際

に
、
先
代
の
後
陽
成
天
皇
が
使
わ
れ
て
い
た
御
鳳
輦
を
賜
り
、
神
輿
と
し
た

も
の
で
す
。
神
輿
の
形
は
平
安
時
代
の
古
式
の
神
輿
に
倣
っ
て
い
ま
す
。
今

出
川
口
京
極
神
輿
会
（
出
町
地
区
）
の
人
々
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
い
ま

(
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す
。「
ホ
イ
ト　

ホ
イ
ト
」
の
掛
け
声
に
合
わ
せ
て
担
ぎ
ま
す
。

南
之
御
座

安
土
桃
山
時
代
の
文
禄
5
年
（
1
5
9
5
）
に
、
後
陽
成
天
皇
か
ら
、
先
代

の
正
親
町
天
皇
が
使
わ
れ
て
い
た
御
鳳
輦
を
賜
り
、
神
輿
と
し
た
も
の
で

す
。
神
輿
の
形
は
北
之
御
座
と
同
形
で
古
式
の
神
輿
の
形
を
伝
え
て
い
ま

す
。
小
山
郷
神
輿
会
の
人
々
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ホ
イ
ト　

ホ
イ
ト
」
の
掛
け
声
に
合
わ
せ
て
担
ぎ
ま
す
。

中
之
御
座

明
治
10
年
に
御
靈
祭
に
加
わ
っ
た
神
輿
で
す
。
神
輿
本
体
は
、
江
戸
時
代
中

期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
、
入
母
屋
造
の
屋
根
に
千
木
を
飾

る
、
珍
し
い
形
の
神
輿
で
す
。
豪
華
絢
爛
な
彫
刻
が
見
ど
こ
ろ
で
す
。
末
廣

会
（
出
雲
路
地
区
）
の
人
々
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
い
ま
す
。「
え
ら
い
や

っ
ち
ゃ
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
が
独
特
で
す
。

　

尚
、
現
宮
司
小
栗
栖
元
徳
氏
に
よ
れ
ば
、
古
く
は
氏
子
区
域
の
上
神じ

ん

輿よ

町
・
下

御み

輿こ
し

町
の
世
話
の
も
と
、
日
吉
山
王
祭
の
神
輿
舁
た
ち
が
神
輿
を
舁
き
に
や
っ
て

来
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

三
．
地
域
と
神
輿
の
歴
史

（
一
）　

出
雲
路
地
区
の
歴
史

　

末
廣
神
輿
を
担
っ
て
い
る
出
雲
路
地
区
は
も
と
も
と
鞍
馬
口
村
と
い
い
、
大
正

七
（
一
九
一
八
）
年
に
京
都
市
上
京
区
に
編
入
さ
れ
た
。
京
都
市
に
よ
れ
ば
、
鞍

馬
口
村
と
は
「『
元
禄
郷
帳
』
な
ど
近
世
初
期
の
郷
帳
類
に
は
村
名
が
み
え
ず
、

『
天
保
郷
帳
』
に
は
立
項
さ
れ
、
村
高
四
十
六
石
七
斗
と
記
す
。
ま
た
『
旧
高
旧

領
取
調
帳
』
は
四
十
六
石
五
斗
九
升
五
合
の
村
高
を
記
し
、
角
倉
伊
織
支
配
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
代
官
角
倉
氏
が
管
轄
す
る
幕
府
領
で
あ
っ
た
。
同
村
は
賀
茂

川
沿
い
の
河
原
の
地
で
あ
っ
た
の
で
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
三
）、
賀
茂

川
に
石
垣
（
寛
文
新
堤
）
が
築
か
れ
て
か
ら
耕
地
化
が
進
行
し
、
立
村
す
る
に
至

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が
郷
帳
類
の
記
載
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
村
で
あ
る
〔
京
都
市　

一
九
九
三　

五
九
三
〕。

　

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
鞍
馬
口
村
戸
長
尾
川
善
次
郎
が
記
し
た
鞍
馬
口

村
の
沿
革
に
よ
れ
ば
、
鞍
馬
口
村
は
「
従
前
ヨ
リ
五
部
ニ
区
分
、
当
村
村
内
限
リ

ノ
町
名
ヲ
附
シ
、
北
之
壱
部
ヲ
松
並
町
、
其
第
弐
ヲ
稲
荷
町
、
第
三
ヲ
俵
町
、
第

四
ヲ
上
末
広
町
、
第
五
ヲ
下
末
広
町
ト
」
称
し
て
い
る
と
し
、
松
並
町
、
稲
荷
町

の
住
民
は
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）
年
に
「
御
土
居
御
普
請
」
の
た
め
に
寺
町
今

出
川
上
ル
よ
り
移
転
、
俵
町
は
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
に
田
中
村
か
ら
移
住
と

あ
る
。
上
末
広
町
、
下
末
広
町
に
つ
い
て
は
、「
宝
永
五
戊
子
年
迄
愛
宕
郡
吉
田

村
但
荒
神
口
東
手
ニ
住
居
罷
在
候
処
、
仝
年
京
都
大
焼
ノ
節
、
禁
裏
御
所
御
普
請

御
用
地
ニ
相
成
、
因
之
為
其
替
地
」
与
え
ら
れ
た
同
地
に
移
住
し
て
き
た
人
々
が

形
成
し
た
と
あ
る
。
辻
ミ
チ
子
に
よ
れ
ば
、
鞍
馬
口
村
の
う
ち
松
並
町
、
稲
荷

町
、
俵
町
は
角
倉
氏
支
配
で
あ
り
、
賀
茂
川
修
復
に
関
わ
っ
て
お
り
、
年
貢
は
賀

茂
川
修
復
料
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
と
す
る
。
上
末
広
町
、
下
末
広
町
は
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
に
鞍
馬
口
村
に
編
入
さ
れ
た
〔
辻　

一
九
九
九　

ⅲ
〜
ⅳ
〕。

　

現
在
、
出
雲
路
俵
町
に
あ
る
「
瘡
神
末
菊
大
神
」
の
社
に
は
、
天
保
十
一
（
一

(
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八
四
〇
）
年
建
立
の
石
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
鳥
居
に
は
「
南
村
中
」
の
銘
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
近
世
末
紀
に
は
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）
年
以
来
の
松
並
町
、
稲

荷
町
を
「
北
村
」、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
か
ら
の
俵
町
を
「
南
村
」
と
称
し

て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降
は
、
北
村
は
鞍
馬
口
村
「
上
」、
南
村
は
鞍

馬
口
村
に
編
入
さ
れ
た
上
末
広
町
、
下
末
広
町
と
共
に
「
下
」
と
な
る
。
御
霊
祭

の
他
の
神
輿
舁
き
集
団
「
小
山
郷
」、「
今
出
川
口
」
が
地
名
由
来
の
名
称
を
名
乗

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
末
廣
」
と
は
上
末
広
町
、
下
末
広
町
に
由
来
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
末
菊
大
神
の
社
の
玉
垣
（
建
立
時
期
不
詳
）
に
は
「
末
廣
組
若

中
」「
末
廣
組
中
老
」
と
い
う
銘
が
あ
る
。「
組
」
は
神
輿
舁
き
集
団
を
意
味
す
る

言
葉
で
あ
る
。「
若
中
」
は
あ
る
一
定
年
齢
層
の
青
年
男
性
で
構
成
さ
れ
る
若
者

組
織
（「
若
者
組
」
な
ど
）
の
構
成
メ
ン
バ
ー
、「
中
老
」
は
一
定
の
年
齢
に
達
し

て
若
者
組
織
を
退
い
た
者
を
意
味
す
る
。
現
在
で
も
松
尾
祭
の
各
社
神
輿
会
は
、

神
輿
渡
御
の
運
営
の
中
心
と
な
る
「
青
年
会
」
と
、「
青
年
会
」
を
退
い
た
「
中

老
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
社
は
「
末
廣
組
」
の
神
輿
舁
た

ち
の
地
元
で
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
御
霊
祭
神
輿
渡
御
で
も

末
廣
神
輿
は
必
ず
同
社
の
前
を
通
る
が
、
同
社
の
前
を
通
る
と
き
は
他
の
場
所
よ

り
も
、
よ
り
長
く
、
よ
り
激
し
く
神
輿
を
揺
ら
し
、
末
廣
神
輿
に
と
っ
て
特
別
な

見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）　

末
廣
神
輿

　

末
廣
神
輿
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
御
霊
祭
の
栞
に
は
「
明
治
10
年
に
御
靈
祭
に

加
わ
っ
た
神
輿
で
す
。
神
輿
本
体
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
作
ら
れ
た
」
と
あ
る

が
、
他
の
二
基
に
比
べ
て
、
来
歴
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

京
都
府
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
に
は
、「
明
治
10
年
（
1
8
7
7
）
元
貴
船
社
よ
り
奉
納
」

と
あ
る
。
ま
た
上
御
霊
神
社
発
行
の
広
報
誌
『
ご
り
ょ
う
さ
ん
』
第
2
号
〔
二
〇

〇
六
年
四
月
二
十
日
〕
掲
載
の
同
社
氏
子
総
代
Ｆ
氏
が
寄
せ
た
一
文
の
中
に
「
末

広
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
当
時
上
京
区
上
小
川
町
に
あ
っ
た
貴
船
神
社
よ
り

奉
納
と
あ
り
ま
す
」
と
あ
り
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
に
貴
船
神
社
か
ら
奉
納

さ
れ
た
と
い
う
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）

年
に
製
作
と
す
る
説
も
あ
る
〔
小
栗
栖　

一
九
八
三　

二
〇
四
〕。
二
〇
一
九
年

五
月
一
日
の
神
幸
祭
に
先
駆
け
て
上
御
霊
神
社
で
配
布
さ
れ
た
『
令
和
元
年　

御

靈
祭
』
と
い
う
栞
に
は
「
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、
元
貴
舩
社
よ
り
当
社
に

寄
進
さ
れ
た
御
神
輿
で
す
。」
と
あ
る
。

　

通
説
と
な
っ
て
い
る
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
に
上
小
川
町
に
あ
っ
た
貴
船
神

社
よ
り
奉
納
と
い
う
説
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
上
・
下
京
區
神
社
明
細
帳
』

所
載
「
御
霊
神
社
」
の
「
境
内
神
社
」
の
項
目
に
「
貴
布
祢
神
社
」
が
見
え
る
。

由
緒
に
は
「
府
廰
ノ
命
ニ
因
テ
明
治
十
年
十
月
九
日
上
京
區
第
九
組
上
小
川
町
ヨ

リ
遷
座
仕
候
」
と
あ
り
、
現
在
も
上
御
霊
神
社
本
殿
左
手
に
小
祠
が
存
在
す
る
。

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
「
小
祠
廃
併
合
令
」
を
受
け
た
動
き
で
あ
る
。
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
の
上
小
川
町
地
籍
図
に
は
「
貴
布
神
社
」（
間
口
四
間
七
寸

（
約
7
・
5
ｍ
）
奥
行
き
一
七
間
二
尺
（
約
3
1
・
5
ｍ
））
が
見
え
、「
町
中
所

持
」
と
あ
る
が
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
の
同
町
地
籍
図
で
は
そ
の
場
所
は

民
家
と
な
っ
て
い
る
。

　

山
路
興
造
に
よ
れ
ば
、
中
世
末
か
ら
近
世
の
上
京
で
は
疱
瘡
を
は
じ
め
と
す
る

疫
病
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
、
旧
暦
九
月
一
日
か
ら
九
月
九
日
ま
で
「
貴
船

の
さ
さ
神
輿
」
な
る
子
ど
も
神
輿
が
出
て
、
貴
船
の
奥
の
院
に
祀
ら
れ
る
「
素
戔

(
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鳴
尊
」
を
慰
め
た
と
い
う
。「
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
で
は
「
室
町
通
武
者

小
路
」
あ
た
り
に
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
「
模
本
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
に
は

「
小
川
町
」
あ
た
り
に
「
さ
さ
神
輿
」
が
数
基
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
行
事
は
西

陣
の
と
あ
る
町
内
で
は
近
年
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
〔
山
路　

二
〇
〇
九　

二

五
五
〜
二
六
五
〕。「
室
町
通
武
者
小
路
」
に
せ
よ
「
小
川
町
」
に
せ
よ
貴
船
神
社

が
あ
っ
た
上
小
川
町
に
ほ
ど
近
い
場
所
で
あ
る
。
上
小
川
町
の
貴
船
神
社
及
び
同

社
神
輿
（
後
の
末
廣
神
輿
）
と
「
貴
船
の
さ
さ
神
輿
」
行
事
は
と
も
に
疱
瘡
と
い

う
病
に
関
連
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
末
廣
神
輿
の
見
せ
場
で
あ
る
「
末
菊

大
神
」
が
瘡
神
（
疱
瘡
神
）
で
あ
る
こ
と
も
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
非
常
に
興
味
深

い
。

　

後
に
末
廣
神
輿
と
な
る
神
輿
は
明
治
十
年
ま
た
は
十
二
年
に
上
御
霊
神
社
が
管

理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
神
輿
が
御
霊
祭
に
出
る
の
は
明
治
十
三
（
一
八
八

〇
）
年
で
あ
る
。
現
宮
司
小
栗
栖
元
徳
氏
に
よ
れ
ば
鞍
馬
口
村
の
人
々
か
ら
同
神

輿
を
舁
か
せ
て
く
れ
と
い
う
「
願
い
」
が
神
社
に
出
さ
れ
た
。

　

京
都
の
大
型
祭
礼
に
於
い
て
神
輿
渡
御
の
神
輿
の
数
が
増
え
た
数
少
な
い
事
例

と
し
て
下
御
霊
神
社
の
祭
礼
が
あ
げ
ら
れ
る
。
下
御
霊
神
社
の
神
輿
は
一
基
（
現

「
大
宮
」）
で
あ
っ
た
が
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
宝
永
の
大
火
に
よ
り
現
在

の
京
都
御
所
付
近
を
焼
け
出
さ
れ
た
氏
子
が
、
鴨
川
よ
り
東
に
移
住
し
、
氏
子
区

域
が
広
が
っ
た
。
鴨
東
の
移
住
地
は
道
幅
が
狭
く
神
輿
の
渡
御
が
困
難
で
あ
っ
た

の
で
、
同
地
へ
の
渡
御
の
た
め
に
一
回
り
小
さ
な
神
輿
（
現
「
若
宮
」）
が
作
ら

れ
た
。
こ
の
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
京
都

の
大
型
都
市
祭
礼
で
渡
御
す
る
神
輿
が
増

え
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
社
、
氏
子
区

域
、
祭
礼
等
を
巡
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
御
霊
祭
で
は
末
廣
神
輿
が
新
た
に

加
わ
っ
た
の
か
。
管
見
の
限
り
の
諸
資
料

か
ら
は
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
詳
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
下
御
霊
神
社
の
「
若

宮
」
神
輿
の
よ
う
に
新
し
い
氏
子
地
域
へ

の
渡
御
の
た
め
の
神
輿
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
月
十
八
日

(
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の
御
霊
祭
（
還
幸
祭
）
巡
行
路
は
八
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
年
に
よ
っ
て
変
わ

る
。
他
の
京
都
の
大
型
都
市
祭
礼
の
巡
行
路
が
固
定
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

御
霊
祭
の
巡
行
は
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
出
雲
路
地
区
を
除
く
氏
子
区
域
へ
は

末
廣
神
輿
を
含
め
た
三
基
の
神
輿
が
揃
っ
て
渡
御
す
る
が
、
末
廣
会
の
地
元
で
あ

る
出
雲
路
地
区
へ
渡
御
す
る
の
は
末
廣
神
輿
だ
け
で
あ
る
（
図
2
＊
④
参
照
）。

　

享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
頃
に
編
纂
さ
れ
た
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
に

よ
れ
ば
上
御
霊
神
社
の
氏
子
区
域
は
「
東
ハ
賀
茂
川
限
、
西
ハ
東
堀
川
限
但
、
一

條
よ
り
北
ハ
小
川
通
東
側
限
、
北
ハ
野
限
、
南
ハ
出
水
通
北
側
限
」
と
あ
る
〔
岩

生
監
修　

下　

一
九
七
三　

一
九
〕。
氏
子
地
域
の
北
側
を
占
め
る
小
山
村
は
鎌

倉
時
代
初
期
に
は
「
小
山
郷
」
と
し
て
独
立
し
て
い
た
〔
京
都
市　

一
九
九
三　

五
六
四
〕。
西
か
ら
南
側
を
占
め
る
氏
子
地
域
は
禁
裏
及
び
公
家
町
、
及
び
「
立

売
組
」「
小
川
組
」「
禁
裏
六
丁
町
」
と
い
っ
た
中
世
後
期
以
来
の
町
組
で
あ
る
。

大
原
口
（
今
出
川
口
）
付
近
は
「
御
土
居
」
の
形
成
以
来
、
町
地
の
形
成
が
進
め

ら
れ
た
〔
京
都
市　

一
九
八
〇　

一
三
九
〕。
そ
れ
に
対
し
て
、
鞍
馬
口
村
の
村

名
が
最
初
に
見
え
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
に
編
纂
さ

れ
た
『
天
保
郷
帳
』
で
あ
り
、「
村
」
と
し
て
の
成
り
立
ち
は
近
世
末
に
近
い
頃

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
先
述
の
通
り
南
部
二
町
が
鞍
馬
口
村
に
編
入
さ

れ
た
の
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
で
あ
る
。
鞍
馬
口
村
が
上
御
霊
神
社
の
他
の

氏
子
区
域
の
村
・
町
と
比
べ
て
、
新
し
い
氏
子
区
域
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、
鞍
馬
口
村
の
人
々
が
神
輿
を
舁
か
せ
て
く
れ
と
上
御
霊
神
社
に

頼
ん
だ
の
は
、
新
た
な
氏
子
地
域
と
し
て
他
の
氏
子
地
域
と
同
じ
よ
う
な
形
で
御

霊
祭
に
参
加
し
た
い
と
い
う
強
い
願
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

　

左
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
末
廣
神
輿
が
御
霊
祭
に
参
加
し
た
明
治
十
三
年
前
後

は
、
上
御
霊
神
社
に
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
新
し
く
祭

神
に
加
わ
っ
た
新
た
な
御
霊
神
を
ど
の
よ
う
に
祀
る
か
、
と
い
う
問
題
は
切
実
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

　

・
三
社
明
神
を
松
木
家
よ
り
預
か
る
。

　

・ 

明
治
天
皇
一
時
帰
京
。
上
御
霊
社
に
千
円
、
下
御
霊
社
に
七
百
円
寄

付
。

　

・ 

貴
船
神
社
（
上
小
川
町
）
遷
座
↓
同
社
神
輿
は
上
御
霊
神
社
に
奉
納
。

現
「
中
之
御
座
」（
末
廣
神
輿
）。

明
治
十
二
年

　

・ 

一
説
に
よ
る
と
末
廣
神
輿
が
製
作
さ
れ
た
。

　

・ 

大
正
天
皇
誕
生
。
こ
の
時
点
で
は
唯
一
の
明
治
天
皇
の
男
子
。
成
人
し

た
唯
一
の
男
子
で
あ
っ
た
。

明
治
十
三
年

　

・
御
霊
祭
に
は
じ
め
て
三
基
の
神
輿
が
出
る
。

明
治
十
四
年

　

・
三
社
明
神
、
和
光
明
神
、
相
殿
へ
遷
座
。

　

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
五
月
二
十
日
の
『
日
出
新
聞
』
は
「
神
輿
舁
の
負

傷
と
十
二
燈
騒
ぎ
」
と
い
う
記
事
で
御
霊
祭
と
下
御
霊
神
社
の
祭
禮
で
の
ハ
プ
ニ

ン
グ
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
記
事
は
上
御
霊
神
社
の
「
神
輿
三
社
」
を
、「
二
社
」

末
廣
神
輿
考
（
中
西　

仁
）

五
二



と
「
若
宮
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
若
宮
」
の
神
輿
と
は
最
も
新
し
い
末
廣
神
輿

で
あ
ろ
う
。
同
時
に
「
若
宮
」
と
は
前
述
の
通
り
、
和
光
明
神
の
こ
と
を
指
す
。

新
た
な
御
霊
の
神
々
と
末
廣
神
輿
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。

祇
園
祭
、
今
宮
祭
、
稲
荷
祭
な
ど
京
都
の
大
型
祭
礼
に
お
い
て
は
、
通
常
、
個
々

の
神
輿
に
個
別
、
特
定
の
祭
神
が
対
応
し
て
い
る
。『
御
霊
神
社
文
書
』「
出
雲
寺

八
所
御
霊
社
依
及
大
破
奉
捧
奏
書
旨
数
之
事
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
写
真

版
）
は
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
に
書
か
れ
た
原
本
を
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年

に
写
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
同
神
社
の
「
八
所
御
霊
」
は

「
桓
武
天
皇
之
御
勧
請
」
の
「
左
四
座
」
と
、「
仁
明
天
皇
之
御
勧
請
」
の
「
右
四

座
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
御
霊
祭
の
古
く
か
ら
の
二
基
の
神
輿
は

そ
れ
ぞ
れ
「
左
四
座
」「
右
四
座
」
の
神
輿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

新
た
に
祭
り
に
加
わ
っ
た
末
廣
神
輿
は
、
上
御
霊
神
社
の
新
た
な
御
霊
神
（
三
社

明
神
、
和
光
明
神
）
の
神
輿
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
三
）　

末
廣
組
の
展
開

　

末
廣
神
輿
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
明
治
期
の
新
聞
記
事
に
は
、
他
者
の
祭
礼
参

入
に
際
し
て
末
廣
組
や
鞍
馬
口
村
の
人
々
が
拒
絶
反
応
を
起
こ
し
た
事
件
が
散
見

さ
れ
る
。

　

明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
六
月
三
日
の
『
日
出
新
聞
』「
御
靈
祭
の
腕
力

騒
ぎ
」
に
よ
れ
ば
、
六
月
一
日
の
御
霊
祭
に
於
い
て
、
今
出
川
口
が
担
当
し
て
い

た
神
輿
は
今
宮
祭
の
神
輿
舁
き
集
団
で
あ
る
安あ

居ぐ

院い

組
が
舁
く
こ
と
と
な
っ
た
。

同
記
事
に
よ
る
と
「
上
御
靈
神
社
に
て
は
昨
年
来
神
事
費
の
嵩
み
あ
る
に
よ
り
本

年
は
三
基
の
神
輿
の
う
ち
小
山
組
（
舁
夫
の
受
持
區
域
を
稱
す
）
の
分
の
み
渡
與

し
て
今
出
川
口
及
び
末
廣
組
の
二
基
は
見
合
わ
さ
ん
と
の
豫
定
な
り
し
も
今
宮
神

社
の
氏
子
な
る
安
居
院
組
の
若
者
等
は
今
宮
祭
に
快
く
神
輿
を
舁
か
ざ
り
し
念
晴

し
に
今
出
川
口
の
分
を
舁
き
た
し
と
神
事
掛
へ
申
込
み
其
の
承
諾
を
経
て
」
と
あ

る
。
同
記
事
に
よ
る
と
「
末
廣
組
の
分
も
正
午
頃
に
至
り
俄
か
に
出
輿
す
る
こ
と

と
な
」
っ
た
。「
俄
か
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
末
廣
神
輿
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
末
廣
組
の
焦
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
祭
り
の
休
憩
時
に
末
廣

組
の
休
憩
場
所
（「
寺
町
今
出
川
下
る
京
極
校
」
あ
た
り
）
付
近
を
安
居
院
組
の

神
輿
舁
た
ち
が
通
り
か
か
る
と
、「
末
廣
組
の
若
者
は
ウ
ヌ
他
處
の
氏
子
で
あ
り

な
が
ら
我
等
が
休
息
所
の
區
域
内
に
侵
入
し
た
る
こ
そ
奇
怪
な
れ
と
」
言
い
争
い

に
な
り
、
遂
に
は
「
百
五
六
十
名
許
入
亂
れ
」
た
乱
闘
と
な
っ
た
。
末
廣
組
の
も

の
が
鞍
馬
口
村
付
近
の
「
寺
町
頭
の
光
明
寺
ま
で
引
揚
げ
喧
嘩
の
次
第
を
在
所
へ

知
ら
せ
遣
り
し
か
ば
イ
デ
京
都
の
奴
原
を
片
端
か
ら
打
っ
て
遣
ら
ん
と
の
權
幕
で

村
方
擧
て
繰
出
す
と
い
ふ
大
騒
ぎ
」
に
な
っ
た
。
神
輿
舁
の
み
な
ら
ず
鞍
馬
口
村

の
人
々
ま
で
が
、「
わ
れ
わ
れ
の
祭
り
を
邪
魔
す
る
な
」
と
い
う
非
常
に
強
い
意

識
を
持
っ
て
い
た
。
参
入
か
ら
十
年
の
新
参
の
神
輿
舁
き
集
団
で
あ
る
末
廣
組
に

と
っ
て
安
居
院
組
の
動
き
は
、
自
ら
が
守
っ
て
き
た
末
廣
神
輿
が
何
ら
か
の
事
情

で
他
の
神
輿
舁
き
集
団
に
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
事
態

を
想
定
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
五
月
三
日
の
『
日
出
新
聞
』「
神
輿
の
争
ひ

（
担
ぎ
た
さ
）」
に
は
愛
宕
郡
田
中
村
字
田
中
の
数
名
が
集
ま
り
、「
上
御
霊
の
神

輿
を
鞍
馬
口
村
の
者
共
が
担
ぎ
て
市
内
寺
町
広
小
路
上
が
る
処
を
大
賑
ひ
に
行
き

し
際
、
横
手
よ
り
」
田
中
村
の
者
「
五
、
六
名
一
時
に
押
寄
せ
、
担
ぎ
居
り
た
る

鞍
馬
口
村
の
者
共
に
打
掛
り
し
も
、
何
分
鞍
馬
口
の
人
数
々
十
名
な
り
し
に
よ
り

(
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メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
の
目
に
逢
さ
れ
」
た
と
い
う
事
件
を
報
じ
て
い
る
。
同
記
事
に
よ

れ
ば
、「
其
原
因
は
御
霊
の
神
輿
を
毎
年
三
個
宛
出
し
居
り
し
処
、
本
年
は
何
か

都
合
あ
り
て
一
個
を
減
じ
二
個
を
出
す
事
と
な
せ
し
に
依
り
、
随
っ
て
担
ぐ
者
を

削
減
す
る
事
と
な
せ
し
に
、
田
中
村
よ
り
は
是
非
共
本
年
は
上
御
霊
の
神
輿
を
担

ぎ
た
き
旨
申
し
出
た
れ
ど
も
鞍
馬
口
の
者
共
が
承
知
せ
ざ
り
し
よ
り
前
記
の
始
末

を
惹
起
し
た
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
揉
め
事
か
ら
も
、
末
廣
神
輿
の
神
輿
舁
た
ち
が
末
廣
神
輿
は
自

分
た
ち
の
地
域
（
鞍
馬
口
村
）
の
象
徴
で
あ
り
、
自
分
た
ち
だ
け
で
舁
く
神
輿
で

あ
る
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
地
域
の
神
輿
舁
と
の

争
い
に
は
、
神
輿
舁
だ
け
で
な
く
「
村
方
擧
て
繰
出
」
し
て
い
る
。
末
廣
神
輿
が

鞍
馬
口
村
の
地
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
強
固
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
末
廣

神
輿
の
神
輿
舁
た
ち
は
法
被
に
女
性
用
の
カ
ラ
フ
ル
な
腰
ひ
も
を
巻
い
て
い
る
。

京
都
の
神
輿
舁
き
集
団
で
伝
統
的
に
女
性
の
衣
装
の
一
部
を
身
に
つ
け
る
の
は
末

廣
だ
け
で
あ
る
。
祇
園
祭
、
稲
荷
祭
、
松
尾
祭
な
ど
京
都
の
他
の
大
型
都
市
祭
礼

の
神
輿
と
同
じ
く
、
末
廣
神
輿
に
女
が
触
れ
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
が
、
こ
の

腰
ひ
も
は
も
と
も
と
神
輿
舁
た
ち
の
母
や
妻
な
ど
身
内
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
。
母
や
妻
な
ど
の
身
体
に
密
着
し
て
い
る
腰
ひ
も
を
身
に
着
け
神
輿
を
舁
く
こ

と
は
、
家
族
一
体
、
地
域
一
体
で
神
輿
を
舁
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四
．「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
考

　
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
と
い
い
、
踊
る
よ
う
な
所
作
と
い
い
、
末
廣

神
輿
の
舁
き
方
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
舁
き
方
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
末
廣
会
に
は
末
廣
神
輿
の
舁

き
方
に
関
す
る
記
録
の
類
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
参
考
と
な
る
文
献
記
録
が
残
さ

れ
て
い
な
い
事
象
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
、
宮
家
〔
一
九
八
九
〕
が
あ
げ
た
「
分

析
者
（
調
査
者
）
に
よ
る
（
意
味
の
：
筆
者
）
発
見
」
が
主
な
手
段
と
な
る
。
宮

家
は
「
分
析
者
（
調
査
者
）
に
よ
る
（
意
味
の
）
発
見
」
に
つ
い
て
、
比
較
法
、

類
推
法
、
脈
絡
分
析
の
三
つ
の
方
法
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
宗
教
的
象
徴
の

呼
称
・
形
状
・
用
途
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
時
と
場
所
な
ど
か
ら
そ
の
意
味

を
類
推
す
る
」
類
推
法
〔
宮
家　

一
九
八
九　

五
五
〕、
に
よ
っ
て
分
析
、
考
察

を
進
め
た
い
。
宮
家
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
呼
称
・
形
状
・
用
途
、
そ
れ
が
用
い
ら

れ
て
い
る
時
と
場
所
」、
す
な
わ
ち
、
神
輿
舁
き
集
団
を
取
り
巻
く
過
去
・
現
在

の
状
況
や
、
新
聞
記
事
の
内
容
、
神
輿
舁
き
集
団
や
神
輿
舁
た
ち
が
伝
え
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
、
地
域
に
伝
わ
る
文
化
財
や
民
俗
、
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
歴
史
的

事
実
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。

（
一
）　

祝
祭
、
芸
能
と
し
て
の
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」

　

末
廣
神
輿
が
最
も
激
し
く
振
ら
れ
る
末
菊
大
神
は
瘡
神
（
疱
瘡
神
）
で
あ
る
。

疱
瘡
神
と
は
疱
瘡
（
天
然
痘
）
の
原
因
と
な
る
疫
病
神
で
あ
り
、
疱
瘡
患
者
が
出

た
場
合
、
何
と
か
し
て
退
場
し
て
も
ら
い
た
い
神
で
あ
っ
た
。
同
時
に
丁
重
に
祀

る
人
々
に
は
利
益
を
も
た
ら
し
た
り
、
疱
瘡
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
り
す
る
福
神
と

い
う
側
面
を
併
せ
持
つ
持
つ
神
で
あ
る
。

　

谷
川
健
一
に
よ
れ
ば
、「
疱
瘡
に
か
か
れ
ば
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
疱
瘡
神
を

歓
待
し
て
速
や
か
に
送
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
疱
瘡
神
は
祀
り
棄
て
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
祀
り
棄
て
ら
れ
る
場
合
、
疱
瘡
神
流
し
の
名
称
に
も
あ
る
よ

う
に
、
太
鼓
三
味
線
の
ひ
び
き
と
と
も
に
川
や
村
境
に
流
し
て
し
ま
う
の
が
常
套

(
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手
段
で
あ
る
が
、
著
者
が
と
り
わ
け
着
目
し
て
い
る
の
は
、
疱
瘡
踊
り
で
あ
る
。

疱
瘡
踊
り
の
歌
詞
に
、「
お
疱
瘡
様
は
踊
り
好
き
で
ご
ざ
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、

疱
瘡
神
に
踊
り
の
楽
し
い
気
分
に
ひ
た
っ
て
も
ら
い
、
疱
瘡
が
軽
く
済
む
よ
う
に

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
」〔
谷
川　

一
九
九
五　

二
三
二
〕。「
疱
瘡
送
り
」
を
は

じ
め
と
す
る
疱
瘡
神
を
祀
る
習
俗
は
、
種
痘
が
普
及
す
る
明
治
ま
で
は
日
本
全
国

で
見
ら
れ
た
習
俗
で
あ
っ
た
。
佐
藤
文
子
は
、
宝
暦
五
（
一
七
五
四
）
の
京
都
に

お
け
る
疱
瘡
の
流
行
時
に
書
か
れ
た
下
鴨
神
社
神
官
の
日
記
か
ら
、
神
官
の
娘
の

疱
瘡
罹
患
、
治
療
、
祈
禱
、
見
舞
い
、
疱
瘡
神
送
り
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
上

御
霊
神
社
西
の
京
極
寺
に
祈
禱
を
頼
ん
で
い
る
事
実
や
、
神
送
り
に
専
門
的
に
関

わ
る
者
の
存
在
に
注
目
し
た
い
〔
佐
藤　

二
〇
〇
〇　

一
二
二
〜
一
二
三
〕。
ま

た
、
上
御
霊
神
社
の
氏
子
で
あ
る
冷
泉
家
で
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
節
分
に
疱
瘡

神
を
祀
っ
て
い
る
。
谷
川
健
一
が
「
川
や
村
境
に
流
し
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い

る
の
に
符
合
す
る
よ
う
に
、「
末
菊
大
神
」
は
洛
中
と
洛
外
の
境
に
位
置
し
、
す

ぐ
東
に
賀
茂
川
を
臨
ん
で
い
る
。
こ
の
地
に
住
ま
い
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て

「
疱
瘡
送
り
」
は
馴
染
み
の
あ
る
習
俗
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

鞍
馬
口
村
の
人
々
は
信
仰
に
関
わ
る
芸
能
と
か
か
わ
り
が
深
く
、
芸
能
の
一
種

と
し
て
「
疱
瘡
送
り
」
に
関
わ
っ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。
宮
田
登
が
「
疱
瘡

神
↓
福
神
の
コ
ー
ス
も
前
述
し
た
御
霊

↓
和
神
・
霊
神
と
同
様
に
、
日
本
の
庶

民
の
宗
教
意
識
の
創
造
的
側
面
に
基
づ

い
た
コ
ー
ス
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
〔
宮
田　

一
九
九
三　

一
〇
六
〜
一
〇
七
〕、
本
来
、
疫
病
を
起
こ
す
祟
り
神
で
あ
る
疱
瘡

神
を
喜
ば
せ
、
祀
り
棄
て
た
り
利
益
を
も
た
ら
す
福
神
に
転
換
す
る
「
疱
瘡
送

り
」
は
、
疫
病
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
御
霊
を
喜
ば
せ
都
の
外
に
送
り
出
す
御
霊

会
と
、
祭
祀
の
目
的
や
方
法
に
お
い
て
共
通
す
る
。
明
治
に
な
っ
て
上
御
霊
神
社

の
祭
神
に
加
わ
っ
た
神
々
（
三
社
明
神
、
和
光
明
神
）
は
ま
だ
祟
り
神
の
性
格
を

残
し
て
い
た
。
鞍
馬
口
村
の
人
々
が
新
た
な
御
霊
神
た
ち
の
「
祀
り
」
の
あ
り
方

を
考
え
た
と
き
、
彼
ら
の
記
憶
に
新
し
い
「
疱
瘡
送
り
」
を
想
起
し
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
祟
り
な
す
神
々
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」

と
神
を
ほ
め
た
た
え
喜
ば
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
二
）　

神
輿
舁
た
ち
の
身
体
性

　
「
疱
瘡
送
り
」
と
共
に
末
廣
神
輿
の
舁
き
方
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る

の
が
「
砂
持
」
で
あ
る
。

「
砂
持
」
と
は
、「
元
来
神
社
の
再
建
や
修
復
に
際
し
て
、
境
内
を
整
地
す
る
た
め

に
氏
子
な
ど
が
土
砂
を
運
ん
で
報
謝
す
る
こ
と
を
い
う
。
京
都
の
鴨
川
や
大
坂
の

諸
河
川
は
、
河
川
交
通
が
盛
ん
で
あ
り
、
上
流
か
ら
の
土
砂
の
堆
積
に
よ
り
交
通

が
麻
痺
す
る
と
と
も
に
洪
水
が
頻
繁
に
起
こ
り
、
川
ざ
ら
え
（
浚
渫
）
を
多
く
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
浚
渫
工
事
に
か
り
だ
さ
れ
た
人
々
は
、
非
日
常
的

な
砂
持
と
い
う
作
業
を
祝
祭
的
に
と
ら
え
、
揃
い
の
衣
裳
を
ま
と
い
盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
〔
豊
橋
市
美
術
博
物
館　

二
〇
〇
三　

八

一
〕。
福
原
敏
男
に
よ
れ
ば
、
京
都
に
於
い
て
は
十
九
世
紀
中
・
後
半
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
の
「
砂
持
」
は
、
規
模
の
大
き
さ
に
お
い

て
も
、
画
像
資
料
の
豊
富
さ
に
お
い
て
も
、
京
都
の
「
砂
持
」
を
考
え
る
上
で
一

(
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指
標
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
〔
福
原　

二
〇
一
四　

三
〕。

　

牧
知
宏
に
よ
る
と
、
安
政
三
年
の
砂
持
は
、
洛
中
洛
外
町
々
が
上
賀
茂
、
高
野

か
ら
淀
ま
で
の
五
里
の
川
浚
え
の
「
砂
持
人
足
」
を
、
晴
天
百
日
間
出
す
よ
う
に

命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
牧　

二
〇
〇
七　

五
八
〜
五
九
〕。「
砂
持
」
を
命
ぜ

ら
れ
た
の
は
洛
中
洛
外
の
町
々
で
あ
り
鞍
馬
口
村
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し

こ
の
「
砂
持
」
は
参
加
困
難
な
場
合
は
、
公
儀
人
足
に
よ
る
代
替
も
な
さ
れ
た
。

京
都
町
奉
行
所
の
与
力
や
同
心
の
口
上
書
等
を
編
纂
し
た
「
加
茂
川
浚
風
聞
書
類

」
に
は
、
角
倉
鍋
次
郎
掛
り
場
と
し
て
大
聖
寺
堤
（
上
賀
茂
神
社
西
の
御
園
橋
付

近
）
よ
り
二
条
新
地
新
生
洲
町
境
と
あ
る
。
ま
た
当
該
区
域
の
「（
人
足
）
請
負

人
」
と
し
て
「
城
州
白
川
村
井
筒
屋
権
左
衛
門
」「
西
三
本
木
三
文
字
屋
幸
次
郎
」

の
名
が
み
え
る
。
鞍
馬
口
村
は
前
述
の
通
り
、
江
戸
時
代
は
角
倉
家
の
支
配
下
に

あ
っ
て
、
賀
茂
川
修
復
に
関
わ
っ
て
お
り
、
年
貢
は
賀
茂
川
修
復
料
を
も
っ
て
充

て
ら
れ
た
。
鞍
馬
口
村
の
人
々
が
動
員
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
日
用
（
日
雇
い
）
と

し
て
賀
茂
川
修
復
の
「
砂
持
」
に
加
わ
る
こ
と
は
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

福
原
敏
男
は
「
加
茂
川
浚
砂
持
之
圖
」
に
注
目
し
、「
公
儀
人
足
や
後
述
す
る

よ
う
に
事
業
を
落
札
し
た
請
負
業
者
よ
り
雇
わ
れ
た
人
び
と
等
、
堀
り
手
専
門
の

人
た
ち
も
お
り
、
彼
ら
は
運
搬
は
せ
ず
に
交
替
し
つ
つ
休
み
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
掘

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
〔
福
原　

二
〇
一
四　

三
〕。
と
は
言
え
、
彼

ら
が
「
砂
持
」
の
持
つ
祝
祭
的
な
雰
囲
気
に
全
く
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。

　

江
戸
の
浮
世
絵
師
で
あ
る
一
英
斎
芳
艶
（
歌
川
芳
艶
）
の
「
京
都
加
茂
川
遊
覧

ノ
圖
」
は
、
福
原
に
よ
れ
ば
「
安
政
三
年
の
砂
持
ち
は
江
戸
に
も
鳴
り
響
い
た
有

名
な
出
来
事
の
た
め
、
京
都
よ
り
の
情
報
（
資
料
や
伝
聞
）
に
想
像
を
加
え
て
描

(
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い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
京
都
在
住
絵
師
の
他
の
作
品
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、

土
砂
採
取
の
み
に
視
点
を
捉
え
、
作
業
の
賑
や
か
さ
は
伝
わ
る
が
、
本
書
で
い
う

と
こ
ろ
の
砂
持
風
流
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
」〔
福
原　

二
〇
一
四　

四
三
〕。

す
な
わ
ち
、
人
足
の
作
業
に
注
目
し
た
希
少
な
画
像
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

福
原
は
「
誇
張
が
大
き
く
、
写
実
的
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、
前
述
の
通
り
「
京

都
よ
り
の
情
報
（
資
料
や
伝
聞
）
に
想
像
を
加
え
て
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」

と
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
全
く
の
誇
張
で
な
く
、
作
業
の
様
子
に
つ
い
て
あ
る
程

度
の
真
実
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
図
に
は
、
天
秤
棒
を
担
ぎ
な
が
ら
扇
を
持
っ
て
踊
る
よ
う
な
所
作
を
見
せ
る

男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
男
た
ち
は
口
々
に
何
か
音
頭
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
こ
の
所
作
は
ま
さ
に
末
廣
神
輿
の
舁
き
方
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
京
都
の

都
市
祭
礼
の
神
輿
の
舁
き
方
は
古
代
、
中
世
か
ら
の
駕
輿
丁
に
よ
る
舁
き
方
に
起

源
を
持
ち
〔
西
山　

二
〇
一
七
〕、
時
代
を
経
て
変
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
末
廣
神
輿
は
明
治
十
三
年
に
御
霊
祭
に
新
規
参
入
し
た
神
輿
で
あ
り
、
そ
の

神
輿
を
任
さ
れ
た
鞍
馬
口
村
の
人
々
か
ら
な
る
「
末
廣
組
」
も
全
く
新
し
い
神
輿

舁
き
集
団
で
あ
っ
た
。
鞍
馬
口
村
の
人
々
は
新
た
に
神
輿
を
舁
く
に
あ
た
っ
て
、

他
の
神
輿
の
舁
き
方
を
参
考
と
せ
ず
、「
砂
持
」
の
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
日
頃

か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
所
作
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

む
す
び

　

末
廣
神
輿
の
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
と
踊
る
よ
う
な
舁
き
方
は
、

「
疱
瘡
送
り
」
に
見
ら
れ
る
神
を
喜
ば
せ
る
芸
能
の
要
素
を
取
り
入
れ
つ
つ
、「
砂

持
」
の
風
流
で
賑
や
か
な
舁
き
方
で
神
輿
を
舁
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
推
測

し
た
。
宮
田
登
は
、「
は
や
り
す
た
る
」
と
い
う
こ
と
が
一
定
の
時
間
内
ま
た
は

一
時
代
内
で
完
結
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
風
俗
現
象
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
に
な

る
が
、
次
の
時
代
に
引
継
が
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
時
点
で
新
た
な
意
味
と
機

能
と
を
獲
得
し
た
伝
承
力
を
伴
っ
た
民
俗
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
〔
宮
田　

一

九
九
三　

二
五
〕。
宮
田
に
従
え
ば
、
末
廣
神
輿
と
は
「
疱
瘡
送
り
」
や
「
砂
持
」

と
い
っ
た
近
世
の
風
俗
現
象
が
、
明
治
に
引
き
継
が
れ
現
代
に
至
る
ま
で
伝
承
さ

れ
る
民
俗
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。

　
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
を
か
け
な
が
ら
神
輿
を
舁
く
所
作
は
、
末
廣

の
神
輿
舁
た
ち
が
御
霊
祭
の
新
規
参
入
に
際
し
て
、
自
ら
の
地
域
の
生
業
や
文
化

の
中
か
ら
独
自
に
始
め
た
舁
き
方
で
あ
り
、
御
霊
祭
に
新
規
参
入
し
た
地
域
共
同

体
の
大
き
な
喜
び
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
感
情
は
御
霊
祭
の
た
び
に
再
確
認
さ
れ

て
き
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
神
輿
の
舁
き
方
を
真
似
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
京
都
の
神
輿
場
で
は
頻
繁
に
舁
き
手
が
交
替
し
な
が
ら
神
輿

を
舁
く
の
が
一
般
的
だ
が
、
末
廣
神
輿
で
は
交
替
を
強
く
拒
否
す
る
舁
き
手
が
お

り
、
舁
き
手
の
神
輿
に
た
い
す
る
強
い
思
い
が
窺
え
る
。
祭
礼
が
そ
れ
を
担
う
地

域
に
排
他
的
な
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
、
毎
年
の
祭
礼
に
於
い
て
そ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
再
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
例
は
枚
挙
に
暇
が

無
い
が
、
末
廣
神
輿
の
神
輿
舁
き
集
団
が
「
京
都
標
準
」
の
舁
き
方
に
対
抗
し
て

ユ
ニ
ー
ク
な
舁
き
方
を
か
た
く
な
に
守
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
好
例
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
末
廣
神
輿
の
舁
き
方
に
焦
点
を
当
て
、「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
神
輿
を

舁
く
の
か
」
と
い
う
問
い
を
探
究
し
た
。
問
い
の
探
究
の
際
に
は
、
神
輿
舁
き
集

団
の
来
歴
、
神
輿
舁
達
の
意
識
、
神
輿
舁
き
集
団
を
取
り
巻
く
地
域
の
歴
史
、
神

(

35(

(

36(

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

五
七



社
の
祭
祀
や
祭
礼
の
在
り
方
の
変
化
、
祭
礼
が
地
域
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
検
討

し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
全
て
が
神
輿
の
舁
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
過
程
は
神
輿
の
舁
き
方
を
切
り
口
と
し
た

祭
礼
の
総
合
的
な
歴
史
研
究
と
い
え
る
。

　

祭
礼
研
究
に
と
っ
て
、「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
神
輿
を
舁
く
の
か
」
と
い
う
問
い

は
、
決
し
て
瑣
末
な
問
い
で
は
な
い
。
祭
礼
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
問
い
な
の

で
あ
る
。

〔
注
〕

中
西
〔
二
〇
一
八
〕、〔
二
〇
一
九
〕。

牧
田
〔
一
九
九
一
〕
及
び
三
隅
〔
二
〇
一
七
〕。
牧
田
〔
一
九
九
一
〕
は
近
世
期

江
戸
に
お
け
る
「
揉
み
合
い
型
神
舁
」
の
成
立
を
、
三
隅
〔
二
〇
一
七
〕
は
現
代

東
京
で
の
「
江
戸
前
担
ぎ
」
の
標
準
化
に
つ
い
て
、
背
景
と
な
る
社
会
、
地
域
、

祭
礼
の
変
化
に
注
目
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
四
月
二
十
一
日　

筆
者
撮
影
。
宗
像
社
の
鳴
鐶
に
は
「
元
治
二
（
一

八
六
五
）
年
三
月
」
の
銘
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
現
在
も
祭
礼
で
使

用
さ
れ
て
い
る
鳴
鐶
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
、
稲
荷
祭
の
田
中
社
神
輿
、
松
尾

祭
衣
手
社
神
輿
、
松
尾
祭
大
宮
社
神
輿
の
も
の
で
、「
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
」

の
銘
が
あ
る
。
横
山
崋
山
の
「
祇
園
祭
礼
図
」（
天
保
六
〜
八
（
一
八
三
五
〜
三

七
）
年
）
の
神
輿
巡
行
の
場
面
で
は
、
轅
の
前
方
に
鳴
鐶
と
同
じ
よ
う
な
形
を
し

た
金
具
が
付
け
ら
れ
、
神
輿
を
牽
く
た
め
の
綱
が
結
ば
れ
て
い
る
が
、「
鳴
る
」

仕
掛
け
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
鳴
鐶
は
幕
末
の
あ
る
時
期
に
鳴
る

仕
組
み
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
「
御
霊
祭
」
と
は
上
下
の
御
霊
神
社
の
祭
礼
を
指
す
が
、
現
在

で
は
一
般
的
に
「
御
霊
祭
」
と
言
え
ば
上
御
霊
神
社
の
祭
礼
を
言
い
、
本
稿
も
そ

れ
に
な
ら
っ
た
。

御
霊
祭
に
お
け
る
正
式
な
呼
び
方
は
中
之
御
座
神
輿
と
い
う
が
、
神
輿
舁
や
地
元

の
氏
子
を
は
じ
め
一
般
的
に
は
同
神
輿
を
「
末
廣
」「
末
廣
神
輿
」
と
呼
ぶ
。
本

稿
で
は
「
末
廣
神
輿
」
に
統
一
す
る
。
ま
た
末
廣
神
輿
の
神
輿
舁
き
集
団
は
発
足

時
か
ら
戦
前
ま
で
は
「
末
廣
組
」
と
い
う
呼
称
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
「
末
廣

会
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
本
文
中
で
は
文
脈
に
応
じ
て
、「
末
廣
組
」
と
「
末
廣

会
」
を
使
い
分
け
る
。

二
〇
一
九
年
五
月
十
八
日
聞
き
取
り
。

同
社
の
正
式
名
称
は
「
御
靈
神
社
」
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
下
御
霊
神
社
に
た

い
し
て
上
御
霊
神
社
と
呼
ば
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
上
御
霊
神
社
に

統
一
す
る
。

久
保
〔
一
九
九
八
〕
一
一
〇
〜
一
一
六
。

『
神
道
大
辭
典
』
の
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
『
上
・
下
京
區
神
社
明
細
帳
』

（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、「
和
光
明
神
ト
稱
シ
奉
ル
ハ
若

宮
及
贈
従
四
位
菅
原
ノ
利
（
和
カ
）
子
等
ナ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。

同
社
配
布
の
「
御
靈
神
社
由
緒
略
記
」（
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
十
月
吉

日
）
に
は
特
別
祭
祀
「
御
内
儀
祭
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
資
料
に
よ
る

と
「
御
内
儀
祭
」
は
「
春
季
（
五
月
二
十
八
日
）、
秋
季
（
十
一
月
二
十
八
日
）

両
度
の
御
内
儀
祭
は
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
相
殿
五
座
奉
祀
以
来
、
皇
室
御

内
儀
よ
り
祭
祀
料
御
下
賜
あ
り
て
国
家
隆
盛
皇
室
安
泰
を
祈
願
し
奉
る
な
り
」
と

あ
る
。

御
霊
祭
を
単
独
に
対
象
と
し
た
先
行
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
管
見
の
限
り
で

は
、
大
島
〔
一
九
九
八
〕、
本
多
〔
二
〇
一
三
ａ
〕
お
よ
び
〔
二
〇
一
三
ｂ
〕、
岸

〔
二
〇
一
四
〕
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
御
霊
祭
の
神
輿
に
焦
点
を
あ
て
た

研
究
で
は
な
い
。

一
九
六
五
年
ま
で
は
神
幸
祭
、
還
幸
祭
と
も
に
神
輿
が
渡
御
し
て
い
た
が
、
現

在
、
神
輿
が
渡
御
す
る
の
は
還
幸
祭
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
二
〇
一
九
年
に
は
令

和
改
元
を
記
念
し
て
五
月
一
日
に
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
、
京
都
御
苑
に
神
輿
三
基

が
渡
御
し
た
。

例
え
ば
松
尾
祭
は
六
基
中
五
基
が
、
稲
荷
祭
で
は
五
基
中
四
基
が
千
木
神
輿
で
あ

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
千
木
神
輿
は
京
都
の
祭
礼
で
は
一
般
的
な
様
式
で

あ
る
。

「
愛
宕
郡
鞍
馬
口
村
」『
町
村
沿
革
取
調
書
』〔
京
都
部
落
史
研
究
所　

一
九
八
八　
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中
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仁
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八



三
六
二
〜
三
七
〇
所
載
〕。

『
中
外
日
報
』
一
九
〇
八
年
二
月
二
十
九
日
の
記
事
「
貧
民
窟
の
記
念
伝
道
」〔
秋

定
、
大
串
編　

一
九
八
七　

一
七
七
〜
一
七
八
所
載
〕
に
は
、「
鞍
馬
口
村
上
下

二
村
の
布
教
を
開
催
し
」
と
あ
る
。

地
域
の
成
り
立
ち
の
名
残
で
あ
ろ
う
か
、
末
廣
神
輿
会
は
出
雲
路
地
区
北
部
の

人
々
で
構
成
さ
れ
る
「
上カ
ミ

」
と
南
部
の
人
々
を
中
心
と
す
る
「
下シ
モ

」
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。「
上
」
と
「
下
」
と
は
、
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
が
、
末
廣
会
Ｂ
氏
に
よ

れ
ば
、
現
在
で
は
そ
の
意
識
は
薄
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
（
二
〇
一
八
年
六
月
五

日
聞
き
取
り
）。
末
廣
神
輿
の
神
輿
舁
き
の
実
践
は
、
内
部
的
に
「
上
」
と
「
下
」

と
の
対
抗
意
識
に
よ
る
神
輿
舁
き
に
つ
い
て
の
技
量
、
力
量
の
競
い
合
い
、
対
外

的
に
は
他
の
神
輿
舁
き
集
団
へ
の
対
抗
意
識
に
よ
る
技
量
、
力
量
の
誇
示
、
と
い

う
二
種
類
の
対
抗
意
識
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

鞍
馬
口
村
全
体
の
人
々
か
ら
な
る
神
輿
舁
き
集
団
の
名
称
が
な
ぜ
「
鞍
馬
口
」
で

は
な
く
、
鞍
馬
口
南
部
の
地
名
で
あ
る
「
末
廣
」
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
が
、
末
廣
神
輿
が
御
霊
祭
に
参
入
す
る
際
に
、
鞍
馬
口
村
南
部
（
上
・

下
末
広
町
）
の
人
々
の
突
出
し
た
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

御
霊
祭
で
の
末
廣
神
輿
の
見
せ
場
は
出
町
の
桝
形
商
店
街
ア
ー
ケ
ー
ド
、
京
都
御

苑
朔
平
門
前
、
末
菊
大
神
前
、
上
御
霊
神
社
に
お
け
る
拝
殿
上
げ
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
末
菊
大
神
前
、
拝
殿
上
げ
は
末
廣
神
輿
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

松
本
編
〔
一
九
八
八
〕
七
九
一
〜
七
九
二
。

『
西
京
新
聞
』
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
五
月
一
日
の
記
事
に
「
上
御
霊
の
祭

禮
ハ
是
れ
ま
で
神
輿
二
基
な
る
を
今
度
壹
基
増
加
し
て
三
基
と
な
し
ま
た
是
ま
で

中
絶
し
て
有
た
神
樂
獅
子
も
今
年
よ
り
出
事
に
な
り
ま
し
た
と
」
と
あ
る
。

二
〇
一
九
年
二
月
二
十
日
聞
き
取
り
。

現
宮
司
小
栗
栖
元
徳
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
御
霊
祭
の
三
基
の
神
輿
は
全
て
「
八

所
御
霊
」
の
神
輿
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
（
二
〇
一
九
年
二
月
二
十
日
聞
き
取

り
）、
末
廣
会
最
古
参
会
員
Ｃ
氏
に
よ
れ
ば
、
末
廣
神
輿
に
ど
の
よ
う
な
神
が
乗

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
秘
事
で
あ
る
と
い
う
（
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
聞
き
取

り
）。

「
昔
、
坂
本
（
日
吉
山
王
祭
）
の
神
輿
舁
き
が
、
御
霊
祭
に
無
理
や
り
参
加
し
よ

う
と
す
る
こ
と
が
あ
り
、
出
雲
路
の
人
々
は
出
雲
路
橋
で
そ
れ
を
追
い
返
す
役
割

を
担
っ
て
い
た
。」
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
祭
り
へ
の
新
規
参
入
、
乱
入
に
対
す

る
末
廣
神
輿
の
舁
き
手
た
ち
の
強
い
警
戒
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
末
廣
会
の
古

参
会
員
で
あ
る
Ｄ
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
日
）。

こ
の
年
、
記
事
に
あ
る
よ
う
に
資
金
不
足
な
ど
が
原
因
で
祭
礼
が
延
期
と
な
り
、

還
幸
祭
は
六
月
一
日
に
行
わ
れ
た
。

「
安
居
院
」
は
今
宮
神
社
旅
所
の
南
の
あ
た
り
で
あ
り
、
上
京
、
す
な
わ
ち
洛

中
、「
京
都
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
鞍
馬
口
村
は
愛
宕
郡
に
あ
り
、
洛
外
で

あ
る
。

Ｅ
氏
（
女
性
、
当
時
七
〇
代
）
か
ら
の
聞
き
取
り
。
Ｅ
氏
の
家
系
は
祖
父
以
前
か

ら
代
々
続
く
末
廣
神
輿
の
舁
き
手
で
あ
り
、
現
在
は
子
息
が
末
廣
神
輿
の
舁
き
手

で
あ
る
（
二
〇
一
四
年
五
月
十
八
日
聞
き
取
り
）。

前
出
、
Ａ
氏
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
日
）
お
よ
び
Ｂ
氏
（
二
〇
一
八
年
六
月
五

日
）
か
ら
の
聞
き
取
り
。

紙
谷
〔
二
〇
〇
〇
〕、
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
〔
一
九
九
五
〕
な
ど
。

草
川
〔
一
九
五
七
〕、
香
川
〔
一
九
九
六
〕、
石
垣
〔
二
〇
一
五
〕
な
ど
。

「
物
置
の
よ
う
な
部
屋
の
隅
を
小
屛
風
で
囲
い
（
か
つ
て
は
箕
で
囲
っ
た
）
疱
瘡

の
神
さ
ん
を
ま
つ
る
。
土
器
に
入
れ
た
灯
心
の
火
と
、
同
じ
く
土
器
に
入
れ
た
豆

三
粒
を
小
机
の
上
で
供
え
、
歳
徳
神
同
様
、
家
族
が
順
に
拝
す
る
。
こ
れ
は
疱
瘡

の
神
に
お
宿
を
申
し
、
疱
瘡
に
か
か
っ
て
い
な
い
家
族
が
疱
瘡
に
か
か
っ
て
も
軽

く
す
む
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
も
、
ま
た
節
分
に
は
あ
ら
ゆ
る
神
が
ま
つ

ら
れ
る
の
に
、
疱
瘡
の
神
さ
ん
は
皆
が
避
け
て
ま
つ
ら
な
い
か
ら
、
そ
っ
と
ま
つ

っ
て
あ
げ
る
の
だ
と
も
い
う
。」〔
冷
泉　

一
九
八
七　

一
三
四
〕。

栗
山
泰
山
は
、
維
新
前
の
京
都
で
は
「
正
月
は
春
駒
、
鳥
追
、
大
黒
舞
、
長
老

舞
、
な
ど
が
都
大
路
を
飾
っ
た
」
が
、
こ
れ
ら
の
芸
能
者
の
居
住
地
の
一
つ
と
し

て
鞍
馬
口
村
を
挙
げ
、
こ
の
よ
う
な
芸
能
は
「
彼
等
の
職
業
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
〔
栗
山　

一
九
二
一　

七
九
〜
八
〇
〕。

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
。〔
福
原　

二
〇
一
四　

八
〇
〜
九
六
所
載
〕。

武
蔵
大
学
図
書
館
蔵
。〔
福
原　

二
〇
一
四　

一
九
所
載
〕。
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学
研
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第
四
十
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号
（
二
〇
二
一
年
三
月
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国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
。〔
福
原　

二
〇
一
四　

四
三
所
載
〕。

前
出
Ｃ
氏
に
よ
れ
ば
、「「
ほ
い
っ
と
」
は
元
々
駕
籠
や
棺
桶
を
担
ぐ
と
き
の
掛
け

声
で
あ
り
、「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
こ
そ
が
神
輿
を
舁
く
と
き
の
掛
け
声
」（
二
〇

一
九
年
五
月
一
日
聞
き
取
り
）。

筆
者
の
参
与
観
察
（
二
〇
〇
五
年
お
よ
び
二
〇
〇
六
年
の
御
霊
祭
）。
前
出
Ｔ
神

輿
会
配
布
資
料
中
に
は
「
肩
を
た
た
か
れ
た
ら
絶
対
に
（
交
代
を
）
拒
否
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈

秋
定
嘉
和
、
大
串
夏
身
編　

一
九
八
七
『
近
代
部
落
史
史
料
集
成
』
四　

三
一
書
房

石
垣
絵
美　

二
〇
一
五
「
病
気
へ
の
理
解
と
対
処
│
│
疱
瘡
習
俗
を
中
心
に
│
│
」『
伝

承
文
化
研
究
』
一
三

猪
熊
兼
繁　

一
九
六
八
「
維
新
前
の
公
家
」
朝
日
新
聞
社
編
『
明
治
維
新
の
こ
ろ
』
朝

日
新
聞
社

岩
生
成
一
監
修　

一
九
七
三
『
京
都
御
役
所
大
概
覚
書
』
上
・
下　

清
文
堂

大
島
新
一　

一
九
八
八
「
鉾
の
出
る
祭
と
そ
の
歴
史
的
背
景
│
│
上
御
霊
・
下
御
霊
両

神
社
の
例
祭
に
見
え
る
剣
鉾
と
そ
の
氏
子
組
織
を
巡
っ
て
│
│
」『
京
都
民
俗
』
六

小
栗
栖
憲
昌　

一
九
八
三
「
御
霊
神
社
の
祭
礼
と
神
輿
」
監
物
恒
夫
編
著
『
神
輿
2
』

星
雲
社　

香
川
雅
信　

一
九
九
六
「
疱
瘡
神
祭
り
と
玩
具
│
│
近
世
都
市
に
お
け
る
民
間
信
仰
の

一
側
面
│
│
」『
日
本
学
報
』
一
五

紙
谷
威
広　

二
〇
〇
〇
「
ほ
う
そ
う
が
み　

疱
瘡
神
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下　

吉
川

弘
文
館

河
内
将
芳　

二
〇
〇
六
「
戦
国
期
祇
園
会
の
神
輿
渡
御
に
つ
い
て
」『
中
世
京
都
の
都
市

と
宗
教
』
思
文
閣

岸
泰
子　

二
〇
一
四
「
近
世
前
期
の
上
・
下
御
霊
社
祭
礼
行
列
と
天
皇
│
│
風
流
見
物

を
中
心
に
│
│
」『
近
世
の
禁
裏
と
都
市
空
間
』
思
文
閣

京
都
市　

一
九
八
〇
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
七　

平
凡
社

京
都
市　

一
九
九
三
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
六　

平
凡
社　

京
都
市
歴
史
資
料
館　

一
九
九
七
・
一
九
九
八
『
若
山
要
助
日
記
』
上
・
下　

京
都
市

歴
史
資
料
館

京
都
部
落
史
研
究
所　

一
九
八
八
『
京
都
の
部
落
史
』
五　

阿
吽
社　

草
川
隆　

一
九
五
七
「
疱
瘡
神
送
り
」『
日
本
民
俗
学
』
五
│
二

久
保
貴
子　

一
九
九
八
『
近
世
の
朝
廷
運
営
』
岩
田
書
店

栗
山
泰
山　

一
九
二
一
「
維
新
前
の
京
都
の
物
貰
ひ
」『
郷
土
趣
味
』
三
│
二

監
物
恒
夫　

一
九
八
三
『
神
輿
（
2
）』
星
雲
社

佐
藤
文
子　

二
〇
〇
〇
「
近
世
都
市
生
活
に
お
け
る
疱
瘡
神
ま
つ
り
│
│
「
田
中
兼
頼

日
記
」
を
素
材
と
し
て
│
│
」『
史
窓
』
五
七

下
中
弥
三
郎
編　

一
九
三
七
『
神
道
大
辭
典
』
平
凡
社

谷
川
健
一　

一
九
九
五
「
解
説
」
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神
│
│
江
戸
時

代
の
病
い
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰
の
研
究
』
岩
波
書
店

辻
ミ
チ
子　

一
九
九
九
『
転
生
の
都
市
・
京
都
』
阿
吽
社

豊
橋
市
立
美
術
館　

二
〇
〇
三
『
お
か
げ
ま
い
り
と
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』

中
西
仁　

二
〇
一
八
「
祇
園
祭
神
輿
渡
御
の
担
い
手
の
変
遷
│
│
近
代
・「
四
若
」
を
中

心
と
し
て
│
│
」『
京
都
民
俗
』
三
十
六

│
│
│　

二
〇
一
九
「
神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か
│
│
柳
田
國
男
『
祭
礼
と
世
間
』

か
ら
考
え
る
│
│
」『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
篇
』
四
十
七

西
山
剛　

二
〇
一
七
「
中
近
世
に
お
け
る
祇
園
会
神
輿
を
め
ぐ
る
人
々
│
│
祇
園
会
神

輿
駕
輿
丁
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」『
藝
能
史
研
究
』
二
一
八

福
原
敏
男　

二
〇
一
四
『
京
都
の
砂
持
風
流
絵
巻
』
渡
辺
出
版

本
多
健
一　

二
〇
一
三
ａ
「
中
世
の
御
霊
祭
│
│
応
仁
の
乱
後
の
復
興
ま
で
」『
中
近
世

京
都
の
祭
礼
と
空
間
構
造
│
│
御
霊
祭
・
今
宮
祭
・
六
斎
念
仏
│
│
』
吉
川
弘
文
館

│
│
│
│　

二
〇
一
三
ｂ
「
一
六
世
紀
の
御
霊
祭
・
御
霊
祭
と
都
市
空
間
」『
中
近
世
京

都
の
祭
礼
と
空
間
構
造
│
│
御
霊
祭
・
今
宮
祭
・
六
斎
念
仏
│
│
』

牧
知
宏　

二
〇
〇
七
「
近
世
後
期
京
都
に
お
け
る
災
害
対
策
と
都
市
行
政
│
│
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
加
茂
川
土
砂
浚
を
事
例
に
│
│
」『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
立
命

館
大
学
文
化
遺
産
を
核
と
し
た
歴
史
都
市
の
防
災
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

牧
田
勲　

一
九
九
一
「
江
戸
の
神
輿
と
領
主
法
規
制
│
│
神
輿
舁
を
め
ぐ
る
法
と
無
理

│
│
」『
京
都
民
俗
』
九

松
本
利
治
編　

一
九
八
八
『
京
都
市
町
名
変
遷
史
』
一　

京
都
市
町
名
変
遷
史
研
究
所

(
34(

(
35(

(

36(

末
廣
神
輿
考
（
中
西　

仁
）

六
〇



三
隅
貴
史　

二
〇
一
七
「
東
京
周
辺
地
域
に
お
け
る
「
江
戸
前
」
の
美
学
の
成
立
│
│

神
輿
会
に
着
目
し
て
│
│
」『
日
本
民
俗
学
』
二
九
二

宮
家
準　

一
九
八
九
『
宗
教
民
俗
学
』
東
京
大
学
出
版
会

宮
田
登　

一
九
九
三
『
江
戸
の
は
や
り
神
』
筑
摩
書
房

山
路
興
造　

二
〇
〇
九
『
京
都　

芸
能
と
民
俗
の
文
化
史
』
思
文
閣

冷
泉
貴
実
子　

一
九
八
七
『
冷
泉
家
の
年
中
行
事
』
朝
日
新
聞
社

和
崎
春
日　

二
〇
〇
〇
「
祭
り
に
お
け
る
生
活
文
化
の
創
造
│
│
祝
祭
の
一
〇
〇
年
に

お
け
る
近
代
化
と
生
活
主
体
」
日
本
生
活
学
会
編
『
祝
祭
の
一
〇
〇
年
』
ド
メ
ス
出

版
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド　

一
九
九
五
『
疱
瘡
神
│
│
江
戸
時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る

民
間
信
仰
の
研
究
』
岩
波
書
店　

京
都
府
神
社
庁
「
御
靈
神
社
（
上
御
霊
神
社
）」http://w

w
w
.kyoto-jinjacho.or.jp/

shrine/02/004/

（
2
0
2
0
年
9
月
1
日
最
終
閲
覧
）

〔
付
記
〕

　

御
霊
祭
の
神
輿
舁
き
へ
の
参
加
、
参
与
観
察
、
聞
き
取
り
調
査
な
ど
で
末
廣
会

関
係
者
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
い
た
し

ま
す
。
ま
た
、
研
究
調
査
を
進
め
る
に
際
し
、
御
靈
神
社
宮
司
小
栗
栖
元
徳
様
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
わ
た
り
丁
寧
に
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。（

な
か
に
し　

ひ
と
し　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
八
木　

透　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
日
受
理

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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二



は
じ
め
に

　
「
瓦
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
考
古
学
の
分
野
か
ら
実
に
多
く
の
研
究
が
な
さ

れ
て
き
た
。「
瓦
」
に
は
、
人
類
が
残
し
た
物
質
文
化
の
痕
跡
が
形
を
変
え
る
こ

と
な
く
出
土
す
る
と
い
う
優
れ
た
特
質
が
あ
る
。
人
が
粘
土
を
加
工
し
、
焼
く
と

い
う
明
ら
か
な
痕
跡
に
よ
り
、
文
献
資
料
で
は
空
白
部
分
と
な
る
古
代
、
中
世
の

歴
史
を
補
完
す
る
う
え
で
「
瓦
」
に
は
説
得
力
が
あ
る
。　　

　

駒
井
鋼
之
助
は
、
考
古
学
者
の
立
場
か
ら
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）、「
三
州

瓦
の
起
源
と
太
子
講
」
を
発
表
し
、
三
州
瓦
の
起
源
は
寛
永
年
間
頃
と
推
測
し

た
。
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
は
、
石
川
繁
治
が
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）
著
書

「
日
本
の
瓦
・
三
州
の
瓦
」
に
お
い
て
、
江
戸
期
以
降
の
三
州
瓦
の
歴
史
的
経
過

を
詳
細
に
し
て
い
る
。
先
行
研
究
を
俯
瞰
し
て
見
る
と
、
近
世
瓦
の
生
産
、
流
通

(

1 (

三
州
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り

林

口
　

宏

論　

文
　

本
論
は
、
天
明
年
間
よ
り
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
永
坂
杢
兵
衛
家
七
代
の
瓦

づ
く
り
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
永
坂
杢
兵
衛
家
は
、
三
州
瓦
主
産
地
の
碧

海
郡
棚
尾
村
で
製
瓦
業
を
営
み
、
自
家
の
記
録
を
残
し
た
。
天
明
の
頃
、
二

代
目
杢
兵
衛
は
、
京
都
に
上
り
当
時
の
最
先
端
技
術
を
三
河
へ
持
ち
帰
っ
て

い
る
。
四
代
目
杢
兵
衛
は
、
明
治
九
年
、
愛
知
県
の
特
命
を
受
け
米
国
費
拉

特
費
府
万
国
博
覧
会
に
三
州
瓦
を
出
品
し
て
い
る
。
杢
兵
衛
家
の
瓦
は
、

質
、
量
と
も
に
三
州
瓦
産
地
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
本
論
で

は
、
ま
ず
永
坂
家
で
の
徒
弟
制
度
を
経
て
、
瓦
師
職
工
へ
の
育
成
が
い
か
に

な
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
、
こ
れ
ら
瓦
師
職
工
は
、
い
か
な

る
技
術
で
設
備
、
道
具
、
窯
等
を
使
い
こ
な
し
、
瓦
生
産
を
行
っ
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
国
産
瓦
の
七
〇
％
以
上
は
、
三
州
製
瓦

工
場
で
自
動
化
さ
れ
た
設
備
で
大
量
に
焼
成
さ
れ
て
い
る
。
機
械
化
さ
れ
る

以
前
、
三
州
棚
尾
村
で
行
わ
れ
た
手
作
り
の
時
代
の
瓦
づ
く
り
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

三
州
瓦
、
徒
弟
制
度
、
棚
尾
村
、
永
坂
杢
兵
衛
、
粘
土

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
は
、
極
め
て
少
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）、
碧
海
郡
棚
尾
村
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家

が
碧
南
市
へ
寄
贈
し
た
文
書
か
ら
、
次
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
一
つ
は
杢
兵
衛
家
で
は
い
か
に
瓦
職
人
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
か
。
二

つ
め
は
瓦
職
人
に
よ
る
瓦
生
産
で
の
仕
事
内
容
、、
粘
土
、
窯
、
焼
成
の
燃
料
等

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

三
州
に
お
い
て
近
世
初
期
で
の
瓦
づ
く
り
の
主
産
地
は
藤
井
村
を
中
心
と
し
た

矢
作
川
中
流
域
（
安
城
市
・
西
尾
市
・
岡
崎
市
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
の

時
代
に
は
太
子
講
と
呼
ば
れ
る
瓦
製
造
仲
間
が
存
在
し
て
い
た
。
太
子
講
の
講
元

を
は
じ
め
と
す
る
製
瓦
業
者
や
岡
崎
城
、
西
尾
城
の
御
用
瓦
師
は
、
こ
の
矢
作
川

中
流
域
で
瓦
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
。

　

享
保
年
間
に
至
り
江
戸
の
町
屋
で
瓦
需
要
が
増
加
す
る
頃
か
ら
、
矢
作
川
河
口

の
碧
南
、
高
浜
周
辺
で
製
瓦
業
者
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
天
保
年
間
に
は
太

子
講
も
東
部
団
体
（
中
流
域
）
と
西
部
団
体
（
下
流
域
）
に
分
裂
し
た
。
杢
兵
衛

家
は
西
部
団
体
に
所
属
し
て
お
り
、
東
西
団
体
が
再
統
一
す
る
明
治
四
十
四
年
設

立
の
西
三
瓦
製
造
同
業
組
合
で
は
役
員
と
な
っ
て
い
る
。

　

杢
兵
衛
家
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
よ
り
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
ま

で
、
七
代
に
わ
た
り
当
主
が
製
瓦
業
を
営
ん
で
い
る
。
手
造
り
に
よ
る
製
瓦
時
代

に
お
い
て
は
、
事
業
規
模
、
品
質
に
お
い
て
三
州
瓦
産
地
を
代
表
で
き
る
製
瓦
事

業
者
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
三
州
瓦
産
地
棚
尾
村
を
概
観
し
、
永
坂
杢
兵
衛
家
は
い
か
な

る
家
で
あ
っ
た
か
を
述
べ
る
。
次
に
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
に
携
わ
っ
た
、
徒

弟
、
職
工
と
い
う
人
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
後
、
粘
土
、
窯
、
燃
料
と
い
っ
た
生

産
ま
で
の
過
程
を
述
べ
る
。
三
河
瓦
産
地
で
長
期
に
わ
た
り
最
も
先
進
的
と
さ
れ

た
杢
兵
衛
家
で
の
三
州
瓦
生
産
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
、
検
討
を
す
る
。

第
一
章　

永
坂
杢
兵
衛
家
の
系
譜

第
一
節　

江
戸
時
代
の
棚
尾
村

　

三
河
国
碧
海
郡
棚
尾
村
は
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
大
浜
村
よ
り
分
村
し
て

棚
尾
村
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
三
州
瓦
」
と
呼
ば
れ
る
屋
根
瓦
は
碧
海
郡

海
岸
部
の
棚
尾
村
、
大
浜
村
、
高
浜
村
が
生
産
の
中
心
地
と
な
り
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
こ
の
節
で
は
、
い
ち
早
く
三
州
瓦
生
産
を
始
め
た
杢
兵
衛
家
が
あ
っ
た
棚

尾
村
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
江
戸
時
代
後
半
の
「
棚
尾
村
明
細
帳
」

は
、
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
明
細
帳
に
よ
る
主
な
人
口
数
と
戸
数
、
村
高
、
瓦

屋
の
記
載
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

人
口
数
・
戸
数

　
　
　
　

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）　 

三
五
八
三
人　
　

戸
数　

七
四
一　

戸

　
　
　
　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
四
七
三
二
人　
　

戸
数　

九
五
九　

戸

　
　
　
　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）　 

五
八
六
三
人　
　

戸
数
一
二
一
六　

戸

　
　

村　

高

　
　
　
　

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
） 　
　
　
　
　
　

高
千
二
百
四
十
六
石
三
斗

　
　
　
　

天
保
七
年
（
一
八
三
六
） 　
　
　
　
　
　

高
千
二
百
四
十
六
石
四
斗

　
　
　
　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
） 　
　
　
　
　
　

高
千
二
百
四
十
六
石
四
斗

　
　

棚
尾
村
明
細
帳
等
か
ら
確
認
で
き
る
瓦
屋
の
記
述

　
　
　
　

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
村
明
細
帳　
　
　

瓦
屋
の
記
載
な
し

　
　
　
　

宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
村
明
細
帳　
　

庄
次
郎
（
一
軒
）

(
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明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
村
明
細
帳　
　
　

庄
三
郎
（
一
軒
）

　
　
　
　

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
村
明
細
帳　

善
助
、
孫
八
郎
、
庄
太
夫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
蔵
、
文
蔵
（
五
軒
記
載
あ
り
）

　
　
　
　

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
村
明
細
帳　

庄
蔵
、
吉
助
、
金
三
郎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
太
夫
、
新
吉
、
伝
兵
衛
（
六
軒
記
載
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
永
坂
杢
兵
衛
は
ど
う
古
屋
と
あ
る
。

　
　
　
　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
村
明
細
帳　

杢
兵
衛
、
倭
三
郎
、
善
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
八
、

助
、
十
兵
衛
、
幸
右
衛
門

　

棚
尾
村
領
主
は
江
戸
時
代
前
半
、
目
ま
ぐ
る
し
く
代
わ
っ
た
が
、
沼
津
水
野
家

が
領
主
と
な
っ
て
か
ら
は
、
廃
藩
置
県
ま
で
沼
津
水
野
家
の
飛
地
と
し
て
支
配
さ

れ
た
。
棚
尾
村
の
瓦
屋
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
の
明
細
帳
に

初
め
て
「
庄
次
郎
」
と
い
う
瓦
屋
が
確
認
で
き
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に

は
瓦
屋
と
し
て
六
名
の
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
同
年
の
杢
兵
衛
は
、「
ど

う
古
屋
」
壱
軒
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
永
坂
杢
兵
衛
家
文
書
「
開
業
沿
革
」
に
お

い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
創
業
は
京
都
か
ら
帰
っ
た
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

で
あ
る
。
棚
尾
村
に
は
、
他
に
ど
う
古
（
コ
ン
ロ
）
を
製
造
す
る
者
が
い
な
か
っ

た
た
め
「
明
細
帳
」
で
は
杢
兵
衛
を
ど
う
古
屋
に
分
類
し
た
も
の
と
推
測
で
き

る
。

　

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
棚
尾
村
瓦
師
五
人
と
大
浜
村
瓦
師
十
五
人
は
村
を

支
配
す
る
大
浜
陣
屋
へ
次
の
「
瓦
窯
師
株
定
之
事
」
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
両

村
の
瓦
師
が
既
得
権
を
守
る
た
め
生
産
、
販
売
を
独
占
し
、
新
規
参
入
者
を
排
除

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
仲
間
の
取
り
決
め
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
「
瓦
窯
師
株
定
之
事
」

　
　

一　

新
規
ニ
相
始
候
儀
不
可
成
様
以
御
慈
悲
御
定
被
下
置
候

　
　

一　

御
冥
加
壱
株
ニ
付
鐚
四
百
文
宛
御
村
方
江
年
ニ
無
滞
完
納
可
致
事

　
　

一　

過
分
之
高
利
取
不
可
、
安
売
等
致
間
敷
事

　
　

一　

何
事
ニ
不
寄
以
我
意
相
背
申
間
敷
事

　
　

一　

皇
太
子
之
御
忌
日
ニ
致
参
會
各
遂
拝
礼

ニ
萬
端
取
究
可
有
事

　

こ
の
取
り
決
め
に
続
き
、
棚
尾
村
五
軒
、
大
浜
村
十
五
件
の
瓦
師
の
名
前
が
列

記
さ
れ
て
い
る
。
杢
兵
衛
の
名
は
棚
尾
村
五
人
の
最
初
に
書
か
れ
て
お
り
、
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節　

杢
兵
衛
家
系
譜
と
先
進
的
な
瓦
づ
く
り

　

三
州
碧
海
郡
棚
尾
村
に
は
、
永
坂
杢
兵
衛
の
名
で
天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
一

七
八
八
）
よ
り
太
平
洋
戦
争
の
頃
ま
で
の
七
代
、
一
七
〇
年
ほ
ど
製
瓦
業
を
営
ん

だ
瓦
屋
が
あ
っ
た
。
こ
の
家
の
二
代
目
杢
兵
衛
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
京

都
に
上
り
製
瓦
を
学
ん
で
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、
五
代
目
杢
兵
衛
（
正
勝
）
が
明

治
二
十
七
年
十
二
月
廿
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
「
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
瓦
製
造

解
説
書
」
と
い
う
「
開
業
沿
革
」
の
中
で
記
述
し
て
い
る
。

余
カ
家
ハ
代
々
棚
尾
村
ニ
住
ス
、
曾
祖
父
杢
兵
衛
始
メ
テ
瓦
業
ヲ
学
ビ
、
業

已
ニ
熟
シ
、
廿
五
才
ノ
時
奮
然
京
都
ニ
赴
キ
、
猶
一
層
造
瓦
ノ
法
ヲ
練
磨

シ
、
七
年
ノ
春
秋
ヲ
経
テ
故
郷
ニ
帰
リ
、
天
明
八
年
ニ
開
業
シ
、
茲
ニ
代
ヲ

累
ル
コ
ト
四
世
、
年
ヲ
経
ル
コ
ト
百
有
余
年
、
精
意
専
ラ
瓦
業
ニ
従
事
シ
、

先
祖
ノ
経
験
ヲ
網
羅
シ
、
之
ニ
加
ウ
ル
ニ
自
己
ノ
実
験
ヲ
以
テ
シ
、
製
造
法

ヲ
改
良
シ
、
産
額
ヲ
増
加
シ
テ
、
社
会
ノ
利
益
ヲ
謀
リ
シ
コ
ト
、
決
シ
テ
鮮

少
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
、
殊
ニ
明
治
九
年
ニ
於
テ
、
已
ニ
愛
知
県
庁
ノ
特
命
ヲ
以

(

3 (

(

4 (

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

六
五



テ
、
米
国
費
拉
特
費
府
博
覧
会
ニ
出
品
シ
タ
リ

　

こ
の
文
章
は
、
五
代
目
杢
兵
衛
（
正
勝
）
が
四
十
七
歳
の
時
に
書
い
た
も
の
で

あ
る
。
曾
祖
父
と
は
、
二
代
目
杢
兵
衛
で
あ
る
。
永
坂
杢
兵
衛
家
と
製
瓦
場
は
、

大
浜
村
本
郷
と
棚
尾
村
本
郷
の
境
に
あ
っ
た
。
両
村
の
間
に
は
古
く
か
ら
塩
田
が

あ
り
、
海
水
を
取
り
入
れ
る
堀
川
沿
い
に
屋
敷
、
作
業
場
、
達
磨
窯
（
三
基
）
が

あ
っ
た
。
堀
川
河
口
は
大
浜
湊
と
な
っ
て
お
り
、
艀
に
よ
る
瓦
積
出
し
の
便
は
良

か
っ
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
「
瓦
製
造
取
調
書
」
に
は
、「
だ
る
ま

窯
三
基
、
職
人
二
十
六
人
（
徒
弟
を
含
む
）、
製
造
瓦
二
十
一
万
枚
、
代
価
三
一

五
〇
円
、
主
要
供
給
先
は
愛
知
県
、
三
重
県
、
和
歌
山
県
、
静
岡
県
、
東
京
府
で

あ
る
。」
と
あ
る
。
杢
兵
衛
家
で
は
、
こ
の
内
容
で
新
し
く
誕
生
し
た
愛
知
県

に
、
こ
れ
ま
で
の
瓦
づ
く
り
を
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

　

三
州
瓦
産
地
で
瓦
関
係
を
生
業
と
す
る
者
の
間
で
は
、
永
坂
杢
兵
衛
の
名
は
知

れ
渡
っ
て
い
た
。
永
坂
杢
兵
衛
家
は
、
商
標
と
な
っ
て
い
る
「
三
州
瓦
」
創
業
の

時
代
か
ら
そ
の
歩
み
を
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

　

永
坂
家
初
代
の
俗
名
は
与
平
と
い
い
、
瓦
屋
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
香
奠
覚

帳
（
永
坂
家
文
書
五
三
二
・
三
四
五
）
に
次
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
　

壬
享
和
二
年
戌
二
月
十
一
日　
　

香　

奠　

覚　

帳　

　
　
　
　

明
和
五
年
子
三
月
廿
九
日
命
終　

俗
名　

与
平

　
　
　
　

行
年
六
十
四
才　

文
政
九
年
迄
五
十
九
年
ニ
な
る

　
　
　
　

享
和
二
年
戌
二
月
十
一
日
命
終　

俗
名　

お
さ
よ

　

こ
の
家
の
初
代
与
平
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
六
十
四
才
で
亡
く
な
っ

て
い
る
た
め
、
生
ま
れ
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
〇
五
）
頃
と
な
る
。

　

二
代
目
当
主
か
ら
は
、
代
々
屋
号
と
な
る
杢
兵
衛
の
名
が
始
ま
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
二
代
目
杢
兵
衛
が
亡
く
な
っ
た
箇
所
の
覚
帳
の
記
載
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
　
　

文
政
九
年　
　

香　

奠　

帳

　
　
　

戌
五
月
十
一
日
昼
八
ツ
時
命
終

　
　
　
　
　
　
　

俗
名　

杢
兵
衛　

七
十
才

　
「
香
奠
帳
覚
」
か
ら
計
算
す
る
と
、
杢
兵
衛
の
生
ま
れ
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五

七
）
と
な
る
。
与
平
五
十
三
才
、
お
さ
よ
三
十
才
の
時
の
子
で
あ
っ
た
。

　

三
代
目
は
、
杢
兵
衛
（
満
真
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

杢
兵
衛
満
真
釈
称
願　

行
年　

七
十
九
才　

夜
七
ツ
時
命
終

　

三
代
目
満
真
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）、
父
杢
兵
衛
三
十
三
歳
の
時
の
子

で
あ
る
。
満
真
の
時
代
か
ら
文
書
史
料
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
杢
兵
衛
家
の

江
戸
瓦
積
み
出
し
の
最
も
古
い
記
録
は
「
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
甲
子
金
銀
出

入
通
・
長
崎
屋
源
左
衛
門
」
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
江
戸
の
瓦
問
屋
久
保
田
、

三
河
屋
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
「
江
戸
積
仕
切
帳
」（
天
保
十
一
年
子
七
月
起
、

嘉
永
五
年
子
五
月
起
）
に
は
、
江
戸
へ
の
積
み
出
し
年
月
日
、
湊
名
、
船
名
、
船

頭
名
、
瓦
種
類
と
枚
数
、
単
価
、
代
金
、
請
取
為
替
金
、
瓦
石
高
、
運
賃
百
石
ニ

付
、
進
上
物
、
盆
前
（
盆
後
）
代
金
総
計
、
為
替
金
総
計
、
差
引
過
不
足
金
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
満
真
の
時
代
の
杢
兵
衛
家
の
奉
公
人
二
十
七
名
の
請
状
も

残
さ
れ
て
い
る
。

　

杢
兵
衛
家
に
は
、
だ
る
ま
窯
が
三
基
あ
っ
た
が
、
江
戸
で
の
需
要
が
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
大
浜
村
、
棚
尾
村
、
高
浜
村
な
ど
の
瓦
屋
か
ら
瓦
を
買
い
集
め
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
杢
兵
衛
家
は
、
瓦
生
産
と
さ
ら
に
瓦
の
生
産
地
問
屋
と
い
う

性
格
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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四
代
目
杢
兵
衛
（
嘉
平
治
）
は
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
生
ま
れ
、
明

治
十
八
年
（
一
八
一
六
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。（
永
坂
家
文
書
五
三
二
・
三
六

〇
）

　
　

乙
酉
明
治
十
八
年
十
二
月
十
八
日　

午
后
第
十
時
四
十
分
命
終

　
　

香　

奠　

帳　
　
　

法
名　

釈
至
成

　
　
　
　

四
代
目　

俗
名　

永
坂
杢
兵
衛

　

四
代
目
杢
兵
衛
は
高
浜
村
上
組
の
板
倉
喜
平
と
杢
兵
衛
の
娘
乃
婦
（
の
ぶ
）
の

間
に
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
成
人
す
る
と
母
の
実
家
を
継
い
で
い
る
。

　

明
治
維
新
の
改
革
が
成
さ
れ
る
と
、
産
業
振
興
の
声
が
高
ま
る
時
代
で
あ
っ

た
。
博
覧
会
熱
が
高
ま
っ
た
。
四
代
目
嘉
平
治
、
五
代
目
正
勝
は
、
周
囲
の
期
待

も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
く
応
え
て
い
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
嘉
平
治
は
、
愛

知
県
庁
の
特
命
に
よ
り
、
米
国
費
拉
特
費
府
万
国
博
覧
会
へ
出
品
し
て
い
る
。
杢

兵
衛
の
名
は
県
庁
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
県
庁
関
係
の
医
学
校
、
額
田
郡
役

所
、
知
多
郡
役
所
な
ど
の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
の
明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
上
野
公
園
で
開
か
れ
る
や
出
品
し
て

褒
状
を
受
け
て
い
る
。

　

第
五
代
杢
兵
衛
（
正
勝
）
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
三

年
（
一
九
二
八
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
永
坂
家
文
書
（
五
三
二
・
三
九
七
）

　
　

昭
和
三
年
八
月
十
三
日
（
旧
六
月
廿
八
日
）
午
前
二
時
三
十
分
命
終

　
　
　
　

釈
常
喜　

俗
名　

永
坂
杢
三
郎
正
勝

　
　
　
　

葬
式
行
列
役
割
焼
香
順　

八
月
十
四
日
葬
儀
施
行

　

正
勝
は
、
漢
学
、
書
道
、
和
歌
、
茶
道
、
剣
道
を
学
ん
で
い
る
。
正
勝
三
十
四

歳
の
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
際
し
て
は
、
高
さ

五
尺
五
寸
、
巾
六
尺
五
寸
の
「
大
桟
瓦
」
を
出
品
し
、
有
功
三
等
賞
を
受
け
て
い

る
。
瓦
表
面
に
は
「
作
瓦
説
」
と
い
う
漢
文
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
碧

海
郡
の
瓦
製
造
業
の
盛
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

六
代
目
茂
三
郎
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
茂
三
郎
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）

同
志
社
普
通
学
校
二
年
に
編
入
学
し
、
同
校
を
卒
業
し
て
い
る
。

　

第
七
代
利
貞
は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
生
ま
れ
、
平
成
元
年
（
一

九
八
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
利
貞
は
、
旧
制
刈
谷
中
学
を
卒
業
す
る
と
と
も

に
、
父
茂
三
郎
と
共
に
瓦
屋
の
経
営
に
当
た
っ
た
。
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
が
拡
大
す
る
と
、
製
瓦
業
は
不
急
の
平
和
産
業
と
さ
れ
、

燃
料
と
な
る
石
炭
、
薪
木
等
の
統
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
太
平
洋

戦
争
が
激
し
く
な
る
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
は
、
杢
兵
衛
家
の
瓦
生
産
は

休
業
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
職
人
が
戦
地
に
取
ら
れ
た
こ
と
と
、
燃
料
の

不
足
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
『
明
治
初
年
の
戸
籍
と
そ
れ
に
基
づ
く
村
況
』
に
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

棚
尾
町
に
十
二
軒
の
製
瓦
業
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
棚

尾
町
周
辺
の
粘
土
が
枯
渇
し
た
こ
と
も
あ
り
、
戦
後
に
製
瓦
業
を
再
開
す
る
者

は
、
北
部
（
中
山
、
浜
尾
）
へ
移
り
生
産
を
再
開
し
て
い
る
。

第
二
章　

杢
兵
衛
家
の
無
給
見
習
徒
弟
と
有
給
職
工

第
一
節　

奉
公
人
請
状

　

永
坂
杢
兵
衛
家
に
は
二
十
七
枚
の
奉
公
人
請
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。（
永
坂
家

文
書
五
三
〇
・
一
八
五
〜
二
〇
八
）
奉
公
人
請
状
は
、
奉
公
人
側
が
雇
主
へ
提
出

(

7 (

(

8 (

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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し
た
身
元
保
証
書
で
あ
る
。
奉
公
人
は
、
主
人
で
あ
る
杢
兵
衛
か
ら
様
々
な
指
示

を
受
け
、
瓦
づ
く
り
を
支
え
た
人
々
で
あ
る
。
奉
公
人
請
状
の
内
容
は
、
奉
公
人

名
、
年
季
の
期
限
、
給
金
、
前
渡
し
金
、
仕
着
、
奉
公
人
の
逃
亡
や
長
煩
い
の
時

の
始
末
、
檀
家
と
な
る
寺
院
が
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
請
状
に
も
奉

公
人
の
年
齢
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
杢
兵
衛
家
の
奉
公
人
請
状
の
形
式
、
内
容
は

当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

奉
公
人
請
状
之
事

一 

高
浜
村
孫
太
郎
忰
仁
三
郎
と
申
者
、
慥
成
者
ニ
付
、
我
等
請
人
ニ
罷
立
、

当
寅
正
月
ヨ
リ
来
戌
十
二
月
ま
で
、
都
合
九
ケ
年
の
間
、
其
元
江
弟
子
入

為
致
申
候
処
、
相
違
無
御
座
候
。
為
御
給
金
と
金
壱
両
、
外
ニ
金
弐
分
也

借
用
仕
、
如
斯
只
今
慥
ニ
請
取
、
御
年
貢
上
納
仕
候
処
実
正
也
。

一 

御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
者
不
及
申
、
御
家
之
御
作
法
何
事
ニ
不
寄
、
急
度

為
相
守
可
申
候
。
此
者
宗
旨
者
、
代
々
浄
土
宗
同
村
恩
任
寺
旦
那
ニ
紛
無

御
座
候
。
寺
請
人
方
ニ
取
置
申
候
。
万
一
此
者
御
奉
公
之
内
、
取
逃
欠
落

仕
候
哉
、
又
者
如
可
様
之
儀
仕
出
シ
不
埒
仕
候
節
者
、
其
取
逃
之
品
々
者

不
及
申
、
本
人
早
速
尋
出
シ
、
其
元
御
望
次
第
急
度
埒
明
、
少
も
御
苦
労

懸
申
間
鋪
候
。
為
後
日
請
状
仍
如
件
。

　
　
　
　

嘉
永
七
年
寅
正
月　
　
　
　
　

高
浜
村
親　
　
　
　

孫
太
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
処
親
類
請
人　
　

彦
吉　
　

㊞

　
　
　
　
　

棚
尾
村
瓦
師
杢
兵
衛　

殿

　

永
坂
杢
兵
衛
家
奉
公
人
二
十
七
名
の
請
状
は
、
二
枚
が
不
完
全
な
も
の
で
、
書

き
損
じ
か
他
の
理
由
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
出
身
村
、
性
別
、
親
・
本

人
名
、
期
間
、
請
状
作
成
年
月
日
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

出
身
村 

性
別 

親
・
本
人
名　
　
　
　

期　

間　
　

請
状
作
成
年
月

　
　

☆　

棚
尾
村　

女　

源
四
郎
娘
（
欠
名
） 　

七
ヶ
月　
　

文
政
五
年
正
月　
　

　
　

〇　

小
山
村　

男　

圓
七
忰
豊
吉　
　
　
　

九
ヶ
年　
　

弘
化
三
年
正
月

　
　

◎　

小
山
村　

男　

圓
七
忰
新
治
郎　
　
　

一
ヶ
年　
　

弘
化
五
年
正
月

　
　

◎　

棚
尾
村　

男　

久
四
郎
忰
久
蔵　
　
　

弐
ヶ
年　
　

嘉
永
元
年
九
月

　
　

〇　

鷲
塚
村　

男　

弥
吉
忰
弥
作　
　
　
　

九
ヶ
年　
　

嘉
永
三
年
正
月

　
　

◎　

棚
尾
村　

男　

定
助
忰
井
者　
　
　
　

六
ヶ
月　
　

嘉
永
三
年
正
月

　
　

〇　

鷲
塚
村　

男　

善
四
郎
忰
三
津
太
郎　

拾
壱
ヶ
年　

嘉
永
四
年
四
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

周
蔵
忰
竹
治
郎　
　
　

拾
ヶ
年　
　

嘉
永
六
年
正
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

圓
助
忰
万
吉　
　
　
　

八
ヶ
年　
　

嘉
永
六
年
正
月

　
　

〇　

大
浜
村　

男　

忠
右
衛
門
忰
皆
吉　
　

拾
ヶ
年　
　

嘉
永
六
年
正
月

　
　

〇　

高
浜
村　

男　

孫
太
郎
忰
仁
三
郎　
　

九
ヶ
年　
　

嘉
永
七
年
正
月

　
　

☆　

棚
尾
村　

女　

柳
蔵
娘
こ
う　
　
　
　

六
ヶ
月　
　

安
政
二
年
七
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

猶
蔵
忰
辰
治
郎　
　
　

九
ヶ
年　
　

安
政
三
年
正
月

　
　

☆　

高
浜
村　

女　

喜
助
娘
（
欠
名
） 　
　

七
ヶ
月　
　

安
政
三
年
正
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

三
津
蔵
忰
鉄
治
郎　
　

拾
ヶ
年　
　

安
政
五
年
正
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

猶
蔵
忰
末
吉　
　
　
　

九
ヶ
年　
　

安
政
六
年
正
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

清
四
郎
忰
栄
吉　
　
　

拾
ヶ
年　
　

安
政
六
年
正
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

助
七
忰
千
代
吉　
　
　

九
ヶ
年　
　

安
政
七
年
正
月

　
　

◎　

大
浜
村　

男　

増
蔵
忰
（
欠
名
） 　
　

七
ヶ
月　
　

万
延
元
年
十
二
月

　
　

〇　

棚
尾
村　

男　

助
七
忰
寅
吉　
　
　
　

八
ヶ
年　
　

文
久
三
年
正
月

　
　

☆　

大
浜
村　

女　

治
助
娘
寿
ゑ　
　
　
　

六
ヶ
月　
　

文
久
三
年
七
月

　
　

◎　

大
浜
村　

男
（
親
欠
名
）
浅
右
衛
門　

一
ヶ
年　
　

元
治
二
年
三
月

三
州
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
（
林
口　

宏
）
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◎　

大
浜
村　

男　

友
右
衛
門
忰
松
三
郎　

一
ヶ
年　
　

慶
應
二
年
七
月

　
　

☆　

棚
尾
村　

女　

源
六
娘
り
よ　
　
　
　
（
不
明
）　　

慶
應
三
年
九
月

　
　

◎　

中
畑
村　

男　

六
助
忰
長
蔵　
　
　
　

一
ヶ
年　
　

慶
應
四
年
正
月

　
　

◎　

米
津
村　

男
（
親
名
欠
）
小
七　
　
　

期
間
無　
　

明
治
三
年
六
月

　
　

☆　

大
浜
村　

女　

関
蔵
娘
き
み　
　
　
　

七
ヶ
月　
　

年
月
日
記
載
な
し

　
　
　

 

（
欠
村
名
） 　
　

親
仙
十　
　
　
　
　
　
（
欠
期
間
）　

年
月
日
記
載
な
し

　

出
身
地
（
村
名
）
の
分
か
る
奉
公
人
は
二
十
七
名
で
、
棚
尾
村
が
十
三
名
で
約

五
割
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
の
碧
南
市
と
な
る
村
の
出
身
者
は
二
十
一
名

で
あ
る
。
比
較
的
近
隣
か
ら
雇
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
☆
印
は
女
性
で
六

名
い
る
。
期
間
は
六
〜
七
ヶ
月
と
短
く
、
正
月
か
ら
盆
ま
で
、
盆
か
ら
正
月
ま
で

の
半
年
の
奉
公
人
で
あ
る
。
〇
印
は
「
其
元
江
弟
子
入
為
致
候
」
と
記
載
し
て
い

る
奉
公
人
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
八
ヶ
年
か
ら
十
一
ヶ
年
と
長
く
、
弟
子
入
り
の

際
、
手
渡
さ
れ
る
金
子
は
一
両
二
分
と
な
っ
て
い
る
。
◎
印
は
給
金
の
記
載
が
あ

り
、
職
工
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
技
量
、
経
験
、
年
齢
を
考
慮
し
て

い
る
の
か
、
次
の
よ
う
に
金
額
に
違
い
が
あ
る
。

　
　

◎　

小
山
村
（
刈
谷
市
）　 

圓
七
忰
新
治
郎　
　
　
　

壱
ヶ
年
金
五
両
也

　
　

◎　

棚
尾
村
（
碧
南
市
）　 

久
四
郎
忰
久
蔵　
　
　
　

壱
ヶ
年
金
五
両
也

　
　

◎　

棚
尾
村
（
碧
南
市
）　 

定
助
忰
井
者　
　
　
　
　

御
給
金
三
両
也　

　
　

◎　

大
浜
村
（
碧
南
市
）　 

増
蔵
忰
（
欠
名
） 　
　
　

御
給
金
不
明

　
　

◎　

大
浜
村
（
碧
南
市
）　 

友
右
衛
門
忰
松
三
郎　
　

壱
ヶ
年
金
三
両
弐
分

　
　

◎　

大
浜
村
（
碧
南
市
）　 

浅
右
衛
門　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
年
金
五
両
也

　
　

◎　

中
畑
村
（
西
尾
市
）　 

六
助
忰
長
蔵　
　
　
　
　

壱
ヶ
年
金
六
両
弐
分

　
　

◎　

米
津
村
（
西
尾
市
）　 

小
七　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
年
金
七
両
弐
分

　

奉
公
人
請
状
作
成
年
月
が
幕
末
と
い
う
社
会
変
化
の
激
し
い
時
期
で
あ
っ
た
こ

と
や
奉
公
人
請
状
に
は
年
齢
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
概
に
は
判
断

で
き
な
い
。
八
ヶ
年
か
ら
十
一
ヶ
年
と
い
う
期
間
を
徒
弟
と
し
て
過
ご
し
、
晴
れ

て
瓦
職
人
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
ス
タ
ー
ト
は
何
歳
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
、
次
の

記
録
（
永
坂
家
文
書
五
三
〇
・
一
一
一
）
が
参
考
と
な
る
。

　
　
　
　

碧
海
郡
棚
尾
村
弐
番
戸　

瓦
製
造
業　

永
坂
杢
兵
衛
方
雇
人

　
　
　
　

同
郡
同
村
字
西
山
八
拾
壱
番
地　
　
　

瓦
職
工　
　

小
林
弥
平　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
保
九
年
九
月
三
日
生

右
ノ
者
、
嘉
永
二
年
正
月
、
年
十
二
歳
ニ
シ
テ
瓦
製
造
見
習
ノ
為
メ
、
徒
弟

ト
シ
テ
永
坂
杢
兵
衛
ノ
家
ニ
雇
ワ
レ
、
安
政
六
年
年
季
明
ノ
後
、
職
工
ト
シ

テ
引
続
キ
同
家
ニ
勤
続
シ
、
年
六
十
八
歳
ニ
シ
テ
老
病
ノ
為
メ
止
ム
ナ
ク
隠

退
シ
、
今
尚
存
命
自
宅
ニ
テ
静
養
ヲ
ナ
シ
ツ
ツ
ア
リ
、
同
人
ノ
如
キ
六
十
年

間
終
始
一
日
ノ
如
ク
同
一
家
ニ
仕
ヘ
、
更
ニ
他
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
ハ
、
全
ク
稀
ニ

見
ル
忠
実
ノ
者
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
四
十
五
年
三
月
一
日
調

　

瓦
職
工
小
林
弥
平
の
奉
公
人
請
状
は
確
認
で
き
な
い
が
、
天
保
九
年
（
一
八
三

八
）
生
ま
れ
の
弥
平
が
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）、
七
十
四
才
で
棚
尾
村
商

工
会
か
ら
表
彰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
明
治
四
十
五
年
三
月
一
日
調
」
か

ら
、
弥
平
は
十
二
歳
で
杢
兵
衛
家
の
見
習
い
で
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
州
瓦
産
地
で
は
一
人
前
の
職
工
と
し
て
賃
金
が
頂
け
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
最

低
で
も
七
、
八
年
は
無
給
奉
公
人
の
経
歴
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(

9 (

(

10(
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第
二
節　

職
工
人
名
帳

　
「
職
工
人
名
帳
」
と
は
、
職
工
の
賃
金
支
払
い
の
記
録
で
あ
る
。
時
代
は
明
治

と
な
っ
て
い
る
が
、
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
職
人
賃
金
支
払
は
、
い
か
に
な
さ
れ
た

か
参
考
と
な
る
。
賃
金
支
払
い
の
記
録
は
二
冊
あ
り
、
表
紙
に
は
「
癸
未
明
治
十

六
年
」（
一
八
八
三
）、「
甲
申
明
治
十
七
年
」（
一
八
八
四
）
と
あ
る
。
職
工
人
名

帳
に
は
、
十
四
名
の
職
人
へ
の
賃
金
支
払
い
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
忠
右
衛
門
、

民
蔵
、
岩
蔵
、
茂
助
、
宗
十
、
宗
八
、
弥
兵
衛
、
庄
作
、
又
市
、
清
八
、
新
六
、

清
助
、
利
七
、
好
右
衛
門
で
あ
る
。「
職
工
人
名
帳
」
の
十
六
年
に
茂
助
の
名
前

が
あ
る
が
十
七
年
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
茂
助
の
記
載
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
　

明
治
十
六
年　

茂
助

　
　

一　

弐
拾
弐
人　
　
　
　
　

正
月　
　

旧
十
二
月
廿
九
日

　
　

一　

弐
拾
五
人　
　
　
　
　

二
月　
　
　
　

一　

拾
円　
　

か
し

　
　

一　

弐
拾
七
人　
　
　
　
　

三
月　
　

二
月
廿
五
日

　
　
　
　

〆　

七
拾
四
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

拾
五
銭

　
　
　
　

代　

九
円
弐
拾
五
銭　
　
　
　
　

旧
三
月
廿
四
日

　
　

一　

二
十
五
人　
　
　
　
　

四
月　
　
　
　

一　

弐
円　
　

か
し

　
　

一　

二
十
四
人　
　
　
　
　

五
月　
　

旧
四
月
廿
七
日

　
　

一　

弐
十
四
人　
　
　
　
　

六
月　
　
　
　

一　

五
銭　
　

か
し

　
　

一　

十
一
人
五
分　
　
　
　

七
月　
　

旧
四
月
廿
九
日

　
　
　
　

〆　

八
拾
四
人
五
分　
　
　
　
　
　
　

一　

壱
円

　
　
　
　

代　

九
円
拾
五
銭
四
厘　
　
　
　

六
月
廿
六
日　

旧
五
月
廿
四
日

　
　
　
　

〆　

拾
八
円
四
十
銭
四
厘　
　
　
　
　

一　

五
十
銭　

か
し

　
　
　
　

引
〆
四
円
四
拾
四
銭
四
厘　
　
　

旧
六
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

弐
拾
銭　

か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆　

拾
三
円
九
十
六
銭

　
　

一　

拾
弐
人　
　
　
　
　
　

七
月　
　

八
月
十
九
日　

旧
七
月
十
二
日

　
　

一　

弐
拾
弐
人
五
分　
　
　

八
月　
　
　
　

一　

十
円　
　
　

か
し

　
　

一　

二
十
六
人　
　
　
　
　

九
月　
　
　
　
　

新
九
月
十
八
日

　
　
　
　

〆　

六
十
人
五
分　
　
　
　
　
　
　
　

一　

壱
円
五
拾
銭　

か
し

　
　
　
　

代　

五
円
七
拾
四
銭
七
厘
五
毛　
　
　
　

〆　

拾
壱
円
五
拾
銭　

　
　

一　

二
十
五
人
五
分　
　
　

十
月　
　
　

引
〆　

六
拾
七
銭
七
厘
五
毛

　
　

一　

弐
拾
六
人　
　
　
　

十
一
月　

又　

五
拾
七
銭
六
厘
五
毛　

年
貢

　
　

一　

廿
一
人　
　
　
　

十
二
月　

合
〆　

壱
円
弐
拾
五
銭
四
厘　

か
し

　
　
　
　

〆　

七
拾
弐
人
五
分

　
　
　
　

代　

五
円
七
銭
五
厘　
　
　
　
　
　

此
処
へ
壱
円
入

　
　
　

合
〆　

拾
円
八
拾
弐
銭
二
厘
五
毛　

弐
拾
五
銭
四
厘　

此
分
相
済

　

上
の
段
は
、
正
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
ご
と
何
日
働
い
た
か
書
か
れ
て
い

る
。
一
年
が
四
期
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
賃
金
の
支
払
い
は
盆
以
前
と
盆
以
後
の

二
回
に
分
け
て
支
払
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
生
活
に
差
し
支
え
る
の
で
、

貸
付
制
度
（
前
借
制
度
）
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
職
工
の
商
品
購
入
代
金
も
貸
付
が

あ
っ
た
。
茂
助
の
場
合
、
盆
以
後
に
お
い
て
、
差
引
壱
円
弐
拾
五
銭
四
厘
の
マ
イ

ナ
ス
（
か
し
）
と
な
り
、
二
回
に
分
け
て
返
済
し
て
い
る
。
茂
助
の
名
は
明
治
十

七
年
の
職
工
人
名
帳
に
な
い
。
十
六
年
末
で
杢
兵
衛
の
瓦
屋
を
辞
め
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

貸
付
金
が
賃
金
を
上
回
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
回
に
繰
り
越
し
が
で
き

三
州
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
（
林
口　

宏
）

七
〇



た
。
だ
が
、
こ
ん
な
場
合
も
あ
る
。
十
七
年
職
工
人
名
帳
に
新
た
に
見
ら
れ
る
名

と
し
て
喜
蔵
が
い
る
。
七
月
の
段
階
で
賃
金
と
貸
付
金
の
清
算
は
マ
イ
ナ
ス
四
円

三
十
四
銭
八
厘
五
毛
で
、
次
回
へ
繰
り
越
し
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
二
月
も
マ
イ

ナ
ス
八
円
と
な
り
、「
か
し
」
が
増
加
し
て
い
た
。
喜
蔵
が
い
か
な
る
職
工
で
あ

っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
家
庭
に
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
ら
か
な

こ
と
は
、
喜
蔵
に
と
っ
て
借
り
た
金
銭
の
返
済
は
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
「
癸
未
明
治
十
六
年
」
と
「
甲
申
明
治
十
七
年
」
の
「
職
工
人
名
帳
」
か
ら
何

人
か
を
取
り
出
し
て
賃
金
（
日
給
）
を
算
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
一

年
は
四
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
一
期
は
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
二
期
は
四
月
か

ら
七
月
ま
で
、
三
期
は
七
月
か
ら
九
月
ま
で
、
四
期
は
十
月
か
ら
十
二
月
迄
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　

癸
未
明
治
十
六
年
（
職
工
日
給
）

　
　
　
　
　
　

宗　

八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利　

七

　
　
　
　

一
期　

十
三
銭
五
厘　
　
　
　
　

一
期　

十
八
銭
七
厘
五
毛

　
　
　
　

二
期　

十
二
銭　
　
　
　
　
　
　

二
期　

十
六
銭
二
厘
五
毛

　
　
　
　

三
期　

十
銭
五
厘　
　
　
　
　
　

三
期　

十
四
銭
二
厘
五
毛

　
　
　
　

四
期　

八
銭　
　
　
　
　
　
　
　

四
期　

十
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　

清　

八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥　

平

　
　
　
　

一
期　

十
二
銭
五
厘　
　
　
　
　

一
期　

十
八
銭
七
厘
五
毛

　
　
　
　

二
期　

十
銭
八
厘
三
毛　
　
　
　

二
期　

十
六
銭
二
厘
五
毛

　
　
　
　

三
期　

九
銭
五
厘　
　
　
　
　
　

三
期　

十
四
銭
二
厘
五
毛

　
　
　
　

四
期　

七
銭　
　
　
　
　
　
　
　

四
期　

十
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　

甲
申
明
治
十
七
年
（
職
工
日
給
）

　
　
　
　
　
　

宗　

八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利　

七

　
　
　
　

一
期　

十
銭　
　
　
　
　
　
　
　

一
期　

十
三
銭
五
厘

　
　
　
　

二
期　

九
銭　
　
　
　
　
　
　
　

二
期　

十
二
銭

　
　
　
　

三
期　

九
銭　
　
　
　
　
　
　
　

三
期　

十
二
銭

　
　
　
　

四
期　

九
銭　
　
　
　
　
　
　
　

四
期　

九
銭
六
厘

　
　
　
　
　
　

清　

八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥　

平　

　
　
　
　

一
期　

九
銭　
　
　
　
　
　
　
　

一
期　

九
銭

　
　
　
　

二
期　

八
銭　
　
　
　
　
　
　
　

二
期　

八
銭

　
　
　
　

三
期　

八
銭　
　
　
　
　
　
　
　

三
期　

八
銭

　
　
　
　

四
期　

八
銭　
　
　
　
　
　
　
　

四
期　

八
銭

　

日
給
で
高
い
賃
金
が
も
ら
え
る
職
工
は
、
通
常
、
役
瓦
（
道
具
も
の
）
と
い
う

難
し
い
瓦
を
つ
く
る
高
度
な
技
術
を
持
つ
職
工
で
あ
っ
た
。
桟
瓦
だ
け
で
な
く
、

役
瓦
も
つ
く
る
と
い
う
技
術
が
賃
金
に
反
映
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

刈
谷
市
小
山
に
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
四
十
五
歳
で
瓦
製
造
を

始
め
た
神
谷
関
次
郎
が
い
た
。
関
次
郎
の
も
と
で
働
く
職
工
（
挙
師
）
は
、
日
当

で
は
な
く
出
来
高
で
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
。
勤
務
時
間
は
決
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
荒
地
瓦
、
白
地
瓦
共
に
仕
上
げ
枚
数
で
賃
金
が
決
ま
る
職
人
任
せ
で
あ
っ

た
と
い
う
。
仕
上
が
っ
た
段
階
で
、
関
次
郎
が
検
査
し
、
商
品
に
な
ら
な
い
も
の
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は
「
は
ね
て
」、
枚
数
に
よ
り
賃
金
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。

　

多
く
の
製
瓦
業
者
職
工
は
、
出
来
高
制
が
普
通
で
、
職
工
を
日
給
で
雇
用
し
た

杢
兵
衛
家
は
、
早
く
か
ら
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
に
優
良
顧
客
を
も
つ
瓦
問
屋
と

の
繫
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
日
給
で
雇
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
杢
兵
衛
家
の
よ
う
に
窯
を
持
つ
瓦
師
は
、
職
工
と
は
別
に
窯
を
持
た
な
い
白

地
屋
か
ら
焼
成
前
の
瓦
を
購
入
す
る
こ
と
も
頻
繁
に
あ
り
、
現
在
も
同
様
の
分
業

は
、
普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

杢
兵
衛
家
の
職
工
の
賃
金
（
日
給
）
に
は
、
格
差
が
あ
っ
た
。
宗
八
、
利
七
の

年
齢
は
不
明
で
あ
る
が
、
清
八
は
三
十
二
才
、
弥
平
は
四
十
五
才
で
あ
る
。
四
人

の
中
で
、
清
八
、
弥
平
の
賃
金
は
少
な
い
方
で
あ
っ
た
。
熟
練
の
度
合
い
、
技
能

的
な
差
異
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

四
期
に
分
け
ら
れ
た
職
工
の
日
給
は
、
三
十
八
％
近
く
変
動
し
、
特
に
賃
金
の

高
い
職
工
の
変
動
は
激
し
い
。
こ
の
根
拠
を
製
瓦
業
の
家
に
生
ま
れ
、『
日
本
の

瓦
・
三
州
の
瓦
』
を
著
し
た
石
川
繁
治
は
「
明
治
十
六
年
で
は
、
一
時
的
と
思
わ

れ
る
が
、
問
屋
か
ら
杢
兵
家
へ
の
瓦
注
文
が
減
少
し
た
た
め
、
職
工
の
日
給
の
序

列
は
維
持
し
つ
つ
、
日
給
を
低
い
職
工
へ
近
づ
け
た
可
能
性
が
あ
る
。」
と
述
べ

て
い
る
。
杢
兵
衛
家
で
は
、
明
治
二
十
七
年
四
月
の
愛
知
県
工
場
職
工
調
査
表
で

は
、
従
業
員
十
八
人
の
平
均
賃
金
を
十
五
銭
で
報
告
し
て
い
る
。
従
業
員
数
に
変

化
は
な
い
が
、
十
年
程
で
か
な
り
改
善
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
職
工
た
ち
の

月
別
労
働
日
数
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
労
働
日
数
に
は
、
個
人
差
が
あ
る
。
農

業
（
兼
業
）
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
日
数
の
確
認
は
「
職
工
人
名
帳
」
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

月
別
職
工
労
働
日
数

　
　
　
　
　

宗
八　
　
　
　
　

利
七　
　
　
　

清
八　
　
　
　
　

弥
平

　
　

一
月　

二
十
日
半　
　

十
九
日
半　
　

二
十
二
日
半　
　

二
十
四
日

　
　

二
月　

二
十
二
日
半　

二
十
七
日　
　

二
十
七
日
半　
　

二
十
七
日

　
　

三
月　

二
十
二
日　
　

二
十
七
日
半　

二
十
六
日
半　
　

二
十
五
日

　
　

四
月　

二
十
二
日　
　

二
十
七
日　
　

二
十
六
日　
　
　

二
十
四
日
半

　
　

五
月　

十
一
日　
　
　

二
十
六
日
半　

十
四
日
半　
　
　

十
三
日
半

　
　

六
月　

十
九
日
半　
　

二
十
八
日　
　

二
十
八
日
半　
　

十
三
日

　
　

七
月　

十
六
日　
　
　

二
十
一
日
半　

二
十
四
日
半　
　
　

な
し

　
　

八
月　

十
三
日
半　
　

二
十
三
日
半　

二
十
七
日　
　
　

一
日

　
　

九
月　

十
九
日　
　
　

二
十
三
日　
　

二
十
六
日　
　
　

二
十
三
日
半

　
　

十
月　

十
九
日　
　
　

一　
　

日　
　

二
十
五
日　
　
　

二
十
六
日
半

　
　

十
一
月
十
九
日
半　
　

四
日
半　
　
　

二
十
六
日　
　
　

二
十
三
日

　
　

十
二
月
十
日　
　
　
　

二
十
六
日　
　

二
十
五
日
半　
　

二
十
六
日

　
　

年
間
計
二
一
四
日
半　

二
五
五
日　
　

二
九
九
日
半　
　

二
二
七
日

　

日
本
の
歴
法
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
太
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）

が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
三
河
棚
尾
村
と
い
う
田
舎
で
は
、
閏
年
の
十
三
ヶ
月
が

使
用
さ
れ
て
い
た
。
永
坂
家
の
職
工
が
勤
務
し
た
日
数
は
、
個
人
差
が
あ
り
、
職

工
の
実
家
の
仕
事
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
。
主
家
か
ら
の
貸
付
制
度
が
あ
り
、
貸

付
金
が
賃
金
を
上
回
る
職
工
も
見
ら
れ
た
。

　

杢
兵
衛
家
の
徒
弟
、
職
工
の
待
遇
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九

四
）
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
県
へ
報
告
し
た
「
製
造
所
・
工
塲
職
工
調
査
表
」

「
記
入
上
の
注
意
」（
明
治
廿
七
年
四
月
三
十
日
調
）
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
調
査
は
愛
知
縣
よ
り
棚
尾
村
役
場
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

(
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瓦
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（
永
坂
家
文
書
五
三
〇
・
五
四
）

　
　
「
製
造
所
・
工
塲
職
工
調
査
表
」「
記
入
上
の
注
意
」

賃
金
支
払
ノ
方
法
は
日
給
也
、
最
高
弐
拾
銭
、
最
低
八
銭
五
厘
、
実
際
ノ
平

均
拾
五
銭
、
有
給
職
工
ニ
ハ
賃
銭
ノ
一
部
ト
シ
テ
食
ヲ
供
給
ス
、
無
給
見
習

徒
弟
ハ
、
契
約
ノ
始
ニ
於
テ
、
手
当
金
ト
シ
テ
其
父
兄
ニ
金
三
円
ヲ
供
与

シ
、
其
未
タ
契
約
年
期
ヲ
完
了
セ
サ
ル
間
ハ
、
食
住
ハ
勿
論
、
夏
冬
両
度
ニ

ハ
必
ス
仕
着
ヲ
与
フ
、
其
価
格
ハ
大
略
弐
円
ト
ス
、
又
毎
年
六
月
、
十
二
月

及
祭
日
等
ニ
ハ
小
使
金
ト
シ
テ
、
平
均
合
セ
テ
金
弐
円
ヲ
供
与
ス
ル
ヲ
以
テ

常
規
ト
ス
、
賃
銭
支
払
期
日
ハ
、
六
月
、
十
二
月
ノ
両
度
也
、
無
給
見
習
徒

弟
ハ
、
凡
ソ
平
均
八
年
ノ
稽
古
ヲ
経
テ
、
有
給
職
工
ト
ナ
ル
、
賄
、
仕
着
ノ

類
ハ
賃
銭
ニ
加
算
ス
ル
、
一
日
ノ
労
働
時
間
（
始
業
ヨ
リ
終
業
マ
テ
）
十
一

時
三
十
分
、
時
間
中
喫
飲
時
間
五
十
分
、
同
上
休
息
時
間
二
時
間
二
十
五

分
、

　
　
　
　

工
場
寄
宿
舎
ニ
在
ル
モ
ノ　
　

十
一
人

　
　
　
　

否
ラ
サ
ル
モ
ノ　
　
　
　
　
　
　

七
人

　
　
　
　

職
工
被
雇
年
数　
　

十
年
以
上　

九
人　
　
　

　
　
　
　

一
期
被
雇
契
約
年
数　

普
通
凡
八
年　

最
長
凡
九
年

　
　
　
　

解
約
予
告
期
限　

満
二
十
才
ヲ
期
限
ト
ス

若
又
前
借
シ
テ
逃
亡
シ
、
他
ノ
同
業
者
ニ
雇
ハ
ル
ル
時
ハ
発
見
次
第
、
同
業

者
間
相
互
ノ
徳
義
ニ
依
リ
直
ニ
其
雇
ヲ
解
カ
ム
ル
者
ト
ス
、
無
給
徒
弟
病
気

ニ
罹
ル
時
ハ
、
雇
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
徳
義
上
醫
師
ニ
就
テ
之
ヲ
治
療
セ
シ

ム
、
但
シ
、
有
給
職
工
ハ
其
限
ニ
非
ス

不
品
行
ノ
者
ア
リ
、
然
ル
時
ハ
特
ニ
之
ヲ
説
諭
ス
、
職
工
勤
勉
ナ
ル
者
ハ
給

料
以
外
ニ
物
品
若
ク
ハ
金
員
ヲ
授
与
ス
ル
、
怠
惰
ノ
者
ハ
譴
責
ス

　

杢
兵
衛
家
の
奉
公
人
請
状
、
職
工
調
査
表
の
報
告
書
か
ら
は
、
永
坂
家
で
の
奉

公
の
期
間
、
食
事
、
衣
類
支
給
の
状
況
や
職
工
は
日
給
で
あ
っ
た
こ
と
、
勤
勉
で

あ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
三
節　

瓦
師
職
営
業
御
鑑
札

　

一
定
期
間
の
年
季
が
明
け
る
と
、
さ
ら
に
二
、
三
年
「
御
礼
奉
公
」
と
し
て
無

償
で
労
働
奉
仕
す
る
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。
商
人
は
丁
稚
、
手
代
を
経
て
、
職
人

の
場
合
は
徒
弟
、
あ
る
い
は
弟
子
か
ら
い
わ
ゆ
る
渡
職
人
を
経
て
一
人
前
と
し
て

独
立
す
る
が
、
そ
の
時
に
も
親
方
主
家
と
の
同
族
的
関
係
は
維
持
さ
れ
た
。
商
家

の
場
合
は
「
暖

分
け
」
と
称
し
て
同
族
と
信
用
の
象
徴
で
あ
る
「
の
れ
ん
」
の

使
用
が
許
可
さ
れ
た
。
一
方
、
職
人
の
場
合
に
は
、
親
方
の
仲
介
に
よ
り
営
業
上

の
鑑
札
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
杢
兵
衛
家
職
工
、
斉
藤
利
七

の
瓦
師
職
営
業
御
鑑
札
は
明
治
九
年
七
月
、
愛
知
県
令
へ
次
の
よ
う
に
願
い
出
て

い
る
。（
永
坂
家
文
書
・
五
三
〇
・
一
〇
四
）

　
　
　
　
　
　

瓦
師
職
営
業
御
鑑
札
御
下
渡
願

　
　
　
　

第
九
大
区
壱
小
区
棚
尾
村
弐
拾
壱
番
屋
敷
居
住　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤　

利
七

　
　
　

右
者
瓦
師
職
営
業
仕
度
、
尤
御
規
則
之
通
税
納
可
仕
候
間
、

　
　
　

御
鑑
札
御
下
渡
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
上
候
也

　
　
　
　
　

明
治
九
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤　

利
七

　
　
　
　
　

愛
知
県
令　

安
場
安
和
殿

(
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「
鑑
札
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
、
商
工
業
者
・
日
雇
の
営
業
・
就
職
を
免

許
す
る
証
と
し
て
与
え
ら
れ
た
木
札
や
証
状
の
こ
と
で
あ
る
。『
国
史
大
辞
典
』

（
吉
川
弘
文
館
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
鑑
札
は
大
別
し
て
、
幕
府
、
藩
か
ら
運
上

金
、
冥
加
金
の
納
入
と
引
換
え
に
下
付
さ
れ
た
も
の
と
、
株
仲
間
な
ど
同
業
者
団

体
員
の
証
拠
と
し
て
所
持
さ
れ
た
株
札
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
。
時
代
は
明
治
で

あ
る
が
利
七
が
明
治
九
年
七
月
に
下
付
を
願
っ
た
鑑
札
は
、
前
者
の
よ
う
に
役
所

か
ら
下
付
さ
れ
る
性
質
の
鑑
札
と
言
え
る
。

　

杢
兵
衛
家
で
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）、
愛
知
県
へ
報
告
し
た
「
職
工
調
査

表
」
で
、
仕
事
に
は
四
種
類
あ
る
と
し
て
お
り
、「
土
打
」「
挙
師
」「
鬼
板
師
」

「
窯
焼
」
を
あ
げ
て
い
る
。「
土
打
」
か
ら
が
杢
兵
衛
家
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
分
業

が
進
ん
で
い
た
三
州
で
は
、
粘
土
は
農
閑
期
を
利
用
し
て
田
畑
の
下
か
ら
農
家
自

身
、
あ
る
い
は
粘
土
屋
が
採
掘
し
製
瓦
業
者
に
納
め
て
い
た
。
各
場
所
か
ら
一
年

間
で
使
う
量
が
製
瓦
業
者
粘
土
置
き
場
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
粘
土

は
「
さ
き
土
」
と
呼
ば
れ
一
年
ほ
ど
寝
か
せ
て
、
あ
く
抜
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。

「
土
打
」
は
こ
の
土
を
ま
ろ
や
か
に
、
空
気
が
入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
足
で
均
一

に
踏
み
つ
け
練
り
上
げ
る
仕
事
で
あ
る
。
練
り
上
げ
た
土
は
長
さ
一
丈
（
二
ｍ
）

高
さ
四
尺
五
寸
（
一
・
三
ｍ
）
幅
一
尺
二
寸
（
三
六
㎝
）
の
長
方
形
に
成
形
し

た
。
こ
れ
は
「
タ
タ
ラ
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

一
般
に
職
工
と
は
、「
挙
師
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
瓦
の
木
型
に
合
わ

せ
一
枚
一
枚
の
瓦
を
成
形
す
る
仕
事
で
あ
る
。
木
型
を
つ
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
屋

根
葺
き
を
し
た
時
に
収
ま
り
の
良
い
瓦
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
袖
瓦
、
唐
草
な
ど

の
役
瓦
は
、
瓦
に
あ
わ
せ
て
多
く
の
切
型
が
あ
っ
た
。

　
「
鬼
板
師
」「
窯
焚
き
」
は
専
門
職
で
鬼
板
師
は
鬼
板
師
か
ら
技
術
の
伝
承
を
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
杢
兵
衛
家
は
大
き
な
製
瓦
業
者
の
た
め
腕
の
よ
い

鬼
瓦
職
人
を
雇
用
し
鬼
瓦
製
造
が
な
さ
れ
て
い
た
。
民
家
の
鬼
瓦
は
見
様
見
真
似

で
製
作
す
る
者
も
い
た
が
、
寺
院
本
堂
の
鬼
瓦
を
つ
く
る
時
は
、
専
門
の
鬼
板
師

と
組
ん
で
い
た
。
三
州
で
は
、
鬼
板
師
が
専
門
化
し
た
の
は
江
戸
後
期
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　
「
窯
焚
き
」
は
瓦
製
造
工
程
の
中
で
一
番
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
い
つ
ま
で

も
銀
色
を
保
つ
品
質
の
瓦
と
な
る
か
ど
う
か
は
、「
窯
焚
き
」
の
腕
に
か
か
っ
て

い
た
。
窯
を
も
つ
業
者
の
多
く
は
主
人
（
親
方
）
が
「
窯
焚
き
」
を
担
当
し
て
い

た
。

第
三
章　

杢
兵
衛
家
の
瓦
製
造

第
一
節　

江
戸
三
河
屋
で
売
ら
れ
た
杢
兵
衛
の
桟
瓦

　

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
近
江
国
の
西
村
半
兵
衛
が
発
明
し
た
、
平
瓦
と
丸
瓦

を
ひ
と
つ
に
し
た
桟
瓦
は
画
期
的
な
瓦
で
あ
っ
た
。
火
災
に
苦
し
む
江
戸
の
町
で

享
保
の
改
革
以
降
、
瓦
葺
き
が
奨
励
さ
れ
る
と
、
桟
瓦
の
需
要
は
爆
発
的
に
増
加

し
た
と
さ
れ
る
。

　

二
代
目
杢
兵
衛
は
、
京
都
で
瓦
修
行
を
終
え
る
と
、
瓦
師
を
開
業
し
、
桟
瓦
づ

く
り
を
本
格
化
し
て
い
る
。
二
代
目
杢
兵
衛
に
よ
る
創
業
に
つ
い
て
は
、
明
治
九

年
（
一
八
七
六
）、
四
代
目
杢
兵
衛
（
嘉
平
治
）
が
愛
知
県
第
二
課
宛
に
、
次
の

内
容
で
瓦
師
職
を
創
業
し
た
い
き
さ
つ
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
「
瓦
師
職
開
業
並
製
造
の
法
則
」（
永
坂
家
文
書
五
三
〇
・
四
九
）

先
祖
代
々
棚
尾
村
ニ
住
シ
、
祖
父
杢
兵
衛
ノ
代
ニ
至
リ
村
中
ノ
田
下
、
畑
下

ニ
瓦
ヲ
製
ス
ル
良
土
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
辺
境
ノ
土
地
デ
ア
ル
タ
メ
、
ソ
ノ

三
州
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
（
林
口　

宏
）

七
四



業
ヲ
学
ブ
師
ナ
キ
ヲ
憂
ヒ
、
二
十
五
歳
ヨ
リ
西
京
ニ
赴
キ
、
製
瓦
ノ
法
則
ヲ

学
ブ
。
七
年
ノ
春
秋
ヲ
経
テ
、
業
ナ
リ
テ
故
郷
ニ
帰
リ
、
天
明
八
年
（
一
七

八
八
）、
三
十
二
歳
ニ
シ
テ
開
業
シ
、
田
下
、
畑
下
ノ
両
土
ヲ
モ
ッ
テ
瓦
ヲ

製
ス
ル

　

杢
兵
衛
家
の
作
業
場
図
面
に
は
、
だ
る
ま
窯
が
三
基
あ
り
、
母
屋
、
作
業
場
、

倉
庫
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
業
場
は
大
浜
湊
と
堀
川
で
結
び
つ
い
て
い
た
。

大
浜
湊
は
、
江
戸
と
廻
船
で
結
び
つ
く
三
河
屈
指
の
湊
で
御
城
米
、
三
河
酒
、
三

河
木
綿
を
江
戸
送
り
し
て
い
た
。

　

杢
兵
衛
家
職
工
が
造
っ
た
瓦
は
、
江
戸
市
場
へ
送
ら
れ
て
い
る
。
確
認
で
き
る

「
江
戸
積
仕
切
帳
」
は
天
保
五
年
（
一
八
三
三
）
が
最
も
古
い
が
、
そ
れ
以
前
か

ら
江
戸
市
場
へ
の
売
り
込
み
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
江
戸
積
仕
切
帳
」

に
よ
れ
ば
、
杢
兵
衛
が
最
も
古
く
か
ら
取
引
を
し
た
瓦
問
屋
は
、
江
戸
の
三
河
屋

五
郎
右
衛
門
と
浦
賀
の
浦
賀
伊
豆
屋
彦
八
で
あ
っ
た
。
浦
賀
伊
豆
屋
彦
八
と
の
取

引
は
、
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
三
河
屋
五
郎
右
衛
門
と
の
取
引
は
、
天
保
十
一
年

（
一
八
四
〇
）
か
ら
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
ま
で
あ
り
、
年
平
均
で
二
万
五
千

枚
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
七
）
は
最
も
多
く
七
万
八
千
八
百
八
十
六
枚
を
取
引
し

て
い
る
。
三
河
屋
が
江
戸
の
施
主
に
納
め
た
杢
兵
衛
家
の
瓦
は
、「
三
州
瓦
」
の

名
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
三
州
瓦
」
の
名
を
江
戸
庶
民
が
聞
く
の
も
こ

の
頃
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

三
州
瓦
が
江
戸
で
人
気
を
博
し
た
と
す
る
根
拠
を
「
達
磨
窯
の
頃
の
三
州
燻

瓦
」
の
著
者
神
谷
良
信
は
、
三
つ
の
条
件
を
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は
燻
瓦
に
適
し

た
鉄
分
を
含
ん
だ
粘
土
に
三
州
は
恵
ま
れ
た
こ
と
、
二
つ
目
は
瓦
の
表
面
を
炭
素

質
の
銀
色
の
被
膜
で
覆
う
燻
桟
瓦
を
生
産
し
た
こ
と
、
三
つ
目
に
炭
素
質
の
被
膜

づ
く
り
に
炉
内
を
密
閉
す
る
技
術
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
杢
兵
衛

家
に
も
類
似
す
る
記
述
の
文
書
は
、
豊
富
に
見
ら
れ
る
。

　

杢
兵
衛
家
の
「
江
戸
送
り
廻
船
仕
切
帳
」
に
見
ら
れ
る
商
品
は
極
上
磨
き
桟
瓦

が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
こ
の
瓦
は
、
吸
水
率
が
低
く
、
雨
が
降
る
と
一
瞬
に
雨

水
が
瓦
中
央
に
集
ま
り
、
す
ー
っ
と
軒
下
へ
落
ち
る
良
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
杢

兵
衛
家
で
は
、
吸
水
率
抑
え
る
た
め
磨
き
と
燻
す
こ
と
で
、
こ
の
瓦
を
生
産
し
て

い
た
。

第
二
節　

粘
土
、
窯
、
燃
料

　

こ
の
節
で
は
棚
尾
村
杢
兵
衛
家
が
原
料
と
し
た
「
粘
土
」、
焼
成
に
使
っ
た

「
だ
る
ま
窯
」、
燃
料
の
「
薪
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
三
州
の
瓦
製
造
は
享
和
元

年
（
一
八
〇
一
）
頃
か
ら
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
頃
ま
で
の
一
〇
〇
年

間
ほ
ど
の
期
間
の
製
瓦
方
法
は
大
き
く
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
高
浜
村
の
石
原
熊
次
郎
は
「
だ
る
ま
窯
」
を
改

良
し
、
石
炭
窯
を
考
案
し
た
。
三
州
で
は
、
い
ち
早
く
窯
の
構
造
と
燃
料
が
石
炭

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
江
戸
時
代
の
終
盤
か
ら
明
治
時
代
中
頃
ま
で

は
、
粘
土
、
窯
、
燃
料
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

維
新
政
府
が
発
足
し
、
廃
藩
置
県
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
に
実
施
さ

れ
た
。
名
古
屋
県
か
ら
改
称
さ
れ
た
愛
知
県
に
額
田
県
が
統
合
さ
れ
明
治
五
年
十

一
月
、
現
在
の
愛
知
県
が
誕
生
し
て
い
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
四
代
目

杢
兵
衛
（
嘉
平
治
）
は
愛
知
県
に
対
し
、
瓦
師
職
を
開
業
し
た
い
き
さ
つ
や
製
瓦

ま
で
の
手
順
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
瓦
土
の
条
件
や
掘
り
出
し

方
、
手
作
り
の
時
代
の
製
瓦
の
手
順
の
お
よ
そ
が
確
認
で
き
る
。
新
政
府
は
殖
産

(
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興
業
を
め
ざ
し
て
い
た
。「
瓦
師
職
開
業
並
製
造
の
法
則
」
に
は
、
以
下
の
続
き

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。　　

製
瓦
ノ
方
法
ハ
、
畑
下
ニ
在
ル
処
ノ
土
ヲ
求
ム
ル
ニ
作
土
ヲ
去
ッ
タ
下
ニ
赤

土
ガ
ア
ル
。
浅
イ
深
イ
ガ
ア
リ
、
三
四
尺
、
ア
ル
イ
ハ
五
七
尺
ノ
コ
ト
モ
ア

ル
。
コ
レ
ヲ
掘
リ
出
シ
テ
カ
タ
マ
リ
ノ
土
ヲ
得
ル
。
深
サ
ハ
イ
ズ
レ
モ
所
ニ

ヨ
ッ
テ
変
化
ス
ル
。
瓦
土
ノ
カ
タ
マ
リ
ノ
重
サ
ハ
十
二
貫
目
（
四
十
五
㎏
）

ヲ
モ
ッ
テ
一
荷
ト
定
メ
テ
イ
ル
。
一
日
ノ
荷
数
ハ
ソ
ノ
土
地
ノ
遠
近
ニ
ヨ
ル

ノ
デ
定
メ
難
イ
。
オ
ヨ
ソ
三
十
五
荷
ヲ
モ
ッ
テ
計
リ
分
ケ
ト
定
メ
テ
イ
ル
。

鍬
デ
削
リ
、
足
デ
踏
ム
コ
ト
、
ア
ル
時
ハ
一
日
、
ア
ル
時
ハ
二
、
三
日
、
品

ノ
粗
密
ニ
ヨ
ッ
テ
練
品
物
ノ
形
ニ
応
ジ
テ
高
ク
積
ミ
上
ゲ
、
分
ノ
厚
薄
ニ
従

イ
、
鉄
ノ
張
金
ヲ
モ
ッ
テ
引
キ
切
リ
、
大
体
ヲ
製
シ
日
間
ヲ
ヘ
テ
、
晴
天
オ

ヨ
ソ
六
時
間
乾
カ
ス
。
マ
タ
一
日
間
薦
（
コ
モ
）
ニ
テ
包
ミ
、
乾
湿
ヲ
シ
テ

不
順
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
シ
テ
、
正
形
ニ
乗
セ
、
鎌
ヲ
モ
ッ
テ
一
日
間
ニ
オ
ヨ
ソ
二

百
枚
ヲ
切
ル
。
マ
タ
晴
天
デ
オ
ヨ
ソ
五
時
ノ
間
乾
カ
シ
、
マ
タ
一
日
間
薦

（
コ
モ
）
デ
包
ミ
、
ソ
ノ
後
、
鐴
箆
（
ヘ
キ
ヘ
ラ
）
泥
鏝
ヲ
モ
ッ
テ
、
一
日

間
ニ
オ
ヨ
ソ
五
十
枚
ヲ
磨
キ
、
マ
タ
晴
天
デ
三
日
間
ヨ
ク
干
ス
。
白
地
ニ
ナ

ル
マ
デ
乾
カ
シ
、
窯
ニ
積
ミ
入
レ
、
松
葉
ヲ
モ
ッ
テ
焼
ク
コ
ト
オ
ヨ
ソ
十
一

時
間
、
瓦
色
ト
火
色
ガ
同
色
ニ
ナ
ル
ノ
ヲ
目
処
ト
シ
テ
、
口
々
ニ
泥
ヲ
塗
リ

内
ノ
火
気
ヲ
シ
テ
外
ニ
モ
ラ
サ
ヌ
ヨ
ウ
ニ
シ
テ
、
三
日
ヲ
経
ル
。
ソ
ノ
後

口
々
ヲ
開
キ
、
瓦
ヲ
窯
ノ
中
ヨ
リ
出
ス
。
ソ
ノ
数
合
計
オ
ヨ
ソ
九
百
枚
デ
ア

ル
。

瓦
色
ノ
等
級
ヲ
分
ケ
テ
三
等
分
ス
ル
。
オ
ヨ
ソ
上
等
三
百
枚
、
中
等
三
百

枚
、
下
等
三
百
枚
デ
ア
ル
。
当
節
ハ
二
十
三
人
デ
、
一
年
間
ニ
三
ツ
ノ
等
級

ヲ
ア
ワ
セ
テ
オ
ヨ
ソ
十
二
万
枚
ヲ
製
造
シ
テ
イ
ル
。
製
瓦
法
則
ノ
ア
ラ
マ
シ

ハ
コ
ノ
ヨ
ウ
ナ
モ
ノ
デ
ス
。

　
　
　
　
　
　

明
治
九
年
十
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
碧
海
郡
棚
尾
村

　
　

永
坂
杢
兵
衛

　
　
　

愛
知
県　

第
二
課
御
中

　

棚
尾
村
杢
兵
衛
家
で
は
、
江
戸
時
代
後
半
か
ら
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま

で
、
製
瓦
に
よ
い
粘
土
は
棚
尾
村
田
畑
の
下
に
あ
り
、
そ
の
粘
土
を
使
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
製
瓦
に
は
、
水
田
の
下
の
土
よ
り
畑
の
下
の
土
の
方
が
良
い

と
述
べ
て
い
る
。
永
坂
家
文
書
（
五
三
〇
・
一
〇
四
）
は
、
手
帳
へ
の
記
載
で
あ

る
が
、
粘
土
の
土
場
か
ら
、
棚
尾
村
製
瓦
師
の
作
業
場
で
あ
ろ
う
所
ま
で
の
距
離

を
実
測
し
た
記
録
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　

明
治
四
十
年
一
月
廿
六
日
実
測

　
　

内
ヨ
リ
小
栗
山
火
葬
場
迄
、
七
百
拾
四
間
、
往
復
千
四
百
四
拾
八
間

　
　

内
ヨ
リ
小
栗
山
内
ノ
土
場
迄
、
七
百
弐
拾
壱
間
、
往
復
千
四
百
四
拾
弐
間

　
　

栄
次
郎
ヨ
リ
善
明
坂
迄
、
四
百
拾
間
、
往
復
九
百
弐
拾
四
間

　
　

直
蔵
ヨ
リ
小
栗
山
土
場
迄
、
七
百
七
拾
間
、
往
復
千
五
百
四
拾
間

　
　

庄
助
ヨ
リ
小
栗
山
土
場
迄
、
七
百
四
拾
間
、
往
復
千
四
百
八
拾
間

　
　

学
校
ヨ
リ
新
道
無
生
上
リ
坂
曲
角
迄
、
弐
百
拾
間

　

粘
土
は
重
量
が
あ
る
。
杢
兵
衛
家
の
場
合
、
土
場
か
ら
自
宅
の
作
業
場
へ
は
、

大
八
車
、
や
馬
車
が
利
用
さ
れ
た
。「
瓦
土
ノ
カ
タ
マ
リ
ノ
重
サ
ハ
十
二
貫
目

（
四
十
五
㎏
）
ヲ
モ
ッ
テ
一
荷
ト
定
メ
テ
イ
ル
。
一
日
ノ
荷
数
ハ
ソ
ノ
土
地
ノ
遠

近
ニ
ヨ
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
粘
土
の
輸
送
費
は
距
離
に
よ
っ
て
違
っ
た
の
で
あ
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る
。

　

永
坂
家
文
書
（
五
三
〇
・
一
〇
四
）
に
は
、「
作
業
場
に
運
ば
れ
た
粘
土
は
土

打
（
土
打
師
）
に
よ
っ
て
、
平
瓦
、
鬼
瓦
等
に
あ
っ
た
粘
土
へ
と
調
整
さ
れ
た
。」

と
あ
る
。
土
打
の
次
は
、「
挙
師
」
が
た
た
ら
か
ら
焼
成
前
の
段
階
と
な
る
「
白

地
」
づ
く
り
ま
で
を
受
け
持
っ
た
。
明
治
九
年
の
「
製
造
の
法
則
」
に
あ
る
よ
う

に
、
生
の
粘
土
板
を
乾
か
し
な
が
ら
、「
切
る
」「
磨
く
」
の
手
順
を
踏
み
、
手
間

を
か
け
瓦
は
造
ら
れ
た
。
一
枚
一
枚
の
瓦
が
ね
じ
ら
な
い
よ
う
日
光
の
強
さ
、
天

候
の
微
妙
な
変
化
を
計
算
し
「
白
地
」
へ
と
生
粘
土
は
乾
か
さ
れ
た
。
窯
焚
き
を

す
る
者
は
、
焼
成
が
始
ま
る
と
眠
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
常
に
窯

の
中
の
火
色
を
見
て
薪
を
調
節
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
で
あ
っ
た
。

　

杢
兵
衛
家
は
、
だ
る
ま
窯
が
三
基
あ
り
、「
火
」
を
取
り
扱
う
工
場
で
あ
る
た

め
、
明
治
後
期
に
は
大
浜
警
察
署
へ
敷
地
図
面
、
設
置
場
所
、
建
物
仕
様
書
、
窯

ノ
構
造
等
を
揃
え
て
「
火
工
塲
届
」
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
窯
の
構
造

を
次
の
内
容
で
報
告
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

窯
ノ
構
造　
　

永
坂
家
文
書
（
五
三
〇
・
一
三
五
）

窯
ハ
全
部
土
ト
瓦
片
ト
ヲ
以
テ
築
造
シ
、
中
央
部
ハ
瓦
ヲ
焼
ク
ヘ
キ
主
要
部

ニ
シ
テ
、
地
盤
上
高
サ
内
法
六
尺
、
巾
六
尺
四
方
ニ
シ
テ
両
側
ニ
ハ
高
六
尺

巾
壱
尺
ノ
出
入
口
ヲ
設
ケ
、
其
前
後
ニ
ハ
長
六
尺
深
サ
地
盤
下
三
尺
ノ
火
室

二
個
備
エ
火
室
ノ
両
端
ニ
ハ
各
壱
尺
等
ノ
火
焚
口
ア
リ

　

三
州
瓦
産
地
の
だ
る
ま
窯
は
、
通
常
、
焼
き
土
（
古
い
窯
）
を
横
槌
で
粉
に
し

た
も
の
と
瓦
の
白
地
を
水
に
溶
き
、
ス
サ
（
五
㎝
く
ら
い
に
切
っ
た
藁
）
を
混
ぜ

て
練
っ
た
土
で
築
か
れ
た
。
杢
兵
衛
家
で
は
、
窯
を
焚
く
職
人
は
「
窯
焼
」（
か

ま
た
き
）
と
し
て
位
置
付
け
て
専
門
的
に
業
務
を
し
て
い
た
。
だ
る
ま
窯
を
築
く

職
人
は
、
外
部
の
窯
造
り
を
専
門
と
す
る
業
者
で
「
窯
屋
」
と
か
「
窯
築
」
と
呼

ば
れ
た
窯
築
師
で
あ
っ
た
。

　

杢
兵
衛
家
の
燃
料
と
な
る
薪
の
購
入
先
は
知
多
半
島
、
矢
作
川
上
流
域
、
蒲
郡

（
東
三
河
）
な
ど
様
々
な
方
面
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
瓦
の
焼
成
に
は
、
松
葉
で

「
い
ぶ
す
」
段
階
が
あ
る
が
、
松
葉
で
も
松
葉
に
は
、
男
松
、
女
松
が
あ
り
瓦
の

銀
色
に
は
違
い
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
新
川
薪
買
入
注
意
」
に
は
、

薪
購
入
の
杢
兵
衛
家
の
方
針
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節　

三
州
瓦
づ
く
り
に
杢
兵
衛
家
が
果
た
し
た
役
割

　

杢
兵
衛
家
の
瓦
屋
創
業
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
と
さ
れ
る
が
、
検
討
の
必

要
が
あ
る
。
創
業
者
の
曾
孫
に
あ
た
る
五
代
目
杢
兵
衛
正
勝
が
明
治
二
十
七
年

（
一
八
九
四
）
に
書
い
た
「
開
業
沿
革
」
に
よ
る
と
、「
曽
祖
父
杢
兵
衛
始
メ
テ
瓦

業
ヲ
学
ビ
、
業
已
ニ
熟
シ
、
廿
五
歳
ノ
時
奮
然
京
都
ニ
趣
キ
、
猶
一
層
造
瓦
ノ
法

ヲ
練
磨
シ
、
七
年
ノ
春
秋
ヲ
経
テ
故
郷
ニ
帰
リ
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
ニ
開

業
シ
、
慈
ニ
代
ヲ
累
ル
コ
ト
百
有
余
年
」
と
あ
り
、
京
都
に
修
行
に
赴
く
前
、
す

で
に
瓦
製
造
業
を
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
現
在
の
御
当
主
も

二
代
目
杢
兵
衛
は
修
行
に
出
る
前
か
ら
瓦
製
造
を
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

　

天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
一
七
八
八
）
の
前
後
に
、
高
浜
村
（
現
高
浜
市
）
の

神
谷
儀
八
、
棚
尾
村
（
現
碧
南
市
）
の
永
坂
杢
兵
衛
が
京
都
へ
赴
き
、
瓦
修
行
を

積
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
へ
戻
り
製
瓦
師
と
な
っ
た
。
二
人
が
修
行
し
た
京
都
の
瓦

師
は
、
寺
島
家
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
三
河
の
研
究
者
は
多
い
。

　

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
〇
）
以
後
、
急
速
に
製
瓦
師
が
増
加
す
る
地

域
は
、
矢
作
川
下
流
域
の
棚
尾
村
、
大
浜
村
（
現
碧
南
市
）、
高
浜
村
、
高
取
村
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（
現
高
浜
市
）
中
畑
村
、
平
坂
村
（
現
西
尾
市
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
村
々
で
急
速

に
製
瓦
師
が
増
加
し
た
背
景
に
は
、
名
古
屋
や
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
町
屋
の
瓦

需
要
の
増
加
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

京
都
で
京
瓦
修
行
を
積
ん
だ
儀
八
や
杢
兵
衛
の
ね
ら
い
を
次
の
よ
う
に
推
測
し

た
い
。
三
州
の
瓦
造
り
に
、
当
時
最
上
級
と
評
価
さ
れ
た
京
都
の
瓦
造
り
を
取
り

入
れ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
急
激
に
増
加
す
る
江
戸
の
桟
瓦

（
火
除
瓦
）
需
要
を
想
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
と
い
う
市
場
は
、
京

都
、
大
阪
で
生
産
さ
れ
る
製
品
を
「
く
だ
り
も
」
の
と
も
て
は
た
し
た
と
さ
れ

る
。
一
方
で
関
東
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
で
生
産
さ
れ
る
産
品
は
「
く
だ
ら
な
い

も
の
」
と
い
う
評
価
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
杢
兵
衛
は
、
三
河
に
あ
っ
た
従
来
か

ら
の
瓦
造
り
を
脱
皮
し
て
、
江
戸
で
評
価
さ
れ
る
瓦
造
り
を
意
識
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

三
代
目
杢
兵
衛
（
満
真
）
の
代
か
ら
は
、
史
料
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
江
戸
へ
の
瓦
積
み
出
し
が
年
月
日
、
湊
名
、
船
名
、
船
頭
名
、
瓦
種
類
と

枚
数
、
単
価
、
代
金
な
ど
詳
細
に
確
認
で
き
る
。
杢
兵
衛
家
で
は
、
自
身
の
工
場

で
の
生
産
枚
数
を
上
回
る
注
文
が
江
戸
な
ど
の
瓦
問
屋
か
ら
あ
る
と
、
大
浜
村
、

棚
尾
村
、
高
浜
村
な
ど
の
瓦
屋
か
ら
瓦
を
買
い
集
め
、
江
戸
送
り
を
し
て
い
た
。

瓦
の
生
産
地
問
屋
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
販
路
開
拓
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
。

　

杢
兵
衛
家
の
奉
公
人
請
状
に
み
え
る
徒
弟
等
（
女
性
を
含
む
）
二
十
七
人
の
出

身
地
は
、
棚
尾
村
十
三
人
、
大
浜
村
六
人
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
徒
弟
が
職

人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
な
か
で
、
人
脈
が
形
成
さ
れ
、
杢
兵
衛
家
を
中
心
と
し

た
瓦
屋
の
仲
間
集
団
も
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

幕
末
か
ら
明
治
を
迎
え
る
頃
の
四
代
目
杢
兵
衛
嘉
平
治
、
五
代
目
杢
兵
衛
正
勝

は
公
共
建
造
物
を
請
負
う
と
同
時
に
、
万
国
博
、
内
国
勧
業
博
覧
会
を
は
じ
め
と

す
る
様
々
な
展
示
会
へ
瓦
の
出
品
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
瓦
の
品
質
を
高
め
る
こ

と
が
、
明
治
を
迎
え
た
東
京
で
市
場
を
開
拓
す
る
方
途
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
は
、
杢
兵
衛
家
が
碧
南
市
へ
寄
贈
し
た
文
書
か
ら
、
杢
兵
衛
家
の
瓦
生

産
を
支
え
る
、
徒
弟
、
職
工
は
い
か
に
育
て
ら
れ
た
か
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
人
々
に
よ
り
実
際
の
瓦
づ
く
り
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
に
焦
点
を
し
ぼ

り
追
究
を
試
み
た
。
奉
公
人
請
状
に
は
奉
公
人
名
、
年
季
の
期
限
、
給
金
、
前
渡

し
金
、
仕
着
、
奉
公
人
の
逃
亡
や
長
煩
い
の
時
の
始
末
、
檀
家
と
な
る
寺
院
が
書

か
れ
、
瓦
職
人
を
め
ざ
す
奉
公
が
始
ま
っ
て
い
る
。
瓦
師
職
営
業
御
鑑
札
御
下
渡

願
を
経
た
瓦
職
人
で
は
、
賃
金
（
職
工
日
給
）、
月
別
職
工
労
働
日
数
の
実
際
も

明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
杢
兵
家
の
瓦
づ
く
り
に
使
用
さ
れ
た
粘
土
、
窯
、
焼
成
す
る
た
め
の

燃
料
は
、
い
か
に
調
達
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
杢
兵
衛
家
の
場

合
、
粘
土
は
同
じ
棚
尾
村
で
現
在
は
栗
山
町
周
辺
で
あ
る
。
水
田
下
の
粘
土
は
瓦

に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
焼
成
の
窯
は
だ
る
ま
窯
で
一
度
に
千
枚
ほ

ど
焼
く
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
い
る
。
三
州
瓦
の
焼
成
は
他
の
瓦
産
地
と
比
較

し
、
焼
成
温
度
は
高
か
っ
た
と
い
う
。
焼
成
の
最
終
段
階
で
は
松
葉
を
使
い
燻
す

過
程
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
燻
し
」
に
よ
り
瓦
表
面
に
は
銀
色
の
酸
化
膜
が
形
成
さ

れ
た
。
美
し
く
吸
水
を
防
ぐ
瓦
は
「
燻
し
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
、
東
京
上
野
で
催
さ

(

24(

(

25(

(

26(

三
州
瓦
師
永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
（
林
口　

宏
）

七
八



れ
、
五
代
目
杢
兵
衛
正
勝
は
、
文
章
彫
刻
を
し
た
大
桟
瓦
壱
篇
を
出
品
し
た
。
正

勝
は
、
三
州
の
瓦
造
り
を
漢
文
の
「
作
瓦
説
」
を
彫
刻
し
出
品
し
た
。

　
　
（
永
坂
家
文
書
・
五
三
〇
・
五
一
）

　
　
　
　
　

作　

瓦　

説

屋
瓦
之
為
物
要
器
也
、
其
為
世
用
久
矣
、
今
也
人
心
競
新
構
造
争
巧
、
瓦
之

用
亦
日
益
隆
也
、
是
以
数
州
甄
者
起
業
倍
乎
、
他
年
而
其
作
数
、
参
河
為
多

也
、
参
河
則
吾
碧
海
郡
社
盟
為
多
也
社
百
三
十
餘
戸
、
一
歳
所
作
大
約
千
二

百
三
十
万
扁
矣
、
然
不
偏
多
作
精
造
之
要
故
其
粗
視
之
、
数
州
之
粗
者
品
等

自
異
也
、
且
彼
創
業
祖
多
出
乎
、
参
河
或
傭
参
工
以
規
墲
焉
、
其
優
劣
自
素

也
凡
州
異
則
気
候
土
質
異
也
、
其
作
法
亦
有
小
異
也
、
又
有
古
今
之
異
也
、

雖
然
其
要
則
止
三
訣
、
曰
覆
後
数
年
原
釉
不
変
、
曰
堅
密
耐
寒
、
曰
不

無

瑕
、
三
要
備
謂
之
良
瓦
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

是
状
其
髣
弗
耳
甄
者
欲
知
精
微
在
苦
焦
鑽
研
而
巳

　
　
　
　

明
治
十
三
年
八
月

　
　
　
　
　
　

参
河
州
碧
海
郡
棚
尾
村　
　
　

永
坂
杢
兵
衛
撰
書
鐫

　

こ
こ
に
は
三
河
碧
海
郡
に
は
百
三
十
社
ほ
ど
が
瓦
製
造
を
行
っ
て
い
る
こ

と
、
年
間
千
二
百
三
十
万
枚
程
を
生
産
し
て
い
る
こ
と
、
瓦
に
つ
い
て
の
考
え

方
、
製
作
の
仕
方
、
焼
成
の
方
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
瓦
需
要
が
一
気
に
高
ま

る
近
世
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
瓦
産
地
は
日
本
の
至
る
所
に
あ
っ
た
。
町
と

い
う
町
、
村
と
い
う
村
に
瓦
屋
は
あ
っ
た
と
い
う
。
手
造
り
の
粘
土
瓦
を
だ
る

ま
窯
で
焼
成
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
産
地
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
瓦
の
大
き
さ
、

品
質
等
は
様
々
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

本
論
文
で
は
、
天
明
年
間
よ
り
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
三
州
に
お
け
る
瓦
生
産
の

一
事
例
を
永
坂
杢
兵
衛
家
文
書
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
杢
兵
衛
家
の

瓦
造
り
は
、
京
都
で
の
修
行
に
は
じ
ま
り
開
業
さ
れ
て
い
る
。
職
工
へ
の
日
給
、

ア
メ
リ
カ
万
博
出
品
、
内
国
博
覧
会
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
も
質
の
高
い
製
品
を
求

め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

現
在
、
日
本
最
大
の
瓦
産
地
は
高
浜
市
・
碧
南
市
で
あ
る
。
商
標
「
三
州
瓦
」

の
品
質
は
、
多
く
の
消
費
者
の
信
頼
を
得
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
永
坂
杢
兵

衛
家
の
瓦
工
場
は
、「
三
州
瓦
」
と
呼
ば
れ
始
め
た
時
代
に
創
業
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
も
常
に
こ
の
地
域
の
牽
引
役
を
担
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

〔
注
〕

石
川
繁
治
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
、
碧
南
市
在
住
）
愛
知
県
文
化
財
保
護
審
議
委
員

及
び
、
碧
南
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
を
務
め
た
。『
日
本
の
瓦
・
三
州
の
瓦
』

で
は
、
三
州
瓦
の
歴
史
を
担
当
執
筆
し
た
。

永
坂
家
文
書
は
、
碧
南
市
へ
寄
贈
後
、
六
〇
〇
点
程
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
安
永

七
年
（
一
七
七
八
）
頃
か
ら
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
頃
ま
で
の
文
書
で
あ

る
。

ど
う
古
屋
と
は
、
焜
炉
屋
（
コ
ン
ロ
屋
）
の
こ
と
で
あ
る
。

水
野
忠
友
が
三
河
大
浜
藩
で
旗
本
か
ら
大
名
と
な
っ
た
。

堀
川
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
時
の
大
浜
村
名
主
石
川
八
郎
右
衛
門
が
、
領
主

本
多
下
総
守
の
許
可
を
得
て
塩
田
へ
の
河
道
を
改
修
し
た
。

長
崎
屋
源
左
衛
門
は
、
棚
尾
村
で
為
替
を
扱
う
両
替
商
を
営
み
、
永
坂
杢
兵
衛
家

も
こ
こ
を
利
用
し
て
い
た
。

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
国
博
覧
会
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
五
月
か
ら
十
一

月
ま
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
開
催
さ
れ
た
。

碧
南
市
市
史
資
料
第
二
十
九
集
『
明
治
初
年
の
戸
籍
と
そ
れ
に
基
づ
く
村
況
』

は
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
碧
南
市
史
編
纂
事
務
局
長
林
口
孝
に
よ
り
著
作

さ
れ
た
。
碧
南
市
の
維
新
期
の
村
ご
と
の
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
。
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小
林
弥
兵
衛
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
棚
尾
村
に
生
ま
れ
、
十
二
才
で
杢
兵
衛

家
奉
公
人
（
徒
弟
見
習
い
）
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
の
棚
尾
表
彰
で
は
、
十
三
才
で
杢
兵
衛
家
の

見
習
と
し
て
雇
人
と
な
っ
た
大
浜
村
鈴
木
清
八
も
表
彰
を
受
け
て
い
る
。

太
陰
太
陽
暦
（
旧
暦
）
の
も
と
で
は
二
、
三
年
に
一
度
、
十
三
カ
月
の
年
が
や
っ

て
来
る
。
こ
れ
を
閏
年
と
言
い
、
閏
年
に
は
閏
月
が
入
る
。

「
製
造
所
・
工
塲
職
工
調
査
表
」（
明
治
廿
七
年
四
月
三
十
日
調
）「
記
入
上
の
注

意
」
に
よ
る
。

渡
職
人
は
、
旅
か
ら
旅
へ
、
移
り
住
み
な
が
ら
鬼
瓦
な
ど
を
造
っ
た
。
こ
れ
ら
瓦

師
を
「
わ
た
り
」
と
呼
ん
だ
。

神
谷
良
信
（
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
生
ま
れ
、
刈
谷
市
在
住
）『
だ
る
ま
窯

の
頃
の
瓦
屋
と
刈
谷
の
瓦
屋
』『
達
磨
窯
の
頃
の
三
州
燻
瓦
』
の
著
作
が
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
創
業
「
神
関
製
瓦
所
」
の
四
代
目
代
表
。

三
河
高
浜
村
の
石
原
熊
次
郎
は
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）、
だ
る
ま
窯
を
石

炭
炊
き
に
改
良
し
た
。

江
戸
時
代
の
だ
る
ま
窯
と
現
在
の
だ
る
ま
窯
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。

『
達
磨
窯
』
吹
田
市
立
博
物
館
（
一
九
九
七
）
Ｐ
2

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
村
の
北
に
棚
尾
小
学
校
を
建
設
し
て
い
る
。
学
校

の
北
に
粘
土
の
土
場
と
な
る
栗
山
、
善
明
坂
が
あ
っ
た
。

大
八
車
は
、
一
台
で
八
人
分
の
仕
事
（
運
搬
）
が
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
代
八
車
と

も
い
わ
れ
た
。

粘
土
は
採
掘
さ
れ
る
と
「
さ
き
つ
ち
」
と
呼
ば
れ
る
粘
土
置
き
場
に
、
通
常
一
年

以
上
備
蓄
さ
れ
た
。

「
磨
く
」
は
「
磨
き
」
と
も
云
わ
れ
、
磨
き
コ
テ
等
で
、
表
面
を
滑
ら
か
に
緻
密

に
仕
上
げ
る
こ
と
で
吸
水
率
を
下
げ
た
。

窯
焚
き
は
、
窯
焼
と
も
云
わ
れ
、
下
手
を
す
れ
ば
、
窯
に
入
れ
た
す
べ
て
が
商
品

と
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
り
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

永
坂
杢
兵
衛
家
の
瓦
づ
く
り
は
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）、
太
平
洋
戦
争
に

よ
り
多
く
の
職
人
が
徴
兵
さ
れ
た
た
め
操
業
を
停
止
し
た
。
永
坂
杢
兵
衛
家
の
現

在
の
当
主
は
公
務
員
を
し
て
い
る
。

寺
島
家
の
先
祖
は
、
紀
伊
粉
河
出
身
の
瓦
職
人
頭
で
あ
っ
た
と
い
う
。

平
安
建
都
以
来
、
京
都
は
瓦
の
一
大
産
地
と
し
て
栄
え
て
き
た
。

江
戸
時
代
、
京
都
、
大
阪
か
ら
江
戸
へ
入
る
商
品
は
「
く
だ
り
も
の
」
と
言
っ
て

も
て
は
や
さ
れ
た
。
東
国
の
商
品
で
は
か
な
わ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
く
だ

ら
な
い
も
の
」
の
語
源
と
も
さ
れ
た
。

永
坂
家
が
出
品
し
た
主
な
展
示
会
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
米
国
費
拉
特
費

府
万
国
博
覧
会
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
を
は
じ

め
、
多
く
の
展
示
会
、
品
評
会
に
出
品
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
月
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
制
定
が
行
わ
れ
た
粘
土
瓦
は
昭
和

三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
製
品
と
な
っ
た
。

（
は
や
し
ぐ
ち　

ひ
ろ
し　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
渡
邊　

秀
一　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
九
日
受
理
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
柳
田
国
男
の
学
問
の
形
成
期
と
な
る
大
正
期
の
論
考
を
神
道
論
と
し

て
読
み
な
お
す
こ
と
で
、
そ
の
射
程
や
議
論
の
対
象
を
、
近
代
神
道
史
の
問
題
と

し
て
再
定
位
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
近
代
神
道
史
研
究
は
、
村
上
重
良
の
議
論
を
起
点
と
し
て
「
国
家
神

道
」
の
実
証
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
近
年
で
は
、
村
上
の
包
括

的
な
「
国
家
神
道
」
論
に
対
し
て
、
歴
史
的
な
変
容
や
個
別
的
な
射
程
の
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
進
展
が
目
覚
ま
し
い
の
は
大
正
期
の
研
究
動
向

で
、
歴
史
学
に
お
い
て
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
と
ら
え
な
お
し
が
進
む
な

(

1 (

(

2 (

柳
田
国
男
の
大
正
期
神
道
論
と
神
道
談
話
会

│
│
「
神
道
私
見
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│

渡
　

勇

輝

論　

文
　

本
稿
は
、
近
代
神
道
史
の
視
角
か
ら
柳
田
国
男
の
神
道
論
を
読
み
な
お
す

こ
と
で
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
柳
田
の
問
題
意
識
の
展
開

が
、
同
時
代
的
な
「
神
道
」
問
題
の
な
か
か
ら
現
れ
て
き
た
側
面
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
神
道
談
話
会
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目

し
、
柳
田
の
学
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
新
た
な
一
面
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

柳
田
の
民
間
宗
教
者
か
ら
国
民
信
仰
へ
の
視
座
の
展
開
を
、
当
時
の
「
国
民

道
徳
」
論
と
の
緊
張
関
係
か
ら
進
展
し
た
連
続
性
と
し
て
再
定
位
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

と
く
に
神
道
談
話
会
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
東
京
帝
国
大
学
で
行

わ
れ
て
い
た
研
究
会
で
あ
り
、
大
正
末
年
に
成
立
す
る
神
道
学
会
の
前
史
と

し
て
位
置
す
る
団
体
で
あ
る
。
本
稿
で
は
神
道
談
話
会
の
基
礎
情
報
を
確
認

し
、
柳
田
が
同
会
と
関
係
を
も
ち
つ
つ
も
、
異
な
る
立
場
を
も
っ
て
い
く
こ

と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
柳
田
の
大
正
期
神
道
論
の
基
盤
と
な
る
巫
女
論

が
、
神
道
談
話
会
の
議
論
へ
の
批
判
か
ら
形
成
さ
れ
、「
神
道
私
見
」
に
結

実
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

 

柳
田
国
男
、
神
道
私
見
、
巫
女
考
、
神
道
談
話
会
、
田
中
義

能

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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か
、
畔
上
直
樹
が
民
間
側
の
神
職
運
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
国
家

神
道
」
と
そ
の
抵
抗
言
説
と
い
う
対
立
構
造
の
な
か
で
描
か
れ
て
き
た
言
説
の
、

多
様
な
射
程
の
差
異
が
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は
、
国
民
国
家
の
確
立
に
む
け

て
近
代
学
問
が
編
成
替
え
さ
れ
る
時
期
に
あ
た
り
、
学
術
の
言
説
そ
の
も
の
の
研

究
も
進
み
つ
つ
あ
る
。
藤
田
大
誠
は
、「
国
学
」
が
国
語
学
・
国
文
学
・
国
史
学

へ
と
分
科
す
る
過
程
で
人
文
諸
学
問
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
な
か
で
も
画
期
と
な
る
の
は
、
磯
前
順
一
や
桂
島
宣
弘
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
ド
イ
ツ
文
献
学
を
取
り
入
れ
て
「
国
学
」
を
再
興
し
た
芳
賀
矢
一
の
存
在
で

あ
る
。
芳
賀
の
文
献
学
に
よ
る
「
国
民
性
」
論
は
、
大
正
期
に
勃
興
す
る
「
神
道

学
」
形
成
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
前
史
と
し
て
は
、
木
村
悠

之
介
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
系
雑
誌
へ
の
学
者
の
参

入
が
あ
っ
た
。
学
者
に
よ
る
「
神
道
」
言
説
の
展
開
は
、
対
外
戦
争
に
よ
る
国
民

意
識
の
高
揚
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
教
派
神
道
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
、
国

民
全
体
を
対
象
と
す
る
「
神
道
」
論
を
提
起
し
、
明
治
初
年
の
国
教
運
動
と
は
質

的
に
異
な
る
「
神
道
」
概
念
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
動
向
の
な
か
で
、
研
究
史
的
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、

大
正
期
に
民
間
信
仰
論
と
し
て
神
道
論
に
参
入
し
て
い
っ
た
「
民
俗
学
」
の
問
題

で
あ
る
。

　

近
年
、
斎
藤
英
喜
は
折
口
信
夫
の
神
道
論
を
同
時
代
の
神
道
論
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
折
口
は
国
家
神
道
の
内
側
に
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る

「
神
道
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
」
と
し
、「
近
代
の
国
民
国
家
を
支
え
る
「
国

民
」
神
話
と
は
異
質
な
」
射
程
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は

折
口
の
神
道
論
に
込
め
ら
れ
た
近
代
批
判
性
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
神

道
史
に
お
け
る
「
民
俗
学
」
の
可
能
性
を
問
い
な
お
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

本
稿
で
は
、
斎
藤
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
折
口
神
道
論
の
確
立
以
前
に
、
柳

田
の
神
道
論
が
提
起
し
た
問
題
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
近
代
神
道
史
に
お
け
る

「
民
俗
学
」
の
射
程
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
。

　

そ
こ
で
注
目
す
る
の
が
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
の
「
神
道
私
見
」
と
い
う

論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
民
間
宗
教
者
に
注
目
し
た
『
郷
土
研
究
』
で
の
成

果
を
経
て
、「
国
民
」
全
体
の
信
仰
を
中
心
に
論
じ
よ
う
と
し
た
画
期
的
な
も
の

で
あ
り
、
従
来
は
柳
田
の
知
識
不
足
や
未
熟
さ
が
指
摘
さ
れ
て
大
き
な
評
価
が
与

え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
は
再
評
価
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、「
神
道
私
見
」
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
河
野
省
三
と
論
争
に
発

展
し
た
事
件
（「
神
道
私
見
論
争
」）
が
、
あ
ら
た
め
て
同
時
代
的
に
重
要
な
問
題

を
提
起
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
注
目
が
あ
る
。
な
か
で
も
黛
友
明
は
、
歴
史
的

な
神
社
行
政
の
展
開
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
論
争
は
そ
も
そ
も
柳
田
が
ふ
っ
か
け
た

も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
注
目
し
、「
そ
こ
ま
で
し
て
訴
え
た
か
っ
た
も
の
は
何
だ

っ
た
の
か
」
と
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
柳
田
の
民
間
信
仰
論
の
提
起
を
政
策

の
批
判
に
留
ま
ら
ず
、
神
道
家
が
方
法
的
に
映
し
え
な
い
「
不
可
視
化
さ
れ
た

「
国
民
生
活
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
遠
藤

潤
は
「
神
道
私
見
」
が
そ
も
そ
も
「
学
者
」
へ
の
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
神
道
」
批
判
の
対
象
を
、
河
野
で
は
な
く
、

加
藤
玄
智
や
田
中
義
能
な
ど
の
学
者
の
言
説
に
射
程
を
開
い
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
柳
田
の
テ
キ
ス
ト
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
視
点

(
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に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
時
代
的
な
射
程
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
の
柳
田
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
内
在
的
な
理
解
を
越
え

て
、
い
か
に
外
在
的
な
問
題
が
柳
田
の
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
い
っ
た
の
か
を
考
え

よ
う
と
し
て
い
る
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
柳
田
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
っ
た
い
誰
に

む
け
て
作
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
の
よ
う
な
成
果

を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
具
体
的
な
対
象
を
明
ら
か
に
し
、「
神
道
私
見
」
に
い

た
る
ま
で
の
軌
跡
も
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
神
道
論
の
射
程
を
検
討
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
視
点
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ま
で

柳
田
研
究
か
ら
も
近
代
神
道
史
研
究
か
ら
も
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
神
道
談
話
会
と

い
う
組
織
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
神
道
談
話
会
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
柳
田

国
男
に
よ
る
大
正
期
神
道
論
の
近
代
神
道
史
へ
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

　

こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
近
代
神
道
史
に
お
け
る
「
民
俗
学
」
の
射
程
が
示
さ
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、
柳
田
の
議
論
を
神
道
論
と
し
て
読
み
な
お
す
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
「
日
本
民
俗
学
の
祖
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
固
定
化
さ
れ
て
き
た
柳
田
像
に

対
し
て
、
あ
ら
た
な
見
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

一　
「
神
道
私
見
」
の
概
要

　
「
神
道
私
見
」
は
、
柳
田
が
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
丁
酉
倫
理
会
で
講
演

し
た
も
の
が
、
翌
年
に
『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
の
第
一
八
五
輯
と
第
一
八

六
輯
に
分
割
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
会
誌
の
記
録
か
ら
は
、
講
演
当
初
は

「
神
道
の
価
値
」
と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

十
月
二
十
日
、
研
究
会
を
神
田
学
士
会
に
開
き
、　

一　

神
道
の
価
値　

柳

田
国
男
君
の
講
演
が
あ
つ
た
。
同
君
は
斯
道
研
究
に
就
て
多
年
の
薀
蓄
が
あ

り
、
従
つ
て
又
た
卓
抜
な
意
見
が
あ
る
こ
と
、「
郷
土
研
究
」
誌
上
で
世
の

よ
く
知
る
所
で
あ
る
。
君
は
本
会
員
の
た
め
、
其
の
実
際
の
踏
査
と
史
料
の

調
査
に
基
い
て
神
道
の
有
り
の
儘
の
事
実
を
説
明
せ
ら
れ
、
以
て
国
民
道
徳

を
談
ず
る
の
基
礎
の
如
何
と
、
神
社
崇
敬
の
真
義
が
那
辺
に
存
す
べ
き
か
を

明
ら
か
に
し
、
其
の
見
地
か
ら
忌
憚
な
く
当
局
及
び
学
者
に
警
告
せ
ら
れ
た

の
で
あ
つ
た
。
題
目
が
題
目
だ
け
に
、
吾
人
の
注
意
と
興
味
と
を
惹
く
こ
と

多
大
で
あ
つ
た
。
是
れ
深
く
同
君
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
柳
田
が
「
斯
道
研
究
」
に
対
し
て
「
卓
抜
な
意
見
」
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
、「「
郷
土
研
究
」
誌
上
で
世
の
よ
く
知
る
所
」
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
柳
田
が
丁
酉
倫
理
会
に
お
い
て
神
道
研
究
者
と
し

て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
柳
田
の
議
論
が
「
国
民
道
徳
を
談
ず
る
の
基
礎
の
如
何
」
と
評
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
柳
田
の
研
究
が
当
時
の
ど
の
よ
う
な
学
問
に
影
響
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
た
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
神
道
私
見
」
は
、
間
も
な
く
神
職
団
体
の
機
関
紙
『
全
国
神
職
会
会

報
』
に
八
回
に
わ
た
っ
て
分
割
転
載
さ
れ
、
神
社
界
の
目
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、「
神
道
私
見
」
は
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
当
時
國
學
院

大
學
の
講
師
で
あ
り
、
神
職
で
も
あ
っ
た
河
野
省
三
と
論
争
に
発
展
し
て
い
く
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
「
神
道
私
見
論
争
」
に
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ

の
焦
点
は
柳
田
の
神
道
論
を
読
み
込
む
う
え
で
自
然
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

柳
田
の
問
題
意
識
は
、「
神
道
私
見
」
冒
頭
の
「
今
日
の
所
謂
神
道
は
、
皆
様
の

御
想
像
以
上
に
国
民
生
活
と
交
渉
の
浅
い
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
に
就
て
、
少
し
く

意
見
を
申
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、「
民
間
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信
仰
」
へ
の
注
目
こ
そ
が
「
国
民
生
活
」
を
明
ら
か
に
で
き
る
方
法
で
、「
古
い

古
典
を
枕
に
し
て
居
た
や
う
な
新
派
神
道
家
が
、
や
は
り
看
過
し
て
顧
み
な
か
つ

た
多
く
の
隠
れ
た
思
想
を
見
出
し
得
る
」（
二
五
四
頁
）
と
い
う
主
張
だ
っ
た
。

そ
し
て
河
野
は
、
ま
さ
に
「
古
典
」
の
読
解
を
重
視
す
る
神
道
家
の
一
人
と
し

て
、
柳
田
の
批
判
を
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
柳
田
は
河
野
へ
の
応
答
で
、
憤
慨
し
な
が
ら
「
枳
殻
垣
の
中
か
ら
石

を
投
げ
る
や
う
な
悪
戯
は
見
合
わ
せ
を
乞
ひ
た
い
も
の
だ
」
と
言
う
よ
う
に
、
河

野
か
ら
の
批
判
は
予
想
外
の
方
面
か
ら
飛
び
込
ん
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
想

定
さ
れ
て
い
た
対
象
は
別
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
柳
田
の
議
論
は
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
神
道

私
見
」
の
内
容
を
同
時
代
的
な
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。

二　
「
神
道
私
見
」
の
「
統
一
」
批
判

　

ま
ず
、「
神
道
私
見
」
は
構
成
と
し
て
前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

前
半
部
は
神
道
史
の
概
要
に
触
れ
た
も
の
で
、
そ
の
問
題
意
識
は
現
実
の
政
策

へ
の
違
和
感
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
去
三
四
十
年
程
の
間
、「
神

社
の
崇
敬
は
宗
教
で
あ
る
か
否
か
」
と
云
ふ
大
問
題
を
態
と
未
解
決
の
儘
に
放
つ

た
ら
か
し
て
居
る
」（
二
四
五
頁
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
大
正
二
年
の
六

月
、
内
務
省
は
其
神
社
局
を
自
分
の
方
に
保
留
し
て
宗
教
局
だ
け
を
文
部
省
に
移

管
」（
二
四
六
頁
）
し
た
こ
と
を
例
に
、「
神
社
と
神
道
と
、
神
社
局
の
事
務
と
宗

教
局
の
事
務
と
に
区
分
す
る
が
如
き
は
、
如
何
に
も
不
自
然
な
所
に
堺
線
を
引
い

た
も
の
と
思
ひ
ま
す
」（
二
四
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
設
立
の
神
社
局
は
、
宗
教
局
の
管
轄
に
「
神
道
」

（
教
派
神
道
）
を
区
分
す
る
こ
と
で
、「
神
社
」
崇
敬
が
宗
教
で
は
な
く
国
民
の
道

徳
だ
と
す
る
「
神
社
非
宗
教
論
」
を
制
度
的
に
達
成
し
た
。
と
く
に
大
正
期
に

は
、
日
露
戦
後
の
「
地
方
改
良
運
動
」
の
展
開
か
ら
「
神
社
中
心
主
義
」
が
標
榜

さ
れ
、「
神
社
」
に
よ
る
地
域
社
会
の
統
合
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

柳
田
は
こ
の
よ
う
な
動
向
を
「
東
洋
諸
国
共
通
の
国
教
問
題
」（
二
四
六
頁
）

と
し
て
、
中
国
の
例
に
触
れ
な
が
ら
、
日
本
の
「
神
社
非
宗
教
論
」
の
展
開
を
、

西
洋
の
「
宗
教
」
概
念
と
の
折
衝
の
結
果
だ
と
考
え
て
い
た
。
柳
田
の
神
道
論

は
、
つ
ね
に
キ
リ
ス
ト
教
を
意
識
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
柳
田
は
「
宗
教
」
に
よ
る
「
統
一
」
の
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
。「
基

督
教
で
も
仏
教
で
も
、
結
集
の
際
に
は
偉
い
力
を
以
て
反
対
の
見
解
を
打
破
し
去

つ
た
の
で
即
ち
統
一
の
為
に
は
多
く
の
古
い
も
の
を
捨
て
た
」（
二
四
七
頁
）
の

で
あ
り
、「
随
つ
て
統
一
が
そ
ん
な
に
忝
け
な
い
も
の
で
も
又
そ
ん
な
に
価
値
の

あ
る
も
の
で
も
な
い
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
」（
二
四
八
頁
）
と
い
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
柳
田
は
山
王
神
道
や
垂
加
神
道
な
ど
の
神
道
説
に
触
れ
て
い
き
、

「
何
の
派
の
神
道
で
も
或
程
度
ま
で
の
説
の
統
一
」
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
儒
仏

や
陰
陽
道
の
要
素
を
含
ん
だ
「
不
純
粋
な
も
の
」（
二
四
八
頁
）
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
現
今
の
「
神
道
」
言
説
に
ま
で
及
ぶ
と
指
摘
す
る
。

要
す
る
に
神
道
の
学
者
と
云
ふ
も
の
は
、
不
自
然
な
新
説
を
吐
い
て
一
世
を

煙
に
巻
い
た
者
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
日
本
の
神
社
の
信
仰
を
代
表
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
其
結
果
と
し
て
あ
れ
程
競
ひ
起
つ
た
種
々

の
神
道
も
、
世
が
改
ま
れ
ば
根
絶
し
て
殆
ど
跡
を
止
め
ず
、
其
書
物
は
坊
間

に
有
り
余
つ
て
も
読
む
人
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
而
し
て
独
り
終
局
の
勝
利
を
得

た
の
は
、
明
治
に
な
つ
て
神
祇
官
が
代
表
し
て
居
た
平
田
派
の
神
道
、
或
は
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国
学
院
派
と
も
称
す
べ
き
神
道
で
あ
り
ま
す
が
、
是
と
て
も
或
時
代
が
来
た

な
ら
ば
雲
消
霧
散
せ
ぬ
も
の
と
は
断
定
は
出
来
ず
、
又
今
日
此
派
の
立
脚
地

が
神
官
々
選
の
制
度
に
在
る
も
の
で
、
言
は
ゞ
人
為
的
の
も
の
だ
と
云
ふ
こ

と
は
争
は
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
二
五
一
頁
）

　

こ
こ
で
柳
田
が
「
種
々
の
神
道
も
、
世
が
改
ま
れ
ば
根
絶
し
て
殆
ど
跡
を
止
め

ず
、
其
書
物
は
坊
間
に
有
り
余
つ
て
も
読
む
人
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
と
指
摘
し
て
い

る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
は
明
治
末
期
に
村
岡
典
嗣
に
よ
っ

て
再
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
名
の
読
み
方
も
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
業
績
に
芳
賀
矢
一
の
ド
イ
ツ
文
献
学
が
深
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
柳
田
の
議
論
は
、
芳
賀
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
て
い
く
新
し

い
「
国
学
」、
日
本
民
族
の
連
続
性
と
特
殊
性
を
「
古
典
」
か
ら
補
強
し
て
い
く

よ
う
な
、
一
貫
的
な
「
神
道
史
」
叙
述
へ
の
批
判
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
柳
田
は
平
田
神
道
に
対
し
て
、「
出
来
得
る
限
り
外
国
の
分
子
を
排
除

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
進
ん
で
此
方
か
ら
侵
略
的
態
度
に
出
で
、
天
竺
の
神

も
大
己
貴
、
少
彦
名
で
あ
る
と
か
、
支
那
の
大
乙
神
も
高
産
霊
貴
尊
の
御
事
で
あ

る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
言
つ
て
、
空
な
る
世
界
統
一
論
者
に
悦
ば
れ
ま
し
た
」

（
二
五
〇
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
世
界
統
一
論
者
」
と
は
、

篤
胤
自
身
や
近
世
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

柳
田
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
、
篤
胤
の
『
印
度
蔵
志
』
や
『
赤
県
太
古
伝
』
と

思
わ
れ
る
が
、
篤
胤
が
地
球
地
理
的
な
「
世
界
」
と
の
接
続
を
目
指
し
て
い
た
こ

と
に
対
し
て
、
そ
の
思
想
は
幕
末
期
の
大
国
隆
正
に
い
た
っ
て
「
地
球
上
の
言

語
、
地
球
上
の
文
字
こ
と
〴
〵
く
、
わ
が
古
伝
に
み
え
た
る
天
神
・
地
祇
の
み
は

か
ら
ひ
に
も
れ
ざ
る
こ
と
を
し
り
、
外
国
の
こ
と
を
も
集
め
て
大
成
し
、
わ
が
固

有
の
神
道
を
万
国
に
お
し
お
よ
ぼ
す
な
ん
」
と
い
う
理
解
に
発
展
し
て
い
く
。
隆

正
の
理
解
は
、「
万
国
総
帝
説
」
の
国
際
秩
序
観
と
し
て
現
実
政
治
へ
の
関
与
の

な
か
で
深
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
柳
田
が
批
判
す
る
「
世
界
統
一
論
者
」
と

は
、
平
田
神
道
の
教
説
を
読
み
替
え
て
成
立
し
て
い
く
近
代
の
学
説
に
射
程
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
柳
田
の
議
論
は
現
今
の
神
道
学
説
を
批
判
し
つ
つ
、「
古
典
」
に

依
拠
し
な
い
「
民
間
信
仰
」
の
価
値
を
訴
え
て
い
く
。
そ
の
「
民
間
信
仰
」
研
究

の
成
果
を
述
べ
て
い
く
の
が
後
半
部
の
内
容
で
あ
る
。

　

後
半
部
で
は
、
自
身
の
『
郷
土
研
究
』
に
よ
る
成
果
を
述
べ
る
か
た
ち
で
、
巫

女
と
若
宮
、
天
降
り
の
思
想
が
語
ら
れ
、
本
来
は
巫
女
が
神
の
意
思
を
伝
え
る
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
や
、
神
は
天
か
ら
降
り
て
く
る
も
の
で
、
常
設

の
社
殿
は
必
要
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
く
。

　

柳
田
は
、
ミ
コ
が
「
御
子
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
「
ミ
コ
即
ち
神
の
子
と
云
ふ

こ
と
」（
二
五
五
頁
）
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
「
神
様
の
眷
属
若
く
は
神
様
の
苗

裔
で
あ
る
故
に
、
神
と
人
と
の
中
間
に
立
つ
て
双
方
の
意
思
を
仲
介
し
得
る
と
考

へ
た
思
想
の
痕
跡
」（
二
五
六
頁
）
で
あ
り
、
御
子
神
は
「
耶
蘇
教
で
申
せ
ば
マ

リ
ア
女
の
大
奇
蹟
と
同
じ
や
う
な
、
童
貞
受
胎
の
物
語
」（
二
五
七
頁
）
に
比
さ

れ
て
い
く
。

父
な
く
し
て
子
を
産
む
と
云
ふ
伝
説
の
起
り
は
、
神
様
の
子
を
産
む
人
間
の

母
親
が
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
、
即
ち
半
分
は
人
間
半
分
は
神
様
、
人
間
を

母
と
し
神
を
父
と
し
て
出
来
た
其
子
供
が
、
一
番
神
様
の
霊
徳
を
人
間
に
宣

伝
す
る
に
適
し
て
居
る
と
考
へ
た
思
想
が
、
一
方
に
は
ミ
コ
と
云
ふ
名
を
作

り
、
他
の
一
方
に
は
今
日
到
る
処
の
神
社
の
末
社
に
、
王
子
又
は
若
宮
と
云
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ふ
小
社
を
遺
し
、
神
官
の
家
々
に
は
神
孫
神
に
仕
ふ
る
と
云
ふ
旧
伝
を
貴
ん

だ
の
で
あ
り
ま
せ
う
。（
二
五
八
頁
）

　

各
地
の
「
神
社
の
末
社
」
は
「
ミ
コ
」
た
ち
が
作
っ
て
い
っ
た
と
す
る
認
識
で

あ
り
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
神
官
の
家
々
」
と
は
、
明
治
以
降
の
「
神
官
々
選

の
制
度
」
に
よ
っ
て
没
落
し
て
い
く
世
襲
神
職
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
が
論

中
で
「
一
年
神
主
」
や
「
頭
屋
」
に
注
目
し
て
い
く
の
も
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の

「
神
主
」
の
職
掌
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
は
其
慣
習
が
段
々
影
が
薄
く
な
つ
て
、
任
命
せ
ら
れ
た
神
官
の
み
が
大

い
に
働
い
て
居
る
と
云
ふ
の
は
ど
う
云
ふ
訳
で
あ
る
か
と
申
す
と
、
最
近
日

本
の
神
道
は
是
だ
け
の
も
の
と
勝
手
に
き
め
て
し
ま
つ
た
人
々
が
え
ら
く

て
、
田
舎
に
在
る
此
等
の
古
い
慣
習
を
訳
も
無
く
看
過
し
た
か
ら
で
あ
ら
う

と
思
ひ
ま
す
。（
二
六
一
│
二
六
二
頁
）

　

そ
し
て
「
丸
々
縁
の
無
い
神
官
が
五
年
三
年
遠
方
か
ら
赴
任
し
て
来
て
、
統

一
々
々
と
言
つ
て
故
意
に
旧
規
を
忘
却
」（
二
六
二
頁
）
さ
せ
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。
失
わ
れ
て
い
く
民
間
信
仰
に
対
す
る
危
機
感
は
、
近
代
の
「
神
道
」
が

目
指
し
た
「
統
一
」
へ
の
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。

　

柳
田
は
、
民
間
信
仰
の
討
究
を
な
く
し
て
は
「
国
民
性
と
か
日
本
精
神
と
か
云

ふ
大
議
論
が
、
徒
ら
に
空
な
音
響
に
帰
し
て
し
ま
ふ
虞
が
あ
り
ま
す
」（
二
六
五

頁
）
と
述
べ
て
、
こ
れ
ま
で
の
神
道
説
は
「
国
民
の
精
神
生
活
に
対
す
る
観
察
か

ら
出
発
し
た
了
解
で
は
無
か
つ
た
」（
二
六
七
頁
）
と
ま
と
め
て
い
く
。

あ
な
た
方
は
又
別
の
御
考
を
持
つ
て
居
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
吾
々

の
如
き
境
遇
に
居
り
ま
す
者
の
考
で
は
、
学
問
は
何
処
ま
で
も
国
民
が
当
体

で
あ
り
ま
す
。
其
国
民
の
生
活
に
同
情
の
無
い
や
う
な
学
問
の
仕
方
に
対
し

て
は
反
対
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
殊
に
モ
ウ
一
段
高
い
所
か
ら
見
ま
し

て
も
、
目
前
の
事
実
を
軽
ん
ず
る
や
う
な
学
問
の
仕
方
に
は
賛
成
す
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ぬ
。
仮
定
と
神
代
巻
ば
か
り
に
基
い
た
神
道
と
云
ふ
も
の
に
は

賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
又
古
人
を
あ
な
た
方
見
た
様
な
哲
学
者
だ
と

見
ん
と
す
る
如
き
神
道
に
も
賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。（
二
六
七
頁
）

　

こ
う
し
て
「
神
道
私
見
」
は
、
現
実
の
政
策
批
判
か
ら
始
ま
り
、「
学
問
の
仕

方
」
の
批
判
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
「
神
道
私
見
」
を
取
り
上
げ

る
と
き
は
、「
柳
田
民
俗
学
」
と
の
連
続
性
か
ら
、
稚
拙
で
あ
る
、
あ
る
い
は
萌

芽
的
で
あ
る
な
ど
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
な
ぜ
柳
田
が

こ
の
よ
う
な
論
考
を
発
表
し
た
の
か
、
と
い
う
同
時
代
的
な
意
味
に
あ
る
。
な
に

よ
り
も
「
神
道
私
見
」
は
「
神
道
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
時

代
的
な
神
道
論
の
射
程
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
柳
田
が
批
判
す
る
「
神
道
の
学
者
」
や
「
哲
学

者
」、
ま
た
「
世
界
統
一
論
者
」
な
ど
は
、
具
体
的
に
誰
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
柳
田
の
テ
キ
ス

ト
の
み
な
ら
ず
、
大
正
期
当
時
の
神
道
研
究
の
状
況
に
視
野
を
広
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

三　

神
道
談
話
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
柳
田
が
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
出
入
り

し
て
い
た
神
道
談
話
会
な
る
研
究
会
の
存
在
で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
会
は
、
民
俗
学
史
に
お
い
て
は
名
前
だ
け
は
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で

あ
り
、
そ
れ
は
高
木
敏
雄
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
、
民

(
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俗
学
か
ら
は
そ
れ
以
上
の
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
神
道
史

研
究
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
組
織
だ
が
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
の
研
究
会
は
大
正
末
年
に
成
立
す
る
「
神
道
学
会
」
の
前
身
と
し
て
位
置

す
る
団
体
で
あ
っ
た
。

　

柳
田
は
高
木
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
自
身
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

最
初
高
木
君
と
自
分
と
は
、
本
郷
か
ら
小
石
川
へ
走
る
電
車
の
釣
革
に
ぶ
ら

下
り
つ
ゝ
、
此
雑
誌
を
出
す
陰
謀
を
企
て
た
。
丁
度
四
年
前
の
神
道
談
話
会

の
帰
途
で
あ
つ
た
。
あ
の
会
も
今
で
も
旧
に
依
つ
て
折
々
集
ま
つ
て
居
る
の

に
、
鷙
鳥
の
如
き
高
木
君
は
既
に
去
つ
て
別
天
の
雲
を
劈
き
つ
ゝ
あ
る
。

　
「
此
雑
誌
」
と
は
『
郷
土
研
究
』
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

に
同
誌
が
休
刊
す
る
際
の
記
事
で
あ
る
。「
今
で
も
旧
に
依
つ
て
折
々
集
ま
つ
て

居
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
柳
田
が
定
期
的
に
神
道
談
話
会
に
参
加
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
確
認
で
き
る
最
も
古
い
柳
田
の
参
加
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）

一
〇
月
の
第
八
回
例
会
で
、
こ
れ
は
『
石
神
問
答
』
や
『
遠
野
物
語
』
を
上
梓
し

た
年
で
も
あ
る
。
柳
田
の
神
道
談
話
会
へ
の
参
加
は
、
自
身
の
民
間
信
仰
研
究
の

関
心
と
同
時
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
は
、
柳
田
が
佐
々
木
喜
善
や
南
方
熊
楠

に
宛
て
た
書
簡
で
、
神
道
談
話
会
で
勝
善
神
に
つ
い
て
発
表
す
る
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
柳
田
が
同
時
期
に
伊
波
普
猷
に
宛
て
た
も
の
に
は
、
神
道
談
話

会
で
伊
波
の
研
究
を
紹
介
し
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
書
簡
の
内
容
を
、

伊
波
は
自
身
の
著
作
の
な
か
に
書
き
留
め
て
い
た
。

私
は
か
つ
て
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
に
「
古
琉
球
の
政
教
一
致
」
と
い
う
論
文

を
書
い
て
、
そ
の
切
抜
き
を
柳
田
国
男
氏
に
お
く
っ
た
と
こ
ろ
が
、
氏
は
さ

っ
そ
く
返
書
を
認
め
ら
れ
て
い
ろ
い
ろ
の
注
意
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
一
節
に
、
只
今
拝
読
し
了
り
大
な
る
刺
激
を
得
申
候
加
藤
玄
智

氏
等
の
仲
間
に
て
神
道
談
話
会
と
申
熱
心
な
る
研
究
者
の
団
体
有
之
此
連
中

に
一
読
さ
せ
申
度
存
罷
在
候
内
地
の
神
道
は
御
承
知
の
如
く
平
田
派
の
学
説

一
代
を
風
靡
し
之
に
反
し
て
説
を
為
す
者
を
仮
容
せ
ず
候
も
其
原
形
に
於
て

は
御
島
の
風
習
と
相
似
た
る
者
一
二
に
し
て
止
ま
ら
ず
半
月
来
古
き
人
類
学

会
雑
誌
を
集
め
南
島
の
信
仰
生
活
を
よ
り
〳
〵
窺
見
候
て
後
愈
驚
く
べ
き
共

通
を
発
見
致
候

　

こ
こ
か
ら
は
、「
加
藤
玄
智
氏
等
の
仲
間
」
と
い
う
表
現
と
と
も
に
、「
神
道
談

話
会
」
に
熱
を
入
れ
る
柳
田
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
同
時
に
、「
内
地
の
神

道
は
御
承
知
の
如
く
平
田
派
の
学
説
一
代
を
風
靡
し
之
に
反
し
て
説
を
為
す
者
を

仮
容
せ
ず
」
と
い
う
部
分
か
ら
は
、
す
で
に
「
神
道
私
見
」
に
通
じ
る
「
学
説
」

批
判
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
神
道
談
話
会
と
は
い
か
な
る
団
体
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

同
時
代
の
『
東
亜
之
光
』
や
『
神
社
協
会
雑
誌
』
な
ど
の
雑
誌
に
は
、「
彙
報
」

に
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
か
ら
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
ま
で
の
神
道
談

話
会
の
開
催
記
録
が
不
定
期
な
が
ら
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
『
神
社
協
会

雑
誌
』
に
は
、
神
道
談
話
会
の
講
演
録
を
載
せ
た
も
の
も
存
在
し
、
全
貌
と
は
言

え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
活
動
の
内
実
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
雑
誌
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
に
よ
れ
ば
、
神
道
談
話
会
は
東
京
帝
国

大
学
の
山
上
御
殿
で
不
定
期
に
開
か
れ
て
い
た
研
究
会
で
、
概
ね
一
か
月
程
度
の

間
隔
で
例
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
創
設
者
は
国
語
学
者
の
上
田
万

年
で
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
創
設
と
推
定
さ
れ
る
。
例
会
の
参
加
者
と

(
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し
て
は
筧
克
彦
と
加
藤
玄
智
の
名
が
筆
頭
で
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
も
発
表

者
や
参
加
者
に
は
、
田
中
義
能
・
清
原
貞
雄
・
宮
地
直
一
な
ど
神
道
研
究
の
基
礎

を
作
る
学
者
た
ち
を
は
じ
め
、
井
上
哲
次
郎
・
紀
平
正
美
・
亘
理
章
三
郎
・
山
本

信
哉
な
ど
の
国
民
道
徳
論
者
、
鳥
居
龍
蔵
や
白
鳥
庫
吉
な
ど
人
類
学
・
考
古
学
系

の
学
者
も
い
れ
ば
、
中
山
太
郎
・
金
田
一
京
助
な
ど
民
俗
系
の
人
物
や
、
宮
内
省

の
星
野
輝
興
、
佐
藤
獨
嘯
・
権
田
雷

と
い
っ
た
仏
教
者
ま
で
、
非
常
に
多
彩
な

人
物
が
神
道
談
話
会
に
結
集
し
て
い
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、「
神
社
非
宗
教
論
」
の
展
開
と
、
大
正
期
に
お
け
る
社
会
不

安
の
増
大
と
と
も
に
、「
神
道
」
言
説
が
教
派
神
道
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
、

国
民
思
想
の
体
現
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
動
向
が
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
淵
源
に
は
明
治
後
期
に
お
け
る
「
神
道
」
の
担
い
手
の
拡
大
に
よ
る
学
者
の

参
入
が
あ
り
、「
神
道
」
を
宗
派
の
教
学
と
し
て
で
は
な
く
、「
国
民
」
を
理
解
す

る
た
め
の
総
合
的
な
学
問
と
し
て
研
究
す
る
と
い
う
試
み
が
、
神
道
談
話
会
の
多

様
な
結
集
を
生
み
出
し
て
い
た
。
柳
田
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
揺
籃

期
の
神
道
研
究
の
場
に
参
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
『
神
社
協
会
雑
誌
』
に
は
、
柳
田
が
質
疑
を
行
っ

た
旨
の
記
録
が
あ
る
。

同
会
十
一
月
例
会
は
二
十
五
日
午
後
六
時
半
よ
り
例
の
如
く
山
上
御
殿
に
於

て
開
催
、
会
す
る
も
の
柳
田
国
男
氏
、
加
藤
博
士
、
紀
平
、
補
永
学
士
等
会

員
約
二
十
名
、
安
藤
幹
事
の
紹
介
に
つ
い
で
先
づ
太
田
亮
氏
立
た
れ
「
郷
研

究
よ
り
見
た
る
耶
馬
台
国
の
所
在
」
と
題
し
約
一
時
間
余
に
亘
り
講
演
あ
り

（
中
略
）
つ
い
で
中
川
忠
順
氏
立
た
れ
神
像
に
つ
い
て
と
題
し
約
一
時
間
半

に
亘
る
講
演
あ
り
（
中
略
）
右
終
わ
り
て
柳
田
国
男
氏
の
質
問
あ
り
、
午
後

十
時
に
近
く
散
会
せ
り
。

　

ま
た
、「
定
本
年
譜
」
の
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
は
、「
神
道
談
話
会
で

南
島
神
道
に
つ
い
て
話
す
」
と
あ
り
、
柳
田
が
大
正
年
間
を
通
し
て
長
期
的
に
神

道
談
話
会
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
く
に
同
会
は
、『
郷

土
研
究
』
や
『
民
族
』
で
柳
田
と
仕
事
を
し
て
い
く
人
物
が
多
く
出
入
り
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
柳
田
の
学
問
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
は
、
同
時
期
の
郷

土
会
と
と
も
に
、
東
京
帝
大
の
神
道
談
話
会
と
い
う
場
が
重
要
な
役
割
を
も
っ
て

い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
柳
田
は
神
道
談
話
会
と
関
係
を
も
ち
つ
つ
も
、
次
第
に
距
離
を
置
く

よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
年
譜
や
彙
報
な
ど
か
ら
、
柳
田
の
参
加
が
確
実
に

わ
か
る
の
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
〇
月
六
日
（
金
沢
床
三
郎
・
加
藤

玄
智
報
告
）、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
一
一
月
二
七
日
（
高
木
敏
雄
報
告
）、

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
四
月
二
三
日
（
柳
田
国
男
・
長
沼
賢
海
報
告
）、
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
九
月
二
五
日
（
鳥
居
龍
蔵
・
井
上
哲
次
郎
報
告
）、
大
正

九
年
（
一
九
二
〇
）
一
一
月
二
五
日
（
太
田
亮
・
中
川
忠
順
報
告
）、
大
正
一
一

年
（
一
九
二
二
）
二
月
二
三
日
（
柳
田
国
男
報
告
）
の
六
件
で
あ
り
、
と
く
に
明

治
末
期
か
ら
大
正
初
年
に
記
録
が
集
中
し
て
い
る
。
前
述
し
た
「
郷
土
研
究
の
休

刊
」
で
回
想
す
る
「
丁
度
四
年
前
」
の
神
道
談
話
会
の
例
も
あ
る
よ
う
に
、
雑
誌

記
録
か
ら
抽
出
で
き
な
い
分
を
考
慮
し
て
も
、
柳
田
は
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
神

道
談
話
会
に
熱
心
に
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
先
の
「
神
道
談

話
会
例
会
記
事
」
に
柳
田
が
参
加
者
の
筆
頭
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
珍

し
い
参
加
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
だ
ろ
う
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
か
ら
八
年
（
一
九
一
九
）
の
貴
族
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院
書
記
官
長
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
か
ら
一
三
年
（
一
九
二
三
）
の
国
際

連
盟
委
員
な
ど
の
多
忙
も
推
察
さ
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
神
道
談
話
会
で
の
議
論

の
方
向
性
に
、
柳
田
が
違
和
感
を
持
ち
始
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

柳
田
が
「
丁
度
四
年
前
」
と
回
想
し
て
い
た
こ
ろ
の
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

四
月
二
八
日
に
は
、
高
木
も
参
加
し
た
例
会
と
し
て
田
中
義
能
「
神
道
の
性
質
」

と
加
藤
玄
智
「
吾
国
の
神
の
感
念
の
二
方
面
と
佛
耶
両
教
」
の
発
表
が
あ
っ
た
。

こ
の
内
容
を
も
と
に
し
た
と
思
わ
れ
る
田
中
の
論
考
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

神
道
の
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
申
す
に
、
天
御
中
主
神
の
道
と

云
ふ
立
場
か
ら
見
る
と
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
包
含
し
て
居
る
の
で
あ
つ

て
（
中
略
）
篤
胤
が
儒
教
も
、
道
教
も
、
仏
教
も
、
ク
リ
ス
ト
教
も
皆
神
道

の
一
部
で
あ
る
と
申
し
た
の
も
直
ち
に
首
肯
せ
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
こ
の
普
遍
的
な
る
大
道
は
吾
々
が
国
民
と
し
て
こ
の
差
別
の
世
界
に
実
行

致
す
に
当
て
、
そ
の
間
に
色
々
の
着
色
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ
る
、
こ
の
着

色
を
帯
び
た
道
を
我
国
で
古
代
に
最
も
能
く
示
さ
れ
た
の
は
前
に
申
し
た
通

り
天
照
大
神
で
あ
る
、
こ
の
天
照
大
神
に
基
づ
く
道
が
今
日
通
常
申
す
処
の

神
道
で
あ
つ
て
、
こ
の
神
道
は
吾
々
が
国
民
に
常
に
必
ず
行
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
道
な
の
で
あ
る
。

　

田
中
の
議
論
は
、「
神
道
」
は
本
質
的
に
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
「
包
含
」
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
な
か
で
も
「
天
照
大
神
に
基
づ
く
道
」
は
「
国
民
に
常
に
必
ず
行

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
」
で
あ
る
と
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
篤

胤
の
理
論
が
、
近
代
的
な
「
国
民
道
徳
」
論
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
て
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
統
一
す
る
原
理
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
田
中
の
神

道
論
は
、
や
が
て
「
世
界
人
類
を
導
い
て
」
い
く
も
の
に
発
展
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
統
一
的
な
神
道
論
は
、
儒
仏
を
包
摂
す
る
「
古
神
道
」
論
を
提
示

す
る
筧
克
彦
の
議
論
と
も
親
和
性
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
加
藤
玄
智
も
同
日
の

講
演
で
「
ク
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
神
道
と
が
か
く
も
調
和
を
な
し
得
な
い
も
の
で

あ
ら
う
か
一
考
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
「
神
道
」
の
普
遍
性
を
志
向
し
て
い

る
。
田
中
と
筧
、
加
藤
は
神
道
談
話
会
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
柳
田
は
一
時
期
、

彼
ら
の
議
論
を
間
近
に
接
す
る
機
会
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

柳
田
が
批
判
す
る
「
哲
学
者
」
や
「
世
界
統
一
論
者
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
神

道
談
話
会
で
の
議
論
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
の
ち
に
「
民
俗
学
」

を
志
向
す
る
際
に
、「
フ
オ
ク
ロ
ア
の
取
り
扱
つ
て
居
た
題
目
は
、
神
道
の
歴
史

な
ど
を
調
べ
て
居
る
人
と
近
い
。
そ
れ
故
に
折
々
は
飛
ん
で
も
無
い
方
面
の
学
者

と
、
一
律
に
考
へ
ら
れ
て
迷
惑
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
我
々
に
は
兎
に
角
臆
断
の

哲
学
は
無
い
」
と
言
及
さ
れ
、「
筧
君
等
の
如
き
哲
理
」
に
基
づ
い
た
神
道
論
と

い
う
名
指
し
の
批
判
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
柳
田
が
回
想
し
た
高
木
敏
雄
と
の
出
会
い
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
も
そ

も
『
郷
土
研
究
』
そ
れ
自
体
が
、
神
道
談
話
会
と
は
別
の
観
点
か
ら
旗
揚
げ
し
よ

う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。

　

そ
れ
で
は
、
同
時
代
的
な
神
道
研
究
の
動
向
を
お
さ
え
た
と
こ
ろ
で
、
次
節
で

は
あ
ら
た
め
て
「
神
道
私
見
」
に
至
る
ま
で
の
柳
田
の
神
道
論
の
軌
跡
を
確
認

し
、
そ
の
射
程
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

四　

柳
田
の
大
正
期
神
道
論
と
そ
の
射
程

　

そ
も
そ
も
柳
田
が
、「
神
道
」
の
探
求
に
よ
っ
て
日
本
の
「
国
民
性
」
を
明
ら

か
に
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
最
初
期
の
談
話
録
で
あ
る
「
幽
冥
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談
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
柳
田
は
、
平
田
派
が
探
求
し
た
「
幽

冥
」
を
高
く
評
価
し
、
こ
れ
は
「
日
本
に
神
道
あ
つ
て
、
言
ひ
換
へ
て
見
れ
ば
神

様
と
人
の
分
界
が
出
来
て
か
ら
此
方
伝
わ
つ
て
居
る
」
も
の
と
さ
れ
、「
是
等
を

研
究
し
て
行
つ
た
な
ら
ば
一
面
に
国
々
の
国
民
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
、
殊
に
国
民
の
性
質
と
云
ふ
も
の
を
一
つ
の
方
法
に
依
て
計

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
と
思
ふ
」（
三
九
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

と
く
に
そ
の
関
心
は
、
記
紀
神
話
に
記
載
の
な
い
神
々
へ
の
注
目
と
し
て
あ
ら

わ
れ
、「
日
本
の
神
道
の
本
来
の
面
目
は
、
本
居
、
平
田
程
の
大
き
な
学
者
で

も
、
未
だ
十
分
に
説
明
し
尽
し
て
居
ら
な
か
つ
た
。
此
人
々
の
学
説
に
基
い
て
成

立
し
て
居
る
所
の
明
治
の
神
祇
道
も
、
随
つ
て
又
大
多
数
の
平
民
の
思
想
を
適
切

に
代
表
し
て
居
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
対
象
と
は
、「
こ
れ

ま
で
神
祇
官
系
統
の
国
学
者
に
由
つ
て
、「
名
も
無
き
藪
神
の
類
」
な
ど
ゝ
軽
し

め
ら
れ
て
居
た
諸
国
の
里
の
祠
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
神
名
帳
の
研
究
家
た
ち
が
記
紀
の
神
代
巻
に
著
れ
た
る
神
々
で
無
け
れ
ば
日
本

の
神
様
で
は
無
い
や
う
に
考
へ
て
居
た
時
代
は
夙
に
過
去
つ
た
」
と
い
う
宣
言
が

な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
表
明
の
背
景
に
は
、「
古
典
」
を
「
国
民
性
」
に
還
元
す
る
議
論

へ
の
批
判
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
明
治
後
期
に
お
け
る
芳
賀
矢
一
の

「
国
民
性
」
論
や
、
井
上
哲
次
郎
の
「
国
民
道
徳
」
論
な
ど
は
、「
神
道
」
の
特
殊

性
を
「
国
民
」
の
問
題
か
ら
論
じ
る
射
程
を
開
い
て
い
る
点
で
、
柳
田
の
方
法
的

関
心
か
ら
は
大
き
な
課
題
と
し
て
、
眼
前
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

近
代
の
神
道
研
究
は
、
健
全
な
「
国
民
性
」
や
「
国
民
道
徳
」
観
念
か
ら
、
純

粋
な
「
神
道
」
が
抽
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
柳
田
の
神
道
論
は
、
そ
う
し
た

近
代
的
な
価
値
観
か
ら
零
れ
落
ち
る
多
様
な
信
仰
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
っ
た
。「
申
す
迄
も
無
く
我
々
の
学
問
の
中
に
は
、
世
の
所
謂
淫
祠
と
か
邪
神

と
か
い
ふ
考
へ
方
の
、
入
つ
て
来
る
や
う
な
余
地
は
無
い
の
で
あ
る
」。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
古
典
」
に
あ
ら
わ
れ
な
い
無
名
の
神
々
が
信
仰
と
し
て
発

露
し
、
定
着
し
て
い
く
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
立
っ
た
と
き
、
柳
田
が
注
目

し
て
い
く
の
が
巫
女
の
存
在
で
あ
る
。

　

巫
覡
へ
の
注
目
は
、
早
く
に
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
「「
イ
タ
カ
」
及

び
「
サ
ン
カ
」」
に
み
ら
れ
、「
若
神
子
は
若
宮
と
云
ふ
語
に
同
じ
く
巫
覡
は
神
の

血
統
上
の
子
孫
な
る
故
に
常
人
よ
り
は
一
段
神
に
近
く
神
意
を
仲
介
す
る
に
適
す

と
信
ぜ
し
思
想
に
基
き
た
る
名
称
な
り
。
此
は
主
と
し
て
婦
人
の
職
業
に
し
て
単

に
ミ
コ
と
も
云
ひ
又
梓
神
子
と
も
称
す
」
と
、
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
認
識
と

と
も
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
巫
覡
が
新
た
な
神
意
を
獲
得
す
る
営
為
は
、
遊
行
に
よ

る
在
地
信
仰
と
の
交
流
の
結
果
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。
明
治
四
五
年
（
一
九
一

二
）
の
「
塚
と
森
の
話
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

神
社
な
ど
に
附
属
す
る
巫
女
に
は
一
生
独
身
の
清
浄
な
生
活
を
す
る
も
の
が

あ
る
が
、
村
々
に
入
り
込
ん
で
祈
禱
や
踊
で
生
活
を
し
て
居
る
婦
女
の
中
に

は
、
斯
の
如
き
夫
﹇
筆
者
注
：「
半
僧
半
俗
の
聖
」﹈
を
持
つ
て
居
る
の
が
多

か
つ
た
様
に
思
は
れ
る
。
民
間
の
学
問
が
衰
へ
て
か
ら
後
は
、
彼
等
は
殆
ん

ど
口
か
ら
出
任
せ
に
種
々
の
信
仰
を
勝
手
次
第
に
寄
せ
集
め
て
、
或
は
陰
陽

道
か
ら
出
た
禁
厭
や
、
祈
禱
の
如
き
も
の
を
取
入
る
れ
ば
或
は
昔
か
ら
村
に

存
在
し
て
居
つ
た
自
然
力
崇
拝
の
習
慣
を
も
加
へ
て
、
本
筋
の
修
験
道
や
念

仏
宗
の
外
に
、
一
種
え
た
い
の
知
れ
な
い
民
間
信
仰
を
作
り
上
げ
て
仕
舞
つ
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た
の
で
あ
る
。（
前
掲
「
塚
と
森
の
話
」
一
一
三
頁
）

　

村
々
の
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
民
間
信
仰
」
に
対
し
て
、
柳
田
の
評
価
は
微
妙

な
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
柳
田
が
得
よ
う
と
す
る
「
国
民
」
信
仰
の
実
際

で
あ
り
、
民
間
信
仰
研
究
が
「
国
民
」
理
解
に
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
。

「
学
者
の
学
説
の
感
化
は
、
文
字
あ
る
少
数
に
し
か
力
を
及
ぼ
さ
な
か
つ
た
」（
一

二
三
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
代
に
隆
盛
す
る
「
国
民
道
徳
」
論
に
よ
っ
て

選
別
さ
れ
て
い
く
、
健
全
な
「
国
民
」
像
に
対
す
る
危
機
感
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

い
た
。自

分
は
、
独
り
合
点
の
老
学
者
の
如
く
、
無
造
作
な
る
論
法
を
以
て
、
容
易

く
日
本
国
民
の
性
格
を
明
白
に
し
得
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
而
か
も
、
今
日

で
は
、
国
民
は
貴
賤
貧
富
の
差
別
な
く
一
国
の
政
治
に
結
び
付
け
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
少
数
の
智
識
あ
る
階
級
の
立
場
の
み
を
標
準
に
し

て
、
一
国
の
文
教
問
題
を
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る

辺
土
の
住
民
の
生
活
で
あ
つ
て
も
、
之
を
講
究
せ
ず
に
残
し
て
置
く
こ
と
は

出
来
な
い
（
前
掲
「
塚
と
森
の
話
」
一
二
三
│
一
二
四
頁
）

　

こ
の
「
独
り
合
点
の
老
学
者
」
か
ら
は
、『
郷
土
研
究
』
の
「
神
道
談
話
会
」

記
事
で
、「
老
大
人
」
と
揶
揄
さ
れ
て
い
た
井
上
哲
次
郎
が
想
起
さ
れ
る
。
柳
田

の
研
究
の
方
向
性
は
、
す
で
に
『
郷
土
研
究
』
以
前
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、「
国
民
道
徳
」
論
批
判
の
文
脈
か
ら
巫
女
論
は
進
展
し
た
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
柳
田
の
巫
女
論
は
『
郷
土
研
究
』
連
載
の
「
巫

女
考
」
か
ら
本
格
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
遊
行
す
る
民
間
宗
教

者
や
被
差
別
民
の
問
題
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
多
様
な
民
間
宗
教
者
た
ち
が
農
民
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

過
程
は
、
柳
田
の
関
心
の
「
封
印
」
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
否
定
的

に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
の
「
桂
女
由
来

記
」
の
冒
頭
記
述
は
、
そ
の
「
零
落
」
説
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

以
前
京
都
の
初
春
を
艶
な
ら
し
め
た
も
の
に
、
桂
女
（
カ
ツ
ラ
メ
）
と
称
す

る
一
団
の
女
性
が
あ
つ
た
。
類
を
同
じ
く
す
る
他
の
多
く
の
部
曲
が
、
夙
に

漂
遊
の
途
に
上
り
、
果
知
ら
ぬ
旅
を
続
け
て
居
た
に
反
し
て
、
不
思
議
な
愛

着
を
以
て
故
郷
の
土
に
親
し
み
、
桂
川
の
水
の
流
の
、
千
年
の
変
化
を
よ
そ

に
眺
め
つ
ゝ
、
静
か
に
伝
統
の
生
活
を
送
つ
て
居
た
。
併
し
現
代
の
物
を
忘

れ
る
力
に
は
、
ど
う
し
て
も
か
な
は
な
い
。
彼
等
も
い
つ
と
無
く
自
分
を
只

の
百
姓
と
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。

　

た
し
か
に
、「
只
の
百
姓
」
に
な
っ
て
い
く
と
す
る
見
方
を
取
り
上
げ
た
と

き
、
柳
田
の
学
問
が
農
耕
民
族
の
共
同
体
を
志
向
し
、
民
間
宗
教
者
を
切
り
捨
て

て
い
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
な
よ
う
に
思
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
土
着
論
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
「
巫
女
考
」
か

ら
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
祭
祀
の
始
ま
り
を
論
じ
る
う
え
で
、
重
要

な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
県
神
子
の
神
で
も
往
々
に
し
て
土
著
す
る
こ
と
が
あ
る
。
必
し

も
終
始
漂
泊
し
て
ば
か
り
は
居
ら
ぬ
。
一
定
の
地
に
祀
れ
ば
祠
も
出
来
る
杜
も
や

が
て
は
茂
る
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
神
意
を
得
た
ミ
コ
の
仕
え
る
神
が
、
神
社
の

信
仰
と
し
て
成
立
す
る
以
前
の
過
程
に
言
及
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ミ
コ
が
あ
る
神
の
神
意
を
受
け
取
れ
る
の
は
、
そ
の
神
と
血
縁
の
関

係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
ミ
コ
が
遊
行
し
た
う
え
で
土
着
す
る
た
め

に
、
祭
神
と
し
て
新
し
い
祭
祀
対
象
が
増
え
て
い
く
と
す
る
の
が
柳
田
の
提
示
す
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る
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
遊
行
が
な
さ
れ
る
原
因
と
し
て
「
統

一
」
の
事
業
を
あ
げ
、
吉
田
神
道
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

蓋
し
吉
田
家
の
配
下
な
る
者
は
近
世
に
及
ん
で
追
々
と
両
部
の
社
の
別
当
寺

の
手
か
ら
﹇
引
用
者
注
：「
神
子
」
を
﹈
奪
略
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

然
る
に
巫
女
は
本
の
社
を
離
れ
て
世
間
を
あ
る
き
自
由
勝
手
な
仕
事
を
し
て

居
た
為
に
、
新
神
道
の
教
義
を
以
て
十
分
に
之
を
統
一
す
る
こ
と
も
出
来

ず
、
従
つ
て
其
旧
支
配
者
を
圧
服
し
て
之
を
吉
田
の
部
下
と
す
る
方
法
に
苦

慮
し
つ
ゝ
ま
だ
目
的
を
完
成
せ
ざ
り
し
う
ち
に
世
の
中
が
改
ま
つ
て
し
ま
つ

た
の
で
あ
る
。（
前
掲
「
巫
女
考
」
二
〇
一
頁
）

　

近
世
社
会
で
本
所
を
も
て
な
い
「
神
子
」
に
対
し
て
、
社
家
と
山
伏
の
あ
い
だ

で
所
有
争
い
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
で
詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
柳
田
は
、
吉
田
の
裁
許
状
に
よ
る
「
新
神
道
の
教
義
」
で
も
「
統
一
」
で
き

な
い
信
仰
の
発
露
を
、
遊
行
す
る
ミ
コ
の
営
為
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
信
仰
を
掌
握
で
き
な
い
ま
ま
「
世
の
中
が
改
ま
つ
て
し
ま
つ
た
」、
つ
ま

り
明
治
維
新
を
迎
え
た
と
す
る
点
は
、
本
稿
の
よ
う
に
「
神
道
私
見
」
と
神
道
談

話
会
の
考
察
を
経
た
と
き
、「
種
々
の
神
道
は
、
世
が
改
ま
れ
ば
根
絶
し
て
殆
ど

跡
を
止
め
ず
」
と
い
う
「
神
道
私
見
」
の
主
張
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ

る
。

　

柳
田
は
「
巫
女
考
」
の
結
論
に
お
い
て
、「
遠
近
の
諸
国
を
漂
泊
し
廻
つ
て
居

た
多
く
の
ミ
コ
た
ち
が
、
機
会
を
見
附
け
て
ポ
ツ
〳
〵
土
着
し
、
次
第
に
只
の
百

姓
に
同
化
し
て
了
つ
た
と
云
ふ
事
実
」（
二
一
〇
頁
）
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
零
落
の
議
論
に
留
ま
ら
ず
、
な
ぜ
神
社
が
出
来
る
の
か
と
い
う
神
道
研
究
、

「
国
民
」
信
仰
の
問
題
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
。
柳
田
の
関
心
は
結
論
部
に
よ

く
示
さ
れ
て
い
る
。

蓋
し
日
本
書
紀
の
末
の
方
の
巻
々
を
見
て
も
、
巫
覡
の
徒
が
京
畿
近
国
に
充

満
し
て
居
た
こ
と
は
分
る
け
れ
ど
も
、
彼
等
が
移
動
漂
泊
を
常
の
生
活
と
し

て
居
た
と
云
ふ
痕
跡
に
至
つ
て
は
頓
と
之
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。（
中

略
）
然
る
に
追
々
と
田
舎
文
明
の
夜
が
明
け
て
、
武
家
と
謂
ふ
中
流
階
級
の

生
活
が
史
書
の
上
に
現
は
れ
て
来
る
頃
に
は
、
神
に
仕
へ
た
ら
し
い
游
行
の

女
婦
が
は
や
東
西
の
官
道
の
要
処
々
々
に
仮
住
を
し
て
居
る
。
而
も
其
状
勢

は
僅
か
づ
ゝ
の
変
更
を
以
て
一
千
年
の
間
を
持
続
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
何
と
な
れ
ば
多
年
国
民
の
信
仰
を
繫
い
で
居
た
村
々
の
小
さ
き
社

と
祠
、
及
び
菴
と
云
ひ
堂
と
云
ふ
も
の
の
多
数
は
、
巫
女
と
聖
の
最
も
盛
に

移
動
し
て
居
た
武
家
時
代
の
中
頃
に
、
而
も
彼
等
の
仲
介
に
由
つ
て
新
設
せ

ら
れ
た
ら
し
い
（
前
掲
「
巫
女
考
」
二
一
〇
頁
）

　

巫
女
は
「
移
動
漂
泊
を
常
の
生
活
」
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
遊
行

に
は
「
何
か
異
常
な
る
動
力
」（
二
一
〇
頁
）
が
必
要
だ
っ
た
。「
日
本
の
巫
女
と

云
ふ
階
級
は
、
社
会
組
織
の
然
ら
し
む
る
所
、
一
時
人
為
的
に
出
来
上
つ
た
国
民

の
中
の
一
分
派
に
過
ぎ
な
い
。
其
特
種
の
職
業
を
廃
す
れ
ば
再
び
百
姓
の
中
に
混

入
し
て
了
ふ
」（
二
一
三
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
柳
田
に
と
っ
て
は
、
漂
泊
よ
り

も
、
民
間
宗
教
者
が
移
動
し
た
の
ち
に
「
土
着
」
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
問
題

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
多
年
国
民
の
信
仰
を
繫
い
で
居
た
村
々
の
小

さ
き
社
と
祠
」
は
こ
の
遊
行
と
土
着
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
同
時
期
の
柳
田
が
南
方
熊
楠
の
神
社
合
祀
反
対
運
動
に

一
定
の
理
解
を
示
し
た
こ
と
も
頷
け
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
状
況
か
ら
柳
田
の
議
論
を
読
み
な
お
し
て
み
る
と
、

(

58(

柳
田
国
男
の
大
正
期
神
道
論
と
神
道
談
話
会
（
渡　

勇
輝
）

九
二



こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
る
柳
田
像
が
見
え
て
く
る
。
柳
田
の
議
論
は
、
民
間

宗
教
者
へ
の
視
点
を
閉
ざ
し
て
「
常
民
」
へ
転
向
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
は

じ
め
か
ら
「
国
民
」
の
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
同
時
代
の
「
国
民
道

徳
」
論
と
対
峙
す
る
べ
く
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

は
、
同
時
代
の
学
者
た
ち
が
理
想
と
す
る
近
代
的
な
「
国
民
」
像
と
は
異
な
る
、

別
の
「
国
民
」
像
を
、
近
代
以
前
の
民
間
信
仰
か
ら
照
射
し
よ
う
と
し
た
点
で
、

近
代
社
会
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
射
程
を
も
っ
て
い
た
。
農
政
官
僚
か
ら
出
発

し
た
柳
田
の
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
く
、
独
自
の
「
国
民
」
像
と
「
地
方
」

の
問
題
提
起
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
「
神
道
私
見
論
争
」
で
は
、
柳
田
が
「
学
問
は
何
処
ま
で
も
国
民
が

当
体
で
あ
り
ま
す
」（
前
掲
「
神
道
私
見
」
二
六
七
頁
）
と
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
河
野
は
「
常
に
多
数
の
国
民
を
当
体
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
た
と
ひ
少
数

で
あ
つ
て
も
、
正
し
い
生
活
、
健
全
な
る
思
想
の
国
民
を
当
体
と
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
反
論
す
る
。
こ
れ
に
柳
田
は
「
正
し
い
か
健
全
な
か
は
そ
ん
な
ら
誰
が
決

定
す
る
の
で
あ
る
か
」
と
書
面
に
も
関
わ
ら
ず
、
肉
声
が
届
き
そ
う
な
激
越
な
返

答
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
不
満
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
地
主
会
で
の
講
演
に
も
見

ら
れ
る
。「
私
は
多
く
の
道
徳
学
者
が
地
主
会
の
席
上
で
、
恩
恵
で
あ
る
義
俠
心

で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に
大
変
褒
め
奉
つ
て
、
あ
な
た
方
に
是
だ
け
の
事
を
お
さ
せ

申
さ
う
と
す
る
人
に
対
し
て
、
内
々
な
が
ら
反
抗
を
致
し
ま
す
（
中
略
）
一
国
の

人
民
が
残
ら
ず
幸
福
に
な
る
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
番
進
ん
だ
の
を

以
て
標
準
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
全
体
の
方
面
を
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
国
民
道
徳
」
論
の
理
念
が
選
び
取
っ
て
い
く
「
国
民
」

に
対
す
る
違
和
感
が
、
河
野
と
の
論
争
の
な
か
で
噴
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

柳
田
の
「
神
道
私
見
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
国
民
道
徳
」
論
が
「
神
道
」
と

い
う
表
現
を
ま
と
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
く
同
時
代
的
状
況
の
な
か
で
、「
幽
冥

談
」
以
来
の
問
題
関
心
を
結
実
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
柳
田
の
神
道
論
は
同
時
代
の
ど
の
よ
う
な
人
物
に
影
響
を
与
え
た

の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
そ
の
影
響
と
神
道
談
話
会
の
展
開
を
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
柳
田
の
大
正
期
神
道
論
の
行
く
末
を
確
認
し
た
い
。

五　
「
民
俗
学
」
の
志
向
と
神
道
学
会

　

柳
田
の
神
道
論
に
強
く
共
鳴
し
た
人
物
と
し
て
は
、
折
口
信
夫
の
名
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

柳
田
の
高
弟
で
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
折
口
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に

『
郷
土
研
究
』
に
投
稿
し
て
か
ら
柳
田
に
認
識
さ
れ
、
そ
の
初
対
面
は
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
の
郷
土
会
と
さ
れ
て
い
る
。

　

柳
田
の
学
問
に
触
れ
て
「
我
が
生
く
べ
き
道
に
出
た
と
感
じ
た
」
と
記
し
た
折

口
が
、「
神
道
私
見
論
争
」
に
対
す
る
反
応
と
し
て
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に

「
異
訳
国
学
ひ
と
り
案
内
」
を
提
出
し
、
國
學
院
大
學
の
同
僚
で
あ
り
、
上
司
で

も
あ
っ
た
河
野
を
批
判
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
ろ
折
口
は
、
友
人
の
小
林
謹
一
に
宛
て
た
書
簡
で
「
国
学
院
雑
誌
は
、

お
察
し
の
通
り
、
一
月
か
ら
い
よ
〳
〵
、
私
ど
も
で
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

わ
か
ら
ず
や
ど
も
と
喧
嘩
す
る
迄
は
、
や
つ
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
意
気
込

ん
で
お
り
、
事
実
『
國
學
院
雑
誌
』
で
は
折
口
の
「
零
時
日
記
」
を
皮
切
り
に
、

門
下
生
の
杉
本
舜
市
が
柳
田
の
著
作
を
紹
介
し
、
今
泉
忠
義
が
「
神
道
私
見
」
と
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ほ
ぼ
同
内
容
の
主
張
を
す
る
な
ど
、
國
學
院
大
學
の
一
部
に
お
い
て
柳
田
の
全
面

的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
始
ま
っ
て
い
た
。

　

折
口
自
身
、
先
述
の
「
異
訳
国
学
ひ
と
り
案
内
」
や
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二

二
）
の
「
現
行
諸
神
道
の
史
的
価
値
」
に
よ
っ
て
、
大
正
期
に
通
俗
化
し
て
い
く

神
職
た
ち
を
批
判
し
て
お
り
、
折
口
の
神
道
学
者
と
し
て
の
生
涯
は
、
柳
田
の
神

道
研
究
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
折
口
が
神
道
談
話
会
に
参
加
し
て
い
た
の
か
ど
う

か
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
折
口
の
出
席
記
録
は
現
状
確
認
で
き
て
い
な
い

が
、
神
道
談
話
会
に
は
、
折
口
が
「
最
後
の
国
学
者
」
と
仰
ぐ
三
矢
重
松
が
大
正

八
年
（
一
九
一
九
）
に
、
郷
土
会
の
中
山
太
郎
や
金
田
一
京
助
が
大
正
九
年
（
一

九
二
〇
）
に
講
演
し
て
い
る
た
め
、
國
學
院
大
學
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
折
口
が

同
席
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
と
く
に
折
口
は
、
後
継
団
体
で
あ
る
神
道

学
会
の
会
員
名
簿
に
柳
田
と
と
も
に
名
前
が
あ
り
、
早
い
段
階
か
ら
神
道
談
話
会

と
関
係
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
神
道
談
話
会
は
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
神
道
学

会
へ
と
発
展
す
る
。
そ
の
経
緯
は
、
学
会
を
組
織
し
た
田
中
義
能
が
、
会
長
上
田

万
年
へ
宛
て
た
追
悼
文
で
詳
し
く
回
想
し
て
い
る
。

先
生
は
神
道
の
学
的
研
究
の
機
関
と
し
て
、
神
道
談
話
会
を
起
し
、
斯
道
の

学
者
、
関
係
者
を
集
め
、
互
に
そ
の
研
究
を
発
表
せ
し
め
、
斯
学
の
発
達
に

尽
力
せ
ら
れ
た
。
予
が
、
先
生
の
文
学
部
長
に
在
職
せ
ら
る
ゝ
の
日
、
教

を
神
道
講
座
に
執
る
こ
と
ゝ
な
る
や
、
先
生
は
、
そ
の
経
営
せ
ら
れ
た
る
神

道
談
話
会
を
予
に
託
せ
ら
る
。
予
や
不
肖
に
し
て
、
先
生
の
委
託
の
任
に
堪

へ
ざ
る
を
虞
れ
た
る
も
、
さ
れ
ど
そ
の
委
託
を
蒙
る
や
、
微
力
を
致
し
、
先

生
の
会
長
と
し
て
指
導
の
下
に
神
道
学
会
を
起
し
、『
神
道
学
雑
誌
』
を
発

刊
し
、
以
つ
て
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

神
道
学
会
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
田
中
義
能
の
学
問
的
側
面
か
ら
研

究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
神
道
談
話
会
と
い
う
前
史
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
神
道
学
会
の
評
議
員
は
、
神
道
談
話
会
の
人
物
を
ほ
ぼ
引
き
継
い
で
い

る
。
同
学
会
の
巻
頭
言
で
は
「
普
遍
的
価
値
」
を
も
つ
「
わ
が
神
道
」
は
「
大
か

む
な
が
ら
の
道
」
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、「
自
ら
世
界
人
類
を
導
い
て
」「
か
く
て

世
界
は
、
天
壌
無
窮
の
我
が
皇
室
を
中
心
と
し
、
恒
久
の
平
和
を
建
設
、
人
生
終

局
の
理
想
を
実
現
す
る
」
と
謳
わ
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
沖
縄
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
経
て
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
『
民
族
』

を
創
刊
し
た
柳
田
は
、
そ
の
巻
頭
言
に
お
い
て
興
味
深
い
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

国
内
多
数
の
学
会
の
如
き
も
、
本
来
は
同
じ
目
的
を
以
て
設
立
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
つ
た
が
、
彼
等
は
統
一
に
急
な
る
余
り
、
必
ず
中
心
を
一
箇
に
し
て

鞏
固
に
之
を
守
持
し
た
為
に
、
や
が
て
亦
割
拠
対
峙
の
形
勢
を
生
じ
て
、
声

息
の
相
通
ぜ
ざ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
幸
に
我
々
は
之
に
反
し
て
甚
し
い

烏
合
の
衆
で
あ
り
、
又
異
な
り
得
る
限
り
境
遇
と
学
問
を
異
に
し
て
居
る
。

（
中
略
）
た
ゞ
一
点
の
合
致
は
日
本
民
族
の
過
去
生
活
の
真
相
が
、
最
も
雄

大
な
る
単
一
題
目
で
あ
つ
て
、
之
を
二
十
日
鼠
が
鏡
餅
に
対
す
る
や
う
に
、

方
々
か
ら
か
じ
る
べ
き
も
の
で
無
い
か
と
云
ふ
見
解
で
あ
つ
た
。

　

柳
田
の
「
統
一
」
批
判
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。
自
ら
組
織
す

る
団
体
を
「
烏
合
の
衆
」
と
位
置
づ
け
、「
日
本
民
族
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
く
そ

の
横
目
に
は
、
神
道
談
話
会
が
「
統
一
」
発
展
し
、「
世
界
人
類
」
の
教
導
へ
向

か
っ
て
い
く
様
子
が
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
こ
ろ
、
柳
田
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
一
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の

計
八
回
、
自
宅
で
「
民
俗
学
談
話
会
」
を
開
き
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
三

月
に
は
「
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
を
講
演
、
四
月
に
は
「
民
俗
学
の
現
状
」
を

講
演
す
る
な
ど
、「
民
俗
学
」
の
確
立
に
む
け
て
精
力
的
に
動
き
始
め
て
い
る
。

　

本
稿
の
よ
う
に
神
道
談
話
会
を
通
し
た
と
き
、
柳
田
に
よ
る
「
民
俗
学
」
の
志

向
は
、
神
道
談
話
会
か
ら
神
道
学
会
へ
と
い
う
動
向
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
大
正
期
の
新
興
学
問
は
、
同
時
代
の
「
帝
国
」
の

拡
大
と
「
民
族
」
と
い
う
問
題
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
柳

田
が
『
民
族
』
で
連
載
す
る
「
人
神
考
」
や
、
折
口
が
『
神
道
学
雑
誌
』
に
寄
せ

た
「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」
は
、「
神
道
学
」
の
主
流
派
か
ら
決
別
し
て
い

く
「
民
俗
学
」
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
は
、
近
代
神
道
史
に
お
い
て
「
民
俗
学
」
が
本
格
的
に
名
乗
り
を
あ
げ
て

い
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
序
章
と
し
て
位
置
し
て
い
た
も
の
が
「
神
道

私
見
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
柳
田
の
膨
大
な
テ
キ
ス
ト
は
、
近
代
神
道
史
と
い
う

視
角
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
な
広
が
り
と
深
み
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
神
道
私
見
」
に
至
る
ま
で
の
軌
跡
を
近
代
神
道
史
と
い
う
視
角

か
ら
論
じ
る
こ
と
で
、
柳
田
の
問
題
意
識
が
同
時
代
の
「
神
道
」
問
題
の
な
か
か

ら
発
生
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に
神
道
談
話
会
の
動
向
に
注
目

す
る
こ
と
で
、
揺
籃
期
の
神
道
研
究
に
接
し
た
柳
田
が
、「
国
民
道
徳
」
論
へ
の

違
和
感
を
起
点
と
し
て
、
連
続
的
な
関
心
を
も
っ
て
学
問
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た

こ
と
を
確
認
し
、「
神
道
私
見
」
は
そ
の
問
題
意
識
の
結
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
ま
た
、
大
正
末
年
に
至
る
神
道
学
会
の
成
立
と
、
柳
田
の
「
民
俗
学
」

の
志
向
が
競
合
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
柳
田
像
は
、「
日
本
民
俗
学
の
祖
」
と
い
う
枠
組
み
が
先
行
さ
れ

る
あ
ま
り
、
同
時
代
的
な
神
道
論
と
し
て
の
視
野
は
ほ
と
ん
ど
開
か
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
試
み
と
し
て
そ
の
入
口
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い

が
、
今
後
は
折
口
信
夫
の
神
道
論
と
も
比
較
す
る
こ
と
で
、
近
代
神
道
史
に
お
け

る
「
民
俗
学
」
の
射
程
を
同
時
代
的
な
問
題
か
ら
、
さ
ら
に
深
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
沖
縄
探
訪
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
体

験
に
つ
い
て
は
、
折
口
神
道
論
の
共
鳴
と
差
別
化
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
画

期
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
た
め
て
柳
田
農
政
学
か
ら
の
展
開

も
考
え
な
お
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
稿

を
あ
ら
た
め
て
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

〔
注
〕

村
上
重
良
『
国
家
神
道
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
〇
年
）。

赤
澤
史
朗
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
五

年
）。
阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四

年
）。
山
口
輝
臣
『
明
治
国
家
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
な

ど
。

成
田
龍
一
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』〈
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
4
〉（
岩
波
新

書
、
二
〇
〇
七
年
）。
住
友
陽
文
『
皇
国
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
│
│
個
人
創
造

の
思
想
史
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

畔
上
直
樹
『「
村
の
鎮
守
」
と
戦
前
日
本
│
│
「
国
家
神
道
」
の
地
域
社
会
史
』

（
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
）。

藤
田
大
誠
「
近
代
国
学
と
人
文
諸
学
の
形
成
」（
井
田
太
郎
・
藤
巻
和
宏
『
近
代
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学
問
の
起
源
と
編
成
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
四
三
│
六
一
頁
。

磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三

年
）。
桂
島
宣
弘
『
自
他
認
識
の
思
想
史
│
│
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
成
と

東
ア
ジ
ア
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
年
）。

木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
│
│
教
派
神

道
と
『
日
本
主
義
』
か
ら
「
国
家
神
道
」
へ
」（『
神
道
文
化
』
第
三
一
号
、
二
〇

一
九
年
）
四
七
│
八
一
頁
。

渡
勇
輝
「
近
代
神
道
史
の
な
か
の
「
神
道
私
見
論
争
」
│
│
国
民
的
「
神
道
」
論

の
出
現
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
五
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
三
│
一
六
一

頁
。

斎
藤
英
喜
『
折
口
信
夫
│
│
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
一
九
年
）。

内
野
吾
郎
『
新
国
学
論
の
展
開
│
│
柳
田
・
折
口
民
俗
学
の
行
方
』（
創
林
社
、

一
九
八
三
年
）。
林
淳
「
固
有
信
仰
論
の
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
」（
脇
本
平
也
・

田
丸
徳
善
編
『
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
精
神
文
化
』
新
曜
社
、
一
九
九
七
年
）
三
六
七

│
三
八
六
頁
。
由
谷
裕
哉
「
柳
田
國
男
「
神
道
私
見
」
に
お
け
る
神
社
観
の
再
検

討
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
〇
、
二
五
一
合
併
号
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
│
三
一
頁

な
ど
。

高
見
寛
孝
『
柳
田
國
男
と
成
城
・
沖
縄
・
國
學
院
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

黛
友
明
「「
神
道
私
見
」
の
戦
略
」（
柳
田
国
男
研
究
会
編
『
柳
田
国
男
以
後
・
民

俗
学
の
再
生
に
向
け
て
│
│
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
野
の
学
の
緊
張
』、
梟
社
、
二
〇

一
九
年
）
三
五
四
│
三
九
五
頁
。

遠
藤
潤
「
近
代
神
道
研
究
の
諸
相
│
│
柳
田
国
男
「
神
道
私
見
」
を
視
点
と
し

て
」（
佐
藤
文
子
・
吉
田
一
彦
編
『
日
本
宗
教
史
研
究
の
軌
跡
』〈
日
本
宗
教
史

6
〉
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
六
四
│
九
〇
頁
。

「
本
会
記
事
」（『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
一
八
三
輯
、
一
九
一
七
年
）
九

五
頁
。

「
神
道
私
見
論
争
」
は
、
高
見
前
掲
書
（
11
）、
黛
前
掲
論
文
（
12
）、
渡
前
掲
論

文
（
8
）
な
ど
を
参
照
。

柳
田
国
男
「
神
道
私
見
」（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇

〇
年
）
二
四
五
頁
。
以
下
、
柳
田
の
著
作
は
注
の
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
複
数

に
わ
た
る
同
文
献
の
引
用
は
本
文
中
に
頁
数
を
記
し
、『
柳
田
國
男
全
集
』
は

『
全
集
』
と
し
て
巻
数
の
み
を
記
し
て
、
著
者
名
を
省
略
し
た
。

「
河
野
省
三
氏
に
答
ふ
」（『
全
集
』
二
五
）
二
九
二
頁
。

阪
本
前
掲
書
（
2
）。

「
地
方
改
良
運
動
」
と
神
社
政
策
に
つ
い
て
は
、
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史

の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）。
赤
澤
前
掲
書
（
2
）。
畔
上
前

掲
書
（
4
）。
斎
藤
前
掲
書
（
9
）
な
ど
を
参
照
。

黛
前
掲
論
文
（
12
）
三
七
五
│
三
七
八
頁
。

田
澤
晴
子
『
吉
野
作
造
と
柳
田
国
男
│
│
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
生
ん
だ
「
在
野

の
精
神
」』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）。

桂
島
宣
弘
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
│
│
幕
末
国
学
と
民
衆
思
想
』（
増
補
改
訂

版
、
文
理
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
八
八
│
二
八
九
頁
。
水
野
雄
司
『
村
岡
典
嗣

│
│
日
本
精
神
文
化
の
真
義
を
闡
明
せ
む
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）

八
八
│
九
三
頁
。

山
下
久
夫
「
平
田
篤
胤
の
仏
教
│
│
世
界
像
の
変
容
の
中
で
」（『
現
代
思
想
』
第

四
六
巻
第
一
六
号
、
二
〇
一
八
年
）
三
七
九
│
三
八
九
頁
。
同
「
宣
長
・
篤
胤
の

神
代
像
の
意
味
│
│
近
世
後
期
の
神
話
創
造
と
し
て
」（
佐
藤
・
吉
田
編
前
掲
書

（
13
）『
日
本
宗
教
史
研
究
の
軌
跡
』）
二
二
五
│
二
五
〇
頁
。

大
国
隆
正
「
学
統
辨
論
」（『
平
田
篤
胤　

伴
信
友　

大
国
隆
正
』〈
日
本
思
想
大

系
五
〇
〉
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
四
九
二
頁
。

芳
賀
登
「
大
国
隆
正
の
学
問
と
思
想
」（
同
前
『
平
田
篤
胤　

伴
信
友　

大
国
隆

正
』）
六
四
四
│
六
四
九
頁
。
前
田
勉
『
近
世
神
道
と
国
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二

〇
〇
二
年
）
四
六
四
頁
。

先
駆
的
な
指
摘
と
し
て
鶴
見
和
子
『
漂
泊
と
定
住
と
│
│
柳
田
国
男
の
社
会
変
動

論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
一
九
七
│
二
一
三
頁
。
ま
た
、
佐
谷
眞
木
人

は
平
田
篤
胤
と
の
連
続
性
の
面
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。
佐
谷
眞
木
人
『
柳
田
国
男

│
│
日
本
的
思
考
の
可
能
性
』（
小
沢
書
店
、
一
九
九
六
年
）
七
二
頁
。

荒
井
庸
一
「
雑
誌
『
郷
土
研
究
』」（
柳
田
国
男
研
究
会
編
著
『
柳
田
国
男
伝
』
三

一
書
房
、
一
九
八
八
年
）
四
四
六
頁
。
大
藤
時
彦
『
日
本
民
俗
学
史
話
』（
三
一
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書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
六
頁
。
福
田
ア
ジ
オ
『
日
本
の
民
俗
学
│
│
「
野
」
の

学
問
の
二
〇
〇
年
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
七
四
頁
な
ど
。

「
郷
土
研
究
の
休
刊
」（『
全
集
』
二
五
、
初
出
一
九
一
七
年
）
二
三
二
頁
。

「
神
道
談
話
会
」（『
東
亜
之
光
』
第
五
巻
第
一
一
号
、
一
九
一
〇
年
）
一
四
九

頁
。
小
田
富
英
編
「
年
譜
」（『
柳
田
國
男
全
集
』
別
巻
一
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一

九
年
）
七
五
頁
。

「
佐
々
木
喜
善
氏
宛
三
九
」（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
別
巻
第
四
、
筑
摩
書
房
、
一

九
七
一
年
）
四
三
九
頁
。
飯
倉
照
平
編
『
柳
田
国
男　

南
方
熊
楠　

往
復
書
簡

集
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
二
七
一
頁
。

伊
波
普
猷
「
ユ
タ
の
歴
史
的
研
究
」（『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
七
五

年
）
三
四
九
頁
。

田
中
義
能
「
嗚
呼
会
長
上
田
先
生
」（『
神
道
学
雑
誌
』
第
二
三
号
、
一
九
三
八

年
）
六
頁
。
な
お
、
大
藤
前
掲
書
（
27
）
は
、
主
宰
を
今
泉
定
助
と
回
想
す
る

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
今
泉
の
関
与
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
九
年
第
二
号
（
一
九
二
〇
）
の
記
事
に

は
、「
出
席
す
る
も
の
筧
、
加
藤
両
博
士
を
初
め
会
員
廿
余
名
」
と
あ
り
、
ほ
か

に
も
両
者
を
筆
頭
と
す
る
記
事
は
三
件
み
ら
れ
る
。

渡
前
掲
論
文
（
8
）。

木
村
前
掲
論
文
（
7
）。

「
神
道
談
話
会
例
会
記
事
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
九
年
第
一
二
号
、
一
九
二

〇
年
）
三
一
頁
。

「
年
譜
」（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
別
巻
第
五
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
六
三

四
頁
。

「
神
道
談
話
会
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
二
年
第
五
号
、
一
九
一
三
年
）
三
九

頁
。

田
中
義
能
「
神
道
の
本
質
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
二
年
第
七
号
、
一
九
一
三

年
）
一
二
頁
。

田
中
の
学
問
形
成
と
「
国
民
道
徳
」
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
磯
前
前
掲
書

（
6
）
一
九
三
│
二
二
一
頁
。
髙
野
裕
基
「
田
中
義
能
に
よ
る
近
代
神
道
学
形
成

の
背
景
」（『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
四

年
）
六
九
│
九
〇
頁
を
参
照
。

田
中
義
能
「
巻
頭
言
」（『
神
道
学
雑
誌
』
第
一
号
、
一
九
二
六
年
）
八
頁
。

筧
の
「
古
神
道
」
論
に
つ
い
て
は
、
西
田
彰
一
『
躍
動
す
る
「
国
体
」
│
│
筧
克

彦
の
思
想
と
活
動
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

加
藤
玄
智
「
吾
國
に
於
け
る
神
の
観
念
の
二
方
面
と
佛
耶
両
教
」（『
神
社
協
会
雑

誌
』
第
一
二
年
第
六
号
、
一
九
一
三
年
）
八
頁
。

「
郷
土
研
究
と
い
ふ
こ
と
」（『
全
集
』
四
、
初
出
一
九
二
五
年
）
一
四
四
頁
。

「
人
柱
と
松
浦
佐
用
媛
」（『
全
集
』
一
一
、
初
出
一
九
二
七
年
）
三
六
二
頁
。

「
幽
冥
談
」（『
全
集
』
二
三
、
初
出
一
九
〇
五
年
）
三
九
八
頁
。

「
塚
と
森
の
話
」（『
全
集
』
二
四
、
初
出
一
九
一
二
年
）
一
二
二
頁
。

「
白
い
鶏
」（『
全
集
』
二
四
、
初
出
一
九
一
四
年
）
四
七
四
頁
。

「
一
言
主
考
」（『
全
集
』
二
五
、
初
出
一
九
一
六
年
）
四
〇
頁
。

赤
澤
前
掲
書
（
2
）
六
五
│
六
六
頁
。

「
人
を
神
に
祀
る
風
習
」（『
全
集
』
二
七
、
初
出
一
九
二
六
年
）
一
六
五
頁
。

「「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」」（『
全
集
』
二
四
、
初
出
一
九
一
一
年
）
六
二
頁
。

田
澤
前
掲
書
（
21
）
六
二
頁
。

「
神
道
談
話
会
」（『
全
集
』
二
五
、
初
出
一
九
一
三
年
）
三
〇
九
頁
。

赤
坂
憲
雄
『
漂
泊
の
精
神
史
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）。

「
桂
女
由
来
記
」（『
全
集
』
二
六
、
初
出
一
九
二
五
年
）
三
四
九
頁
。

「
巫
女
考
」（『
全
集
』
二
四
、
初
出
一
九
一
三
年
）
一
五
三
頁
。

高
埜
利
彦
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九

年
）。
西
田
か
ほ
る
「
神
子
」（
高
埜
利
彦
編
『
民
間
に
生
き
る
宗
教
者
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
一
│
八
九
頁
な
ど
。

河
野
省
三
「
柳
田
法
学
士
の
「
神
道
私
見
」
を
読
む
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
二
四

巻
第
五
号
、
一
九
一
八
年
）
二
六
頁
。

「
河
野
省
三
氏
に
答
ふ
」（『
全
集
』
二
五
、
初
出
一
九
一
八
年
）
二
九
二
頁
。

「
地
主
諸
君
の
考
究
す
べ
き
新
問
題
」（『
全
集
』
二
五
、
初
出
一
九
一
六
年
）
一

九
五
頁
。

長
谷
川
政
春
「
評
伝
」（
西
村
亨
編
『
折
口
信
夫
事
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八

八
年
）
六
八
五
頁
。
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折
口
信
夫
「
追
ひ
書
き
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九

五
年
）
四
六
六
頁
。

中
村
生
雄
『
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
論
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
）
一
七
一

頁
。
伊
藤
好
英
『
折
口
信
夫
│
│
民
俗
学
の
場
所
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）

二
八
五
頁
。
斎
藤
前
掲
書
（
9
）
七
〇
頁
な
ど
。

折
口
信
夫
「
五
九　

大
正
九
年
十
一
月
二
十
二
日
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
四

巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
）
九
七
頁
。

杉
本
舜
市
「
喜
田
博
士
の
態
度
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
二
七
巻
第
二
号
、
一
九
二

一
年
）
六
八
│
七
〇
頁
。

今
泉
忠
義
「
日
本
古
代
生
活
研
究
者
の
群
れ
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
二
七
巻
第
三

号
、
一
九
二
一
年
）
五
七
│
五
九
頁
。

斎
藤
前
掲
書
（
9
）
三
一
頁
、
四
七
│
八
八
頁
。

「
神
道
談
話
会
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
八
年
第
一
一
号
、
一
九
一
九
年
）
三

〇
│
三
一
頁
。

「
神
道
談
話
会
記
事
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
九
年
四
号
、
一
九
二
〇
年
）
二

四
頁
。「
神
道
談
話
会
記
事
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
一
九
年
第
五
号
、
一
九
二

〇
年
）
三
六
頁
。

「
会
員
名
簿
」（『
神
道
学
雑
誌
』
第
四
号
、
一
九
二
八
年
）
二
一
四
頁
。

田
中
前
掲
（
32
）「
嗚
呼
会
長
上
田
先
生
」
六
頁
。

磯
前
前
掲
書
（
6
）。
髙
野
前
掲
論
文
（
40
）。
斎
藤
前
掲
書
（
9
）
な
ど
。

田
中
前
掲
（
41
）「
巻
頭
言
」
五
│
八
頁
。

「
編
輯
者
の
一
人
よ
り
」（『
全
集
』
二
六
、
初
出
一
九
二
五
年
）
四
八
五
│
四
八

六
頁
。

鈴
木
正
崇
「
日
本
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
学
問
の
系
譜
│
│
宇
野
圓
空
と
そ
の
時
代
」

（
平
藤
喜
久
子
編
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
聖
な
る
も
の
／
古
代
的
な
る
も
の
』
北
海
道

大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
│
五
〇
頁
。

詳
細
は
斎
藤
前
掲
書
（
9
）
一
七
七
│
二
一
〇
頁
を
参
照
。

（
わ
た
り　

ゆ
う
き　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
斎
藤　

英
喜　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
九
日
受
理
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
「
巫
女
（
ミ
コ
）」
の
存
立
に
関
す
る
史
的
研
究
の
一
環
で
あ
り
、
日

本
の
ミ
コ
の
圧
倒
的
多
数
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、
説
話
集
と
『
小
右

記
』
の
記
録
、
お
よ
び
精
神
医
学
よ
り
検
証
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
中
近
世
の
史
料
を
概
観
す
る
と
、
神
仏
や
霊
と
の
交
信
に
よ
り
託
宣
や

口
寄
せ
を
行
う
宗
教
者
は
「
ミ
コ
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
。
現

在
で
は
、
神
社
で
若
い
女
性
が
巫
女
と
し
て
白
い
小
袖
と
緋
袴
の
姿
で
お
守
り
な

ど
を
販
売
し
、
神
事
時
に
は
千
早
を
纏
い
神
楽
を
舞
う
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
東
北
地
方
で
は
「
カ
ミ
サ
マ
」
や
「
ゴ
ミ
ソ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
神
子
が

神
事
を
取
り
仕
切
り
、
ま
た
、
今
日
極
め
て
少
数
に
な
っ
て
い
る
が
、
視
力
に
障

害
の
あ
る
イ
タ
コ
と
呼
ば
れ
る
霊
能
者
が
亡
き
人
の
口
寄
せ
を
行
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
人
々
は
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
。

　

一
方
、
世
界
を
見
渡
せ
ば
、
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
や
Ｉ
・
Ｍ
・
ル
イ
ス
は
北
東
ア

『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
た
ち

│
│
女
性
へ
の
特
化
と
「
ミ
コ
女
性
論
」
│
│

堀

岡

喜
美
子

研
究
ノ
ー
ト

　

日
本
の
歴
史
上
、
神
仏
や
霊
と
の
意
思
伝
達
者
（
託
宣
者
）
は
ミ
コ
と
称

さ
れ
そ
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
。
柳
田
國
男
は
そ
の
理
由
を
古
代
か
ら
の

「
女
性
の
特
性
」
に
あ
る
と
説
い
て
い
る
（「
ミ
コ
女
性
論
」）。
し
か
し
、
古

代
か
ら
の
史
料
を
概
観
す
る
と
、
女
性
が
「
託
宣
者
」
と
し
て
「
特
化
」
す

る
の
は
摂
関
期
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
摂
関
政
治
隆
盛
期
の
公
卿
藤
原
実

資
の
日
記
『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
特

性
は
女
性
に
よ
る
直
接
言
語
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
た
。
な
ぜ
、
摂
関
期
に

託
宣
者
が
女
性
に
特
化
さ
れ
た
の
か
、
当
時
の
貴
族
女
性
が
置
か
れ
た
状
況

を
社
会
史
、
精
神
医
学
か
ら
検
証
し
た
。
結
果
、
女
性
の
苦
難
、
葛
藤
か
ら

の
脱
却
手
段
と
し
て
現
れ
る
憑
依
現
象
が
、
託
宣
者
と
し
て
認
識
さ
れ
た
可

能
性
を
導
き
出
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

 「
ミ
コ
女
性
論
」、
摂
関
政
治
、
女
性
の
苦
悩
、
直
接
言
語
託

宣
者
、
憑
依
現
象

〔
抄　
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ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
各
地
の
調
査
か
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
霊
界
を
自
由
に

徘
徊
し
、
神
霊
を
支
配
す
る
と
さ
れ
る
霊
能
者
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
が
、
彼
ら
の
大
勢
は
男
性
で
あ
る
。
日
本
の
ミ
コ
は
、
そ
の
機
能
や
役
割

か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
厳
密
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
言
え
な
い
が
、
神
霊
と
の
交

流
者
と
し
て
広
義
な
解
釈
の
範
疇
で
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

柳
田
國
男
は
日
本
の
霊
能
者
（
ミ
コ
）
に
女
性
が
多
い
の
は
、
女
性
の
「
特
殊

生
理
」
や
感
じ
や
す
い
「
特
性
」
か
ら
で
あ
る
と
し
（
本
稿
で
は
、
こ
の
論
を
仮

に
「
ミ
コ
女
性
論
」
と
す
る
）、
ミ
コ
は
古
代
よ
り
祭
祀
は
も
と
よ
り
社
会
や
家

庭
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
論
は
、
今
日
に
お

い
て
も
民
俗
学
や
文
学
な
ど
に
、
い
わ
ば
「
文
化
」
と
し
て
根
強
い
影
響
を
与
え

て
い
る
。

　
「
ミ
コ
女
性
論
」
に
つ
い
て
、
義
江
明
子
や
溝
口
睦
子
は
古
代
で
は
霊
能
者
は

男
女
共
に
存
在
す
る
事
実
か
ら
反
論
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
祭
祀
の
役
割
な
ど
か

ら
の
検
討
の
重
要
性
を
提
起
し
、「
女
性
の
特
殊
性
」
や
「
妹
の
力
」
か
ら
の
解

放
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ミ
コ
女
性
論
」
が
古
代
以
降

の
ミ
コ
の
実
態
、
す
な
わ
ち
中
世
に
お
け
る
女
性
史
・
社
会
史
全
般
か
ら
の
検
証

が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
い
つ
頃
か
ら
な
ぜ
女
性
が
「
ミ
コ
」
と
し
て

「
特
化
」
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
以
上
の
問
題
意
識
よ
り
、
史
料
か
ら
「
ミ
コ
女
性
論
」
を
検
証

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
の
史
料
、
す
な
わ
ち
六
国

史
、
説
話
集
、
貴
族
の
日
記
類
等
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀

の
摂
関
期
に
お
い
て
「
霊
性
」
能
力
で
あ
る
託
宣
が
女
性
に
よ
っ
て
際
立
つ
こ
と

を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
摂
関
期
の
公
卿
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
に
は
、

十
数
件
の
直
接
言
語
に
よ
る
託
宣
に
関
す
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

託
宣
者
の
す
べ
て
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
摂
関

期
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
託
宣
者
が
女
性
に
特
化
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
態
が
「
ミ
コ
女
性
論
」
と

ど
の
よ
う
な
繫
が
り
が
あ
る
の
か
、
摂
関
期
社
会
の
社
会
状
況
、
特
に
女
性
が
置

か
れ
た
実
態
を
検
証
し
、
そ
の
上
で
精
神
医
学
か
ら
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

　

な
お
、
従
来
女
性
霊
能
者
の
表
記
は
主
に
「
巫
女
」、
あ
る
い
は
「
神
子
」
と

表
記
す
る
こ
と
が
「
慣
例
」
で
あ
る
が
、
歴
史
史
料
に
「
巫
女
」
が
現
出
す
る
の

は
十
二
世
紀
前
半
の
神
社
巫
女
か
ら
で
あ
り
（
拙
稿
参
照
）、
ま
た
「
神
子
」
が

一
般
化
す
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
巫
女
」
の

前
史
を
論
ず
る
本
稿
で
は
資
料
記
録
以
外
は
原
則
と
し
て
「
ミ
コ
」
と
す
る
。

一
章　

古
代
か
ら
平
安
期
に
お
け
る
託
宣
者
の
変
遷
・
推
移

　

今
章
で
は
、
日
本
の
歴
史
上
に
お
い
て
ミ
コ
の
主
た
る
職
掌
で
あ
る
託
宣
（
口

寄
せ
、
託
く
な
ど
も
含
む
）、
す
な
わ
ち
神
仏
や
御
霊
か
ら
の
意
思
伝
達
が
、
男

性
よ
り
女
性
優
位
の
状
況
が
い
つ
頃
か
を
検
証
す
る
。
時
代
の
変
化
に
よ
り
て
託

宣
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
を
検
証
す
る
対
象
史
料
と
し
て
、
適

切
と
思
わ
れ
る
一
つ
が
「
説
話
集
」
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
「
六
国

史
」
お
よ
び
そ
の
他
の
多
く
の
史
料
す
べ
て
の
託
宣
者
掌
握
は
極
め
て
困
難
で
あ

り
見
落
と
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
説
話
集
で
は
古
代
か
ら
中
世
の
継
続
し
た
情
報

を
比
較
的
短
簡
に
、
か
つ
確
実
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
登
場
人
物
が
男
女
を

問
わ
ず
、
庶
民
か
ら
皇
族
・
貴
族
と
幅
広
い
階
層
の
人
々
を
対
象
と
し
て
い
る
。

(

1 (

(
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(

3 (
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③
当
時
の
社
会
事
象
（
政
治
・
宗
教
な
ど
）
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
事
象
も
対

象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
、
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
中
期
の
代
表
的
説
話
集
『
沙
石
集
』
で
は
、
託
宣
者
は
ミ
コ
・
か
む
な
ぎ

と
し
て
女
性
に
特
化
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
ミ
コ
＝
女
性
と
し
た
認
識
が

一
般
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
今
章
で
は
、
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初

期
の
代
表
的
な
説
話
集
か
ら
、
託
宣
者
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
探
る
。

1　
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』・『
今
昔
物
語
集
』

　

今
節
で
は
、
平
安
初
期
か
ら
平
安
中
期
に
編
ま
れ
た
説
話
集
か
ら
の
検
討
を
行

う
。

　
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
、『
霊
異
記
』）
は
、
平
安
初
期
に
薬
師
寺

の
沙
門
（
私
度
僧
）
景
戒
が
撰
述
し
た
仏
教
説
話
集
で
、
上
・
中
・
下
の
三
部
か

ら
な
り
約
一
一
六
編
の
物
語
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
奈
良
時
代
を
背
景
と
し

た
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
後
に
撰
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
原
形
と
な
る

も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
次
の
三
編
に
「
卜
者
」
が
登
場

す
る
。

①　

中
巻　

第
五
話
「 

漢
神
の
祟
ニ
依
り
牛
を
殺
し
て
祭
り
、
又
放
生
の
善
を
修

し
て
、
現
に
善
悪
の
報
を
得
る
縁
」

　

こ
の
話
の
内
容
は
聖
武
天
皇
時
代
に
富
者
が
、
漢
神
の
祟
り
の
た
め
に
牛
を
七

年
間
毎
年
一
頭
ず
つ
殺
し
祭
っ
た
が
、
祭
り
を
終
え
た
途
端
に
重
症
に
な
り
、
あ

ら
ゆ
る
治
療
を
行
っ
た
が
改
善
し
な
い
た
め
、「
卜
者
」
に
よ
る
お
祓
い
や
祈
禱

を
行
っ
た
が
良
く
な
ら
ず
、
富
者
は
こ
れ
は
牛
を
殺
し
た
所
為
で
あ
る
と
思
い
、

そ
の
後
生
き
物
を
放
生
す
る
よ
う
に
し
、
そ
の
善
に
よ
っ
て
地
獄
よ
り
生
還
し

た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
「
卜
者
」
は
託
宣
で
は
な
く
、
お
祓
い
や
祈
禱
を
行
う
人
物
と
し
て

登
場
し
て
い
る
。

②　

中
巻　

第
十
六
話
「 

布
施
せ
不
る
と
放
生
す
る
と
に
依
り
て
、
現
に
善
悪
の

報
を
得
る
縁
」

　

こ
の
話
の
内
容
は
前
話
と
同
様
聖
武
天
皇
時
に
、
富
者
の
使
用
人
が
富
者
の
言

い
つ
け
を
守
ら
ず
、
老
婆
へ
の
布
施
を
怠
っ
た
が
、
牡
蠣
十
個
を
放
生
し
た
。
使

用
人
は
山
に
薪
を
取
り
に
行
き
木
か
ら
落
ち
死
ん
だ
が
、「
卜
者
」
に
乗
移
り

「
わ
た
し
の
体
を
焼
か
ず
七
日
間
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
」
と
述
べ
、
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
生
き
返
っ
た
。
こ
れ
も
因
果
応
報
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
。

③　

下
巻　

第
三
十
一
話
「
女
人
、
石
を
産
生
み
て
神
と
し
齋
ク
縁
」

　

こ
れ
は
桓
武
天
皇
の
世
に
、
独
身
の
女
性
が
男
性
と
関
係
を
持
た
ず
し
て
懐
妊

し
、
二
つ
の
石
を
生
み
、
近
く
の
神
が
「
卜
者
」
に
託
い
て
「
其
の
産
め
る
二
つ

の
石
は
、
是
れ
我
が
子
な
り
」
と
い
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
柳
田
國

男
が
「
玉
依
姫
考
」
に
も
書
い
て
い
る
。　

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

　

①
と
②
は
い
ず
れ
も
悪
行
を
成
し
て
も
、
放
生
な
ど
の
善
行
を
行
え
ば
仏
法
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
仏
教
の
因
果
応
報
を
説
い
た
話
で
あ
り
、
③
は
地
域
神

の
石
信
仰
縁
起
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

三
話
中
で
の
「
卜
者
」
の
役
割
は
、
①
で
は
お
祓
い
や
祈
禱
で
あ
り
、
②
は
死

人
が
卜
者
に
乗
り
移
り
死
人
の
言
葉
を
託
し
、
③
は
神
が
卜
者
に
乗
り
移
り
神
の

言
葉
を
託
し
て
い
る
。
お
祓
い
や
祈
禱
、
お
よ
び
死
人
や
神
が
乗
り
移
っ
て
言
葉

を
託
す
役
割
は
巫
（
巫
覡
）
と
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
卜
者
」
は
巫
と
理
解
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さ
れ
よ
う
。
な
お
、
本
稿
で
の
引
用
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
霊
異
記
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
十
一
刷
版
）
か
ら
で
あ
り
、
卜
者
は
「
カ
ミ
ナ
ギ
」

と
ふ
り
が
な
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
物
語
か
ら
窺
え
る
の
は
、
奈
良
時
代
に
は
卜
者
な
る
巫
が
、
仏
教
、

神
道
、
あ
る
い
は
他
国
の
神
や
地
域
神
な
ど
様
々
な
宗
教
が
混
在
す
る
人
々
の
な

か
で
活
躍
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
か
ら
は
卜
者
の
性
別
を
推
し

量
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

次
に
『
今
昔
物
語
集
』
に
つ
い
て
、
諸
説
は
あ
る
が
平
安
中
期
の
十
二
世
紀
、

白
河
・
鳥
羽
院
政
期
頃
に
撰
述
さ
れ
た
と
さ
れ
る
仏
教
説
話
集
で
あ
り
、
作
者
は

不
明
で
あ
る
。
三
十
一
巻
、
約
一
二
〇
〇
編
の
物
語
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
内
容

は
仏
教
に
関
す
る
も
の
か
ら
世
俗
的
な
内
容
と
実
に
多
岐
に
わ
た
り
、
今
日
の
文

学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
物
語
に
よ
り
編
集
さ

れ
て
い
る
が
、
明
確
に
巫
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
一
編
の
み
で
あ
り
、

ま
た
、
神
や
霊
、
そ
の
他
狐
な
ど
が
乗
り
移
り
言
葉
を
発
す
る
と
し
た
物
語
も
数

編
に
す
ぎ
ず
、「
託
宣
」
と
い
う
語
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

神
や
そ
の
他
が
乗
り
移
っ
た
物
語
が
次
の
三
編
で
あ
る
。

　

①　

巻
二
十
七
第
四
十　

狐
人
に
託
き
て
取
ら
れ
る

　

②　

巻
二
十
三
第
十
七　

尾
張
国
女
伏
す
、
美
濃
狐
付
き
女

　

③　

巻
二
十
六
第
六　
　

美
作
国
神
主
に
神
付
き

　

巫
に
関
す
る
物
語
が
次
で
あ
る
。

◎　

巻
三
十
一
第
二
十
六　

打
臥
御
子
巫
語

今
昔
、
打
臥
せ
ノ
御
子
ト
云
フ
巫
世
ニ
有
ケ
リ
。
昔
ヨ
リ
賀
茂
ノ
巫
ト
云
フ

事
ハ
不
聞
ヌ
ニ
、
此
レ
ハ
賀
茂
ノ
若
宮
ノ
託
セ
給
フ
ト
ゾ
云
ケ
ル
。「
何
ナ

レ
バ
此
ク
打
臥
ノ
御
子
ト
ハ
云
フ
ゾ
」
ト
思
ヘ
バ
、
打
臥
ノ
ミ
物
ヲ
云
ケ
レ

バ
、
打
臥
ノ
御
子
ト
ハ
云
ケ
ル
也
ケ
リ

　

概
要
は
、「
今
は
昔
、
賀
茂
の
若
宮
が
託
き
、
か
つ
打
ち
臥
せ
て
物
言
う
の
で

「
打
臥
せ
の
御
子
」
と
呼
ば
れ
る
巫
が
い
た
。
こ
の
巫
の
言
う
こ
と
は
悉
く
当
た

り
、
藤
原
兼
家
も
つ
ね
に
召
し
て
、
自
ら
が
正
装
し
膝
を
枕
に
し
お
尋
ね
に
な
っ

た
。
云
々
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
巫
は
賀
茂
の
若
宮
の
御
子
が

憑
き
、
打
ち
伏
し
て
物
言
う
の
で
「
打
臥
せ
の
御
子
」
と
言
わ
れ
、『
大
鏡
』
兼

家
伝
に
も
同
様
の
話
が
あ
る
が
、
こ
の
巫
の
性
別
を
表
す
記
述
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　

以
上
、
平
安
初
期
か
ら
平
安
中
期
を
代
表
す
る
説
話
集
に
お
け
る
託
宣
者
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
そ
の
特
質
は
第
一
に
、
多
く
が
卜
者
・
巫
（
か
ん
な

ぎ
）、
憑
き
女
、
あ
る
い
は
神
職
者
の
神
主
で
あ
り
、
そ
の
生
業
が
呪
術
者
と
し

て
存
立
し
て
い
る
。
第
二
に
、「
憑
き
女
」
と
し
て
女
性
を
特
定
で
き
る
例
は
一

件
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
の
件
に
関
し
て
は
明
確
に
性
別
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
の
二
点
で
あ
る
。

2　
『
古
事
談
』・『
続
古
事
談
』

　
『
古
事
談
』
は
鎌
倉
時
代
初
期
に
源
顕
兼
が
編
纂
し
た
説
話
集
で
あ
り
、
六
巻

四
六
二
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
『
小
右
記
』
や
『
扶
桑
略
記
』
な
ど
の

先
行
文
献
か
ら
の
引
用
も
多
い
が
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
中
期
の
貴
族
社
会
の
有

識
故
実
や
逸
話
な
ど
を
ま
と
め
、
当
時
社
会
の
人
々
の
率
直
な
意
識
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。『
続
古
事
談
』
は
作
者
不
明
で
あ
る
が
、『
古
事
談
』
を
踏
襲
し

た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

(

5 (

『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
た
ち
（
堀
岡
喜
美
子
）

一
〇
二



　
『
古
事
談
』
お
よ
び
『
続
古
事
談
』
の
託
宣
話
に
お
け
る
託
宣
主
、
お
よ
び
託

宣
者
（
依
代
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
古
事
談
』

　
　
　
　
　
　
　
　

時
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

託
宣
主　
　
　
　
　

託
宣
者

　

①
二
話　
　
　

長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
） 　
　

伊
勢
大
神　
　
　
　
　
　

斎
宮

　

②
十
七
話　
　
　

不
明　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
吉
大
明
神　
　
　
　
　

不
明

　

③
二
十
八
話　
　

孝
謙
天
皇
時　
　
　
　
　

長
手
大
臣
（
死
人
） 　

傍
ら
の
人

　

④
三
十
三
話　
　

平
清
盛
時
（
一
一
四
六
） 　

奥
院
の
阿
闍
梨　
　
　
　

巫
女

　
『
続
古
事
談
』

　

⑤
一
〇
二　
　
　

十
一
世
紀
中
頃　
　
　
　
　
　

不
明　
　

十
歳
計
の
む
す
め

　

⑥
一
〇
八　
　

一
条
院
時
代　
　
　
　
　
　
　
　

北
野
天
神　
　
　
　

典
侍

3　
『
古
今
著
文
集
』

　
『
古
今
著
聞
集
』（
以
下
、『
著
聞
集
』
と
す
る
）
と
は
、
鎌
倉
時
代
、
下
級
官

人
で
あ
っ
た
橘
成
季
が
編
著
し
た
世
俗
説
話
集
で
あ
り
、
建
長
六
年
（
一
二
五

四
）
に
成
立
し
た
が
、
そ
の
後
多
く
が
増
補
さ
れ
て
い
る
。
二
十
巻
三
十
編
七
二

六
話
か
ら
な
り
、『
今
昔
物
語
集
』
に
次
ぐ
多
く
の
話
を
集
め
、
そ
の
編
集
特
性

は
、
①
説
話
の
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
②
す
べ
て
の
説
話
が
事
項
の
年
代
順

に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、『
江
談
抄
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

か
ら
の
挿
話
が
あ
り
、
特
に
二
年
前
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
か
ら
の
抄
入
は
数

多
く
み
ら
れ
る
。

　

永
積
保
明
氏
は
『
著
聞
集
』
に
つ
い
て
、
成
立
時
期
は
鎌
倉
前
期
で
は
あ
る

が
、
説
話
の
三
分
の
二
が
平
安
時
代
の
物
語
で
あ
り
、
貴
族
社
会
の
様
々
な
出
来

事
を
集
成
し
懐
古
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
と
共
に
、
先
の
年
代
順
の
配
列
は
「
事

実
に
も
と
づ
い
た
説
話
の
集
成
で
あ
る
と
い
う
自
覚
」
と
す
る
思
想
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
『
著
聞
集
』
の
特
長
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌

倉
時
代
に
か
け
て
の
貴
族
社
会
の
組
織
構
造
は
も
と
よ
り
、
意
識
や
価
値
観
の
変

化
を
リ
ア
ル
に
看
取
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
託
宣
者
の
在
り
様
の
変
遷
も
知
り
得

る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

　
『
著
聞
集
』
中
、「
託
宣
」
の
行
為
が
描
か
れ
た
話
は
、
第
一
の
神
祇
第
一
の
六

話
と
、
第
二
の
釈
教
第
二
の
二
話
で
あ
り
、
時
代
、
託
宣
主
、
託
宣
者
を
表
に
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

時
代　
　
　
　
　
　
　
　

託
宣
主　
　
　
　

託
宣
者

　

第
三
話　
　
　

延
長
八
年
（
九
三
〇
） 　
　

稲
荷
神　
　
　
　

小
女

　

第
四
話　
　
　

仁
寿
三
年
（
八
五
三
） 　
　

新
羅
明
神　
　
　

和
歌

　

第
五
話　
　
　

貞
観
期
（
八
五
九
〜
七
七
） 　

住
吉
神　
　
　

白
髪
の
老
翁

　

第
九
話　
　
　

長
暦
二
年
（
一
〇
三
六
） 　
　

伊
勢
大
神　
　

斎
宮
の
内
侍

　

第
十
三
話　
　

保
安
二
年
（
一
一
二
一
） 　
　

春
日
大
明
神　

忠
實
北
政
所

　

第
二
十
話　
　

永
萬
元
年
（
一
一
六
五
） 　
　

春
日
若
宮　
　

か
ん
な
ぎ

　

第
三
十
九
話　

弘
仁
五
年
（
八
一
四
） 　
　
　

大
菩
薩　
　
　

託
宣
人

　

第
六
十
四
話　

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
） 　
　

春
日
大
明
神　

高
辯
上
人
伯
母

　
『
著
聞
集
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
を
時
代
毎
に
見
て
み
る
と
、
一
つ
の
特
徴
が

あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
第
三
話
の
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
は
和
歌
、
第
五
話
の
貞

観
期
は
白
髪
の
老
翁
、
第
三
十
九
話
の
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
は
単
に
託
宣
人
と

あ
り
そ
の
性
別
は
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
話
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
は

(
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佛
教
大
学
大
学
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文
学
研
究
科
篇　
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四
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二
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二
一
年
三
月
）
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小
女
、
第
九
話
、
長
暦
二
年
（
一
〇
三
六
）
は
斎
宮
の
内
侍
、
第
十
三
話
、
保
安

二
年
（
一
一
二
一
）
は
藤
原
忠
實
の
北
政
所
、
第
二
十
話
、
永
寿
元
年
（
一
一
六

五
）
は
巫
女
、
第
六
十
四
話
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
は
高
辯
上
人
伯
母
と
、

十
世
紀
に
入
り
明
ら
か
に
女
性
に
特
化
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
例
題
は
少
な

い
が
『
古
事
談
』・『
続
古
事
談
』
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
特
に

十
一
世
紀
に
入
り
顕
著
と
な
り
、
説
話
集
に
は
女
性
以
外
の
託
宣
者
の
姿
は
ほ
ぼ

見
え
な
く
な
り
、
明
ら
か
に
先
に
述
べ
た
奈
良
時
代
や
平
安
初
期
に
お
け
る
託
宣

者
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
現
象
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
十
世
紀
に
入
り
、
女
性
を
託
宣
者
と
特

化
す
る
社
会
環
境
の
変
化
や
そ
う
し
た
必
然
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
一
体
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
ろ
う
か
。
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀

に
か
け
て
の
政
治
・
社
会
の
特
徴
の
最
た
る
変
化
は
、
藤
原
兼
道
か
ら
道
長
へ
と

続
く
摂
関
政
治
の
隆
盛
が
あ
り
、
こ
の
時
代
の
政
治
・
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

二
章　
『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者

　
『
小
右
記
』（
天
元
五
年
（
九
八
二
）
〜
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
の
部
分
が
現

存
）
と
は
、
藤
原
道
長
・
頼
通
に
よ
る
摂
関
政
治
全
盛
期
の
公
卿
、
藤
原
実
資
が

記
し
た
日
記
で
あ
る
が
、
当
時
の
政
治
、
社
会
状
況
を
は
じ
め
、
宮
廷
行
事
や
儀

式
に
つ
い
て
の
次
第
や
有
識
故
実
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
貴
重
な
歴
史
史
料
と
な

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
説
話
中
の
託
宣
者
は
事
実
を
題
材
に
し
た
内
容
が
あ

る
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で
も
説
話
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
存
在
で
あ
る

が
、『
小
右
記
』
の
託
宣
者
の
姿
は
歴
史
的
事
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

託
宣
者
の
特
徴

　
『
小
右
記
』
お
よ
び
付
随
記
録
（『
百
錬
抄
』）
に
記
さ
れ
た
託
宣
主
、
お
よ
び

託
宣
者
は
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
同
時
期
に
藤
原
道
長
が
記
し
た
日

記
『
御
堂
関
白
記
』
や
藤
原
行
成
の
『
権
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
託
宣
者
の
記
録

は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
記
録
よ
り
窺
え
る
託
宣
主
に
つ
い
て
だ
が
、
一
方
は
北
野
天

神
を
は
じ
め
と
し
、
春
日
大
明
神
、
伊
勢
大
神
な
ど
当
時
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

た
大
神
々
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
生
前
不
遇
な
人
物
、
行
動
異
常
が
み
ら
れ
た
藤

原
道
兼
や
冷
泉
院
等
、
様
々
な
怨
（
御
）
霊
た
ち
と
い
う
二
つ
に
分
類
で
き
る
。

神
々
が
託
宣
主
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
る
が
、
様
々
な
怨
（
御
）
霊
・
邪
気

に
よ
る
と
さ
れ
る
託
宣
や
仕
業
が
、
当
時
の
社
会
に
広
く
流
布
し
影
響
を
与
え
て

い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
託
宣
者
に
つ
い
て
だ
が
、
登
場
す
る
託
宣
者
は
延
べ
十
人
以
上
に
な
る
。

そ
の
う
ち
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月
二
十
日
、
藤
原
道
兼
の
霊
の
託
宣
者
が

「
人
」
と
あ
る
他
は
す
べ
て
女
性
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
①
の
皇
太
后
（
一
条
天

皇
皇
后
定
子
と
そ
の
女
房
で
あ
る
藤
典
侍
（
藤
原
道
兼
室
）、
②
と
④
の
藤
原

子
（
三
条
天
皇
皇
后
）
と
⑤
の
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
一
月
四
日
の
藤
原
資

平
（
実
資
養
子
）
室
、
民
部
掌
侍
（
み
ん
ぶ
な
い
し
の
じ
ょ
う
）、
女
蔵
人
と
宮

廷
女
官
た
ち
が
並
ぶ
。
さ
ら
に
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
以
降
は
伊
勢
の
斎
王
の

託
宣
が
頻
繁
に
な
る
。『
小
右
記
』
に
は
加
持
や
御
修
法
は
密
教
僧
が
、
ま
た
、

占
い
や
禊
は
陰
陽
寮
の
安
倍
晴
明
が
行
っ
て
い
る
記
録
は
あ
る
が
、
託
宣
者
に
関

し
て
は
夢
想
以
外
男
性
に
よ
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
た
ち
（
堀
岡
喜
美
子
）

一
〇
四



　
『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
ほ

ぼ
女
性
に
特
化
さ
れ
、
女
性
の
社
会
的
位
置
も
皇
后
、
上
級
貴
族
の
室
、
お
よ
び

宮
廷
の
上
臈
女
官
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
市
中
で
の
巫
や
「
憑
き
女
」
と
い
っ
た

下
層
の
「
口
寄
せ
」
を
生
業
と
す
る
者
の
記
録
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
著
者
の
実

資
自
身
が
上
級
貴
族
で
あ
り
、
当
時
の
日
記
の
性
格
上
周
辺
事
情
の
記
録
が
主
で

あ
る
た
め
と
も
い
え
る
が
、
実
資
の
記
録
は
世
情
に
関
す
る
記
録
も
少
な
く
な

い
。
鋭
い
観
察
眼
を
も
っ
た
実
資
が
市
中
の
興
味
深
い
世
情
話
を
見
逃
す
と
は
考

え
難
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
貴
族
間
に
お
け
る
託
宣
は
、
奈
良
時
代
や

平
安
前
期
の
よ
う
に
巫
や
禰
宜
と
い
っ
た
呪
術
者
や
神
職
者
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
身
近
な
高
位
の
女
性
た
ち
に
よ
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

伊
勢
斎
王
・
典
侍
に
よ
る
託
宣
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
当
時
の
政

治
状
況
か
ら
一
定
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

早
川
庄
八
は
「
託
宣
の
真
の
ね
ら
い
が
、
神
宮
を
粗
略
に
し
、
敬
神
の
心
を
失

っ
た
「
公
家
」「
帝
王
」
に
対
す
る
批
判
な
い
し
非
難
に
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け

て
い
る
。
村
岡
薫
は
、
神
人
強
訴
、
託
宣
事
件
の
検
討
か
ら
、
こ
う
し
た
権
力
闘

争
は
神
郡
を
中
心
と
し
た
支
配
体
制
の
掌
握
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
な
お
、
西

宮
秀
紀
は
こ
れ
ら
斎
宮
内
侍
に
よ
る
託
宣
は
、
祭
主
職
を
め
ぐ
る
政
治
的
手
段
に

利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

以
上
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
斎
王
託
宣
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、

政
治
的
意
図
に
も
と
づ
く
作
為
的
な
も
の
で
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
内

侍
の
託
宣
に
関
し
て
も
祭
主
職
を
め
ぐ
る
闘
争
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
佐

為
性
が
強
く
疑
わ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
伊
勢
宮
に
お
け
る
託
宣
は
偽
装
・
演
出
で

(

9 (

(

10(

(

11(

表

№ 年 月 日 託宣主 託宣者 備　考

① 永延元年（987） 　 北野天神 藤典侍（皇太后定子寄託） 『百錬抄』による

② 延暦四年（993） 10.14 藤原師輔 藤原 子 　

③ 長和元年（1012） 6. 4 山王の王子 女人 　

④ 長和三年（1014） 6.27 伊勢大神（斎宮） 藤原 子 　

⑤ 同上 11. 4 春日大明神 藤原資平室 　

⑥ 長和四年（1015） 5. 2 冷泉院邪気 仕候女 御修法中

⑦ 同上 5. 4 冷泉院邪気 多くの女房（民部掌侍） 七壇御修法

⑧ 同上 5. 7 賀静と藤原元方の霊 藤原資平室 律師の加持

⑨ 同上 5.22 高階成忠の霊 民部掌侍 　

⑩ 同上 6. 3 冷泉院邪気 女蔵人（源中納言俊賢の人） 　

⑪ 寛仁二年（1018） 4. 2 藤原道兼の霊 人（特定されず） 五壇御修法中

⑫ 長元四年（1031） 7. 3 伊勢大神 伊勢斎王 　

⑬ 同上 8. 4 伊勢大神 伊勢斎王 　

出典：『増補史料大成　別巻　小右記一　二　三』臨川書店、1968年
　　：『国史大系61　百錬抄』臨川書店、1979年
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あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

　

で
は
、
前
半
に
論
じ
た
貴
族
の
室
や
上
臈
女
官
な
ど
に
よ
る
託
宣
も
偽
装
や
演

出
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
室
や
上
臈
女
官
の
託
宣
に
関
す
る
先
行
研
究
は
管
見
の
限

り
見
当
た
ら
ず
、
事
例
毎
の
背
景
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
証
は
で
き
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
中
に
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
の
偽
装
的
な
託
宣
が
あ
っ
た
可

能
性
は
充
分
あ
る
。
例
え
ば
、
⑩
の
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
六
月
三
十
日
条
の

冷
泉
院
の
御
霊
が
源
中
納
言
俊
賢
を
推
挙
し
た
が
、
託
宣
し
た
女
蔵
人
が
源
納
言

の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
正
に
そ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、『
小
石
記
』
の

記
録
か
ら
は
女
性
に
よ
る
す
べ
て
の
託
宣
が
偽
装
や
演
出
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難

い
。
伊
勢
斎
王
や
女
蔵
人
の
託
宣
が
時
代
の
後
半
に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
、

以
前
に
お
い
て
頻
発
に
起
き
た
女
性
の
霊
的
な
託
宣
現
象
を
、
自
分
た
ち
の
都
合

の
良
い
よ
う
に
利
用
し
た
行
為
で
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

2　

夢
想
に
よ
る
託
宣

　

次
に
『
小
右
記
』
に
頻
繁
に
記
さ
れ
、
託
宣
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
夢
想
に
つ
い
て
、
意
味
す
る
こ
と
は
何
か
、
女
性
の
託
宣
と
何
が
違
う
の
か
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
倉
本
一
宏
は
、『
小
右
記
』
に
は
藤
原
実
資
の
夢
想
の

記
事
が
一
四
七
回
記
録
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
宗
教
的
な
夢
、
人
事
の

夢
、
政
務
と
儀
式
、
天
皇
と
王
権
な
ど
に
分
類
し
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
資

は
夢
の
宗
教
性
を
認
識
し
つ
つ
、
宗
教
的
な
怖
れ
に
の
み
包
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
夢
想
を
冷
静
に
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
利
用
も
し
て
い
る
、
と
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
夢
想
は
宗
教
的
要
素
を
含
み
な
が
ら
現
実
を
照
射
さ
せ
る
現

象
の
一
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

夢
想
の
一
例
が
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
十
月
六
日
条
で
あ
る
。
内
容
は
藤
原
道

兼
に
、
管
丞
相
（
菅
原
道
真
）
に
太
政
大
臣
を
贈
る
べ
き
だ
と
す
る
夢
想
が
あ

り
、
こ
の
旨
を
菅
原
輔
正
に
話
し
た
と
こ
ろ
、「
託
宣
の
趣
旨
は
大
相
国
（
太
政

大
臣
の
唐
名
）
に
昇
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
神
異
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
と
あ

る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
夢
想
も
神
か
ら
の
託
宣
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
か
つ

託
宣
者
が
男
性
で
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た

夢
想
に
関
す
る
多
く
の
記
事
は
、
実
資
自
身
が
直
接
神
か
ら
の
神
意
（
異
）
を
受

け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
平
安
中
期
に
お
い
て
は
、
男
性
も
神
や

怨
（
御
）
霊
と
の
交
流
が
可
能
で
あ
り
媒
介
者
に
な
り
得
る
能
力
、
あ
る
い
は
体

質
を
有
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　

で
は
、
女
性
の
託
宣
者
と
男
性
の
託
宣
者
は
ど
こ
に
相
違
が
あ
る
の
か
。
い
ま

ま
で
見
て
き
た
『
小
右
記
』
の
記
録
か
ら
整
理
す
る
と
、
女
性
の
託
宣
の
特
徴
は

様
々
な
状
況
下
で
は
あ
る
が
、
直
接
の
言
語
を
も
っ
て
の
託
宣
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
翻
っ
て
男
性
の
直
接
言
語
に
よ
る
託
宣
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
違
い

は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
、
日
本
の
ミ

コ
に
女
性
が
多
い
理
由
を
解
く
大
き
な

が
あ
る
と
考
え
る
。

三
章　

摂
関
政
治
と
女
性
の
立
場　
　

　

今
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
結
果
を
受
け
、
な
ぜ
摂
関
政
治
下
、
特
に
道
長
時
代

に
お
い
て
託
宣
者
が
直
接
言
語
に
よ
る
女
性
に
特
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
政
治
の
特
徴
と
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
検
証
す
る
。

(
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『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
た
託
宣
者
た
ち
（
堀
岡
喜
美
子
）
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1　

道
長
時
代
の
摂
関
政
治

　

摂
関
政
治
と
は
、
平
安
中
期
に
藤
原
一
族
が
天
皇
の
外
戚
と
し
て
摂
政
と
関
白

の
重
責
を
独
占
し
て
行
っ
た
政
治
体
制
で
あ
り
、
藤
原
良
房
が
始
ま
り
と
さ
れ
、

道
長
の
父
兼
家
に
よ
っ
て
摂
関
の
地
位
が
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
た
。
摂
政
と
は
幼

帝
を
保
輔
し
、
天
皇
の
大
権
で
あ
る
叙
位
・
除
目
と
い
っ
た
人
事
権
と
奏
上
文
を

天
皇
に
代
わ
っ
て
閲
覧
す
る
権
限
（
内
覧
）
を
有
し
、
関
白
と
は
元
服
後
の
天
皇

を
補
佐
す
る
職
掌
を
さ
し
、
天
皇
が
行
う
こ
と
の
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
す
な
わ
ち
、
摂
政
・
関
白
は
天
皇
の
権
限
の
多
く
を
掌
握
し
権
勢
を
揮
う

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

摂
関
政
治
の
隆
盛
期
は
兼
家
の
四
男
道
長
が
兄
た
ち
の
亡
き
後
、
娘
た
ち
を

次
々
と
入
内
さ
せ
、
外
戚
と
し
て
権
勢
を
揮
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
で

あ
り
、
藤
原
実
資
の
『
小
右
記
』
が
記
さ
れ
た
時
期
（
再
掲
、
天
元
五
年
（
九
八

二
）
〜
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
の
部
分
が
現
存
）
と
重
な
り
合
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
時
代
に
言
語
に
よ
る
託
宣
者
が
女
性
に
特
化
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
を
解

明
す
る
に
は
、
摂
関
政
治
、
特
に
道
長
時
代
に
お
け
る
貴
族
女
性
、
お
よ
び
宮
廷

に
お
け
る
女
性
の
在
り
様
を
検
証
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
道
長
の
摂
関
政
治
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
の
政
権
を
め
ぐ
る
貴
族
間
の
権
力
闘
争
は
極
め
て
熾
烈
で
あ
り
、
複
雑
な
様

相
を
呈
し
全
容
に
は
言
及
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
道
長
が
天
皇
と
の
姻

戚
関
係
を
ど
の
よ
う
に
築
き
、
権
力
を
手
中
に
し
た
か
を
中
心
に
述
べ
、
そ
の
上

で
道
長
の
摂
関
政
治
が
女
性
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
見
て
い

き
た
い
。

　

道
長
の
父
兼
家
が
三
女
栓
子
を
円
融
天
皇
の
后
と
し
、
誕
生
し
た
の
が
一
条
天

皇
で
あ
る
。
道
長
は
一
条
天
皇
に
十
二
歳
の
長
女
彰
子
を
女
御
と
し
て
入
内
さ
せ

る
（
長
保
元
年
（
九
九
九
））
が
、
一
条
天
皇
に
は
す
で
に
道
長
の
長
兄
道
隆
の

長
女
定
子
が
入
内
し
て
お
り
、
一
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
道

隆
、
道
兼
が
没
し
た
後
、
公
卿
た
ち
は
女
（
娘
）
を
次
々
と
入
内
さ
せ
る
。
ま

た
、
彰
子
が
女
御
と
な
っ
た
同
月
に
定
子
は
敦
康
親
王
を
出
産
す
る
が
、
そ
の
後

の
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
内
親
王
出
産
後
崩
御
す
る
。

　

道
長
に
と
っ
て
、
彰
子
が
一
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
親
王
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と

が
何
よ
り
も
権
勢
へ
の
近
道
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
考
え
た
の
が
、
一
条

天
皇
の
教
養
・
知
性
に
相
応
し
い
女
御
と
し
て
彰
子
を
教
育
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
教
育
係
と
し
て
選
ば
れ
た
一
人
が
、
既
に
『
源
氏
物
語
』
の
作

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
紫
式
部
で
あ
る
。
式
部
は
彰
子
付
き
の
女
房
と
し
て
、

彰
子
に
一
条
天
皇
が
得
意
と
す
る
漢
文
を
は
じ
め
多
く
の
教
養
・
知
性
を
授
け
る

役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
紫
式
部
以
外
に
も
、
王
朝
有
数
の
歌
人
で
あ
っ
た
和

泉
式
部
や
、
同
じ
く
歌
人
で
『
栄
花
物
語
』
正
論
の
作
者
と
さ
れ
る
赤
染
衛
門
な

ど
当
時
の
女
性
文
人
の
多
く
を
彰
子
の
教
育
係
と
し
て
女
房
に
採
用
し
た
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
定
子
に
仕
え
た
女
房
が
『
枕
草
子
』
の
著
者
と
し
て
有
名
な
清

少
納
言
で
あ
る
。
道
長
は
定
子
が
深
い
教
養
か
ら
一
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
教

訓
を
彰
子
に
生
か
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
女
房
た
ち
に
よ
る
教
育
の
成
果
に
よ
っ
て
か
、
彰
子
は
一
条
天
皇

の
寵
愛
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
第
二
皇
子
敦
成
（
後

一
条
天
皇
）
を
難
産
で
出
産
す
る
。
そ
の
様
子
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
詳
し
く
、

国
中
の
修
験
者
や
陰
陽
師
達
を
集
め
邪
気
（
物
の
怪
）
調
伏
の
た
め
昼
夜
違
わ
ず

加
持
祈
禱
を
さ
せ
て
い
る
が
、
邪
気
の
中
で
一
番
恐
れ
て
い
た
の
は
定
子
の
物
の

(
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怪
だ
っ
た
と
い
う
。
悪
霊
を
排
し
彰
子
は
無
事
皇
子
を
出
産
し
、
道
長
の
外
戚
と

し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

道
長
は
そ
の
後
、
次
女
の

子
を
三
条
天
皇
に
、
三
女
威
子
を
後
一
条
に
、
そ

し
て
四
女
嬉
子
を
後
朱
雀
東
宮
に
入
内
さ
せ
る
。
三
条
天
皇
を
出
家
さ
せ
、
敦
成

親
王
を
後
一
条
天
皇
と
し
て
立
位
し
、
外
祖
父
と
し
て
摂
政
と
な
り
大
権
を
掌
握

す
る
の
で
あ
る
。『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
条
に
は
、
女
御
と
な
っ
た

三
女
威
子
が
中
宮
に
立
后
し
、
儀
式
後
の
宴
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
詠
わ
れ
た
の
が
「
此
世
を
ば
我
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
虧
た
る
事
も
無
し
と
思
え

ば
」
で
あ
り
、
道
長
時
代
極
み
の
象
徴
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
道
長
が
摂
関
政
治
の
隆
盛
を
築
く
過
程
の
概
要
で
あ
る
が
、
道
長
の

執
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る
方
策
の
特
徴
の
一
つ
は
、
自
分
の
女
を
強
引
な
手
立
て
を

も
っ
て
立
后
し
た
こ
と
で
あ
る
。
託
宣
者
に
関
わ
る
女
性
に
一
条
皇
后
定
子
と
三

条
天
皇
皇
后
藤
原

子
（
藤
原
済
時
女
）
が
い
る
が
、
定
子
は
彰
子
立
后
の
た
め

手
段
を
択
ば
な
い
道
長
に
よ
っ
て
、
出
産
の
た
め
私
邸
に
移
る
時
の
妨
害
な
ど
嫌

が
ら
せ
を
受
け
て
い
る
。

子
に
つ
い
て
も
、
道
長
は
次
女

子
を
三
条
天
皇
に

入
内
さ
せ
る
と
、

子
立
后
の
日
に

子
を
内
裏
に
参
入
さ
せ
数
日
に
わ
た
り
饗

宴
を
開
き
、
そ
の
た
め
に
立
后
の
儀
の
公
卿
の
参
加
者
は
道
長
を
恐
れ
四
名
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
わ
が
女
の
后
に
仕
え
る
女
房
に
有
能
な
女
性
た
ち
を
集
め
た
ば

か
り
で
な
く
、
摂
関
政
治
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
宮
廷
対
策
と
し
て
、
後
宮
の
女

官
・
女
房
た
ち
の
存
立
形
態
を
変
容
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
次
節
で
は
こ
う
し
た
道
長
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

2　

後
宮
組
織
の
変
容
と
女
性
の
問
題

　

朝
廷
に
お
け
る
女
性
た
ち
は
後
宮
と
呼
ば
れ
る
空
間
に
集
住
し
、
古
代
に
お
い

て
は
そ
の
身
分
、
職
掌
は
「
大
宝
律
令
」
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
天
皇
の
后
（
本
稿
で
は
后
を
天
皇
の
配
偶
者
の
総
称
と
す
る
）
は
古
代

よ
り
摂
関
期
、
道
長
時
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変
化
・
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

淳
和
天
皇
に
よ
り
「
養
老
令
」
の
解
釈
を
撰
述
さ
れ
た
「
令
義
解
」、
後
宮
職

員
令
第
三
に
は
、
天
皇
の
正
室
で
あ
る
皇
后
以
外
の
后
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。

　
　

后
二
員　
　
　

四
品
以
上

　
　

夫
人
三
員　
　

三
位
以
上

　
　

嬪
四
員　
　
　

五
位
以
上

　

こ
れ
は
皇
后
が
特
別
の
存
在
で
あ
り
、
后
以
降
は
職
員
と
し
て
の
位
置
付
け
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
律
令
制
で
の
后
体
制
は
、
八
世

紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
女
御
、
更
衣
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
姿
を
消
し
て
い
る

と
い
う
。
で
は
な
ぜ
、
律
令
制
に
お
け
る
后
体
制
が
姿
を
消
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
皇
后
は
も
と
よ
り
后
、
夫
人
の
身
分
規
定
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
后
の
「
四
品
以
上
」
と
は
「
親
王
以
上
」
を
意
味
し
、
夫
人
の
「
三
位
以

上
」
は
皇
族
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て

は
摂
関
政
治
の
前
史
と
し
て
藤
原
鎌
足
や
不
比
等
が
娘
を
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
「
薬
子
の
変
」（
八
一
〇
）
で
権
力
を
掌

握
し
た
藤
原
冬
嗣
に
受
け
継
が
れ
、
娘
順
子
を
仁
明
天
皇
に
入
内
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
摂
関
政
治
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
冬
嗣
の
子
、
良
房
へ
と
続
く
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
律
令
制
の
后
体
制
の
消
滅
は
、
皇
族
で
な
い
貴
族
た
ち
の
娘
を
入
内
さ

せ
る
た
め
に
都
合
の
良
い
よ
う
、
女
御
、
更
衣
と
い
っ
た
后
名
を
作
り
出
し
た
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
円
融
期
（
九
六
九
〜
九
八
四
）
前
後
よ
り

尚
侍
が
后
の
称
号
の
一
つ
と
な
り
、
対
し
て
低
位
の
后
の
称
号
で
あ
っ
た
更
衣
が

減
退
し
、
后
候
補
は
上
級
貴
族
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
后
資
格
の
変
容
は
、
藤
原
氏
家
を
は
じ
め
と
す
る
上
級
貴
族
間
の
女

入
内
へ
の
熾
烈
な
争
い
を
喚
起
さ
せ
、
道
長
時
代
に
お
い
て
最
も
激
し
い
か
た
ち

で
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
小
右
記
』
の
筆
者
藤
原
実
資
も
女
子
の
誕
生
を

切
に
願
っ
て
い
た
こ
と
は
記
録
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
当
時
の
貴
族
の
権
力
掌
握

は
女
の
入
内
、
そ
し
て
親
王
誕
生
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　

道
長
時
代
に
道
長
の
女
以
外
に
后
と
な
っ
た
女
性
、
特
に
親
が
亡
く
な
る
な
ど

有
力
な
後
見
人
を
失
っ
た
場
合
の
苦
悩
は
、
既
述
し
た
道
長
に
よ
る
定
子
へ
の
嫌

が
ら
せ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
物
の
怪
」
と
し
て
彰
子
の
出
産
に
影
響
を
与

え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
人
々
怯
え
さ
せ
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
託
宣
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
典
侍
や
掌
侍
、
女
蔵
人
な
ど
の
女
官
、
女

房
に
つ
い
て
、
古
代
よ
り
摂
関
期
に
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
見
て
み
た

い
。

　
「
令
義
解
」
に
は
后
規
定
に
次
い
で
、「
宮
人
」
職
員
と
し
て
内
侍
司
の
規
定
が

載
っ
て
い
る
。

宮
人
ノ
謂
。
婦
人
仕
官
者
之
惣
號
成
。
職
員

内
侍
司　
　

 

尚
侍
二
人
。
掌
供
奉　

常
侍
奏
請　

宣
伝
。
検
校
女
孺　

典
侍

四
人
。
掌
侍
四
人
。
女
孺
一
百
人
。

　

令
制
下
で
は
天
皇
に
供
奉
す
る
後
宮
十
二
司
が
あ
り
、
婦
人
よ
り
構
成
さ
れ
宮

人
と
号
さ
れ
、
そ
の
第
一
に
位
置
す
る
の
が
内
侍
司
で
あ
っ
た
。
尚
侍
、
典
侍
、

掌
侍
、
女
孺
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
筆
頭
の
尚
侍
の
最
も
重
要
な
職
掌
は
規
定
に

あ
る
よ
う
に
常
に
天
皇
に
侍
し
、
奉
請
と
宣
伝
を
行
う
事
で
あ
り
、
天
皇
の
意
思

伝
達
ル
ー
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
典
侍
、
掌
侍
は
こ
れ
を
補
佐
す
る
役
割
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
律
令
女
官
制
度
は
大
き
な
転

換
を
遂
げ
、
男
性
官
人
の
内
裏
仕
候
が
確
立
し
宮
人
の
独
自
性
は
薄
れ
「
女
官
」

と
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
世
紀
に
は
十
二
司
は
解
体
さ
れ
、
職
掌
に
は
違
い
が

あ
っ
た
が
、
男
房
（
蔵
人
・
殿
上
人
）
と
共
に
女
房
が
天
皇
に
奉
仕
し
、
女
房
組

織
は
上
臈
（
乳
母
・
典
侍
）
六
名
、
中
臈
（
掌
侍
六
名
・
命
婦
十
二
名
）、
下
臈

（
女
蔵
人
六
名
）
か
ら
な
り
、
天
皇
の
日
常
生
活
に
奉
仕
し
、
奉
仕
時
間
以
外
は

局
と
称
さ
れ
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で
過
ご
し
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
女
房
の
詰
所

で
あ
る
台
盤
所
に
は
男
房
や
そ
の
他
特
定
の
男
性
も
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
、
局

に
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
紫
式
部
日
記
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

尚
侍
が
后
候
補
に
な
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
内
侍
司
の
役
割
で
あ
る

「（
天
皇
に
）
常
侍
、
奏
晴
（
天
皇
に
貴
族
た
ち
の
言
葉
を
伝
え
る
）、
宣
伝
（
天

皇
の
言
葉
を
公
卿
や
殿
上
人
に
伝
え
る
）」
は
典
侍
や
掌
侍
に
受
け
継
が
れ
（『
権

記
』
長
徳
四
年
正
月
七
日
条
）、
彼
女
た
ち
は
天
皇
に
最
も
近
侍
し
た
秘
書
官
と

し
て
重
要
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
典
侍
や
掌
侍
の
出
身
の
多
く

は
后
候
補
を
輩
出
で
き
な
い
未
流
の
藤
原
氏
を
は
じ
め
源
、
橘
、
高
階
氏
な
ど
で

あ
り
、
一
定
の
教
養
を
身
に
付
け
た
中
級
貴
族
の
妻
子
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

道
長
は
天
皇
お
よ
び
皇
后
と
の
意
思
伝
達
を
円
滑
に
し
、
か
つ
権
力
の
さ
ら
な
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る
強
化
の
た
め
「
奏
事
」、
す
な
わ
ち
太
政
官
に
お
け
る
政
務
の
段
階
を
省
き
内

覧
の
役
割
を
重
視
し
た
政
務
方
式
を
行
っ
た
。
こ
の
政
務
方
式
に
お
い
て
は
、

「
奏
晴
」「
宣
伝
」
の
役
割
を
担
う
女
房
の
位
置
付
け
は
重
く
、
道
長
は
女
叙
位
に

も
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
（『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
十
四
日
条　

昨
日
於
摂
政
直
廬
有
女
敍
位
）。

　

道
長
は
婚
姻
を
媒
介
と
し
な
い
中
級
貴
族
の
女
性
を
女
房
と
し
て
取
り
込
む
こ

と
に
よ
り
、
政
務
を
円
滑
に
す
る
と
と
も
に
道
長
を
中
心
と
す
る
権
力
構
造
を
強

固
に
し
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
道
長
の
女
た
ち
が
后
と
な
っ
た
天
皇
に
は
、
典
侍
や
掌
侍
と
い
っ
た
天

皇
に
最
も
近
侍
し
妾
と
な
る
確
率
の
高
い
女
房
た
ち
と
の
関
係
が
一
切
見
ら
れ
な

い
。
尚
侍
が
天
皇
の
后
候
補
と
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
近
侍
性
が
要
因
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
後
の
天
皇
た
ち
が
彼
女
た
ち
を
妾
と
し
た
点
と
大
き
な
相
違

が
あ
り
、
こ
こ
に
も
道
長
の
強
権
に
よ
る
女
性
性
支
配
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
道
長
の
女
房
支
配
は
前
述
に
あ
る
よ
う
に
人
事
に
も
関
与
し
、
女
房
た

ち
に
と
っ
て
、
政
務
上
は
も
と
よ
り
天
皇
と
道
長
と
の
個
人
的
関
係
に
お
い
て

も
、
葛
藤
と
苦
悩
が
あ
っ
た
と
み
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

宮
廷
に
集
住
す
る
女
房
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
后
に
私
的
に
仕
候
す
る
多

数
の
女
房
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
彼
女
た
ち
に
よ
っ
て
宮
廷
は
多
く
の
殿

上
人
の
参
加
す
る
華
や
か
な
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て
栄
え
た
。
式
部
が
日
記
に
書
い

て
い
る
よ
う
に
、
道
長
か
ら
の
誘
惑
な
ど
女
房
と
殿
上
人
と
の
恋
愛
機
会
も
多

く
、
恋
の
さ
や
当
て
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
、
そ
し
て
イ
ジ
メ
を
な
ど
が
横
行
す
る
世
界

で
も
あ
っ
た
。

　

道
長
時
代
は
宮
廷
女
官
・
女
房
、
后
女
房
た
ち
の
役
割
、
存
在
が
大
き
く
花
開

い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
女
性
の
生
む
性
と
権
力
が
密
接
に
結
び
つ

き
、
ま
た
、
女
性
の
豊
か
な
感
性
や
能
力
が
摂
関
政
治
形
態
を
基
底
と
し
、
道
長

と
い
う
強
権
者
の
権
力
拡
大
の
た
め
に
「
利
用
」
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　

で
は
、
最
後
に
宮
廷
以
外
の
婚
姻
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
女
性
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

道
長
に
は
正
妻
の
倫
子
と
、
以
前
よ
り
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
源
明
子
以
外
に
四

人
の
妻
が
い
た
。
実
資
に
も
四
人
以
上
の
妻
が
存
在
し
て
い
る
。
紫
式
部
の
夫
、

藤
原
宣
孝
に
は
式
部
が
結
婚
し
た
時
に
は
す
で
に
先
妻
が
い
て
、
式
部
は
少
な
く

と
も
第
四
の
妻
で
あ
り
、
同
居
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
当
時
の
貴

族
階
級
の
婚
姻
制
度
は
一
夫
多
妻
制
で
あ
り
、
摂
関
政
治
当
初
に
お
い
て
は
、
夫

が
妻
の
家
に
通
う
「
妻
問
婚
」
が
通
常
で
あ
り
、
明
確
な
正
妻
の
位
置
付
け
に
乏

し
く
妻
の
実
家
の
身
分
や
経
済
状
況
に
よ
っ
て
妻
の
位
置
が
決
ま
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
長
は
正
妻
の
源
倫
子
と
最
初
は
別
居
で
あ
っ
た
が
後
に
同
居

し
た
よ
う
に
、
婚
姻
制
度
に
変
化
を
も
た
ら
す
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

服
藤
早
苗
は
正
妻
制
度
の
確
立
を
示
す
「
北
政
所
」
に
つ
い
て
、「
十
一
世
紀

な
か
こ
ろ
に
な
る
と
、
摂
関
の
正
妻
を
北
政
所
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
十
一

世
紀
末
に
は
固
定
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
道
長
の
正
妻
と
の
同
居
（
永
年
元
年

（
九
八
七
）
に
婚
姻
）
か
ら
考
え
る
な
ら
、
道
長
隆
盛
時
代
前
後
頃
よ
り
夫
と
正

妻
の
同
居
が
始
ま
り
、
徐
々
に
他
の
貴
族
層
に
も
影
響
を
与
え
、
正
妻
と
そ
う
で

な
い
妻
と
の
扱
い
は
大
き
く
違
い
、
女
性
間
に
お
い
て
正
妻
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
強

ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
、
道
長
摂
関
政
治
期
に
お
け
る
女
性
の
在
り
様
を
后
、
女
官
・
女
房
、
そ
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し
て
簡
単
で
は
あ
る
が
貴
族
層
の
結
婚
制
度
に
お
け
る
正
妻
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
結
果
、
当
時
の
女
性
は
ど
の
立
場
に
お
い
て
も
不
安
や
葛
藤
・
苦
悩
を
受
け

ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
庶
民
層
に
つ
て
の
言
及
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
章　

精
神
医
学
か
ら
の
検
討

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
高
位
の
女
性
た
ち
が
託
宣
者
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
検
討
す
る
上
で
の
一
つ
の
資
料
と
し
て
、
御
修
法
時
に
お
け
る
女
性
た

ち
の
状
況
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

　
『
小
右
記
』
長
和
四
年
五
月
二
日
条
・
五
月
四
日
条
の
記
録
が
次
で
あ
る
。

二
日
：
頭
中
将
云
、
去
夜
被
始
七
壇
御
修
法
、
七
佛
薬
師
法
、
山
座
主
壇
西

對
二
對
、
慶
命
、
文
慶
、
隆
空
、
三
壇
西
對
、
明
救
、
蓮
海
、
二
壇
御
堂
、

心
譽
、
西
中
門
南
廊

主
上
被
仰
曰
、
昨
日
申
刻
供
御
湯
殿
、
其
後
御
心
地
極
惱
御
之
間
、
候
御
前

乃
女
氣
色
相
設
仰
見
但
入
云
、
有
御
讀
経
御
修
法
霊
験
者
、
其
後
御
心
復
尋

常
、
又
如
人
復
例
、
未
知
何
、
又
仰
云
、
壇
乃
御
修
法
、
律
師
御
加
持
間
、

候
御
前
乃
女
、
民
部
掌
侍
、

手
振
動
、
己
似
邪
氣
、
昨
御
目
頗
宜
、
今
日

猶
如
例
不
快
者

四
日
：
主
上
御
目
、
冷
泉
院
御
邪
氣
所
為
云
々
、
託
女
房
、
顕
露
多
所

申
、
々
事
云
々
、
移
人
乃
間
御
目
明
云
々
、

　

概
要
は
、
五
月
一
日
に
七
壇
御
修
法
（
七
佛
薬
師
法
）
を
始
め
た
。
主
上
（
三

条
天
皇
）
が
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、「
御
湯
殿
に
供
さ
れ
、
そ
の
後
御
心
地
不
快
で

あ
り
、
仕
候
し
た
女
が
天
井
を
見
入
っ
て
言
う
に
は
、『
御
読
経
、
御
修
法
は
霊

験
が
あ
っ
た
』
と
。
そ
の
後
気
分
も
良
く
な
り
、
女
も
元
に
戻
っ
た
が
、
未
だ
何

で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
」、
又
お
っ
し
ゃ
る
に
は
「
壇
の
御
修
法
、
律
師
御
加

持
の
間
、
仕
候
の
女
（
民
部
掌
侍
）
は
両
手
が
振
動
さ
せ
た
。
す
で
に
邪
氣
に
似

て
い
た
。」
と
。
四
日
に
は
、
天
皇
の
眼
疾
は
冷
泉
院
の
邪
気
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
女
房
を
託
し
て
露
顕
し
た
云
々
。

　

当
時
、
三
条
天
皇
は
道
長
と
の
関
係
悪
化
に
疲
弊
し
、
心
身
や
眼
疾
の
病
惱
に

苦
し
み
、
そ
の
た
め
に
七
壇
御
修
法
（
七
佛
薬
師
法
）
を
受
け
た
時
の
記
録
で
あ

る
。
七
佛
薬
師
法
と
は
、
天
台
宗
の
法
の
一
つ
で
あ
り
七
仏
薬
師
を
本
尊
と
し

て
、
僧
の
読
経
に
よ
る
息
災
・
増
益
を
祈
る
も
の
で
あ
り
、『
小
右
記
』
の
記
録

は
当
時
の
三
条
天
皇
が
御
修
法
を
頼
り
と
す
る
状
況
を
リ
ア
ル
に
表
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
に
仕
候
し
た
女
性
の
様
相
で
あ
る
。
御
湯
殿

に
仕
候
し
た
女
性
は
、
天
井
を
凝
視
し
意
識
を
失
っ
た
状
態
で
「
御
読
経
、
御
修

法
は
霊
験
が
あ
っ
た
」
と
告
げ
、
そ
の
後
意
識
が
元
に
戻
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

天
皇
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
「
壇
の
御
修
法
、
律
師
が
御
加
持
を
施
行
し
て
い
る

間
、
仕
候
の
女
（
民
部
掌
侍
）
が
手
を
振
動
さ
せ
て
い
た
」。
さ
ら
に
、
女
房
の

託
宣
に
よ
り
眼
疾
は
冷
泉
院
の
邪
気
の
所
為
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
は
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
別
し
が
た
い
が
、
天

皇
に
仕
候
す
る
上
臈
女
官
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
彼
女
（
あ
る
い
は
彼
女

た
ち
）
は
密
教
僧
に
よ
る
御
加
持
、
御
修
法
に
よ
り
、
な
ん
ら
か
の
精
神
的
、
肉

体
的
な
異
常
、
変
化
を
き
た
し
た
と
い
え
る
。
第
二
章
の
表
か
ら
、
他
の
例
に
お

い
て
も
女
性
が
加
持
祈
禱
時
に
託
宣
を
行
う
場
合
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
ぜ
上
臈
女
官
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
、「
託
宣
」
を
述
べ
、
邪
気
の
存

佛
教
大
学
大
学
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紀
要　
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在
を
知
ら
し
め
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
異
常
様
態
」
は
、

は
た
し
て
女
性
の
も
つ
「
特
性
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

女
性
の
「
異
常
行
動
」
に
つ
い
て
は
、
世
界
的
に
心
理
学
お
よ
び
精
神
医
学
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
精
神
医

学
に
お
い
て
も
多
数
の
優
れ
た
研
究
成
果
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
森
田
正
馬

に
よ
る
「
祈
禱
性
精
神
病
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、「
加
持
祈
禱
あ
る
い
は
そ
れ

に
類
似
し
た
事
情
か
ら
人
格
変
換
、
宗
教
妄
想
、
憑
依
妄
想
な
ど
を
呈
す
る
」
と

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
精
神
科
医
で
あ
る
浅
野
弘
敦
等
は
、
中
年
女
性
の
妄
想
に
着
眼
し
症
例

研
究
発
表
を
随
時
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
お
け
る
一
つ
「
中
年
女
性
の
幻
覚
妄

想
状
態
（
第
3
報
）
│
│
憑
依
体
験
│
│
」
は
、
三
人
の
中
年
女
性
の
憑
依
体
験

症
例
報
告
で
あ
る
が
、「
考
察
」
の
「
窮
地
か
ら
の
脱
出
」
は
極
め
て
興
味
深

く
、
平
安
期
の
女
性
が
な
ぜ
「
託
宣
者
」
と
な
り
得
た
（
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
）

の
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

　

内
容
は
精
神
医
学
の
識
者
数
人
の
憑
依
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
①
昼
田
「
巫
病
、
あ
る
い
は
宗
教
体
験
の
獲
得

も
、
窮
地
に
お
ち
い
っ
た
人
間
が
示
す
、
一
つ
の
防
衛
反
応
で
あ
る
」。
②
新
福

「
困
難
な
現
実
か
ら
の
逃
避
の
傾
向
」。
③
佐
藤
「
憑
依
の
生
成
の
契
機
と
し
て
、

現
実
社
会
に
お
け
る
困
難
、
不
安
、
葛
藤
か
ら
の
脱
出
願
望
が
あ
げ
ら
れ
る
」
と

し
た
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
鑑
み
る
な
ら
、
前
述
の
加

持
祈
禱
時
に
示
し
た
女
性
た
ち
の
「
異
常
な
様
態
」
は
憑
依
状
態
で
あ
り
、
道
長

摂
関
期
の
貴
族
女
性
の
窮
地
、
困
難
、
不
安
、
葛
藤
か
ら
の
防
衛
反
応
、
脱
出
願

望
の
表
象
で
あ
り
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
出
現
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
精
神
医
学
の
視
点
か
ら
道
長
期
に
お
け
る
女
性
の
託
宣
状
態
に
つ
い
て

検
証
を
試
み
た
。
十
全
な
検
証
に
は
至
っ
て
い
ず
、
私
見
の
域
を
出
る
も
の
で
は

な
く
今
後
の
追
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
女
性
に
よ
る
憑
依
現
象
の
典
型

が
、
前
述
の
加
持
祈
禱
時
の
民
部
典
侍
に
あ
る
よ
う
状
態
で
あ
り
、
あ
た
か
も
神

や
霊
が
女
房
に
憑
依
し
言
葉
を
発
し
た
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
女
性
の
苦
難
が
酷
か
っ
た
道
長
摂
関
期
前
後
に
最
も
多
く
現
れ
、
直
接

言
語
に
よ
る
託
宣
は
女
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
認
識
、
観
念
が
貴
族
層
に

定
着
、
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
二
章
に
呈
し
た
伊
勢
斎
王
な
ど
の
託
宣
の
偽

装
は
こ
う
し
た
認
識
の
定
着
を
利
用
し
た
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
本
論
の
論
旨
の
到
達
か
ら
、「
ミ
コ
女
性
論
」
を
考
え
る
な
ら
、

精
神
医
学
の
面
か
ら
は
、
柳
田
の
言
う
女
性
の
「
い
ち
早
く
異
常
心
理
の
作
用
を

示
す
」
特
殊
能
力
は
、
女
性
の
防
衛
反
応
、
自
己
保
身
能
力
の
優
位
性
と
し
て
あ

り
、
確
か
に
女
性
を
ミ
コ
に
導
い
た
一
因
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
弱

点
は
、
女
性
の
生
き
ざ
ま
を
神
話
や
伝
承
に
重
点
を
置
き
、
社
会
史
か
ら
の
観
点

が
脆
弱
で
あ
り
、
始
祖
を
古
代
と
し
、
女
性
が
自
己
防
衛
を
し
ざ
る
を
得
な
い
社

会
背
景
に
、
十
分
眼
を
向
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
の
ミ
コ
が
圧
倒
的
に
女
性
を
優
位
と
す
る
の
は
、
道
長
時
代
以
降
、
直
接

言
語
託
宣
が
女
性
の
「
特
権
・
特
質
」
と
し
た
社
会
的
概
念
と
し
て
ひ
ろ
く
認
知

さ
れ
、
こ
の
概
念
を
基
底
と
し
て
日
本
に
多
く
の
女
性
託
宣
者
（
ミ
コ
）
が
誕
生

し
、
結
果
と
し
て
日
本
の
「
ミ
コ
」
は
女
性
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と

考
え
る
。
な
お
、
摂
関
時
代
に
は
「
ミ
コ
」
と
い
う
語
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
。
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ま
と
め

　

本
稿
は
柳
田
國
男
等
の
「
ミ
コ
女
性
論
」
に
つ
い
て
、
歴
史
学
と
精
神
医
学
か

ら
検
証
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え

る
。

　

ま
ず
、
い
つ
頃
か
ら
ミ
コ
の
主
た
る
職
掌
「
託
宣
」
が
女
性
優
位
と
な
っ
た
か

を
「
説
話
集
」
よ
り
探
り
出
し
、
そ
の
結
果
摂
関
期
に
女
性
の
託
宣
者
が
際
立
つ

こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
そ
こ
で
摂
関
政
治
隆
盛
期
の
公
卿
藤
原
実
資
の
日
記
『
小

右
記
』
に
記
さ
れ
た
「
託
宣
者
」
を
抽
出
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
女
性
に
特
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
託
宣
者
の
特
徴
は
①
天
皇
の
后
、
後
宮
の
上

臈
女
官
（
女
房
）、
貴
族
の
室
な
ど
上
層
階
級
出
身
の
女
性
で
あ
る
こ
と
。
②
女

性
の
託
宣
は
直
接
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
夢
想
で
は
男
性
に
よ
る
託
宣
が
見

ら
れ
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
が
女
性
を
特
別
に
託
宣
者
（
ミ
コ
）
と
し
た
一
つ
の

が
あ
る
と
見
る
。
③
加
持
祈
禱
時
に
託
宣
す
る
場
面
が
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
手
の

振
る
え
や
一
点
凝
視
な
ど
の
身
体
の
異
常
を
呈
す
る
こ
と
が
あ
る
。
の
三
点
が
挙

げ
ら
れ
る

　

次
に
、
こ
う
し
た
託
宣
者
の
特
徴
を
受
け
、
女
性
の
生
活
、
社
会
環
境
を
探
る

べ
き
、
摂
関
政
治
の
隆
盛
期
で
『
小
右
記
』
の
記
録
時
期
と
一
致
す
る
藤
原
道
長

に
よ
る
政
策
を
吟
味
し
た
。
結
果
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
道
長
は
天

皇
・
東
宮
の
后
と
し
て
我
女
四
人
を
入
内
さ
せ
権
力
を
手
中
に
し
た
が
、
そ
の
方

法
は
極
め
て
強
引
で
あ
り
、
対
抗
す
る
后
た
ち
を
酷
く
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ

た
。
②
権
力
拡
大
の
た
め
、
後
宮
の
女
官
・
女
房
た
ち
の
人
事
、
職
域
に
も
介
入

し
支
配
を
強
め
、
後
宮
で
働
く
女
性
た
ち
の
苦
悩
と
矛
盾
を
深
め
た
と
推
測
さ
れ

る
。
③
正
妻
を
め
ぐ
る
葛
藤
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
激
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
道
長
政
権
下
に
お
け
る
貴
族
女
性
た
ち
は
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
精

神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
状
況
が
多
く
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、
以
上
の
女
性
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
や
託
宣
時
の
特
徴
（
加
持
祈
禱

時
に
多
い
）
に
つ
い
て
、
精
神
医
学
か
ら
の
検
証
を
試
み
た
。
結
果
、
摂
関
期
に

お
け
る
女
性
た
ち
の
託
宣
行
為
は
、
不
安
や
苦
難
、
葛
藤
か
ら
の
避
難
、
脱
出
行

動
で
あ
る
憑
依
現
象
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
ミ
コ

女
性
論
」
は
社
会
史
視
点
か
ら
の
弱
点
は
あ
る
が
、
女
性
の
防
衛
反
応
、
自
己
保

身
能
力
を
女
性
の
特
殊
能
力
と
し
、
女
性
ミ
コ
優
勢
を
論
じ
て
お
り
評
価
で
き
る

面
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

以
上
よ
り
、
道
長
摂
関
社
会
に
お
い
て
、
女
性
に
よ
る
託
宣
（
憑
依
現
象
）
場

面
が
多
く
現
出
し
、「
直
接
言
語
に
よ
る
託
宣
者
は
女
性
」
と
し
た
認
識
が
一
般

化
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
が
そ
の
後
、
託
宣
者
（
ミ

コ
）
＝
女
性
と
し
た
社
会
概
念
に
つ
な
が
り
、
日
本
の
ミ
コ
は
女
性
が
多
数
を
占

め
る
状
況
を
醸
成
し
た
と
考
え
る
。

　

本
稿
は
全
体
と
し
て
、
精
緻
な
検
証
が
十
全
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、

仮
説
、
私
見
の
域
を
で
て
い
な
い
点
も
多
い
と
考
え
る
。
今
後
の
検
証
、
追
究
が

求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
堀
一
郎
訳
、
冬
樹
社
、
一
九
七
四
年
。

Ｉ
・
Ｍ
・
ル
イ
ス
『
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
人
類
学
』
平
沼
孝
之
訳
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
五
年
。

柳
田
國
男
「
妹
の
力
」（『
定
本　

柳
田
國
男
集　

第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七

(

1 (

(

2 (
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教
大
学
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学
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紀
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七
年
）
に
巫
女
に
女
性
が
多
い
理
由
の
一
つ
に
「
そ
の
感
動
し
易
い
習
性
が
、
事

件
あ
る
毎
に
群
衆
の
中
に
於
い
て
、
い
ち
早
く
異
常
心
理
の
作
用
を
示
し
、
不
思

議
を
語
り
得
た
点
に
在
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

義
江
明
子
（『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）。
溝
口

睦
子
（「
記
紀
に
見
え
る
女
性
像
│
│
│
巫
女
・
女
酋
・
治
工
・
戦
士
│
│
」
前

近
代
女
性
史
研
究
会
編
『
家
族
と
女
性
の
歴
史
』
古
代
・
中
世
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
）。

堀
岡
喜
美
子
「
祭
礼
神
幸
と
巫
女
の
現
出
│
│
「「
巫
女
」
と
は
何
か
」
を
め
ぐ

っ
て
の
一
考
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇
』
第
四
十
八
号
、
二

〇
二
〇
年
三
月
）。

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
十
八　

今
昔
物
語
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）

よ
り
引
用
。

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
一　

古
事
談
・
続
古
事
談
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五

年
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
今
著
文
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
（
第
八
刷
））

の
「
解
説
」
に
よ
る
。

出
典
は
前
掲
7
『
古
今
著
文
集
』。

早
川
庄
八
「〈
附
論
一
〉
長
元
四
年
の
斎
王
の
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本

古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）。

村
岡
薫
「
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
人
強
訴
の
一
考
察
」（『
中
世
の
政
治
的
社
会
と

民
衆
像
』
三
一
書
房
、
一
九
七
六
年
）。

西
宮
秀
紀
『
伊
勢
神
宮
と
斎
宮
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

倉
本
一
宏
『
平
安
貴
族
の
夢
分
析
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。

古
瀬
奈
津
子
『
摂
関
政
治
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
八
〜
一
〇
頁
。

前
掲
（
13
）
古
瀬
著
書
、
山
本
淳
子
『
私
が
源
氏
物
語
を
書
い
た
わ
け
』（
角
川

学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
木
村
朗
子
『
女
た
ち
の
平
安
宮
廷
』（
講
談
社
、
二

〇
一
五
年
）
等
参
照
。

前
掲
（
14
）
山
本
著
書
、
一
一
九
頁
。

前
掲
（
14
）
山
本
著
書
、
一
三
二
〜
一
三
五
頁
。

こ
の
件
に
関
し
て
は
『
小
右
記
』
長
保
元
年
八
月
九
日
条
に
詳
し
い
。

『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

令
義
解
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
（
一
九
三
九
年

初
発
）。

伊
集
院
葉
子
『
日
本
古
代
女
官
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
一
一

〇
頁
。

吉
川
真
司
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
四
三
〇
頁
。

前
掲
（
12
）
倉
本
著
書
、
一
八
七
〜
一
八
八
頁
。

前
掲
（
19
）
伊
集
院
著
書
、
一
一
三
頁
。

前
掲
（
20
）
吉
川
著
書
、
四
二
八
頁
。

前
掲
（
13
）
古
瀬
著
書
、
四
十
六
頁
。

『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
十
四
日
条
に
「
昨
日
於
摂
政
直
蘆
女
叙
位
」
と
あ

り
、
道
長
が
直
蘆
に
直
接
赴
い
て
女
房
の
人
事
を
行
っ
て
い
る
。

前
掲
（
14
）
木
村
著
書
、
二
一
二
頁
。

前
掲
（
14
）
山
本
著
書
、
九
十
七
頁
な
ど
参
照
。

前
掲
（
14
）
山
本
著
書
、
五
十
三
頁
。

前
掲
（
13
）
古
瀬
著
書
、
三
十
六
頁
。

服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
家
と
女
性
│
北
政
所
の
成
立
』（
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）

六
十
一
頁
。

前
掲
（
13
）
古
瀬
著
書
、
三
十
五
頁
。
正
妻
倫
子
と
次
妻
明
子
の
子
息
た
ち
の
間

に
は
、
社
会
的
地
位
に
大
き
な
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

森
田
正
馬
「
余
の
所
謂
祈
禱
性
精
神
病
に
就
い
て
」
神
経
学
雑
誌
14
、286-287

、

一
九
一
五
年
。

浅
野
弘
毅
他
「
中
年
女
性
の
幻
覚
妄
想
状
態
（
第
3
報
）
│
│
憑
依
体
験
│
│
」

仙
台
市
立
病
院
医
誌
16
、
25
│
31
、
一
九
九
六
年
。

昼
田
源
四
郎
「「
窮
地
」
と
宗
教
体
験
、
イ
マ
ー
ゴ
3
（
2
）、
72
│
79
、
一
九
九

二
年
。
新
福
尚
武
「
山
陰
地
方
の
狐
憑
き
に
つ
い
て
」
精
神
医
学
1
、
83
│
90
、

一
九
五
九
年
。
佐
藤
親
次
「
憑
き
も
の
」
現
代
精
神
医
学
大
系
25
（
中
山
書
店
、

東
京
、
一
九
八
一
年
）
七
十
七
頁
。
な
お
、
以
上
の
文
献
、
お
よ
び
前
掲
（
32
）

森
田
論
文
は
、
前
掲
（
33
）
の
浅
野
等
の
論
文
か
ら
転
載
で
あ
り
、
入
手
、
閲
覧

が
困
難
な
た
め
未
読
で
あ
る
。
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右
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に
記
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れ
た
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岡
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（
ほ
り
お
か　

き
み
こ　

文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
課
程
／
修
了
）

（
指
導
教
員
：
八
木　

透　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
三
十
日
受
理
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一
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
に
つ
い
て

　

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
は
、
近
衛
府
が
成
立
し
た
天
平
神
護
元
年
（
七
六

五
）
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
に
お
け
る
近
衛
府
下
級
官
人
（
将
監
・
将
曹
・
医
師
・

府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
）
の
う
ち
、
確
認
で
き
う
る
補
任
状
況
を
調

査
・
整
理
し
、
順
次
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
将
監
（
採
録
期
間
：
寛

元
元
年
〔
一
二
四
三
〕
〜
宝
治
二
年
〔
一
二
四
八
〕）、
医
師
（
採
録
期
間
：
承
和

二
年
〔
八
三
五
〕
〜
寛
元
二
年
〔
一
二
四
四
〕）、
府
掌
（
採
録
期
間
：
元
慶
五
年

〔
八
八
一
〕
〜
建
久
九
年
〔
一
一
九
八
〕）、
将
曹
（
採
録
期
間
：
神
護
景
雲
元
年

〔
七
六
七
〕
〜
天
仁
二
年
〔
一
一
〇
九
〕）
の
順
に
掲
載
す
る
。
な
お
、
将
監
、
医

師
及
び
府
掌
の
補
任
稿
は
本
稿
を
も
っ
て
完
了
と
す
る
が
、
将
曹
に
関
し
て
は
、

紙
数
の
都
合
上
、
次
号
以
降
に
続
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

二
、
凡
例

① 
本
補
任
稿
は
左
右
近
衛
府
の
う
ち
（
表
①
）、
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・

番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
の
下
級
官
人
の
補
任
状
況
を
官
職
ご
と
の
項
目
に

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
か
ら
宝

治
二
年
（
一
二
四
八
）
ま
で
の
将
監
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
か
ら
寛
元
二
年

(

1 (

(

2 (

(

3 (

(

4 (

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿

│
│
将
監
（
4
）・
将
曹
（
1
）・
医
師
・
府
掌
│
│

西

山

史

朗

資
料
紹
介

　

本
稿
は
、
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
の
期
間
に
お

け
る
近
衛
府
の
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛

の
官
人
の
補
任
状
況
を
調
査
・
整
理
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。

　

一
部
の
近
衛
府
官
人
の
補
任
状
況
は
す
で
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本

補
任
表
は
既
存
の
補
任
類
の
欠
を
補
い
、
研
究
の
進
展
の
助
け
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
全
体
の
う
ち
、
将

監
・
将
曹
（
一
部
）・
医
師
・
府
掌
の
補
任
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

近
衛
府
、
下
級
官
人
、
補
任
、
平
安
期
、
鎌
倉
期

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
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紀
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学
研
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（
一
二
四
四
）
に
お
け
る
医
師
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
か
ら
建
久
九
年
（
一

一
九
八
）
に
お
け
る
府
掌
、
そ
し
て
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
か
ら
天
仁
二

年
（
一
一
〇
九
）
に
お
け
る
将
曹
を
掲
載
す
る
。

② 

左
右
近
衛
府
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
い
る
か
が
不
詳
の
場
合
は
、「
左
右
不
詳
」

の
項
目
に
記
し
た
。

③ 

人
物
の
表
記
に
つ
い
て
、
位
階
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は

〔　〕
内
に
記
載
し
、
位

階
が
不
明
の
場
合
は

〔─〕
と
記
載
し
た
。
加
階
の
記
述
が
あ
る
場
合
は
加
階
後
の

位
階
を
記
載
、
備
考
に
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
。
府
生
以
下
に
は
、
本
来
相
当

位
階
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
同
様
に
記
載
し
た
。

④ 

在
職
で
あ
る
、
或
い
は
そ
う
思
わ
れ
る
場
合
は
「
在
」、
新
た
に
任
じ
ら
れ
た

場
合
は
「
任
」、
す
で
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
「
故
」

を
備
考
欄
内
の
先
頭
に
記
載
し
た
。

⑤ 

兼
官
、
兼
職
が
あ
る
場
合
は
備
考
に
記
載
し
た
。
そ
の
他
必
要
と
思
わ
れ
る
事

項
を
備
考
欄
に
記
載
し
た
。

⑥ 

出
典
の
記
載
は
（『
史
料
名
』
年
月
日
）
で
示
し
、
閏
月
は
○
枠
で
示
し
た
。

基
本
的
に
そ
の
年
の
初
見
月
日
を
記
載
し
た
が
、
初
見
月
日
以
降
よ
り
詳
細
な

所
属
、
経
歴
な
ど
の
記
述
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
月
日
を
記
載
し
た
。

⑦ 

そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
は
（　

）
内
に
記
載
し
、
ま
た
一
部
の
史
料
名
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
略
記
し
た
。
な
お
、
古
記
録
の
名
称
に
つ
い
て
大
日
本
古
記
録
、
増

補
史
料
大
成
、
史
料
纂
集
等
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
古
記
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

名
称
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
。『
群
書
類
従
』
や
『
歴
代
残
闕
日
記
』、
そ
の
ほ

か
史
料
紹
介
等
に
収
録
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
記
録
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
同

一
人
物
の
日
記
で
も
、
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
名
称
と
は
別
の
名
称
で
記
載
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
基
本
的
に
記
主
の
名
前
を
冠
す
る
名
称
に
統

一
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
大
日
本
古
記
録
、
増
補
史
料
大
成
、
史
料
纂
集
、
そ

の
他
刊
本
の
書
誌
情
報
の
記
載
は
省
略
し
た
が
、
史
料
紹
介
等
の
書
誌
情
報
は

適
宜
注
に
記
し
た
。

略
記
一
覧
：『
古
今
和
歌
集
目
録
』（『
古
今
』）、『
古
今
著
聞
集
』（『
著
聞
』）、

『
平
安
遺
文
』（『
平
遺
』）、『
楽
所
補
任
』（『
楽
所
』）、『
外
記
補
任
』（『
外

記
』）、『
大
間
成
文
抄
』（『
大
間
』）、『
魚
魯
愚
鈔
』（『
魚
魯
』）、『
賭
弓
部
類
記
』

（『
賭
部
』）、『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』（『
移
徙
』）、『
御
譲
位
記
』（『
譲
位
』）、

『
九
条
家
本
紙
背
文
書
集　

中
右
記
』（『
九
中
』）、『
類
聚
国
史
』（『
類
国
』）、

『
政
事
要
略
』（『
要
略
』）、『
朝
野
群
載
』（『
朝
野
』）、『
朝
野
群
載
抄
』（『
朝
群

抄
』）、『
続
左
丞
抄
』（『
左
丞
』）、『
類
聚
符
宣
抄
』（『
符
宣
』）、『
本
朝
世
紀
』

（『
世
紀
』）、『
日
本
紀
略
』（『
紀
略
』）、『
続
日
本
紀
』（『
続
紀
』）、『
日
本
後
紀
』

（『
後
紀
』）、『
続
日
本
後
紀
』（『
続
後
紀
』）、『
文
徳
天
皇
実
録
』（『
文
徳
』）、

『
日
本
三
代
実
録
』（『
三
代
』）、『
吏
部
王
記
』（『
吏
部
』）、『
村
上
天
皇
御
記
』

（『
村
上
』）、『
親
信
卿
記
』（『
親
信
』）、『
御
堂
関
白
記
』（『
御
堂
』）、『
小
右
記
』

（『
小
右
』）、『
定
家
朝
臣
記
』（『
定
家
』）、『
土
右
記
』（『
土
右
』）、『
水
左
記
』

（『
水
左
』）、『
江
記
逸
文
集
成
』（『
江
逸
』）、『
為
房
卿
記
』（『
為
房
』）、『
時
範

記
』（『
時
範
』）、『
中
右
記
』（『
中
右
』）、『
中
右
記
部
類
』（『
中
部
』）、『
寛
治

二
年
記
』（『
寛
治
』）、『
後
二
条
師
通
記
』（『
師
通
』）、『
栄
昌
記
』（『
栄
昌
』）、

『
師
元
朝
臣
記
』（『
師
元
』）、『
実
行
公
記
』（『
実
行
』）、『
長
秋
記
』（『
長

秋
』）、『
雅
実
公
記
』（『
雅
実
』）、『
山
槐
記
』（『
山
槐
』）、『
兵
範
記
』（『
兵

範
』）、『
明
月
記
』（『
明
月
』）、『
三
長
記
』（『
三
長
』）、『
猪
隈
関
白
記
』（『
猪

隈
』）、『
岡
屋
関
白
記
』（『
岡
屋
』）、『
民
経
記
』（『
民
経
』）、『
葉
黄
記
』（『
葉
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黄
』）、『
平
戸
記
』（『
平
戸
』）、『
経
俊
卿
記
』（『
経
俊
』）、『
妙
槐
記
』（『
妙

槐
』）、『
吾
妻
鏡
』（『
吾
妻
』）

⑧ 

本
補
任
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任

表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人
そ
の
（
一
）
│
│
」（『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
学

科
紀
要
』
六
一
、
一
九
七
五
）、「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任
表
│
│
下
級

官
人
・
舎
人
そ
の
（
二
）
│
│
」（『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
学
科
紀
要
』
六

六
、
一
九
七
八
）
も
参
照
し
て
い
る
。

⑨ 

人
物
比
定
に
つ
い
て
、
史
料
上
で
は
、
姓
或
い
は
名
が
同
名
同
音
の
場
合
、
人

物
の
混
同
が
考
え
ら
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
や
姓
名
い
ず

れ
か
の
記
載
が
無
い
場
合
、
例
え
ば
刊
本
で
は
編
纂
者
に
よ
っ
て
人
物
な
ら
び

に
姓
名
の
同
定
・
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
問
無
し
と
し
な
い
部
分
も
あ

る
。
よ
っ
て
本
補
任
稿
で
は
『
群
書
系
図
部
集
』、「
楽
家
系
図
」
及
び
京
都
大

学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
下
野
氏
系
図
』・『
秦
氏
系
図
』
所
収
の
諸
氏
系
図
、

『
平
安
人
名
辞
典
│
│
長
保
二
年
│
│
』、『
平
安
人
名
辞
典
│
│
康
平
三
年

│
│
』
上
・
下
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
等
も
参
照
し
て
姓
名
の
推
定
を
行

い
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
。

⑩ 

史
料
上
、「
○
○
子
」、「
○
○
男
」
と
表
記
さ
れ
、
人
物
比
定
が
困
難
な
も
の

は
、
人
物
欄
中
に
「
○
○
子
」
と
統
一
し
て
表
記
し
た
。

⑪ 

人
物
に
よ
っ
て
は
数
年
以
上
に
わ
た
り
近
衛
府
官
職
に
在
職
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
が
、
そ
の
間
一
部
の
年
に
お
い
て
人
名
の
記
載
は
有
る
も
の
の
官

職
が
確
認
で
き
な
い
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
前
後
の
時

期
に
お
け
る
在
職
状
況
か
ら
官
職
の
推
定
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
十
二
世
紀

後
期
に
は
、
同
一
の
近
衛
府
下
級
官
人
が
降
格
、
昇
進
を
繰
り
返
す
事
例
も
一

部
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
本
補
任
稿
で
は
あ
え
て
採
録
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
近
衛
府
下
級
官
人
で
あ
る
こ
と
は
判
明
す
る
も
の
の
、
職
が
不
明

な
場
合
も
同
様
に
採
録
し
て
い
な
い
。

⑫ 

史
料
上
に
は
「
左
近
大
夫
」・「
右
近
大
夫
」
と
「
大
夫
将
監
」
の
表
記
が
み
ら

れ
る
。
通
常
、
前
者
は
叙
爵
後
将
監
を
離
職
し
た
者
、
後
者
は
叙
爵
後
も
在
職

し
て
い
る
者
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
古
記
録
を
中
心
に
、
厳
密
に
両

者
を
区
別
し
に
く
い
事
例
も
数
例
み
ら
れ
る
た
め
、
便
宜
上
「
左
近
大
夫
」・

「
右
近
大
夫
」
も
採
録
し
た
。

〔
注
〕

本
補
任
稿
で
は
、
将
監
以
下
の
近
衛
府
官
人
を
近
衛
府
の
下
級
官
人
と
区
分
し
て

い
る
。
こ
の
区
分
は
笹
山
晴
生
氏
に
よ
る
近
衛
府
大
将
・
中
将
・
少
将
を
上
級
官

人
、
近
衛
府
将
監
以
下
を
下
級
官
人
と
す
る
理
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し

く
は
笹
山
晴
生
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
研
究
」（
坂
本
太
郎
博
士

還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
）、

同
「
左
右
近
衛
府
上
級
官
人
の
構
成
と
そ
の
推
移
」（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦
記
念

会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
、
以
上

『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
〕
再
収
）
を
参

照
。

近
衛
府
官
人
の
補
任
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
府
官

人
・
舎
人
補
任
表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人 

そ
の
（
一
）
│
│
」（『
東
京
大
学
経

学
部
人
文
科
学
紀
要
』
六
十
一
、
一
九
七
五
）、
同
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人

補
任
表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人 

そ
の
（
二
）
│
│
」（『
東
京
大
学
経
学
部
人
文

科
学
紀
要
』
六
十
六
、
一
九
七
八
）、
市
川
久
編
『
近
衞
府
補
任　

第
一
』（
続
群

書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
）、
同
『
近
衞
府
補
任　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
九
三
）
が
あ
る
。
本
補
任
稿
は
こ
れ
ら
の
補
任
類
を
参
考
と
し
て
、
そ

の
欠
を
補
う
か
た
ち
で
作
成
し
て
い
る
。
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拙
稿
「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
1
）」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学

研
究
科
篇
│
│
』
四
六
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生

│
│
（
1
）」（『
鷹
陵
史
学
』
四
四
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿

（
2
）
│
│
将
監
│
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学
研
究
科
篇
│
│
』

四
七
、
二
〇
一
九
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生
│
│
（
2
）」（『
鷹

陵
史
学
』
四
五
、
二
〇
一
九
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
3
）
│
│
将
監

│
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学
研
究
科
篇
│
│
』
四
八
、
二
〇
二

〇
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生
│
│
（
3
）」（『
鷹
陵
史
学
』
四

六
、
二
〇
二
〇
）。
な
お
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
の
作
成
意
図
な
ら
び
に
近

衛
府
や
近
衛
府
下
級
官
人
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
上
記
拙
稿
に
お
い
て
言
及
し

て
い
る
た
め
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

近
衛
府
下
級
官
人
の
補
任
状
況
は
十
三
世
紀
末
期
ま
で
調
査
、
整
理
を
し
て
い
る

が
、
こ
の
期
間
の
医
師
、
府
掌
に
つ
い
て
在
職
が
判
明
し
て
い
る
の
は
、
管
見
の

限
り
本
補
任
稿
の
内
容
の
通
り
で
あ
る
。

井
上
幸
治
『
外
記
補
任
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
四
）。

高
田
義
人
「『
朝
野
群
載
抄
』
に
つ
い
て
」（『
栃
木
史
学
』
一
八
、
二
〇
〇
四
）。

佐
藤
宗
諄
先
生
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
親
信
卿
記
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
五
）

木
本
好
信
編
『
江
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
）。

木
本
好
信
・
中
丸
貴
史
・
樋
口
健
太
郎
編
『
時
範
記
逸
文
集
成
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
一
八
）。

『
群
書
系
図
部
集
』
一
〜
七
（
続
群
諸
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
）。

「
楽
家
系
図
」（『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成　

三
』
所
収
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九

九
八
）。

槇
野
廣
造
『
平
安
人
名
辞
典
│
│
長
保
二
年
│
│
』（
高
科
書
店
、
一
九
九
三
）、

同
『
平
安
人
名
辞
典
│
│
康
平
三
年
│
│
』
上
・
下
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
・

二
〇
〇
八
）

『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
）。

（
に
し
や
ま　

し
ろ
う　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
佐
古　

愛
己　

准
教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
三
日
受
理
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左
右
近
衛
府
将
監

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
将
監

備
考
・
出
典

右
近
衛
将
監

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

寛
元
元
年
（
1243）

大
江
佐
房
〔（
五
位
）〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
1
・
7
・
17）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
相
模
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
1
・

7
・
17）

丹
波
時
連
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

宗
友
成
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

藤
原
清
親
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
遠
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
季
時
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
為
資
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
重
俊
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
能
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
28）

藤
原
友
枝
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
八
王
子
遷
宮
功
」
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
1
・
28）

源
広
義
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
右
近
将
監

に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
盛
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
八
王
子
遷
宮
拝
殿
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
師
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
臨
時
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

藤
原
教
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
当
年
元
三
替
物
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
宗
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
3
・
6
）

源
重
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
左
近
将
監

に
任
ず
。（
同
上
）

平
親
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

表
①

9
~12c

に
お
け
る
左
右
近
衛
府
官
制
表

区
分

官
職

総
称

相
当
位
階

左
右
合
計
員
数
随
身
・
権
随
身
楽
人
・
舞
人
年
預
庁
頭

上
級
職

大
将

─
正
・
従
二
位
（
従
三
位
）

2（
2）

─
中
将

次
将

正
三
位
～
従
四
位
（
従
四
位
下
）

2～
6（
2）

少
将

従
四
位
下
～
従
五
位
（
正
五
位
下
）

4～
8（
4）

下
級
職

将
監

官
人

従
五
位
～
正
六
位
（
従
六
位
上
）

 8～
（
8）

（
○
）

○
○

─
将
曹

官
人

従
五
位
～
従
七
位
（
従
七
位
下
）

16～
（
8）

○
○

─
○

医
師

─
従
五
位
～
正
六
位
（
正
八
位
）

 1～
（
2）

─
─

─
─

府
生

官
人

正
六
位
上
～
従
七
位

20～
（
12）

○
○

○
○

番
長

物
節

─
13～

（
12）

○

─
案
主

4～
─

府
掌

5～
○

近
衛

─
従
八
位
～
大
初
位
・
无
位

27～
（
400）

○
駕
輿
丁

─
─

─
─

使
部

（
20）

直
丁

（
4）

・
 左
表
は
『
近
衞
府
補
任
』、『

公
卿
補
任
』、
各
古
記
録
、
笹
山
晴
生
氏
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の

研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
1985）、

古
藤
真
平
「
中
衛
府
・
近
衛
府
官
員
制
度
の
再
検
討
」

（
角
田
文
衛
先
生
傘
寿
記
念
会
編
『
古
代
世
界
の
諸
相
』、
晃
洋
書
房
、
1993所

収
）
を
参
照
し
て

作
成
し
た
。

・
 区
分
の
項
に
つ
い
て
は
、
笹
山
氏
（
上
掲
）
の
近
衛
府
内
に
お
け
る
官
職
格
差
に
関
す
る
理
解
に

従
っ
て
区
分
し
て
い
る
。

・
 位
階
お
よ
び
左
右
合
計
員
数
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
階
は
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
位
階
の

範
囲
を
記
載
し
、
ま
た
左
右
合
計
員
数
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
最
低
限
の
人
数
を
記

載
し
た
。

・
 （　
）
内
は
、
古
藤
氏
（
上
掲
）
が
復
元
さ
れ
た
弘
仁
格
式
制
時
の
左
右
近
衛
府
の
官
員
制
を
参

照
し
た
。

・
 な
お
、
9c
以
前
の
近
衛
府
官
職
の
う
ち
、
案
主
は
長
徳
4
年
（
998）

に
、
府
掌
は
元
慶
5
年

（
881）

に
み
え
る
の
が
史
料
上
で
の
初
見
で
あ
る
。

・
 総
称
の
項
は
、
各
古
記
録
に
お
い
て
近
衛
府
の
各
職
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
総
称
さ
れ
て
い
た

か
を
記
載
し
た
。
詳
し
く
は
吉
川
真
司
編
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
：
第
4
輯
　
勧

修
寺
家
本
職
掌
部
類
』（
思
文
閣
出
版
、
1989）、

佐
々
木
恵
介
「『
小
右
記
』
に
み
る
摂
関
期
近

衛
府
の
政
務
運
営
」（
同
『
日
本
古
代
の
官
司
と
政
務
』、
吉
川
弘
文
館
、
2018〔

初
出
1993〕）

を
参
照
。

・
 随
身
、
楽
人
・
舞
人
、
年
預
、
庁
頭
の
項
に
つ
い
て
は
、
近
衛
府
官
人
が
兼
帯
す
る
職
務
の
有
無

に
つ
い
て
示
し
た
。

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
二
一



寛
元
2
年
（
1244）

丹
波
範
利
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
3
・
6
）

中
原
久
義
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

河
内
真
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
朝
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

惟
宗
景
量
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
日
吉
八
王
子
三
宮
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
4
・

5
）

藤
原
泰
次
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
仲
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

狛
光
高
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
還
任
す
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
4
・
5
）

源
雅
範
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
村
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
忠
泰
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
4
・
28）

/
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に

任
ず
。（『

平
戸
』
同
2
・
8
・
25）

藤
原
以
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
宮
御
祈
七
瀬
御
祓
功
」
に

よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
宗
光
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
5
・
11）

藤
原
惟
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
久
村
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

藤
原
宗
弘
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
往
年
最
勝
講

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

2
・
5
・
11）

中
原
末
継
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
6
・
22）

中
原
貞
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
定
俊
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
範
経
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
為
尚
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
清
保
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
府
奏
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
頼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

伴
基
盛
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
6
・
22）

平
光
種
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
7
・
16）

藤
原
忠
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
祐
成
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
貞
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
成
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
秀
弘
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
能
満
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
国
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
江
則
経
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
8
・
25）

藤
原
忠
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
7
・
16）

藤
原
経
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
季
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
親
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
宗
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
盛
員
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
国
時
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

三
上
実
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
10・

4
）

源
時
保
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
8
・
25）

藤
原
利
基
〔
―
〕

在
：
任
左
右
衛
門
少
尉
を
申
す
。（『

妙
槐
』
寛
元

2
・
1
・
21）

菅
原
為
兼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
相
模
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・

1
・
1
）

源
光
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
） 〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
4
・
21）

藤
原
盛
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
遠
平
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
10・

4
）

藤
原
為
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
定
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
二
二



北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・

1
）

武
藤
兼
頼
〔
―
〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・
1
）
/「
右
近
将

監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
8
・
15）

齋
藤
（
名
不
詳
）〔
―
〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・
1
）

寛
元
3
年
（
1245）

藤
原
景
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
1
・
13）

中
原
盛
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。
或
い
は

「
重
長
」
か
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
1
・
13）

藤
原
盛
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

和
邇
部
忠
棟
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
去
年
賀
茂
臨
時
祭
功
」

に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・

1
・
17）

源
為
房
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
日
吉
八
王
子
三
宮
拝
殿

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

3
・
1
・
17）

藤
原
季
定
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
東
大
寺
七
塔
御
塔
功
」

に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
知
重
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
助
盛
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
3
・
8
）

源
広
具
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
去
年
十
月
御
更
衣
功
」

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
有
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
家
益
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
3
・
8
）

物
部
兼
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
重
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
俊
清
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）

秦
広
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

小
乃
清
貞
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
倍
兼
盛
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
藤
原
重
光
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
■
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
橘
政
衡
〔
従
五
位
下
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）
/
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い

て
叙
爵
。（『

平
戸
』
同
3
・
8
・
5
）

中
原
吉
景
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
源
清
信
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）

平
時
高
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
平
盛
友
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
5
・
8
）

藤
原
為
康
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
源
友
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

掃
守
国
弘
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
橘
信
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
親
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
5
・
8
）

源
影
則
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
助
信
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
光
房
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
包
良
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
6
・
26）

良
岑
師
泰
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

高
橋
親
範
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
有
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

佐
伯
守
安
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
宣
通
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
重
経
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
信
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
6
・
26）

藤
原
親
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
重
高
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
則
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
能
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
倍
貞
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
造
野
宮
功
」
に

よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『
平
戸
』
寛
元
3
・

8
・
5
）

粟
田
康
友
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
親
茂
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
本
宮

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

佛
教
大
学
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学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
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藤
原
末
広
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
高
季
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
本
宮
功
に

よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
泰
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
行
事
所

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

3
・
8
・
5
）

平
国
隆
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
丹
生
者
修
理

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
氏
弘
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
行
事
所
功

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
行
時
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
能
忠
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
行
事
所
功

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
守
基
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
大
嘗
会
悠
紀

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
朝
忠
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
造
野
宮
功
」
に

よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
繁
泰
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
8
・
29）

藤
原
惟
綱
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
8
・
29）

藤
原
長
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
保
実
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

卜
部
兼
寛
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
景
良
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
良
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
曇
包
弘
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
季
光
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
助
成
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
厚
友
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

日
奉
景
能
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

惟
宗
盛
氏
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
忠
清
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
9
・

12）
源
光
安
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
木
柴
功
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
9
・

12）

服
部
定
幸
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
功
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
盛
長
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
「
松
尾
社
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
則
元
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
10・

29）
源
盛
信
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。

（
同
上
）

伊
福
部
信
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
光
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
10・

29）
紀
能
兼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
守
永
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
輔
基
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）

藤
原
重
国
〔
従
五
位
下
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）
/
除
目
に
お
い
て
叙
爵
。

（『
平
戸
』
同
3
・
12・

8
）

藤
原
為
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
雅
世
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）

紀
重
行
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
定
清
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
経
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
日
行
幸
行
事
所
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

8
）

平
宗
平
〔
従
五
位
下
〕

在
：
除
目
下
名
に
お
い
て
叙
爵
。（
同
上
）

中
原
能
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
持
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
日
行
幸
頓
宮
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

8
）

源
家
信
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
家
正
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
木
工
寮
功
に
よ
り
、

右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）
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紀
種
持
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
助
弘
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
内
蔵
寮
功
に
よ
り
、

右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

神
重
助
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
頓
宮
功
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
吉
直
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
松
尾
遷
宮
功
」
に
よ
り
、
右

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
資
平
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

長
谷
部
氏
連
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
松
尾
遷
宮
功
に
よ
り
、
右
近
将

監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
兼
頼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
斎
宮
本
所
功
」
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
信
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り
、
右

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
尚
益
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

22）
藤
原
忠
能
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

22）

源
高
行
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

源
幸
員
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
清
政
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

源
盛
茂
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

橘
高
久
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
能
員
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

中
原
宗
季
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
俊
弘
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
行
俊
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
寛
元
3
・
4
・
7
）

北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
3
・
1
・

1
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
： （『

吾
妻
』
寛
元
3
・
8
・
15）

寛
元
4
年
（
1246）

藤
原
明
綱
〔
―
〕

在
：
蔵
人
。（『

民
経
』
寛
元
4
・
12・

12）
北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
2
・

28）
源
仲
忠
〔
―
〕

在
：
院
蔵
人
。（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
6
・
28）

北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
1
・

4
）
/
執
権
。（『

吾
妻
』
同
4
・
2
・
23）

/「
左

近
大
夫
将
監
」。（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
8
・
27）

北
条
時
兼
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
8
・

15）

明
石
兼
綱
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
3
・

13）
（
姓
不
詳
）
重
能
〔
―
〕

在
：（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
3
・
11）

宝
治
元
年
（
1247）

北
条
時
頼
〔
―
〕

在
：（『

民
経
』
経
光
卿
維
摩
会
参
向
記
紙
背
文
書
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
宝
治
1
・
5
・
14）

北
条
長
時
〔
―
〕

在
：「
相
模
左
近
大
夫
将
監
殿
」。（『

民
経
』
経
光
卿

維
摩
会
参
向
記
紙
背
文
書
）
/「
左
近
大
夫
」。
北
条

重
時
子
。（『

葉
黄
』
宝
治
1
・
6
・
6
）

藤
原
範
頼
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

北
条
時
兼
〔 （
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
1
・
5
・

14）
源
広
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』

宝
治
1
・
11・

7
）

美
濃
時
秀
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（

同
上
）

中
原
助
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
（
名
不
詳
）〔（

五
位
）〕

故
：
宝
治
合
戦
に
お
い
て
死
去
。「
左
近
大
夫
」。

（『
吾
妻
』
宝
治
1
・
6
・
22）

藤
原
朝
重
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
蓮
華
王
院
惣
社
功
」
に

よ
り
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』
宝
治
1
・
12・

12）

（
姓
不
詳
）
康
房
〔（
五
位
）〕
在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

源
仲
忠
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）
/
院
蔵
人
。（『
経

俊
』
同
1
・
11・

1
）

源
義
持
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

藤
原
永
輔
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（
同
上
）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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源
助
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』

宝
治
1
・
11・

7
）

源
資
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
信
幸
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

上
野
国
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り

左
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』
宝
治
1
・
12・

12）

大
江
家
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

宝
治
2
年
（
1248）

大
江
佐
房
〔（
五
位
）〕

在
：「
少
輔
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
2
・

1
・
3
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
1
・

3
）

那
波
政
茂
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
⑫
・

10）
明
石
兼
綱
〔（
五
位
）〕

在
：（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
⑫
・
18）

（
姓
不
詳
）
範
重
〔（
五
位
）〕
在
：「
職
事
」、「

左
近
大
夫
」。（『

葉
黄
』
宝
治
2
・

11・
3
）

不
詳

藤
原
棟
材
ヵ
〔
―
〕

故
：「
右
近
進
」（『

左
経
記
』
長
和
5
・
5
・
25）

左
右
近
衛
府
医
師

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
医
師

備
考
・
出
典

右
近
衛
医
師

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

承
和
2
年
（
835）

紀
福
吉
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
姓
を
賜
り
大
村
直
よ
り
紀
宿
禰
と
す
る
（『
続

後
紀
』
承
和
2
・
10・

4
）。

斉
衡
2
年
（
855）

家
原
善
宗
〔
正
七
位
上
〕

在
：（『

文
徳
』
斉
衡
2
・
8
・
15）

貞
観
10年

（
868）

紀
春
生
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
叙
外
従
五
位
下
。（『
三
代
』
貞
観
10・

1
・

8
）

延
喜
5
年
（
905）

時
原
興
宗
〔
―
〕

在
：
延
長
3
年
、
従
五
位
下
侍
医
兼
医
博
士
備
後
権

介
。（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

延
喜
3
年
（
925）

宮
春
来
〔
従
六
位
上
〕

在
：
医
博
士
課
試
を
申
請
す
る
。（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

康
保
3
年
（
966）

河
内
博
遠
〔
―
〕

在
：（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

永
保
元
年
（
1081）

惟
宗
永
保
〔
正
六
位
上
〕

任
：
典
薬
寮
寮
奏
に
よ
り
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

大
間
』
第
七
「
連
奏
」）

康
治
2
年
（
1143）

小
槻
忠
辰
〔
―
〕

在
：
臨
時
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
よ
り
典
薬
少
允

に
任
ず
。（『

世
紀
』
康
治
2
・
1
・
27）

仁
平
2
年
（
1152）

中
原
盛
春
〔
正
六
位
上
〕

在
：（『

兵
範
』
仁
平
2
・
4
・
8
）

久
寿
元
年
（
1154）

清
原
知
政
〔
正
六
位
上
〕

任
：
道
挙
に
よ
り
右
近
医
師
に
任
ず
る
か
。（『

魚
魯
』
巻
第
二
「
医
道
」）
/
医
道
連
奏
に
よ
り
右
近

医
師
に
任
ず
。
丹
波
重
成
弟
子
。（『

大
間
』
第
七

「
道
連
奏
」）

正
治
2
年
（
1200）

惟
宗
基
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

正
治
2
・
10・

27）

元
久
2
年
（
1205）

中
原
清
基
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

元
久
2
・
1
・
30）

小
槻
宗
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

元
久
2
・
1
・
30）

寛
喜
元
年
（
1229）

中
原
景
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
道
奏
」
に
よ
り
、
左
近
医
師

に
任
ず
。（『

明
月
』
寛
喜
1
・
10・

6
）

仁
治
元
年
（
1240）

中
原
朝
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

平
戸
』

仁
治
1
・
1
・
22）

寛
元
2
年
（
1244）

中
原
久
定
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
に
任
ず
。 （『
平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
二
六



左
右
近
衛
府
府
掌

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
府
掌

備
考
・
出
典

右
近
衛
府
掌

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

元
慶
5
年
（
881）

下
毛
野
安
世
〔
―
〕

在
：（『

三
代
』
元
慶
5
・
1
・
-）

承
平
6
年
（
936）

多
修
忠
〔
―
〕

在
：
随
身
。（『

九
暦
』
承
平
6
・
12・

16）

承
平
7
年
（
937）

清
江
忠
秀
〔
―
〕

任
：
賭
射
に
お
い
て
矢
的
中
に
よ
り
、
舎
人
よ
り
府

掌
に
任
ず
。
或
い
は
（『
九
暦
』
承
平
7
・
1
・
19）

仲
野
当
連
〔
―
〕

在
：
賭
射
に
お
い
て
矢
的
中
に
よ
り
、
府
掌
よ
り
権

番
長
に
任
ず
。
或
い
は
（
同
上
）

永
祚
元
年
（
989）

古
部
是
総
〔
―
〕

任
：
大
将
随
身
。
同
日
近
衛
よ
り
物
節
（
府
掌
）
に

任
ず
。（『

小
右
』
永
祚
1
・
7
・
4
）

正
暦
4
年
（
993）

美
努
久
木
〔
―
〕

在
：
も
し
く
は
兵
衛
府
掌
か
。（『

小
右
』
正
暦
4
・

5
・
12）

長
和
2
年
（
1013）

下
毛
野
公
時
〔
―
〕

任
：
右
近
か
。
物
節
・
随
身
多
為
重
の
替
。（『

御
堂
』
,『
小
右
』
長
和
2
・
7
・
22）

/
番
長
に
任

ず
。（『

小
右
』
同
2
・
8
・
16）

長
和
3
年
（
1014）

六
人
部
信
通
〔
―
〕

在
：
物
節
：（『

小
右
』
長
和
3
・
12・

2
）

物
部
宗
時
〔
―
〕

在
：
物
節
定
書
に
載
る
。（『

小
右
』
長
和
3
・
12・

4
）

下
毛
野
公
武
〔
―
〕

在
：
物
節
定
書
に
載
る
。（
同
上
）

寛
仁
元
年
（
1017）

下
毛
野
光
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
道
長
随
身
。
下
毛
野
公
時
死
去
の
替
と
し

て
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『
小
右
』
寛
仁
1
・

10・
8
）
/
御
馬
騎
。（『

小
右
』
同
1
・
12・

5
）

/
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
同
1
・
12・

10）

寛
仁
2
年
（
1018）

高
向
公
方
〔
―
〕

在
：
小
一
条
院
随
身
。（『
小
右
』
寛
仁
2
・
4
・

24）

寛
仁
3
年
（
1019）

荒
木
武
晴
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。

（『
小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
19）

/
同
3
・
8
・
28、

番
長
に
任
ず
。

高
扶
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。
右

近
か
。
南
海
道
（
淡
路
・
阿
波
・
伊
予
・
讃
岐
）
相

撲
使
。（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
19）

/
番
長
に
任

ず
。（『

小
右
』）
同
3
・
11・

3
）

藤
井
尚
貞
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
7
・
21）

治
安
元
年
（
1021）

播
磨
貞
安
〔
―
〕

在
：
藤
原
頼
通
随
身
。「
行
幸
」
以
前
に
府
掌
に
補

し
、
幾
程
も
経
ず
に
番
長
に
補
す
。（『

小
右
』
治
安

1
・
10・

29）
六
人
部
保
武
〔
―
〕

任
：
身
人
部
保
武
と
同
一
か
。
故
三
条
上
皇
の
仰
せ

に
よ
り
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『

小
右
』
治
安

1
・
10・

29）

治
安
3
年
（
1023）

六
人
部
保
武
〔
―
〕

在
：
身
人
部
保
武
と
同
一
か
。
藤
原
実
資
随
身
。
山

陰
道
相
撲
使
。（『

小
右
』
治
安
3
・
5
・
2
）

紀
元
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。

「
元
武
」
と
す
る
は
誤
り
か
。（『

小
右
』
治
安
3
・

8
・
16）

万
寿
2
年
（
1025）

紀
元
武
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
2
・

10・
10）

万
寿
4
年
（
1027）

物
部
宗
時
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
4
・

1
・
29）

播
磨
為
利
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（
同
上
）

文
是
安
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『
小
右
』

万
寿
4
・
1
・
29）

/
藤
原
道
長
に
伺
候
す
る
。

（『
小
右
』
同
4
・
4
・
23）

佛
教
大
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大
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紀
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研
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科
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高
扶
常
〔
―
〕

在
：
小
一
条
院
随
身
。
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。

（『
小
右
』
万
寿
4
・
4
・
23）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
右
近
か
。
高
扶
常
を
番
長
に

任
ず
の
替
と
し
て
、
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
4
・
4
・
23）

長
元
元
年
（
1028）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

在
：
藤
原
実
資
随
身
。
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元

1
・
7
・
19）

秦
安
信
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
19）

文
是
安
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
19）

/
「
備
後
掾
正
六
位
上
文
宿
禰
是
安
」（
年
不
詳
）。

（『
大
間
』
第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

惟
宗
為
武
〔
―
〕

任
：「
為
氏
」
に
つ
く
る
。「
能
射
矢
数
者
」、「

無
府

掌
」
に
よ
り
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。
右
近
か
。

（『
小
右
』
長
元
1
・
9
・
9
）

長
元
4
年
（
1031）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
4
・
4
・
26）

/
藤
原
実
資
随

身
。（『

小
右
』
同
4
・
7
・
30）

長
元
5
年
（
1032）

惟
宗
為
武
〔
―
〕

在
：「
賭
射
矢
数
者
」、
ま
た
源
隆
国
の
望
み
に
よ
り

番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
長
元
5
・
12・

3
）

康
和
5
年
（
1103）

佐
伯
重
友
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

身
人
部
友
重
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

仁
平
元
年
（
1151）

秦
清
貞
〔
―
〕

在
：（『

台
記
』
仁
平
1
・
11・

10）
秦
安
国
〔
―
〕

在
：
名
前
に
誤
り
あ
る
か
。（
同
上
）

矢
田
部
成
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

物
部
安
貞
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

田
口
重
元
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
久
元
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

建
久
9
年
（
1198）

中
原
国
元
〔
―
〕

在
：「
府
生
」
と
あ
る
は
「
府
掌
」
の
誤
り
か
。

（ 『
移
徙
』
後
鳥
羽
院
甲
）

立
花
武
久
〔
―
〕

在
：（『

移
徙
』
後
鳥
羽
院
甲
）

清
原
武
次
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
国
久
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

左
右
近
衛
府
将
曹

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
将
曹

備
考
・
出
典

右
近
衛
将
曹

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

神
護
景
雲
元
年（
767）

大
同
2
年
（
807）

に
「
左
近
衛
府
」・「

右
近
衛
府
」
が
成
立
す
る
ま
で
は
「
近
衛
府
」
単
一
の
組
織
で
あ
る
た
め
、
天
平
神
護
元
年
（
765）

～
大
同
元
年
（
806）

の
期
間
で
は
左
・
右
の
区
別
は
な
い
が
、
こ
の
期
間
の
補
任
状
況
は
便
宜
上
、「
左
右
不
詳
」
の
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。

間
人
足
人
（
従
六
位
下
）

在
：（『

続
紀
』
神
護
景
雲
1
・
3
・
17）

延
暦
2
年
（
783）

筑
紫
広
嶋
〔
外
従
五
位
下
〕
在
：
兼
播
磨
大
掾
。（『

続
紀
』
延
暦
2
・
2
・
26）

延
暦
5
年
（
786）

牡
鹿
嶋
足
〔
―
〕

在
：（『

続
紀
』
延
暦
5
・
1
・
7
）

弘
仁
元
年
（
810）

住
吉
豊
継
〔
―
〕

在
：（『

後
紀
』
弘
仁
1
・
9
・
11）

/
弘
仁
5
年

時
、
従
七
位
下
（『
三
代
』
,『
類
国
』
弘
仁
5
・

1
・
7
）

天
長
2
年
（
825）

中
臣
鹿
島
貞
忠〔
従
八
位
上
〕
在
：（『

類
国
』
天
長
2
・
⑦
・
22）

天
長
10年

（
833）

伴
林
御
園
〔
―
〕

在
：
伴
宿
禰
の
姓
を
賜
う
。（『

続
後
紀
』
天
長
10・

2
・
25）

承
和
元
年
（
834）

佐
伯
重
成
〔
―
〕

在
：（『

紀
略
』
承
和
1
・
11・

11）

承
和
10年

（
843）

坂
上
瀧
守
〔
―
〕

任
：
19歳

、
左
近
衛
将
曹
に
任
ず
。（『

三
代
』
元
慶

5
・
11・

9
）

嘉
祥
3
年
（
850）

粟
田
真
持
〔
―
〕

在
：（『

文
徳
』
嘉
祥
3
・
4
・
14）

斉
衡
元
年
（
854）

神
門
氏
成
〔
―
〕

在
：（『

文
徳
』
斉
衡
1
・
4
・
27）

貞
観
2
年
（
860）

忠
世
真
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
叙
外
従
五
位
下
。（『
三
代
』
貞
観
2
・
11・

16）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）
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貞
観
6
年
（
864）

和
薬
弟
雄
〔
正
六
位
上
〕

在
：
宿
禰
の
姓
を
賜
う
。（『

三
代
』
貞
観
6
・
8
・

17）

元
慶
2
年
（
878）

茨
田
貞
額
〔
従
七
位
下
〕

在
：
兼
出
羽
権
大
目
。（『
三
代
』
元
慶
2
・
5
・

4
）

元
慶
3
年
（
879）

茨
田
貞
額
〔
従
七
位
下
〕

在
：
兼
出
羽
権
大
目
。（『
三
代
』
元
慶
3
・
6
・

26）

淡
路
有
守
〔
―
〕

在
：
左
近
将
曹
よ
り
少
外
記
に
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻

第
七
「
自
近
衛
将
曹
任
外
記
例
」、『

外
記
』）

壬
生
益
成
〔
―
〕

任
：（『

古
今
』）

元
慶
6
年
（
882）

壬
生
益
成
〔
従
六
位
上
〕

在
：（『

三
代
』
元
慶
6
・
11・

朔
）

仁
和
3
年
（
887）

宮
道
有
憲
〔
―
〕

在
：（『

符
宣
』
第
四
　
御
膳
）

寛
平
元
年
（
889）

宮
道
有
憲
〔
―
〕

在
：
右
近
将
曹
よ
り
少
外
記
に
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻

第
七
「
自
近
衛
将
曹
任
外
記
例
」、『

外
記
』）

延
長
3
年
（
925）

上
毛
野
時
見
〔
―
〕

在
：
人
長
。（『

吏
部
』
延
長
3
・
11・

20、『
要
略
』

巻
二
十
八
年
中
行
事
十
一
月
）

延
長
6
年
（
928）

尾
張
遠
峯
〔
―
〕

在
：（『

吏
部
』
延
長
6
・
11・

21）
天
慶
4
年
（
941）

播
磨
当
樹
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
天
慶
4
・
11・

5
）

天
慶
5
年
（
942）

播
磨
文
仲
〔
―
〕

在
：（『

吏
部
』
天
慶
5
・
11・

24）
天
慶
8
年
（
945）

船
木
利
用
〔
―
〕

在
：（『

小
野
宮
年
中
行
事
』
二
月
　
御
読
経
事
）

天
暦
7
年
（
953）

船
木
茂
実
〔
―
〕

在
：（『

九
暦
』
天
暦
7
・
10・

28）

応
和
1
年
（
961）

石
野
善
根
〔
―
〕

在
：
格
勤
に
よ
り
、
備
前
国
史
生
を
兼
任
す
る
。

（『
符
宣
』
第
七
　
諸
国
一
分
）

応
和
3
年
（
963）

間
人
秀
仁
〔
―
〕

在
：（『

村
上
』
応
和
3
・
9
・
26）

康
保
1
年
（
964）

石
野
善
根
〔
―
〕

在
：
こ
の
年
3
月
に
権
将
監
に
任
ず
。（『

符
宣
』
第

七
　
諸
国
一
分
）

天
延
2
年
（
974）

物
部
行
忠
〔
―
〕

任
：
将
曹
よ
り
権
将
監
に
任
ず
。（『

親
信
』
天
延

2
・
4
・
10）

永
観
2
年
（
984）

下
毛
野
重
行
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
観
2
・
11・

5
）

寛
和
元
年
（
985）

多
好
茂
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
和
1
・
3
・
30）

間
人
惟
武
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

小
右
』
寛
和
1
・
1
・
10）

秦
興
蔚
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
和
1
・
5
・
21）

永
延
2
年
（
988）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
延
2
・
11・

7
）

永
祚
元
年
（
989）

御
春
清
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
4
・
28）

多
好
茂
〔
―
〕

在
：
同
日
解
却
す
。（『

小
右
』
永
祚
1
・
6
・
12）

/
右
兵
衛
尉
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
3
・
6
）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
4
・
28、

同
1
・
9
・

19）
三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
7
・
3
）

正
暦
2
年
（
991）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

著
聞
』
馬
芸
第
十
四
-
三
五
四
）

下
毛
野
敦
行
〔
―
〕

在
：（『

著
聞
』
馬
芸
第
十
四
-
三
五
四
）

正
暦
4
年
（
993）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
正
暦
4
・
11・

1
）

多
公
高
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
正
暦
4
・
4
・
15）

六
人
部
親
雅
〔
―
〕

在
：
不
参
に
よ
り
解
任
。（『

世
紀
』
正
暦
4
・
7
・

21）

長
徳
元
年
（
995）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
,『
権
記
』
長
徳
1
・
10・

7
）
/

「
左
近
将
監
」。（『

世
紀
』
,『
権
記
』
同
1
・
9
・

22）

長
徳
2
年
（
996）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（
小
右
）
長
徳
2
・
8
・
17

中
臣
嘉
武
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

長
徳
』）

美
努
秀
茂
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

長
徳
』）

長
徳
3
年
（
997）

（
姓
不
詳
）
粟
百
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
徳
3
・
8
・
6
）

長
徳
4
年
（
998）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：
左
近
将
曹
か
。（『

権
記
』
長
徳
4
・
9
・
26）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
徳
4
・
3
・
28）
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長
保
元
年
（
999）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
長
保
1
・
6
・
18）

紀
光
方
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

権
記
』
長
保
1
・
12・

17）

長
保
5
年
（
1003）

多
武
文
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
保
5
・
4
・
21）

下
毛
野
公
助
ヵ
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

寛
弘
元
年
（
1004）

物
部
武
能
〔
―
〕

在
：「
武
告
」
に
つ
く
る
。（『

御
堂
』
寛
弘
1
・

5
・
27）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
弘
1
・
5
・
27）

寛
弘
2
年
（
1005）

多
武
文
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
2
・
2
・
14）

/『
江
家
次
第
』

巻
十
九
「
臨
時
競
馬
事
」
に
は
「
物
部
武
文
」
な
る

人
物
あ
り
。
関
連
あ
る
か
。

高
扶
宣
〔
―
〕

任
：
将
曹
欠
に
よ
り
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
4
・
25）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
2
・
5
・
6
）

身
人
部
保
春
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
7
・
29）

/
権

随
身
。（『

小
右
』
同
2
・
10・

19）

寛
弘
3
年
（
1006）

多
武
文
〔
―
〕

在
：「
多
武
文
」。
競
馬
乗
尻
と
せ
ん
が
た
め
、
右
近

衛
将
曹
よ
り
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

御
堂
』
寛
弘

3
・
9
・
14）

/『
江
家
次
第
』
巻
十
九
「
臨
時
競

馬
事
」
に
は
「
物
部
武
文
」
な
る
人
物
あ
り
。
関
連

あ
る
か
。

宗
岳
高
兼
〔
―
〕

任
：「
美
濃
掾
」。
競
馬
乗
尻
と
せ
ん
が
た
め
、
将
曹

に
任
ず
。（『

御
堂
』
寛
弘
3
・
9
・
14）

寛
弘
5
年
（
1008）

下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
弘
5
・
2
・
1
）

高
向
ヵ
公
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
5
・
12・

18）

寛
弘
8
年
（
1011）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
寛
弘
8
・
11・

30）
下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
9
・
25）

高
助
宣
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
1
・
21）

紀
正
方
ヵ
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
8
・
26）

/
権
随
身
。

（『
小
右
』
同
8
・
12・

27）
/
或
い
は
多
政
方
か
。

長
和
元
年
（
1012）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
1
・
4
・
23）

長
和
2
年
（
1013）

宗
岡
高
兼
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
9
・
16）

下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：「
将
曹
」
と
あ
る
は
誤
り
か
。（『

世
紀
』
,『
小

右
』
長
和
2
・
4
・
23）

中
臣
嘉
数
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
和
2
・
9
・
21）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
4
・
1
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
1
・
16）

/「
紀
正
方
」

と
あ
り
。
前
後
の
時
期
よ
り
紀
正
方
は
近
衛
府
諸
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。

多
治
時
政
〔
正
六
位
上
〕

任
：
一
条
院
蔵
人
所
出
納
の
労
に
よ
り
左
近
将
曹
に

任
ず
。（『

大
間
』
第
八
「
旧
労
」）

長
和
3
年
（
1014）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
2
・
3
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
2
・
4
）

多
武
吉
〔
―
〕

在
：「
八
番
〈
番
長
秦
武
方
、
将
曹
多
武
吉
〉」。

（『
小
右
』
長
和
3
・
5
・
16）

大
石
奉
吉
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
5
・
16）

長
和
4
年
（
1015）

六
人
部
保
春
〔
―
〕

在
：
こ
の
日
将
監
に
任
ぜ
ら
る
か
。（『

小
右
』
長
和

4
・
8
・
27）

/
身
人
部
保
春
と
同
一
人
物
か
。

秦
正
親
〔
―
〕

任
：
こ
の
日
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

小
右
』
長

和
4
・
9
・
2
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
4
・
4
・
27）

長
和
5
年
（
1016）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（ 『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
7
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
14）

小
野
奉
政
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
29）

寛
仁
元
年
（
1017）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
仁
1
・
8
・
23）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
正
方
」
に
つ
く
る
。（『

左
経
』
寛
仁
1
・

9
・
23）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
1
・
8
・
9
）

寛
仁
2
年
（
1018）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
2
・
4
・
1
）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
寛
仁
2
・
5
・
22）

寛
仁
3
年
（
1019）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
3
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
13）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
雅
方
」
に
つ
く
る
。
こ
の
時
期
丹
後
国
に
在

り
。（『

小
右
』
寛
仁
3
・
7
・
24）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
11）

寛
仁
4
年
（
1020）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
4
・
10・

8
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
正
方
」
に
つ
く
る
。（『

小
右
』
逸
文
 寛
仁

4
・
3
・
22）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
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治
安
元
年
（
1021）

多
政
方
〔
―
〕

在
：
上
﨟
。（『

小
右
』
治
安
1
・
3
・
29）

（
姓
不
詳
）
為
国
〔
―
〕

在
：
秦
氏
或
い
は
播
磨
氏
か
。（『

小
右
』
治
安
1
・

10・
14）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
1
・
7
・
26）

治
安
2
年
（
1022）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
2
・
4
・
25）

治
安
3
年
（
1023）

秦
延
命
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
16）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
1
・
11）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

/
同
3
・
⑨
・

23、
舞
師
。

榎
本
季
理
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

（
姓
不
詳
）
高
範
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

（
姓
不
詳
）
武
数
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

/
南
海
道
相
撲

使
。（『

小
右
』
同
3
・
7
・
19）

万
寿
元
年
（
1024）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
1
・
1
・
15）

小
野
奉
政
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
1
・
1
・
17）

万
寿
2
年
（
1025）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
2
・
3
・
17）

多
重
孝
〔
―
〕

在
か
：
藤
井
尚
貞
を
多
重
孝
の
替
と
し
て
府
生
に
任

ず
と
あ
り
。（『

小
右
』
万
寿
2
・
3
・
15）

万
寿
3
年
（
1026）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。 （『
左
経
』
万
寿
3
・
1
・
24）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：
南
海
道
相
撲
使
。（『
小
右
』
万
寿
3
・
7
・

30）
（
姓
不
詳
）
茂
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
逸
文
 万
寿
3
・
4
・
1
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：
大
宰
相
撲
使
。（『

小
右
』
万
寿
3
・
7
・
30）

万
寿
4
年
（
1027）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：
藤
原
実
資
随
身
。（『
小
右
』
万
寿
4
・
1
・

3
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
4
・
7
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
7
・
25）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
7
・
29）

長
元
元
年
（
1028）

大
石
久
遠
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
1
・
5
・
18）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
10）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。（『

左
経
』
長
元
1
・
5
・
17）

長
元
2
年
（
1029）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
4
・
1
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
7
・
19）

秦
延
命
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
4
・
14）

長
元
3
年
（
1030）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
3
・
5
・
2
ヵ
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

勝
良
真
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
3
・
9
・
22）

長
元
4
年
（
1031）

尾
張
時
頼
〔
―
〕

在
：
人
長
。
こ
の
秋
死
去
。（『
左
経
』
長
元
4
・

⑩
・
24）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：
権
随
身
に
任
ず
。（『
小
右
』
長
元
4
・
1
・

1
）

大
石
久
遠
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

左
経
』
長
元
4
・
7
・
5
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
4
・
2
・
6
）

長
元
5
年
（
1032）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。（『

左
経
』
長
元
5
・
6
・
11）

（
姓
不
詳
）
時
国
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
5
・
3
・
17、『

小
右
』
長
元

5
・
4
・
21）

茨
田
為
弘
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
5
・
4
・
21）

長
元
6
年
（
1033）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
逸
文
 長
元
6
・
11・

28）
長
元
8
年
（
1035）

（
姓
不
詳
）
時
国
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
8
・
1
・
19）

長
曆
2
年
（
1038）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

高
向
ヵ
公
方
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

長
暦
3
年
（
1039）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
長
暦
3
・
⑫
・
14）

永
承
3
年
（
1048）

茨
田
光
重
〔
―
〕

任
：
同
日
、
左
近
府
生
よ
り
「
右
近
将
曹
」
に
任

ず
。（『

春
記
』
永
承
3
・
3
・
3
）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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永
承
5
年
（
1050）

大
友
信
国
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
永
承
5
・
3
・
6
）

多
政
資
〔
―
〕

在
：「
政
助
」
に
つ
く
る
。（『

春
記
』
永
承
5
・

3
・
6
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

春
記
』
同
5
・
3
・

12）
茨
田
光
重
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

狛
則
高
〔
―
〕

在
：
楽
人
に
転
任
す
る
。（
同
上
）

（
姓
不
詳
）
吉
光
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
永
承
5
・
3
・
12）

康
平
4
年
（
1061）

藤
沢
吉
高
〔
―
〕

在
：（『

山
槐
』
平
治
1
・
1
・
18）

康
平
5
年
（
1062）

三
池
安
武
〔
―
〕

在
：（『

定
家
』
康
平
5
・
4
・
22）

/「
讃
岐
権
掾

正
六
位
上
三
池
宿
禰
安
武
」（
年
不
詳
）。（『

大
間
』

第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

治
暦
3
年
（
1067）

玉
手
輔
頼
〔
従
七
位
上
〕

任
：
右
近
将
曹
に
任
ず
。（『

朝
野
』
第
四
　
朝
議

上
）

治
暦
4
年
（
1068）

滋
生
行
兼
〔
―
〕

在
：「
行
包
」
に
つ
く
る
。（『

江
逸
』
治
暦
4
・

7
・
21）

香
佐
任
〔
―
〕

在
：
高
佐
任
か
。（『

江
逸
』
治
暦
4
・
7
・
21）

延
久
元
年
（
1069）

（
姓
不
詳
）
武
吉
〔
―
〕

在
：（『

土
右
』
延
久
1
・
6
・
25）

延
久
2
年
（
1070）

大
松
惟
季
〔
従
七
位
上
〕

任
：
本
府
労
に
よ
り
左
近
将
曹
に
転
任
す
る
。（『

大
間
』
大
八
「
転
任
」）

承
保
3
年
（
1076）

秦
武
元
〔
―
〕

在
ヵ
：
近
江
国
雉
所
預
職
に
任
じ
、
の
ち
出
家
。

（『
朝
野
』
第
八
　
別
奏
）

承
保
4
年
（
1077）

狛
則
季
〔
―
〕

任
：
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

水
左
』
承
保
4
・

12・
13）

承
暦
2
年
（
1078）

滋
生
行
兼
〔
正
六
位
上
〕

在
：「
周
防
少
掾
正
六
位
上
滋
生
宿
禰
行
兼
〈
兼
左

近
将
曹
〉」、「

被
任
美
作
・
周
防
掾
闕
状
」。（『

大
間
』
第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

承
暦
3
年
（
1079）

大
神
（
名
不
詳
）

在
：
僧
長
徳
田
地
売
券
に
加
判
。（『

平
遺
』
1172）

下
毛
野
助
友
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
承
暦
3
・
4
・
11）

佐
伯
忠
国
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

承
暦
4
年
（
1080）

中
臣
ヵ
助
任
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
承
暦
4
・
1
・
16）

下
毛
野
助
友
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
承
暦
4
・
・
10・

21）
応
徳
元
年
（
1084）

玉
手
輔
頼
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
補
遺
永
保
四
年
正
月
十
七
日
）

応
徳
2
年
（
1085）

紀
清
任
〔
正
六
位
上
〕

任
：「
本
府
奏
」。（『

魚
魯
』
巻
第
二
「
諸
司
奏
」）

寛
治
元
年
（
1087）

下
毛
野
兼
任
〔
―
〕

在
：「
下
野
兼
任
」
と
あ
り
。
秦
兼
任
の
誤
り
か
。

（『
為
房
』
寛
治
1
・
4
・
23）

寛
治
2
年
（
1088）

中
臣
近
友
〔
―
〕

任
：
将
曹
に
任
ず
。（『

中
右
』
寛
治
2
・
1
・
13）

/
藤
原
忠
実
舞
師
。（『

師
通
』
同
2
・
2
・
28）

/
白
河
上
皇
随
身
。「
中
臣
近
友
」。（『

寛
治
』
,『
時

範
』
同
2
・
3
・
23）

下
毛
野
重
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
寛
治
』
寛
治
2
・
3
・

23）
/（『

時
範
』
同
1
・
3
・
23）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

任
：
将
曹
に
任
ず
。「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』

寛
治
2
・
1
・
13）

/
白
河
上
皇
随
身
。（『

中
右
』

同
2
・
11・

11）

多
資
忠
〔
―
〕

在
か
：（『

中
右
』
寛
治
2
・
1
・
19）

/「
祐
忠
」

に
つ
く
る
。
多
資
忠
か
。（『

帥
記
』
寛
治
2
・
8
・

7
）

寛
治
5
年
（
1091）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：（『

江
逸
』
寛
治
3
・
1
・
5
）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：「
厚
末
」
に
つ
く
る
。（『

江
逸
』
寛
治
5
・

1
・
18）

/「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（ 『
師
通
』
同

5
・
3
・
26/
4
・
15、『

中
右
』
同
5
・
3
・
27）

中
臣
近
友
〔
―
〕

在
：「
大
中
臣
」
に
つ
く
る
。（『

師
通
』
寛
治
5
・

3
・
26/
4
・
15、『

中
右
』
同
5
・
3
・
27）

/
「
摂
津
国
左
近
衛
将
曹
中
臣
近
友
請
文
」。
摂
津
国
水

成
瀬
村
東
大
寺
領
田
申
請
。（『

平
遺
』
1291）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
三
二



寛
治
6
年
（
1092）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（『

師
通
』
寛
治
6
・

2
・
6
）
/
年
預
。
父
子
と
も
に
年
預
を
務
む
を
申

す
旨
あ
り
。（『

師
通
』
同
6
・
12・

28、
30）

/
白

河
上
皇
随
身
。（『

中
右
』
寛
治
6
・
4
・
20）

（
姓
不
詳
）
高
重
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
寛
治
6
・
1
・
19）

中
臣
近
友
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
寛
治
6
・
4
・

20）

（
姓
不
詳
）
助
頼
〔
―
〕

在
：「
本
府
」。（『

為
房
』
寛
治
6
・
2
・
6
）

（
姓
不
詳
）
助
廉
〔
―
〕

在
：
御
随
身
。「
本
府
」。（『

為
房
』
寛
治
6
・
2
・

2
）

寛
治
7
年
（
1093）

秦
武
元
〔
正
六
位
上
〕

任
：「
式
基
」
と
あ
り
。（『
師
通
』
寛
治
7
・
4
・

21）
/（『

江
逸
』
同
7
・
10・

3
）
/「
武
基
」
に

つ
く
る
。
将
曹
に
任
ず
。（『

師
通
』
寛
治
7
・
12・

27）

山
村
吉
貞
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

師
通
』
,『
中
右
』
寛
治
7
・
11・

20）

中
臣
近
友
〔
―
〕

故
：
死
去
。
こ
の
時
60余

歳
。「
容
顔
美
麗
、
所
能

勝
也
。
舎
人
之
中
英
雄
者
也
」。
大
中
臣
近
友
と
同

一
人
物
。
中
臣
兼
武
男
。（『

中
右
』
寛
治
7
・
12・

18）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

任
：「
延
末
」
に
つ
く
る
。
府
生
よ
り
将
曹
に
任

ず
。（『

師
通
』
寛
治
7
・
12・

27）
/
白
河
上
皇
随

身
。
元
左
近
府
生
。（『

中
右
』
同
7
・
12・

27）

秦
武
元
〔
―
〕

任
ヵ
：「
元
右
院
御
随
身
」
と
あ
り
。（『

中
右
』
寛

治
7
・
12・

27）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
寛
治
7
・
5
・

9
）
/（『

師
通
』
同
7
・
4
・
21）

嘉
保
元
年
（
1094）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

中
右
』

嘉
保
1
・
3
・
28）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：（ 『
江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

秦
武
元
〔
―
〕

在
：「
院
」。（『

江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

/
白
河

上
皇
随
身
。（『

中
右
』
同
1
・
4
・
16）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
院
」。（『

江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

嘉
保
2
年
（
1095）

中
臣
ヵ
武
光
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
嘉
保
2
・
4
・

19）
秦
武
元
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
嘉
保
2
・
8
・
28）

/
永
久
4
年

（
1116）「

従
七
位
上
秦
宿
禰
武
元
」
を
皇
后
宮
当
年

御
給
に
よ
り
美
作
少
目
に
任
ず
る
の
記
載
あ
り
。

（『
大
間
』
第
一
「
当
年
給
」）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
嘉
保
2
・
4
・

19）

永
長
元
年
（
1096）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：
穢
所
よ
り
本
陣
に
向
か
う
に
よ
り
過
状
を
提

出
。（『

時
範
』
永
長
1
・
3
・
14）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。「
近
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』
永
長
1
・
1
・
11）

/
陸
奥
御
馬
使
に
任
ず
。

（『
師
通
』
同
1
・
3
・
25）

/
陸
奥
御
馬
交
易
使
に

任
ず
。（『

時
範
』
同
1
・
3
・
29）

/
御
馬
使
。

（『
中
右
』
同
1
・
4
・
7
）

承
徳
元
年
（
1097）

紀
ヵ
清
任
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
承
徳
1
・
2
・
3
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
陸
奥
御
馬
交
易
使
。（『

中
右
』
承
徳
1
・
①
・

28）

承
徳
2
年
（
1098）

秦
兼
方
〔
正
六
位
上
〕

任
：
将
曹
転
任
を
申
し
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻
第
二

「
諸
司
」）
/（『

大
間
』
第
八
「
転
任
」）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
承
徳
2
・
7
・
20）

大
松
惟
季
〔
正
六
位
上
〕

任
：
本
府
労
に
よ
り
将
曹
に
転
任
す
る
。（『

魚
魯
』

巻
第
二
「
諸
司
」
/（『

大
間
』
第
八
「
転
任
」）

康
和
元
年
（
1099）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。 （『
時
範
』
康
和
1
・
4
・
24）

康
和
2
年
（
1100）

身
人
部
武
近
〔
正
六
位
上
〕
任
ヵ
：
府
生
労
に
よ
り
右
近
将
曹
に
任
ず
る
か
。

「
武
近
当
職
之
労
三
十
八
年
」
と
あ
り
。（『
朝
群

抄
』）

小
部
正
清
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
康
和
2
・
3
・
9
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
康
和
4
・
1
・
2
）
/（『

殿
曆
』
同

4
・
⑤
・
15）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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康
和
4
年
（
1102）

秦
近
行
〔
―
〕

在
：「
老
公
」、「

年
六
旬
」。
上
﨟
。（『

殿
曆
』
,

『
中
右
』
康
和
4
・
⑤
・
15）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

殿
曆
』
康
和
4
・
3
・
24、『

中
右
』
同

4
・
7
・
21）

/「
右
近
将
曹
」。『

中
部
』
第
二
九
　

諸
寺
供
養
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
来
」
に
つ
く
る
。
白
河
上
皇
随
身
。
白
河

上
皇
の
定
め
に
よ
り
右
近
将
曹
よ
り
左
に
渡
る
。

（『
殿
曆
』
,『
中
右
』
康
和
4
・
⑤
・
15）

/「
実
非

御
随
身
候
召
次
所
」。（『

中
右
』
康
和
4
・
4
・
28）

康
和
5
年
（
1103）

豊
原
時
元
〔
正
六
位
上
〕

任
：
任
大
将
の
時
、
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

中
右
』
,『
世
紀
』
康
和
5
・
12・

21、『
殿
曆
』
同

5
・
12・

22）
身
人
部
武
近
〔
―
〕

在
：（『

賭
部
』
康
和
五
年
正
月
十
八
日
）
/（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
人
長
。
右
近
か
。（『
中
右
』
康
和
5
・
11・

5
、『
殿
曆
』
同
5
・
11・

28）

軽
部
季
友
〔
―
〕

在
：（『

賭
部
』
康
和
五
年
正
月
十
八
日
）
/（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

長
治
元
年
（
1104）

秦
近
行
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
1
・
4
・
17）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
1
・
1
・
3
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
人
長
。（『
殿
曆
』
,『
中
右
』
長
治
1
・
4
・

17）

長
治
2
年
（
1105）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
長
治
2
・
1
・
5
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。「
院
候
者
」。（『

中
右
』

長
治
2
・
4
・
17、

4
・
23）

/
白
河
上
皇
随
身

か
。（『

雅
実
』
同
2
・
8
・
12）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
2
・
4
・
17）

嘉
承
元
年
（
1106）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：（『

栄
昌
』
嘉
承
1
・
7
・
27）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
嘉
承
1
・
4
・
24）

/
人

長
。（『

栄
昌
』
同
1
・
12・

15、『
中
右
』
同
1
・

12・
16）

小
部
正
清
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
嘉
承
1
・
12・

16）
山
村
助
高
〔
―
〕

在
：（『

栄
昌
』
嘉
承
1
・
12・

16）
多
忠
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

嘉
承
2
年
（
1107）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。「
院
将
曹
」。（『

中
右
』
,

『
栄
昌
』
嘉
承
2
・
4
・
17、『

殿
曆
』
同
2
・
4
・

26）
/「
右
近
将
監
」。（『

殿
曆
』
同
2
・
4
・
10）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：「
命
余
七
十
」。（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
嘉
承

2
・
4
・
16）

/「
以
六
位
自
解
任
将
曹
」。
年
不

詳
。（『

魚
魯
』
別
録
巻
第
七
「
次
任
衛
府
者
」）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
長
秋
』
嘉
承
2
・
1
・
3
）

天
仁
元
年
（
1108）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』
天
仁
1
・

10・
15）

/
白
河
上
皇
随
身
。（『

殿
曆
』
同
1
・

4
・
3
）
/「
院
候
者
」。（『

中
右
』
同
1
・
11・

3
）
/
舞
師
。「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
,『
中
右
』

同
1
・
11・

28）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
天
仁
1
・
12・

19）

豊
原
時
元
〔
―
〕

在
：（『

殿
曆
』
天
仁
1
・
11・

18）

天
仁
2
年
（
1109）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
： 「
左
近
末
将
監
」
と
あ
り
。
随
身
。（『

殿
曆
』

天
仁
2
・
8
・
2
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
同

2
・
9
・
6
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：「
府
者
」。「

右
兼
方
将
監
」。（『

殿
曆
』
天
仁

2
・
8
・
2
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
同
2
・

9
・
6
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）
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